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序 文

国史跡「鞠智城跡」は、東アジア情勢が緊迫する７世紀後半に、大和朝

廷が唐、新羅の国土侵攻に備えて、大野城跡、基肄城跡とともに、西日本

各地に築いた古代山城の一つに数えられます。

『続日本紀』文武天皇２（698）年の繕治記事など、古代に編纂された

国史に記載された由緒正しい城跡で、熊本県の北部、山鹿市と菊池市の市

境に所在し、阿蘇北外輪山から有明海へと西流する一級河川「菊池川」の

中流域に位置します。北には、福岡県との県境を限る筑肥山地を望み、南

は、肥沃な菊鹿盆地が拡がり、県下でも有数の穀倉地帯を形成しています。

熊本県では、日本古代史上の重要性から、その構造解明のための発掘調

査を昭和42年度から実施してきました。これまでに32次に及ぶ調査を重ね

ており、全国的にも珍しい八角形建物跡や貯水池跡を発見するなど、構造

解明が進んでおり、「秦人忍 □ 五斗」銘の木簡や百済系の銅造菩薩立像、
（米カ）

軒丸瓦など、築城の背景を物語る資料が蓄積されてきました。

平成５年度から、熊本県の重要施策として、鞠智城跡の保存・活用を目

的とした保存整備事業がはじまり、平成23年度末までに、米倉、兵舎、八

角形鼓楼、板倉の４棟の復元建物やガイダンス施設等の整備及び広場、園

路等の整備を実施してきました。現在、県内外から年間10万人以上の見学

者が訪れる史跡として親しまれております。

このたび、改めて、これまで実施してきた鞠智城跡の保存整備事業の経

過を整理し、その成果と課題を総括する整備報告書を刊行することとなり

ました。本報告書が史跡に係る保存と活用についての参考になれば幸いで

す。

最後になりますが、これまでの鞠智城跡の保存整備事業及び本報告書の

作成にあたり、文化庁並びに鞠智城跡保存整備検討委員会の先生方をはじ

め、専門指導をいただいた諸先生、地元の方々、山鹿市、菊池市教育委員

会、関係各位には多大なる御指導・御助言を賜りました。

ここに改めて厚く御礼申し上げます。

平成24年10月31日

熊本県教育長

田崎龍一



例  言 

 

１ 本書は、熊本県教育委員会が熊本県の単独予算及び国庫補助を受けて実施した、熊本県山鹿市・菊池市所在

の史跡「鞠智城跡」に係る保存整備事業の正式報告書である。 

２ 本書には、平成５年度から平成 23 年度まで「鞠智城跡」を歴史公園として整備してきた成果と課題を掲載し

た。 

３ 保存整備事業は、すべて鞠智城跡保存整備検討委員会の指導と助言のもと実施した。 

４ 保存整備事業のうち、復元建物、ガイダンス施設等の建物は、熊本県教育委員会が熊本県土木部営繕担当課

に依頼し、工事施工等を実施した。その他の施設については、熊本県教育委員会が熊本県鹿本地域振興局土木

部（平成 11 年度までは熊本県鹿本土木事務所）に依頼し、工事施工等を実施した。 

５ 本書掲載の遺構図面は、平成 23 年度刊行の『鞠智城跡Ⅱ－鞠智城跡第８～32 次調査報告－』から引用した。 

６ 本書掲載の保存整備事業の写真は、竣工時に県へ提出された写真をデジタル処理し掲載した。 

７ 本書掲載の建物図面等は、竣工時、県に提出された実施設計書及び竣工図をデジタル処理し掲載した。 

  なお、デジタル処理（トレース）については、株式会社空間文化開発機構に業務委託した。 

８ 本書の執筆は、大塚敏彦、河北公児、矢野裕介、稼農久芳、池田朋生、木村龍生、能登原孝道が担当して行

い、全体編集は西住欣一郎、矢野、稼農が中心となって行った。 

９ これまでの計画等においては、「復元」、「復原」、や「建物址」、「建物跡」等の表記が混在していたため、本

書内では、現在使用している「復元」、「建物跡」等に表記を統一した。 

  なお、委員会等の名称については組織名であるため、そのまま表記した。 

10 本書の作成にあたっては、検討委員会の諸先生方の他、坪井清足氏、河原純之氏、北野隆氏、甲元眞之氏に

専門指導及び助言を受けた。記して感謝の意を表する。 
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第 76 図 流域図 

第 77 図 雨水排水系統図 

第 78 図 建物跡遺構整備区分図 

第 79 図 建物復元施設イメージ 

第 80 図 礎石建物跡・平面明示標準図 

第 81 図 掘立柱建物跡・遺構明示標準図 

第 82 図 平面明示施設イメージ 

第 83 図 総合案内板・解説板配置図 

第 84 図 照明灯配置図 

第 85 図 シンボル施設イメージ図 

第 86 図 園内経路 

第 87 図 園路標準断面図 

第 88 図 給電・給水系統図 

第 89 図 鞠智城跡長者原地区基本設計平面図 

第 90 図 鞠智城跡長者原地区イメージ図 

第 91 図 ゾーニング 

第 92 図 遺構配置図 

第 93 図 学習施設 

第 94 図 休養・便益施設 

第 95 図 動線計画 

第 96 図 用地取得 

第 97 図 設計対象区域 

第 98 図 流域特性図 

第 99 図 動線計画図 

第 100 図 深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整

備イメージ図 

第 101 図 ハートビル法・交通バリアフリー法 

第 102 図 園路標準断面図 

第 103 図 園路計画図 

第 104 図 散策路イメージ図 

第 105 図 休養・便益施設配置計画図 

第 106 図 広場イメージ図 

第 107 図 サイン配置計画図 

第 108 図 保存整備鳥瞰図 

第 109 図 史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分図 

第 110 図 土地所有区分図 

第 111 図 第１次保存整備工事施工図 

第 112 図 門礎石配置図 

第 113 図 20 号建物跡 

第 114 図 20 号復元建物西・南立面図（基本設計） 

第 115 図 20 号復元建物断面図（基本設計） 

第 116 図 20 号復元建物立面図（竣工） 

第 117 図 20 号復元建物断面図（竣工） 

第 118 図 20 号復元建物断面詳細図（竣工） 

第 119 図 20 号復元建物扉詳細図（竣工） 

第 120 図 20 号復元建物瓦葺き詳細図（竣工） 

第 121 図 20 号復元建物基礎伏図（竣工） 

第 122 図 16 号建物跡 

第 123 図 16 号復元建物立面図（基本設計） 

第 124 図 16 号復元建物断面図（基本設計） 

第 125 図 16 号復元建物立面図（竣工） 

第 126 図 16 号復元建物断面図（竣工） 

第 127 図 16 号復元建物基礎伏図（竣工） 

第 128 図 16 号復元建物基礎詳細図（竣工） 

第 129 図 30、31 号建物跡 

第 130 図 32、33 号建物跡 

第 131 図 32 号復元建物八角形建物の復元案 

第 132 図 32 号復元建物比較対照図 

第 133 図 32 号復元建物立面図（竣工） 

第 134 図 32 号復元建物断面図（竣工） 

第 135 図 32 号復元建物初層平面図（竣工） 

第 136 図 32 号復元建物二層平面図（竣工） 

第 137 図 32 号復元建物三層平面図（竣工） 

第 138 図 32 号復元建物三層屋根詳細図（竣工） 

第 139 図 32 号復元建物三層開口（竣工） 

第 140 図 32 号復元建物瓦詳細図（竣工） 

第 141 図 32 号復元建物ソイルセメントコラム配置図

（竣工） 

第 142 図 32 号復元建物基礎伏図（竣工） 

第 143 図 32 号復元建物軸組図（竣工） 

第 144 図 ５号建物跡 

第 145 図 ５号復元建物復元案（妻入・平入） 

第 146 図 ５号復元建物立面図（基本設計） 

第 147 図 ５号復元建物断面図（基本設計） 

第 148 図 ５号復元建物立面図（竣工） 

第 149 図 ５号復元建物断面図（竣工） 

第 150 図 ５号復元建物扉口詳細図（竣工） 

第 151 図 ５号復元建物軒見上図（竣工） 

第 152 図 ５号復元建物基礎伏図（竣工） 

第 153 図 遺構明示標準断面図 

第 154 図 ガイダンス施設立面図 

第 155 図 ガイダンス１階平面図 

第 156 図 ガイダンス２階平面図 

第 157 図 解説板実施設計図①（平成 11 年度） 



第 158 図 解説板実施設計図②（平成 11 年度） 

第 159 図 長者原地区解説板配置図 

第 160 図 屋外便所平面図 

第 161 図 シンボル広場施工図 

第 162 図 長者原地区遺構整備展示広場平面図 

第 163 図 一般園路標準断面図 

第 164 図 散策路標準断面図（長者原地区） 

第 165 図 側溝ほか標準断面図 

第 166 図 第２次保存整備工事施工図 

第 167 図 研修施設立面図 

第 168 図 研修施設平面図 

第 169 図 総合案内板実施設計図 

第 170 図 総合案内板盤面 

第 171 図 方位石実施設計図 

第 172 図 方位石盤面 

第 173 図 解説板実施設計図（平成 21 年度） 

第 174 図 解説板盤面（Ａ・Ｂゾーン） 

第 175 図 解説板盤面（Ｅゾーン） 

第 176 図 配置図 

第 177 図 長者山展望広場休憩所立面図 

第 178 図 長者山展望広場休憩所断・平面図 

第 179 図 展望デッキ 

第 180 図 中央であいの広場（駐車場）実施設計図 

第 181 図 駐車場断面図 

第 182 図 駐車場・構造物施工図 

第 183 図 長者原地区芝生張替箇所図 

第 184 図 南部一帯広場配置図 

第 185 図 南側土塁地区広場 

第 186 図 陥没箇所施工図 

第 187 図 であいの広場① 実施設計図 

第 188 図 四阿実施設計図 

第 189 図 平坦部３～６ 実施設計図 

第 190 図 平坦部 11 実施設計図 

第 191 図 平坦部 11 排水施設 

第 192 図 透水性土硬化舗装・擬石縁石標準断面図 

第 193 図 平坦部 12 実施設計図 

第 194 図 Ｓ－３－１周辺広場実施設計図 

第 195 図 テーブル・ベンチ 実施設計図 

第 196 図 ベンチ（背なし・背付き）実施設計図 

第 197 図 園路・道標配置図 

第 198 図 平成 14・15 年度施工園路配置図 

第 199 図 木桟道実施設計図 

第 200 図 木桟道・八角デッキ詳細図 

第 201 図 木チップ舗装・階段部実施設計図 

第 202 図 木チップ舗装・階段部折れ点実施設計図 

第 203 図 木チップ舗装・平坦部実施設計図 

第 204 図 散策路（Ｓ－１－１ほか）実施設計図 

第 205 図 散策路（Ｓ－１－１）平面図 

第 206 図 散策路（Ｓ－１－１）標準断面図 

第 207 図 散策路（Ｓ－１－１）立面図 

第 208 図 暗渠排水管 

第 209 図 散策路（Ｓ－２－２）平面図 

第 210 図 散策路（Ｓ－２－２）標準断面図 

第 211 図 散策路（Ｓ－２－２）立面図 

第 212 図 擬木階段・防護柵実施設計図 

第 213 図 散策路（Ｓ－３－１）平面図 

第 214 図 散策路（Ｓ－３－１）立面図 

第 215 図 散策路（Ｓ－３－１）標準断面図 

第 216 図 階段部実施設計図 

第 217 図 散策路（Ｓ－４）実施設計図 

第 218 図 木桟道実施設計図 

第 219 図 散策路（Ｓ－４）標準断面図 

第 220 図 転落防止柵 

第 221 図 一般園路（Ａ－４）実施設計図 

第 222 図 一般園路（Ａ－４）標準断面図 

第 223 図 一般園路（Ａ－４）断面図 

第 224 図 集水枡詳細図 

第 225 図 暗渠排水管等詳細図 

第 226 図 散策路（Ｓ－１－１）標準断面図 

第 227 図 散策路（Ｓ－２－２）標準断面図 

第 228 図 散策路（Ｓ－３－１）標準断面図 

第 229 図 道標実施設計図 

第 230 図 平成 23 年度修景工事実施設計図 

第 231 図 平成 23 年度修景工事断面図 

第 232 図 吐出し処理詳細図 

第 233 図 平成 16 年度歩道整備箇所図 

第 234 図 安全対策緊急整備実施設計図 

第 235 図 横断図① 

第 236 図 横断図② 

第 237 図 施工区域標準断面図 

第 238 図 長繊維補強土工等標準断面図 

第 239 図 排水詳細図 

第 240 図 平成 17 年度災害復旧箇所図 

第 241 図 平成 17 年度Ⅰ工区実施設計図 



第 242 図 平成 17 年度Ⅰ工区補強鉄筋工配置図 

第 243 図 排水材標準配置図 

第 244 図 平成 17 年度Ⅱ工区平面図 

第 245 図 平成 17 年度Ⅱ工区断面図 

第 246 図 平成 17 年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図 

第 247 図 平成 17 年度Ⅲ工区実施設計図 

第 248 図 平成 18 年度Ⅰ工区平面図 

第 249 図 平成 18 年度Ⅰ工区断面図① 

第 250 図 平成 18 年度Ⅰ工区断面図② 

第 251 図 法止工詳細図 

第 252 図 平成 18 年度Ⅱ工区平面図 

第 253 図 平成 18 年度Ⅱ工区断面図 

第 254 図 平成 18 年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図 

第 255 図 平成 18 年度Ⅲ工区平・断面図 

第 256 図 平成 18 年度Ⅲ工区断面図 

第 257 図 平成 18 年度Ⅲ工区補強鉄筋工配置図 

第 258 図 平成 18 年度Ⅳ工区平・断面図 

第 259 図 平成 18 年度Ⅳ工区補強鉄筋工配置図 

第 260 図 16 号復元建物（兵舎）屋根伏図 

第 261 図 16 号復元建物（兵舎）屋根補修立面図 

第 262 図 16 号復元建物（兵舎）屋根修繕詳細図 

第 263 図 5 号復元建物（板倉）修繕実施設計図 

第 264 図  5 号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕実施設

計図 

第 265 図 推定一軸圧縮強度経時変化図 

第 266 図 環境調査施工箇所図 

第 267 図 測色ポイント模式図 

第 268 図 測色値における色見本 

第 269 図 堀切門跡 環境調査データ① 

第 270 図 堀切門跡 環境調査データ② 

第 271 図 堀切門跡 環境調査データ③ 

第 272 図 堀切門跡 環境調査データ④ 

第 273 図 堀切門跡 環境調査データ⑤  

第 274 図 史跡鞠智城跡整備状況図  
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第Ⅰ章 鞠智城の概要

第１節 鞠智城跡の概要

鞠智城跡は、熊本県の北部、山鹿市菊鹿町米原・木野から菊池市木野にかけて所在する古代山城である。
や ま が し き く か ま ちよなばる き の き く ち し き の

阿蘇の北外輪山を水源に、有明海へと西流する一級河川「菊池川」の河口から直線距離で約27㎞の中流域に

位置し、県境を限る筑肥山地の主峰「八方ヶ岳」（標高1052ｍ）の南西麓に発達した丘陵地帯の南端近く、
や ほ う だけ

標高145ｍ前後の通称「米原台地」を中心に城跡は立地する。南の菊池川流域には肥沃な菊鹿盆地が広がり、
よなばるだ い ち

県下でも有数の穀倉地帯を形成している。

この鞠智城跡は、『続日本紀』文武天皇２（698）年５月25日条「令大宰府繕治大野。基肄。鞠智三

城。」に記された「鞠智」の城跡で、朝鮮半島における「白村江」の敗戦後、大野城（福岡県太宰府市ほ

か）、基肄城（佐賀県三養基郡基山町ほか）などとともに、唐・新羅の侵攻に備えて西日本各地に築城され

た城の一つに数えられる。古代律令制の下、西海道諸国島（現在の九州地方）の総轄、対外交渉、西辺防備

を掌った地方出先機関「大宰府」防衛の役割を担ったものと考えられ、『日本文徳天皇実録』天安

２（858）年２・６月条、『日本三代実録』元慶３（879）年３月条などに記載のあることから、文献上、少

なくとも181年以上もの長きにわたり存続した城跡である。なお、鞠智城周辺は、肥後国菊池郡に属するも

のと考えられ、『倭名類聚抄』に記載された菊池郡９郷のうちの一つである城野郷に比定されている。城跡
き の

地内及びその周辺部において今日に残る「木野」地名がその名残をとどめ、北西の山鹿市菊鹿町上本分に
き の かみほんぶん

は、大同２（807）年に京都嵐山の松尾大社から勧請されたと伝えられる「城野松尾神社」も所在する。

城域については、早くから周辺の地形をもとに狭域説、広域説が論じられてきた。狭域説は、南を菊池市

木野堀切の集落の後背にそびえる阿蘇溶結凝灰岩の崖線から北西方向に延びる丘陵の尾根、西を初田川流域

の小盆地、北から東にかけてを支流米原川の浸食谷で区切る東西幅約1.6㎞、南北幅約1.3㎞の範囲をいい、

これに対する広域説は、狭域説の南西隅にあたる「大門」付近から初田川を渡り、対岸の北に延びる頭合、
だいもん ず ごう
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輿掛松、立徳、横枕の低丘陵の尾根を伝い、北から東を金頭の連山（最高標高211.8ｍ）で区画する最大直
こしかけまつ りゅうとく よこまくら きんがしら

径3.6㎞、周長12㎞の範囲をいい、水田耕作に適した初田川流域の小盆地を取り囲む。現在、狭域説の中で
はつたがわ

も、特に、南の崖線の中途から北に折れ、池ノ尾の谷部を渡り、西を「灰塚」、「涼みヶ御所」、「佐官
いけのお はいづか すす ごしょ しゃかん

どん」といった地名が残る北に延びる丘陵の尾根、東を台地縁の崖線で区画された周長約3.5㎞、面積約55ha、

0 300m 

第１図　鞠智城跡全体図
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標高90～171ｍの範囲を「内城地区」と呼称して、真の城域とする。その範囲を包括する約64.8ha（県有地

約43.7ha）が平成16（2004）年２月27日付けで国史跡に指定されている（第１図）。

鞠智城跡の発掘調査は、昭和42（1967）年度の第１次調査を端緒に、平成22（2010）年度で32次を数える。

これまでの調査で、内城地区の南東部にあたる米原台地の長者原・上原地区を中心に、八角形建物跡をは
ちょうじゃばる うわばる

じめとする72棟の建物跡が検出されており、その北側谷部からは、古代山城では現在のところ唯一の事例と

なる5300㎡の面積を有する貯水池跡が発見されている。南側と西側には、土塁的景観を色濃く残す南側土塁

線と西側土塁線があり、城域の南東隅、南中央、南西隅に、それぞれ深迫門跡、堀切門跡、池ノ尾門跡が所
ふかさこもん ほりきりもん

在する。このように城の構造解明が進むとともに、近年では、「秦人忍 □ 五斗」銘の付札木簡や銅造菩薩
（米カ）

立像が出土するなど、当時の政治・社会構造を物語る貴重な発見が相次いでいる。

また、平成６（1994）年度からは鞠智城跡の歴史公園化に向けた保存・整備事業が開始され、『鞠智城跡

保存整備基本計画（平成６年度策定）』、『第２次鞠智城跡保存整備基本計画（平成13年度策定）』に基づ

き、八角形鼓楼、米倉、兵舎、板倉などの古代の建物が復元され、ガイダンス施設、研修施設、展望所、
はちかくけい こ ろう こめぐら へいしゃ いたくら

園路、休憩所を設置するなど、歴史学習の場としての活用が図られている。

第２節 位置と環境

（１）遺跡の位置と範囲

国史跡「鞠智城跡」は、熊本県の北部、北緯33度00分10秒、東経130度47分00秒付近に位置し、山鹿市と

菊池市にまたがって所在する（第２図）。熊本市からは北東に約30㎞、菊池市街地からやや北西に離れた台

地上に位置する。そのため、鞠智城跡からは広大な菊鹿盆地を一望することができ、阿蘇外輪山から、遠く

は雲仙島原の山々を眺めることができる眺望地である。

山鹿市、菊池市にまたがる広大な菊鹿盆地は、多くの重要遺跡が存在することで知られている。弥生時代

の環濠集落や、熊本の古墳時代を代表する遺跡である装飾古墳、そして古代の郡衙や中世城など多様な遺跡

が存在している。特に、古代

には車路と呼ばれる官道がと

おっていたことが想定されて

いる。車路の官道は、筑後方

面、玉名方面、阿蘇方面、日

田方面、熊本市方面のどの方

面にも通じており、この地が

交通上重要な地点であったと

いうことがうかがえる。今日

でも、国道３号、国道325

号、国道387号、国道443号な

ど多くの幹線道路が縦横にと

おっており、交通上の要衝と

なっている。なお、鞠智城跡

はこの車路の官道を見据える

位置に存在している。また、

古代山城はすべて、官道に沿

った場所に築城されているこ
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第 ２ 図　九州の古代山城分布図 
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標高90～171ｍの範囲を「内城地区」と呼称して、真の城域とする。その範囲を包括する約64.8ha（県有地
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とが以前から指摘されており、官道と古代山城とはその役割において密接な関係があったものと考えられる。

鞠智城跡の西側に位置する山鹿市鹿本町、山鹿市菊鹿町にまたがる平野部には、古代の条里制の跡が現在
か も と

でも確認できる。この条里は、北側と南側でその碁盤目の方位が異なっている。その境目を、北西から南東

方向に走る車路の官道がとおっていたことが想定されており、この車路の官道により、条里が区分けされて

いたと考えられている。現在でも、その条里制の名残を残した景観が広がっており、「地域における歴史的

風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」に基づく歴史的風致維持向上計画の認定地とされ

ている。さらに菊池市隈府は、中世にこの菊池地域を中心に活躍した菊池一族の本拠地である。現在の隈府
わ い ふ

の街を歩いてみると、街並みの中に当時の風情と面影を感じることができる。このように鞠智城跡周辺は、

現在でも古代からの歴史情緒溢れる地域であるといえる。

鞠智城跡は、約55haの広大な面積をもち、これがすべて国史跡として指定されている。この中の68.6％は

県有地となっており、熊本県によって整備、管理が行われている。残りの箇所については、現在も集落およ

び農地等として利用されている。

（２）地形的環境

鞠智城跡がある九州は、日本列島の西端に位置している（第３図）。九州は、朝鮮半島やユーラシア大陸

に最も近接する地理的環境であることから、古来より日本の対外交渉の窓口としてその役割を担ってきた。

九州は、中央には九州山地が広がり、その北隣りには東西18㎞、南北25㎞にも及ぶ世界最大級のカルデラ

をもつ阿蘇が横たわっており、それが九州のダイナミックな地形を表している。この九州は、地形的には大

きく北部山地（福岡県・佐賀県および長崎県北半）・中部火山（大分県・熊本県北半）・中部山地（宮崎県

・熊本県南半）・南部火山（鹿児島県）の４つの地域に区分することができる。火山島である九州にあって

は、火山噴火は太古の昔から人々の畏敬を一身に集めるものであったと思われる。これら４つの地域の中で、

鞠智城跡が属するのは中部火山地域である。そして、中部火山地域の中心的存在といえる山が、阿蘇山であ

る。

過去４回の大噴火を繰り返しながら、その姿を変えてきた活火山「阿蘇」は、巨大なカルデラ式火山であ

る。その容姿は、現在噴煙を上げている中央火口丘、その南と北に広がる肥沃な平野部分、そしてその中央

火口丘と低地をめぐる外輪山によって成り立っている。

阿蘇の外輪山は、熊本県はもとより、宮崎県や大分県にもまたがる広大な丘陵である。その外輪山から幾

筋も延びる尾根線は、しだい

に傾斜を緩くしながら、ある

ものは高原地帯へ移行し、あ

るものは平地部の台地へとつ

ながっていく。そして、こう

した外輪山に源を発し、幾筋

もの河川が放射状に延びて海

へ注ぎ込んでいる。その中の

ひとつに菊池川がある。

菊池川は、阿蘇外輪山の尾

ノ岳（1041ｍ）に源を発する

河川である（第４図）。この

水源を起点に阿蘇の原野を下

り始めれば、まず景勝地で著
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名な菊池渓谷にいたる。そして、そこを流れ下ると、流れを急激に緩くしながら、平野部にいたる。ここか

らが菊池川の中流域となる。

中流域部は、菊池市から山鹿市にかけて広がる、面積約76k㎡の「菊鹿盆地」である。この菊鹿盆地内で、

内田川、合志川、岩野川など、菊池川の主要な支流が合流し、それらの流域も含めて肥沃で広大な平野部
う ち だ がわ こ う し がわ い わ のがわ

が形成される。現在では、全国ブランドとしても名高い菊池米、七城米が生産される穀倉地帯となっている。

なお、菊鹿盆地はあらゆる方面からの道路が集中する地点でもあり、交通の要衝ともいえる。この状況は古

代においても同様であったと思われ、車路の官道の存在が想定されている。それが、鞠智城がこの地に築城

された要因のひとつであったろう。

また、この菊鹿盆地の周囲には、阿蘇溶結凝灰岩を基盤とする台地や丘陵地が広がっている。特に、菊鹿

盆地の南側に広がる花房台地、北側に広がる台台地、御宇田台地は、現在、広大な畑作地帯となっている。
はなぶさ うてな み う た

これらの台地の基盤は先述したように阿蘇溶結凝灰岩である。そのため、この台地縁辺には、横穴墓が多数

造営されている。

中流域を過ぎると、低い山塊や台地が川に迫り、それを縫うように蛇行した流れとなる。その流れの先、

玉名平野へいたると、そうした閉塞した状況を払拭するかのように広大な穀倉地帯となり、大きく展望が開

けた景色が広がる。そして、菊池川は、源より流れ下って、ようやく有明海へと到達する。その長さは約61.2

㎞にもなり、その過程で迫間川・内田川・合志川・岩野川などの大小65本の支流が流れ込む。その流域面積
は ざ ま

は、実に約66k㎡に及んでいる。

ここで、あらためて鞠智城跡周辺に目を向けてみよう。

鞠智城跡のある山鹿市菊鹿町は、北側と東側に標高1000ｍ級の山地がそびえ、西側に低い山地が広がる。

そこから南へ向かうにしたがって、しだいに低く平坦になっていき、菊鹿盆地にいたるといった具合に地形

が展開している。そして、その中を内田川とその支流が流れ、その浸食作用により、谷や台地といった地形

を作り出している。

鞠智城跡は、そのようにして形成された台地のひとつである、山鹿市菊鹿町米原の、通称「米原台地」を

中心域として形成されている。ここは、菊池川の河口から直線距離で北東方向に約27㎞離れた、菊池川中流

域に位置する。菊池川の北岸にあたる標高70～80ｍ程の台台地の基部、標高100～168ｍの山鹿市菊鹿町米原

の米原台地は、北は福岡県との県境に連なる山々（主峰、八方ヶ岳、1052ｍ）を望み、南は菊池川により形

成された肥沃な土壌をもつ平地（菊鹿盆地）を一望できる。南の菊鹿盆地からの比高差は約100ｍで、同時

期に築城されたと考えられる大野城跡、基肄城跡が400ｍ級の山に築かれているのに対して低い立地となっ

ている。これが、他の古代山城と比較した際の、鞠智城跡の大きな地形的特徴といえる。

鞠智城の城域は、山鹿市菊鹿町米原の長者原地区を中心に東西約1.6㎞、南北約1.3㎞の範囲で、外郭線の
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総延長約5.3㎞、総面積約120haの規模をもつ。

そこは、中心域である内城地区（約55ha）と自

然地形を取り込んだ外縁地区（約65ha）に区分

される（第５図）。城域については、さらに外

側の頭合、輿掛松、立徳、横枕を包括するよ
ず ごう こしかけまつ りゅうとく よこまくら

うな広域説があるが、他の古代山城と比較して

余りに広大すぎるため、内城地区に限り城跡と

みなすのが有力である。

内郭線は、南を堀切集落の後背にそびえる阿

蘇溶結凝灰岩の崖線、そこから北西方向に延び

る低山の尾根をつたい、西を初田川流域の小盆

地、北から東にかけては支流米原川の浸食谷に

より区切るライン（第５図、土塁線②）で、東

西幅約1.6㎞、南北幅約1.3㎞の範囲にわたる。

また、内郭線は南の崖線の中途から北に分岐し、

池の尾で城内を流れる塩井川の浸食谷を渡り、

西側を北に延びる灰塚、涼みヶ御所、佐官どん

といった地名が残る低山、東を台地縁の崖線で

区切る、周長約3.5㎞のライン（第５図、土塁

線①）がある。現在、このラインにより区画さ

れた範囲を真の城域とし、内城地区と呼称して

いる。

一方、外郭線は、内郭線の南西隅にあたる塩井川との合流地点「大門」付近から初田川を渡り、対岸の頭

合、木野、立徳と北に延びる低山の尾根を伝い、北から東へは金頭の連山(最高標高211.8ｍ)を伝う馬蹄形

を呈するライン（第５図、外部ライン①）をいう。

鞠智城跡は、城域の中心部となる長者原地区が

所在する台地を中心に、北側に開口する谷と西側

に開口する谷の、２つの谷を取り込んだ包谷式山

城である。城壁線は、東を標高145ｍ程度の台地縁、

西を台地から北に向かって派生する標高150～170

ｍの山尾根、南を台地から西に向かって派生する

標高120～130ｍ前後の山尾根を走る、総延長3.5㎞

となる。

このような地形を呈す鞠智城周辺の地質につい

て、最後に述べておきたい（第６図）。その基盤

層は、城域内で大きく２つに分かれる。城内の中

心部である長者原地区や堀切、深迫、池ノ尾の城

門跡がある地点、そして南側土塁線の周辺は、後

期更新世に堆積したと考えられる阿蘇４火砕流堆

積物（阿蘇溶結凝灰岩）が基盤層となっている。
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一方、貯水池跡から西側、灰塚や西側土塁線周辺は白亜紀の花崗岩類が基盤層となっている。鞠智城跡では、

城門跡の門礎石や、池ノ尾門跡の石積み等に花崗岩が使用されている。おそらく、西側土塁線周辺で切り出

されたか、採取されたものを使用したのだろう。なお、貯水池跡や池ノ尾門跡の石積みには、安山岩系の石

材も使用されている。鞠智城周囲の地質をみると、鞠智城跡の北側に位置する八方ヶ岳周辺に八方ヶ岳安山

岩、鞠智城跡の東側に位置する鞍岳周辺に鞍岳安山岩が分布している。近隣で安山岩が基盤層となっている

のはこのあたりのみであるため、鞠智城には八方ヶ岳周辺あるいは鞍岳周辺の安山岩がもたらされたことも

考えられる。

第３節 歴史的環境

（１）鞠智城周辺の遺跡の動向

鞠智城跡がある山鹿・菊池地域には、旧石器時代以来の遺跡が数多く存在する。特に弥生時代後期になる

と、国史跡方保田東 原遺跡、うてな遺跡、小野崎遺跡などで大規模な環濠集落がつくられており、この地
か と う だ ひがしばる お の ざ き

域は魏志倭人伝にいう「クニ」を彷彿とさせるような大きな勢力をもっていたと考えられている。

ここでは、弥生時代に続く古墳時代と古代を中心に、主要な遺跡を紹介し、山鹿・菊池地域の歴史的環境

を概観する（第７図）。

古墳時代の遺跡 まず古墳時代の山鹿・菊池地域についてみてみよう。山鹿・菊池地域には、古墳時代の

遺跡が多く存在する。その中でも多いのは古墳・横穴墓である。それに対し、集落跡は数例しかみつかって

いない。

古墳時代前期～中期にかけての代表的な古墳群として、御宇田台地の末端から菊鹿盆地へと続く丘陵に築

造された、津袋古墳群がある。この古墳群は、茶臼塚、小町塚、大塚、平原塚、五社宮、頂塚、朱塚などの

古墳からなる。津袋大塚古墳は直径32ｍの円墳で、出土した土器から４世紀の終わり頃に位置づけられてい

る、その当時としては県内最大級の円墳である。また、朱塚古墳は安山岩の割石を小口積みにした竪穴式石

槨に羨道部を取り付けられたような形態の、初期横穴式石室である。この石室は、竪穴式石槨から横穴式石

室への過渡期の形態として注目されるものである。

続く古墳時代中期になると、菊鹿盆地西部および合志川流域に多くの古墳が築造される（第８図）。特に

重要な古墳は、岩原双子塚古墳である。全長102ｍの前方後円墳で、熊本県内最大級の古墳である。発掘調

査は行われていないが、レーダー探査で主体部は石棺であることが判明している。なお、墳丘などから採集

された埴輪は、黒斑が全く認められないことから川西Ⅳ期のものとされ、古墳の時期は５世紀の中葉頃に位

置付けられている。また、埴輪製作の技法から、近畿の勢力とのつながりが想定されている。

菊池川の支流である合志川流域には、慈恩寺経塚古墳（円墳、直径53ｍ）、高熊古墳（前方後円墳、全長

72ｍ）などの首長墓が築かれる。慈恩寺経塚古墳は５世紀の前半、高熊古墳は５世紀の中葉頃の古墳で、い

ずれも近畿の中央政権とのつながりを示す遺物が出土している。なお、古墳時代中期の合志川流域は、朝鮮

半島系文物が多く確認できる地域でもある。

このように、古墳時代中期には菊鹿盆地西部と合志川流域に、近畿とのつながりをもつ首長墓が登場する

といった特徴が認められる。菊鹿盆地西部・合志川流域と同じように、この時期になって近畿の中央政権と

のつながりや朝鮮半島系文物が確認できるようになる地域に、江田船山古墳や伝左山古墳がある菊池川下流

域や、塚原古墳群などがある熊本県央の城南町周辺が挙げられる。これらの地域は、古墳時代中期に近畿の

中央政権との結びつきによって、勢力を伸張させたものと考えられている。

なお、この時期の菊鹿盆地東部では、全長21ｍの前方後円墳である蛇塚古墳が築造されるが、首長墓クラ

スの古墳は築造されていない。
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一方、貯水池跡から西側、灰塚や西側土塁線周辺は白亜紀の花崗岩類が基盤層となっている。鞠智城跡では、

城門跡の門礎石や、池ノ尾門跡の石積み等に花崗岩が使用されている。おそらく、西側土塁線周辺で切り出

されたか、採取されたものを使用したのだろう。なお、貯水池跡や池ノ尾門跡の石積みには、安山岩系の石

材も使用されている。鞠智城周囲の地質をみると、鞠智城跡の北側に位置する八方ヶ岳周辺に八方ヶ岳安山

岩、鞠智城跡の東側に位置する鞍岳周辺に鞍岳安山岩が分布している。近隣で安山岩が基盤層となっている

のはこのあたりのみであるため、鞠智城には八方ヶ岳周辺あるいは鞍岳周辺の安山岩がもたらされたことも

考えられる。

第３節 歴史的環境

（１）鞠智城周辺の遺跡の動向

鞠智城跡がある山鹿・菊池地域には、旧石器時代以来の遺跡が数多く存在する。特に弥生時代後期になる

と、国史跡方保田東 原遺跡、うてな遺跡、小野崎遺跡などで大規模な環濠集落がつくられており、この地
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域は魏志倭人伝にいう「クニ」を彷彿とさせるような大きな勢力をもっていたと考えられている。

ここでは、弥生時代に続く古墳時代と古代を中心に、主要な遺跡を紹介し、山鹿・菊池地域の歴史的環境

を概観する（第７図）。

古墳時代の遺跡 まず古墳時代の山鹿・菊池地域についてみてみよう。山鹿・菊池地域には、古墳時代の

遺跡が多く存在する。その中でも多いのは古墳・横穴墓である。それに対し、集落跡は数例しかみつかって

いない。

古墳時代前期～中期にかけての代表的な古墳群として、御宇田台地の末端から菊鹿盆地へと続く丘陵に築

造された、津袋古墳群がある。この古墳群は、茶臼塚、小町塚、大塚、平原塚、五社宮、頂塚、朱塚などの

古墳からなる。津袋大塚古墳は直径32ｍの円墳で、出土した土器から４世紀の終わり頃に位置づけられてい

る、その当時としては県内最大級の円墳である。また、朱塚古墳は安山岩の割石を小口積みにした竪穴式石

槨に羨道部を取り付けられたような形態の、初期横穴式石室である。この石室は、竪穴式石槨から横穴式石

室への過渡期の形態として注目されるものである。

続く古墳時代中期になると、菊鹿盆地西部および合志川流域に多くの古墳が築造される（第８図）。特に

重要な古墳は、岩原双子塚古墳である。全長102ｍの前方後円墳で、熊本県内最大級の古墳である。発掘調

査は行われていないが、レーダー探査で主体部は石棺であることが判明している。なお、墳丘などから採集

された埴輪は、黒斑が全く認められないことから川西Ⅳ期のものとされ、古墳の時期は５世紀の中葉頃に位

置付けられている。また、埴輪製作の技法から、近畿の勢力とのつながりが想定されている。

菊池川の支流である合志川流域には、慈恩寺経塚古墳（円墳、直径53ｍ）、高熊古墳（前方後円墳、全長

72ｍ）などの首長墓が築かれる。慈恩寺経塚古墳は５世紀の前半、高熊古墳は５世紀の中葉頃の古墳で、い

ずれも近畿の中央政権とのつながりを示す遺物が出土している。なお、古墳時代中期の合志川流域は、朝鮮

半島系文物が多く確認できる地域でもある。

このように、古墳時代中期には菊鹿盆地西部と合志川流域に、近畿とのつながりをもつ首長墓が登場する

といった特徴が認められる。菊鹿盆地西部・合志川流域と同じように、この時期になって近畿の中央政権と

のつながりや朝鮮半島系文物が確認できるようになる地域に、江田船山古墳や伝左山古墳がある菊池川下流

域や、塚原古墳群などがある熊本県央の城南町周辺が挙げられる。これらの地域は、古墳時代中期に近畿の

中央政権との結びつきによって、勢力を伸張させたものと考えられている。

なお、この時期の菊鹿盆地東部では、全長21ｍの前方後円墳である蛇塚古墳が築造されるが、首長墓クラ

スの古墳は築造されていない。
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古墳時代後期になっても、菊鹿盆地におけるこのような状況に変化はみられない（第９図）。菊鹿盆地西

部には、全長44ｍの前方後円墳であるチブサン古墳が築造される。装飾古墳としても著名で、幾何学文様の

装飾が彩色で施されている。このほか、県下随一の数の形象埴輪をもつ前方後円墳である中村双子塚古墳、

大型円墳であるオブサン古墳が菊鹿盆地西部に築造されている。

そして、古墳時代後期後半になると、この状況に変化が起こる。それは、菊鹿盆地西部に築造されていた

首長墓が、菊鹿盆地東部に築造されるようになるという変化である（第10図）。鞠智城のすぐ南に位置する

第７図 鞠智城跡周辺主要遺跡分布図  
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袈裟尾高塚古墳は、直径約30ｍの大

型円墳で、その当時の県内では有数

の規模をもつ古墳である。この古墳

は、石室内に線刻で矢を納める靫や

三角文が描かれる装飾古墳としても

知られている。なお、菊鹿盆地を挟

んだ花房台地上には、木柑子フタツ

カサン古墳（前方後円墳、全長65

ｍ）、木柑子高塚古墳（前方後円

墳、全長不明）が築造される。どち

らも、熊本県内における最終段階の

前方後円墳で、その墳丘規模も当時

の熊本県北部では最大級である。ま

た、菊鹿盆地には直径20ｍの円墳で

ある御霊塚古墳が築造されている。

この古墳は装飾古墳で、石室内に靫

や同心円文等が、赤や白の彩色で描

かれている。袈裟尾高塚古墳、木柑

子フタツカサン古墳、木柑子高塚古

墳、御霊塚古墳は、後に成立する車

路の官道沿い、あるいはその隣接地

点に配置されているという共通点が

ある。

さらに、古墳時代後期後半になる

と、横穴墓が多くみられるようにな

る。先述したように菊鹿盆地周辺の

台地の基盤層は阿蘇溶結凝灰岩が多

く、横穴墓を造営するには適した地

であるといえる。台台地の崖面にあ

る瀬戸口横穴群は、総数200基を超

える横穴墓群で、熊本県最大規模の

横穴群として著名である。湯の口横

穴群も、合計200基を超える規模の

横穴群である。このほか、鞠智城の

周囲をみると、一群ごとの数はそれ

ほど多くないが、迫横穴群、阿高横

穴群、ヒジュウ谷横穴群、堀切横穴

群、山田横穴群、大井樋・大井樋谷横穴群といった小規模の横穴群が分布している。これら横穴墓は、７世

紀後半に位置付けられるものも存在するため、防人の墓ではないか、との俗説もある。

ちなみに、菊鹿盆地内およびその周辺において、古墳時代後期後半の集落跡は２カ所で確認されている。
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袈裟尾高塚古墳は、直径約30ｍの大

型円墳で、その当時の県内では有数

の規模をもつ古墳である。この古墳

は、石室内に線刻で矢を納める靫や

三角文が描かれる装飾古墳としても

知られている。なお、菊鹿盆地を挟

んだ花房台地上には、木柑子フタツ

カサン古墳（前方後円墳、全長65

ｍ）、木柑子高塚古墳（前方後円

墳、全長不明）が築造される。どち

らも、熊本県内における最終段階の

前方後円墳で、その墳丘規模も当時

の熊本県北部では最大級である。ま

た、菊鹿盆地には直径20ｍの円墳で

ある御霊塚古墳が築造されている。

この古墳は装飾古墳で、石室内に靫

や同心円文等が、赤や白の彩色で描

かれている。袈裟尾高塚古墳、木柑

子フタツカサン古墳、木柑子高塚古

墳、御霊塚古墳は、後に成立する車

路の官道沿い、あるいはその隣接地

点に配置されているという共通点が

ある。

さらに、古墳時代後期後半になる

と、横穴墓が多くみられるようにな

る。先述したように菊鹿盆地周辺の

台地の基盤層は阿蘇溶結凝灰岩が多

く、横穴墓を造営するには適した地

であるといえる。台台地の崖面にあ

る瀬戸口横穴群は、総数200基を超

える横穴墓群で、熊本県最大規模の

横穴群として著名である。湯の口横

穴群も、合計200基を超える規模の

横穴群である。このほか、鞠智城の

周囲をみると、一群ごとの数はそれ

ほど多くないが、迫横穴群、阿高横

穴群、ヒジュウ谷横穴群、堀切横穴

群、山田横穴群、大井樋・大井樋谷横穴群といった小規模の横穴群が分布している。これら横穴墓は、７世

紀後半に位置付けられるものも存在するため、防人の墓ではないか、との俗説もある。

ちなみに、菊鹿盆地内およびその周辺において、古墳時代後期後半の集落跡は２カ所で確認されている。
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１カ所は合志川流域の篠原遺跡である。この遺跡からは

多量の天草式製塩土器がみつかっており、この時代に、

塩が天草からはるばる運ばれていたことを示す重要な発

見であった。もう１カ所は鞠智城跡である。天然の要害

といえるこの地に、古墳時代後期後半の集落が存在する

ことは非常に興味深い。

古代の遺跡 古代の菊池・山鹿地域についてみていき

たい。菊池川中流域には、山鹿市鹿本町の御宇田遺跡群、

菊池市七城町の上鶴頭遺跡、うてな遺跡、十蓮寺跡、菊

池市の西寺遺跡などの古代の遺跡がある。これらの遺跡

は山鹿・菊池地域において官衙跡や郡寺であったと考え

られるものである。

御宇田遺跡群は、鞠智城跡の西方、内田川を挟んでの

対岸の御宇田台地上に立地する。昭和60（1985）年～61（1986）年にかけて発掘調査が行われ、西久保、虎

ヶ迫、妙見第Ⅰ～Ⅲ区の５つの調査区に分けて実施された。この中で、妙見第Ⅱ区の調査では３間×５間の

庇付き建物、３間×４間の建物、２間×４間の建物などの掘立柱建物群（８～９世紀）が中央広場を挟んで

規則的に配列されて検出された（第11図）。また、遺物でも、石製巡方、円面硯などの官衙的色彩の強い出

土品や、三彩、越州窯青磁、緑釉陶器などの貴重な貿易陶磁器などが出土している。建物配置や出土遺物か

ら妙見第Ⅱ区周辺を官衙跡に比定している。

上鶴頭遺跡は、菊池川左岸、標高70～100ｍの花房台地と呼ばれる洪積台地上に立地する。鞠智城跡との

位置関係では、菊池川を挟んでその南側対岸に位置している。昭和57（1982）年に調査が行われ、30ｍ四方

の中央広場を囲むように16棟の庇付き大型建物跡（９世紀前半）が検出された（第12図）。遺物では、｢正｣、

｢西正｣等と書かれた20数点の墨書土器が出土している。このことから、官衙関連の遺跡ではないかと考えら

れている。

うてな遺跡は、標高70～80ｍの台台地の西側端部に立地する。３度の調査が行われており、七ッ枝Ⅰ・Ⅱ

区、大原Ⅰ～Ⅲ区の５つの調査区からなる。そのうち、注目されるのは七ッ枝Ⅱ区から検出された掘立柱建

物群（８世紀後半～９世紀前半）で、

これらの建物群については規則的な

配置がみられた。また出土遺物も三

彩片、銅椀片、墨書土器が出土して

いる。このことから、官衙関連施設

に比定されている。

十蓮寺跡は、うてな遺跡の2.3㎞

東方に位置し、台台地の南側斜面近

くにある。「いぼたらひ」とも「い

ぼだなさん」とも呼ばれる塔心礎石

が残り、18世紀後半に編纂された

『肥後国誌』には、「近傍ノ畑ヲ掘

レハ布目瓦ノ欠多ク出ル」と記され

ているように、古くからその存在を

0 20m 
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第11図　御宇田遺跡群（妙見Ⅱ区）の遺構配置
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知られていたところである。そのために、大正期には下

林繁夫氏が、戦後早くには松本雅明氏が現地踏査を行

い、そして、昭和40（1965）年には開田事業に伴い坂本

経堯氏が発掘調査を実施し、軒丸瓦２種、軒平瓦２種が

発見されている（第12図）。いずれも奈良時代中期の鴻

臚館式の系統の瓦である。松本氏は、この十蓮寺を菊池

郡家に付属する菊池郡寺として創建されたと推測した。

また、その伽藍配置については、古代肥後国の他の郡寺

と同様に、東に三重塔、西に金堂、北に講堂をもつ法起

寺式であったと想定した。

西寺遺跡は、十蓮寺跡の1.5㎞南方に位置し、菊鹿盆地

の平野部に立地する。松本雅明氏によれば、かつて遺構

として北側と西側に土塁が残っていたという。北側の土

塁は、長さが100～130ｍで、幅が５～６ｍ、高さが1.5ｍ

の規模であった。それが北西隅で西に直角に曲がり、長

さ20～30ｍの土塁となっていた。その内側に瓦葺の建物

跡（８世紀頃）が想定されている（第14図）。また、南

西側300ｍ程の南 園と呼ばれる地点から、多量の布目瓦（８世紀末～９世紀初頭）が出土しており、松本
みなみぞの

氏は、これら土塁や出土瓦等からこの辺一帯を菊池郡家（官衙）と想定している。

このほか、菊池川流域や内田川流域には、大規模な条里の地割跡が残っていることも重要である。さらに、

鶴嶋俊彦氏が「車路」、「車町」などの地名から想定した、延喜式以前の古代官道もこの地域をとおってい

る（第15図）。そのルートは、大水駅から山鹿郡家（御宇田遺跡群）をとおって台台地にいたり、そこを斜

めに通過しながら菊池郡家（西寺遺跡）にいたるものである。さらにその道は、菊鹿盆地奥の低地を斜断し

ながら、花房台地に上り、肥後国府方面へ通じるルートと、阿蘇を通過して豊前・日向の国府へと通じるル

ートへと分岐する。

ところで、鞠智城に関する記述は、『日本三代実録』の元慶３（879）年以降、歴史書から消える。おそ

らく、このことは、その土地が何らかの役割を終えたことを示しているのであろう。この後現れるのが、肥

後国へ下向したとされる、則隆を祖とする「藤原氏」である。則隆は、寛仁３（1019）年の刀伊の入寇に戦

功のあった大宰権帥藤原隆家の孫にあたるとさ

れ、伝承では菊池市深川にある「菊ノ池」地名に

ちなんで菊池を名乗るようになったとされる。た

だし近年の研究では、菊池氏初代則隆の父政則は

大宰少弐、対馬守に進んだ蔵規と同一人物で、則

隆やその子政隆は中央で肥後国住人といわれてい

ることが明らかになった。そのため、菊池氏は、

『日本文徳天皇実録』、『日本三代実録』で「菊

池城院」などと表記されているように、鞠智城跡

とつながりの深い一族であったことも想定できる

かもしれない。

この菊池氏は、特に南北朝の頃には、現在の菊

第13図　十蓮寺跡出土軒丸瓦・軒平瓦 
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知られていたところである。そのために、大正期には下

林繁夫氏が、戦後早くには松本雅明氏が現地踏査を行

い、そして、昭和40（1965）年には開田事業に伴い坂本

経堯氏が発掘調査を実施し、軒丸瓦２種、軒平瓦２種が

発見されている（第12図）。いずれも奈良時代中期の鴻

臚館式の系統の瓦である。松本氏は、この十蓮寺を菊池

郡家に付属する菊池郡寺として創建されたと推測した。

また、その伽藍配置については、古代肥後国の他の郡寺

と同様に、東に三重塔、西に金堂、北に講堂をもつ法起

寺式であったと想定した。

西寺遺跡は、十蓮寺跡の1.5㎞南方に位置し、菊鹿盆地

の平野部に立地する。松本雅明氏によれば、かつて遺構

として北側と西側に土塁が残っていたという。北側の土

塁は、長さが100～130ｍで、幅が５～６ｍ、高さが1.5ｍ

の規模であった。それが北西隅で西に直角に曲がり、長

さ20～30ｍの土塁となっていた。その内側に瓦葺の建物

跡（８世紀頃）が想定されている（第14図）。また、南

西側300ｍ程の南 園と呼ばれる地点から、多量の布目瓦（８世紀末～９世紀初頭）が出土しており、松本
みなみぞの

氏は、これら土塁や出土瓦等からこの辺一帯を菊池郡家（官衙）と想定している。

このほか、菊池川流域や内田川流域には、大規模な条里の地割跡が残っていることも重要である。さらに、

鶴嶋俊彦氏が「車路」、「車町」などの地名から想定した、延喜式以前の古代官道もこの地域をとおってい

る（第15図）。そのルートは、大水駅から山鹿郡家（御宇田遺跡群）をとおって台台地にいたり、そこを斜

めに通過しながら菊池郡家（西寺遺跡）にいたるものである。さらにその道は、菊鹿盆地奥の低地を斜断し

ながら、花房台地に上り、肥後国府方面へ通じるルートと、阿蘇を通過して豊前・日向の国府へと通じるル

ートへと分岐する。

ところで、鞠智城に関する記述は、『日本三代実録』の元慶３（879）年以降、歴史書から消える。おそ

らく、このことは、その土地が何らかの役割を終えたことを示しているのであろう。この後現れるのが、肥

後国へ下向したとされる、則隆を祖とする「藤原氏」である。則隆は、寛仁３（1019）年の刀伊の入寇に戦

功のあった大宰権帥藤原隆家の孫にあたるとさ

れ、伝承では菊池市深川にある「菊ノ池」地名に

ちなんで菊池を名乗るようになったとされる。た

だし近年の研究では、菊池氏初代則隆の父政則は

大宰少弐、対馬守に進んだ蔵規と同一人物で、則

隆やその子政隆は中央で肥後国住人といわれてい

ることが明らかになった。そのため、菊池氏は、

『日本文徳天皇実録』、『日本三代実録』で「菊

池城院」などと表記されているように、鞠智城跡

とつながりの深い一族であったことも想定できる

かもしれない。

この菊池氏は、特に南北朝の頃には、現在の菊
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池神社の近くの菊池城（隈府城）などを本

拠として阿蘇地方の阿蘇氏などとともに、

九州一円に影響を与えるほどの勢力に成長

した。菊池市や七城町の周辺には、主要な

支城である十八外城の他にも、菊池一族に

関係する城や陣地が実に多く築かれ、現在

まで残っている。鞠智城跡の西側外郭線の

丘陵上には木野城跡があり、木野郷の領主

木野氏の居城と伝えられている。鞠智城跡

からもこの時代に属する遺構や遺物がみつ

かっている。

（２）鞠智城の歴史

鞠智城について、はじめて文献上の記事

としてみえるのは､ 『続日本紀』文武天皇

２（698）年５月の条にある、「大宰府をし

て大野、基肄、鞠智の三城を繕ひ治めし

む」という記事である。このことは、鞠智

城が、大宰府の北の守りである大野城、西

南方の守りである基肄城と同格の、重要な

古代山城であったことを示している。これより以前、大野城、基肄城の築城については、『日本書紀』天智

天皇４（665）年８月の条に、祖国を失い日本に亡命して来た百済の達率である憶礼福留と四比福夫を派遣

して、筑紫国において大野および椽(基肄)の二城を築かしめたという記事がある。そのため、これらの二城

とともに繕治されるにいたる鞠智城は、大野・基肄の二城と極めて近い時期に築城されたことが想定される｡

さて、７世紀中頃の日本は、どういう時代であったろうか。国内では大化改新が行われ、政治体制の整備

等が始められたばかりの時期である。そのころ、朝鮮半島では、新羅による朝鮮半島統一の動きが活発化し、

ついに新羅は唐と結び、その動きを本格化させ始める。日本は、まだ国内が十分に整わないうちに、この東

アジアの大きな動乱に巻き込まれていく。そして、660年に百済が滅ぼされると、日本は積極的にこの動き

に関わることになる。天智天皇は、天智２（663）年、百済遺臣の求めに応じて百済復興のための軍隊を派
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これ以降、鞠智城はしばらく文献上から消える。そして、再度文献上に登場する際には、「菊池城」と字

が変わっている。これは奈良時代になり、二字好字佳名の原則から、「鞠智」から「菊池」と書かれるよう

になったものと推察される。
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城院の兵庫の鼓自ら鳴る」というものである。「丁巳、又鳴る」と続き､相次いで不可解な出来事が起こっ

ていることがわかる。さらに『文徳実録』には、同年５月１日に「肥後国菊池城院の兵庫の鼓自ら鳴る｣と

いう３度目の怪事件が記載され、その直後に「同城の不動倉十一宇火く」という記事をみるのである。長者

原地区および長者山地区で、炭化米や火を受けた痕跡のある礎石が確認されたことは、この記事を裏付ける

ものと考えられよう｡

さらに、『三代実録』貞観17（875）年の条には「群烏數百。噬抜菊池郡倉舎葺草」という記事がみえる。

そして、『三代実録』元慶３（879）年３月16日丙午の条には、再び「肥後国菊池郡城院の兵庫の戸自ら鳴

る」という記事がみえる。こうした一連の不吉な記事が記載された後に、鞠智城のことは一切文献に登場し

なくなるのである。そして城の所在地はもちろん､遺跡､遺構さえもわからないまでに忘れさられてしまう。

城のことが再び問題視され､考証されるようになるのは江戸時代後期以降のことである。

（３）鞠智城に関する伝承

鞠智城のこれまでの調査では、長者原地区、長者山地区で多くの炭化米が出土している。このほか、建物

跡の礎石や軸擢穴のある門礎石の存在は古くから知られており、また、かつての名残を残すような地名等が

今も残っている。このようなものは、現在に伝わる米原長者伝説を生んだものと考えられる。

この伝説は、『肥後国誌』や『菊池郡誌』にも記載されている伝承であり、古い昔より知られていたもの

と考えられる。以下、『菊池郡誌』に掲載のあるものを原文のまま掲載する。

米原長者伝説 （『菊池郡誌』より）

旧昔或公卿の女に容色艶麗なるものあり、常に泊瀬の観音を信じ参詣怠らず、彼女年既に二十八

の比父母婚嫁を求む、女子答て自ら多年大悲尊を信じ求むること必ず感応あり。希くは十七日を限

り仏意に任すべしと云へば父母赦さず、子荐りに乞ひ参籠して祈るに、観音夢中に示して曰く、汝

が夫婿は都に無し、白縫の竹斯肥後国菊池郡の賎夫孫三郎と云ふ者なり、速に尋下るべしとなり、

女夢覚て過世の拙きを悲しみ、家に帰て父母に語る、父母怪みながら兎も角も汝が心に任せよと赦

しければ、婢女十余名を具して花洛を出て、遼遠海陸を経て当郡に来り、出田村の辺に藍を造て世

を渡る賎男孫三郎に尋逢て夫妻の約をなし、米原村に移り富有の身となり、米原長者と号せしとな

ん。

又一説に花洛に女あり、常に清水寺の観世音を信ず、齢二十八に及んで父母婚家をすすむ、然れ

ども此の女観音の仏意に任せんとて、清水寺に通夜せしに、観音夢中に現はれ汝が夫婿は外に非ず、

九州肥後国菊池郡四丁分と云へる在所にて、薦編小三郎と云ふものなり、必ず之れに嫁せば福寿意

に任すべしとて夢覚めぬ。女有り難く思い父母に告て、洛を出て遼遠なる海陸を経て、四丁分に到

り小三郎を尋るに僅の草蘆に一人の貧民あり、女之に逢てしかじかの事を語りて、吾夫婿なり、縁

を結び給へと云へば、小三郎肝を潰し、某曽て貧窮にして飢寒に堪へず、薦を編て隈府の市に鬻ぎ、

朝夕の飢を助け、今日は早今日の粮を求めて食す、今編める所の薦は明朝の粮に充つと云ふ、女懐

中より金二両を出し、是にて吾今夕の粮を求め給はれと憑む、小三郎肯ひ立出てしが、頓て立帰る

女如何にと問へば、此下の谷迄行きしに川に鷺の居るを取て参らせんとて、今の金を投ぜしに、二

つともに打迦し、手を空くすと云ふ、女は驚き如何すべしと云へば、小三郎此こそ我屋敷に多き礫

よと云ふ、女怪みて又問ければ、早黄昏に及びて、松明を燃し鍬を以て屋後の土を掘れば、実に黄

金夥く出たり。是より夫婦となり、家富栄へ、即其の迹今の四丁分村の長者屋敷なり。其の後岩本

村に移りて居住せし地を屋敷の谷と云ふ。又其の後に米原村に移り、今河原にある車石と云へる石

摺
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は、長者の財宝を車に積んで、岩本に移るとき、路傍の石に車を挽掛け、軸の折たる所なりと云へ

り。

又里老の説に、用明帝の時に至て富饒の者あり。禁裡に奏して長者号を賜はり、米原長者と号す。

奴婢牛馬千に余れり。菊池谷より、山鹿郡賀茂の浦迄、田底三千町を耕作所とし、年毎に唯一日に

稲田を植るを誉とす。然るに或年之を植るに漸く半にして、日西山に舂く長者金の扇を以て招く、

日輪竿長に返れり、然れども苗植終らず、長者愁て油槽三千を出し、山鹿郡日の岡山に灑ぎ火を付

て此光にて苗を植終れり、日輪を招き返したる天罰にて、其の夜火輪出て居宅倉庫悉く灰塵と成て

亡たり。是より日の岡山焦土となり、山石黒く万木繁茂せす、其の時昼飯にせし団粉焼土となり、

蔵に蓄し米穀焼て砂の如きもの今に残れり。且耕作の道を踏切と云ふ切通なり。昼飯を持運びたる

婢女十余人の像、この踏切の崖に残れり。又曰く長者曽て山本郡駄の原長者と財宝を較べんとして、

米原より賀茂浦坂口迄、田底三里に黄金の踏石を並べて出づ、駄の原長者は男子二十四人ありしを

相具して金銀を出さず、坂口にて出会す。米原長者は一人の男子無し、是程敷きたる金銀は屑なら

ず、男子多きこそ浦山しと言ひしより其所を浦山口と唱ふと云ふ。

以上が、米原長者の伝承である。先述したように、長者原地区、長者山地区で多くの炭化米が出土するこ

とと大きく関連し、『文徳実録』にいう天安２（858）年の「不動倉十一宇火く」という記事ともつながり

をみいだせそうな伝承である。また、伝承上からは、菊鹿盆地の米の生産量が豊かであったことが想像でき

る。このようにみると、米原長者というのは、水田経営で財をなした長者であったということがいえよう。

ちなみに、駄の原長者は牧畜で財をなした人物、同じく県北の伝承に出てくる蜑長者は養蚕で財をなした
だ はる あま

人物と考えられている。そして、これらの長者はそれぞれに関係をもっており、その行き来は古代官道、さ

らには駅伝制に関連しているという指摘もあり、また、多くの奴婢牛馬を使用しているという記事から、開

墾を積極的に進めていたと考えられる平安時代前期の社会をモチーフにした伝承ではないかという指摘もあ

る。そうであるならば、この時期の鞠智城の役割および当時の社会について、これら伝承の中から読み取れ

ることがあるかもしれない。

（４）鞠智城跡の各時代の遺構・遺物

鞠智城跡では、古代山城としての鞠智城の遺構以外にも、各時代の遺構・遺物が検出されている。古いも

のは縄文時代後期から晩期にかけての土器や石器が出土している。そして、新しいものとしては各調査区お

よび貯水池跡から青磁などの陶磁器や擂鉢などの瓦器が出土している。

これらのことから、この米原台地上では、縄文時代後期から人々の生活が営まれはじめたと考えられる。

特に縄文時代晩期土器の出土量は多く、この地に縄文時代晩期の集落が存在したことが想定される。また、

鞠智城が築城され、それが廃絶した後の時代も、この地では人々の生活は営まれ続け、今日につながってい

るものと思われる。

このように、米原台地上では長い間、人々の生活が営まれてきたということができる。その中で、鞠智城

時代を除けば、弥生時代中期から後期、古墳時代後期の遺構が多く検出されている。これらは、鞠智城築城

以前のものであり、特に古墳時代後期後半の遺物や遺構は、鞠智城築城直前段階にあたるものである。よっ

て、この時期の遺構、遺物は、鞠智城の築城にも関わるような意味合いを持っていることが考えられる。ゆ

えに、ここではそれらの遺構、遺物について簡単にではあるが概観し、鞠智城築城の前史的な位置づけを行

っておきたい。

まず、弥生時代の遺構、遺物についてみてみよう。弥生時代中期から後期の遺構としては、住居跡と甕棺
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旧昔或公卿の女に容色艶麗なるものあり、常に泊瀬の観音を信じ参詣怠らず、彼女年既に二十八

の比父母婚嫁を求む、女子答て自ら多年大悲尊を信じ求むること必ず感応あり。希くは十七日を限
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墓が検出されている。第16図は、上原地区で検出された

甕棺墓である。この甕棺墓は、凝灰岩製の蓋を持ってい

た。この蓋は、長軸72㎝、短軸53㎝、厚さ６㎝で、角が

丸い三角形に整形してあり、下面はくぼみ、上面は打ち

欠いた痕跡が残っていた。甕は、深さ10㎝ほどの掘り込

みの南西側をさらに深く掘り込み、口縁を北西に向け、

約60度の角度で埋められていた。内部の土はすべてふる

いにかけ水洗いを行ったが、人骨や副葬品は確認できな

かった。弥生中期の黒髪式の甕棺である。この周辺で

は、他にも複数の甕棺が発見、報告されている。

第17図は、上原地区で検出された7.0ｍ×5.0ｍの長方

形プランの竪穴式住居跡である。検出した時点で東西方

向にえぐるように撹乱が入っており、深いところでは床

面より下にまで撹乱がおよんでいた。南北の壁際付近に

柱穴が検出された。南壁際の４基の柱穴は、ほぼ一直線

上に並ぶような配置をしている。南東角には2.4ｍ×1.3

ｍのわずかな高まりがつけられており、住居への出入り

口やベッド状遺構などの施設の一部とも考えられるが、硬化面がないことや、１カ所だけでの検出であるこ

となどから、高まりの用途や機能については特定できなかった。この竪穴式住居跡の覆土からは、弥生時代

後期の土器が出土している。この上原地区を中心として、長者原地区まで含めると、弥生時代後期の竪穴式

住居跡が10軒以上存在している。そのため、おそらくこの時期には集落があったものと考えられる。

このように、弥生時代中期から後期には、この米原台地上で人々の生活が営まれていたといえる。人々は

集落をつくり、この時期の北部九州における埋葬方法である甕棺墓を採用し、葬送儀礼を行っていたものと

考えられる。しかし、これまでの調

査では環濠などはみつかっておら

ず、また住居跡、甕棺以外の遺構も

確認されていないため、当時のこの

集落がどのような性格を持ったもの

であったのかは判断できない。少な

くとも、菊鹿盆地に同時期に存在す

る方保田東原遺跡のような、弥生時

代のクニを彷彿とさせるような大集

落ではなかったものと考えられる。

その後、古墳時代前期から中期の

遺構、遺物は明確には認められな

い。おそらく、この時期には人が住

んでいなかったのだろう。そして、

古墳時代後期後半になり、再び集落

が出現する。
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N 

第16図　上原地区の甕棺墓 
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第17図　上原地区の弥生時代後期の竪穴式住居跡 
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墓が検出されている。第16図は、上原地区で検出された

甕棺墓である。この甕棺墓は、凝灰岩製の蓋を持ってい

た。この蓋は、長軸72㎝、短軸53㎝、厚さ６㎝で、角が

丸い三角形に整形してあり、下面はくぼみ、上面は打ち

欠いた痕跡が残っていた。甕は、深さ10㎝ほどの掘り込

みの南西側をさらに深く掘り込み、口縁を北西に向け、

約60度の角度で埋められていた。内部の土はすべてふる

いにかけ水洗いを行ったが、人骨や副葬品は確認できな

かった。弥生中期の黒髪式の甕棺である。この周辺で

は、他にも複数の甕棺が発見、報告されている。

第17図は、上原地区で検出された7.0ｍ×5.0ｍの長方

形プランの竪穴式住居跡である。検出した時点で東西方

向にえぐるように撹乱が入っており、深いところでは床

面より下にまで撹乱がおよんでいた。南北の壁際付近に

柱穴が検出された。南壁際の４基の柱穴は、ほぼ一直線

上に並ぶような配置をしている。南東角には2.4ｍ×1.3

ｍのわずかな高まりがつけられており、住居への出入り

口やベッド状遺構などの施設の一部とも考えられるが、硬化面がないことや、１カ所だけでの検出であるこ

となどから、高まりの用途や機能については特定できなかった。この竪穴式住居跡の覆土からは、弥生時代

後期の土器が出土している。この上原地区を中心として、長者原地区まで含めると、弥生時代後期の竪穴式

住居跡が10軒以上存在している。そのため、おそらくこの時期には集落があったものと考えられる。

このように、弥生時代中期から後期には、この米原台地上で人々の生活が営まれていたといえる。人々は

集落をつくり、この時期の北部九州における埋葬方法である甕棺墓を採用し、葬送儀礼を行っていたものと

考えられる。しかし、これまでの調

査では環濠などはみつかっておら

ず、また住居跡、甕棺以外の遺構も

確認されていないため、当時のこの

集落がどのような性格を持ったもの

であったのかは判断できない。少な

くとも、菊鹿盆地に同時期に存在す

る方保田東原遺跡のような、弥生時

代のクニを彷彿とさせるような大集

落ではなかったものと考えられる。

その後、古墳時代前期から中期の

遺構、遺物は明確には認められな

い。おそらく、この時期には人が住

んでいなかったのだろう。そして、

古墳時代後期後半になり、再び集落

が出現する。

- 16 -

第18図は、長者原地区、上原地区で検出された古墳時代後期後半の竪穴式住居跡である。確実にこの時期

の住居跡として認定できるものが、15軒存在している。この中で、14軒は竪穴式住居跡で、１軒は掘立柱建

物跡である。竪穴式住居跡は、平面プランが長方形、正方形に近いものなど様々であり、住居間の切り合い

も確認できること、また、竈が設置されていたものとそうでないもの、中央に炉が配置されているものなど

その構造は様々である。竈は基本的に北壁に設置されているようである。このようなことをきちんと分類・

検討すれば、竪穴式住居跡はいくつかの時期に分けることができるものと考えられる。

これらの住居跡に伴って土器が出土している（第19図）。土器をみると、土師器、須恵器があるが、須恵

器を模倣して製作された模倣坏も多く認められる。器種は、坏が多く、日用什器として使用されていたもの

と考えられる。時期についてみると、ＴＫ10（新）型式併行期（ＭＴ85型式併行期）からＴＫ209型式併行

期のものが大半を占める。なお、この他にも竪穴式住居跡は10軒以上確認されている。しかし、これらの住

居跡は平面プラン確認だけで掘り下げてはいないこと、遺物が伴わないことなどから、その時期を判明する

ことはできていない。また、鞠智城時代の建物跡の下部はまったく調査が行われていないため、未だみつか

っていない建物住居跡などが多く存在するものと考えられる。そのため、鞠智城が築城される直前段階には、

0 5m

1/150

N

①住居跡 

②住居跡 
⑤住居跡 

⑬住居跡 
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※住居の名称は、各年次報告書の記載
　による。 

硬化面 

第18図　鞠智城跡の古墳時代住居跡
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かなり大規模な集落が存在していたことが想定される。

さて、古墳時代後期後半の集落が存在することは、一体なにを意味するのだろうか。それは、この米原台

地が鞠智城築城以前に、ある程度の建物などが建てられ使用されていたことを示す。それにともなって土地

の改良なども行われていた可能性は高い。そうであるならば、鞠智城を築城する下地のようなものがこの時

期に整っていたということがいえるのかもしれない。

この集落であるが、鞠智城の築城時までには使用されなくなっている。そこに住んでいた人々は、鞠智城

築城にともなって移住したか、あるいは強制的に退去させられたものと思われる。移住か強制退去かについ

ては、土層などの調査記録が少なく、判断することはできなかった。ただ、鞠智城Ⅰ期の建物の中には、古

墳時代後期後半段階の住居跡の上に立てられているものもいくつか存在することから、古墳時代の集落をつ

ぶして、その上に鞠智城を築城したということは間違いない事実である。

１～３：⑤号住居跡出土遺物
４～７：⑭号住居跡出土遺物
８～14：竪穴住居跡出土遺物
15～16：２号住居跡出土遺物
17～21：（７号）住居跡出土遺物
　22　：（８号）住居跡出土遺物
　23　：Ｄ１号竪穴住居跡出土遺物
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第19図　鞠智城跡古墳時代住居跡出土遺物
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かなり大規模な集落が存在していたことが想定される。

さて、古墳時代後期後半の集落が存在することは、一体なにを意味するのだろうか。それは、この米原台

地が鞠智城築城以前に、ある程度の建物などが建てられ使用されていたことを示す。それにともなって土地

の改良なども行われていた可能性は高い。そうであるならば、鞠智城を築城する下地のようなものがこの時

期に整っていたということがいえるのかもしれない。

この集落であるが、鞠智城の築城時までには使用されなくなっている。そこに住んでいた人々は、鞠智城

築城にともなって移住したか、あるいは強制的に退去させられたものと思われる。移住か強制退去かについ

ては、土層などの調査記録が少なく、判断することはできなかった。ただ、鞠智城Ⅰ期の建物の中には、古

墳時代後期後半段階の住居跡の上に立てられているものもいくつか存在することから、古墳時代の集落をつ

ぶして、その上に鞠智城を築城したということは間違いない事実である。

- 18 -

（５）鞠智城内に残る地名

この章の最後に、鞠智城時代に縁のありそうな地名についてみておきたい。

鞠智城内には、古来から残っていると思われる小字名が付けられているところがある（第20図）。それは、

涼みヶ御所、佐官どん（シャカンドン）、少監どん（ショウゲンドン）、紀（マツリ）屋敷、長者井戸等で

ある。

紀屋敷と長者井戸は、現在、米原の集落内に残っている。ここは現在、集落域となっていることもあり、

これまで発掘調査などが行われていない箇所である。しかしながら、この地名は城の中でも重要な建物等が

存在していたかもしれないことを十分に推測させる。

涼みヶ御所は、鞠智城内で標高が高く見晴らしが良い地点である。字のとおり、長者が夏に涼んでいた場

所という説が有力である。また、他にも「烽見ヶ御所」という字をあてる説もあり、このことから望楼が設

置されていたのではないかという考えもある。現在は樹木が繁茂しているため周囲を遠望することはできな

いが、伐採をすれば、かなり眺望の良い地点だと思われる。

佐官どんと少監どんは

それぞれ、「佐官殿」、

「少監殿」という字が当

てられる。これらは古代

の官職名であり、ここに、

そのような官職をもった

役人が住んだり、関わっ

ていたのではないかとい

われている。特に、「少

監」は大宰府に関する官

職名であることは注目す

べきことであろう。

これらの地名は、米原

長者伝説にちなんだ地名

とも考えられるが、佐官

どん、少監どんなどは、

鞠智城時代の呼び名をと

どめている可能性がある。

N

0 200m 

国史跡範囲

●
涼みヶ御所

●左官どん
　（シャカンドン）

長者井戸
　　　● 紀屋敷

（まつりやしき）
●

少監どん●

長者原地区長者山

灰塚

第20図　鞠智城内に残る地名
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第Ⅱ章 発掘調査の概要

第１節 発掘調査の経過

『続日本紀』などの国史に記載された「鞠智城」の所在地については、江戸時代後半頃から渋江公正氏な

どによって地名や伝承をもとに論じられるようになったが、本格的な考証が始まったのは、昭和に入ってか

らである。

昭和初期に、大阪毎日新聞の記者であった中島秀雄氏による鞠智城の所在地に関する記事の発表や、熊本

地歴研究会などによる踏査により、鞠智城を「米原長者」伝説が残る菊池郡城北村米原（現、山鹿市菊鹿町

米原）一帯に求める動きが高まっていった。そのようななか、米原一帯を丹念に踏査した地元の考古学者、

坂本経堯氏が、昭和12(1937)年の「鞠智城址に擬せらる米原遺跡に就て」（『地歴研究』第10篇第５号）、昭

和17(1942)年の「鞠智城考」（『日本談義』通巻51号）において、この一帯が鞠智城跡とする見解を発表し

第１表 所在地考証表

1772 明和９年 森本一瑞 『肥後国誌』 菊池市深川説を否定して、鞠智城は兵庫や不動倉などを

持っている官城であることから、菊池市隈府、菊池市七

城町水島、山鹿市菊鹿町米原にわたる広大な地域を推

定。

1794 寛政６年 渋江公正 『菊池風土記』 『文徳実録』天安二年閏二月の条に記載のある「不動倉

11宇火」を米原村長者屋敷に比定。

1846 弘化３年 八木田桃水 『桃元問答』 「菊池の初代則隆以来の居城となった深川の菊之城は、

鞠智城の旧跡を取りしつらひて居城としたとも考えられ

るが、城家の居城であった木庭村も鞠智城の旧跡か」と

記載。

1900 明治33年 吉田東伍 『大日本地名辞書』 「鞠智城を辺地の肥後国菊池郡に求めるのは、大野城を

豊後国大野郡に求めるのと同じである」と記載。

昭和初期 中島秀雄 大阪毎日新聞 「米原の要害こそ『続日本紀』文武天皇２年５月、大

野、基肄城とともに繕治された鞠智城であろう。礎石の

並ぶ山、多くの礎石が出た畑、焦米が層をなして埋まっ

ている畑、涼みヶ御所、烏ヶ城、シャカンドン、紀屋

敷、宮床、馬洗淵、長者井戸などの地名がある」と紙面

上に掲載。

熊本地歴研究会 基肄城跡を踏査して米原における遺構と比較するととも

に、基肄城跡の研究者久保山善映氏や松尾禎作氏らも米

原の遺構を踏査し、「長者の的石（現、深迫門礎石）」

が朝鮮式山城の門礎石であることを確認。

1937 昭和12年 坂本経堯 『地歴研究』 「鞠智城址に擬せらる米原遺跡に就て」を発表。

第10篇第５号

1938 昭和13年 松尾條規 城北村史蹟顕彰会会長。鞠智城跡を調査し、標木を建て

て保護憲章に尽力。

1942 昭和17年 坂本経堯 『日本談義』 「鞠智城考」を発表。鞠智城の文献を集録して性格を考

通巻51号 え、米原高台に登る東、南、西の城門礎、水門礎、長者

山の礎石間尺、土塁線などは朝鮮式山城の規模に類し、

焦米の多量の埋没は、「･･･天安２年不動倉11宇火

く･･･」の史実を物語り、特に土塁線は自然尾根を利用

して外側を切り落とし、鞍部にのみ盛土した状態である

こと、さらに土塁線は米原台地周辺だけでなく、これを

内郭として塁線は頭合より木野丘陵を北に登って城北の

谷をいただく外郭を形成することに注目。

1953 昭和28年 鏡山 猛 10月、大宰府、大野城、基肄城の一連の調査として、

(九州文化総合 「鞠智城の調査保護計画」を作成し熊本県に対して陳情

研究所) を行うが実現せず。

坂本経堯 11月、熊本史学会で「鞠智城跡について」を発表。

1956 昭和31年 滝川政次郎 ８月、米原一帯の遺構を調査し、特に長者山の礎石列を

（菊池古文化調 実測。

査団）

島田正郎 ８月、菊池市において「高句麗国内城と鞠智城」につい

て講演。

1958 昭和33年 坂本経堯 『熊本の歴史』 ９月、鞠智城を米原に求める見解を掲載。

熊本日日新聞社

1959 昭和34年 熊本県教育 12月、「史跡・伝鞠智城跡」として長者山礎石群、深迫

委員会 門礎石を県史跡に指定。
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第Ⅱ章 発掘調査の概要

第１節 発掘調査の経過

『続日本紀』などの国史に記載された「鞠智城」の所在地については、江戸時代後半頃から渋江公正氏な

どによって地名や伝承をもとに論じられるようになったが、本格的な考証が始まったのは、昭和に入ってか

らである。

昭和初期に、大阪毎日新聞の記者であった中島秀雄氏による鞠智城の所在地に関する記事の発表や、熊本

地歴研究会などによる踏査により、鞠智城を「米原長者」伝説が残る菊池郡城北村米原（現、山鹿市菊鹿町

米原）一帯に求める動きが高まっていった。そのようななか、米原一帯を丹念に踏査した地元の考古学者、

坂本経堯氏が、昭和12(1937)年の「鞠智城址に擬せらる米原遺跡に就て」（『地歴研究』第10篇第５号）、昭

和17(1942)年の「鞠智城考」（『日本談義』通巻51号）において、この一帯が鞠智城跡とする見解を発表し

第１表 所在地考証表

1772 明和９年 森本一瑞 『肥後国誌』 菊池市深川説を否定して、鞠智城は兵庫や不動倉などを

持っている官城であることから、菊池市隈府、菊池市七

城町水島、山鹿市菊鹿町米原にわたる広大な地域を推

定。

1794 寛政６年 渋江公正 『菊池風土記』 『文徳実録』天安二年閏二月の条に記載のある「不動倉

11宇火」を米原村長者屋敷に比定。

1846 弘化３年 八木田桃水 『桃元問答』 「菊池の初代則隆以来の居城となった深川の菊之城は、

鞠智城の旧跡を取りしつらひて居城としたとも考えられ

るが、城家の居城であった木庭村も鞠智城の旧跡か」と

記載。

1900 明治33年 吉田東伍 『大日本地名辞書』 「鞠智城を辺地の肥後国菊池郡に求めるのは、大野城を

豊後国大野郡に求めるのと同じである」と記載。

昭和初期 中島秀雄 大阪毎日新聞 「米原の要害こそ『続日本紀』文武天皇２年５月、大

野、基肄城とともに繕治された鞠智城であろう。礎石の

並ぶ山、多くの礎石が出た畑、焦米が層をなして埋まっ

ている畑、涼みヶ御所、烏ヶ城、シャカンドン、紀屋

敷、宮床、馬洗淵、長者井戸などの地名がある」と紙面

上に掲載。

熊本地歴研究会 基肄城跡を踏査して米原における遺構と比較するととも

に、基肄城跡の研究者久保山善映氏や松尾禎作氏らも米

原の遺構を踏査し、「長者の的石（現、深迫門礎石）」

が朝鮮式山城の門礎石であることを確認。

1937 昭和12年 坂本経堯 『地歴研究』 「鞠智城址に擬せらる米原遺跡に就て」を発表。

第10篇第５号

1938 昭和13年 松尾條規 城北村史蹟顕彰会会長。鞠智城跡を調査し、標木を建て

て保護憲章に尽力。

1942 昭和17年 坂本経堯 『日本談義』 「鞠智城考」を発表。鞠智城の文献を集録して性格を考

通巻51号 え、米原高台に登る東、南、西の城門礎、水門礎、長者

山の礎石間尺、土塁線などは朝鮮式山城の規模に類し、

焦米の多量の埋没は、「･･･天安２年不動倉11宇火

く･･･」の史実を物語り、特に土塁線は自然尾根を利用

して外側を切り落とし、鞍部にのみ盛土した状態である

こと、さらに土塁線は米原台地周辺だけでなく、これを

内郭として塁線は頭合より木野丘陵を北に登って城北の

谷をいただく外郭を形成することに注目。

1953 昭和28年 鏡山 猛 10月、大宰府、大野城、基肄城の一連の調査として、

(九州文化総合 「鞠智城の調査保護計画」を作成し熊本県に対して陳情

研究所) を行うが実現せず。

坂本経堯 11月、熊本史学会で「鞠智城跡について」を発表。

1956 昭和31年 滝川政次郎 ８月、米原一帯の遺構を調査し、特に長者山の礎石列を

（菊池古文化調 実測。

査団）

島田正郎 ８月、菊池市において「高句麗国内城と鞠智城」につい

て講演。

1958 昭和33年 坂本経堯 『熊本の歴史』 ９月、鞠智城を米原に求める見解を掲載。

熊本日日新聞社

1959 昭和34年 熊本県教育 12月、「史跡・伝鞠智城跡」として長者山礎石群、深迫

委員会 門礎石を県史跡に指定。
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た。一方、昭和13（1938）年には城北村の村長であった松尾條規氏を会長とする城北村史蹟顕彰会も標木を

立て保護顕彰に努めるなどの取り組みを行っている。戦後になってからも、昭和28（1953）年には、考古学

者鏡山猛氏が「鞠智城の調査保護計画」を熊本県へ陳情するなど、遺跡保護に向けた取り組みが活発化する

なか、坂本氏は、熊本史学会で「鞠智城跡について」を発表した。さらに、昭和31（1956）年には、滝川政

次郎氏らとともに菊池古文化調査団を組織して長者山の礎石列を実測するなど、米原一帯の調査を行い、昭

和33（1958）年には、『熊本の歴史』（熊本日日新聞社）において、鞠智城跡は米原であるとの見解を改め

て掲載した。

こうした取り組みが実を結び、昭和34（1959）年、熊本県教育委員会は、長者山礎石群（山鹿市菊鹿町米

原字長者原530）、深迫門礎石（菊池市木野字深迫1907）を「伝鞠智城跡」として県史跡に指定するにいた

っている。

昭和40年代に入ると、米原一帯の水田化工事（農業構造改善事業）、並びに長者山の山林開発で礎石の一

部が抜き取られる事態が生じた。このため、熊本県教育委員会は、当時、熊本女子大学教授の乙益重隆氏を

団長とする「鞠智城調査団」を組織して、昭和42（1967）～44（1969）年度にかけて計４次（第１～４次）

にわたる緊急調査を実施した。これが、鞠智城跡の本格的な発掘調査の始まりとなる。城域全体を対象とし

た調査で、深迫・堀切・池ノ尾の門礎石、馬こかし・三枝の石垣、長者山、長者原、宮野、佐官どん地区の

確認調査、及び土塁線の測量が行われ、特に、宮野礎石群(49号建物跡)・長者原礎石群（50号建物跡）や西

側土塁線、深迫門礎石、池ノ尾門礎石等の調査が重点的に実施された。この調査により城の規模、構造が具

体的に把握され、鞠智城の所在地が米原一帯であることが確定的となったことから、昭和51（1976）年８月

24日付けで県指定名称が「伝鞠智城跡」から「鞠智城跡」へと変更された。

第２表 発掘調査年表（１）

年度 次 地区 遺構など 概 要

1967 １ 池ノ尾門 池ノ尾門礎石 ・昭和40年代に始まった米原台地の水田化工事（農業構造改善事

（S42） 深迫門 深迫門礎石 業）に伴う緊急調査を開始。

堀切門 堀切門礎石 ・城域の確認。

西側土塁 佐官どん礎石群 ・米原地区の測量。

馬こかしの石垣 ・深迫・堀切・池ノ尾門礎石の実測及び周辺地形の測量。

三枝の石垣 ・佐官どん礎石群の実測。

・馬こかし・三枝の石垣の測量。

２ 米原集落 少監どん・紀屋敷 ・少監どん、紀屋敷の確認調査。

長者原 宮野礎石群 ・宮野礎石群（49号）の礎石列を検出。

長者原礎石群 ・長者原礎石群（50号）の確認。

1968 ３ 長者山 長者山礎石群 ・昭和42年末から昭和43年にかけての長者山西側一帯の開墾に伴う

（S43） 深迫門 道路跡・土塁推定地 礎石群の調査。昭和43年４月の深迫一帯の水田化工事に伴う確

西側土塁 佐官どん礎石群・土塁 認調査。

長者原 長者原礎石群 ・佐官どん礎石群の再調査により盛土状遺構を検出。

本分集落 阿高礎石群推定地 ・西側土塁線等の断面図作成。

・長者原礎石群（50号）の実測。

・阿高礎石群の発見。

1969 ４ 長者原 宮野礎石群 ・宮野礎石群（49号）の露出及び実測。

（S44） 長者山 長者原礎石群 ・長者原礎石群（50号）の露出及び実測。

長者山礎石群 ・長者山礎石群の測量。

→昭和51年８月24日付けで「伝鞠智城跡」から「鞠智城跡」へ県

指定名称を変更。

1979 ５ 長者原 掘立柱建物跡 ・町道（立徳・稗方線）改良工事に伴う事前調査。

（S54） 上原 道路状遺構 ・城跡内で初めて軒丸瓦片が出土。

1980 ６ 上原 ・上原地区で弥生時代の遺構を確認。

（S55）

1981 ７ 長者原 宮野礎石群 ・宮野礎石群の全面露出。＊周溝より平安時代の須恵器・土師器、

（S56） 白鳳期の瓦類が出土。

→昭和56年11月11日付けで宮野礎石群を県史跡に追加指定。

・航空写真撮影による米原一帯の地形測量図作成。
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その後、旧菊鹿町教育委員会による第５次調査（昭和54年度）では、町道拡幅工事に伴う上原地区の西縁

の調査が実施され、鞠智城跡で初めて軒丸瓦の存在が明るみとなり注目を集めた。

昭和55（1980）年度から57（1982）年度には文化庁国庫補助事業による重要遺跡確認調査を実施し、第６

次調査（昭和55年度）では上原地区の調査、第７次調査（昭和56年度）では宮野礎石群の全面調査が実施さ

れ、宮野礎石群（山鹿市菊鹿町米原字長者原525)については、昭和56（1981）年11月11日付けで県史跡に追

加指定された。国庫補助事業の最終年度となる昭和57（1982）年度には、1000分の１の米原台地の地形図を

作成すると共に、それまでの調査成果を総括する報告書（島津義昭編1983『鞠智城跡』熊本県文化財調査報

告第59集）を刊行した。

その後、昭和61（1986）年度から文化庁国庫補助事業による重要遺跡確認調査が再開され、第８次調査

（昭和61年度）では昭和57（1982）年度時に作成した地形図に米原台地の裾部までを補足する航空写真撮影

による測量調査を実施した。第９次調査（昭和62年度）では、長者山礎石群（長者山調査区）の調査が実施

され、布目瓦や多量の炭化米が出土する成果を挙げており、炭化米の14Ｃ年代測定を実施したところ、暦年

代で西暦650±20年の測定結果が得られている。続く第10次調査（昭和63年度）では、長者山北東側裾部、

少監どん地区（88-ⅩⅠ区）の調査が実施され、礎石・掘立柱併用建物跡２棟（11、12号建物跡）と掘立柱建

物跡４棟（13～15・19号建物跡）が検出された。城跡地内で掘立柱建物跡の存在が明らかとなった点で画期

的な成果といえる。第11次調査（平成元年度）では、長者山東側裾部に位置する宮野礎石群（49号建物跡）

周辺の調査（89-Ⅰ・Ⅱ区）が実施され、掘立柱建物跡３棟（１～３号建物跡）、礎石建物に伴う整地層

（４号建物跡）が検出され、さらに鞠智城造営以前の６世紀後半～７世紀前半段階の竪穴住居跡、掘立柱建

物跡が検出された。

平成２（1990）年度から平成４（1992）年度にかけて実施した第12～14次調査では、従来の文化庁国庫補

助事業による重要遺跡確認調査に県の特別調査費が加わり、調査面積が飛躍的に拡大した。第12次調査（平

成２年度）では、長者山東側裾部一帯（90-Ⅲ～Ⅹ区）を中心とする調査が実施され、第10・11次で検出さ

れた建物跡も含めて総数19棟分（１～19号建物跡）の建物遺構が把握された。続く第13次調査(平成３年

度）では、長者原地区東側一帯及び中央部高台（12～18調査区）の調査が実施され、国内の古代山城では初

となる八角形建物跡（30～33号建物跡）を検出した。第14次調査（平成４年度）では、長者原地区東側の調

査（19・20調査区）が実施され、９世紀後半代の礎石建物跡（36号建物跡）を検出し、鞠智城跡の終末期の

様相が初めて明らかとなった。また、西側土塁線各所の調査も併せて実施され、涼みヶ御所の周囲に中世城

郭の腰曲輪的景観が認められた。この第12～14次調査においては、結果的に総数50棟にも及ぶ建物跡（１～

50号建物跡）が把握され、鞠智城跡の城内施設の解明に大きな進展をみせた。

平成５（1993）年度からは、従来の文化庁国庫補助事業による重要遺跡確認調査に戻り、第15次調査（平

成５年度）では上原地区（21～34調査区）の調査が実施され、上原地区の南域に遺構の空白地帯があること

が判明し、第16次調査（平成６年度）では深迫門跡において版築土塁の存在が初めて明らかとなった。一方、

平成５(1993)年に熊本県が策定した県の総合計画「ゆたかさ多彩『生活創造』くまもと」の中で、その重点

課題の一つとして、「歴史公園化を目指した鞠智城跡の調査・整備を促進する」ことが位置づけられた。こ

れにより、鞠智城跡保存整備検討委員会が組織され、平成６（1994）年度に『鞠智城跡保存整備基本計画』

（計画期間：平成６～13年度）を策定した。平成７（1995）年度の第17次調査からは、これに基づき、特に

長者原地区の遺構の把握を目的とする調査を実施することとなった。第17～19次調査（平成７～９年度）に

おいては、長者原地区を中心とする調査（長者原Ⅰ～Ⅹ区）が実施され、総数17棟（51～67号建物跡）の建

物跡を新たに検出し、遺構の切り合い関係から建物跡に４期の変遷が認められることが確認された。一方、
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平成８（1996）年度には長者原地区の北側谷部において公園整備に伴う調整池の設置が計画されたが、事前

の確認調査を行ったところ、国内の古代山城では初となる5300㎡に及ぶ貯水池跡が確認された。池跡内から

は「秦人忍 □ 五斗」銘の付札木簡が出土するなど、その重要性から第19次調査（平成９年度）以降も、貯
（米カ）

水池跡の調査が継続することとなった。第19次調査では、貯水池跡の中程に取り付く北西側の小谷開口部か

ら取水口・石敷遺構（７トレンチ）が検出された。

第３表 発掘調査年表（２）

年度 次 地区 遺構など 概 要

1986 ８ 長者原 ・城域の補足測量を実施。

（S61） ほか

1987 ９ 長者山 45～48号建物跡 ・長者山礎石群の調査を実施。＊多量の炭化米と瓦が出土。

（S62）

1988 10 長者原 11～15号建物跡 【長者山東側裾部一帯、少監どん地区（88－ⅩⅠ区）】

（S63） 上原 19号建物跡 ・長者山東側裾部において、礎石・掘立柱併用建物跡２棟（11、12

号）、掘立柱建物跡３棟（13～15号）を検出。

・少監どん地区において掘立柱建物跡（19号）を検出。

・城跡内で初めて掘立柱建物跡の存在を確認。

1989 11 長者原 １～４号建物跡 【長者山東側裾部（89－Ⅰ・Ⅱ区）】

（H１） ・長者山東側裾部において、掘立柱建物跡３棟（１～３号）、礎石

建物に伴う整地層（４号）を検出。

・４号→３号への変遷を確認。

1990 12 長者原 ５～10号建物跡 【長者山東側裾部一帯（89－Ⅰ・Ⅱ区、90－Ⅲ～Ⅹ区）】

（H２） 16～18号建物跡 ・県の特別調査費による重要遺跡確認調査も加わり、調査面積が大

11～15号建物跡 幅に増大。

・長者山東側裾部において掘立柱建物跡９棟（５～10号、16～18

号）を検出。

・３間10間の城跡内最大の掘立柱建物跡（16号）を検出。

・18号→17号への変遷を確認。

・16号、17号は並列することから同時期と判断。

・11～15号建物跡の再調査を実施。

1991 13 長者原 20～35号建物跡 【長者原地区東側一帯・中央部高台（12～18区）】

（H３） ・掘立柱建物跡６棟（24～28・35号）、礎石建物跡５棟（20～23・

34号）、掘立柱・礎石併用１棟（29号）を検出。

・南北２ヵ所で、掘立柱３棟（31～33号）、礎石１棟（30号）の八

角形建物跡を検出。南側32号→33号、北側31号→30号の変遷が認

められ、南側は再建期も含めて８世紀を下らないとの見解を提

示。

・35号→22号→21号、28号→29号への変遷を確認。

・26号と41号、24号と27号を同時期と推定。

・軒丸瓦片が出土。

1992 14 長者原 36～44号建物跡 【長者原地区東側（19区）・上原地区（20区）】

（H４） 上原 45～48号建物跡 ・掘立柱建物跡７棟（38～44号）、礎石建物跡２棟（36・37号）を

検出。

・鞠智城の終末期にあたる９世紀代の礎石建物跡（36号）と、その

下層遺構（37、38、39、40号）を確認。

・41、42、43号は同時期と推定。

・長者山東側の共同墓地内に所在する礎石建物跡（45～48号）の測

量を実施。

西側土塁 【西側土塁線】

・西側土塁線を測量。一部で掘削。

1993 15 上原 51～54号建物跡 【上原地区（21～34区）・長者原地区東側（35区）・長者原地区中

（H５） 長者原 央高台部（36区）】

・掘立柱建物跡４棟（51～54号）を検出。

・上原地区の南側は遺構の空白地帯であることが判明。

1994 16 深迫門 土塁 【深迫門跡】

（H６） 道路跡 ・谷部を遮蔽する版築土塁を検出。

柱掘方６基 ・谷部中央に道路跡（登城道）を検出。

1995 17 長者原 50号建物跡 【95－道路区・長者原Ⅰ区】

（H７） 上原 ・50号建物跡（長者原礎石群）の再調査。

・50号建物跡の礎石基底部に根石を環状に配して礎石を据える工法

を再確認。＊同様の工法は、20～22、38、49号建物跡の一部に採

用。
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第４表 発掘調査年表（３）

年度 次 地区 遺構など 概 要

1996 18 長者原 55～58号建物跡 【長者原地区東側一帯（長者原Ⅱ～Ⅸ区）】

（H８） １～３号土坑 ・掘立柱建物跡３棟（55・57・58号）、礎石建物跡１棟（56号）を

１号不明遺構 検出。

・56号建物跡において整地層を確認。

＊整地層及び礎石据付穴出土遺物のうち新しいものは８世紀後半

～９世紀前半。

＊下層にも整地層が検出され、出土遺物が７世紀後半～９世紀前半

の時間幅をもつことから、その下層建物跡（整地層）の年代を、

創建期に近い時期から56号建物跡の直前までと推定。

・須恵器高杯１個体が埋納された遺構を検出（１号不明）。

・56、59、65号建物跡礎石の原材採集地の分析。

貯水池 水成粘土層 【貯水池跡】

・長者原地区北側谷部の確認調査において、5300㎡の広がりを持つ

水成粘土堆積層を検出。貯水池跡の存在が判明。

・１号木簡「秦人忍□五斗」を検出。

1997 19 長者原 40、59～66号建物跡 【長者原地区東側一帯（長者原Ⅲ・Ⅹ区】

（H９） １～７号溝跡 ・36～40号周辺の再調査で、40号（創建期かそれに近い時期）→６

号溝→７号溝→36号（９世紀末）と４期の変遷を確認。

・掘立柱建物跡３棟（60～63号）、礎石建物跡４棟（59、64～66

号）を検出。

・４号溝で区画された建物群を確認。建物跡がＬ字形に配置（60～

64、66号）されていることから、管理棟的建物群と推定。

・軒丸瓦出土（64号周溝）。

貯水池 取水口 【貯水池跡】

・池跡内部の堆積状況を把握。

・取水口の一部を検出。

1998 20 貯水池 貯木場跡 【貯水池跡28トレンチＡ・Ｂ地区及び取水口周辺部】

（H10） 取水口 ・建築材及び木製農工具の柄等を貯木した貯木場跡を検出。

石敷遺構 ・取水口及び石敷遺構を検出。

・出土木材等の樹種同定を実施。

・池跡最下層の珪藻分析、花粉分析を実施。

堀切門 土塁 【堀切門跡１～７トレンチ】

・２段構造の城壁（土塁跡）を検出。

1999 21 貯水池 柱穴列 【貯水池跡28トレンチＤ・Ｅ・Ｆ地区】

（H11） ・池跡南西端部（Ｅ・Ｆ地区）において柱穴列を検出。

・基本層序の検討（Ｄ地区）及び軟Ｘ線写真撮影観察、珪藻分析、

花粉分析、植物珪酸体分析、種実分析を実施。

・２～４号木簡出土。

堀切門 道路状遺構 【堀切門跡８～14トレンチ】

・道路状遺構を検出。

2000 22 貯水池 木組遺構 【貯水池跡28トレンチＥ・Ｆ地区】

（H12） 堤防状遺構 ・木組遺構（水汲み場跡）を検出。

・堤防状遺構を断面上で確認。

＊水量を調整するため小区画を設けた構造を推定。

・種実分析及び微細植物片の分類・同定を実施。

堀切門 柱掘方１基 【堀切門跡15～21トレンチ】

道路状遺構 ・門礎石の原位置を推定。

・道路状遺構の延長を把握。

2001 23 南側土塁 土塁 【南側土塁線Ａ・Ｂ地点】

（H13） ・南側土塁線西端部において、版築土塁を検出。

＊版築、削り出しによる２段構造、石列、柱穴等を確認。

貯水池 堤防状遺構 【貯水池跡28トレンチＦ・Ｇ地区・37・38・39トレンチ】

67、68号建物跡 ・堤防状遺構を平面的に検出。

・池跡の南西側で、礎石建物跡１棟（67号）、掘立柱建物跡１棟

（68号）を検出。

長者山 69～72号建物跡 【長者山西地区】

・掘立柱建物跡３棟（69～71号）、礎石建物跡１棟（72号）を検

出。

・69号～71号を消失した礎石群の下層遺構と判断。

・72号は、９世紀後半を下限とする年代と推定し、層序的に45号に

先行する建物と推定。

堀切門 道路状遺構 【堀切門跡22・23トレンチ】

・道路状遺構を検出。
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第20～23次調査（平成10～13年度）においては、貯水池跡の継続調査に加え、堀切門跡、南側土塁線、長

者山の調査が併せて実施された。貯水池跡では、第20次調査（平成10年度）で貯木場跡（28トレンチＡ・Ｂ

地区）、第21次調査（平成11年度）で柱穴列（28トレンチＥ・Ｆ地区）、第22次調査（平成12年度）で木組

遺構（28トレンチＣ・Ｆ地区）・堤防状遺構（28トレンチＣ地区）、第23次調査（平成13年度）で池跡北西

側の小谷から礎石建物跡１棟（67号建物跡）に加え、掘立柱建物跡１棟（68号建物跡）が検出された。一方、

第20～23次調査（平成10～13年度）にかけて実施した堀切門跡の調査では、２段構造の城壁、道路跡、門の

支柱穴と考えられる柱掘方１基が検出された。また、第23次調査では、長者山西地区と南側土塁線西端部の

調査が実施され、長者山西地区から４棟の建物跡（69～72号建物跡）が検出され、南側土塁線西端部の調査

では版築土塁の存在が明らかとなる成果を挙げた。

第24次調査（平成14年度）以降は、平成14（2002）年３月に策定した『第２次鞠智城跡保存整備基本計

画』（計画期間：平成14～23年度）をもとに、貯水池跡、城門跡、土塁線の構造解明に係る調査が進められ

た。第24次調査（平成14年度）では、貯水池跡、南側土塁線Ｂ地点及び長者山地区西側の調査が継続された。

第25次調査（平成15年度）では、西側土塁線の北端部「佐官どん」地区で版築土塁が確認され、土塁前面と

背面の柱穴列を検出するなど、土塁構築に伴う工法が推察できる成果を挙げた。こうしたなか、平成16年２

第５表 発掘調査年表（４）

年度 次 地区 遺構など 概 要

2002 24 長者山 72号建物跡 【長者山西地区】

（H14） ・72号建物跡上面に炭化米堆積層を確認。

貯水池 盛土状遺構 【貯水池跡40トレンチＡ地区】

・池岸の南側張り出し部において、盛土構造を確認。

・珪藻分析、花粉分析、植物珪酸体分析、種実同定及び放射性炭素

年代測定を実施。

2003 25 西側土塁 土塁 【西側土塁線】

（H15） ・西側土塁線北端部（佐官どん）において、土塁構造を確認。

＊裾部に列石、前面、背面に柱穴が検出され、工法等を推定。

貯水池 【貯水池跡40トレンチＢ地区】

・平成８年度トレンチ埋土の掘削。

2004 26 池ノ尾門 石列 【池ノ尾門跡】

（H16） 盛土状遺構 ・礫・石群のうち３石で構成される背面石列を検出。

・基底部が石敷きの盛土状遺構を検出。

貯水池 【貯水池跡池尻部】

・周辺地形測量及び北側水路内の集石状況の図化を実施。

2005 27 池ノ尾門 石列 【池ノ尾門跡】

（H17） 通水溝 ・前面石列を検出し、9.6ｍ幅の石塁を推定。

導水溝 ・通水溝を検出し、水門構造を確認。

・取水口前面に導水溝を検出。

2006 28 深迫門 土塁 【深迫門跡】

（H18） 柱穴列 ・門道を挟みＬ字形に配置された土塁形状を確認。

・前面柱穴列を検出。

2007 29 貯水池 池尻部 【貯水池跡41トレンチ】

（H19） ・貯水池跡池尻部の西岸部において、集石を確認。

南側土塁 土塁 【南側土塁線Ａ地点】

・南側突出部において版築土塁を確認。

深迫門 【深迫門跡西側平坦部】

・後世の造成であることを確認。

2008 30 貯水池 池尻部 【貯水池跡41トレンチ】

（H20） ・池尻部において、百済系の銅造菩薩立像を検出。

・池跡埋土下層の珪藻分析、花粉分析、植物珪酸体分析、種実同定

及び放射性炭素年代測定を実施。

2009 31 貯水池 池尻部 【貯水池跡池尻部（41トレンチ）】

（H21） ・池尻部の排水構造を推定。

・珪藻分析、花粉分析、植物珪酸体分析、種実同定を実施。

2010 32 池ノ尾門 石塁 【池ノ尾門跡】

（H22） 通水溝 ・石塁背面の石積みを検出。

土手状盛土遺構 ・通水溝の内部構造を解明。
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月27日付けで鞠智城跡が国史跡に指定された。

その後も発掘調査は継続され、第26・27次調査（平成16・17年度）で実施した池ノ尾門跡の調査では、通

水溝を伴う石塁の存在が城域内で初めて明らかとなった。第28次調査（平成18年度）では、深迫門跡の調査

が実施され、門道を挟みＬ字形に配置された土塁形状を把握するとともに、前面柱列、土塁裾部を補強する

盛土が検出された。第29～31次調査（平成19～21年度）では、貯水池跡の池尻部の調査が実施され、池尻部

における排水構造が明らかとなった。特に、第30次調査（平成20年度）では百済系銅造菩薩立像が出土する

など、築城の歴史的背景に迫る画期的な発見があった。また、第32次調査（平成22年度）では、池ノ尾門跡

の再調査が実施され、石塁背面の石積みを検出するなどの成果を挙げた。

第２節 発掘調査の成果

(１) 建物遺構

ア 概要

鞠智城跡の内城域南東部には、西日本の古代山城としては類稀な広い平坦面を頂部に有する通称「米原台

地」が所在する。現在、その台地の中程を市道立徳・稗方線が南北に走り、その西側を長者原地区、東側を

上原地区と呼び分けている。長者原地区は、鞠智城跡の保存整備事業により大部分が県有地となっており、

八角形鼓楼、米倉、兵舎、板倉など４棟の復元建物が建つ芝生広場として整備されているが、以前は水田と

畑地が混在する耕作地であった。その西端部には、裾部との比高差７～８ｍ程の小高い丘である長者山があ

り、その東側半分は共同墓地となっている。一方、上原地区は営農地として利用されており、そのほとんど

が水田となっている。鞠智城跡における建物遺構は、この米原台地の頂部となる長者原・上原地区を中心に

分布している。

これまでの発掘調査において、合計72棟（１～72号）の建物跡が検出されており、その分布をみると、長

者原地区に67棟、上原地区に５棟となる。長者原地区の建物跡のうち、そのほとんどは台地頂部の平坦部か

らの検出であるが、このほか、長者山に８棟、台地裾部の貯水池跡南西側の小谷に２棟が検出されている。

ただし、建物遺構の棟数については、昭和40年代に始まった長者原地区における農業構造改善事業による水

田化工事や、昭和42（1967）年末から昭和43（1968）年にかけて行われた長者山の西側一帯の造成工事によ

り、礎石群等の遺構が消失する事態が生じており、また、米原集落の各所にも多くの礎石が認められること

から、さらに多くの建物が存在したものと考えられる。

これまでに鞠智城跡において検出された建物遺構の内訳は、長者原地区東側に南北２ヵ所（50ｍ間隔）に

配置された八角形建物跡４棟のほか、掘立柱建物跡44棟、礎石建物跡21棟、礎石・掘立柱併用建物跡３棟と

なる。

掘立柱建物跡は、建物形状がわかるもので総柱建物が13棟、側柱建物が26棟に細分できる。総柱建物につ

いては、桁行５間以上（１・40・58号建物跡）、３間４間（５・13号建物跡）、３間３間（25号建物跡）、梁

行２間（53・54号建物跡）の建物跡がある。側柱建物については、３間７～10間（16・17・18・60・61・63

号建物跡）、３間６間（６・８・57号建物跡）、３間５間（14号建物跡）、２間３間（３・９・10号建物跡）、

２間４間（55号建物跡）、２間５間（28号建物跡）、１間５間（19号建物跡）、１間３間（２号建物跡）、一

面庇付き（24・27号建物跡）などの建物跡が確認されている。また、礎石建物跡はすべて総柱建物で、３間

９間（49号建物跡）の長倉形式の大型建物のほか、３間６間（56号建物跡）、３間４間（20・21・36・46・

59・72号建物跡）、３間３間（47・64号建物跡）、２間５間（50号建物跡）、梁行４間（22・23号建物跡）な

どが確認されている。また、礎石・掘立柱併用建物跡３棟（11・12・29号建物跡）は、５間６間で、掘立柱

を側柱とする特異な建物跡である。



― 26 ―
- 26 -

これら建物群のうち、長者原地区の北東部分には、溝（４号溝）で区画されたＬ字形配置の建物群（60～

66号建物跡）が認められ、「管理棟的建物群」に位置づけられている。

また、出土遺物では、数多くの須恵器や土師器などの土器類のほか、軒丸瓦、丸瓦、平瓦などが出土して

いる。

イ 遺構の分布と様相

鞠智城跡の立地における他の古代山城に例をみない特徴として、城域内に約12haの面積を有する広大な台

地状の平坦部を持つことが挙げられる。城域全体を見渡しても、谷部を除き、それ以外では他の古代山城で

みられるような段造成による平坦地は皆無といってよく、僅かに認められる深迫門跡の西側の谷頭付近の平

坦部においても、平成19（2007）年度の第29次調査で、昭和40年代の造成時に形成されたものであることが

明らかとなっている。こうしたことから、外郭線上の城門、望楼等の施設を除くと、建物遺構の分布は、台
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地状の平坦部に位置する長者原・上原地区、そして礎石が残る米原集落に限られ、それ以外には想定できな

い状況にある。鞠智城跡の場合、こうした地形的な適地に建物が集中的に配置されているが、この平坦部に

も微妙な起伏が認められるのも事実で、そのような地形的制約のもとに計画的に配置されていた状況も読み

取れる。このような視点から、長者原・上原地区の建物群について地域区分を行うと、以下の６つの区分が

可能となる。

【長者山頂部の建物群】 台地状平坦部の西縁、東側の裾部との比高差８ｍ程度の長者山頂部に位置する建

物群である。掘立柱・総柱建物跡３棟（69～71号建物跡）、礎石建物跡５棟（45～48・72号建物跡）が検出

されており、建物の主軸方向は南北棟で真北かやや西に振れる程度で、長者山頂部の東西に長い長方形とい

う平面形状に合わせる形で建物が配置された状況が読み取れる。72号建物跡と東側に隣接する45号建物跡と

の遺構面の高低差から、72号建物跡が45号建物跡に先行することが推定されており、さらに、長者山頂部の

西側において昭和43年の造成工事により多くの礎石が消失した箇所から検出された69～71号建物跡は、それ

ら礎石群の下層遺構と結論づけられる。

【長者山北東側裾部の建物群】 長者山頂部から北東側に下った裾部に位置する建物群である。貯水池跡が

所在する北側谷部に向かって下降する支尾根の基部にあたり、掘立柱・側柱建物跡２棟（14・15号建物跡）、

掘立柱・総柱建物跡１棟（13号建物跡）、礎石・掘立柱併用建物跡２棟（11・12号建物跡）が検出されてい

る。建物の主軸方向は南北棟で真北かそれに近い方位となり、北に延びる尾根の軸線にあわせて平坦面を造

成して計画的に配置されたものと考えられる。その尾根の端部近くとなる北側谷部にも、礎石建物跡１棟

（67号建物跡）が所在するが、Ｎ20°Ｅと主軸方向がやや東に振られており、東に向かってやや屈曲する尾

根裾部の軸線に合わせて平坦面が造成された可能性が考えられる。西側に所在する掘立柱・掘方２基（68号

建物跡）もこうした地形的な制約により主軸方向が決定されたものと考えられる。13号建物跡と14号建物跡

との間に重複が認められるが、遺構の切り合いが認められないことから、先後関係は明らかにされていない。
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地状の平坦部に位置する長者原・上原地区、そして礎石が残る米原集落に限られ、それ以外には想定できな

い状況にある。鞠智城跡の場合、こうした地形的な適地に建物が集中的に配置されているが、この平坦部に

も微妙な起伏が認められるのも事実で、そのような地形的制約のもとに計画的に配置されていた状況も読み

取れる。このような視点から、長者原・上原地区の建物群について地域区分を行うと、以下の６つの区分が

可能となる。

【長者山頂部の建物群】 台地状平坦部の西縁、東側の裾部との比高差８ｍ程度の長者山頂部に位置する建

物群である。掘立柱・総柱建物跡３棟（69～71号建物跡）、礎石建物跡５棟（45～48・72号建物跡）が検出

されており、建物の主軸方向は南北棟で真北かやや西に振れる程度で、長者山頂部の東西に長い長方形とい

う平面形状に合わせる形で建物が配置された状況が読み取れる。72号建物跡と東側に隣接する45号建物跡と

の遺構面の高低差から、72号建物跡が45号建物跡に先行することが推定されており、さらに、長者山頂部の

西側において昭和43年の造成工事により多くの礎石が消失した箇所から検出された69～71号建物跡は、それ

ら礎石群の下層遺構と結論づけられる。

【長者山北東側裾部の建物群】 長者山頂部から北東側に下った裾部に位置する建物群である。貯水池跡が

所在する北側谷部に向かって下降する支尾根の基部にあたり、掘立柱・側柱建物跡２棟（14・15号建物跡）、

掘立柱・総柱建物跡１棟（13号建物跡）、礎石・掘立柱併用建物跡２棟（11・12号建物跡）が検出されてい

る。建物の主軸方向は南北棟で真北かそれに近い方位となり、北に延びる尾根の軸線にあわせて平坦面を造

成して計画的に配置されたものと考えられる。その尾根の端部近くとなる北側谷部にも、礎石建物跡１棟

（67号建物跡）が所在するが、Ｎ20°Ｅと主軸方向がやや東に振られており、東に向かってやや屈曲する尾

根裾部の軸線に合わせて平坦面が造成された可能性が考えられる。西側に所在する掘立柱・掘方２基（68号

建物跡）もこうした地形的な制約により主軸方向が決定されたものと考えられる。13号建物跡と14号建物跡

との間に重複が認められるが、遺構の切り合いが認められないことから、先後関係は明らかにされていない。
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【長者山東側裾部の建物群】 長者山頂部から東側に下った裾部一帯に位置する建物群である。東に向かっ

てなだらかに傾斜する比較的広い平坦部で、掘立柱・側柱建物跡７棟（２・３・６・７～10号建物跡）、掘

立柱・総柱建物跡２棟（１・５号建物跡）、礎石建物跡１棟（49号建物跡）、礎石建物の整地層（４号建物

跡）があり、建物の主軸方向は、南北棟でＮ20～30°Ｗ、東西棟でＮ64～74°Ｅとなる。これら建物跡は、

長者山の東側裾部を軸線として、それに平行、あるいは直交する形で配置された状況が読み取れる。このう

ち、３号建物跡と４号建物跡との間に切り合い関係が認められ、４号建物跡が先行することが明らかとなっ

ている。また、2.4ｍ間隔で並列する９号建物跡と10号建物跡は同時期の建物と推定される。

【長者原地区中央部高台及びその周辺の建物群】 長者山東側裾部から微少な隆起を伴う高台が南東方向に

延びるが、その北東側裾部との比高差1.6～2.7ｍを測る高台とその周辺部に位置する建物群である。長者原

地区の中央部付近にあたる。掘立柱・側柱建物跡６棟（16・17・18・24・27・28号建物跡）、掘立柱・総柱

建物跡２棟（25・58号建物跡）、礎石建物跡２棟（59・65号建物跡）、礎石・掘立柱併用建物跡１棟（29号

建物跡）が所在し、建物の主軸方向は南北棟でＮ31～50°Ｗ、東西棟でＮ45～55°Ｅとなる。高台の延長方

向に合わせて建物が配置されていったものと考えられる。ここでは、高台に北接する5.5ｍ間隔で並列する16

号建物跡と17号建物跡が同時期の建物と捉えられ、また、17号建物跡との切り合い関係から18号建物跡が先

行することが明らかとなっている。このほか、遺構の切り合い関係から28号建物跡が29号建物跡に先行し、

建物の平面形状から、26号建物跡と８号建物跡、24号建物跡と27号建物跡を同時期の建物と推定される。

【長者原地区東側の建物群】 長者原地区の東側、中央部高台の東側裾部に広がる平坦部に位置する建物群

である。北側谷部の谷頭がその西側まで延びており、やや凹凸が認められるものの、南北に長い比較的広い

平坦部となる。このため、最も多くの建物跡が検出されており、八角形建物跡４棟（30～33号建物跡）、掘

立柱・側柱建物跡６棟（26・41・60～63号建物跡）、掘立柱・総柱建物跡４棟（38・40・42・43号建物跡）、

掘立柱・柱掘方３基（39号建物跡）、掘立柱・柱掘方１基（35号建物跡）、礎石建物跡11棟（20～23・34・36・37・

50・56・64・66号建物跡）が所在する。建物の主軸方向は、南北棟でＮ0～12°Ｗ、東西棟でＮ79～82°Ｅ

となり、これら建物跡は南北に長い平坦部の形状に合わせて方位が決定されたものと考えられる。北側には、

南を溝（４号溝）で区画するＬ字形の配置をもつ建物群（62・63号建物跡）が検出されており、管理棟的建

物群に位置づけられている。また、最も多くの重複関係が認められる建物群であり、八角形建物跡の重複の

ほか、遺構の切り合い関係から35号建物跡→22・23号建物跡→21号建物跡、40号建物跡→６号溝（37・38・

39号いずれかの周溝）→７号溝（37・38・39号いずれかの側溝）→36号建物跡、65号建物跡→59号建物跡、

66号建物跡→64号建物跡の先後関係が明らかとなっている。さらに、層序等の検討から、56号下層遺構・59

号建物跡→56号建物跡も確認されている。このほか、建物跡の平面規模、配置状況などから、38号建物跡と

39号建物跡、41号建物跡と42号建物跡と43号建物跡、60号建物跡と61号建物跡、62号建物跡と63号建物跡が

同時期の建物と推定される。

【上原地区の建物群】 長者原地区の東側、上原地区に位置する建物群である。上原地区は長者原地区より

一段高い位置にあり、比高差は北端で1.5ｍ、南端で2.5ｍを測る。掘立柱・側柱建物跡１棟（19号建物跡）、

掘立柱・総柱建物跡３棟（52～54号建物跡）、掘立柱・柱掘方４基（44号建物跡）が所在する。建物の主軸

方向は、南北棟でＮ０～３°Ｗ・Ｎ10°Ｅ、東西棟でＮ80°Ｅとなり、上原地区の西縁に沿って建物跡が配

置された状況が読み取れる。19号建物跡については、建物の主軸方向から長者原地区東側の管理棟的建物群

の一角を構成する建物と想定される。

ウ 建物遺構の時期区分と変遷

鞠智城跡において検出された72棟の建物遺構の時期区分と変遷を検討するにあたっては、その根拠の一つ
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に、遺構の切り合い関係がある。これまでの調査では、特に長者原地区東側一帯の建物群において、分類上、

掘立柱・総柱Ａ類（梁行３間・桁行５間の建物跡）→礎石Ｆ類（梁行４間の建物跡）→礎石Ｃ類（梁行３

間・桁行４間の建物跡）・Ｄ類（梁行３間・桁行３間の建物跡）→礎石Ｂ類（梁行３間・桁行６間の建物

跡）への変遷が認められることから、少なくとも総柱建物については掘立柱建物跡から礎石建物跡へ変遷し

たことは明らかである。

また、建物の主軸方向も時期区分と変遷の根拠の一つとなる。長者原・上原地区の建物群は、地形に応じ

て計画的に配置されているが、全体を俯瞰した場合、建物の主軸方向は大きく２つのグループに分かれる。

１つは、建物の主軸方向Ｎ20～50°Ｗとそれに直交する建物群で、もう一つは、建物の主軸方向Ｎ０～12°

Ｗとそれに直交する建物群である。この建物群の主軸方向の相違は、後者の建物群が主体を占める長者原地

区東側において、前者に属する25号建物跡が存在しており、建物群としての切り合い関係が認められること

と、両者の建物群がそれぞれの軸線上で計画的に配置されている状況が読み取れることから、一部の建物跡

を除き時期差として捉えられるべきものである。この場合、先後関係が問題になってくるが、前者は一部を

除き掘立柱建物跡で構成され、重複はほとんど認められないのに対して、後者には遺構の重複が多く、掘立

柱建物跡から礎石建物跡への変遷が認められることから、前者の建物群が先行するものと判断できる。

以上の視点、及び出土遺物の年代を踏まえると、以下の５期（第Ⅰ～Ⅴ期）に及ぶ時期区分と変遷が可能

となる。

【第Ⅰ期の建物群】 鞠智城の創建期にあたる建物群である。長者山東側裾部一帯から長者原中央部高台及

びその周辺にかけて検出された、主軸方向Ｎ20～50°Ｗとそれに直交する掘立柱建物群（１～３・５～10・

16～18・24・25・27・28・55・57・58号建物跡）で構成され、３・５・６・７・16号建物跡の柱掘方の埋土

から出土した遺物から７世紀後半の年代が与えられる。これら建物群のうち、18号建物跡から17号建物跡へ

の先後関係が認められることから、さらに２時期の細分が可能である。建物の主軸方向から検討すると、１

～３・５・６・８～10・18号建物跡の一群と、南北棟でさらに西側に振れる７・16・17・24・25・27～29号

建物跡の一群に細分でき、18号建物跡を含む前者が先行するものと思われる。このうち、前者の一部は周辺

の出土遺物から第Ⅱ期まで存続した可能性も指摘できる。また、長者山調査区における炭化米の14Ｃ年代測

定の結果、暦年代で637～678年の値が得られており、長者山頂部にも創建期の建物があったことが判明した。

該当する建物跡としては、69～71号建物跡がある。Ｎ88～89°Ｅと他の建物跡と建物の主軸方向に差異が生

じているが、これは長者山頂部の形状に起因しているものと考えられ、柱掘方の形状からも創建期の一群と

考えられる。

【第Ⅱ期の建物群】 長者原地区東側から上原地区北側にかけての一帯に位置する主軸方向Ｎ８～12°Ｗ・

Ｎ79°Ｅの掘立柱建物群（26・31・32・40～43・54・62・63号建物跡）と長者山北東側裾部に位置する掘立

柱建物群（14・15号）が出現する。これら建物群の年代は、40号建物跡周辺における出土遺物の上限となる

７世紀末～８世紀初頭を中心とする年代が与えられる。これら建物群の特徴として、特に、長者原地区北側

から上原地区北側にかけて所在するコ字形に配置された19・62・63号建物跡の出現が挙げられる。その建物

配置に合わせる形で、南側に掘立柱・総柱建物が並ぶなど、建物配置に計画性が読み取れ、城内施設の充実

が図られた段階と位置づけられる。北側・南側八角形建物跡（31・32号建物跡）も、建物群の軸線上に配置

されていることから、当該期に出現したと考えられる。また、第Ⅰ期の長者山東側裾部一帯の建物群のうち、

周辺の出土遺物の年代から、３・５・６・７・９・10号建物跡は当該期まで存続していた可能性が指摘でき

る。また、長者山頂部の69～71号建物跡も存続したと考えられる。

【第Ⅲ期の建物群】 長者原地区東側一帯において50号建物跡（礎石Ｅ類：梁行２間以上、桁行５間以上の

建物跡）と小型礎石を伴う22・23・34・37・65・66号建物跡（礎石Ｆ類）が出現する時期である。建物の主
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に、遺構の切り合い関係がある。これまでの調査では、特に長者原地区東側一帯の建物群において、分類上、

掘立柱・総柱Ａ類（梁行３間・桁行５間の建物跡）→礎石Ｆ類（梁行４間の建物跡）→礎石Ｃ類（梁行３

間・桁行４間の建物跡）・Ｄ類（梁行３間・桁行３間の建物跡）→礎石Ｂ類（梁行３間・桁行６間の建物

跡）への変遷が認められることから、少なくとも総柱建物については掘立柱建物跡から礎石建物跡へ変遷し

たことは明らかである。

また、建物の主軸方向も時期区分と変遷の根拠の一つとなる。長者原・上原地区の建物群は、地形に応じ

て計画的に配置されているが、全体を俯瞰した場合、建物の主軸方向は大きく２つのグループに分かれる。

１つは、建物の主軸方向Ｎ20～50°Ｗとそれに直交する建物群で、もう一つは、建物の主軸方向Ｎ０～12°

Ｗとそれに直交する建物群である。この建物群の主軸方向の相違は、後者の建物群が主体を占める長者原地

区東側において、前者に属する25号建物跡が存在しており、建物群としての切り合い関係が認められること

と、両者の建物群がそれぞれの軸線上で計画的に配置されている状況が読み取れることから、一部の建物跡

を除き時期差として捉えられるべきものである。この場合、先後関係が問題になってくるが、前者は一部を

除き掘立柱建物跡で構成され、重複はほとんど認められないのに対して、後者には遺構の重複が多く、掘立

柱建物跡から礎石建物跡への変遷が認められることから、前者の建物群が先行するものと判断できる。

以上の視点、及び出土遺物の年代を踏まえると、以下の５期（第Ⅰ～Ⅴ期）に及ぶ時期区分と変遷が可能

となる。

【第Ⅰ期の建物群】 鞠智城の創建期にあたる建物群である。長者山東側裾部一帯から長者原中央部高台及

びその周辺にかけて検出された、主軸方向Ｎ20～50°Ｗとそれに直交する掘立柱建物群（１～３・５～10・

16～18・24・25・27・28・55・57・58号建物跡）で構成され、３・５・６・７・16号建物跡の柱掘方の埋土

から出土した遺物から７世紀後半の年代が与えられる。これら建物群のうち、18号建物跡から17号建物跡へ

の先後関係が認められることから、さらに２時期の細分が可能である。建物の主軸方向から検討すると、１

～３・５・６・８～10・18号建物跡の一群と、南北棟でさらに西側に振れる７・16・17・24・25・27～29号

建物跡の一群に細分でき、18号建物跡を含む前者が先行するものと思われる。このうち、前者の一部は周辺

の出土遺物から第Ⅱ期まで存続した可能性も指摘できる。また、長者山調査区における炭化米の14Ｃ年代測

定の結果、暦年代で637～678年の値が得られており、長者山頂部にも創建期の建物があったことが判明した。

該当する建物跡としては、69～71号建物跡がある。Ｎ88～89°Ｅと他の建物跡と建物の主軸方向に差異が生

じているが、これは長者山頂部の形状に起因しているものと考えられ、柱掘方の形状からも創建期の一群と

考えられる。

【第Ⅱ期の建物群】 長者原地区東側から上原地区北側にかけての一帯に位置する主軸方向Ｎ８～12°Ｗ・

Ｎ79°Ｅの掘立柱建物群（26・31・32・40～43・54・62・63号建物跡）と長者山北東側裾部に位置する掘立

柱建物群（14・15号）が出現する。これら建物群の年代は、40号建物跡周辺における出土遺物の上限となる

７世紀末～８世紀初頭を中心とする年代が与えられる。これら建物群の特徴として、特に、長者原地区北側

から上原地区北側にかけて所在するコ字形に配置された19・62・63号建物跡の出現が挙げられる。その建物

配置に合わせる形で、南側に掘立柱・総柱建物が並ぶなど、建物配置に計画性が読み取れ、城内施設の充実

が図られた段階と位置づけられる。北側・南側八角形建物跡（31・32号建物跡）も、建物群の軸線上に配置

されていることから、当該期に出現したと考えられる。また、第Ⅰ期の長者山東側裾部一帯の建物群のうち、

周辺の出土遺物の年代から、３・５・６・７・９・10号建物跡は当該期まで存続していた可能性が指摘でき

る。また、長者山頂部の69～71号建物跡も存続したと考えられる。

【第Ⅲ期の建物群】 長者原地区東側一帯において50号建物跡（礎石Ｅ類：梁行２間以上、桁行５間以上の

建物跡）と小型礎石を伴う22・23・34・37・65・66号建物跡（礎石Ｆ類）が出現する時期である。建物の主
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第23図　建物遺構の変遷（第Ⅰ・Ⅱ期）
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第 24図　建物遺構の変遷（第Ⅲ・Ⅳ期）
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軸方向は、第Ⅱ期の建物群とほぼ同一であるが、65号建物跡のみ主軸方向Ｎ33°Ｗと西に大きく振られてお

り、これは、谷頭近くという地形的な制約があったことに起因するものと考えられる。また、49号建物跡

（礎石Ａ類：梁行３間、桁行９間の建物跡）が出現するのも当該期と考えられ、第Ⅱ期まで存続する長者山

東側裾部一帯の建物群と建物の主軸方向がＮ30°Ｗと近似しており、同じ軸線上で建てられたものと判断で

きるが、第Ⅳ期を特徴づける礎石の大型化が図られており、特殊な用途が想定される。年代的には、上限が

８世紀第１四半期後半に推定され、下限については明確には判断できない。長者原地区東側一帯においては、

一部の総柱建物に礎石が使用されるようになるものの、建物の配置、構成自体に大きな変化はなく、第Ⅱ期

の19・62・63号建物跡は、引き続き中心施設として機能していたものと考えられる。また、南側八角形建物

である32号建物跡に後出する33号建物跡は柱掘方の出土遺物から８世紀を下らない年代が与えられており、

当該期に位置づけられるものと考えられる。

【第Ⅳ期の建物群】 長者原地区東側一帯及び長者山頂部において、大型礎石を伴う20・21・36・59・64・

72号建物跡（礎石Ｃａ～ｄ、Ｄａ類）が新たに出現する段階である。72号建物跡を除き、いずれも下層遺構

に礎石Ｅ類があり、礎石建物の大型化が図られたものと考えられる。年代的には、59・64号建物跡の整地層

及び周溝からの出土遺物の年代から８世紀第４四半期を上限とし、各建物跡の覆土の出土遺物の年代から９

世紀第３四半期が下限となる。ただし、72号建物跡の上限については、覆土に包含されていた炭化米の14Ｃ

年代測定の結果、暦年代で720±40年の年代が与えられており、やや上がる可能性も考えられる。また、36

号建物跡は、周溝を伴わない点で、続く第Ⅴ期の56号建物跡と同じであり、その上限は、他の建物跡よりや

や下ることも考えられる。礎石・掘立柱併用建物となる11・12・29号建物跡も12号建物跡の柱掘方埋土から

の出土遺物の年代から当該期に出現したものと考えられ、12号建物跡と柱筋が通る13号建物跡（掘立柱・総

柱Ｂｂ類：梁行３間、桁行４間以上の建物跡）も当該期に位置づけられる。また、第Ⅲ期に出現した50号建

第 25図　建物遺構の変遷（第Ⅴ期）
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物跡も周辺の出土遺物の下限から当該期まで存続するものと思われ、このほか、主軸方向が真北となる60・

61号建物跡も当該期に推定され、19・62・63号建物跡がこの段階まで存続することはなかったものと考えら

れる。このように、中枢施設の消失、礎石建物の大型化と礎石・掘立柱建物跡の出現など、建物構成に大き

な変化があったことが特徴として挙げられる。

【第Ⅴ期の建物群】 長者原地区東側の56号建物跡（礎石Ｂ類）と長者山頂部に位置する45～48号建物跡

（礎石Ｄｂ類を含む）が当該期の建物群として位置づけられる。56号建物跡は周溝を伴わないことを特徴と

する。年代的には、56号建物跡整地層の出土遺物から９世紀第４四半期を上限とし、鞠智城跡出土遺物の年

代の下限となる10世紀第３四半期を下限として捉えたい。45～48号建物跡については、45号建物跡が第Ⅳ期

の72号建物跡より後出することから建物の主軸方向をそろえる46～48号建物跡も含めて当該期に位置づけて

いる。全体的には、前段階の礎石建物に比べて56号建物跡は大型化する一方、棟数が減少するものと考えら

れる。なお、56号建物跡については、その下層に別の建物の整地層が確認されており、その整地層は第Ⅳ期

の59号建物跡と層序的に同時期と判明していることから、その下層に第Ⅳ期の建物跡が存在する可能性が高

いと考えられる。

(２) 貯水池跡

ア 概要

貯水池跡は、平成８（1996）年度の第18次調査で長者原地区の北側に位置する谷部から、水成層である粘

土層が確認されたことによりその存在が明らかとなった。その後、粘土層の面的な拡がりをトレンチ調査で

確認することで、平成16（2004）年の第26次調査までに貯水池跡の総面積は5300㎡となることが判明した。

池遺構は国内の古代山城で初めての発見であったため、その重要性から数ヵ年にわたる継続調査が実施さ

れた。その成果として、貯水池跡に水を取り入れるための取水口と取水時の水勢を弱めるための石敷遺構、

建築部材などを保管するために木材を水漬けした貯木場跡、水汲み場として利用した木組遺構、貯水量を中

途で調整する堤防状遺構、池を囲った柵状の柱列、貯水量の最終調整を図る池尻部、池部から最終排水施設

まで水を運ぶための水路状遺構など、当時の土木技術を知る上で重要な情報を与えてくれる多くの遺構を検

出した。また出土遺物では、「秦人忍 □ 五斗」と墨書された付札木簡や百済系の銅造菩薩立像などの極め
（米カ）

て重要な遺物のほか、農工具類、祭祀具、建築材などの木製品や、大量の土器片などが発見されている。

なお、池の利用については、飲用水はもちろんのこと、建築部材などを保管する貯木場など多様な用途が

あったものと考えられる。

イ 層序について

貯水池跡の調査において、28トレンチでは15層、41トレンチでは13層からなる層序が確認されている。

28トレンチにおける②～⑬層は粘土層であり、池跡が利用された期間に堆積した層である。この粘土層よ

り出土した遺物には６世紀後半～９世紀後半以降の時期幅がある。そのうち、⑩層には、最も新しい遺物と

して10世紀代の土師器が認められ、⑪層には７世紀後半～８世紀後半頃に比定される遺物と建築部材などが

包含される。「秦人忍 □ 五斗」銘木簡もこの⑪層から出土した。この⑩・⑪層が鞠智城が機能したと考え
（米カ）

られる時期に堆積した層であると考えられる。なお、⑫～⑮層は池が形成される以前に堆積した砂質の層で

ある。

41トレンチにおいてはⅧ～ⅩⅡ層が粘土層となる。Ⅷ層より上位の層では陶磁器片が多く出土するため、

中世以降に堆積した層であることが判明している。この41トレンチで最も下位に位置するⅩⅢ層は、貯水池

跡に水成粘土層が堆積する以前に堆積したものであり、古墳時代以前の土器などと共に、７世紀中頃から８
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世紀代の土器が多量に出土し、銅造菩薩立像も出土している。このⅩⅢ層は地山層直上の層であり、岩盤削

出堰堤など貯水池築造時から存在するような遺構を覆っているため、貯水池築造時から堆積した層と考えら

れ、糸切り底の土師皿も出土しているため、11世紀頃までは堆積があったと考えられる。

以上の28トレンチと41トレンチで確認された土層の対応であるが、まず28トレンチの⑫～⑮層は貯水池を

造営する以前、古墳時代後期後半頃までの層であり、これに対応する層は41トレンチでは確認されていない。

次に28トレンチの⑩、⑪層は７世紀後半～10世紀代の遺物が含まれており、41トレンチのⅩⅢ層に対応する

ことができる。それぞれ、粘土層と砂礫層という違いがあるが、両トレンチにおいて⑪層とⅩⅢ層は貯水池

跡について考える上で最も重要な層である。28トレンチの⑨層は、41トレンチのⅨ～ⅩⅡ層に対応する。⑨

層は層厚が約50㎝、Ⅸ～ⅩⅡ層も約50㎝と層の厚さは変わらない。どちらも、陶磁器が出現するまでに堆積

した層である。

28・41トレンチにおける土層の対応関係をみると、28トレンチでは鞠智城時代の最下層に位置する⑪層は

８世紀末までに堆積し、41トレンチでは鞠智城時代の最下層にあたるⅩⅢ層が10世紀以降までに堆積してい

るという違いがみられる。28トレンチでは、貯木場、水汲み場などは９世紀には⑪層の堆積で完全に使用で

きなくなっていたのに対し、41トレンチでは泥さらいなどの維持管理作業を継続して10世紀頃まで行ってい

たということがいえる。貯

水池が造営された当初、貯

水量や流水量を適度に保つ

ため、そして、貯木場や水

汲み場を機能させるために、

定期的に泥さらいなどの維

持管理作業を行っていたと

考えられる。つまり、層の

堆積状況からみると、28ト

レンチでは９世紀初めには

維持管理作業が行われなく

なるのに対し、41トレンチ

の池尻部では10世紀まで維

持管理作業が行われていた

と考えられる。

ウ 貯水池の形態とその構造

貯水池跡は、南北に長い形状をしており、その中途で「く」字状に屈曲する平面形をしている（第27図）。

これは、谷地形に沿った形状であり、自然地形をそのまま利用し、一部を造成するなどしてつくられたとい

うことを如実に示している。

貯水池の範囲は、確認調査により約5300㎡であることが判明している。これは、貯水池内部の堆積土層で

ある水成粘土層の広がりを確認することで算出された面積である。ただし、残存している水成粘土層と地山

層との境の範囲であり、実際の池はもっと広かった可能性がある。

貯水池跡の東南部では、池の周囲に沿って並ぶ柱穴跡が確認されている。これら柱穴跡は、池の周囲を囲

った柵の痕跡であると考えられている。貯水池には、貯木場や水汲みのための木組遺構が検出されているが、

他に祭祀が行われていた痕跡等が確認されている。そのため、水汲み場などの生活に関係する機能を持った
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場であるとともに、祭祀を行う非日常的空間であったことも考えられる。ゆえに、周囲を柵で囲うなどして、

貯水池を隔離していたということも想定できる。

また、この貯水池の池頭と池尻とでは、約９ｍもの高低差がある。そのため、所々に堤防状の構造物を設

置することで、段々畑のような池を構築していたものと考えられる。これまでの調査では、この堤防状遺構

第27図　貯水池跡トレンチ配置図 
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場であるとともに、祭祀を行う非日常的空間であったことも考えられる。ゆえに、周囲を柵で囲うなどして、

貯水池を隔離していたということも想定できる。

また、この貯水池の池頭と池尻とでは、約９ｍもの高低差がある。そのため、所々に堤防状の構造物を設

置することで、段々畑のような池を構築していたものと考えられる。これまでの調査では、この堤防状遺構

- 36 -

が２ヵ所でみつかっている。28トレンチで検出され

た堤防状遺構は、地山の直上に敷粗朶工法による基

盤を築き、その上面に砂質土と粘質土を交互に入れ

た版築により築かれていることが確認された。また、

41トレンチで検出された岩盤削出堰堤は、花崗岩の

地山を帯状に削り残して、堰堤として利用している

ものである。このような堤防状構造物を数ヵ所に築

き、それぞれの堤防が貯水の役割を果たすことで、

段々畑状の池を形成していたものと考えられる。そ

して、堤防状構造物は池内を流れる水の量を調整す

る機能も持っていたであろう。なお、28トレンチの

堤防状遺構は水汲み場である木組遺構と貯木場とを

区切っており、41トレンチの岩盤削出堰堤は池部と

水路部とを区切っている。つまり、堤防状遺構は、

貯水池内の空間を区切り、その空間の使い分けをす

る境界としての役割をも持っていたと考えられるの

である。

貯水池への水の導入は、自然湧水が主要な導入方

法であったと思われるが、この他、長者山から池の方に伸び

る小谷があり、この小谷に浸透した水を取り入れるための取

水口がつくられている（第28図）。ここでは、取水口の導入

口から取り込まれた水が、勢いの強いまま、池の内部に進入

しないように、取水口の導入口から８ｍ程のところに水の流

れと直交する高まりをつくり、そこに流れ込んできた水をぶ

つけることで水の勢いを弱め、池の内部に導水するという工

夫がなされている。その高まり部分は取り込まれた水の勢い

で崩れたりしないように、表面に小礫を貼り付けた護岸の役

割を持つ石敷遺構が設置されている。なお、石敷き遺構は、

41トレンチにおいては池の西岸部分でも確認される。こちら

も小礫を地山の直上に貼り付けており、護岸の役割を果たし

ていたものと考えられる。

また、自然湧水および取水口から導入された水は、池の内

部を流れて、池尻部にたどり着く。池尻部を流れて岩盤削出

堰堤を超えると、そこからは池部ではなく、排水施設まで水

を流すための水路部分となる。この水路は、排水施設まで約

22ｍの長さがある（第29図）。貯水池築造当初につくられた

水路（第１水路）は、鉄砲水などにより埋没してしまったら

しく、その東側に新たに水路が掘削され、水路の付け替えが行われている（第２水路）。なお、第１水路が

埋没し、第２水路が築造された時期は、遺物などがみつかっていないためわからない。第２水路には、そ
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の途中に開渠状遺構が２ヵ所設置されており、水

路を流れる水の流量を調整していたことが判明し

た。この水路を通った水は排水施設にいたるが、

ここは花崗岩の地山が逆台形状に掘削されたよう

な箇所である。その周囲には大型の石材が散乱し

ていることから、本来ならば石積みの排水施設が

あったものと想定される。

また、貯水池内で確認された貯水池の利用に関

する遺構であるが、貯水池の最も池頭側には、木

組遺構が存在する（第30図）。木組遺構は、木材を

組んで囲い、一ヵ所に石段を設置したような形態

の遺構で、水汲み場と考えられている。この木組

遺構と、堤防状遺構で仕切られた西隣に存在するのが貯木場

跡である。貯木場跡はその名のとおり、木材などが保管され

ていた遺構である。貯水池跡の水と湧水を有効に活用した木

材保管施設であったといえよう。この貯木場跡は、大きくＡ

地区、Ｂ地区に分けることができ、Ａ地区では大型の木材が

保管されており、Ｂ地区では細材が保管されるなど、それぞ

れで貯木されている建築材の種類が異なる。そのため、適当

に木材を配置したのではなく、場所ごとに、きっちりと保管

する木材を仕分けしていたということが判明している（第31

図）。

エ 池の利用とその時期的変化

貯水池跡がある北側の谷部は、貯水池が造営されるまでは

低湿地あるいは湖沼地といえる環境であり、この環境は、７

世紀第２四半期頃まで続いていた。

７世紀第３四半期頃になると、貯水池がつくられる。この

貯水池の造営は谷地形を利用し、自然地形に若干手を加える

ことで、あらかた成形される。そして、堤防状遺構、取水

口、排水施設、水路が付帯してつくられ、貯水池の完成とな

る。その際、28トレンチ部分には、池内部の重要遺構である

木組遺構（水汲み場）、貯木場もつくられ、貯水池が利用さ

れ始める。木組遺構や貯木場は、先述したように、水を汲む

ためや建物用の木材の保管といった、城内での生活や城の維

持を目的とした活動に利用されたものである。

貯水池の造営当初は、このような利用方法であったと思わ

れるが、しばらくするとこれ以外の目的をもった行為が確認

できるようになる。28トレンチの貯木場では、池の最下層の

下部から、須恵器平瓶の上や周囲に木材（細材）が添えられ

第30図　木組遺構
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の途中に開渠状遺構が２ヵ所設置されており、水

路を流れる水の流量を調整していたことが判明し

た。この水路を通った水は排水施設にいたるが、

ここは花崗岩の地山が逆台形状に掘削されたよう

な箇所である。その周囲には大型の石材が散乱し

ていることから、本来ならば石積みの排水施設が

あったものと想定される。

また、貯水池内で確認された貯水池の利用に関

する遺構であるが、貯水池の最も池頭側には、木

組遺構が存在する（第30図）。木組遺構は、木材を

組んで囲い、一ヵ所に石段を設置したような形態

の遺構で、水汲み場と考えられている。この木組

遺構と、堤防状遺構で仕切られた西隣に存在するのが貯木場

跡である。貯木場跡はその名のとおり、木材などが保管され

ていた遺構である。貯水池跡の水と湧水を有効に活用した木

材保管施設であったといえよう。この貯木場跡は、大きくＡ

地区、Ｂ地区に分けることができ、Ａ地区では大型の木材が

保管されており、Ｂ地区では細材が保管されるなど、それぞ

れで貯木されている建築材の種類が異なる。そのため、適当

に木材を配置したのではなく、場所ごとに、きっちりと保管

する木材を仕分けしていたということが判明している（第31

図）。

エ 池の利用とその時期的変化

貯水池跡がある北側の谷部は、貯水池が造営されるまでは

低湿地あるいは湖沼地といえる環境であり、この環境は、７

世紀第２四半期頃まで続いていた。

７世紀第３四半期頃になると、貯水池がつくられる。この

貯水池の造営は谷地形を利用し、自然地形に若干手を加える

ことで、あらかた成形される。そして、堤防状遺構、取水

口、排水施設、水路が付帯してつくられ、貯水池の完成とな

る。その際、28トレンチ部分には、池内部の重要遺構である

木組遺構（水汲み場）、貯木場もつくられ、貯水池が利用さ

れ始める。木組遺構や貯木場は、先述したように、水を汲む

ためや建物用の木材の保管といった、城内での生活や城の維

持を目的とした活動に利用されたものである。

貯水池の造営当初は、このような利用方法であったと思わ

れるが、しばらくするとこれ以外の目的をもった行為が確認

できるようになる。28トレンチの貯木場では、池の最下層の

下部から、須恵器平瓶の上や周囲に木材（細材）が添えられ
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たような状態で出土した。この平瓶は、正位に意図的に置かれたような状態であったことから、貯木場にお

ける何らかの祭祀で使用され、その儀式が終わった後に木材を貯木したということが考えられる。また、取

水口では礫を故意にぶつけて土師器を破砕した状況が確認された。これらの須恵器平瓶や土師器は、７世紀
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第４四半期から８世紀第１四半期のものであり、この時期に貯水池において祭祀行為がなされていたことが

明らかとなった。なお、この時期は鞠智城において土器の出土量が最も多い時期であり、貯水池跡の利用も

最も活発な時期であったと考えられる。また、同じ層からは男性器形木製品が出土している。男性器形木製

品は、池に流す、池に沈めるなどすることにより、水涸れを防ぐための祭祀行為に使用されたと思われる。

さらに、41トレンチでは、銅造菩薩立像が出土しており、貯水池跡では祭祀行為が頻繁に行われていたもの

と思われる。このように、貯水池は生活に関することや城の維持に関することなどの実用的な利用をされて

いると同時に、祭祀を行う空間でもあったということがいえる。なお、これらの遺物や行為は、すべて７世

紀第３四半期～８世紀第４四半期までに堆積した層で確認されており、この期間が28トレンチ周辺部分を活

発に利用していた時期といえる。なお、この28トレンチにおける７世紀第３四半期～８世紀第４四半期にか

けての層は100年以上かけて堆積した層であるのに、20cm以下の層厚しかなく、おそらくこの時期には池底

に堆積した泥などをすくう等の維持管理作業が行われていたと想定される。その後の28トレンチ周辺では維

持管理作業等も行われず、自然堆積によって池は埋もれていったようである。なお、28トレンチのこのよう

な状況に対し、41トレンチの池尻部では、状況が異なり、41トレンチの最下層からは、９世紀末までの遺物

が出土する。つまり、28トレンチよりも100年ほど長く池底の維持管理活動などが行われ、利用されていた

ということがわかる。しかし、10世紀初頭くらいから維持管理活動は行われなくなり、池は自然堆積により

埋もれていったようである。

(３) 外郭構造

ア 城門跡

鞠智城跡でこれまで確認されている城門跡は、東から、深迫門跡、堀切門跡、池ノ尾門跡の計３ヵ所で

ある。いずれも鞠智城跡の南側に位置し、城外から城内に通じる谷部を塞ぐように立地している。また、

城跡の北側谷部にも城門の存在が推定されるが未だ確認はされていない。確認された城門跡のうち、深迫

門跡、堀切門跡は傾斜の急な谷部に立地するが、池ノ尾門跡は傾斜が比較的緩い谷部に立地するなど、同

じ谷部といえどもその立地条件は異なる。そのような異なる地形条件に合わせるように各城門及び付属施

設が構築されたと考えられる。

(ア) 深迫門跡

深迫門跡は、鞠智城跡の城域の南を限る外郭線が、その東端で北に向きを変える地点に位置し、城域の

南東隅に所在する。また、東方向に開口する谷部を塞ぐように立地しており、そのすぐ西の城内側には池

ノ尾門跡に通じる谷の始点がある。門跡の標高は約123ｍを測る。これまでの調査によって、地元で「長者

どんの的石」と古くから呼びなわされてきた門礎石１基のほか、版築土塁やそれに伴う柱穴や石列等が確
まといし

認されるとともに、須恵器などが出土している。

深迫門跡で確認された門礎石は、長軸約268㎝、短軸約226㎝、厚さ約80㎝を測り、石材は花崗岩である。

端部に近い位置に１つの軸摺穴が存在する。この軸摺穴は、長径約20㎝、短径約18㎝、深さ約14㎝を測り、

２段に狭まる形状をなしているが、完全な同心円にはならない。この門礎石は、門礎石の底部が地山に接

していること、根固め石や掘り込み地業穴等が検出されなかったことなどから、原位置を保っていないも

のと判断される。

また、深迫門跡が所在する谷部を挟んだ両側で版築土塁が検出されている。この土塁は城門推定箇所の

両脇に取り付いており、広い谷部を遮蔽する目的で構築されたものと考えられる。両土塁の規模は、北側

で高さ4.0ｍ、奥行15.0ｍ、南側で高さ4.0ｍ以上、奥行6.7ｍ以上を測り、土塁裾部に土留めのための石列

摺
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第４四半期から８世紀第１四半期のものであり、この時期に貯水池において祭祀行為がなされていたことが

明らかとなった。なお、この時期は鞠智城において土器の出土量が最も多い時期であり、貯水池跡の利用も

最も活発な時期であったと考えられる。また、同じ層からは男性器形木製品が出土している。男性器形木製

品は、池に流す、池に沈めるなどすることにより、水涸れを防ぐための祭祀行為に使用されたと思われる。

さらに、41トレンチでは、銅造菩薩立像が出土しており、貯水池跡では祭祀行為が頻繁に行われていたもの

と思われる。このように、貯水池は生活に関することや城の維持に関することなどの実用的な利用をされて

いると同時に、祭祀を行う空間でもあったということがいえる。なお、これらの遺物や行為は、すべて７世

紀第３四半期～８世紀第４四半期までに堆積した層で確認されており、この期間が28トレンチ周辺部分を活

発に利用していた時期といえる。なお、この28トレンチにおける７世紀第３四半期～８世紀第４四半期にか

けての層は100年以上かけて堆積した層であるのに、20cm以下の層厚しかなく、おそらくこの時期には池底

に堆積した泥などをすくう等の維持管理作業が行われていたと想定される。その後の28トレンチ周辺では維

持管理作業等も行われず、自然堆積によって池は埋もれていったようである。なお、28トレンチのこのよう

な状況に対し、41トレンチの池尻部では、状況が異なり、41トレンチの最下層からは、９世紀末までの遺物

が出土する。つまり、28トレンチよりも100年ほど長く池底の維持管理活動などが行われ、利用されていた

ということがわかる。しかし、10世紀初頭くらいから維持管理活動は行われなくなり、池は自然堆積により

埋もれていったようである。

(３) 外郭構造

ア 城門跡

鞠智城跡でこれまで確認されている城門跡は、東から、深迫門跡、堀切門跡、池ノ尾門跡の計３ヵ所で

ある。いずれも鞠智城跡の南側に位置し、城外から城内に通じる谷部を塞ぐように立地している。また、

城跡の北側谷部にも城門の存在が推定されるが未だ確認はされていない。確認された城門跡のうち、深迫

門跡、堀切門跡は傾斜の急な谷部に立地するが、池ノ尾門跡は傾斜が比較的緩い谷部に立地するなど、同

じ谷部といえどもその立地条件は異なる。そのような異なる地形条件に合わせるように各城門及び付属施

設が構築されたと考えられる。

(ア) 深迫門跡

深迫門跡は、鞠智城跡の城域の南を限る外郭線が、その東端で北に向きを変える地点に位置し、城域の

南東隅に所在する。また、東方向に開口する谷部を塞ぐように立地しており、そのすぐ西の城内側には池

ノ尾門跡に通じる谷の始点がある。門跡の標高は約123ｍを測る。これまでの調査によって、地元で「長者

どんの的石」と古くから呼びなわされてきた門礎石１基のほか、版築土塁やそれに伴う柱穴や石列等が確
まといし

認されるとともに、須恵器などが出土している。

深迫門跡で確認された門礎石は、長軸約268㎝、短軸約226㎝、厚さ約80㎝を測り、石材は花崗岩である。

端部に近い位置に１つの軸摺穴が存在する。この軸摺穴は、長径約20㎝、短径約18㎝、深さ約14㎝を測り、

２段に狭まる形状をなしているが、完全な同心円にはならない。この門礎石は、門礎石の底部が地山に接

していること、根固め石や掘り込み地業穴等が検出されなかったことなどから、原位置を保っていないも

のと判断される。

また、深迫門跡が所在する谷部を挟んだ両側で版築土塁が検出されている。この土塁は城門推定箇所の

両脇に取り付いており、広い谷部を遮蔽する目的で構築されたものと考えられる。両土塁の規模は、北側

で高さ4.0ｍ、奥行15.0ｍ、南側で高さ4.0ｍ以上、奥行6.7ｍ以上を測り、土塁裾部に土留めのための石列
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を置く内托式の構造で、土塁裾部にはさ

らに盛土で補強する構造も認められる。

土塁裾部の石列は後述する土塁線よりや

や大型の20～30㎝の安山岩系の平石を使

用していることを特徴としており、それ

を覆う形で検出した土塁裾部の盛土は下

に10～30㎝大の石をバラス状に敷き込ん

だ状況が認められる。また、南土塁にお

いては、その東側に柱間1.8ｍの間隔で

並ぶ柱穴を７基確認するとともに、北土

塁の裾部でも南土塁と同じ柱間1.8ｍの

間隔で並ぶ柱穴を８基確認した。特に、

北土塁に設定した28-４、５トレンチに

かかる柱痕跡は、やや盛土部分に食い込

むような形で検出されており。これら一

連の柱穴は版築工法における支柱の痕跡

であると考えられる。

(イ) 堀切門跡

堀切門跡は、鞠智城跡の南側に位置し、

東西に延びる舌状丘陵から南東方向に開

口する谷部に所在する。地山が阿蘇溶結

凝灰岩で形成されているため谷の両側壁

には凝灰岩の露頭がみられる。門跡の標高は約122ｍを測る。これまでの調査によって、２つの軸摺穴が残

る門礎石１基のほか、門跡、側溝を伴う道路跡、岩盤削り出しの城壁等が確認されるとともに、須恵器や

瓦などが出土している。

堀切門跡で確認された門礎石は、長軸約355㎝、短軸約184㎝、厚さ約20～50㎝をはかり、石材は花崗岩

である。上面には明瞭な加工痕は残っていないものの、概ね平滑であり、１つの石に軸摺穴が２つ存在する

のを特徴とする。両軸摺穴の心々距離は約2.8ｍ、門柱を受ける門礎石両端の刳り込み間の距離は約3.2ｍと

なる。軸摺穴はともに、直径約16㎝、深さ約15cmである。また、各軸摺穴の外側、門礎石の両端には円弧

状の刳り込みが入っており、これは門柱を受けるための刳り込みであると考えられる。なお、この礎石は発

見時、２石に分かれており、１つは堀切門跡の上方の西面に立てかけてあったとされる。もう１つは、堀切

門跡の南約150ｍに位置する木野神社に置かれていたが、現在は両者を接合し、堀切門跡横において保存・

公開している。

また、南西壁際の堀切状地形の傾斜が比較的緩やかになる変化点に直交する形で設定したトレンチ（16

トレンチ）において、門の支柱になると考えられる柱穴１基が検出されている。この柱穴は、後世の道路

による削平を受けていたが、掘方は１辺82㎝の方形を呈し、深さは約96㎝を測る。また、掘方中に復元径

約60㎝の柱痕跡も確認された。柱穴は１基のみの検出であったが、柱穴周辺はほぼ平坦で門礎石を置くの

に十分な広さがあることから、この柱穴が門跡に伴うものであり、堀切門がこの箇所に存在した可能性が

高いものと考えられる。また、柱穴の掘り込み面と下方の道路面との比高差が約1.2ｍあるが、これについ
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ては、壁面が凝灰岩で形成されてい

ることから、堀切門は、門の直前に

凝灰岩削り出しの階段が付設されて

いた懸門形式の門であった可能性が

考えられる。

また、堀切門跡においては、中段

にテラス部を設けた２段構造の城壁

が確認されている。４トレンチで確

認された城壁の断面は、最下段から

城壁中段のテラスまでは約45度の傾

斜で立ち上がり、中段のテラスから

は約40度の傾斜で最上段の平坦部へ

といたる。その比高差は約12.8ｍを

測る。中段のテラスからは、灰土の

間層を挟んだ層厚10cm程度の黄褐色

粘質土層を３層検出し、これは版築

による盛土である可能性も考えられ

る。また、17トレンチからは、凝灰

岩削り出しの城壁が確認され、その

礫面から加工痕を確認した。以上のことから、堀切門跡の城壁は、中段のテラス部分までは盛土により構

築され、テラスより上位は岩盤削り出しにより城壁を築造したものと考えられる。

また、堀切門跡で検出された道路跡は、地山の凝灰岩を堀切状に削り出した後、礫面に粘質土を貼り付

けて路面を形成し、その両側あるいは片側に側溝を設けた構造となる。南西壁側の堀切状地形を通る経路

が想定され、これまでの調査において約30ｍの範囲で道路跡を検出した。道路跡の傾斜角は約20度であり、

城壁下位付近で屈曲を伴う。道幅は、1.8～2.7ｍと一定しないが、門直前と屈曲点より下方の幅は比較的

狭い。道路跡の使用時期については、出土遺物がほとんどないため明確ではないが、部分的に２期の道路

跡が確認されている。

(ウ) 池ノ尾門跡

池ノ尾門跡は、標高約90ｍと鞠智城跡の中でも最も低い位置に所在し、西側土塁線と南側土塁線の尾根

に挟まれた狭隘な谷部に位置する。城門の城内側は盆地状の地形を呈しており、周辺の水が集まりやすい

地形となっている。これまでの調査によって、１つの軸摺穴が残る門礎石１基のほか、石塁、通水溝、導

水溝、盛土遺構などが確認されるとともに、須恵器、土師器、瓦などが出土している。

池ノ尾門跡で確認された門礎石は長軸約145㎝、短軸約111㎝、厚さ約58㎝を測り、平面楕円形を呈する。

石材は花崗岩である。上面には明瞭な加工痕は残っていないものの概ね平滑であり、下面は断面三角形状

を呈する。上面には端部に近い側に径約18㎝、深さ約15㎝の軸摺穴が存在する。発見当初、この門礎石は

市道の横に存在したが、第１次調査における発掘調査の結果、粘質土、砂質土が乱雑に堆積している状況

が確認され、原位置を保っていないことが明らかとなった。その後の調査でも、門跡の痕跡は確認されて

いないが、地形等を考えると谷部北側の現在市道が通っている部分に門が存在したものと考えられる。

第33図　堀切門跡周辺地形図
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ては、壁面が凝灰岩で形成されてい

ることから、堀切門は、門の直前に

凝灰岩削り出しの階段が付設されて

いた懸門形式の門であった可能性が

考えられる。

また、堀切門跡においては、中段

にテラス部を設けた２段構造の城壁

が確認されている。４トレンチで確

認された城壁の断面は、最下段から

城壁中段のテラスまでは約45度の傾

斜で立ち上がり、中段のテラスから

は約40度の傾斜で最上段の平坦部へ

といたる。その比高差は約12.8ｍを

測る。中段のテラスからは、灰土の

間層を挟んだ層厚10cm程度の黄褐色

粘質土層を３層検出し、これは版築

による盛土である可能性も考えられ

る。また、17トレンチからは、凝灰

岩削り出しの城壁が確認され、その

礫面から加工痕を確認した。以上のことから、堀切門跡の城壁は、中段のテラス部分までは盛土により構

築され、テラスより上位は岩盤削り出しにより城壁を築造したものと考えられる。

また、堀切門跡で検出された道路跡は、地山の凝灰岩を堀切状に削り出した後、礫面に粘質土を貼り付

けて路面を形成し、その両側あるいは片側に側溝を設けた構造となる。南西壁側の堀切状地形を通る経路

が想定され、これまでの調査において約30ｍの範囲で道路跡を検出した。道路跡の傾斜角は約20度であり、

城壁下位付近で屈曲を伴う。道幅は、1.8～2.7ｍと一定しないが、門直前と屈曲点より下方の幅は比較的

狭い。道路跡の使用時期については、出土遺物がほとんどないため明確ではないが、部分的に２期の道路

跡が確認されている。

(ウ) 池ノ尾門跡

池ノ尾門跡は、標高約90ｍと鞠智城跡の中でも最も低い位置に所在し、西側土塁線と南側土塁線の尾根

に挟まれた狭隘な谷部に位置する。城門の城内側は盆地状の地形を呈しており、周辺の水が集まりやすい

地形となっている。これまでの調査によって、１つの軸摺穴が残る門礎石１基のほか、石塁、通水溝、導

水溝、盛土遺構などが確認されるとともに、須恵器、土師器、瓦などが出土している。

池ノ尾門跡で確認された門礎石は長軸約145㎝、短軸約111㎝、厚さ約58㎝を測り、平面楕円形を呈する。

石材は花崗岩である。上面には明瞭な加工痕は残っていないものの概ね平滑であり、下面は断面三角形状

を呈する。上面には端部に近い側に径約18㎝、深さ約15㎝の軸摺穴が存在する。発見当初、この門礎石は

市道の横に存在したが、第１次調査における発掘調査の結果、粘質土、砂質土が乱雑に堆積している状況

が確認され、原位置を保っていないことが明らかとなった。その後の調査でも、門跡の痕跡は確認されて

いないが、地形等を考えると谷部北側の現在市道が通っている部分に門が存在したものと考えられる。
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また、石塁は谷に直交する形で北東から南西に向かって確認されている。総延長は不明であるが、少な

くとも、塩井川北東岸から北側水路南西岸までの約12ｍはあったものといえる。ただし、その残存部にお

いても、後世の開削あるいは自然崩落によりそのほとんどは崩壊した状況にある。そのようななか、石塁

背面の南西側では４～６段分の石積みを長さ約1.9ｍ分について検出するとともに、石塁前面の南西端、石

塁背面の中央部において、それぞれ石塁の基底石列が確認されている。石塁前面と背面の基底石列が確認

されたことにより、石塁の幅は約9.6ｍであることが明らかとなった。石塁の平面形状は石塁前面、及び背

面の南西側がやや西側に緩やかにカーブを描き、城内側にやや膨らむ形状となる。これは、城内から大水

や土石流などが発生した場合、石塁にかかる力を最小限に抑える意図があったものと考えられる。この石

塁の東寄りでは、石塁にほぼ直交する形で、南東から北西にかけて暗渠状の通水溝が確認されている。こ

の通水溝は、全長約16.0ｍの規模であったことが推定され、その取水口は石塁背面石列の延長線上から約7.8

ｍ南東側の地点に設けられている。通水溝の内法は、幅、高さともに約70㎝の正方形であり、底部に平石

を敷き、両側壁は石積みとし、上部は横長で大型の花崗岩を蓋石としている。

通水溝の取水口部前面では、南東方向から延びてくる導水のための溝が確認されている。この導水溝は

これまでの調査において約4.3ｍ分が検出され、さらに延長は未調査区へと続いている。この導水溝は、底

部幅0.7～1.2ｍ、深さ約40㎝の断面逆台形を呈する溝で、側壁を石積みとし、蓋石は置かず開渠とする。

側壁においては、現況で１～３段程度の石積みが認められる。北側の側壁は取水口に向けて直線状に延び

るのに対して、南側の側壁はややカーブしながら取水口に向けて徐々に狭まる構造を持つ。導水溝の底部

は10～30㎝ほどの小さな石が散在しており、おそらく溝底部の敷石となるものと考えられるが、明確な敷

石の痕跡は確認されていない。

導水溝の南西側には深さ約80cmの池状落ち込み遺構が存在し、その西側には土手状盛土遺構が存在する。

土手状盛土遺構は池状落ち込み遺構に溜まった水を堰きとめるかのように存在し、池状落ち込み遺構から緩

やかに立ち上がる。この土手状盛土遺構の内部は、褐灰色粘質土とにぶい黄橙色砂質土がそれぞれ約８～12

㎝の厚さで交互に積まれており、版築状を呈している。また、その内部からは、池状落ち込み遺構に沿うよ

うな形で、南北方向に向かって平行する２列の石列が確認されている。

また、石塁の前面石列の南西端から約20ｍ北西に離れた塩井川西岸には盛土状遺構が存在する。この盛

土状遺構は、東に突出する平面三角形を呈し、南東辺で約5.3ｍ、北東辺で約4.7ｍ、残存高2.4ｍを測り、

西側山腹の斜面に依拠する内托式の構造となる。つまり、地山をまず鉤状に削り、平坦面を造り出した後、

その上に礫・石を敷き詰め、それから盛土する構造をもつ。盛土内部には３～13㎝厚の層が23層確認でき、

これら各層は盛土作業の工程において生じたものであり、版築によるものと判断される。

イ 土塁線の概要

鞠智城跡の真の城域となる内城地区は、総延長3.5㎞、標高90～171ｍの外郭線で囲繞されている。その外

郭線のうち、南縁と西縁に土塁的景観を色濃く残す箇所が認められるが、それぞれ「南側土塁線」、「西側土

塁線」と呼称して、これまで発掘調査を実施してきた。

南側土塁線は、南外郭線中央に所在する堀切門跡から西方向に延びる標高120～130ｍの丘陵頂部に位置し、

総延長500ｍの区間をいう。丘陵南斜面は、裾部との比高差20～30ｍにも及ぶ阿蘇溶結凝灰岩の切り立った

崖面を形成しており、一部「屏風岩ライン」と呼ばれる地点がある。南方向に５ヵ所、北方向に２ヵ所の支

脈が延びており、南北に凹凸のある襞状の線形を呈しているが、その支脈の基点には、狭小な平坦部が所
ひだ

在する。それら平坦部のうち、これまでの調査で、東端となるＡ地点、西端となるＢ地点からそれぞれ土塁
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また、石塁は谷に直交する形で北東から南西に向かって確認されている。総延長は不明であるが、少な

くとも、塩井川北東岸から北側水路南西岸までの約12ｍはあったものといえる。ただし、その残存部にお

いても、後世の開削あるいは自然崩落によりそのほとんどは崩壊した状況にある。そのようななか、石塁

背面の南西側では４～６段分の石積みを長さ約1.9ｍ分について検出するとともに、石塁前面の南西端、石

塁背面の中央部において、それぞれ石塁の基底石列が確認されている。石塁前面と背面の基底石列が確認

されたことにより、石塁の幅は約9.6ｍであることが明らかとなった。石塁の平面形状は石塁前面、及び背

面の南西側がやや西側に緩やかにカーブを描き、城内側にやや膨らむ形状となる。これは、城内から大水

や土石流などが発生した場合、石塁にかかる力を最小限に抑える意図があったものと考えられる。この石

塁の東寄りでは、石塁にほぼ直交する形で、南東から北西にかけて暗渠状の通水溝が確認されている。こ

の通水溝は、全長約16.0ｍの規模であったことが推定され、その取水口は石塁背面石列の延長線上から約7.8

ｍ南東側の地点に設けられている。通水溝の内法は、幅、高さともに約70㎝の正方形であり、底部に平石

を敷き、両側壁は石積みとし、上部は横長で大型の花崗岩を蓋石としている。

通水溝の取水口部前面では、南東方向から延びてくる導水のための溝が確認されている。この導水溝は

これまでの調査において約4.3ｍ分が検出され、さらに延長は未調査区へと続いている。この導水溝は、底

部幅0.7～1.2ｍ、深さ約40㎝の断面逆台形を呈する溝で、側壁を石積みとし、蓋石は置かず開渠とする。

側壁においては、現況で１～３段程度の石積みが認められる。北側の側壁は取水口に向けて直線状に延び

るのに対して、南側の側壁はややカーブしながら取水口に向けて徐々に狭まる構造を持つ。導水溝の底部

は10～30㎝ほどの小さな石が散在しており、おそらく溝底部の敷石となるものと考えられるが、明確な敷

石の痕跡は確認されていない。

導水溝の南西側には深さ約80cmの池状落ち込み遺構が存在し、その西側には土手状盛土遺構が存在する。

土手状盛土遺構は池状落ち込み遺構に溜まった水を堰きとめるかのように存在し、池状落ち込み遺構から緩

やかに立ち上がる。この土手状盛土遺構の内部は、褐灰色粘質土とにぶい黄橙色砂質土がそれぞれ約８～12

㎝の厚さで交互に積まれており、版築状を呈している。また、その内部からは、池状落ち込み遺構に沿うよ

うな形で、南北方向に向かって平行する２列の石列が確認されている。

また、石塁の前面石列の南西端から約20ｍ北西に離れた塩井川西岸には盛土状遺構が存在する。この盛

土状遺構は、東に突出する平面三角形を呈し、南東辺で約5.3ｍ、北東辺で約4.7ｍ、残存高2.4ｍを測り、

西側山腹の斜面に依拠する内托式の構造となる。つまり、地山をまず鉤状に削り、平坦面を造り出した後、

その上に礫・石を敷き詰め、それから盛土する構造をもつ。盛土内部には３～13㎝厚の層が23層確認でき、

これら各層は盛土作業の工程において生じたものであり、版築によるものと判断される。

イ 土塁線の概要

鞠智城跡の真の城域となる内城地区は、総延長3.5㎞、標高90～171ｍの外郭線で囲繞されている。その外

郭線のうち、南縁と西縁に土塁的景観を色濃く残す箇所が認められるが、それぞれ「南側土塁線」、「西側土

塁線」と呼称して、これまで発掘調査を実施してきた。

南側土塁線は、南外郭線中央に所在する堀切門跡から西方向に延びる標高120～130ｍの丘陵頂部に位置し、

総延長500ｍの区間をいう。丘陵南斜面は、裾部との比高差20～30ｍにも及ぶ阿蘇溶結凝灰岩の切り立った

崖面を形成しており、一部「屏風岩ライン」と呼ばれる地点がある。南方向に５ヵ所、北方向に２ヵ所の支

脈が延びており、南北に凹凸のある襞状の線形を呈しているが、その支脈の基点には、狭小な平坦部が所
ひだ

在する。それら平坦部のうち、これまでの調査で、東端となるＡ地点、西端となるＢ地点からそれぞれ土塁

- 44 -

が検出されている。

一方、西側土塁線は、長者原地区の西端、長者山（標高155ｍ）から北方向に延びる、標高150～171ｍの

丘陵頂部に位置し、総延長500ｍの区間をいう。灰塚、涼みヶ御所、佐官どんといった頂が連なる起伏に富

んだ地形で、全体的には南から北へ徐々に高くなり、その北端となる佐官どんには標高171ｍの城内最高点

が所在する。西側斜面は、支脈部分を除き、急峻な崖面が形成され、東側斜面も凹凸の激しい複雑な地形を

呈している。これまでの調査で、北端となる佐官どんにおいて土塁が検出されている。

土塁の規格は、南側土塁線西端部の南面する土塁（１・２ｂトレンチ）は残存高5.0～8.0ｍと比較的高く、

中位にテラス部を設ける２段構造となっている。これに対して、西側土塁線北端部の土塁は、６トレンチの

検出状況から、高さ約3.6ｍ、奥行6.0ｍ程度の段を有しない構造となり、明らかに違った考え方のもと構築

されたことがわかる。南側土塁線西端部の南面する土塁については、城の堅固さ、壮麗さなど、南に対する

視覚的効果を狙ったものと想定されるが、西側土塁線の土塁高3.6ｍは２ｂトレンチにおける下段高約3.0ｍ

と近似する値であり、3.0ｍ前後あれば防御機能を十分果たしたものと考えられ、実用本位のものといえる。

第35図　土塁構造①
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土塁の構築にあたっては、西側土塁線北端部における心々で2.1ｍ間隔で配置された前面柱穴列、及び約1.3

～2.3ｍ間隔で配置された背面柱穴列の存在から、鉤状に整形した地山に依拠する内托式の版築を採用して

いることは明らかである。深迫門跡の場合においても、心々で1.8ｍ間隔の前面柱穴列が検出されている。

また、同じ内托構造でも、南側土塁線西端部の土塁、及び堀切門跡の土塁下段の場合、地山を階段状に整形

しているのに対して、西側土塁線北端部のものは、やや棚状の平坦面が認められるものの、約1.5～1.8ｍの

基底部までほぼ垂直に切り落としているなど、地山整形に差異が認められる。これは、城域南縁となる深迫

門跡から堀切門跡、南側土塁線が所在する丘陵一帯が阿蘇溶結凝灰岩でも土壌化した地山であるのに対して、

西側土塁線が所在する丘陵の場合、花崗岩あるいはそのバイラン土が地山であることに起因しているものと

考えられている。このほか、南側土塁線西端部の南面する土塁においては、２段構造の上段を削り出しによ

り整形しており、これは堀切門跡でも認められる特徴である。南側土塁線の土塁では、さらに頂部に夾築気

味の盛土が一部に認められる。また、南側土塁線西端部、西側土塁線北端部においては、土塁裾部に土留め

のための石列を配する状況が認められるが、やや小型の割石を使用している点で、深迫門跡の土塁と相違す

る。深迫門跡の土塁の場合、土塁裾部の石列に平石を用い、前面柱列においても約1.8ｍの等間隔で配置さ

れている状況から、比較的しっかり造り込んでいることがわかり、土塁線上の土塁とは一線を画する存在と

いえる。

土塁の盛土材については、南側土塁線西端部では赤、黄、黒色系粘質土、東端部では軽石を含む灰土（阿

蘇溶結凝灰岩が土壌化したもの）を主体的に用い、西側土塁線北端部では、花崗岩のバイラン土を用いた状

況が認められる。これは、それが立地する基盤面の土砂の差異に起因しており、深迫門跡、堀切門跡、池ノ

尾門跡の土塁あるいは盛土状遺構においても同様のことがいえる。また、土塁裾部の石列においても、南側

土塁線西端部の石材は凝灰岩に含まれる軽石や河原石で構成されるのに対して、西側土塁線北端部の石材は

　　　　　　　　　　　第36図　土塁構造②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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土塁の構築にあたっては、西側土塁線北端部における心々で2.1ｍ間隔で配置された前面柱穴列、及び約1.3

～2.3ｍ間隔で配置された背面柱穴列の存在から、鉤状に整形した地山に依拠する内托式の版築を採用して

いることは明らかである。深迫門跡の場合においても、心々で1.8ｍ間隔の前面柱穴列が検出されている。

また、同じ内托構造でも、南側土塁線西端部の土塁、及び堀切門跡の土塁下段の場合、地山を階段状に整形

しているのに対して、西側土塁線北端部のものは、やや棚状の平坦面が認められるものの、約1.5～1.8ｍの

基底部までほぼ垂直に切り落としているなど、地山整形に差異が認められる。これは、城域南縁となる深迫

門跡から堀切門跡、南側土塁線が所在する丘陵一帯が阿蘇溶結凝灰岩でも土壌化した地山であるのに対して、

西側土塁線が所在する丘陵の場合、花崗岩あるいはそのバイラン土が地山であることに起因しているものと

考えられている。このほか、南側土塁線西端部の南面する土塁においては、２段構造の上段を削り出しによ

り整形しており、これは堀切門跡でも認められる特徴である。南側土塁線の土塁では、さらに頂部に夾築気

味の盛土が一部に認められる。また、南側土塁線西端部、西側土塁線北端部においては、土塁裾部に土留め

のための石列を配する状況が認められるが、やや小型の割石を使用している点で、深迫門跡の土塁と相違す

る。深迫門跡の土塁の場合、土塁裾部の石列に平石を用い、前面柱列においても約1.8ｍの等間隔で配置さ

れている状況から、比較的しっかり造り込んでいることがわかり、土塁線上の土塁とは一線を画する存在と

いえる。

土塁の盛土材については、南側土塁線西端部では赤、黄、黒色系粘質土、東端部では軽石を含む灰土（阿

蘇溶結凝灰岩が土壌化したもの）を主体的に用い、西側土塁線北端部では、花崗岩のバイラン土を用いた状

況が認められる。これは、それが立地する基盤面の土砂の差異に起因しており、深迫門跡、堀切門跡、池ノ

尾門跡の土塁あるいは盛土状遺構においても同様のことがいえる。また、土塁裾部の石列においても、南側

土塁線西端部の石材は凝灰岩に含まれる軽石や河原石で構成されるのに対して、西側土塁線北端部の石材は
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花崗岩で構成されており、同様に基盤面に起因する。

このように、土塁構築にあたっては、基本的には、それらが立地する基盤面の差異により構築手法が採択

され、同時に材料の採取においても、地山整形時に発生した土石など、現地調達を主としていたものと考え

られる。

ウ 外郭構造の造営年代

城門、土塁遺構については、その変遷を言及できるまでの成果は挙がっていない。鞠智城跡の外郭構造に

おける相違点は、立地する地形・環境に起因するものと考えられ、遺構の重複など、時期差と捉えられる明

確な根拠は認められない。このような城門・土塁線の検出状況から、当初に築造されて以降、管理・維持の

ための細かな補修等は行われたが、その構造を大きく改変するような改築等は実施されなかったものと考え

られる。なお、現在検出されている城門周辺の大部分、及び土塁線は、鞠智城の創建当初からあったと考え

てほぼ間違いないものと考えられる。一方、城門・土塁遺構の廃絶時期については、唯一、池ノ尾門跡の石

塁で、石塁背面の出土遺物から９世紀第３四半期に廃絶したことが想定される。これ以外では、遺構の廃絶

時期を裏付ける証拠は認められない。

第３節 遺跡の時期区分と変遷

鞠智城跡の存続年代については、これまで、『続日本紀』文武２（698）年の繕治記事から『日本三代実

録』元慶３（879）年の兵庫戸鳴の記事までの国史の記録から、７世紀後半から９世紀後半までとする見解

が提示されてきた。その間の時期区分と変遷については、『第２次鞠智城跡保存整備基本計画』（平成14年

３月策定）において、建物遺構の時期的変遷から、第Ⅰ期（７世紀中葉～698年【創建期～修理期】）、第Ⅱ

期（698年～８世紀後半【全盛期】）、第Ⅲ期（８世紀末～消滅【衰退期】）と３期におよぶ時期区分が提示

されていた。その後、これまでの鞠智城跡における調査成果をまとめた『鞠智城跡Ⅱ』（平成24年３月刊

行）では、土器、瓦等の出土遺物についての再検討を行い、７世紀後半から10世紀中葉までの各遺構の時期

的変遷から５期におよぶ時期区分（鞠智城Ⅰ～Ⅴ期）を設定した。

【鞠智城Ⅰ期】

堀切・深迫・池ノ尾の各城門や南側・西側土塁線を含む外郭線が急速に築造されていくなか、城内施設と

して、長者原地区の長者山頂部から長者山東側裾部一帯、長者原地区中央部高台にかけて掘立柱建物群（第

Ⅰ期の建物群）が構築され、城域北側の谷部には地山整形を伴う貯水池が造成された。年代的には７世紀の

第３四半期から第４四半期までに比定される。

城としての主たる施設が整備されていった段階と位置づけられるが、掘立柱建物の構成は多種多様で、総

柱の倉庫が少なく、小型の側柱建物が多く認められるといった様相から、外郭線を急速に整備する一方、城

内建物の整備までは及んでいなかったことが指摘できる。

【鞠智城Ⅱ期】

長者原地区東側一帯から上原地区北側一帯にかけて、「コ」字形に配置された掘立柱建物群や総柱の掘立

柱倉庫群が出現する（第Ⅱ期の建物群）など、建物の配置に大きな変化が生じている。また、南北に配置さ

れた八角形建物が出現するのもこの時期である。年代的には７世紀末から８世紀第１四半期までに比定され

る。「コ」字形配置の建物群は城の管理・運営を司った中枢施設と考えられることから、城内施設の充実が

図られ、城としての機能が十分整った段階に位置づけられる。日常什器となる土器の出土量が最も多いのも

この時期で、施設の充実が図られるとともに、多くの人員が配置されたことが想定される。また、出土土器

の大半が須恵器で構成され、一部認められる土師器には畿内系のものがあることも特徴として挙げられる。
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【鞠智城Ⅲ期】

建物の配置については前期を踏襲しながらも、長者原地区東側一帯において、総柱の掘立柱建物が小型礎

石を使用した礎石建物に建て替えられるなど、礎石建物が城内ではじめて出現する（第Ⅲ期の建物群）。年

代的には８世紀第１四半期後半から８世紀第３四半期に比定される。

礎石建物への構造的変化は、建物の耐用年数を長くする措置と考えられることから、長期にわたる城の存

続を意図していた状況が読み取れる。その反面、この時期に比定される土器の出土量が皆無に等しいことが

特徴として挙げられる。このことは、今後の検討課題として残るが、維持・管理に必要な最低限の人員を配

置するなど、人員等の配置に変化が生じた可能性も考えられる。

【鞠智城Ⅳ期】

長者原地区東側一帯において、前時期の小型礎石を使用した礎石建物が大型礎石を使用した礎石建物に建

て替えが行われるなど、礎石建物の大型化が図られ、側柱を掘立柱とする特殊な礎石建物も出現し（第Ⅳ期

の建物群）、その一方で「コ」字形配置の建物群が消失するなど、建物の構成に大きな変化が生じている。

その変化は貯水池の構造においても認められ、貯木場跡を含む池の南側半分が放棄されて埋没が始まるのも

この時期からである。また、この時期の終わり頃には、池ノ尾門の石塁の崩壊も生じている。年代的には、

８世紀第４四半期から９世紀第３四半期までに比定される。この時期の礎石建物の多くに火災痕跡が認めら

れることが特徴として挙げられるが、『文徳天皇実録』天安２（858）年の不動倉11棟の焼失との関連が指

摘できる。

建物構成の変化、貯水池機能の低下など、城の機能が変容した段階に位置づけられるが、この時期に比定

される土器についても、８世紀第４四半期に須恵器が一部に認められるものの、そのほとんどが土師器で構

成され、在地色の強いものとなっていることが特徴として挙げられる。

【鞠智城Ⅴ期】

礎石建物の焼失など、城の機能が著しく低下するものの、新たに５間６間の大型礎石建物などが構築され

（第Ⅴ期の建物群）、また、貯水池の北側半分も機能していることから、城は存続していたことは明らかで

ある。年代的には、上限は９世紀第４四半期に比定されるが、下限となる廃城時期については、貯水池が完

全に機能を停止する10世紀第３四半期と考えられる。

以上、鞠智城跡における各時期の様相及びその年代について述べてきたが、城機能の変化をみた場合、Ⅲ

期とⅣ期の間に大きな画期を見いだすことが可能である。

鞠智城Ⅰ期からⅢ期までの変化は、基本的には、築造目的であった軍事施設としての機能が主体的であっ

たことがうかがえる。概観すると、鞠智城Ⅰ期で、城門・土塁などの軍事施設としての主たる機能が早急に

整備され、鞠智城Ⅱ期にいたり、中枢施設が出現するなど軍事施設としての機能が確立し、鞠智城Ⅲ期で、

その建物配置を踏襲する形で倉庫が掘立柱建物から礎石建物に置き換えられるが、これは城の長期的な存続

を意図するものであった。

それに対して、中枢施設の消失、礎石建物の大型化、貯水池機能の縮小といった鞠智城Ⅳ期における変化

は、城の管理・運営主体に大きな変化が生じるとともに、礎石建物の大型化に見られるように、食糧の備蓄

施設としての機能が主体的になったことを意味するものと考えらる。鞠智城Ⅴ期においても、礎石建物の焼

失後、大型の倉庫が建築されるといった状況をみても、その機能に変化がないことがわかる。ただし、鞠智

城Ⅳ期以降も、８世紀後半から９世紀にかけての新羅との緊張状態のなか、軍事施設としての機能は十分併

せもっていたものと考えられる。いずれにしろ、鞠智城が７世紀後半から10世紀中葉と３世紀に亘り長らく

存続し得たのは、ひとえに、鞠智城Ⅲ期とⅣ期の画期に見いだせる機能変化によるものといえよう。
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【鞠智城Ⅲ期】

建物の配置については前期を踏襲しながらも、長者原地区東側一帯において、総柱の掘立柱建物が小型礎

石を使用した礎石建物に建て替えられるなど、礎石建物が城内ではじめて出現する（第Ⅲ期の建物群）。年

代的には８世紀第１四半期後半から８世紀第３四半期に比定される。

礎石建物への構造的変化は、建物の耐用年数を長くする措置と考えられることから、長期にわたる城の存

続を意図していた状況が読み取れる。その反面、この時期に比定される土器の出土量が皆無に等しいことが

特徴として挙げられる。このことは、今後の検討課題として残るが、維持・管理に必要な最低限の人員を配

置するなど、人員等の配置に変化が生じた可能性も考えられる。

【鞠智城Ⅳ期】

長者原地区東側一帯において、前時期の小型礎石を使用した礎石建物が大型礎石を使用した礎石建物に建

て替えが行われるなど、礎石建物の大型化が図られ、側柱を掘立柱とする特殊な礎石建物も出現し（第Ⅳ期

の建物群）、その一方で「コ」字形配置の建物群が消失するなど、建物の構成に大きな変化が生じている。

その変化は貯水池の構造においても認められ、貯木場跡を含む池の南側半分が放棄されて埋没が始まるのも

この時期からである。また、この時期の終わり頃には、池ノ尾門の石塁の崩壊も生じている。年代的には、

８世紀第４四半期から９世紀第３四半期までに比定される。この時期の礎石建物の多くに火災痕跡が認めら

れることが特徴として挙げられるが、『文徳天皇実録』天安２（858）年の不動倉11棟の焼失との関連が指

摘できる。

建物構成の変化、貯水池機能の低下など、城の機能が変容した段階に位置づけられるが、この時期に比定

される土器についても、８世紀第４四半期に須恵器が一部に認められるものの、そのほとんどが土師器で構

成され、在地色の強いものとなっていることが特徴として挙げられる。

【鞠智城Ⅴ期】

礎石建物の焼失など、城の機能が著しく低下するものの、新たに５間６間の大型礎石建物などが構築され

（第Ⅴ期の建物群）、また、貯水池の北側半分も機能していることから、城は存続していたことは明らかで

ある。年代的には、上限は９世紀第４四半期に比定されるが、下限となる廃城時期については、貯水池が完

全に機能を停止する10世紀第３四半期と考えられる。

以上、鞠智城跡における各時期の様相及びその年代について述べてきたが、城機能の変化をみた場合、Ⅲ

期とⅣ期の間に大きな画期を見いだすことが可能である。

鞠智城Ⅰ期からⅢ期までの変化は、基本的には、築造目的であった軍事施設としての機能が主体的であっ

たことがうかがえる。概観すると、鞠智城Ⅰ期で、城門・土塁などの軍事施設としての主たる機能が早急に

整備され、鞠智城Ⅱ期にいたり、中枢施設が出現するなど軍事施設としての機能が確立し、鞠智城Ⅲ期で、

その建物配置を踏襲する形で倉庫が掘立柱建物から礎石建物に置き換えられるが、これは城の長期的な存続

を意図するものであった。

それに対して、中枢施設の消失、礎石建物の大型化、貯水池機能の縮小といった鞠智城Ⅳ期における変化

は、城の管理・運営主体に大きな変化が生じるとともに、礎石建物の大型化に見られるように、食糧の備蓄

施設としての機能が主体的になったことを意味するものと考えらる。鞠智城Ⅴ期においても、礎石建物の焼

失後、大型の倉庫が建築されるといった状況をみても、その機能に変化がないことがわかる。ただし、鞠智

城Ⅳ期以降も、８世紀後半から９世紀にかけての新羅との緊張状態のなか、軍事施設としての機能は十分併

せもっていたものと考えられる。いずれにしろ、鞠智城が７世紀後半から10世紀中葉と３世紀に亘り長らく

存続し得たのは、ひとえに、鞠智城Ⅲ期とⅣ期の画期に見いだせる機能変化によるものといえよう。
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第Ⅲ章 保存整備事業の概要 

 

第１節 事業の概要 

（１）事業の経緯 

ア 事業に至るまでの経緯 

鞠智城跡の本格的な発掘調査は、昭和 42（1967）年度の第１次調査に始まり、平成 22（2010）年度で 32 次を

数える（第Ⅱ章第１節）。昭和 55（1980）年度の第６次調査から鞠智城跡の国指定に向け、文化庁国庫補助事業

による重要遺跡確認調査を行っていくこととなるが、平成２（1990）年度から平成４（1992）年度にかけて実施

した第 12～14 次調査では、これに県の特別調査費を加え、調査規模を拡大させる方策が講じられた。これは、当

時、全国的にも注目を集めていた吉野ヶ里遺跡（佐賀県）に匹敵する熊本県内の遺跡として鞠智城跡が選定され

たことによるもので、将来的な保存整備を前提とするものであった。調査の結果、城の中枢域である長者原地区

を中心に総数 50 棟にも及ぶ建物遺構（１～50 号建物跡）が把握され、城内施設の解明に大きな進展をみせるこ

ととなった。 

この発掘調査の成果に基づき、熊本県では、平成５（1993）年３月に策定した総合計画『ゆたかさ多彩「生活

創造」くまもと』の中で、その重点課題として「歴史公園化を目指した鞠智城跡の調査・整備を促進する」とい

う一項目を盛り込み、県の施策として鞠智城跡の保存整備に取り組むことが表明された。これを受けて、学識経

験者による「鞠智城跡検討委員会」が組織され、審議を踏まえた上で、同年 10 月、鞠智城跡の恒久的保存及びそ

の活用を図ることを目的とする『鞠智城跡保存整備基本構想』（以下、「基本構想」という。）が策定された。 

この基本構想では、鞠智城跡を高い歴史的、文化的価値を有し、県を代表する歴史的・文化的資源であり、さ

らに地域づくりに不可欠な資源と位置づけた。特に、鞠智城跡の遺跡としての歴史的・文化的価値については、

次のように位置づけが行われた。 

・ 古代史上、最も激動の時代といわれる天智朝（７世紀後半）に築造された数少ない古代山城。 

・ 他の古代山城との関係や性格を知る上で重要な遺跡。 

・ 八角形建物跡を有する貴重な遺跡。 

・ 朝鮮半島や大陸との交流を知り、また、古代東アジアの国際情勢を解明する上で重要な遺跡。 

・ 地域の歴史や文化を解明するに不可欠な遺跡。 

・ 歴史学、考古学、建築学等学術的に見ても重要な文化財。 

以上の位置づけに基づき、保存整備の意義として、適正な保存による後世への継承、歴史的・文化的価値の顕

在化、地域づくりへの貢献が掲げられた。こうした鞠智城跡の位置づけや保存整備の意義を踏まえ、基本構想で

は、それを具現化する保存整備の基本的な考え方とそれに伴うゾーン別の整備方針が設定された。それは、鞠智

城跡の外郭地区を含めた面積が約 120ha とあまりに広大で、遺構の分布状況や地形、現況の土地利用に差異が認

められることから、そうした敷地条件を考慮して地区区分を行い、その地区に応じた保存整備を行うとするもの

で、それを踏まえて、遺構整備、造成、施設整備、動線整備に関する基本方針と整備すべき主要施設が示された。 

 

イ 鞠智城跡保存整備基本計画の策定 

平成６（1994）年度に入り、この基本構想に基づき、保存整備事業を着実に推進する基本計画策定のため「鞠

智城跡保存整備基本計画策定委員会」（以下、「基本計画策定委員会」という。）が組織され、２度の審議を経た上

で、10 月に『鞠智城跡保存整備基本計画』（以下、「第１次基本計画」という。）が策定された。第１次基本計画

では、計画期間を平成７（1995）～13（2001）年度の７ヶ年とし、米原台地の上面域を中心に土塁線－崖線－３
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第Ⅲ章 保存整備事業の概要 

 

第１節 事業の概要 

（１）事業の経緯 

ア 事業に至るまでの経緯 

鞠智城跡の本格的な発掘調査は、昭和 42（1967）年度の第１次調査に始まり、平成 22（2010）年度で 32 次を

数える（第Ⅱ章第１節）。昭和 55（1980）年度の第６次調査から鞠智城跡の国指定に向け、文化庁国庫補助事業

による重要遺跡確認調査を行っていくこととなるが、平成２（1990）年度から平成４（1992）年度にかけて実施

した第 12～14 次調査では、これに県の特別調査費を加え、調査規模を拡大させる方策が講じられた。これは、当

時、全国的にも注目を集めていた吉野ヶ里遺跡（佐賀県）に匹敵する熊本県内の遺跡として鞠智城跡が選定され

たことによるもので、将来的な保存整備を前提とするものであった。調査の結果、城の中枢域である長者原地区

を中心に総数 50 棟にも及ぶ建物遺構（１～50 号建物跡）が把握され、城内施設の解明に大きな進展をみせるこ

ととなった。 

この発掘調査の成果に基づき、熊本県では、平成５（1993）年３月に策定した総合計画『ゆたかさ多彩「生活

創造」くまもと』の中で、その重点課題として「歴史公園化を目指した鞠智城跡の調査・整備を促進する」とい

う一項目を盛り込み、県の施策として鞠智城跡の保存整備に取り組むことが表明された。これを受けて、学識経

験者による「鞠智城跡検討委員会」が組織され、審議を踏まえた上で、同年 10 月、鞠智城跡の恒久的保存及びそ

の活用を図ることを目的とする『鞠智城跡保存整備基本構想』（以下、「基本構想」という。）が策定された。 

この基本構想では、鞠智城跡を高い歴史的、文化的価値を有し、県を代表する歴史的・文化的資源であり、さ

らに地域づくりに不可欠な資源と位置づけた。特に、鞠智城跡の遺跡としての歴史的・文化的価値については、

次のように位置づけが行われた。 

・ 古代史上、最も激動の時代といわれる天智朝（７世紀後半）に築造された数少ない古代山城。 

・ 他の古代山城との関係や性格を知る上で重要な遺跡。 

・ 八角形建物跡を有する貴重な遺跡。 

・ 朝鮮半島や大陸との交流を知り、また、古代東アジアの国際情勢を解明する上で重要な遺跡。 

・ 地域の歴史や文化を解明するに不可欠な遺跡。 

・ 歴史学、考古学、建築学等学術的に見ても重要な文化財。 

以上の位置づけに基づき、保存整備の意義として、適正な保存による後世への継承、歴史的・文化的価値の顕

在化、地域づくりへの貢献が掲げられた。こうした鞠智城跡の位置づけや保存整備の意義を踏まえ、基本構想で

は、それを具現化する保存整備の基本的な考え方とそれに伴うゾーン別の整備方針が設定された。それは、鞠智

城跡の外郭地区を含めた面積が約 120ha とあまりに広大で、遺構の分布状況や地形、現況の土地利用に差異が認

められることから、そうした敷地条件を考慮して地区区分を行い、その地区に応じた保存整備を行うとするもの

で、それを踏まえて、遺構整備、造成、施設整備、動線整備に関する基本方針と整備すべき主要施設が示された。 

 

イ 鞠智城跡保存整備基本計画の策定 

平成６（1994）年度に入り、この基本構想に基づき、保存整備事業を着実に推進する基本計画策定のため「鞠

智城跡保存整備基本計画策定委員会」（以下、「基本計画策定委員会」という。）が組織され、２度の審議を経た上

で、10 月に『鞠智城跡保存整備基本計画』（以下、「第１次基本計画」という。）が策定された。第１次基本計画

では、計画期間を平成７（1995）～13（2001）年度の７ヶ年とし、米原台地の上面域を中心に土塁線－崖線－３
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つの城門によって囲繞される面積約 55ha を内城区域、それに西の「大門」口と米原台地を取り巻く迫地や深谷を

加えた面積約 120ha を外縁区域とし、その範囲を当計画の対象区域として設定した。そのうち、遺構の分布が明

らかで、その保存・整備が急がれる内城区域の保存整備を優先的に実施することとした。 

なお、平成７（1995）年度以降、基本計画策定委員会は、第１次基本計画に基づき鞠智城跡の調査及び保存整

備事業を適正且つ円滑に推進するための指導・助言を得る「鞠智城跡保存整備検討委員会」（以下、「保存整備検

討委員会」という。）に移行することとなった。また、第１次基本計画に掲げた遺構保存整備計画のうち建物遺構

の復元整備については、建築の学識経験者で構成する「建物復原検討委員会」（平成 12 年度は「建物検討委員会」

に名称を変更。）が新たに組織され、建物構造、仕様等の指導・助言を得ることとなる。 

鞠智城跡の保存整備工事において、まず着手したのが、財団法人日本宝くじ協会普及宣伝事業による平成７

（1995）年度のシンボル広場及びその周辺整備であった。施工箇所として、発掘調査で遺構が認められなかった

長者原地区の南西隅が選定され、モニュメント「温故創生之碑」を建立して、鞠智城跡の保存整備のシンボル的

な広場として整備し、その周辺に駐車場、便所を配置した。 

こうしたなか、第１次基本計画の対象区域のうち特に建物遺構が集中する長者原地区（面積約 12ha）を保存整

備の先導的役割を果たす地区と位置づけ、公有化が概ね完了した平成８（1996）年３月、「鞠智城跡長者原地区基

本設計」（以下、「第１次基本設計」という。）を作成した。この設計を基に、長者原地区の本格的な整備工事が開

始された。 

平成８（1996）年度にまず着手したのが、長者原地区における遺構面の埋め戻し工事であった。70～100 ㎝程

度の盛土を施し遺構面を保護するものであったが、礎石建物跡の礎石には事前に薬剤含浸による保存処理を施工

した。そのうえで、平成９（1997）年度に園路、平成 10（1998）年度に遺構明示、芝張り、平成 11（1999）年度

に仮設駐車場、解説板を整備した。また、建物遺構の復元整備については、平成９（1997）年度に米倉、平成 10

（1998）年度に兵舎、平成 11（1999）年度に鼓楼がそれぞれ竣工した。そのうち、兵舎については、ガイダンス

施設ができるまでの仮展示場として、出土遺物等を展示するなど内部の供用を図った。平成 12（2000）年度には、

長者原地区の北側谷頭部の地形復元、芝張り工事及び門礎石の保存処理が実施され、翌平成 13（2001）年度には、

平成９（1997）年度の第 19 次調査で南側を溝で区画するＬ字形配置の掘立柱建物群が検出された調査区の地形復

元、芝張り工事が実施された。この掘立柱建物群は城の中心施設となる管理棟的建物群と推定され、復元あるい

は遺構明示が必要と考えられたが、その方針が定まらなかったことから、保存整備の手法については将来的に検

討を加えることとした。 

以上の整備工事は、県の単独予算が当てられ進められたが、一方、平成 13（2001）年度竣工の復元建物である

板倉、平成 13（2001）年度竣工のガイダンス施設については、地域材利用促進木造公共施設等整備事業（林野庁

補助）により建設された。なお、同事業により、ガイダンス施設に隣接する町有地に旧菊鹿町（現、山鹿市菊鹿

町）の物産館「長者館」が建設された。こうして、平成 14（2002）年４月 18 日には、ガイダンス施設「温故創

生館」がオープンし、歴史公園鞠智城としての本格的な供用を開始した。 

このほか、第１次基本計画期間内には、旧菊鹿町（現、山鹿市菊鹿町）により、米原台地の上面域の中央付近

を南北に走る町道稗方－立徳線の付替え工事が２度行われた。平成７（1995）年度工事では、八角形建物跡及び

周辺遺構の保護のため、隣接する箇所からやや東に振られる付替えが行われ、平成 12（2000）年度工事では、急

カーブを緩和させる危険防止措置のため、さらに東への付替えが行われている。また、平成 15（2003）年度には、

九州電力により米原台地上面域の東部に位置する上原地区の東縁にあった電柱の移設工事が行われた。これは、

鞠智城跡の遺跡景観の保全のためであった。 
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第８表 主要整備一覧 

年度 計画・設計 復元建物等 主な整備工事 事業 

Ｈ５

(1993) 

基本構想策定   単県事業 

Ｈ６

(1994) 

第 1次基本計画策定   単県事業 

Ｈ７ 

(1995) 

第 1次基本設計作成  モニュメント広場整備 宝くじ普及啓発事業

Ｈ８

(1996) 

  便所整備 

長者原地区礎石保存処理・埋め戻し 

単県事業 

Ｈ９

(1997) 

 米倉竣工 長者原地区園路整備 単県事業 

Ｈ10 

(1998) 

 兵舎竣工 長者原地区張芝・遺構明示 単県事業 

Ｈ11 

(1999) 

 八角形鼓楼竣工 仮設駐車場、解説板設置 単県事業 

Ｈ12 

(2000) 

  長者原地区北側地形復元、張芝 

門礎石等の保存処理 

単県事業 

 

Ｈ13 

(2001) 

 板倉竣工 

ガイダンス施設

竣工 

管理棟的建物群地区地形復元、張芝 単県事業 

林野庁国庫補助事業

Ｈ14 

(2002) 

第２次基本計画策定 長者山展望広場

休憩所竣工 

長者山展望広場張芝 林野庁国庫補助事業

Ｈ15 

(2003) 

第２次基本設計作成 

国史跡指定告示 

研修施設竣工 灰塚園路 林野庁国庫補助事業

Ｈ16 

(2004) 

  中央であいの広場整備（駐車場） 単県事業 

Ｈ17 

(2005) 

  長者原地区から南側土塁方面への

園路整備（３ルート） 

文化庁国庫補助事業

Ｈ18 

(2006) 

  南側土塁方面へ周遊する園路 

（1ルート） 

文化庁国庫補助事業

Ｈ19 

(2007) 

  広場整備（３箇所）、道標４基、テ

ーブル・ベンチ２基 

文化庁国庫補助事業

Ｈ20 

(2008) 

  広場整備（１箇所）、道標１基 文化庁国庫補助事業

Ｈ21 

(2009) 

  広場整備（３箇所）、解説板３基、

道標２基、テーブル・ベンチ 16 基、

四阿１基 

文化庁国庫補助事業

Ｈ22 

(2010) 

  園路（１ルート）、散策路（２ルー

ト）、遺構明示２箇所 

文化庁国庫補助事業

Ｈ23 

(2011) 

  広場整備（１箇所）、旧農地ブロッ

ク積の覆土・張芝、散策路（１ルー

ト）、道標１基 

文化庁国庫補助事業

 

ウ 第２次鞠智城跡保存整備基本計画の策定 

平成 12（2000）年度に策定された熊本県総合計画『パートナーシップ２１くまもと』の中で、その重点課題と

して「歴史公園の完成をめざして」調査と整備を継続することが掲げられた。これは、鞠智城跡の潜在的な価値

を十分に引き出すためにはさらなる取り組みが必要と認識されていたからである。これにより、第１次基本計画

の計画期間が終了する平成 14(2002)年３月に、次期計画として『第２次鞠智城跡保存整備基本計画』（以下、「第

２次基本計画」という。）を策定した。第２次基本計画では、計画期間は平成 14（2002）～23（2011）年度まで

の 10 ヶ年とし、対象区域は第１次基本計画を継承した。さらに、計画の目的として、第１次基本計画を継承し、

さらに歴史公園の活用という視点が加わり、「遺跡の保護・保存」、「鞠智城の解明」、「歴史的景観、環境の保全と
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再生」、「歴史公園としての活用」の４項目が示された。また、第１次基本計画期間内に城域 55ha のうち 43ha を

公有化すると共に、城域が確定したことにより、早急な保護を図り、後世に継承していくため平成 15 年度中に国

史跡の指定を目指すことが掲げられ、平成 16（2004）年２月 28 日付けで約 64.8ha が国史跡に指定された。 

この第２次基本計画を基に、平成 16（2004）年３月には『鞠智城跡西側土塁地区・堀切門跡地区等南部一帯基

本設計』（以下、「第２次基本設計」という。）を作成した。第２次基本設計では、長者原地区の保存整備工事がほ

ぼ完了しており、対象区域を土塁が確認されている西側土塁線と深迫門跡、堀切門跡、池ノ尾門跡、土塁等が確

認されている城域の南部一帯とした。 

平成 13（2001）～14（2002）年度に木材産業経営革新公共施設等整備事業（林野庁補助）により長者山展望広

場休憩所、平成 14（2002）～15（2003）年度に木材産業構造改革強化施設整備事業（林野庁補助）により研修施

設に展望デッキを含めた灰塚園路をそれぞれ建設し、平成 16（2004）年度に中央であいの広場（駐車場を含む）

を県の単独事業として整備するなか、史跡指定を契機に、平成 17（2005）年度以降、史跡等・登録記念物保存修

理事業（文化庁補助）として整備工事を実施してきた。主に、園路、休養、便益施設の整備を主体に実施してお

り、平成 17（2005）年度に長者原地区から城域の南部一帯を周回する園路整備（３ルート）、平成 18（2006）年

度に南側土塁線へ周遊する園路整備（１ルート）、平成 19（2007）～21（2009）年度にかけては広場整備（３箇

所、うち四阿を２ヶ所に設置）、平成 22 年度は園路整備（園路１ルート、散策路２ルート）、長者原地区の平面遺

構明示（２ヶ所）、平成 23 年度は園路整備（散策路１ルート）、広場整備（２ヶ所）、旧農地ブロック積覆土等を

それぞれ施工してきた。なお、それら工事に伴い、解説板、道標、テーブル・ベンチなどを適宜設置した。 

 

（２）事業の組織体制 

 鞠智城跡の保存整備事業については、熊本県教育委員会が主体となり実施しており、平成５（1993）年度の基

本構想策定から熊本県教育庁文化課が主管し、平成 14（2002）年度に県立装飾古墳館の分館として歴史公園鞠智

城・温故創生館が設置されて以降、装飾古墳館が主管した。事業の推進にあたっては、先述したとおり各委員会

等の指導・助言のもと実施しており、現在の保存整備検討委員会は、平成 13 年７月 22 日に策定した「鞠智城跡

保存整備検討委員会設置要項」に基づき、県教育委員会から委嘱した各分野の学識経験者により構成されている。 

なお、事業に係る組織体制は以下のとおりである。役職等は年度当時のものを使用している。 

【平成５（1993）年度】 

責任者：大塚正信（文化課長） 

総括：平野芳久（教育審議員）、島津義昭（文化財調査第１係長）、松本健郎（文化財調査第２係長） 

  担当：大田幸博（参事、主査） 

  事務：松崎厚生（課長補佐）、木下英治（経理係長）、高濱保子（参事）、中村幸宏（主事） 

相馬治久（主事） 

鞠智城跡検討委員会（基本構想策定）： 

堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授） 

     坪井清足（（財）大阪文化財センター理事長） 

河原純之（奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター長） 

     甲元眞之（熊本大学文学部助教授） 

牛川善幸（奈良国立文化財研究所・飛鳥藤原宮跡発掘調査部長） 

     原口長之（熊本県立装飾古墳館館長） 

【平成６（1994）年度】 

責任者：桑山裕好（文化課長） 
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  総括：丸山秀人（課長補佐）、島津義昭（主幹・文化財調査第１係長） 

  担当：大田幸博（参事）、緒方宣成（主任主事、主査） 

  事務：白井哲哉（課長補佐）、木下英治（主幹・経理係長）、高濱保子（参事）、中村幸宏（参事） 

高宮優美（主任主事） 

  鞠智城跡保存整備基本計画策定検討委員会： 

堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授） 

     坪井清足（（財）大阪文化財センター理事長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館教授・情報資料研究部長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     河原純之（奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター長） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

甲元眞之（熊本大学文学部助教授） 

     牛川善幸（奈良国立文化財研究所・飛鳥藤原宮跡発掘調査部長） 

【平成７（1995）年度】 

  責任者：桑山裕好（文化課長） 

  総括：丸山秀人（課長補佐）、大田幸博（文化財整備係長） 

  担当：緒方宣成（参事、主査）、西住欣一郎（文化財保護主事）、最上 敏（文化財保護主事） 

亀田 学（学芸員）、帆足俊文（学芸員） 

  事務：白井哲哉（教育審議員）、藤本和夫（主幹・経理係長）、高濱保子（参事）、東 修（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、委員長） 

     坪井清足（（財）大阪府文化財調査研究センター理事長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館教授・情報資料研究部長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     河原純之（千葉大学文学部教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

  鞠智城跡建物復原検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

【平成８（1996）年度】 

  責任者：桑山裕好（文化課長） 

  総括：丸山秀人（教育審議員）、大田幸博（主幹・文化財整備係長） 

  担当：緒方宣成（参事、主査）、西住欣一郎（文化財保護主事）、最上 敏（文化財保護主事） 

東 修（主事） 

  事務：渕上重喜（教育審議員）、江尻靖子（総務係長）、高宮優美（参事）、岸本誠司（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、委員長） 
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     坪井清足（（財）大阪府文化財調査研究センター理事長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館教授・情報資料研究部長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授）  

【平成９（1997）年度】 

  責任者：豊田貞二（文化課長） 

  総括：丸山秀人（教育審議員）、大田幸博（主幹・文化財整備係長） 

  担当：緒方宣成（参事、主査）園村辰実（文化財保護主事）、西住欣一郎（文化財保護主事） 

東 修（主事） 

  事務：石原昭宏（課長補佐）、江尻靖子（総務係長）、岸本誠司（主事）、川口久夫（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、委員長） 

     坪井清足（（財）大阪府文化財調査研究センター理事長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館教授・情報資料研究部長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     河原純之（千葉大学文学部教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授）   

鞠智城跡建物復原検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、座長） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

【平成 10（1998）年度】 

  責任者：豊田貞二（文化課長） 

  総括：川上康治（課長補佐）、大田幸博（主幹・文化財整備係長） 

  担当：緒方宣成（参事、主査）、園村辰実（参事）、西住欣一郎（参事）、高添直美（主任主事） 

  事務：伊津野 博（課長補佐）、小斉久代（総務係長）、岸本誠司（主事）、川口久夫（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、委員長） 

     坪井清足（（財）大阪府文化財調査研究センター理事長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館教授・情報資料研究部長） 

     小田富士雄（福岡大学教授） 

     河原純之（千葉大学文学部教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授）   

【平成 11（1999）年度】 
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  責任者：豊田貞二（文化課長） 

  総括：島津義昭（課長補佐）、大田幸博（主幹・文化財整備係長） 

  担当：緒方宣成（参事、主査）、西住欣一郎（参事）、小佐井栄一（主任主事）、矢野裕介（学芸員） 

  事務：川上康治（課長補佐）、小斉久代（総務係長）、廣瀬泰之（参事）、川口久夫（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本工業大学教授、委員長） 

     坪井清足（（財）大阪府文化財調査研究センター理事長） 

     岡田茂弘（東北歴史博物館館長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     河原純之（千葉大学文学部教授） 

     澤村 仁（愛知みずほ大学教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

【平成 12（2000）年度】 

  責任者：阪井大文（文化課長） 

  総括：大田幸博（課長補佐） 

  担当：上村修治（参事、主査）、西住欣一郎（参事）、小佐井栄一（主任主事）、矢野裕介（学芸員） 

  事務：川上康治（課長補佐）、中村幸宏（主幹総務係長）、広瀬泰之（参事）、杉村輝彦（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本大学名誉教授、委員長） 

     坪井清足（元興寺文化財研究所所長） 

     岡田茂弘（東北歴史博物館館長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     澤村 仁（九州工業大学名誉教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

  鞠智城跡建物検討委員会： 

     堀内清治（熊本県文化財保護審議会会長・熊本大学名誉教授） 

     澤村 仁（九州工業大学名誉教授） 

     北野 隆（熊本大学工学部教授） 

【平成 13（2001）年度】 

  責任者：阪井大文（文化課長） 

  総括：大田幸博（課長補佐） 

  担当：上村修治（参事、主査）、村﨑孝宏（参事）、小佐井栄一（主任主事）、矢野裕介（主任学芸員） 

  事務：小田信也（課長補佐）、中村幸宏（主幹・総務係長）、廣瀬泰之（参事）、杉村輝彦（主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     堀内清治（熊本大学名誉教授、委員長） 

     坪井清足（元興寺文化財研究所所長） 

     岡田茂弘（東北歴史博物館館長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 
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     澤村 仁（九州工業大学名誉教授） 

     甲元眞之（熊本大学教授） 

【平成 14（2002）年度】 

  責任者：古澤哲男（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大田幸博（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：田中良幸（文化財整備交流課長）、上村修治（参事、主査）、村﨑孝宏（参事） 

矢野裕介（主任学芸員）、原口隆志（主事、菊鹿町教育委員会） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（川村学園女子大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（東北歴史博物館館長、副委員長） 

     小田富士雄（福岡大学人文学部教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学助教授） 

     小西龍三郎（九州造形短期大学教授） 

     今村克彦（熊本城復元専門員） 

【平成 15（2003）年度】 

  責任者：小田信也（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大田幸博（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：田中良幸（文化財整備交流課長）、上村修治（参事、主査）、村﨑孝宏（参事） 

矢野裕介（主任学芸員）、原口隆志（主事、菊鹿町教育委員会） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（川村学園女子大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     甲元眞之（熊本大学文学部教授） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学助教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     今村克彦（熊本城復元専門員） 

【平成 16（2004）年度】 

  責任者：小田信也（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大田幸博（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

担当：廣瀬泰之（文化財整備交流課長）、村﨑孝宏（参事、主査）、小佐井栄一（主任主事） 

矢野裕介（主任学芸員） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（川村学園女子大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 
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     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本城復元専門員） 

  保存処理専門部会： 

     渡邊一徳（熊本大学工学部教授） 

     澤田正昭（筑波大学教授） 

     河原純之（川村学園女子大学教授） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官）  

【平成 17（2005）年度】 

  責任者：小田信也（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大田幸博（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：廣瀬泰之（文化財整備交流課長）、村﨑孝宏（参事、主査）、小佐井栄一（主任主事） 

矢野裕介（主任学芸員） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（川村学園女子大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本城復元専門員） 

【平成 18（2006）年度】 

  責任者：大田幸博（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：木﨑康弘（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：松川晋二（主幹・文化財整備交流課長）、小佐井栄一（主任主事）、矢野裕介（主任学芸員、主査） 

長尾至明（文化財保護主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（元千葉大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本城復元専門員）  

【平成 19（2007）年度】 

  責任者：大田幸博（熊本県立装飾古墳館館長） 
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  総括：木﨑康弘（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：宮崎秀俊（主幹・文化財整備交流課長）、小佐井栄一（主任主事）、矢野裕介（主任学芸員、主査） 

長尾至明（文化財保護主事） 

 鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（元千葉大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本県文化財保護審議会委員）  

  保存処理専門部会： 

     渡邊一徳（熊本大学工学部教授） 

     澤田正昭（筑波大学教授） 

     河原純之（元千葉大学教授） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官）  

【平成 20（2008）年度】 

  責任者：大田幸博（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：木﨑康弘（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：島浦拓夫（主幹・文化財整備交流課長）、小佐井栄一（参事、主査）、矢野裕介（主任学芸員） 

長尾至明（文化財保護主事） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（元千葉大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本県文化財保護審議会委員） 

  保存処理専門部会： 

     渡邊一徳（熊本大学工学部教授） 

     澤田正昭（筑波大学教授） 

     河原純之（元千葉大学教授） 

     安原啓示（元文化庁主任文化財調査官）  

【平成 21（2009）年度】 

  責任者：大田幸博（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：川上勝美（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：島浦拓夫（主幹・文化財整備交流課長）、稼農久芳（参事、主査）、矢野裕介（参事） 
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木村龍生（主任学芸員） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（元千葉大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本県文化財保護審議会委員）  

  保存処理専門部会： 

     渡邊一徳（熊本大学工学部教授） 

     澤田正昭（国士舘大学教授） 

     河原純之（元千葉大学教授） 

【平成 22（2010）年度】 

 責任者：大田幸博（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大塚敏彦（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：河北公児（主幹・文化財整備交流課長）、稼農久芳（参事、主査）、矢野裕介（参事） 

木村龍生（主任学芸員）、能登原孝道（学芸員） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     河原純之（元千葉大学教授、委員長） 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、副委員長） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

     板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 

     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

     坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本県文化財保護審議会委員） 

  保存処理専門部会： 

     渡邊一徳（熊本大学工学部教授） 

     澤田正昭（国士舘大学教授） 

     河原純之（元千葉大学教授） 

【平成 23（2011）年度】 

  責任者：木﨑康弘（熊本県立装飾古墳館館長） 

  総括：大塚敏彦（熊本県立装飾古墳館副館長・歴史公園鞠智城・温故創生館館長） 

  担当：河北公児（主幹・文化財整備交流課長）、稼農久芳（参事、主査）、矢野裕介（参事） 

木村龍生（主任学芸員）、能登原孝道（学芸員） 

  鞠智城跡保存整備検討委員会： 

     岡田茂弘（国立歴史民俗博物館名誉教授、委員長） 

     佐藤 信（東京大学大学院教授、副委員長） 

     小田富士雄（福岡大学名誉教授） 

板楠和子（九州ルーテル学院大学教授） 
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     小西龍三郎（元九州造形短期大学教授） 

坂上康俊（九州大学大学院教授） 

     今村克彦（熊本県文化財保護審議会委員）

     田中哲雄（元文化庁主任文化財調査官） 

資料１  

鞠智城跡保存整備検討委員会設置要綱 
（趣旨） 

第１条 熊本県教育委員会（以下「県教委」という。）が実施する鞠智城跡の調査及び保存整備事業（以下「整備

事業」という。）を、適正且つ円滑に推進するために、県教委内に、鞠智城跡保存整備検討委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するために、以下の事業に関して審議し、県教委に対して指導助言を行う。 

(1) 基本計画の策定及び変更 

(2) 基本計画に基づく基本設計及び実施設計 

(3) その他事業の実施に必要な事項 

２ ここにいう事業とは、鞠智城跡における県教委が直接実施する整備事業及び指導、協力等を行う土木・建築

事業を指す。 

３ 県教委は、委員会の指導助言が、整備内容にどのように反映されているかを明らかにしなければならない。 

（組織） 

第３条 委員会は、10 名以内の委員により組織する。ただし、特別な事項を審議するために必要があると委員会

が認める場合には、専門委員を置くことができる。 

２ 委員は、前項の他、考古学、歴史学、建築史学、造園学等の専門知識を有する者を、県教委が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は３年とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

３ 専門委員の任期は、当該特別事項の審議が終了するまでとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選とする。 

 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員を代表し会務を総括する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、県教委が招集する。 

２ 委員長は、会議の座長となる。 

（専門部会） 

第７条 専門的な事項を審議するために必要があると委員会が認める場合には、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員会が指名する委員及び専門委員で構成する。 

３ 専門部会の会議は、委員会の助言により県教委が招集する。 

４ 専門部会の会議は、委員会が指名した委員を座長とする。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、歴史公園鞠智城・温故創生館に置く。 

２ 事務局は、委員会の庶務を処理する。 

（雑則） 

第９条 この設置要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会と県教委の協議により

定める。 

附則 

この要綱は、平成 13 年７月 22 日から施行する。 
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（３）委員会等の開催経緯 

 鞠智城跡の保存整備事業に係る委員会等の開催経緯については、下表のとおりである。 

 

第９表 委員会等の開催経緯 

年 度 開催日等 委員会等名・概要 

平成４ 

（1992） 

3 月 熊本県総合計画『ゆたかさ多彩「生活創造」くまもと』 

・歴史公園化を目指した鞠智城跡の調査・整備を促進 

平成５ 

（1993） 

10 月 27 日 鞠智城跡検討委員会 

〔協議事項〕県の取り組みについて（報告）／基本構想について 

〔指導確認事項〕 

・長者原・上原地区の農業改善事業（水利事業）により地区ごとの方針が必要／今年度基本構

想を策定／平成 5～12 年度の 8ヵ年計画 

・建物復原検討委員会の設置が必要 

・史跡指定の範囲→早急に確定する必要あり／字界で指定範囲を区切る／史跡の景観保護のた

め崖下 10～20ｍ余分にとる 

・ガイダンス施設の位置→八角形建物跡東側をその重要性から広場的に整備計画地に含めるべ

き／施設の位置を中央谷部から上原地区南部への振替えを検討すべき 

・町道の付替え→八角形建物跡と周辺遺構保護のため安全面から付替えが必要／整備後は園路

として取り扱う 

・鞠智城の呼称→定着している「キクチ」とする（古代は「ククチ」） 

10 月 『鞠智城跡保存整備基本構想』策定 

平成６ 

（1994） 

7 月 4 日 第１回鞠智城跡保存整備基本計画策定検討委員会 

〔協議事項〕保存整備の方向性と基本計画（案） 

〔指導確認事項〕 

・今後の検討課題→史跡指定範囲の確定と公有化／農業整備と遺構保存方針の関係の明確化／

池跡の調査・復元／ガイダンス施設の位置／建物復元の時代区分・復元内容／城門の復元／

基準尺の割出し 

・八角形建物の用途→宮殿的なものではない／儀式的な施設の可能性も有 

・ガイダンス施設の位置→上原地区について地元は農業基盤整備（水田化）を要望／上原地区

では弥生時代の遺物出土、鞠智城時代の遺構・遺物は未検出／長者原地区を公有化、上原地

区を営農代替地の方向で進める／南部谷部に圃場整備の要望 

・外城、内城ラインの確定→朝鮮半島の山城や『三国史記』などを参考に包谷式山城と推定／

今回の内城・外城が研究史の内郭に該当／土塁線・門礎想定地・自然地形（崖線）をつなぎ

内郭とする／内郭中心部を内城、その周りを外城、さらに広いものを外郭とする／内郭には

「ゴンゲンサン」の土塁の山裾、東側の上原地区の崖下まで入れる／外郭については今後調

査の中で検討 

・瓦について→出土量が非常に少なく瓦葺建物は少数か／出土瓦は肥後国内で焼成されたもの

と推察／長者山地区の倉庫群は瓦葺きが多い／７～8世紀代 

9 月 28･29 日 第２回鞠智城跡保存整備基本計画策定検討委員会 

〔協議事項〕建物時期区分／保存整備基本計画（案） 

〔指導確認事項〕 

・建物跡の時期区分→4期の時期区分（創建期／掘立側柱・小型礎石／大型礎石・八角形建物（再

建期）／9 世紀代）を提示／各期における絶対年代の確定が必要 

・発掘調査の成果→深迫門跡において土塁（版築）を発見／土塁幅と門礎調査を 

・計画の対象範囲→狭域説をとる／外城の呼称を外縁に変更／内郭を内城と外縁に区分し、計

画対象範囲とする／外郭には明確な遺構なし／報告書に内郭・外郭の用語を残す 

・整備方針等→八角形建物は復元し周囲も含めて群として整備／礎石も見せる／城門復元を検

討／現在位置等を示すサイン・案内板設置／土塁・崖面は残し安全対策を／遺構面は保護／

駐車場は主要な建物近くに／発掘現場を見せる／地元の説明人が必要 

・ガイダンス施設の設置→上原地区は地元の要望で農地として残す（用地買収の対象外）／位

置は計画案（中央谷部）からやや南東に移動／恒久か暫定か・規模について要検討／駐車場

を併設する 

10 月 『鞠智城跡保存整備基本計画』策定 

・建物復元予定 6､22､23､24､27､28､30､33､47 号建物跡／遺構明示 

平成７ 

（1995） 

 

 

 

 

7 月 21 日 第１回鞠智城建物復原検討委員会 

〔協議事項〕事業概要説明（報告）／建物跡検出状況（報告）／建物復原検討委員会内容・ス

ケジュール／復元建物の検討 

〔指導確認事項〕 

・協議事項の確認→復元整備の材料・構造・意匠／遺構明示の材料・寸法・明示対象物／遺構

露出展示（実物展示）の保存手法・補足材等／覆土保存するもの／復元建物の設計図書 
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・建物跡の検出状況→総柱建物・側柱建物・庇付建物・掘立柱礎石併用建物・八角形建物の５

タイプ／瓦の出土量少なく比較的多いのは 45､11､20､21 号建物跡周辺 

・復元建物の検討→八角形建物跡及び同時期で一群のまとまりが認められる建物跡を復元／総

柱建物・八角形建物・側柱建物・門など特徴的建物を 1 棟ずつ復元整備することを検討 

・八角形建物→性格は鼓楼的なものが想定、文献史料とも符合 

7 月 27 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕鞠智城跡保存整備検討委員会について／保存整備基本計画説明／建物復原検討委

員会（報告）／平成 7年度整備事業（報告） 

〔指導確認事項〕 

・協議事項の確認→発掘調査の方針（調査行程など）／遺構の保存整備の方針（遺構選定、整

備方法）／造成の方針／その他施設の整備方針（配置や内容）／動線の方針／植栽・植樹の

方針／整備後の運営管理の方針など 

・建物復原検討委員会→議事内容報告／部会的役割／復元案について技術的検討 

・平成７年度整備事業→町道付替え／長者原地区基本設計・地耐力・水質調査／モニュメント

整備／駐車場仮設整備／長者原地区一部造成 

・建物跡の時期区分→建物変遷資料の提示（遺物出土状況・遺構切り合い関係・掘方の規模等

により分類・区分）／建物の性格を知るため遺構の変遷から要検討／建立時期のほか存続時

期についても要検討／建物跡の主軸方向についても要検討 

・国史跡指定の推進→平成 11 年度「熊本みらい国体」に向けて整備（県単費）／建物整備、調

査の進捗状況、地権者同意等を踏まえ意見具申 

・整備方針等→建物は原則遺構保護盛土のうえ復元／往時の地形も復元／単県整備の場合観光

重視や作りすぎることもあるため文化庁指導が必要／軍団と城との関わり等文献上も要検討

（古代史の委員を追加する必要あり）／礎石も実物展示／第２期で復元／5､11､16､20 号建物

跡を設計／49 号建物跡は礎石の露出展示／門は他事例を参考に検討 

・八角形建物→鼓楼のほか、儀式的なもの、対で太鼓と鐘、八角堂の可能性も想定／文献に「兵

庫の鼓が鳴る」の記載あり 

9 月 8 日 第２回鞠智城建物復原検討委員会 

〔協議事項〕建物復元案（5､11､16､20､30､32 号建物跡）の検討 

〔指導確認事項〕 

・5 号建物跡→板倉で復元 

・11 号建物跡→構造・用途検討 

・16 号建物跡→兵舎／細部意見あり／設計 

・20 号建物跡→礎石・瓦葺・校倉で復元／設計 

・30・32 号建物跡→八角形建物／建物基礎が大きいため遺構からずらして復元 

10 月 21 日 第３回鞠智城建物復原検討委員会 

〔協議事項〕平成８年度事業計画（報告）／建物復元案（5､11､16､20､32､33 号建物跡）の検討

〔指導確認事項〕 

・平成８年度事業計画→長者原地区造成／雨水排水工事／電柱地下埋設工事／シンボル広場・

駐車場整備／門礎防災基本設計 

・5 号建物跡→7世紀後半／屋根は茅葺き切妻で勾配 45 度／扉の位置検討／基準尺 295.5 尺 

・11 号建物跡→新薬師寺、東大寺伝法堂等を参考 

・16 号建物跡→柱を太く／床の検討（転ばし根太で床張り、土間に藁敷き、床子）／兵士 50 人

の 2 小隊／天井なし／屋根は板葺き 

・20 号建物跡→八角形建物跡と並立／校倉造／屋根は瓦葺き、平瓦で丸瓦兼用 

・32､33 号建物跡→３層又は重層／心柱は構造材／屋根は柿葺き（板葺き）で検討／太鼓は吊さ

ず置く／遺構からずらして復元すべき／基礎はコンクリート、保護盛土 20 ㎝は必要 

・20 号､16 号､5 号の順で復原整備を実施 

・21､22､23 号建物跡→遺構が重なり埋め戻して保存 

11 月 13 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成７年度事業（報告）／平成８年度事業計画／建物復原検討委員会（報告）／

建物復元案（5､16､20､28､33 号建物跡）の検討 

〔指導確認事項〕 

・平成８年度事業計画（モニュメント概要説明）→モニュメント・駐車場に解説板等の設置を

・5 号建物跡→茅葺き、板倉、高床、叉首構造／全体に桁が長く板倉とする／屋根の形状は古井

家住宅を参考／入口の位置については園路計画により決定／板葺きの板は相欠きで 

・16 号建物跡→形態は兵舎、大野城等を参考／叉首構造、板葺き、切妻／床は土間／入口６箇

所、連子窓８箇所、扉は外開き／位の高い人は独立ベッド、その他は縁台か／八角形建物跡

を中心と考えれば入口は南側／内部は三ツ割にしてベッドと食事所か 

・20 号建物跡→校倉、寄棟造、本瓦葺き、柱はないので入口は中心、唐招提寺を参考／年代的

に鳥衾はやめる／壁の高さ低めに 

・28 号建物跡→連子窓低めに／雨水処理検討／内部を見せる工夫も／軒の出大きい 

・33 号建物跡→広隆寺桂宮院本堂、三聖寺愛染堂、長光寺地蔵堂、万福寺寿蔵、法隆寺東院夢

殿（739 年）、栄山寺八角堂（757～764 年）興福寺北円堂（1210 年）、法隆寺西円堂（1250 年）、
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前期難波宮(652～686 年)平面図の建築跡を参考／機能としては『文徳天皇実録』）より鼓楼と

して復元／２層か３層か不明であるが、３層として作成／33 号建物跡の柱を 32 号建物跡の間

柱とし、今後 32､33 号建物跡については側柱付きの１時期の建物として考える／30,31 号建物

跡については掘立柱、礎石の２時期の建物／斗供、裳階、階段について要検討／連子窓か蹴

放しかについて要検討／２層なら心柱は不要 

3 月 『鞠智城跡長者原地区基本設計』作成 

平成８ 

（1996） 

6 月 10 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕基本設計概要説明／平成８年度事業概要説明／復元建物（5､16､20､28､33 号建物跡）

について 

〔指導確認事項〕 

・平成 8 年度事業→長者原地区造成・溜池造成／雨水排水工事／建物復元（20 号建物跡）／モ

ニュメント広場 

・モニュメント→防人の鎧、兜の時代考証について意見有／防人の周りに家族がいるのは誤解

されないか／百済亡命貴族像は関係機関の承認を 

・復元時期の検討→建物は同時代で復元の必要／7 世後半から８世紀までで復元／八角形建物跡

と 20 号建物跡は並列、16 号建物跡も 18 号建物跡が先行し同時期と判断（事務局）／５号建

物跡も７世紀後半（柱掘方出土の遺物が鞠智城以前であることから）／３期区分で５､16､20､

33 号は第２期に分類／八角形中心の群で色々な種類を選定 

・復元建物の位置→遺構の上に建てることが望ましい 

・20 号建物跡→軒瓦は出土していないため葺かない／鳥衾はないため漆喰で塗る／九州は栂、

杉が多いが、構造上、校倉に杉材はもたないため栂材を採用／建築基準法の制限があり見え

ないところは在来工法で／防腐剤のみで色なし／背割で、埋木は要らない／ヒバ材はだめ／

基壇の復元を要検討／維持管理に注意 

10 月 26 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕20 号建物設計図の検討 

〔指導確認事項〕 

・20 号復元建物の検討→礎石総柱建物／高床式校倉造／礎石と束柱は建築基準法上アンカーを

付ける／礎石据付位置は調査成果を踏まえ決定／保護盛土 33 ㎝で影響なし／１尺は 29.6 ㎝

（天平尺）で／屋根勾配は４寸５分で／ねずみ返しは接ぐ／天井裏は見せない／扉の大きさ

は唐招提寺の倉を参考／かんぬき／階段は取り外し式で基礎なし／材質は米栂（トガ）１等

品程度／束柱は背割り／塗装は防腐剤のみ／木材の仕上げはチョウナ、ヤリガンナ等／瓦は

行基葺き。本瓦葺き３枚重ね、瓦は遺物を参考に制作／小口、面戸は漆喰塗り／基礎は下か

ら保護盛土（良質真砂土）33 ㎝、クラッシャーラン 50 ㎝、コンクリート 66 ㎝、モルタル＋

礎石 50 ㎝（遺構礎石類似石材） 

1 月 『鞠智城跡 20 号建物復原基本設計』作成 

3 月 12･13 日 第３回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 8 年度整備事業経過（報告）／平成 9 年度整備事業計画／復元建物（16､30､32

号）の検討 

〔指導確認事項〕 

・16 号復元建物の検討→基本的構造は原案承認／「連子窓」は兵舎としては贅沢な造りであり

「蔀戸（突き上げ窓）」で／中央に通路／土間か床張りかを早急に決定／内部は土器を展示す

るなど、展示場として利用／食事用の長机、私物箱、当時の食器（土師器）の展示／大衣（だ

いえ）を掛け布団の代わりに使用／武器等も揃える／兵士の階級により部屋の造りを変える

・32 号復元建物の検討→性格的には鼓楼／心柱の大きさから複層建物、構造は 3 層造り／遠く

に太鼓の音が届く 

・30 号復元建物の検討→仮に南北 2 棟をセットで考えると 30 号は鐘楼の可能性有／30 号の心

柱は単層には不要 

平成９ 

（1997） 

4 月 28 日 第１回鞠智城跡建物復原検討委員会  

〔協議事項〕平成 9 年度整備事業計画／16 号建物復元図検討／32 号復元案検討（2 層案） 

5 月 26 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 9 年度整備事業計画／16 号建物復元図検討／32 号復元案検討（3 層案） 

〔指導確認事項〕 

・32 号復元建物→八角形建物が確かに存在／建物に心柱有／構造は 3 層造り／心柱は立つ／3

層目は吹き抜け、連子窓で四方を開けた状態（法隆寺に類例）／間柱が有／屋根は檜皮葺 

6 月 30 日 第２回鞠智城跡建物復原検討委員会 

〔協議事項〕16 号建物復元図検討／32 号復元案検討（２、３層案） 

〔指導確認事項〕 

・16 号復元建物の構造→縁台をむしろ張り／屋根寸法確認 

・32 号復元建物の構造→心柱は３層にぬける／屋根は檜皮葺、こけら葺き、板葺き、又は瓦葺

き検討（瓦葺きなら屋根調整必要）／初層両面扉へ／二層柱間寸法確認／三層目も二層目同

様柱を二重に 
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7 月 14 日 第３回鞠智城跡建物復原検討委員会 

〔協議事項〕32 号建物跡の復元計画検討（3層案） 

〔指導確認事項〕 

・32 号復元建物の構造→茅負の軒反りを増す（茅負成の半分位まで）／高欄柱支柱の先端を細

く（法起寺三重塔参照）／軒丸瓦を入れる／隅木に隅蓋を入れる（縞はなし）／鳥衾、熨斗

瓦を入れる／茅負隅に金物を（四天王寺参照）／隠しに六葉飾金具を／扉に八相金具を（法

隆寺東院夢殿参考）／心柱を継ぐ（法隆寺五重塔参照）／通し肘木も可（法隆寺五重塔参考）

／入側柱高は側柱と同高／初層側柱は、内転びに（法隆寺東院夢殿参照）／柱に同張りを入

れる、柱脚より柱長の３分の１の位置を最も太く／長押の成を低く（0.7 尺→0.57 尺）／母

屋の位置を内側に／肘木に舌、笹繰を入れる（笹繰り外部のみ）／台輪を入れる／垂木に反

りを入れる／胴張りの最も膨らむところに合わせ、大斗全体の寸法を小さく／３層隅木を心

柱に差し入れ 

7 月 28 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕32 号建物跡の復元計画検討（3層案） 

〔指導確認事項〕 

・32 号復元建物の参照例→石製宝珠（栄山寺八角堂）／扉（法隆寺東院夢殿）／心柱継手（法

隆寺五重塔）／１層側柱内転び（法隆寺東院夢殿）／瓦葺き（法隆寺金堂）／高欄（法起寺

三重塔） 

・32 号復元建物の屋根→管理上及び八角形建物という特異性から瓦葺きとする／屋根形状等再

調整／垂木は反り／熨斗調整／鞠智城跡では軒丸瓦が２種類見つかっており、「単弁軒丸瓦」

と呼称／軒丸瓦を全てに使う／大宰府系と混ざらないよう鬼は無紋、後日文様が出ればそれ

に倣う 

・32 号復元建物の構造（その他）→宝珠修正（背が低くて丸味）／三層目について四方吹き放

しと扉付（太鼓櫓・近世の城に例）で検討したが扉付きで決定、扉付きの図を作成／太鼓は

吊すのではなく床に置く、太鼓の例は民俗の先生から意見を／連子窓の高さ修正／連子窓に、

雨が降り込まないよう内戸を付ける（山田寺参考）／基壇は上げる、コンクリートのべた基

礎、地覆石／彩色はせず防腐処理程度で／建物位置はずらす／工作物で申請 

・ガイダンス施設の位置変更（南側土手部に造成）→管理、維持関係等の問題要検討／園路計

画等の見直し必要 

9 月 29 日 第３回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕復元整備の計画／32 号復元建物の検討／20 号復元建物の瓦葺き検討／16 号復元建

物の内部等検討／長者原地区の動線計画 

〔指導確認事項〕 

・復元計画→16､20､32 号復元／5､11､28 号復元予定 

・32 号復元建物の構造→宝珠修正（黄金山産金遺跡出土瓦製宝珠及び栄山寺八角堂参照）／熨

斗瓦を３～5枚に／鳥衾をやめる／鬼瓦は無紋／内法長押、腰長押の取り付け位置を上げる／

地覆石を入れる／連子窓に雨が降り込まないよう内開き戸を入れる（栄山寺八角堂を参照）

／入側桁、側桁を丈 0.74 尺、幅 0.59 尺に変更／母屋を新規追加 

・16 号復元建物の構造→天井なし／土壁／突き出し窓、両開き扉／基礎はコンクリート／消防

法上構造物 

・16 号復元建物の内部展示→ガイダンス施設建設までの展示場／パネル解説、兵士の模型／基

本的には土足 

・駐車場の位置→トイレ棟横（長者原地区南東）、仮設駐車場（長者原地区南）、プレハブ棟横

（長者原地区北） 

3 月 20 号（米倉）完成 

平成 10 

（1998） 

 

 

 

 

 

7 月 21 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕16 号復元建物（兵舎）に伴う仮展示／長者原地区整備事業 

〔指導確認事項〕 

・16 号復元建物の内部展示→展示ケース（瓦、木簡等出土遺物）、展示パネル（鞠智城跡と、そ

の周辺地形）、音声解説装置、展示パネル／兵舎展示コーナー（寝台、柳箱、棚、人形、食器

（碗、はし、高坏、膳、壺等）、衣類） 

12 月 16 号（兵舎）完成 

平成 11 

（1999） 

8 月 32 号（八角形鼓楼）完成 

3 月 22 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

鞠智城跡保存整備検討会議 

〔検討議題〕5 号建物跡の復元について 

〔指導確認事項〕 

・５号復元建物→武器庫の名称使用は調査成果的根拠が明確でない／武器庫の場合高床は機能

的でない／中国で入口を二つ設ける例有／武器の保管場所は兵舎内でも可／当時の武器の検

討が必要 

・保存整備全般に係る課題→同一の建物は一つを復元、一つを露出展示など見せ方を工夫／展

示のゾーニングを明確に／創建期・修復期・終末期の建物配置検討必要／貯水池も含めたマ

スタープラン（50 年計画）の作成必要 
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平成 12 

（2000） 

5 月 15 日 第１回鞠智城跡建物検討委員会 

〔協議事項〕5 号復元建物（武器庫）復元案検討 

〔指導確認事項〕 

・5 号復元建物の構造→瓦の出土がなく茅葺き（板葺き・こけら葺きの意見も有）／真葺き、茅

材は薄（ススキ）、寄せ棟／垂木は中央部分を平行、妻は扇／軒の反らしは茅を膨らませる方

法で。面戸板は手前に付ける／平面規模から構造は板壁で「落としはめ方式」／頭貫は側柱

にも必要／安定させるため基礎はつなぐ／扉は束柱にのせる／階段幅は 3～４尺とし、ねずみ

返しの趣旨から階段は常設しない／竹材は使用しない／59 号の例により妻入り／入口は西側

か東側か要検討／性格について武器庫か米倉か要検討／文献に「兵庫」の記述有 

・保存整備全般→整備は復元建物に偏るのでなく史跡をそのまま見せる工夫も／ＲＣ又は鉄骨

造りのガイダンス施設は出来れば史跡外に 

7 月 12 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕今後の整備計画骨子／指定申請の時期／名称（呼称）／町道改良／5 号復元建物の

検討 

〔指導確認事項〕 

・今後の整備計画→平成 13 年度以降整備計画（２､11､28､49､61 号、堀切門、ガイダンス施設）

・国指定申請→当初計画では「くまもと未来国体」終了後／遅くともガイダンス施設開設時に

は申請／平成 5 年以来「きくちじょう」の呼称使用／中世城「菊池城」と紛らわしいという

難点、地元からも「くくちじょう」へとの要望もあり要検討 

・町道改良→城域内町道についてカーブがきつく事故の恐れ、町が道路改良計画／現在事前の

発掘調査中 

・５号復元建物（建物検討委員会報告）→板壁で「落としはめ方式」／屋根は「すすき」で、「真

葺」／独立基礎とするが、地中梁で繋ぐ／園路や 6 号建物等との関係から入口は 1 箇所で妻

入り／中央部分を平行垂木、妻部分を扇垂木／頭貫（かしらぬき）は側柱にも入れる／妻側

の「叉首」は不要／階段は常設としない／建築の原則通り、扉は束柱に乗せる 

・５号復元建物の性格→建物の性格について米倉と武器庫で検討／高床は武器庫として機能的

ではない。中国では武器庫には床はない。考古学的に考えれば、米倉とするのが適当／緊急

性を要する武器は兵舎内に備えた。建物をグループとして考えると、兵舎との関わりから武

器庫と考えることが可能／総柱だから床があるのは事実であり、設計自体は考古学とも矛盾

しない／米倉と武器庫には構造上の違いはなく倉であれば問題ない／倉であれば「板倉」と

呼ぶことも可能／「武器庫」という性格付けはせず、「倉庫」として復元することで決定し、

名称を「板倉」へ変更 

・５号復元建物の入口→５号と６号を武器庫と兵舎に性格付けなければ西にする意味はない／

入口は妻入りとし、活用を図るため動線に配慮し決定 

・ガイダンス施設→立地予定候補地図提示（モニュメント広場北側又は北東側） 

1 月 15 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕検討委員会の位置づけ／今後 10 年間の計画／今後の整備の方向性／案内・研修施

設について／国指定について 

〔指導確認事項〕 

・検討委員会の位置づけ→要綱を定め、委員会が十分に機能するよう運用／計画の立案、計画

の変更、事業の実施に当たっては委員会の承認／埋蔵文化財と直接関係しない事業の実施に

際しても、事前に委員会の承認／文献史学及び造園学分野の委員も委嘱／県の他部局や地元

自治体が実施する事業についても審議 

・今後１０年間の計画→土塁線の調査を早期に行う。国指定意見具申を視野に入れ、少なくと

も座標による位置の確定／整備についても、国指定史跡に見合う整備を実施 

・今後の調査整備の方向性→基本的理念を明らかにし、基本計画を策定／中期計画も立案し、

定期的に総括と見直し 

・ガイダンス施設位置の変更→あらかじめ委員会の承認を得ておく必要があった／国指定史跡

に永久建築物は原則認められない／基本設計変更の場合委員会に諮った上で決定が必要だっ

た／本来詳細な比較検討が必要→変更場所は、県有地又は無償貸借できる町有地で、地下遺

構に影響のない場所、城域の東端にあり史跡の歴史的景観を壊さない位置、外部からのアク

セスと史跡内の見学者の動線から最適（事務局）／県の示した建設場所に積極的な賛同は出

来ないが、史跡との距離確保と将来の立て替えを前提に承認 

・ガイダンス施設の規模・構造→史跡内の永久建築物については、あまり目をひく建物は避け

るべき／菊鹿町の物産館も含めて、史跡景観を損なわないよう既存の復元建物とは距離をと

ること→２階建てにすることで東側に移すことが可能（事務局）／デザインについて機能や

周囲とのバランスを考えて見直し／短期間での計画立案であり機能や規模について検討を今

一度行う／文化庁が指定するのに支障のない形にする（名称等も含めて）／将来、収蔵能力

が不足することの無いよう増築の可能性も残す 

・国指定に向けて→長者山墓地の利用者に対して遺構保護の協力要請／米原集落の集落景観を

損なわないよう協力要請／自然環境ゾーンは花粉分析等から限りなく当時に近づける努力を

 2 月 21 日 第２回鞠智城跡建物検討委員会 

〔協議事項〕５号復元建物実施設計案検討／ガイダンス施設 
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〔指導確認事項〕 

・５号復元建物の構造→扉について表板の止めに和釘を使用／扉の方立（辺付）を９寸～1尺に

変更し、戸当たりを壁芯に合わせる／母屋については２本に増やす／束柱と柱の納まりにつ

いてホゾで止める／床板についてはだぼを追加／仮設階段の蹴上がりをもう一段追加／茅葺

き屋根のムクリはなるべく無くす／垂木は磨き丸太とし小端は斧などで削って古代風に 

・ガイダンス施設→建設予定地（モニュメント広場北東側）及び配置図、平面図提示 

平成 13 

（2001） 

7 月 22 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕検討委員会設置要綱案検討／第２次鞠智城跡保存整備基本計画（案）検討 

〔指導確認事項〕 

・検討委員会設置要綱→委員会運営の明文化／検討事項に調査研究も明記／県教委が指導助言

する県教委以外の事業も対象／専門部会は専門委員／文献史学、造園学等の委員も加える／

世代継続を意識した委嘱を 

・第２次鞠智城跡保存整備基本計画（案）→今後「外縁」又は「外城」の検討／地名の統一／

地形だけでなく植生等も含めて再生／Ⅰ～Ⅳ期の時期区分の明確化 

・ガイダンス施設→遺跡内のものは委員会に図る／テーマパークでなく新たな関心・知的なも

のを／管理方法の検討 

9 月 13 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕鞠智城跡の時期区分と変遷／第 2次鞠智城跡保存整備基本計画案検討 

〔指導確認事項〕 

・時期区分→第Ⅰ期（665～698 年、創建期～修理期）、第Ⅱ期（698 年～8 世紀後半、全盛期、

※前・後半の 2期に細分可能で今後検討）、第Ⅲ期（8世紀末～消滅、衰退期）に区分 

・地域材利用促進木造公共施設等整備事業→実施されれば短期間のうちに資料の作成が必要／

復元建物では実施が困難であり、休憩所や四阿を検討してはどうか／11 号建物跡（寝殿風建

物）は決定的に資料が不足しており無理／61 号建物跡（管理棟的建物）は、政庁的（管理中

枢）機能に関する研究が進んでおらず、不可能／49 号建物跡（宮野礎石群）は復元より、現

状の露出展示が望ましい、覆屋施設も不要／これまでの復元建物を更に復元するという方法

もあり／建物の復元は、予算と時間を十分にかけて、中途半端なものならやるべきではない

／基本設計はしておく 

・国史跡の申請→史跡の適正な保護保存のため指定を急ぐ必要有り／内城区域から先に申請し、

外縁域は明らかになった時点で 

10 月 ５号復元建物（板倉）完成 

12 月 6 日 第３回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕林業経営革新公共施設等整備事業／ガイダンス施設検討／第 2 次鞠智城跡保存整

備基本計画案検討 

〔指導確認事項〕 

・林業経営革新公共施設等整備事業（復元建物風多目的休憩所）→「復元建物風」は消す／全

体のサイン計画や景観の統一性必要／休憩施設も協議中の基本計画を踏まえたうえで建設／

建物復元はしっかりした根拠をもとに実施／今までの反省から長期的な準備必要 

・ガイダンス施設の設計委託→設計委託の前に委員会に図るべき／委員会に十分説明のないま

ま契約するのは責任が持てない／委員会は建物復元のアドバイスだけでなく史跡内景観も含

めて守備範囲／全体の保存計画があり、それに沿って調査と整備があり復元を進めていくの

が本来のあり方／設置要綱上菊鹿町の建造物も当委員会に責任あるが情報なし→これまでの

整備は（予算獲得に合わせ）少しずつ膨らませてきたため、委員の指摘どおりにいかない面

もあった。今までの反省から長期的な準備が是非必要ということで今年度第 2 次基本計画を

作成したことを説明（事務局）／歪なところは修正し手直し出来るところは各委員に早急に

報告すること 

・ガイダンス施設の構造→デザインについて歴史的な建物を元に、学術的に検証していると思

うが、近世社寺をイメージした現代建築のようである／木造建築で災害、遺物や資料の焼失

が心配であり、館内の防火設備はしっかりと／管理運営については、独立した組織が望まし

い／館の名称については例えば「装飾古墳館」のように、すっきりした名称が良い／菊鹿町

物産館についても外観の統一が必要 

2 月 19 日 第４回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕木材産業経営革新公共施設等整備事業／建物整備／整備箇所／整備内容 

〔指導確認事項〕 

・公共施設等整備（多目的休憩所）→復元建物風でなく現代建築とする（古代建築のイメージ

を採り入れた現代建築）／遺構を傷つけない建築位置で／将来の長者山地形復元整備までの

暫定的整備／東大寺伝法堂を参照 

3 月 「鞠智城跡長者山展望広場休憩所」基本設計 

3 月 「第 2次鞠智城跡保存整備基本計画」策定 

3 月 ガイダンス施設（温故創生館）完成 
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平成 14 

（2002） 

7 月 15 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕温故創生館の開館（報告）／検討委員会の再編／国指定意見具申準備状況／第２

次鞠智城跡保存整備基本計画／木材産業経営革新公共施設等整備 

〔指導確認事項〕 

・温故創生館→文化課文化財整備係が独立し装飾古墳館分館へ 

・検討委員会→造園学・文献史学等（建築史学）も含める／次世代に引き継ぐため若手も登用

を／国指定を目指しており新委員の人選は文化庁にも相談を 

・国指定意見具申準備→当初計画では未来国体終了後意見具申／平成 12 年度時点はガイダンス

施設整備・組織体制確立後速やかに意見具申予定／文化庁の指導もあり平成 15 年度の指定を

目指す／指定範囲は土塁と崖線で囲繞される 55ha（未買収集落・営農地・墓地も含む）、指定

の線引きは土塁線より広めの山腹まで 

・基本計画→平成 13 年度原案により庁内及び文化庁と協議を進める 

・公共施設等整備（長者山展望広場休憩所）→休憩所・公衆便所という方向で検討 

10 月 6･8 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔10／6協議事項〕国指定意見具申の準備状況（報告）／木材産業経営革新公共施設等整備／検

討委員会委員の選任（新委員 5名） 

〔10／8協議事項〕温故創生館の開設／発掘調査の総括／保存整備基本計画／木材産業経営革新

公共施設等整備／国指定意見具申準備状況（報告） 

〔指導確認事項〕 

・公共施設等整備（長者山展望広場休憩所）→実施設計終了、平成 15 年 3 月末完成予定／復元

建物風にしない方が良い／既存の遺構に支障がないよう整備／建物整備は整備前でなく計画

段階で事前説明が必要 

・検討委員会→新委員 5 名／地元、若手を中心に既存分野以外も含めて登用 

11 月 28 日 第３回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕国指定申請準備状況／平成 15 年度事業／今後の建物復元計画／木材産業経営革新

公共施設等整備進捗状況 

〔指導確認事項〕 

・公共施設等整備（長者山展望広場休憩所）→遺構保護は盛土対応、建築位置も再確認／古代

的なイメージで瓦葺きガラス張り 

・建物復元計画→第Ⅱ期（698 年～8 世紀後半、全盛期）を対象／これまでも含め 10 棟を上限

／古代山城をトータルに理解するために必要な機能を復元／これまで検討委員会意見が十分

に反映されず、最終的には県主導で整備／指定後に建物復元計画を策定してはどうか／準備

作業は進めるべき／指定後の復元建物整備は文化庁の復元建物検討委員会の了承必要／復元

する場合は同時性をさらに検討すべき／補正があった場合復元建物でなく遊歩道や便益施設

等の整備を 

2 月 7 日 第 4 回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕国指定意見具申準備状況（報告）／平成 15 年度事業／平成 14 年度補正木材産業

経営革新公共施設等整備事業（研修棟・四阿・遊歩道・木製橋等）／国指定意見具申に伴う

鞠智城の呼称 

〔指導確認事項〕 

・平成 15 年度事業→地元からの要望もあり堀切門の復元検討／基本設計委託で門をＣＧで作っ

て検討してはどうか／専門部会で検討していく必要有り 

・研修棟→現場事務所跡地に建設／研修要望等からバス２台、100 名収容規模を想定／今後の政

庁跡建設の支障にならないように／検討に期間がとれるよう早めに情報提供を 

・散策路→設計には道幅と曲がりが重要／木チップは耐久性がない／十分現地調査の上設計を

・国指定意見具申に伴う鞠智城の呼称→『和名類聚抄』にこだわる必要なし、各種文献例あり

／「きくち」が一般的／地元の意見も聞いて／軍事的意味合いの時「鞠」を使うのでは 

3 月 「長者山展望広場休憩所」完成 

平成 15 

（2003） 

6 月 13 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕国指定意見具申準備状況／平成 15 年度事業／研修棟・外構施設検討 

〔指導確認事項〕 

・研修棟→100 名規模大研修室がメイン、２分割利用可／全ての段差を解消／景観に配慮、復元

建物風にはしない、高さを低く／バスが乗り入れ出来る駐車スペースを併設、鞠智城跡全体

で十分確保／杉材 

・長者山木桟道→展望広場から木製階段・桟道・木橋・木チップ舗装の散策路で灰塚まで／杉

材／桟道は河内浦城跡を参考／今後の補修も考慮を／途中に休憩できる踊り場を／手すりの

高さは検討 

・灰塚展望所→灰塚山頂西側崖面に木製デッキ／杉材／城外から見られることを意識した景観

分析を 

・堀切門の復元→地元からの要望、門礎石展示場所の平場を利用し模型作成・門広場として整

備（事務局）／堀切門は地形と一体となっており門だけでは意味がない／専門委員会を設置

し検討すべき／全体の整備計画必要／地盤が阿蘇溶結凝灰岩で脆弱であり保存処理に関する

専門部会が必要／保存処理・建物等（門跡）の審議を進め、将来しっかりした形で復元 
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10 月 19 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕第 2 次基本設計（基本方針）／国指定意見具申状況／研修棟・外構施設検討 

〔指導確認事項〕 

・第２次基本設計→長者原地区 12ha 実施済み、今後土塁・門跡を中心に 33ha を実施／現行整

備計画は開発計画に近い、遺構の保存計画を先に、その後活用方法等を議論すべき／調査成

果と今後の課題を明確に／保存整備と活用を目的とすることを明確に／遺構全体の様相がは

っきりした段階で作成すべき 

1 月 29 日 第３回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕第２次基本設計（基本方針）中間報告／平成 16 年度事業／国指定答申 

〔指導確認事項〕 

・第２次基本設計→第１次基本設計（長者原地区基本設計）に係る整備が平成 16 年度までにほ

ぼ完了／平成17～23年度までの計画を策定／管理道路等敷地の維持管理に必要な施設の整備

と管理計画を策定／遺構や崖面等の保護対策／歴史公園にふさわしい景観整備／見学者のた

めの遊歩道・便益施設等整備／調査成果を正確に踏まえ今後の課題を明確にして計画策定を

／整備期間・整備順位・予算規模については文化庁とも協議を 

・管理用道路→民間の利用を含めあらゆる形態を想定し計画すること／幅 3.0ｍに拘る必要なし

／貯水池跡中央の里道も将来的に想定 

・遊歩道整備→人の動線を含めた計画と説明を／見せるポイントを明確にしルートを設定／体

力や目的に応じ複数ルートを設定／位置や距離を示すサイン設置／ルートマップ作成 

・便益施設等→利用者数・面積・施工上の問題等を勘案し数量・整備箇所の精査を／国指定に

伴う管理計画との整合／見学者の滞在時間に合わせたルートを設定 

・堀切門整備→安易に土木工事による保存によらず、保存処理専門部会を設置し検討／保存処

理と土木工事を組み合わせても良い／専門部会には保存科学と土木など多方面から／「何を

見せたいか」がはっきりしなければ「どう見せるか」がはっきりしない／板付遺跡などに事

例有り 

・国指定答申→史跡名称「鞠智城跡（きくちじょうあと）」／鹿本郡菊鹿町大字米原及び木野、

菊池市木野／内城地区（約 55ha）及び周辺環境保全用地を含む 590 筆 648,021.04 ㎡、地権者

数 183 名 

2 月 27 日 国史跡に指定 

3 月 18 日 第 4 回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕第 2 次基本設計（基本方針）／国史跡指定（官報告示）報告 

〔指導確認事項〕 

・第 2 次基本設計→鞠智城跡西側土塁地区・堀切門跡地区等南部一帯基本設計業務設計概要説

明書を提示／具体案が提示されたことは良い 

・園路整備→既存の町道や農道を活用、2.5～3.0ｍ幅／現道を利用し、地形を大きく改変しな

い点は良い／基本的には中央であいの広場駐車場利用、その他は障がい者や高齢者に配慮し

て設置／見学者の利便性を考慮し動線拡大を優先実施／国指定後の整備計画は必要最小限に

留めることが望ましい／史跡指定地を示す標識の設置／南部営農地は将来の公有化も想定／

活用のため地元のサポーターの育成を／見学ルートに所要時間だけでなく消費カロリー表示

を検討 

・堀切門整備→深迫門・堀切門で鞠智城時代の登城道を検出／登城道整備は調査成果を正確に

踏まえて／保存処理について専門部会を立ち上げ検討することは重要、復元整備を視野に入

れ検討しても良い／門礎石に覆屋が必要か、礎石をどう見せるか活用方法も含めて専門部会

で検討を／門礎石だけでなく見学者が門構造をイメージできる展示方法を／調査終了段階で

史跡全体の復元計画と合わせて検討 

平成 16 

（2004） 

6 月 24 日 第 1 回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 16 年度事業計画／第２次基本設計 

〔指導確認事項〕 

・仮設駐車場（中央であいの広場）整備→現有駐車場は 26 台分のみで不足／現在砂利敷きの簡

易な仮設駐車場で対応しているが、車いす利用や高齢者の歩行に支障をきたし、崖面で転落

事故の危険（15 年度１件発生）もあり／現行の仮設駐車場を活用し駐車場として整備／理由

として、遺構が存在しない、温故創生館に近い、主要道路からのアクセスが容易、地形の改

変が押さえられることが挙げられる／文化庁と協議しながら進める／基礎工事を行わず表面

舗装のみ、芝生広場への一般車両進入防止策、南側斜面への転落防止策が必要／遺構（50 号、

29 号建物跡）から 5.0ｍ距離あり／大型バス５台、普通自動車 49 台分を確保／南側は埋め立

てた地形であり鞠智城当時は緩斜面か／南からの眺望として崖線上のバスはどうか／自然地

形の中に四角いコーナーが出来るのが問題／古代地形の復元が無理でも緩やかな曲線にする

など検討を 

1 月 20 日 保存処理専門部会 

〔協議事項〕堀切門地区発掘調査成果（報告）／堀切門地区整備計画（報告）／当地区の地形

及び地質（報告）／平成 13 年度実施保存処理実験データ（報告）／堀切門跡地区の保存処理

に関する考え方及び進め方 

〔指導確認事項〕 
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・堀切門跡崖面保護対策→遺構面は可能な限りそのまま保存／往時の地形を復元すれば見学者

が理解しやすい／臨機応変に「固める」「盛る」等の手法を検討／現況面崩落を止めるため固

めて養生しその上に土を盛ることも一案／使用薬剤等の種類・量等について実験し検討／気

象条件を勘案しながら試験的施行を実施 

2 月 25 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕保存処理専門部会（報告）／平成 17 年度事業／史跡鞠智城跡保存管理計画策定 

〔指導確認事項〕 

・保存管理計画の策定→国史跡指定に伴い、文化庁補助により平成 17 年度に保存管理計画策定

委員会を開催、保存管理計画の策定を実施 

平成 17 

（2005） 

6 月 10 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 17 年度事業計画／史跡鞠智城跡保存管理計画策定 

〔指導確認事項〕 

・平成 17 年度事業計画→南部斜面地区園路（散策路）ルート整備／誘導施設（案内板・解説板・

道標）の設置／具体的内容は検討委員会に諮る 

・案内板設置→散策路の入口部分は高い構造、場所によって低いものに／デザインを統一し、

高低を使い分ける／文書を少なく、絵・写真による情報量を多く 

・道標設置→現在どこに立っているかを表示する必要 

・史跡鞠智城跡保存管理計画策定→策定要領・委員会設置要綱・策定委員・作業スケジュール

提示／委員会は学識経験者・地元代表・関係自治体・文化庁・県教育委員会で構成 

9 月 9 日 第１回史跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会 

〔協議事項〕委員会スケジュール／保存整備の現状／保存管理計画の構成 

〔指導確認事項〕 

・保存管理計画→保存すべき構成要素は何か（鞠智城を史跡たらしめる構成要素）、各構成要素

をどのように保存するのか／地元や見学者にとってどのような史跡を目指すのか（健康的な

状況を維持、居心地がよい、落ち着いた雰囲気）／計画運用期間は社会・環境の変化で見直

し必要（概ね 20 年）／外縁地区についても史跡指定地内の景観を守る大切な地区として盛り

込む／整備地の維持管理の方策について項目を設定／復元建物は史跡理解を助ける重要要素

として位置付ける／運営と体制について章立て必要／開かれた史跡管理が必要／集落北側の

保安林指定、山砂採取の規制方策検討 

10 月 28 日 第２回史跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会 

〔協議事項〕保存管理計画案（第２章まで）／地区別現状変更の方針 

10 月 29 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 17 年度事業の実施／史跡鞠智城跡保存管理計画策定経過（報告）／平成 17

年度災害復旧に係る工事概要／平成 18 年度保存整備事業計画 

12 月 16 日 第３回史跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会 

〔協議事項〕保存管理計画案（第１～５章）／現状変更運用基準検討／管理に関する取扱要領

2 月 17 日 第４回史跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会 

〔協議事項〕保存管理計画案（第４～５章）／現状変更運用基準報告 

3 月 『史跡鞠智城跡保存管理計画』策定 

平成 18 

（2006） 

6 月 23 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕史跡鞠智城跡保存管理計画（報告）／堀切門跡保存処理部会の経過（報告）／平

成 18 年度保存整備事業の実施／鞠智城跡整備年次計画の見直し 

〔指導確認内容〕 

・平成 18 年度保存整備事業の実施→西側土塁地区・堀切門跡地区等南部一帯の保存整備／園路

（散策路）、道標等（木製防護柵、道標）の設置 

3 月 23 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 18 年度保存整備事業（報告）／災害復旧事業／平成 19 年度保存整備事業実

施計画／鞠智城跡整備年次計画の見直し 

〔指導確認事項〕 

・保存整備年次計画→保存整備は調査と研究に基づくもの／保存整備スケジュールには調査も

明示すること 

・広場・園路整備→鞠智城跡の規模、雄大さを知ってもらうために重要なのは園路／市道も園

路としてのマーキングを／園路・広場・道標・休憩施設が一体となった図も必要／広場には

現在地とその地区を説明する説明板を設置 

・災害復旧事業→保水力や排水の観点も含め専門家のチェックを 

平成 19 

（2007） 

9 月 7 日 

 

 

 

 

 

 

 

第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 19 年度保存整備事業（報告）／堀切門跡保存処理部会の経過（報告）／鞠智

城跡保存整備に係る年次計画／平成 20 年度保存整備事業の実施計画 

〔指導確認事項〕 

・平成 18 年度繰越事業の実施→園路、木製防護柵、道標／災害復旧（南側土塁南側斜面・長者

原展望広場西側斜面・堂の下園路南側斜面・馬こかし西側斜面） 

・平成 19 年度整備事業の実施→広場整備（南側土塁地区・深迫門地区・堀切門地区）、道標、

テーブル・ベンチ 
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・城門整備→復元できるような発掘調査を／教育委員会として過去の遺構状況・本来の姿を提

議する必要有り 

・平成 20 年度保存整備事業計画→であいの広場・深迫門平坦部の車止めについては考え方の統

一を／道標に現在位置・園路・周辺施設・門跡・広場等を示した地図を入れた方がわかりや

すい 

・排水設備→集中豪雨を想定した雨水処理の積算必要／高低差５、６ｍに配水管、水の勢いを

止める工夫必要／色々な場所での透水性の検討 

3 月 20 日 

 

保存処理専門部会 

〔協議事項〕保存処理調査（報告）／堀切門跡崖面保護対策における今後の進め方 

〔指導確認事項〕 

・堀切門跡地区の凝灰岩壁への含浸薬剤→測定結果から「OH-100」あるいは「サイト SX-RO」な

ど、アルキルシリアート系薬剤（珪酸エチル系）が適当／薬剤の透水性等の検討にあたり１

年を通じての含水率や温湿度データ取得（環境調査の実施）が必要／遺構面での実施を検討

してはどうか／アンカーボルトのように縦方向に薬剤を注入して強度を持たせることも可能

・保護対策全般→保存処理施工箇所あるいは盛土など土木的措置を講じる箇所など、場所によ

る施工を考える必要有り／堀切門跡整備の計画の中で仕分けを行うことが必要 

3 月 21 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 19 年度保存整備事業（報告）／災害復旧（報告）／保存処理専門部会（報告）

／平成 20 年度保存整備事業実施計画 

〔指導確認事項〕 

・発掘調査→本来の姿を推定できる調査が必要 

・道標整備→各道標に同じ航空写真あるいは鳥瞰図を付けたい（事務局）／鳥瞰図であれば道

標位置を起点にするのが望ましい／鳥瞰図でも良いが、鞠智城跡の範囲や構造を説明できる

ものが欲しい／古代道路も表示できれば 

平成 20 

（2008） 

9 月 10 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 20 年度保存整備事業（報告）／木桟道下付近トンネル天井崩落報告／平成 21

年度保存整備事業実施計画 

〔指導確認事項〕 

・平成 20 年度保存整備事業→堀切門跡地区広場（であいの広場）整備（張芝等・四阿・総合案

内板）、道標設置 

・堀切門跡整備→整備設計を先ずやった上で必要なところを調査してはどうか 

・高木植栽→テーブル・ベンチとの組合せで配置の検討を／均等割的に 1 本ずつ離す必要はな

い／木陰をつくる、西日を遮るとか来園者に楽しんでもらう工夫が必要／樹木の根周りの土

質、水周りなどの管理も注意 

2 月 16 日 保存処理専門部会 

〔協議事項〕堀切門跡現地視察（保存処理試験の経過等現地説明）／堀切門跡崖面保護対策に

おける今後の進め方 

〔指導確認事項〕 

・環境調査→平成 21 年度も通年データ取得のため継続／材料及び工法的な検討を踏まえた上で

より具体的なデータを取得する必要有り 

・地形の復元→地表面を周辺の灰土に似せて整形するような手法で地形を復元してはどうか／

城壁裾部から頂部まで完結するような箇所において一部施工も有り 

2 月 17 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 20 年度保存整備事業（現地視察）／平成 21 年度保存整備事業実施計画 

〔指導確認事項〕 

・説明板の設置→受け手側に立って作成／一般的な表現で／イラスト的なものを交えわかりや

すく／ハングル・英語も 

平成 21  

（2009） 

9 月 9 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 21 年度保存整備事業（報告）／平成 22 年度保存整備事業実施計画／緊急経

済対策事業（法面保護） 

〔指導確認事項〕 

・平成 21 年度整備事業→深迫門跡地区広場（張芝等・四阿・テーブル・ベンチ）／堀切門地区

広場（張芝等・防護柵・擬木階段・テーブル・ベンチ）／サイン（解説板・標柱・道標）／

その他城内休養施設（テーブル・ベンチ） 

・緊急経済対策事業→南側土塁地区法面保護工事（南側土塁地区北側斜面・市道部分） 

・出土仏像の取り扱い→現況のレプリカと修理後のレプリカ作成を／レプリカの常設展示を／

Ｘ線に併せてＣＴスキャンを撮っては／含侵処理を十分に行う 

・解説板の設置→各ゾーンのネーミングは統一性を／鼓楼・兵舎・米倉など来園者がわかりや

すいよう具体的な説明を 

・大規模公園計画状況報告→基本構想・基本計画段階で検討委員会に諮る必要があった／教育

委員会の整備計画を受け入れながら進め、計画変更があれば文化庁了解を得る必要有り／山

鹿市が事業申請者で計画区域が広い、補助金の関係もあり鞠智城本体は文化庁、外側につい
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ては国土交通省という形になるのでは（文化庁） 

1 月 26 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 21 年度整備事業の実施／緊急経済対策事業の実施／兵舎屋根改修工事（屋根

改修・建具補修・スロープ設置）／史跡等案内板の設置／鞠智城大規模歴史公園計画につい

て（土木部）／平成 22 年度整備事業実施計画 

1 月 27 日 保存処理専門部会 

〔協議事項〕堀切門跡現地視察（環境調査施行箇所・岩質試験箇所）／環境調査の実施 

〔指導確認事項〕 

・保存処理に係る含浸薬剤→「OH-100」に決定／経過観察のため測色の継続が必要 

・今後の課題→整備方針（グランドデザイン）の検討／日陰など条件の異なる環境下での環境

調査の実施／薬剤塗布箇所のコアリングによる内部評価の実施／水分量の計測など、周辺の

水環境の把握／法面の勾配、高さ及び地質等のデータ取得 

平成 22 

（2010） 

8 月 31 日 第１回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 22 年度保存整備事業の実施／保存処理専門部会（結果報告）／鞠智城大規模

歴史公園計画について（土木部）／平成 23 年度保存整備事業実施計画 

〔指導確認事項〕 

・平成 21 年度繰越事業→堀切門地区広場（張芝等・防護柵・擬木階段・テーブル・ベンチ）／

サイン（解説板・標柱・道標）／その他城内休養施設（テーブル・ベンチ） 

・平成 21 年度安全対策緊急工事→Ａ地区（南側土塁地区北側斜面・市道部分）／Ｂ地区（南側

土塁地区北側斜面） 

・平成 22 年度整備事業→園路、散策路、長者原地区遺構明示の一部透水性舗装／復元建物の補

修→米倉（入口扉付け替え）、板倉（茅葺き屋根葺き替え）／史跡等案内板の設置 

・総合報告書→文化庁「発掘調査のてびき－整理・報告書編」を参考に作成すること 

・大規模歴史公園計画→史跡地内については保存整備検討委員会意見を十分尊重し反映させる

（土木部） 

・仏像展示→国の重要文化財と同様の取扱い必要 

2 月 15 日 第２回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 22 年度整備事業（報告）／平成 23 年度整備事業実施計画／整備報告書 

〔指導確認事項〕 

・整備報告書→復元建物の協議内容についてしっかりまとめること／堀切門の崖面保護対策（調

査）も含める／当時の検討委員にも意見を聴取すること 

2 月 16 日 保存処理専門部会 

〔協議事項〕環境調査の経過／平成 23 年度環境調査の実施 

〔指導確認事項〕 

・珪酸エチル系の樹脂（OH-100）による保存処理施工時のデータ収集／施工後の公開イメージ

を提示するための最低限必要なデータのさらなる収集。 

・冬季における土中温度、凍結時期と凍結深度の特定／春季～秋季における薬剤の含浸に理想

的な土中温度と深度の特定。 

・測色については、季節変化、経年変化の有無を記録し、経年変化の場合、それが劣化の兆候

か、単に色の変化なのか原因を特定。／その変化した色調が、公開活用の計画上許容できる

範囲かを検証。 

平成 23 

（2011） 

8 月 2 日 第 1 回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕平成 23 年度整備事業の実施／整備報告書／平成 24 年度整備事業の実施計画 

〔指導確認事項〕 

・平成 23 年度整備事業の実施→広場整備（張芝・木製防護柵・テーブル・ベンチ）、散策路、

景観保全工事、道標／遺構明示部分にも説明板の設置が望ましい／広場等管理しやすい方策

の検討必要（芝の種類、防根シート、植生など）／散策路はコース・所用時間等がわかりや

すい方策を 

・整備報告書→これまでの整備事業を総括する報告書作成／項目案、今後のスケジュール説明

・平成 24 年度整備事業実施計画→崖面安定工事、長者山展望広場転落防止柵設置等／防止柵は

デザイン・材料・方法等できるだけ目立たないよう配慮を 

2 月 23 日 

 

第 2 回鞠智城跡保存整備検討委員会 

〔協議事項〕 平成 23 年度事業の経過（報告）／整備報告書／平成 24 年度事業(特別研究募集

 を含む） 

〔指導確認事項〕 

・平成 23 年度事業の経過→芝生管理（経費も含め）の課題／管理主体を今後どうするか検討を

・整備報告書→復元経緯がわかるような記載を／基本設計図と竣工図を掲載すれば比較しやす

い／予算額、出処がわかる表を／今後の維持管理も課題であり管理主体の整理も必要／維持

管理について文化庁補助が活用できないか／時期区分は大宰府との関係を考慮する必要／礎

石の出現については過渡期についても配慮を／ゆるやかな公園計画とのリンクを／建物の耐

用年数も含め維持管理計画の記載を 
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第２節 史跡の指定 

（１）史跡指定に至るまでの経緯 

鞠智城跡は官撰の歴史書に登場する重要な遺跡でありながら、その所在は長らく不明のままであり、昭和に入

ってその位置が確定されたことは先述のとおりである（第２章第１節）。昭和 33（1958）年 12 月 18 日付けで遺

構の一部が「伝鞠智城跡」として熊本県の史跡に指定されて以降、熊本県教育委員会による本格的な発掘調査を

経て昭和 51（1976）年 8月 24 日付けで「伝鞠智城跡」から「鞠智城跡」に指定名称が変更された。 

こうした経緯のなか、昭和 55（1980）年度の第６次調査から史跡指定に向けた文化庁国庫補助事業による重要

確認調査が継続的に行われるようになるが、史跡指定の取り組みが本格化するのが、それから 21 年経過した平成

13（2001）年度のことであった。これは、城域が確定すると共に、城域 55ha のうち 43ha を公有化できたことに

よるもので、平成 14（2002）年３月に策定した第２次基本計画で、平成 15（2003）年度中に指定を目指すことが

掲げられた。 

平成 14（2002）年７月に文化庁と史跡指定に係る協議を行い、史跡予定地内の地権者に対して説明会を実施し

た。同年 10～12 月に史跡予定地内の地権者が所在する山鹿市菊鹿町（旧菊鹿町）米原区、菊池市木野堀切区との

会合を重ね、合意を得た上で、史跡指定に係る同意書の集団調印式が平成 15（2003）年１月に堀切区、同年２月

に米原区で実施された。同年３月に文化庁と史跡指定の申請に係る事前協議が行われ、６月に文化庁による現地

調査が行われ、７月４日に文化庁へ史跡指定に係る申請書を提出した。 

同年 11 月 21 日に文部科学省文化審議会（高階秀爾会長（当時））は遺構等の保存状況も良好であり、同時期・

同種の物件である大野城跡・基肄城跡と並び重要な遺跡であるとして、「鞠智城跡」を史跡に指定するよう河村

建夫文部科学大臣（当時）に答申を行い、平成 16（2004）年 2 月 27 日付け官報告示（文部科学省告示第 26 号）

により国史跡の指定を受けるにいたった。 

 

（２）史跡の指定範囲 

史跡の指定範囲は熊本県山鹿市及び同菊池市木野に位置する総面積 648,021.04 ㎡の 590 筆に及ぶ。このなかに

は民有地約 17ha と町道、農道、里道、水路、河川が含まれている。なお、その内訳は下表のとおりである。 

 

第10表 国指定区域の内訳 

項目  筆数 面積（㎡） 割合（%）

民有地  203 169,515.54 26.16

公有地 

山鹿市 14 10,499.00 1.62

熊本県 320 435,487.91 67.2

財務省・内務省 3 311.00 0.05

里道 
山鹿市 28 24,395.11 3.77

国土交通省 17 5,643.64 0.87

水路・河川 
山鹿市 3 1,440.47 0.22

国土交通省 2 728.37 0.11

        合 計  590 648,021.04 100.00

 

※ 地権者数 183 名 未同意 墓地 1筆（194 ㎡） 
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第 37 図 史跡指定範囲図 

 

 

 

 

 

 

図中の　　は国指定範囲を表す。

第37図　史跡指定範囲図
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資料２   

公    示 

 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 69 条第１項の規定により、１に掲げる記念物を２によって史跡に

指定します。 

 平成 16 年２月 27 日 

文部科学大臣 河村建夫 

記 

１（１）名称      鞠智城跡 

 （２）所在地及び地域 官報告示写しのとおり 

２（１）指定理由 

   ア 基準     特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準（昭和 26 年文化財保護委員

会告示第２号）史跡の部２ 

   イ 説明      鞠智城跡は、７世紀代の東アジア情勢緊迫化の中で、大和朝廷が大宰府防衛のため

に築いた朝鮮式山城のひとつと考えられ、『続日本紀』等の国史にも記録が見られる。

掘立柱建物や八角形建物等の遺構が良好に遺り、大野城、基肄城と並ぶ重要な遺跡で

ある。 

 （２）官報告示    平成 16 年２月 27 日付け 

            文部科学省告示第 26 号 

 

資料３ 

文部科学省告示第 26 号 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 69 条第 1 項の規定により、次の表に掲げる記念物を史跡に指定する。 

  平成 16 年 2 月 27 日 

                                    文部科学大臣 河村 建夫 

 

名称 所在地 地域 

鞠智城跡 
 
 
 
 
 
 

熊本県菊池市木野字堀切 
 

同    字大堀切 
 

   同    字深迫 
 
熊本県鹿本郡菊鹿町大字米原

字三枝 
 
 
 同 大字米原字上原 
 
 
 
 
 

1620 番、1625 番 1、1625 番 2、1625 番 3 

 

1775 番 1、1784 番 

 

1901 番 

 

424 番、425 番 1、425 番 2、431 番 1、431 番 2、432 番、433 番、

434 番、436 番 1、436 番 2、437 番 2、438 番、439 番 1、439 番 2、

439 番 3、440 番、440 番 1、442 番、443 番 1 

 

444 番 4、444 番 5、445 番 3、447 番 3、449 番 4、449 番 5、449

番 6，451 番 2、451 番 3、451 番 4、451 番 5、451 番 6、451 番 7、

451 番 8、451 番 9、451 番 10、451 番 11，451 番 12、451 番 13、

451 番 14、451 番 15、451 番 16、451 番 17、451 番 18、451 番 19、

452 番 2、452 番 3、452 番 4、452 番 5、452 番 6、452 番 7、452

番 8、452 番 9、455 番 3、459 番 1、459 番 2、461 番 1、461 番 3、
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同 大字米原字長者原 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同 大字米原字飛渡 
 
 
 
 
 
 同 大字米原字屋敷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同 大字米原字上野田 
 
 
 同 大字米原字下野田 
  
同 大字米原字矢倉 

461 番 4、461 番 5、469 番、470 番、473 番、476 番、477 番、479

番、480 番、482 番、483 番、484 番、485 番、486 番 3、487 番 4、

495 番 4、496 番 4 

 

497 番 1、498 番 1、499 番、500 番、501 番 1、501 番 2、502 番 1、

502 番 4、503 番 1、504 番、505 番 1、505 番 2、505 番 3、506 番、

507 番 1、507 番 2、508 番、509 番、510 番、511 番 1、511 番 2、

512 番、524 番、515 番、518 番、519 番 1、519 番 2、521 番 1、521

番 2、522 番、523 番、524 番 1、524 番 2、525 番 1、525 番 2、525

番 3、525 番 4、525 番 5、525 番 6、528 番 1、528 番 2、529 番、

530 番、531 番 1、531 番 2、531 番 3、531 番 4、534 番、537 番、

537 番、539 番、540 番、542 番、543 番、544 番、545 番、546 番、

547 番、550 番、552 番、553 番 1、553 番 2、556 番、558 番、559

番 1、560 番、561 番、562 番、563 番、564 番、565 番、566 番、

567 番、569 番、570 番、572 番、576 番、577 番 2、578 番 1、578

番 2、578 番 3、579 番、580 番、581 番 1、581 番 2、582 番 1、582

番 2、 

 

584 番、586 番、588 番、590 番、591 番、595 番、596 番、597 番、

598 番 1、598 番 2、598 番 3、598 番 4、599 番、600 番、601 番、

602 番、603 番、604 番、606 番、607 番、608 番 1、608 番 2、608

番 3、609 番 1、609 番 2、610 番、611 番、614 番、617 番、626 番

1、627 番、628 番、629 番、630 番、631 番 1、632 番 

 

633 番 1、634 番 1、635 番 1、635 番 4、635 番 5、636 番、637 番、

638 番、639 番、640 番、641 番、643 番、644 番 1、644 番 2、645

番 1、645 番 2、646 番 1、646 番 2、648 番 1、648 番 2、650 番 1、

650 番 2、652 番 1、652 番 2、654 番、655 番、658 番 1、658 番 3、

659 番 1、660 番、661 番、662 番、663 番、664 番、665 番、666

番、667 番、668 番 1、668 番 2、669 番、670 番、671 番 1、674 番

1、675 番、677 番 1、677 番 2、680 番、681 番、682 番、683 番 1、

683 番 2、685 番、686 番 1、686 番 2、686 番 3、687 番、687 番 1、

688 番 1、689 番 1、689 番 2、692 番、693 番 1、694 番 1、694 番 2、

694 番 4、695 番、696 番 1、696 番 2、696 番 4、698 番、699 番、

700 番、701 番 1、701 番 3、702 番 1、702 番 2、704 番、705 番 1、

705 番 2、706 番、707 番、708 番 1、708 番 2、710 番 1、710 番 2、

713 番 1、713 番 3、714 番、716 番、717 番、718 番、719 番、720

番 1、720 番 2、723 番、724 番 1、724 番 2、725 番 1、726 番 1、

728 番、729 番、730 番 2、733 番、737 番 1、737 番 3、737 番 4、

738 番 1、742 番、743 番 1、743 番 2、743 番 3、743 番 4、745 番、

746 番、747 番、749 番、750 番 1、750 番 3、751 番 1、752 番、752

番 1、754 番 

 

816 番、817 番、821 番、822 番、823 番、824 番、825 番 2、828

番 1、828 番 2、828 番 3 

 

829 番、831 番、832 番 1、833 番 1、836 番 1、838 番 1、840 番 

 

880 番、881 番、881 番 1、882 番 1、883 番 1、883 番 3 
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同 大字米原字蛙石 

  
同 大字木野字北上永田 

  
同 大字木野字芳の浦 

 
  
 
同 大字木野字堂の下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同 木野字池の尾 
 
 
 
 
 
 
 
 同 大字木野字長者山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同 大字木野字蛙石 
 
 同 大字木野字塩井川 
 
 
 

 

1163 番 2、1163 番 5、1165 番 

 

1068 番、1069 番、1071 番、1072 番、1074 番 

 

1093 番 2、1094 番 2、1094 番 3、1095 番、1096 番、1097 番、1098

番、1104 番、1106 番、1107 番、1108 番、1109 番、1110 番、1111

番 

 

1914 番、1915 番 1、1915 番 2、1916 番、1917 番、1918 番、1921

番 2、1921 番 3、1921 番 4、1921 番 5、1921 番 6、1921 番 7、1922

番、1923 番、1924 番 1、1925 番、1927 番 1、1928 番、1929 番、

1930 番、1932 番 1、1933 番 1、1934 番、1935 番、1941 番 1、1941

番 2、1941 番 3、1942 番、1944 番 1、1944 番 2、1945 番、1946 番、

1947 番 2、1948 番、1951 番 1、1951 番 2、1952 番、1953 番、1954

番、1955 番、1956 番、1961 番、1962 番、1963 番 1、1963 番 2、

1966 番 2、1966 番 3、1966 番 4、1966 番 5、1971 番 1、1971 番 2、

1972 番 1、1972 番 2、1973 番、1974 番、1975 番 1、1975 番 2、1976

番、1977 番、1978 番、1981 番、1982 番、1984 番、1985 番、1986

番 1、1986 番 2 

 

1987 番、1988 番、1989 番 1、1990 番、1991 番、1992 番、1993 番、

1994 番、1996 番、1997 番、1998 番、1999 番 1、2001 番、2002 番、

2003 番、2004 番、2005 番、2006 番、2007 番、2008 番、2009 番、

2011 番 2、2011 番 3、2011 番 4、2011 番 5、2011 番 6、2011 番 7、

2011 番 8、2011 番 9、2017 番 2、2017 番 3、2017 番 4、2017 番 5、

2017 番 6、2017 番 7、2017 番 8、2017 番 9、2017 番 10、2017 番

11、2017 番 12 

 

2027 番、2028 番 1、2028 番 2、2029 番、2030 番、2031 番、2032

番、2034 番、2035 番、2037 番、2038 番、2039 番、2041 番、2042

番、2042 番 1、2043 番 1、2043 番 2、2044 番、2046 番、2047 番 2、

2049 番、2051 番、2052 番、2053 番、2054 番、2055 番、2056 番、

2057 番，2060 番、2062 番、2063 番、2065 番、2066 番、2067 番、

2068 番、2069 番、2070 番、2071 番、2072 番、2073 番、2074 番、

2075 番、2076 番、2077 番、2078 番、2079 番、2080 番、2081 番、

2082 番 1、2082 番 2、2083 番 1、2083 番 2、2083 番 3、2083 番 4、

2084 番 1、2084 番 3 

 

2102 番、2105 番、2107 番 

 

2215 番 2、2217 番、2218 番、2219 番 

 

右の地域に介在する道路敷及び水路敷、熊本県菊池市木野字堀切

1625 番 1 と同字大堀切 1780 番に挟まれる道路敷、熊本県鹿本郡菊

鹿町大字米原字長者原 549 番に接する道路敷、同大字米原字屋敷

735 番に接する道路敷を含む。 
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第３節 鞠智城跡保存整備基本構想の策定 

 平成５（1993）年 10 月、鞠智城跡の恒久的保存及びその活用を図ることを目的として、関連各分野の学術経験

者の指導により鞠智城跡保存整備基本構想（以下、「基本構想」という）を次のとおり策定した。 

 

（１）基本構想策定の目的 

 日本を代表する古代山城の鞠智城跡を熊本県の誇りうる文化遺産として保存し、かつ、歴史上から長く忘れ去

られていた鞠智城を現在に蘇らせるべく整備し、県民はもとより広く国民に公開し、鞠智城のもつ本来の価値を

引き出すことで文化財の活用を図るとともに、ひいては地域のシンボルとして歴史・文化遺産を核とした地域づ

くりに寄与することを目的とした。 

 

（２）保存整備の方向性 

基本構想では、鞠智城跡の位置づけや保存整備の意義を踏まえながら、それを具現化するための保存整備の基

本的な考え方を次のとおり設定した。 

ア 鞠智城跡の位置づけ 

（ア）高い歴史的、文化的価値を有する文化財 

・古代史上、最も激動の時期といわれる天智期（７世紀後半）に築造された数少ない古代山城。 

・他の古代山城との関係や性格を知る上で重要な遺跡。 

・八角形建物跡を有する貴重な遺跡。 

・朝鮮半島や大陸との交流を知り、また、古代東アジアの国際情勢を解明する上で重要な遺跡。 

・地域の歴史や文化を解明するに不可欠な遺跡。 

・歴史学、考古学、建築学等、学術的に見ても重要な文化財。 

（イ）熊本県を代表する歴史的、文化的資源 

熊本県内で唯一の古代山城であり、大宰府の管轄下にあった６城のうちのひとつとして、数多い熊本県下の文

化遺産の中でも、全国一の数を誇る装飾古墳等とともに、熊本県の核となる歴史的、文化的資源である。 

（ウ）地域づくりに不可欠な資源 

熊本県北部地域の魅力ある 21 世紀の地域づくりに向けて、地域基盤施設としての歴史公園整備や、観光施設整

備等にとって欠くことのできない資源である。 

イ 保存整備の意義 

（ア）貴重な文化財としての適正な保存による後世への継承 

学術的にみて高い価値を有する遺跡である鞠智城跡を国民共有の財産として保存・整備し、後世へ受け継いで

いくことは、極めて重要なことである。 

（イ）遺構の解明による文化財としての価値の顕在化 

 鞠智城跡はそれを残した地域や、人々の生活、文化、あるいは朝鮮半島をはじめ東アジアとの交流を知り、わ

が国の歴史や文化を正しく理解するために欠くことのできないものである。 

 したがって、その遺構の解明に努め、保存・整備により史跡のもつ本来の価値を引き出し、人々に知ってもら

い、理解してもらうことは意義のあることである。 

（ウ）上位計画の実践として地域づくりへの貢献 

 鞠智城跡は 21 世紀を目指しての県北部の地域づくりにとって欠くことのできない資源である。そして、県の上

位計画においてもそのことはうたわれており、鞠智城跡の保存・整備は主要な施策の実践であり、地域づくりに
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第３節 鞠智城跡保存整備基本構想の策定 

 平成５（1993）年 10 月、鞠智城跡の恒久的保存及びその活用を図ることを目的として、関連各分野の学術経験

者の指導により鞠智城跡保存整備基本構想（以下、「基本構想」という）を次のとおり策定した。 

 

（１）基本構想策定の目的 

 日本を代表する古代山城の鞠智城跡を熊本県の誇りうる文化遺産として保存し、かつ、歴史上から長く忘れ去

られていた鞠智城を現在に蘇らせるべく整備し、県民はもとより広く国民に公開し、鞠智城のもつ本来の価値を

引き出すことで文化財の活用を図るとともに、ひいては地域のシンボルとして歴史・文化遺産を核とした地域づ

くりに寄与することを目的とした。 

 

（２）保存整備の方向性 

基本構想では、鞠智城跡の位置づけや保存整備の意義を踏まえながら、それを具現化するための保存整備の基

本的な考え方を次のとおり設定した。 

ア 鞠智城跡の位置づけ 

（ア）高い歴史的、文化的価値を有する文化財 

・古代史上、最も激動の時期といわれる天智期（７世紀後半）に築造された数少ない古代山城。 

・他の古代山城との関係や性格を知る上で重要な遺跡。 

・八角形建物跡を有する貴重な遺跡。 

・朝鮮半島や大陸との交流を知り、また、古代東アジアの国際情勢を解明する上で重要な遺跡。 

・地域の歴史や文化を解明するに不可欠な遺跡。 

・歴史学、考古学、建築学等、学術的に見ても重要な文化財。 

（イ）熊本県を代表する歴史的、文化的資源 

熊本県内で唯一の古代山城であり、大宰府の管轄下にあった６城のうちのひとつとして、数多い熊本県下の文

化遺産の中でも、全国一の数を誇る装飾古墳等とともに、熊本県の核となる歴史的、文化的資源である。 

（ウ）地域づくりに不可欠な資源 

熊本県北部地域の魅力ある 21 世紀の地域づくりに向けて、地域基盤施設としての歴史公園整備や、観光施設整

備等にとって欠くことのできない資源である。 

イ 保存整備の意義 

（ア）貴重な文化財としての適正な保存による後世への継承 

学術的にみて高い価値を有する遺跡である鞠智城跡を国民共有の財産として保存・整備し、後世へ受け継いで

いくことは、極めて重要なことである。 

（イ）遺構の解明による文化財としての価値の顕在化 

 鞠智城跡はそれを残した地域や、人々の生活、文化、あるいは朝鮮半島をはじめ東アジアとの交流を知り、わ

が国の歴史や文化を正しく理解するために欠くことのできないものである。 

 したがって、その遺構の解明に努め、保存・整備により史跡のもつ本来の価値を引き出し、人々に知ってもら

い、理解してもらうことは意義のあることである。 

（ウ）上位計画の実践として地域づくりへの貢献 

 鞠智城跡は 21 世紀を目指しての県北部の地域づくりにとって欠くことのできない資源である。そして、県の上

位計画においてもそのことはうたわれており、鞠智城跡の保存・整備は主要な施策の実践であり、地域づくりに
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貢献することは意義のあることである。 

ウ 保存整備の基本的考え方 

（ア）基本的方針 

鞠智城跡はその外郭地区で面積約 120ha を有し、また、確認されている遺構の分布状況や現況土地利用におい

て各地区で差異がある。遺構を保存し、調査等により遺構を解明し、整備していく上で、この広大な面積全てを

まんべんなく保存整備していくことは不可能に近いため、鞠智城跡のもつ地区毎の特性に応じた保存整備を行う

ことが常識的である。このため、鞠智城跡をいくつかの地区（ゾーン）に区分し、その地区毎に応じた保存整備

を考えていくことを基本方針とする。 

（イ）地区区分（ゾーニング）の手法 

鞠智城跡の保存整備に向けての地区区分（ゾーニング）の手法としては、空間の性格を特徴づける遺構の分布

状況、地形、土地利用、関連計画等を考慮して行うことにする。 

 

（３）ゾーニング及びゾーン別整備方針 

鞠智城跡の敷地条件を考慮し、鞠智城跡を以下のようにゾーニングし、それぞれの保存整備方針を次のとおり

定めた。 

 

第 11 表 ゾーン別整備方針（基本構想） 

ゾーン名称 特性等 保存整備方針 

 外郭地区 内郭地区の北側・西側を中心に取り囲む地区

で、比較的緩やかな斜面地形で、農地、樹林地

である。 

内郭地区を支える地区として、将来において

史跡指定を図り、今後も遺構の保存解明を図

りつつ現況の土地利用や地形を改変せず歴史

的風土景観の保全に努める。 

 内郭地区      将来において全域の史跡指定を図り、遺構の

保存、解明を行う。 

西部土塁地区 

（約 13.2ha） 

城跡の中心部の西側に連なる尾根及び斜面地

で、尾根部は比較的周辺への眺望もよく、土塁

遺構があり、シャカンドン、スズミガゴショ、

灰塚の地名が残る。斜面地は概ね樹林地でこれ

といった遺構は確認されていないが、尾根部と

一体となった地形として捉えられる。 

遺構の解明を行うとともに土塁等の遺構の保

存を図り、必要に応じ園路や展望所を設置す

る。 

中央谷部地区 

（約 4.3ha） 

谷地形となり、農地として利用されている。地

形等から見て、遺構の存在する可能性は低い。

今後の遺構の解明を進めて行くとともに遺構

の保存に努める。 

必要に応じ、園路や便益、休養施設あるいは

遺構の解説施設等を整備する。 

集落地区 

（約 5.5ha） 

平坦地で、米原集落が立地する。中央を南北に

町道が走る。伝説や地名が残る他、集落内に礎

石と見られる巨石が散在する。 

原則的に現況の土地利用を改変せず、歴史的

風土景観にふさわしい修景整備を行ってい

く。 

上原地区 

（約 2.8ha） 

町道東側の平坦地で、主として農地となってい

る。遺構は後世の耕作等により削平されたと思

われるところもある。農業基盤整備事業の計画

がある。 

遺構の解明を図るとともに、遺構の保存に努

め、今後とも史跡地としてふさわしい修景整

備を行う。 

長者原地区 

（約 6.5ha） 

町道西側の平坦部で、ほとんどが農地である

が、牛舎等の建物や墓地等も立地する。一部迫

地形がみられる。 

八角形建物や数多くの礎石群や建物跡の遺構

が確認されている。 

遺構の解明・保存に努めるとともに、十分な

資料に基づき、遺構の復原整備を図るなど積

極的に整備活用を行う。 

南部谷部地区 

（約 8.7ha） 

現況は農地で、農業基盤整備事業の計画があ

る。 

原則的に遺構の解明と保存に努め、史跡地に

ふさわしい修景整備を行う。 

南部門礎石地区 

（約 10.0ha） 

地形は急峻であるが、石垣や門礎石の遺構が確

認されている。 

現存する門礎石や土塁の保存整備及び復元を

図るとともに、現況の地形や自然を保全し、

修景整備を行う。 

必要に応じ、園路等の整備を行う。 
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第 38 図 ゾーニング図（基本構想） 

（４）基本構想 

 保存整備の基本的な考え方を踏まえ、各分野の保存整備の基本方針及び整備すべき主要施設について、次のよ

うに設定した。 

中央谷部地区

集落地区

上原地区

長者原地区

西部土塁地区

南部谷部地区

南部門礎地区

第38図　ゾーニング図（基本構想）
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中央谷部地区

集落地区

上原地区

長者原地区

西部土塁地区

南部谷部地区

南部門礎地区

第38図　ゾーニング図（基本構想）
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ア 基本方針 

（ア）遺構整備方針 

鞠智城跡の主な遺構として、建物跡、門礎石、土塁、石垣などが確認されている。このほかにも井戸などの存

在が想定される。これら遺構は、米原台地上及び周辺域に広く分布するが、調査により明らかになった遺構は保

存に努めるとともに必要な整備を行う。その整備手法については、各遺構の性格、特性に鑑み、またゾーン毎の

整備方針に応じて適切な手法を用いるものとする。 

（イ）造成方針 

鞠智城跡の中心となる米原地区は主に農地、集落として利用されている。発掘調査等により鞠智城に関連する

遺構のほか、鞠智城以前や中世、近世の遺物や遺構が検出されており、廃城後も人々の営みが続けられていたこ

とが確認されており、中世に一部大きく造成されているところも見受けられる。 

整備にあたっては、遺構の保護に努めるため原則として切土は行わず、大規模な地形の改変は行わないものと

するが、後世の耕作等による明らかな改変箇所については、調査に基づき往時の地形の復元に努める。また、崖

面等の崩落危険箇所については適切な防災処置を施すものとするが、周辺景観に違和感のない工法を用いるもの

とする。なお、工事及び整備後の雨水排水には十分配慮するものとする。 

（ウ）施設整備方針 

鞠智城跡の理解を深め、より身近な文化財として利用してもらうために、学習、解説施設を設置するとともに、

利用者のための休養、便益施設を導入する。さらに、来訪者の円滑な利用を促すために安全管理施設、誘導施設

等の整備も図る。なお、これらの施設については景観に配慮し、位置、規模、形状、色彩、素材等についても十

分検討する。 

  学習施設・・・・・・遺構復元・明示施設、展示・解説機能施設 

  休養、便益施設・・・広場施設、園地施設、休憩所、四阿、ベンチ、便所、駐車場、駐輪場等 

  安全管理施設・・・・柵、車止め、照明灯等 

  誘導施設・・・・・・案内板、道標、園路等 

（エ）動線整備方針 

ａ 周辺からのアクセス 

現在の鞠智城跡へのアクセスとしては、鞠智城跡中心部を縦断する町道稗方・立徳線にアプローチする北方、

及び南方からの２ヶ所がその主なものである。 

熊本市中心部からのアクセスとしては、国道 387 号、主要地方道菊池・鹿北線を経て先の町道へ取り付き、城

跡の南方からアプローチすることができる。また、広域圏及び北方の福岡市方面からのアクセスでは、国道３号

又は九州自動車道の菊水 IＣから、国道 325 号を東進し、県道熊本・菊鹿線を北上して、県道鹿本・松尾線を経

て先の町道に北からアプローチすることができる。このように南方及び北方からのアクセスがあるが、城域内の

主な自動車動線はこれら南北動線に連絡する町道に収束されるため、この町道に接し主要エントランスを設ける

ものとする。 

 ｂ 計画地内動線 

計画地域内は町道稗方・立徳線が縦断するのをはじめ、南部の崖下の木野地区を市道稗方・堀切線が東西に走

っている程度で、他は集落内や農地内の里道となっている。縦断する町道は通過交通量が多いだけでなく、遺跡

を分断する形で走っており、鞠智城跡の整備にあたって大きなネックとなっている。特に町道が東西方面から南

北方向にカーブし、米原集落を抜ける部分は城跡の中心部であったと思われる遺構が道の西側に集中しており、

なかでも２棟の八角形建物跡は、ほとんど道路に接する形で検出されている。よって、地域住民の安全性や遺構

の保存整備による活用上もこの中心動線となる町道の一部付け替え等も今後検討するものとする。なお、この町
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道は整備後も主動線として、城内管理用道路も兼ねた園路として活用する。また、この主動線にとりつく副動線

を設け、城跡内の回遊、遺構間の連絡及び散策ができるようにする。 

 

イ 主要施設概要 

 基本構想に位置づけた主要施設の概要については、下表のとおりである。 

第 12 表 主要施設一覧 

 ゾーン名称 名  称 規模等 概   要 

中央谷部地区 中央エントランス広場 約 5,200 ㎡ 計画地への主要入口、駐車場（3,000 ㎡）を有するガイダ

ンス施設への玄関口となる。案内板等の設置。 

北エントランス広場 約 3,200 ㎡ 計画地北側からの入口広場、大型バス専用の駐車場（約

1,400 ㎡）や便所等、休養、便益施設を有する。案内板等

の設置。 

ガイダンス施設 延床 

約 1,100 ㎡ 

鞠智城跡の歴史的背景等を解説する施設、展示室、ガイダ

ンス室、案内コーナー、事務室、便所等を有する。 

研修広場 約 11,500 ㎡ ガイダンス施設前の屋外での学習、集会、研修等活動に利

用する広場。 

多目的広場 約 11,300 ㎡ 修景地や疎林、せせらぎ水路等を有する広場。休憩、集い、

軽スポーツ等に利用。四阿等を設置する。修景地は調整池

を兼ねる。 

長者井戸 約 400 ㎡ 遺構である長者井戸の修復整備。 

解説板等の設置。 

長者原地区 遺構復元明示広場 約 65,200 ㎡ 八角形建物や礎石・掘立柱建物の復元施設や遺構の規模等

を明示した遺構明示施設、礎石等実物を露出展示した遺構

の露出展示施設等を整備公開した広場。 

各遺構の解説板、名称板の他、四阿、ベンチ等を設置する。

西部土塁地区 展望所 7 ヶ所 灰塚、スズミガゴショ等自然地形や遺構等を活用した展望

所を有する。適宜ベンチ等設置。 

土塁 約 800ｍ 土塁遺構の保存修復明示施設。 

土塁沿いには園路を設置。 

南部門礎石地区 門礎 3 ヶ所 池ノ尾門、堀切門、深迫門の３ヶ所の門礎石及び周辺を整

備。堀切門、深迫門は実物大復元施設として活用する。解

説板等を設置。 

池ノ尾門は西側からのエントランス空間として位置付け

る。案内板等も設置する。 

石垣 2 ヶ所 馬こかしの石垣、三枝の石垣を修復整備し展示する。解説

板等の設置。 

土塁 約 350ｍ 土塁遺構の保存修復明示施設。 

土塁沿いには園路設置。 

東エントランス広場 約 3,400 ㎡ 計画地東側からの入口広場、便所等休養、便益施設及び案

内板等の設置。 

その他 主要幹線道路 約 1,300ｍ 管理用緊急車両通行可能な道路。 

一般園路 約 2,400ｍ 既存の地道、古道等を活用した歩行者専用の園路。各施設

間を連絡する。適宜階段設置。 
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第 39 図 基本構想平面図 
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第 40 図 鞠智城跡整備鳥瞰図 
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第 41 図　長者原地区（八角形建物周辺）復元施設イメージスケッチ

第 42 図　長者原地区（倉庫）復元施設イメージスケッチ



― 85 ―

第 43 図　南部門礎地区（堀切門跡周辺）整備イメージスケッチ

第 44 図　西部土塁地区（灰塚展望所）整備イメージスケッチ



― 86 ― - 86 -

（５）事業実施に向けての課題 

 鞠智城跡の保存整備にあたって、次のような課題が挙げられた。 

ア 史跡指定化 

我が国の歴史を正しく理解するのみならず東アジア史を解明する上でも重要な遺跡であり、早急な保護を図り

後世に継承していくために史跡指定化を図る必要がある。 

 イ 用地の公有化 

鞠智城跡はそのほとんどが民有地であるため、遺跡の恒久的保存、継承のために保存及び整備範囲の設定と公

有化を図る必要がある。 

 ウ 周辺住民との協調 

鞠智城跡地内には米原集落及び南に木野集落がある。これら周辺住民にとって鞠智城跡は地域の誇るべき文化

遺産である一方、営々とそこに生活の糧を見いだしてきた重要な生産基盤となる土地であり、また生活の場所で

ある。これら地域住民の遺跡に対しての理解と保存整備に対するコンセンサスをとり、整備に向けての協力を得

る必要がある。 

 エ 遺跡を分断する町道 

鞠智城跡中心部を町道が縦断し、遺跡を分断する形となっているため、遺跡の保存と活用のために町道の付け

替えの対策、検討が必要である。 

 オ 崩落しやすい地形 

山城選定の条件の一つともなったと思われる鞠智城跡の地形は、崖や丘陵の尾根によって自然の要害となって

いるが、崖面は崩落しやすく土砂流出防備保安林に指定されているところもある。これらの危険防止対策が必要

である。 

 カ 周辺開発計画との早急な調整 

計画地内の平坦地の多くは農地であり、農業基盤整備事業等の農業関連の開発計画が持ち上がっている。これ

ら諸計画との早急な調整が必要である。 

 キ 文化財に調和した景観形成 

計画地内のみならず周辺域においても遺跡と調和した景観の形成を図るよう努める必要がある。 

 

第４節 鞠智城跡保存整備基本計画の策定 

平成５（1993）年度に策定された基本構想では、保存整備の方向性及び保存整備の基本的な考え方を策定し、

それらを踏まえ、保存整備に係る基本方針を設定した。その基本方針は、「遺構整備方針」、「造成方針」、「施設整

備方針」、「動線整備方針」の４つの方針からなるもので、その基本構想に基づく鞠智城跡の保存整備を着実に推

進するため、平成６（1994）年 10 月に「鞠智城跡保存整備基本計画」（当計画は平成 14 年３月に第２次鞠智城跡

保存整備基本計画を策定したことにより、以下、「第 1 次基本計画」という。）を次のとおり策定した。 

（１）計画の枠組 

ア 計画の対象範囲 

計画の対象区域は内城区域とその周辺を含む城域とし、米原台地の上面域を中心に、土塁線－崖線－３つの城

門によって囲繞される面積約 55ha を内城区域、内城区域に西の「大門」口と米原台地を取り巻く迫地や深谷を加

えた面積約 120ha を外縁区域と位置づけ、将来、この範囲について史跡指定化を図るものとした。なお、城域の

未確定や遺構等の可能性、景観的な一体性から、外縁区域の周辺域も今後必要に応じて対象区域に取りこむこと

が想定されたため、対象区域は可変性を有するものとした。また、当面の事業は、遺構の分布が明らかで、かつ

その保存と整備が急がれる内城区域の保存整備を優先することとしたが、内城区域において既存集落が立地する
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集落地区、地域における営農意欲が強い上原地区及び池ノ尾地区は事業区域から除外するものとした。事業区域

面積は約 45ha であり、この区域については公有化を図るものとした。 

イ 事業期間 

早期の遺構等文化財の保存と整備が望まれる内城区域の保存整備に係る事業期間は、平成７年度から平成 13

年度の７ヶ年を目途とする。なお、内城区域を除く計画地については、可能な限り内城区域と併行して事業を推

進するものとする。 

ウ 事業主体 

内城区域の事業は、事業対象地区が２行政区（当時の鹿本郡菊鹿町、菊池市）にまたがることや遺跡の重要性

など全国的事例を鑑み、熊本県が事業主体となり、関係自治体及び関連機関の協力を仰ぐものとする。なお、外

縁区域の事業は関係自治体及び関連機関が主体となり事業を推進するものとする。 

 

第 45 図 事業区域図 第 45 図　事業区域図
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（２）ゾーニング及びゾーン別保存整備方針 

基本構想におけるゾーニング及びゾーン別保存整備方針を踏まえ、計画地を７地区に地区区分し、各地区の特

性を踏まえ、計画地の保存整備の基本的考え方を具現化するため下表のとおりゾーン別保存整備方針を設定した。 

 

第 13 表 ゾーン別整備方針（第１次基本計画） 

名称 地区 現況 保存整備方針 

建物跡群

保存整備

ゾーン 

長者原地区 

（9.5ha） 

町道西側の平坦地で、南側一帯は平坦地で、北側は北へ緩や

かに傾斜する谷地形となっている。西には長者山と呼ばれる

小高い丘（平地との比高差約 8.0ｍ）がある。現在はほとん

ど農地として利用され、長者山は牛舎や墓地域となってい

る。当地区からは現在 49 棟の建物跡が検出されており、鞠

智城跡の中で最も遺構密度が高く、中には古代山城としては

日本で唯一の八角形建物跡も検出されている。 

遺構の全容の解明に努めるとと

もに、十分な資料に基づき遺構の

保存を前提とし、遺構の復元整備

を図るなど積極的に整備活用を

行う。また、可能な限り往時の地

形の復元にも努める。 

土塁散策

展望ゾー

ン 

土塁地区 

（19.6ha） 

米原台地の西、北稜線及び周縁斜面地で、尾根線沿いには人

工的に地形を削り落とした跡が所々に見られ、このラインが

内城の土塁線と考えられている。計画地内最高所であるシャ

カンドン（標高 168.69ｍ）をはじめとして、スズミガゴシ

ョ、長者山、ハイヅカといった高まりがあり、山頂部は平ら

に削平され、展望に優れ、礎石状の石が散在している箇所も

ある。 

土塁等遺構の解明を図るととも

に、散策路を整備し土塁を巡れる

動線を設ける。散策道沿いの樹木

は適宜伐採し、樹間ごしに周辺地

域を展望できるようにする。また

シャカンドン、ハイヅカ、スズミ

ガゴショ、長者山といった高まり

は発掘調査等によりその解明と

保存整備を行い、併せて展望所と

しての整備も図る。 

城門保存

整備ゾー

ン 

 

南部城門地

区 

（10.8ha） 

西から池ノ尾、堀切、深迫の３つの門礎石のある地点を含ん

だ台地の縁辺部で、水田となっている北側の谷地形を取り囲

んだ形となっている。水田、畑地、樹林地等からなり、３つ

の門礎石地点と崖線上の地形の高まりを結んだ線が内城ラ

インと考えられている。 

現存する門礎石や推定土塁の調

査等により遺構の解明を図り、可

能であれば城門や土塁の復元整

備を行うとともに、往時の登城道

の解明と復元整備を図る。 

集落景観

保全ゾー

ン 

 

集落地区 

（4.5ha） 

平坦地で、米原の集落が立地する。中央を南北に町道が走る。

かつての鞠智城跡の中心地区とも目されており、道端や民家

裏庭などに礎石が散見される。 

マツリヤシキ（紀屋敷）といった地名が残る。 

遺構の存在が確実視されるが、集

落地となっているため原則的に

現況の地形等の改変は行わず、史

跡地にふさわしい歴史的景観の

保全に努める。 

田園景観

保全ゾー

ン 

 

南部谷部地

区 

（3.7ha） 

 

標高 92～110ｍと米原台地内で最も低く、西に向かっての谷

地形となっている。 

階段状の水田耕作地で一部畑地がある他、溜池が一ヵ所あ

る。 

当地区は圃場整備の計画（台台地地区畑地帯総合土地改良事

業）がある。 

現在のところ遺構は確認されていない。 

遺構の解明と保全に努めるとと

もに、史跡地にふさわしい田園景

観を今後も保全する。農業整備に

際しては歴史的景観にふさわし

い修景整備を併せて行うものと

する。 

上原地区 

（3.3ha） 

町道東側の平坦地で、水田と畑地として利用されている。 

現在、台台地地区畑地帯総合土地改良事業が進行中である。

事前の発掘調査で６棟の掘立柱建物跡が検出されているが、

遺構分布密度からいえば西隣の長者原と比べ少ない地区で

ある。 

遺構は後世の耕作等により削平されたと思われるところも

ある。 

ショウゲンドン（少監）といわれる地名が残る。 

遺構の解明を図るとともに、遺構

の保存に努め、今後とも史跡地と

してふさわしい修景整備を行う。

自然環境

保全ゾー

ン 

外縁地区 

（68.6ha） 

内城区域をとりまく地区で斜面からなり、計画地外からは樹

林に囲まれた米原台地を形成する一つのかたまりとしてと

らえられる。西、北は内城を画する尾根線から派生する複雑

な支尾根と谷地形の傾斜地となっているが、南、東は急崖地

で、南は一部保安林（土砂崩壊防備）に指定されている。一

帯はシイ、カシ萌芽林、スギ植林、竹林等からなる。 

山城の築城適地となった自然地

形や景観等の自然環境を今後も

保全する。また、自然散策を兼ね

た林間遊歩道や展望所を設け、内

城区域の園路と連絡する。 

なお、当ゾーンは内城区域ととも

に、将来史跡指定化を図り、その

恒久的保存に努める。 
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第 46 図 地区区分（ゾーニング）図 

 

 

 

 

第 46 図　地区区分（ゾーニング）図
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（３）基本計画 

基本構想における基本方針に沿って、造成計画、雨水排水・防災計画、遺構保存計画、その他施設計画、動線

計画、植栽計画を次のとおり設定した。 

ア 造成計画 

 鞠智城跡は自然地形を最大限に利用して築かれた山城である。城を囲繞する土塁についても自然の尾根を利用

し、部分的に切り落としたりする手法や一部版築による土塁も確認されているが、現状では自然地形とほとんど

見分けがつかない状況である。 

一方、土塁や崖に囲まれた平地部分は米原台地の中心部として農耕地として区画され谷地形も階段状に造成さ

れている。この現地表面から遺構の礎石が確認できる箇所もあるが、発掘調査で地表面下１ｍ以上の地点から検

出された遺構も多い。これら台地上の平坦地は、廃城後に少なからず造成が行われたことは明らかであり、昭和

40 年代からの農業構造改善事業によって全面的に旧地形が失われた箇所もある。 

 このようなことから、長者原地区の整備に関しては、建物跡の保存整備等に並行して往時の地形復元に努める

ものとする。なお、計画地内の土造成においては、できるかぎり土量の城内バランスを図るものとする。 

  

 

 
第 47 図 地形造成イメージ図 

 

 

《造成計画概要》 

  造成面積  約 173,000 ㎡   

  切土量   約 32,600 ㎥（機械、表土スキ取り含む） 

        約 8,500 ㎥（人力） 

  盛土量   約 25,000 ㎥（機械） 

        約  5,300 ㎥（人力） 

  残土処理  約 10,800 ㎥（場外搬出） 

 

第 47 図　地形造成イメージ図

元
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第 48 図 造成断面位置図 

 

 

 

 

第 48 図　造成断面位置図
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第 49 図 主要造成断面図 
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イ 雨水排水・防災計画 

（ア）流域計算と調整池 

 計画地の整備に伴う計画地外への雨水流出量の変化を予測する。 

ａ 対象区域の面積算定  

計画地のうち整備が想定される内城区域（約 55ha）は、そのほぼ中央を東西に走る崖線により大きく２水系に

分かれ、Ａ地区（約 28ha）、Ｂ地区（約 21ha）に区分することができる。整備が予測される範囲は、Ａ地区にお

いては長者原地区を主とし、Ｂ地区においては、東側谷部を主とするもので、その面積は下表のとおりである。 

 

Ａ地区 

現況面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

周囲の山林 12.03 0.875 10.52625

畑地 7.80 0.525 4.095

田圃 4.88 0.750 3.66

住宅 3.51 0.750 2.6325

計 28.22  20.91375

 

 

B 地区 

現況面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

周囲の山林 11.88 0.875 10.395

畑地 4.97 0.525 2.60925

田圃 3.95 0.750 2.9625

計 20.80  15.96675

 

ｂ 降雨強度の計算 

 鞠智城跡周辺での降雨強度を下表に示す。なお雨水流出量の検討は、10 年確率、降雨継続時間 30 分、60 分の

２タイプで検討を行う。（全国 148 地点の観測地をもとに地形、雨量分布、気候区などを参考にして導かれた値） 

 

確率年 10 

60 分雨量 65.00 

特性係数値 2.00 

 

降雨強度（㎜/h） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 92.85 65.00 

 

ｃ 雨水流出量の算定 

 ａ、ｂの資料をもとに計画地の現況及び計画後の雨水流出量を算定する。なお、算定式はラショナル式を行う。 

 Ｑ＝（1/3.6）×Ｃ×Ｉ×Ａ  

   Ｑ：雨水流出量（㎥/sec） Ｉ：流達時間内の降雨強度（㎜/h） Ｃ：流出係数  Ａ：集水面積（P） 

計画面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

整備区域 10.50 0.850 8.925

周囲の山林 11.32 0.875 9.905

畑地 0.25 0.525 0.13125

田圃 2.64 0.750 1.98

住宅 3.51 0.750 2.6325

計 28.22  23.57375

計画面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

周囲の山林 11.88 0.875 10.395

畑地 2.12 0.525 1.113

田圃 3.70 0.750 2.775

計 17.70  14.283
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A 地区  現況 

雨水流出量(㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 5.39 3.77 

     計画後 

雨水流出量(㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 6.08 4.25 

 

Ｂ地区  現況 

雨水流出量(㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 4.11 2.88 

     計画後 

雨水流出量(㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 4.36 3.05 

 

 

ｄ 調整池の容量算定 

（Ａ地区） 

 計画後の雨水流出量の増加は、ｃより 6.08－5.39＝0.69 ㎥/sec（30 分）、4.25－3.77＝0.48 ㎥/sec（60 分）であり、

降雨終了後排水するものとして調整池の容量を算定する。 

  0.69 ㎥/sec×30min×60sec＝1,242 ㎥  約 1,250 ㎥（30 分） 

  0.48 ㎥/sec×60min×60sec＝1,728 ㎥  約 1,730 ㎥（60 分） 

 調整池の安全率を 1.25 とすると 

  1,250 ㎥×1.25＝1,562 ㎥   約 1,600 ㎥（30 分） 

  1,730 ㎥×1.25＝2,162 ㎥   約 2,200 ㎥（60 分）となり、 

 降雨継続時間 30 分で 1,600 ㎥、降雨継続時間 60 分で 2,200 ㎥程度の容量となる。 

（B 地区） 

 計画後の雨水流出量の増加は、ｃより 4.36－4.11＝0.25 ㎥/sec（30 分）、3.05－2.88＝0.17 ㎥/sec（60 分）であり、

降雨終了後排水するものとして調整池の容量を算定する。 

  0.25 ㎥/sec×30min×60sec＝450 ㎥   約 450 ㎥（30 分） 

  0.17 ㎥/sec×60min×60sec＝612 ㎥   約 620 ㎥（60 分） 

 調整池の安全率を 1.25 とすると 

  450 ㎥×1.25＝562 ㎥   約 600 ㎥（30 分） 

  620 ㎥×1.25＝775 ㎥   約 780 ㎥（60 分）となり、 

 降雨継続時間 30 分で 600 ㎥、降雨継続時間 60 分で 780 ㎥程度の容量となる。 

 B 地区についての調整池は、西向き谷部の中央部にある既存の池を利用するものとし、また圃場整備区域の雨

水流出量については、今後の検討事項として残っている。 

なお、古代山城においては水源確保が重要で、計画地においても長者原地区に池があるが、今後、発掘調査等

により池の存在が確認された場合は池の復元を行い、この池についても調整池としての機能をもたすものとする。

また、防災上不可欠な調整池については、古代遺構としての池との誤解を与えないような仕様とする。 
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第 50 図 流域図 

第 50 図　流域図
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（イ）崖面等の崩落防止対策 

 台地縁辺部の崖面は可能な限り現況を保全していくものとするが、崩壊危険箇所は地形自体が遺構であるとい

うことを念頭に置き、景観等に影響がすくない小規模な木杭等による崩落防止措置をとるものとする。なお、大

規模崩壊の恐れのある地点に関しては、より安全な対策をとる必要があるが、史跡地内であることに配慮して修

景にも配慮した工法を採用し、景観的に違和感の少ないものとする。 

 

 

 

第 51 図 大規模崩壊危険箇所対策整備イメージ図 

 

 

《雨水排水・防災計画概要》 

 

雨水排水・防災計画概要 

調整池設置１箇所 約 2,200 ㎥（可能であれば遺構の池利用） 

既存池利用１箇所 約 780 ㎥ 

雨水排水路 約 250ｍ（平均幅 1.5ｍ、平均深さ 0.5ｍ） 

園地内側溝 約 1,200ｍ 

道路側溝 約 320ｍ 

集水枡 一式 

暗渠工 約 2,400ｍ（Φ100～150） 

板しがら工 １式 

崩壊防止施設 １式 

 

 

 

第 51 図　大規模崩壊危険箇所対策整備イメージ図
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第 52 図 雨水排水・防災施設計画図 

 

 

第 52 図　雨水排水・防災施設計画図
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ウ 遺構保存整備計画 

 現在までに確認されている主な遺構は、 

   ・城門跡  南部崖地地区に３ヵ所 

   ・建物跡  建て替え等も含めて 55 棟分 

         掘立柱建物  37 棟分（うち八角形建物の創建、再建３棟分を含む） 

         礎石建物   18 棟分（うち八角形建物の再建１棟分を含む） 

   ・土塁   シャカンドン周辺等 

   ・石垣   ２ヵ所 

 このほか、道や池、井戸等の存在が想定される。これら遺構の保存整備手法については、各遺構の性格、特性

に鑑み、またゾーン毎の整備方針に応じて適切な手法を用いるものとする。各遺構に関する保存整備手法は以下

のとおり設定している。 

（ア）城門跡 

 現在、池ノ尾、堀切、深迫の３ヵ所において門礎石が確認されており、今後の調査により新たな城門跡の発見

もあり得る。門礎石及び周辺域については、現在発掘調査中であり、調査の結果、上屋構造等の解明が可能であ

れば復元整備を行う。また、登城道が検出されれば、城門の整備に併せて復元整備する。 

   

 

（イ）土塁 

 鞠智城跡は自然地形の崖や山の尾根線を利用して内城を形成しており、自然の地形そのものが要害の役割を果

たしているが、いくつかの箇所において人工的に尾根を切り落としたり、盛土（版築）して加工した土塁と認め

られるところがある。 

これら土塁はその保存に努めるとともに、見学できるよう明示する。またスズミガゴショ、灰塚等の山頂部に

は土塁と一体となった展望園地等を設ける。 

第 53 図　城門遺構復元施設イメージ図
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第 54 図 土塁整備イメージ図 

（ウ）石垣 

 「三枝の石垣」、「馬こかしの石垣」の２ヶ所の石垣が確認されているが、鞠智城築城期のものかどうかの確認

はされていない。発掘調査等による築造期の確定を行い、保存整備をしていくとともに、解説板等を設置するな

ど見学が可能なよう整備する。 

 

 
第 55 図 石垣周辺整備イメージ図 

第 54 図　土塁整備イメージ図

元

元

第 55 図　石垣周辺整備イメージ図
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第 54 図 土塁整備イメージ図 

（ウ）石垣 

 「三枝の石垣」、「馬こかしの石垣」の２ヶ所の石垣が確認されているが、鞠智城築城期のものかどうかの確認

はされていない。発掘調査等による築造期の確定を行い、保存整備をしていくとともに、解説板等を設置するな

ど見学が可能なよう整備する。 

 

 
第 55 図 石垣周辺整備イメージ図 
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（エ）建物跡 

 現在 55 棟の建物跡が検出され、今後調査が進むと、棟数は増加するものと思われる。今後、建築の専門家等に

より建物構造、仕様等あるいは築造時期等の解明を図り、建物跡の明示や礎石の露出展示を行う。可能なものに

ついては、以下のような事項に留意しながら上屋の復元整備を行う。 

・建物の用途・種類や構造（平面的規模、高さ、壁、屋根等の形態）の解明 

・建物材料・仕様（例えば瓦葺、わら葺、板葺等）の決定 

 

 
第 56 図 建物跡復原施設、建物跡明示施設、重複建物明示イメージ図 
第 56 図　建物跡復元施設、建物跡明示施設、重複建物明示イメージ図
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《遺構保存整備計画概要》 

 

名称 遺構概要 整備面積 整備概要 

門 
 

池ノ尾門   復元 
堀切門 柱間 3.5ｍ  復元 
深迫門   復元 

石

垣 
馬こかし

の石垣 
長さ 6.6ｍ 

高さ 4.3ｍ 

約 30 ㎡ 

 

修復 
 

三 枝 の 

石垣 
長さ 8.3ｍ 

高さ 4.3ｍ 

約 40 ㎡ 

 

修復 
 

建

物

跡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１号 ３間×５間（総柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
２号 １間×３間 掘立柱建物 約 10 ㎡ 柱、平面規模明示 
３号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 54 ㎡ 柱、平面規模明示 
４号 長軸９ｍ×短軸 6.4ｍの礎石建物地業跡 約 45 ㎡ 平面規模明示（部分） 
５号 ３間×４間（総柱）掘立柱建物 約 83 ㎡ 柱、平面規模明示 
６号 ３間×６間（側柱）掘立柱建物 約 83 ㎡ 復元 
７号 ３間×４間（側柱）掘立柱建物 約 53 ㎡ 柱、平面規模明示 
８号 ３間×６間（総柱）掘立柱建物 約 61 ㎡ 柱、平面規模明示 
９号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
10 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
11 号 ５間×６間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 139 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示 
12 号 ５間×６間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 152 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示 
13 号 ３間×４間（総柱）掘立柱建物 約 52 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

14 号 ３間×５間（側柱）掘立柱建物 約 104 ㎡ 柱、平面規模明示 
15 号 ３間×４間（側柱）掘立柱建物 約 84 ㎡ 柱、平面規模明示 
16 号 ３間×10 間（側柱）掘立柱建物 約 207 ㎡ 柱、平面規模明示 
17 号 ３間×６間（側柱）掘立柱建物 約 286 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

18 号 ３間×８間（側柱）掘立柱建物 約 70 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

20 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 69 ㎡ 礎石、平面規模明示 
21 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 11 ㎡ 礎石、平面規模明示（部分）

22 号 ４間×４間（総柱）礎石建物 約 46 ㎡ 復元 
23 号 ４間×６間（総柱）礎石建物 約 73 ㎡ 復元 
24 号 １間×４間（側柱）掘立柱建物 庇付き建物 約 58 ㎡ 復元 
25 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 41 ㎡ 柱、平面規模明示 
26 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 43 ㎡ 柱、平面規模明示 
27 号 １間×４間（側柱）掘立柱建物 約 57 ㎡ 復元 
28 号 ２間×５間（側柱）掘立柱建物 約 38 ㎡ 復元 
29 号 ６間×３間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 88 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示（部分）

30 号 八角形建物２層 礎石建物 延床約 98 ㎡ 復元 
33 号 八角形建物３層 掘立柱建物 延床約 110 ㎡ 復元 
36 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 69 ㎡ 礎石、平面規模明示 
38 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 11 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

41 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 63 ㎡ 柱、平面規模明示 
42 号 ２間×３間（総柱）掘立柱建物 約 26 ㎡ 柱、平面規模明示 
43 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 56 ㎡ 柱、平面規模明示 
45 号 ２間×３間（総柱）礎石建物 約 38 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
46 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 55 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
47 号 ３間×３間（総柱）礎石建物 約 52 ㎡ 復元 
48 号 ２間×４間（総柱）礎石建物 約 50 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
49 号 ３間×９間（総柱）礎石建物 約 156 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
50 号 ２間×４間（総柱）礎石建物 約 26 ㎡ 礎石、平面規模明示 

土塁 切り落とし、版築 延長約 2,000ｍ 明示、版築部は復元 
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《遺構保存整備計画概要》 

 

名称 遺構概要 整備面積 整備概要 

門 
 

池ノ尾門   復元 
堀切門 柱間 3.5ｍ  復元 
深迫門   復元 

石

垣 
馬こかし

の石垣 
長さ 6.6ｍ 

高さ 4.3ｍ 

約 30 ㎡ 

 

修復 
 

三 枝 の 

石垣 
長さ 8.3ｍ 

高さ 4.3ｍ 

約 40 ㎡ 

 

修復 
 

建

物

跡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１号 ３間×５間（総柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
２号 １間×３間 掘立柱建物 約 10 ㎡ 柱、平面規模明示 
３号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 54 ㎡ 柱、平面規模明示 
４号 長軸９ｍ×短軸 6.4ｍの礎石建物地業跡 約 45 ㎡ 平面規模明示（部分） 
５号 ３間×４間（総柱）掘立柱建物 約 83 ㎡ 柱、平面規模明示 
６号 ３間×６間（側柱）掘立柱建物 約 83 ㎡ 復元 
７号 ３間×４間（側柱）掘立柱建物 約 53 ㎡ 柱、平面規模明示 
８号 ３間×６間（総柱）掘立柱建物 約 61 ㎡ 柱、平面規模明示 
９号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
10 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 45 ㎡ 柱、平面規模明示 
11 号 ５間×６間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 139 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示 
12 号 ５間×６間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 152 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示 
13 号 ３間×４間（総柱）掘立柱建物 約 52 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

14 号 ３間×５間（側柱）掘立柱建物 約 104 ㎡ 柱、平面規模明示 
15 号 ３間×４間（側柱）掘立柱建物 約 84 ㎡ 柱、平面規模明示 
16 号 ３間×10 間（側柱）掘立柱建物 約 207 ㎡ 柱、平面規模明示 
17 号 ３間×６間（側柱）掘立柱建物 約 286 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

18 号 ３間×８間（側柱）掘立柱建物 約 70 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

20 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 69 ㎡ 礎石、平面規模明示 
21 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 11 ㎡ 礎石、平面規模明示（部分）

22 号 ４間×４間（総柱）礎石建物 約 46 ㎡ 復元 
23 号 ４間×６間（総柱）礎石建物 約 73 ㎡ 復元 
24 号 １間×４間（側柱）掘立柱建物 庇付き建物 約 58 ㎡ 復元 
25 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 41 ㎡ 柱、平面規模明示 
26 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 43 ㎡ 柱、平面規模明示 
27 号 １間×４間（側柱）掘立柱建物 約 57 ㎡ 復元 
28 号 ２間×５間（側柱）掘立柱建物 約 38 ㎡ 復元 
29 号 ６間×３間（総柱）礎石・掘立柱併用建物 約 88 ㎡ 柱、礎石、平面規模明示（部分）

30 号 八角形建物２層 礎石建物 延床約 98 ㎡ 復元 
33 号 八角形建物３層 掘立柱建物 延床約 110 ㎡ 復元 
36 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 69 ㎡ 礎石、平面規模明示 
38 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 11 ㎡ 柱、平面規模明示（部分）

41 号 ２間×３間（側柱）掘立柱建物 約 63 ㎡ 柱、平面規模明示 
42 号 ２間×３間（総柱）掘立柱建物 約 26 ㎡ 柱、平面規模明示 
43 号 ３間×３間（総柱）掘立柱建物 約 56 ㎡ 柱、平面規模明示 
45 号 ２間×３間（総柱）礎石建物 約 38 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
46 号 ３間×４間（総柱）礎石建物 約 55 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
47 号 ３間×３間（総柱）礎石建物 約 52 ㎡ 復元 
48 号 ２間×４間（総柱）礎石建物 約 50 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
49 号 ３間×９間（総柱）礎石建物 約 156 ㎡ 礎石露出展示（補足石） 
50 号 ２間×４間（総柱）礎石建物 約 26 ㎡ 礎石、平面規模明示 

土塁 切り落とし、版築 延長約 2,000ｍ 明示、版築部は復元 
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エ その他の施設計画 

（ア）学習施設 

鞠智城跡の中心施設は、城内各所で確認されている建物跡等の遺構であり、これらを有効に活用することで、

その学習機能は大いに高められる。城門跡や建物跡等分布状況に応じてその保存を図るとともに、一般の人々に

理解しやすい整備を行うものとする。各建物跡等には解説板や名称板等の学習施設を適宜設けるとともに、鞠智

城跡の全体構成についても理解できるような全体配置図等を設けるものとする。 

また、鞠智城跡の検出遺構、築城以前及び廃城後の米原台地及び周辺の状況、そのほか古代山城など、当時の

歴史、国際情勢などをより詳しく紹介するためのガイダンス施設を整備するものとする。 

ａ ガイダンス施設の導入機能 

 ガイダンス施設は以下のような機能空間を有するものとする。 

 ・案内機能－計画地あるいは周辺諸施設の案内 

         案内コーナー、情報コーナー等 

 ・解説機能－鞠智城の構成や歴史、築城の背景や地域変遷等の解説 

       他の古代山城との比較等の解説 

         解説板、映像解説室等 

・展示機能－鞠智城跡の遺物、模型、パネル等の展示 

        展示コーナー、展示室等 

・管理機能－計画地全域の管理・運営 

         管理人室、事務室、器具庫、倉庫等 

 ・休憩機能－見学者のための休息、休憩 

         休息コーナー、軽食喫茶コーナー、便所、水飲み場 

ｂ ガイダンス施設の機能配置と規模 

 ガイダンス施設の各機能配置と規模は以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  （ロビー、通路ほか約 50 ㎡）           

ｃ ガイダンス施設の配置 

 ガイダンス施設はその建築機能から、計画地への来訪者が最初に立ち寄る施設と思われる。そのため、 

  ・計画地へのアクセス道路に近接していること。 

  ・計画地の主たる遺構復元明示施設等に近接していること。 

  ・管理の他、来訪者の雨よけや休息のためできるだけ計画地の中心部に位置すること。 

  ・付帯施設として駐車場の併設が望ましいこと。 

  ・建設に際して遺構等に与える影響が少ないこと。 

解説機能 
約 200 ㎡ 

休憩機能 
約 200 ㎡ 管理機能

約 300 ㎡

案内機能 
約 50 ㎡ 

展示機能

約 200 ㎡

入口 
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 以上のような要件を考慮した結果、ガイダンス施設は町道稗方・立徳線に隣接した遺構集中地区のうち、既に

発掘調査により遺構の存在しない箇所を設定する。 

 

第 57 図 ガイダンス施設設置箇所図 

 

ｄ ガイダンス施設の概要 

   構造  鉄骨造平屋建 

   面積  約 1,000 ㎡ 

   ※デザインは、歴史的文化的環境にふさわしい形態、色彩等とする。 

 

 

 

 

 

第 58 図 ガイダンス施設イメージスケッチ 

 

 

第 57 図　ガイダンス施設設置箇所図

第 58 図　ガイダンス施設イメージスケッチ
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 以上のような要件を考慮した結果、ガイダンス施設は町道稗方・立徳線に隣接した遺構集中地区のうち、既に

発掘調査により遺構の存在しない箇所を設定する。 

 

第 57 図 ガイダンス施設設置箇所図 

 

ｄ ガイダンス施設の概要 

   構造  鉄骨造平屋建 

   面積  約 1,000 ㎡ 

   ※デザインは、歴史的文化的環境にふさわしい形態、色彩等とする。 

 

 

 

 

 

第 58 図 ガイダンス施設イメージスケッチ 
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第 59 図 ガイダンス施設平面図（計画） 

 

ｅ 案内板・解説板・名称板等 

 案内板は計画地の入口空間に設置するものとし、解説板については城門、主要建物等、主たる遺構保存整備施

設付近や周辺地区展望地に設置する。また、名称板については各遺構のほか、必要に応じ樹木等にも設置するも

のとする。そのほか動線の交点に道標を設置するものとする。 

 

《案内板・解説板・名称板等計画概要》 

  案内板  ７基 

  解説板  13 基 

  名称板  １式（適宜設置） 

  道標   １式（適宜設置） 

 

 

 

 

 

展示室 映像解説室

遺物・模型展示室

展示室

喫茶・軽食コーナー

倉庫

身障者
用便所

男子
便所

女子
便所

男子
便所

女子
便所

案内・
情報コーナー

休息コーナー

休息コーナー

厨房

池

入口風除室入口ホール
受付事務室

館長室

会議室器具庫

管理人室

ロビー

第 59 図　ガイダンス施設平面図（計画図）



― 105 ― - 105 -

 

   

第 60 図 案内板・解説板設置箇所図 

 

（イ）休養、便益施設 

 園地、広場施設の配置については、計画地内の限られた平坦地に配置されるが、遺構分布地区とも重なるため、

遺構保存整備と一体化して広場、園地を整備するものとする。 

休憩所、四阿、ベンチ等の休養施設は利用上適切な場所に設け、尾根沿い土塁推定ラインと重なる動線上のビ

ューポイントには、遺構の有無を確認した上で展望も可能な小広場や四阿を設ける。復元的建物を休養施設とし

て利用する。 

 便所は駐車場等に配置する他、ガイダンス施設等建築構造物内に併設する。 

 駐車場は、計画地へのアプローチ道路とその容量を検討した結果以下のように計画する。 
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第60図　案内板・解説板設置箇所図
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第 60 図 案内板・解説板設置箇所図 

 

（イ）休養、便益施設 

 園地、広場施設の配置については、計画地内の限られた平坦地に配置されるが、遺構分布地区とも重なるため、

遺構保存整備と一体化して広場、園地を整備するものとする。 

休憩所、四阿、ベンチ等の休養施設は利用上適切な場所に設け、尾根沿い土塁推定ラインと重なる動線上のビ

ューポイントには、遺構の有無を確認した上で展望も可能な小広場や四阿を設ける。復元的建物を休養施設とし

て利用する。 

 便所は駐車場等に配置する他、ガイダンス施設等建築構造物内に併設する。 

 駐車場は、計画地へのアプローチ道路とその容量を検討した結果以下のように計画する。 
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第 61 図 建物明示を兼ねた休憩所イメージ図 

〈容量〉年間 20 万人を想定した時の駐車場容量を略算。その見学者の約 70％が土日、祝祭日に集中。 

    年間土・日・祝祭日＝120×晴天係数×0.7≒84 日 

    200,000×0.7÷84≒1,600 人/日 自動車１台平均３人として 1,600÷３≒540 台 

    必要面積 540×回転率 0.5×40 ㎡≒11,000 ㎡ 

〈設置箇所の要件〉 

・計画地へのアクセスは自動車によるものが大半であることが予測される。そのため周辺からのアプロ

ーチ道路に連結しやすい場所に駐車場を設置することが望ましい。 

・遺構の保存を大前提とするため、可能なかぎり遺構の分布しない地区で、かつ歴史的景観形成上影響

をあたえない地区であることが望ましい。なお、やむを得ず遺構分布地区に設置する場合は、盛土に

よる遺構保存が前提となる。 

・自然の地形の保存上から造成等による影響が軽微であること。 

   ・駐車場から各施設等へは徒歩でのアクセスとなるため、極力鞠智城跡の主要遺構地区に近接している

こと。なお、計画地へのアプローチは南方、北方、西方等各方面から想定されるため、駐車場は分散

して整備する。 

 

第 62 図 駐車場の規模と配置図 

第 61 図　建物明示を兼ねた休憩所イメージ図

2,000 ㎡

5,300 ㎡

1,400 ㎡

第 62 図　駐車場の規模と配置図
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《休養・便益施設概要》 

  休憩所     ３棟（うち２棟は復元建物を利用）、ガイダンス施設及び便所（２ヶ所に併設） 

  四阿・展望所  ８棟 

  ベンチ     １式（適宜設置） 

  便所      ガイダンス施設及び駐車場内２ヶ所（休憩所兼ねる） 

  駐車場・駐輪場 約 8,700 ㎡（３ヶ所） ※内城区域のみ 

  広場等     約 97,800 ㎡ 

 

第 63 図 休養・便益施設配置図 

（ウ）安全管理施設 

 自然の急崖等を利用してつくられた鞠智城跡は、南部一帯が土砂崩壊防備保安林に指定されているのをはじめ

内城周辺域には崖地や急傾斜地が多いため、利用者の安全には十分配慮し、危険箇所には、適宜人止め柵等を設

置する。 

 また、城内を町道が縦断しているため、見学者と一般車両との接触等を避けるため、町道と城内道との交点に

は車止めを設け、見学者の安全を図る。 
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■
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研修広場

遺構整備展示広場

体験広場

第 63 図　休養・便益施設配置図
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《休養・便益施設概要》 

  休憩所     ３棟（うち２棟は復元建物を利用）、ガイダンス施設及び便所（２ヶ所に併設） 

  四阿・展望所  ８棟 

  ベンチ     １式（適宜設置） 

  便所      ガイダンス施設及び駐車場内２ヶ所（休憩所兼ねる） 

  駐車場・駐輪場 約 8,700 ㎡（３ヶ所） ※内城区域のみ 

  広場等     約 97,800 ㎡ 

 

第 63 図 休養・便益施設配置図 

（ウ）安全管理施設 

 自然の急崖等を利用してつくられた鞠智城跡は、南部一帯が土砂崩壊防備保安林に指定されているのをはじめ

内城周辺域には崖地や急傾斜地が多いため、利用者の安全には十分配慮し、危険箇所には、適宜人止め柵等を設

置する。 

 また、城内を町道が縦断しているため、見学者と一般車両との接触等を避けるため、町道と城内道との交点に

は車止めを設け、見学者の安全を図る。 
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第 64 図 崖沿い安全柵等イメージ図 

 

（エ）誘導施設 

 案内板、道標については、エントランス部や動線の交点などに適宜設ける。計画地周辺の公道にも案内板、道

標を設ける。これらについては、歴史的景観に違和感のない洗練されたデザインのものとし、素材、形状、色彩

等の統一を図る。 

（オ）シンボル施設 

 鞠智城跡の保存整備はその面積規模が広範囲に及ぶため、利用者にとって周辺からのアクセス、計画地内にお

ける位置確認のためや、ひとつのまとまりある空間としてランドマーク、シンボルとなる施設を設置する。八角

形建物の復元施設は計画地のシンボル、モニュメントとなるが、そのほか動線上のビスタポイント地点にモニュ

メントを設置するものとする。 

 

第 65 図 シンボル広場イメージ図 

第 64 図　崖沿い安全柵等イメージ図

第 65 図　シンボル広場イメージ図
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（カ）動線計画 

ａ 広域アクセス 

 計画地へのアクセスとして、南の熊本市方面と、北の福岡市方面からのアクセスをみると主に次のようになる。 

熊本市中心部  

→（国道３号、387 号）→菊池市→（県道菊池・鹿北線、町道）→鞠智城跡（南より） 

  →（国道 57 号、325 号）→菊池市→（  同   上    ）→鞠智城跡（南より） 

熊本空港 

  →（県道熊本・益城・大津線、国道 325 号）→菊池市→（県道菊池・鹿北線、町道）→鞠智城跡（南より） 

福岡市中心部 

  →九州自動車道（植木 IC）→（県道菊池・豊田線）→（県道熊本・菊鹿線、町道）→鞠智城跡（北より） 

                         →菊池市→（県道菊池・鹿北線、町道）→鞠智城跡 

（南より） 

  →九州自動車道（菊水 IC）→（県道玉名・山鹿線）→山鹿市→（国道 325 号）→（県道熊本・菊鹿線、町道） 

                                       →鞠智城跡（北より） 

                                    →（県道菊池・鹿北線、町道） 

                                       →鞠智城跡（南より） 

  →（国道３号、325 号）→（県道熊本・菊鹿線）→鞠智城跡（北より） 

             →（県道菊池・鹿北線）→鞠智城跡（南より）  

 

 

第 66 図 広域道路網図 第 66 図　広域道路網図
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以上のような広域アクセス状況を考慮すると、計画地には熊本方面（南）からと福岡方面（北）から及び+西方

からのアプローチ道路が必要となる。 

南方及び北方からのアクセスに対しては、町道稗方・立徳線を利用するものとし、西方からのアクセスに対し

ては県道鹿本・松尾線、もしくは町道黒蛭・堀切線、市道稗方・堀切線を経由して町道稗方・立徳線に取り付く

ものとする。 

 

第 67 図 アクセス図 

ｂ 計画地内動線 

 計画地内動線は以下のような動線の整備を図り、これらを有機的に結合させるものとする。 

・アプローチ道路 広域アクセス道路と連絡しており、一般車両の通行が可能な道路。 

          計画地内では町道稗方・立徳線や駐車場までの道路。 

・歴史的道路 鞠智城への登城道や土塁（上）沿いの通路で原則として一般車両は通行不可とする。 

  計画地内歩行者園路としても利用。 

・一般園路  管理用車両、緊急車両等以外の一般車両は禁止し、歩行者用園路として利用。幅員 2.0～4.0ｍ。 

・散策路   尾根上や斜面地等に設ける道路で歩行者用園路として利用。幅員 1.5～2.0ｍ 

《計画地内動線計画概要》 

・遺構保護上、復元等整備上、また見学者の安全上からも八角形建物跡など多くの建物跡が隣接する町道稗方・

立徳線を東方に付け替え、現道は一般園路（歴史的道路）として取り扱う。 

第 67 図　アクセス図
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・計画地内の動線は地形的条件を考慮に入れて、できるかぎり現存する里道等を活用し整備するものとする。

長者原の平坦地部分は基本的に自由園路とするが、車両の通行が可能な管理用道路を適宜配置する。また、

発掘調査等により往時の道の遺構が検出された場合は歴史的道路として復元、明示等整備する。 

・土塁は園路を兼ねて整備し、山裾に連絡する分岐道も散策路として整備する。 

・舗装を要するものは舗装を行うが、舗装材は緑豊かな樹林地や歴史的景観に配慮した真砂土舗装（散策路）、

自然色舗装（一般園路）とする。 

   アプローチ道路   約 1,550ｍ（うち町道付替及び新規約 350ｍ、他は既存利用） 

   歴史的道路     約 3,850ｍ（うち土塁沿い約 2,000ｍ） 

   一般園路      約 2,300ｍ 

   散策路       約 4,400ｍ 

 

第 68 図 計画地内導線計画図 
第 68 図　計画地内導線計画図
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（キ）植栽計画 

  ・計画地に現存する良好な既存木はできるかぎり活用する。 

  ・土塁沿い、園路沿いなど展望を確保する必要がある箇所においては、既存木を適宜間伐する。 

  ・広場等においては適宜、景観木、緑陰樹等を植栽する。 

  ・園路沿い等安全柵の設置箇所においては適宜低木植栽を施しその修景に心がける。 

・崖地や人工法面等においては土砂崩落防止を前提にしつつ、緑化を行う。 

・導入する樹種は地域の在来種とする。 

  ・将来の維持管理を考慮した樹種選定を行う。 

 

 

 
第 69 図 植栽計画概念図 

 

 

第 69 図　植栽計画概念図
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（４）全体計画 

 各計画をトータルに捉え、主たる保存整備施設概要を各ゾーン毎にまとめて示す。 

 

建物跡保存整備ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

遺構保存整備施設 

 

 

建築跡復元 

 

 

９棟 

 

 

発掘調査等遺構の解明や各種検討により復元

整備する（八角形建物２棟を含む）。うち２棟

は休憩所として活用。 

建築跡明示 28 棟 建物跡平面的規模、柱、礎石等明示 

礎石建築跡露出展示 ４棟 礎石撥水強化処理、補足石 

学習施設 

 

ガイダンス施設 約 1,000 ㎡ 解説、展示、休憩、案内、管理機能を有す 

案内板・解説板等 １式 建物跡遺構の解説等を行う 

休養・便益施設 

 

 

遺構整備展示広場 約 40,800 ㎡ 検出遺構の整備施設を展示した広場 

研修施設 約 22,000 ㎡ 屋外での学習、休憩広場等多目的に利用できる

広場 

駐車場・駐輪場 約 8,700 ㎡ ３ヶ所 

便所 ２棟 休憩所を兼ねる 

ベンチ等 １式 適宜設置 

シンボル施設 シンボル広場 2,200 ㎡ 鞠智城のシンボル施設を中心とする広場 

安全管理施設  １式 車止メ、照明等 

誘導施設 道標、サイン等 １式 園路沿い等に設置 

園路 

 

 

アプローチ道路 

 

約 520ｍ 

 

町道稗方・立徳付替 305ｍ、既存 170ｍ、新規

アプローチ道路 45ｍ 

歴史的道路 約 400ｍ  

一般園路 約 1,650ｍ 既存道路等活用（拡幅整備含む） 

雨水排水施設 調整池 約 2,200 ㎡ 可能であれば遺構池を活用 

長者井戸 １式 修復 

側溝、暗渠排水等 １式  

流れ 約 330ｍ  

植栽 高低木植栽 １式 広場、道路、園路沿い等修景緑化 

 

 

城門保存整備ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

遺構保存整備施設 城門 ３基 発掘調査等遺構の解明や各種検討により復元

整備する。城門に伴う土塁も復元整備する。 

土塁明示工 約 1,000ｍ 土塁の明示 

学習施設 解説板 １式 城門復元施設の解説を行う 

休養・便益施設 体験広場 約 33,500 ㎡ 古代の生活・文化の体験広場 

休憩所・四阿 各１棟 広場内に設置 

ベンチ １式 広場内に適宜設置 

誘導施設 道標、サイン等 １式 園路沿い他 

園路 

 

歴史的道路 約 1,550ｍ 池ノ尾門～堀切門～深迫門～馬こかしの石垣

（部分補修）まで、南部は推定土塁沿い 

散策路 約 100ｍ 既存の地道等の活用 

安全管理施設  １式 柵、車止メ他 

植栽 高低木等植栽 １式 広場、城門、道路沿い等の修景緑化 

樹木の間伐 １式 城門、広場周辺等 

雨水排水・防災施設  １式 側溝等、崩落防止施設他 
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（４）全体計画 

 各計画をトータルに捉え、主たる保存整備施設概要を各ゾーン毎にまとめて示す。 

 

建物跡保存整備ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

遺構保存整備施設 

 

 

建築跡復元 

 

 

９棟 

 

 

発掘調査等遺構の解明や各種検討により復元

整備する（八角形建物２棟を含む）。うち２棟

は休憩所として活用。 

建築跡明示 28 棟 建物跡平面的規模、柱、礎石等明示 

礎石建築跡露出展示 ４棟 礎石撥水強化処理、補足石 

学習施設 

 

ガイダンス施設 約 1,000 ㎡ 解説、展示、休憩、案内、管理機能を有す 

案内板・解説板等 １式 建物跡遺構の解説等を行う 

休養・便益施設 

 

 

遺構整備展示広場 約 40,800 ㎡ 検出遺構の整備施設を展示した広場 

研修施設 約 22,000 ㎡ 屋外での学習、休憩広場等多目的に利用できる

広場 

駐車場・駐輪場 約 8,700 ㎡ ３ヶ所 

便所 ２棟 休憩所を兼ねる 

ベンチ等 １式 適宜設置 

シンボル施設 シンボル広場 2,200 ㎡ 鞠智城のシンボル施設を中心とする広場 

安全管理施設  １式 車止メ、照明等 

誘導施設 道標、サイン等 １式 園路沿い等に設置 

園路 

 

 

アプローチ道路 

 

約 520ｍ 

 

町道稗方・立徳付替 305ｍ、既存 170ｍ、新規

アプローチ道路 45ｍ 

歴史的道路 約 400ｍ  

一般園路 約 1,650ｍ 既存道路等活用（拡幅整備含む） 

雨水排水施設 調整池 約 2,200 ㎡ 可能であれば遺構池を活用 

長者井戸 １式 修復 

側溝、暗渠排水等 １式  

流れ 約 330ｍ  

植栽 高低木植栽 １式 広場、道路、園路沿い等修景緑化 

 

 

城門保存整備ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

遺構保存整備施設 城門 ３基 発掘調査等遺構の解明や各種検討により復元

整備する。城門に伴う土塁も復元整備する。 

土塁明示工 約 1,000ｍ 土塁の明示 

学習施設 解説板 １式 城門復元施設の解説を行う 

休養・便益施設 体験広場 約 33,500 ㎡ 古代の生活・文化の体験広場 

休憩所・四阿 各１棟 広場内に設置 

ベンチ １式 広場内に適宜設置 

誘導施設 道標、サイン等 １式 園路沿い他 

園路 

 

歴史的道路 約 1,550ｍ 池ノ尾門～堀切門～深迫門～馬こかしの石垣

（部分補修）まで、南部は推定土塁沿い 

散策路 約 100ｍ 既存の地道等の活用 

安全管理施設  １式 柵、車止メ他 

植栽 高低木等植栽 １式 広場、城門、道路沿い等の修景緑化 

樹木の間伐 １式 城門、広場周辺等 

雨水排水・防災施設  １式 側溝等、崩落防止施設他 
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土塁散策展望ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

遺構保存整備施設 土塁明示工 約 1,000ｍ 土塁の明示 

学習施設 解説板等 １式 土塁等の解説、展望景観の解説等 

園路 

 

 

アプローチ道路 約 80ｍ 既存（町道稗方・立徳線） 

歴史的道路 約 950ｍ 町道～シャカンドン～池ノ尾門まで推定土塁

上又は土塁沿い 

一般園路 約 500ｍ  

散策路 約 950ｍ 既存地道等の活用 

休養・便益施設 

 

展望所 ４ヶ所 ハイヅカ、スズミガゴショ、シャカンドン、長

者山 

四阿 ４棟 ハイヅカ、スズミガゴショ、シャカンドン、墓

園 

安全管理施設  １式 柵等適宜設置 

植栽 樹木の間伐 １式 園路沿い、展望所周辺 

 

 

田園景観保全ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

園路 歴史的道路 約 400ｍ 池ノ尾門周辺 

一般園路 約 150ｍ 現況里道等を活用 

散策路 約 700ｍ 現況里道等を活用 

植栽 高木等植栽 １式 必要に応じ修景木、景観木の植栽 

 

 

集落景観保全ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

園路 アプローチ道路 約 230ｍ 既存（町道稗方・立徳線） 

植栽 高低木等植栽 １式 道路沿い等の修景緑化 

 

 

自然環境保全ゾーン 

区分 名称 規模等 概要 

園路 

 

 

アプローチ道路 約 720ｍ 既存（町道稗方・立徳線） 

歴史的道路 約 550ｍ 頭合～池ノ尾門まで（部分補修） 

散策路 約 2,650ｍ 既存の地道等の活用 

休養・便益施設 展望所・四阿 ３ヶ所 ゴンゲンサン他 

学習施設 案内板 ２基 計画地外 

解説板 １基 ゴンゲンサン 

誘導施設 道標、サイン等 １式 園路沿いに設置 

植栽 樹木の間伐 １式 園路沿い他 

高低木植栽 １式 歴史的道路、アプローチ道路沿い等修景緑化 

防災施設 崖地崩落防止施設 １式 必要に応じ適宜行う 
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第 70 図 全体計画平面図 

 

 

 

 

第 70 図　全体計画平面図
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（５）年次計画 

         年次 

項目 

平成６ 

（1994） 

平成７

（1995）

平成８

(1996)

平成９

（1997）

平成 10

（1998）

平成 11 

（1999） 

平成 12 

（2000） 

平成 13

（2001）

用地買収 ○ ○ ○ ○     

発掘調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

調

査

・

設

計

・

監

理

等 

測量  ○ ○ ○     

地耐力、揚水等  ○ ○      

基本計画 ○        

基本設計  ○       

実施設計  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

監理  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
保

存

整

備

工

事 

土工事  ○ ○      

雨水排水防災工事  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

遺構保存整備工事   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

その他施設工事  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

園路整備工事   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

植栽工事    ○ ○ ○ ○ ○ 

設備工事   ○ ○ ○ ○   

 
そ

の

他 

墓地移転    ○ ○ ○   

既存ﾎﾟﾝﾌﾟ小屋撤去等   ○      

整備報告書作成        ○ 

 

（６）基本設計 

 第１次基本計画では、計画対象区域外縁区域を含む約 120ha のうち、遺構の分布が明らかで、かつその保存整

備が急がれる内城区域の保存整備を優先的に実施することとされた。このうち、遺構が集中的に分布し、建物跡

群保存整備ゾーンとして位置づけられた長者原地区について、鞠智城の中核であり、保存整備の先導的役割を果

たす地区として、平成８（1996）年３月、第１次基本計画に基づき、「鞠智城跡長者原地区基本設計」が次のよう

に作成された。 

ア 敷地条件 

（ア）設計対象区域 

 設計対象区域は、鞠智城跡の長者原地区（面積約 9.5ha）及び周辺地であるが、この区域は鞠智城保存整備の

計画地（面積約 120ha）のうちで内城地区の中心にあたり、遺構が集中的に分布している。この長者原地区は、

建物跡群保存整備ゾーンとして位置づけられており、それを中心とした面積約 12ha を対象区域とする。 

なお、当区域は概ね公有化が完了している。 

（イ）水系 

 対象区域の中央北寄谷部に溜池があり、この溜池から北流する水路が分布する。このほか、これといった水路

はない。なお、対象区域北端部には、戦前まで生活用水として利用されていた湧水池である長者井戸が所在する。 

（ウ）形状・地形 

 対象区域は、南北長約 600ｍ、東西長約 500ｍで、長軸を北西－南東方向にした菱形に近い形状をしている。 
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第 71 図 設計対象区域図 

 

 地形は西側が山麓で、東側は平坦地となっているが、全体的には南から北へ向かってかつての傾斜地となって

おり、北側は谷形となっている。 

 標高は西側の長者山が最も高く約 155ｍ、東側の平坦部が約 130～145ｍ、北側谷部が標高約 120ｍで、その比

高差は約 35ｍとなっている。 

（エ）土地利用等 

 対象区域の現況の土地利用は、概ね樹林地、農地（水田、畑地）、水面及び道路等その他用地となっている。樹

林地は対象区域の西側に、農地は平担地である東側に分布する。 

第 71 図　設計対象区域図
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第 71 図 設計対象区域図 

 

 地形は西側が山麓で、東側は平坦地となっているが、全体的には南から北へ向かってかつての傾斜地となって

おり、北側は谷形となっている。 

 標高は西側の長者山が最も高く約 155ｍ、東側の平坦部が約 130～145ｍ、北側谷部が標高約 120ｍで、その比

高差は約 35ｍとなっている。 

（エ）土地利用等 

 対象区域の現況の土地利用は、概ね樹林地、農地（水田、畑地）、水面及び道路等その他用地となっている。樹

林地は対象区域の西側に、農地は平担地である東側に分布する。 
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第 72 図 対象区域現況図及び断面位置図・断面図 
第 72 図　対象区域現況図 及び断面位置図、断面図
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第 73 図 設計対象区域土地利用等 

 

道路は対象区域の東側を町道稗方・立徳線が南北を走っているが、区域内の道路は大半が畔道等農道となって

いる。なお、町道稗方・立徳線は現在、当保存整備事業の一環として、一部付替工事が進行中である。また、対

象区域には農業関連施設等一部構造物の分布がみられる。 

（オ）植生・景観等 

 対象区域の植生は、西側の樹林地においては、スギ、ヒノキの植林による二次植生のほか、クヌギ等落葉広葉

樹の雑木が大半で、一部竹林も分布する。そのほかの地区は大半が農用地となっているため、これといった植生

はみられない。 

 この植生や土地利用の影響で、計画地の景観は牧歌的な田園風景を呈している。 

 なお、対象区域西側の長者山からは、北側谷部を除いて設計対象区域がほぼ一望できる。 

イ 基本設計 

（ア）基本方針 

 第１次基本計画における鞠智城跡保存整備の基本的考え方を踏まえ、設計対象区域の保存整備の基本方針を以

第 73 図　設計対象区域土地利用等
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第 73 図 設計対象区域土地利用等 

 

道路は対象区域の東側を町道稗方・立徳線が南北を走っているが、区域内の道路は大半が畔道等農道となって

いる。なお、町道稗方・立徳線は現在、当保存整備事業の一環として、一部付替工事が進行中である。また、対

象区域には農業関連施設等一部構造物の分布がみられる。 

（オ）植生・景観等 

 対象区域の植生は、西側の樹林地においては、スギ、ヒノキの植林による二次植生のほか、クヌギ等落葉広葉

樹の雑木が大半で、一部竹林も分布する。そのほかの地区は大半が農用地となっているため、これといった植生

はみられない。 

 この植生や土地利用の影響で、計画地の景観は牧歌的な田園風景を呈している。 

 なお、対象区域西側の長者山からは、北側谷部を除いて設計対象区域がほぼ一望できる。 

イ 基本設計 

（ア）基本方針 

 第１次基本計画における鞠智城跡保存整備の基本的考え方を踏まえ、設計対象区域の保存整備の基本方針を以
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下のとおり設定した。 

ａ 遺構保存整備方針 

 対象区域の主な遺構として、八角形建物等数多くの建築跡が確認されている。建築跡遺構の他にも歴史的道路

や池などの存在が想定される。これら遺構については、その保存に努めるとともに必要な整備を行う。その整備

手法については、各遺構の性格、特性を鑑み、適切な手法を用いるものとする。 

ｂ 造成・防災施設整備方針 

対象区域は、発掘調査等により鞠智城に関する遺構のほか、鞠智城以前や中世・近世の遺物や遺構が検出され

ており、廃城後も人々の営みが続けられていたことが確認されており、中世に一部大きく造成されているところ

も見受けられる。整備にあたっては、遺構の保護に努めるため原則として大規模な地形の改変は行わないものと

するが、後世の耕作等による明らかな改変箇所については、調査成果に基づき往時の地形の復元に努める。なお、

工事中及び整備後の雨水排水には十分配慮し、必要に応じ調整池等防災施設を設けるものとする。 

ｃ 施設整備方針 

鞠智城跡の理解を深め、より身近な文化財として利用してもらうために、学習、解説施設を設置するとともに、

利用者のための休養、便益施設を導入する。さらに、来訪者の円滑な利用を促すために安全管理施設、誘導施設

等の整備も図る。なお、これらの施設については景観に配慮し、位置、規模、形状、色彩、素材等についても十

分検討する。 

学習施設・・・・・・遺構復元・明示施設、展示・解説機能施設、研修施設等 

  休養、便益施設・・・広場施設、園地施設、休憩所、四阿、ベンチ、便所、駐車場、駐輪場等 

  安全管理施設・・・・車止め、照明灯等 

  誘導施設・・・・・・案内板、道標、園路等 

ｄ 動線整備方針 

 発掘調査によって明らかになった歴史的道路については、明示整備を行い、動線として活用するとともに、整

備される各施設等が有機的かつ効率よくネットワークされるよう動線整備を行う。また、適宜管理用動線も整備

するものとする。 

ｅ 修景整備方針 

 植生は往時の歴史的風土景観を形成する骨格的修景要素であるため、できるかぎり往時に近い植生形態を復元

し、保護、育成していく。また、適宜修景木、景観木、緑陰樹等を導入する。 

 また、施設等構造物についても歴史的文化的景観にふさわしいデザイン、色彩、規模等とする。 

（イ）造成設計 

ａ 造成方針 

 整備の基盤づくりである造成方針を以下のように定める。 

（ａ）敷地全体地形造成 

・大規模な土造成は原則として行わず、可能なかぎり往時の地形復元を目指す。 

・遺構部に近いところでは、遺構に損傷を与えないよう人力による造成とする。 

・崩落等の跡地は埋戻し、地形を自然な形に戻すとともに、今後崩落等の恐れのある箇所は必要に応じ土留

施設等防災対策を講じる。 

・遺構部周辺等の素掘溝や農業関連施設等構造物など不必要なものは撤去する。 

・整備後の雨水排水処理については、既存の溜池を調整池として利用するほか、必要に応じ防災施設を設け

るなど、防災には十分配慮する。 

（ｂ）遺構部造成 
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・遺構の損傷を避けるため、土造成は人力を基本とする。 

・遺構面に直接盛土を行う場合は、良質な山砂もしくは真砂土等により保護層をおく。 

・遺構の損傷の恐れのある既存木は伐木、伐根を行う。 

・建物の復元施設等構造物を整備する箇所においては、遺構に損傷を与えないよう必要な厚さの覆土を行う。 

ｂ 造成設計 

 造成設計概要は、以下のとおり。 

   造成面積     約 77,600 ㎡ 

   切土量      約 25,600 ㎥（機械） 

            約 6,700 ㎥ （人力） 

計 約 32,300 ㎥    

   盛土量      約 37,100 ㎥（機械） 

            約  4,500 ㎥（人力） 

計 約 41,600 ㎥ 

   購入土      約 10,200 ㎥ 

 

 

第 74 図 造成設計平面概略図 第 74 図　造成設計平面概略図
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第 75 図 遺構部盛土設計標準図 

 

（ウ）雨水排水施設設計 

 ａ 雨水排水方針 

雨水排水方針を以下のように定める。 

・基本的に造成後の全体地形に沿った形での雨水排水系統とし、流末は設計対象区域北側の既設の河川とする。 

・表面排水は園路沿いの側溝等を経て途中調整池に流入した後、放流する。 

・排水路は基本的に開渠とするが、園路横断箇所や遺構周りで構造物を目立たせたくない箇所では暗渠とす

る。 

第 75 図　遺構部盛土設計標準図

元
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・広場等においては適宜暗渠透水管を布設する。 

  ｂ 調整池の規模の検討 

 （ａ）対象区域の面積算定 

  設計対象区域に影響する流域面積は約 28ha である。この地区の諸元は次のとおりである。 

Ａ地区 

現況面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

周囲の山林 12.03 0.875 10.52625

畑地 7.80 0.525 4.095

田圃 4.88 0.750 3.66

住宅 3.51 0.750 2.6325

計 28.22  20.91375

 

 

 
第 76 図 流域図 

（ｂ）降雨強度の計算 

鞠智城跡付近での降雨強度を下表に示す。なお雨水流出量の検討は、10 年確率、降雨継続時間 30 分、60 分の

２タイプで検討を行う。 

（全国 148 地点の観測地をもとに地形、雨量分布、気候区などを参考にして導かれた値） 

 

確率年 10 

60 分雨量 65.00 

特性係数値 2.00 

 

降雨強度（㎜/h） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 92.85 65.00 

計画面積区分 （ha） 流出係数 面積＊流域

整備区域 10.50 0.850 8.925

周囲の山林 11.32 0.875 9.905

畑地 0.25 0.525 0.13125

田圃 2.64 0.750 1.98

住宅 3.51 0.750 2.6325

計 28.22  23.57375

第 76 図　流域図
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（ｃ）雨水流出量の算定 

（ａ）、（ｂ）の資料をもとに計画地の現況及び計画後の雨水流出量を算定する。 

算定式はラショナル式を行う。 

   Ｑ＝（1/3.6）×Ｃ×Ｉ×Ａ  

   Ｑ：雨水流出量（㎥/sec） Ｉ：流達時間内の降雨強度（㎜/h） Ｃ：流出係数  Ａ：集水面積（P） 

     現況の雨水流出量 

雨水流出量(㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 5.39 3.77 

     計画後の雨水流出量 

雨水流出量（㎥/sec） 継続時間 t（分） 30 60 

10 年確率 6.08 4.25 

 

（ｄ）調整池の容量算定 

（Ａ地区） 

計画後の雨水流出量の増加は、ｃ）より 6.08－5.39＝0.69 ㎥/sec（30 分）、4.25－3.77＝0.48 ㎥/sec（60 分）

であり、降雨終了後排水するものとして調整池の容量を算定する。 

   0.69 ㎥/sec×30min×60sec＝1,242 ㎥  約 1,250 ㎥（30 分） 

   0.48 ㎥/sec×60min×60sec＝1,728 ㎥  約 1,730 ㎥（60 分） 

  調整池の安全率を 1.25 とすると 

   1,250 ㎥×1.25＝1,562 ㎥   約 1,600 ㎥（30 分） 

   1,730 ㎥×1.25＝2,162 ㎥   約 2,200 ㎥（60 分）となり、 

  降雨継続時間 30 分で 1,600 ㎥、降雨継続時間 60 分で 2,200 ㎥程度の容量となる。 

 

なお、当該地域において整備する調整池は、今後発掘調査等により、遺構の分布状況を確認の上、その設置場

所を決定する必要があるが、本基本設計においては既存の溜池と一体化した形で考え、また、歴史的文化的環境

にふさわしいデザインをもつ調整池とするため、湿生植物等を施した修景池として整備するものとする。 

そのためには、池の平面的規模は約 2,000 ㎡、常水位は 30 ㎝程度とし、安全性を考慮して水深は 1.25ｍ程度と

する。 

 

（エ）雨水排水施設設計 

  調整池      １基  面積約 2,000 ㎡、深さ約 1.25ｍ、修景池として整備 

  Ｕ字側溝     約 260ｍ  Ｕ＝300 

  皿型側溝       約 1,300ｍ  Ａ＝180 

  暗渠管（無孔管）  約 395ｍ  径 300 

  暗渠管（有孔管） 約  600ｍ  径 200～250 

  暗渠管（有孔管） 約 1,000ｍ  径 100～150 

  集水枡      56 基 

  せせらぎ水路   約 110ｍ Ｗ＝2.6ｍ 
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第 77 図 雨水排水系統図 

 

（オ）遺構保存活用施設設計 

 設計対象区域では、現在 49 棟の建築跡が確認されているが、今後調査が進むとさらに検出棟数は増加するもの

と思われる。 

 基本計画策定後「建物復原検討委員会」を開催し、建築の専門家等により建物構造、仕様等あるいは築造時期

等遺構の検討を行い、建築跡の明示や礎石の露出展示はもとより、可能なものについては以下のような事項に留

意しながら上屋の復元整備を行うこととした。 

・ 建物の用途・種類や構造（平面的規模、高さ、壁、屋根等の形態）の解明 

・ 建物の材料・仕様（例えば瓦葺、わら葺、板葺等）の決定 

 その結果、建築跡遺構の保存活用整備については、概ね以下の３タイプを定め、該当する建築跡遺構を次のと

おり示す。  

第 77 図　雨水排水系統図
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タイプ区分 対象遺構 備考 

建築復元施設 ５号建築跡  ６号建築跡  11 号建築跡、16 号建築跡 

20 号建築跡  24 号建築跡  28 号建築跡  30・31 号建築跡 

32・33 号建築跡  47 号建築跡 

 

計 10 棟 

建築跡礎石露出展示

施設 

45 号建築跡  46 号建築跡  48 号建築跡   

49 号建築跡（宮野礎石建築跡） 

計４基 

建築跡平面表示施設 

 

４号建築跡  21 号建築跡  22 号建築跡  23 号建築跡 

36 号建築跡  50 号建築跡 

礎石建築 

計６基 

１号建築跡  ２号建築跡  ３号建築跡  ７号建築跡 

８号建築跡  ９号建築跡  10 号建築跡  12 号建築跡 

13 号建築跡  14 号建築跡  15 号建築跡  17 号建築跡 

18 号建築跡  25 号建築跡  26 号建築跡  27 号建築跡 

38 号建築跡  41 号建築跡  42 号建築跡  43 号建築跡 

55 号建築跡 

 

 

掘立柱建築 

計 21 基 

29 号建築跡 礎石・掘立柱併用

建築跡  １基 

  

 なお、34 号建築跡、35 号建築跡、37 号建築跡、39 号建築跡、40 号建築跡は他の建築跡と重複するため、整備

対象から除外する。 

 また、建物復元施設のうち６号建築跡、11 号建築跡、24 号建築跡、47 号建築跡及び八角形建物については、

今後さらなる専門家等による検討を必要とするため、本基本設計から除外する。 

 

《建築復元施設設計概要》 

 可能なかぎり、築造当時の姿にその材料、工法等を用い復元する。 

遺構 規模等 備考 

５号建築跡 建築面積 80.95 ㎡ 倉、高床、板壁、茅葺屋根 

６号建築跡 建築面積 約 33 ㎡  

11 号建築跡 建築面積 約 139 ㎡  

16 号建築跡 建築面積 201.24 ㎡ 兵舎、土間床、土壁、板葺屋根 

20 号建築跡 建築面積  67.29 ㎡ 倉、高床、校倉壁、本瓦葺屋根 

24 号建築跡 建築面積 約 58 ㎡  

28 号建築跡 建築面積 36.80 ㎡ 土間床、土壁、板葺屋根 

30・31 号建築跡 建築面積 約 98 ㎡ 八角形建物 

32・33 号建築跡 建築面積 約 110 ㎡ 八角形建物 

47 号建築跡 建築面積 約 52 ㎡  

 なお、16 号建築跡復元建物においては内部を展示空間として活用するものとする。 

 

 



― 127 ― - 127 -

 

第 78 図 建物跡遺構整備区分図 
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第 79 図 建物復元施設イメージ 

 

〈建築跡礎石露出展示施設〉 

・遺構礎石は必要に応じ接着を行い、また、強化、撥水処理等保存処理を施す。 

・不足する礎石は類似する石材を補足する。 

遺構 規模等 備考 

45 号建築跡 8.95ｍ×11.44ｍ＝102.39 ㎡ 補足石 ２石、遺構石 10 石 

46 号建築跡 9.53ｍ×11.60ｍ＝110.55 ㎡ 補足石 13 石、遺構石 ７石 

48 号建築跡 6.82ｍ×16.58ｍ＝113.08 ㎡ 補足石 ７石、遺構石 ８石 

49 号建築跡 10.89ｍ×25.10ｍ＝273.34 ㎡ 補足石 11 石、遺構石 29 石 

第 79 図　建物復元施設イメージ

元

元
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〈建築跡平面明示施設〉 

 

礎石建築跡 

・遺構面を覆土で保護し、遺構礎石と類似した石材で礎石を明示する。 

・礎石には高さ 40 ㎝のヒノキ材（防腐処理）により柱跡を表現する。 

・土間面は透水性真砂土舗装材にて舗装する。 

 

 

遺構 規模等 備考 

４号建築跡 104.5 ㎡ 礎石６石（３号建築跡と一体的整備） 

21 号建築跡 132.0 ㎡ 礎石 20 石（22、23 号建築跡と一体的整備） 

22 号建築跡 44.0 ㎡ 礎石 15 石（21 号建築跡と一体的整備） 

23 号建築跡 64.0 ㎡ 礎石 20 石（21 号建築跡と一体的整備） 

36 号建築跡 139.2 ㎡ 礎石 20 石（38 号建築跡と一体的整備） 

50 号建築跡 65.8 ㎡ 礎石 15 石 

 

 

 

 

第 80 図 礎石建築跡・平面明示標準図 

 

 

 

 

 

第 80 図　礎石建物跡・平面明示標準図
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掘立柱建築跡 

  ・  遺構面を覆土で保護し、柱跡を自然石平板で明示する。 

・ 土間面は、透水性真砂土舗装材で舗装する。 

 

遺構 規模等 備考 

１号建築跡 91.0 ㎡、柱跡 24 穴  

２号建築跡 27.3 ㎡、柱跡８穴  

３号建築跡 135.2 ㎡、柱跡 10 穴 ４号建築跡と一体的整備 

７号建築跡 116.2 ㎡、柱跡 14 穴  

８号建築跡 115.2 ㎡、柱跡 18 穴  

９号建築跡 108.8 ㎡、柱跡 10 穴  

10 号建築跡 111.2 ㎡、柱跡 14 穴  

12 号建築跡 217.5 ㎡、柱跡 22 穴  

13 号建築跡 147.0 ㎡、柱跡 20 穴 14 号建築跡と一体的整備 

14 号建築跡 117.0 ㎡、柱跡 10 穴 13 号建築跡と一体的整備 

15 号建築跡 181.4 ㎡、柱跡 14 穴  

17 号建築跡 220.0 ㎡、柱跡 18 穴  

18 号建築跡 58.8 ㎡、柱跡５穴  

25 号建築跡 93.5 ㎡、柱跡 16 穴  

26 号建築跡 115.5 ㎡、柱跡 10 穴  

27 号建築跡 122.4 ㎡、柱跡 10 穴  

38 号建築跡 20.2 ㎡、柱跡４穴 36 号建築跡と一体的整備 

41 号建築跡 172.5 ㎡、柱跡 10 穴  

42 号建築跡 75.2 ㎡、柱跡 12 穴  

43 号建築跡 128.8 ㎡、柱跡 16 穴  

55 号建築跡 114.3 ㎡、柱跡 10 穴  

29 号建築跡 113.0 ㎡、柱跡 12 穴 礎石、掘立柱併用建築跡、礎石４石 

 

 

第 81 図 掘立柱建物跡・遺構明示標準図 

 

第 81 図　掘立柱建物跡・遺構明示標準図
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第 82 図　平面明示施設イメージ

礎石建築跡平面明示施設

掘立建築跡平面明示施設
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（カ）学習施設設計 

 設計対象区域における学習施設として、次の整備をする。 

 

名称 規模等 概要 

遺構保存活用施設 １式  

遺構整備展示広場 面積 31,000 ㎡ 遺構保存活用施設を有する広場。張芝 

研修広場 面積 12,200 ㎡ 屋外での研修、集会が可能な広場。草本類でグランドカバー

長者井戸 １式 湧水池の修復整備 

総合案内板 ３基 入口空間に設置 

解説板 12 基 建築復元施設、宮野礎石建築跡、及び長者井戸に設置。 

名称板 31 基 建築跡平面明示施設に設置。 

 

 そのほか、設計対象区域において、ガイダンス施設の導入が予定されている。 

 ガイダンス施設は基本計画において、その概要が示されているが、今後その容量、デザイン等について検討を

加えていくものとする。 

 

 

第 83 図 総合案内板・解説板配置図 

 

第 83 図　総合案内板・解説板配置図
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（キ）休養・便益施設設計 

 設計対象区域における休養・便益施設としては以下の施設を整備する。 

名称 規模等 概要 

四阿 ２棟 入口空間に設置。便所と併設。その他、建築復元施設も四阿的施設と

して活用する。 

ベンチ 21 基 木製。広場等に適宜設置。 

駐車場 ３ヶ所（計 5,600 ㎡） 北入口部 1,600 ㎡ 南入口部 800 ㎡、中央入口部 3,200 ㎡ 

駐輪場を有する。カラーアスファルト舗装。 

便所 ２棟（各 43.7 ㎡） 北入口部、南入口部に設置。四阿と一体となった施設。 

道標 14 基 園路の交差点等に設置。 

 

（ク）安全管理施設設計 

 整備後の来訪者の安全や運営管理のため、設計対象区域における安全管理施設として、次の施設を整備する。 

名称 数量等 概要 

照明灯 ６基 Ｈ＝5.6ｍ、駐車場に設置。 

車止め 85 基  

 

第 84 図 照明灯配置図 

 

第 84 図　照明灯配置図
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（ケ）シンボル施設設計 

鞠智城跡の保存整備はその面積規模が広範囲に及ぶため、利用者にとって周辺からのアクセス、あるいは地区

内における位置の認識のため、ランドマーク、シンボルとなるような施設を設置する。八角形建物の復元施設は

シンボル、モニュメントとなるが、設計対象区域においては南側の入口部分にモニュメントを有するシンボル広

場を整備するものとする。 

・シンボル広場   1,200 ㎡  モニュメントを有する。 

なお、モニュメントについては平成７年度から製作を進めている。 

 

第 85 図 シンボルイメージ図 

 

（コ）園路設計 

 設計対象区域においては以下のような園路を整備し、これらを有機的に結合させるものとする。なお、園路の

交差点等においては適宜道標、距離標等を設置する。なお、歴史的道路については今後の発掘調査等により遺構

が確認されれば整備する。 

  ・一般園路   延長 1,535ｍ  幅員４ｍ 

          管理用道路を兼ねる。 

    ・散策路    延長 420ｍ 幅員 1.5～2.0ｍ 

  ・歴史的道路  延長 60ｍ  幅員 2.0～3.0ｍ  

  ・階段     ３ヶ所  延長 25ｍ  幅員 1.5ｍ、３ｍ 

 ・橋      ６基  鉄骨木仕上  水路部に架橋 

第 85 図　シンボル施設イメージ図
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第 86 図 園路経路 

 

 

 

第 86 図　園内経路
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第 87 図 園路標準断面図 

 

（サ）植栽設計 

 設計対象区域における植栽設計は以下のように定める。 

・ 現存する良好な既存木はできるだけ活用する。 

・ 展望を確保する必要がある箇所においては、既存木を適宜間伐する。 

・ 広場等においては適宜、景観木、緑陰樹等を植栽する。 

・ 園路沿い等安全柵の設置箇所においては適宜低木植栽を施しその修景を心掛ける。 

・ 導入する樹種は地域の在来種とする。 

・ 将来の維持管理を考慮した樹種選定を行う。 

 設計対象区域における植栽は以下のとおりとする。 

  高 木（ヤマザクラ、オオシマザクラ、サザンカ、ヤマモモ、アラカシ、クス等） 約 410 本 

  中 木（ヤブツバキ、イヌビワ、ネズミモチ、クマノミズキ等）         約 510 本 

  低 木（クルメツツジ、キリシマツツジ、ドウダンツツジ、ユキヤナギ、アセビ、マルバシャリンバイ等） 

                                           約 10,200 株 

  地被類（ノシバ、シロツメグサ等）                         約 46,200 ㎡ 

  生垣 （ツバキ、イヌマキ等）                           約  250ｍ 

第 87 図　園路標準断面図
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（シ）給電・給水施設設計 

 設計対象区域における給電・給水設備施設は以下のとおりとする。 

ａ 給電設備施設  ケーブル（地下埋）      約 265ｍ 

           照明灯（アプローチタイプ）    ６基 

           ハンドホール           １基 

           分電盤              ３面 

ｂ 給水設備施設  配管              1,725ｍ 

        散水栓             32 ヶ所 

           止水栓ほか            １式 

           加圧ポンプ            ４基 

 

 

第 88 図 給電・給水系統図 

第 88 図　給電・給水系統図
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第 89 図 鞠智城跡長者原地区基本設計平面図 
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第 90 図 鞠智城跡長者原地区イメージ図 
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第５節 第２次鞠智城跡保存整備基本計画の策定  

 第１次基本計画における平成 13（2001）年度までの計画期間の終了に際して、長者原地区の保存整備について

はほぼ見通しがついていたものの、内城区域 55ha における他の地区の保存整備については課題として残されてい

た。このため、平成 12（2000）年度に策定された熊本県総合計画「パートナーシップ２１くまもと」では、その

重点課題として、「歴史公園の完成をめざして」調査と整備のさらなる継続が掲げられた。それに伴い、県教育委

員会では、第１次基本計画を総括した上で、それを継承し、さらに歴史公園の活用という視点を盛り込んだ次期

計画として、平成 14（2002）年３月、『第２次鞠智城跡保存整備基本計画』（以下、「第２次基本計画」という。）

を次のとおり策定した。 

（１）第 1 次基本計画の総括 

ア 第 1 次基本計画に掲げた課題 

 第 1 次基本計画では、「事業実施にむけての提言」として以下（ア）～ （オ）の課題を掲げており、それぞれ

の課題について、以下のように具体的な取り組みを行った。 

（ア）用地の公有化  

遺跡の恒久的保存、継承のために、また整備活用を図るために公有化を推進し、地域住民の生活を壊さないよ

う配慮を加えながら、事業目的を達成するために必要な用地の買上を行い、公有化を進めた。 

（イ）周辺住民との協調 

計画地内の農地を買収し公有化を進める一方で、関係機関との協力のもと、圃場整備等により営農地を確保す

るなど、地域住民の生活を維持するための施策を実施した。 

（ウ）関係自治体との協力 

鞠智城跡の主たる整備を熊本県が行い、関連整備を地元自治体（鹿本郡菊鹿町（当時））が行うことで、第１次

基本計画は進められてきた。これにより菊鹿町によりアクセス道路や駐車場の整備が計画どおり完了した。 

（エ）事業推進体制の確立 

平成 7 年度当初、鞠智城跡の整備事業の推進を行う部署を熊本県教育庁文化課に「文化財整備係」として新設

した。 

（オ）国史跡の指定化 

指定申請に向けて、城域の確定及び主要部分の公有化を進めた。 

イ 第１次基本計画における保存にむけての取り組みとその具体的な成果 

 第１次基本計画における遺跡の保存に向けた取り組みとその成果については、以下のとおりとなる。 

項目 計画概要 成果 

用地の公有化 

内城区域のうち、米原集落、上原地区

営農地、池の尾地区営農地を除く

45ha。 

手続き上取得が困難な採石場、長者山墓地等を除く

42ha を取得。一部未買収地を残すが、主たる遺構部分

についてはほぼ完了した。 
遺構面の保護 長者原地区 7ha の地形復元及び、遺構

保護のため 0.7m～1m の覆土を施す。

 

貯水池及びその周辺を除く 5ha について実施。第１次

基本計画終了時点で施工可能なエリアは完了。また、

第 32 号建物（八角形建物）の復元に際しては、遺構保

護のため、敢えて位置をずらす措置をとった。 
礎石遺構の 

保存処理 

建物跡の露出展示を予定した 4 棟（45
号・46 号・48 号・49 号）について、

接着、強化、撥水処理を施す。 

第１次基本計画策定後に検出された建築跡も含めて実

施した。11 号・12 号・20 号・21 号・22 号・23 号・36
号・45 号・46 号・47 号・48 号・49 号・50 号・56 号・

59 号・64 号の 16 棟 
当初は露出展示するもののみを対象としたが、より確

実な保存をめざし、埋め戻して保存するものについて

も実施。他に、堀切・深迫・池ノ尾の３つの門礎石に

ついても実施し、露出展示を行っている。堀切門にお

いて凝灰岩の城壁が検出されたが風化しやすい性質の

ため、今後保存処理が新たに必要となった。 
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ウ 第１次基本計画における整備への取り組みとその具体的成果 

 第１次基本計画で策定した整備計画とその成果について、下表のとおり総括した。なお、第１次基本計画にお

ける具体的な整備内容は、平成７年度に策定した「長者原地区基本設計」による。 

 

区分 名称 計画概要 成果 

遺構保存 

整備施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

復元整備 

（建物） 

 

 

 

10 棟を復元整備。 
5 号・6 号・11 号・16 号・20
号・24 号・28 号・30 号・32
号・47 号 
 

4 棟（5 号・16 号・20 号・32 号）を復元整備。 
10 棟の復元目標を掲げたが、計画期間内に「鞠智城全盛

期に時代を絞り、古代山城をトータルに理解するために

必要な、機能の異なる相当数の建物を復元する」との方

針により、復元対象建物遺構の見直しを実施。 
礎石露出展示 

（建物） 

4 棟を礎石露出展示。 
45 号・46 号・48 号・49 号 
 
 

1 棟（49 号）を露出展示。 
・長者山墓地の公有化をしなかったため、49 号（宮野礎

石群）のみ。 
・位置的に見学者の動線から外れていることもあり、見

学者の目に触れる機会はあまりない。 
・平面表示施設との区別も理解されていない。 
・適切なガイダンスを行うと共に、他の遺構明示との組

み合わせによる展示方法を検討することが必要。 
・礎石建物だけでなく、掘立柱建物の遺構露出展示の方

法はないか検討を要する。 
平面表示 

（建物） 

a 礎石建築 6 棟（4 号・21
号・22 号・23 号・36 号・

50 号） 
b 掘立柱建築 20 棟（1 号・2

号・3 号・7 号・8 号・9
号・10 号・13 号・14 号・

15 号・17 号・18 号・25
号・26 号・27 号・38 号・

41 号・42 号・43 号・55
号） 

ｃ 礎石・掘立柱併用建築 2
棟（12 号・29 号） 

平面表示施設としたものは以下のとおり。 
a  礎石建築 3 棟（21 号・56 号・59 号） 
b  掘立柱建築 12 棟（1 号・2 号・3 号・6 号・8 号・

13 号・17 号・24 号・27 号・30 号・32 号・55 号）

c  礎石・掘立柱併用建築 1 棟（12 号）  
・礎石・掘立柱共に、計画と異なる工法を採用。 
・見学者には、遺構明示施設であることが判りにくく、

補足的な解説設備が必要。 
 

城門 深迫・堀切・池ノ尾の３門跡に

ついて、発掘調査による構造解

明のうえ、登城道を含めて復元

整備を行う。 

保安林解除の手続きなどで発掘調査に手間取り、門礎石

を保存処理した上で、露出展示するに止まった。仮設の

覆屋を施してはいるが、門礎石であることの表示及び解

説が必要。 
土塁 土塁遺構を明示しながら地形

を復元し、遊歩道として整備。

涼みが御所、灰塚等の山頂部に

は、土塁と一体となった展望所

及び休憩所を設置。 
遊歩道：2000m・展望所：８棟・

休憩所：１棟 

緊急地域雇用特別基金事業により樹木を伐採し、土塁線

の存在を確認するに止まった。 

石垣 馬こかし、三枝の石垣につい

て、築造時期を確定し、見学が

可能なように修復等の整備を

実施。 

築造時期の特定ができておらず、未着手。 
遺構まで見学者を誘導する遊歩道の整備を優先する。 

学習施設 ガイダンス施設 鉄骨平屋建て 約 1,000 ㎡  
案内機能：50 ㎡ 
管理機能：300 ㎡ 
休憩機能：200 ㎡ 
展示解説機能：400 ㎡ 

 その他：50 ㎡ 
 
 
 
 

木造 2 階建て 約 850 ㎡  
案内機能：20 ㎡ 
管理機能：300 ㎡ 
休憩機能：150 ㎡ 
展示解説機能：330 ㎡ 
その他：50 ㎡ 

・県の財政事情により着手の見通しが立っていなかった

が、林野庁による国庫補助「地域材利用促進木造公共

施設整備事業」を活用し、計画期間内に整備。 
・管理機能に研究機能を加えた。 
・遺構や復元整備に影響のない東端に位置を変更 
・菊鹿町による物産館を町施工で併設 
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解説板 12 基設置。 
復元建物（5 号・6 号・11 号・

16 号・20 号・24 号・28 号・30
号・32 号・47 号）及び露出展

示（49 号）、長者井戸に設置。

5 基設置。 
・復元建物（5 号・6 号・20 号・32 号）及び露出展示（49

号）に設置。 
・音声解説板をシンボル広場と八角形建物前に設置。 

名称板 31 基設置。 
建物平面表示施設に設置。 
 

未着手 
・簡易な名称板を設置したが、ガイダンス効果を得るた

めには、解説板に近いグレードのものが必要。 
休養・便益 

施設 

休憩所 3 棟整備。 
長者原地区に復元建物を利用

して 2 棟、堀切門跡付近に 1
棟整備。 

1 棟整備 
16 号復元建物を利用。 
 
 

四阿・展望所 8 棟整備。 未着手 
ベンチ 適宜設置。 未着手 
駐車場 ３箇所整備。（年間来場者 20

万人を想定） 
 北入口部  1,600 ㎡ 
 南入口部   800 ㎡ 
 中央入口部 3,200 ㎡ 

1 箇所整備。南入口部 800 ㎡ 
・年間来場者５万人には十分対応可能 
 

公衆便所 2 棟（各 40 ㎡程度）設置 
北入口部及び南入口部 

未着手 
 ガイダンス施設に 1 棟付設。 

誘導施設 道標 14 基設置。 
園路の交差点等に設置。 

５基設置。３城門への誘導。園内全体の園路整備が進ん

でおらず計画どおりの道標の設置に至っていない。 
シンボル 

施設 

シンボル広場 広場 1,200 ㎡  
モニュメントを設置。 

計画どおりに整備済 
 

園路 アプローチ道路 

 

南北に縦断する町道立德稗方

線は遺跡内で大きくカーブし、

来場者や近隣住民の交通の安

全性や、アプローチ道路として

の活用の面から、R 勾配解消工

事を実施。 

計画どおりに実施。 

歴史的道路 土塁線及び大門口からの登城

道と推定される道路（現町道）

を遊歩道として整備。 
 a 町道 約 1,800m 

b 土塁 約 2,000m 

未整備 

散策路 

 

土塁から山裾へ連絡する分岐

道や里道などを散策路として

整備。約 4,400m 

未整備 

一般園路 長者原地区に 1,600m を計画。 貯水池周辺を除く部分を実施。施工可能エリアについて

は完了。 
造成 盛土 長者原地区 7ha の地形復元及

び遺構保護のため 0.7～1m の

覆土を実施。 

貯水池及びその周辺を除く 5ha について実施。 
施工可能エリアは完了。 

雨水排水 

防災施設 

 内城区域 55ha 内に計画 
a 調整池設置 １箇所 
b 既存池利用 １箇所 
c 雨水排水路 約 250m 

（幅 1.5m、深さ 0.5m）

d 園地内側溝 約 1,200ｍ 
e 道路側溝  約 320m 
f 集水枡   1 式 
g 暗渠工   約 2,400m 

（径 100～150） 
h 板しがら工 1 式 
i 崩壊防止施設 1 式 

a～c については未実施。ｄ以下については、ほぼ計画

通りに実施した。ａ及び c は、貯水池跡の発掘調査完了

をまって実施。b は、南部谷部の圃場整備により既存池

が消滅。城内を流れる準用河川塩井川による排水能力で

充足。 
 なお、長者原地区整備に伴い、町道側溝に流入する雨

水が増加。その流末処理が今後課題。 

植栽  現存する良好な既存木を可能

な限り活用し、眺望を確保する

ために、適宜伐採する。長者原

地区においては、地域の在来種

により適宜、景観木、緑陰樹を

植栽する。 

伐採のみで、ほとんど植栽は行っていない。 
貯水池跡で実施済みの花粉分析を土塁線等でも実施す

ることにより、往時の植生を復元することができる。 
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エ 第１次基本計画終了時における利用状況 

平成 11 年 4月にオープンした兵舎仮展示場の年間入館者数は４万人を超え、史跡への年間総来場者数は５万人

を超えた。第１次基本計画終了時点（平成 13 年度末）での主な利用形態は以下のとおり。歴史学習や地域交流の

拠点として、また、新たな観光スポットとして確実に浸透したものと総括した。 

・小中学校、生涯学習団体、職場団体、老人会などが見学に訪れている。 

・地域住民の憩いの場として、朝・夕の散歩や軽運動に利用されている。 

・地域のレクレーション大会や、各種催しの会場として利用されている。 

・県北の観光スポットとして、新たな拠点となりつつある。この観光客を対象として、地元住民による農産

物の販売や、案内ボランティアが活動を始めている。 

鞠智城跡のハード面の整備を集中的に実施した結果、一定の集客を確保しているが、一過性のものとならない

ように、今後は、ソフト面の充実を図りながら歴史公園としての活用を進めていくことが不可欠であるとした。    

また、来場者等を対象とした公聴活動を今後も継続し、利用者の求める歴史公園のあり方についても検討して

いくことも必要であるとし、課題として第 2 次鞠智城跡保存整備基本計画に掲げて取り組むこととした。 

 

（２）策定の背景と目的 

 熊本県は、鞠智城跡を「全国有数の重要遺跡で、県の核となる歴史的、文化的遺産」であり、「歴史公園として

活用を図るにあたり、最も優れた素材となる遺跡」と位置づけ、次の点で特に優れた遺跡であるとしている。 

・一地域に納まらない（面的な広さ） 

    築城の目的を学ぶとき、国内にとどまらず、東アジア全域に視点が広がる。 

  ・一時代にとどまらない（時間的な幅） 

    地理的な要因を学ぶとき、鞠智城の存続期間に限らず、装飾古墳等菊池川流域の古代文化や、中世の菊

池氏の隆盛など、その前後の幅広い時代に視点が広がる。 

  ・多様な顔を持つ（価値の多面性） 

    国史に記載される朝鮮式山城の一つとされ、このこと自体、鞠智城跡の遺跡としての価値の高さを物語

っているが、これまでの発掘調査により、その範疇におさまらない側面をもつことも明らかとなってい

る。また、鞠智城から派生した「米原長者伝説」の民話伝承も、広く知られている。 

 平成６年度に策定した第１次基本計画では、「歴史公園化をめざして」昭和 42 年度からの発掘調査の成果に基

づき整備を進め、年間５万人を超える見学者が訪れるまでの施設となり、古代山城としての鞠智城跡の魅力を伝

えてきたが、鞠智城跡の潜在的な価値を十分に引き出すためにはさらなる取り組みが必要であった。 

 このため、平成 12 年度に策定された熊本県総合計画「パートナーシップ２１くまもと」では、「歴史公園の完

成をめざして」調査と整備を継続することが掲げられ、第１次基本計画の取り組みを踏まえて、その次期計画と

して、平成 14 年３月に第２次基本計画を策定した。 

この第２次基本計画では、第 1 次基本計画を継承し、更に歴史公園の活用という視点から、目的として次の 4

点が掲げられた。 

ア 遺跡の保護保存 

 本事業の第一の目的で、鞠智城跡の中心部である内城区域 55ha を中心に、外縁地区を含む 120ha に及ぶ遺跡を

恒久的に維持し、次世代に伝達する。 

イ 鞠智城の解明 

 継続的な発掘調査と総合的な学術研究により鞠智城の性格を解明する。 

ウ 歴史的景観、環境の保全と再生 
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エ 第１次基本計画終了時における利用状況 

平成 11 年 4月にオープンした兵舎仮展示場の年間入館者数は４万人を超え、史跡への年間総来場者数は５万人

を超えた。第１次基本計画終了時点（平成 13 年度末）での主な利用形態は以下のとおり。歴史学習や地域交流の

拠点として、また、新たな観光スポットとして確実に浸透したものと総括した。 

・小中学校、生涯学習団体、職場団体、老人会などが見学に訪れている。 

・地域住民の憩いの場として、朝・夕の散歩や軽運動に利用されている。 

・地域のレクレーション大会や、各種催しの会場として利用されている。 

・県北の観光スポットとして、新たな拠点となりつつある。この観光客を対象として、地元住民による農産

物の販売や、案内ボランティアが活動を始めている。 

鞠智城跡のハード面の整備を集中的に実施した結果、一定の集客を確保しているが、一過性のものとならない

ように、今後は、ソフト面の充実を図りながら歴史公園としての活用を進めていくことが不可欠であるとした。    

また、来場者等を対象とした公聴活動を今後も継続し、利用者の求める歴史公園のあり方についても検討して

いくことも必要であるとし、課題として第 2 次鞠智城跡保存整備基本計画に掲げて取り組むこととした。 

 

（２）策定の背景と目的 

 熊本県は、鞠智城跡を「全国有数の重要遺跡で、県の核となる歴史的、文化的遺産」であり、「歴史公園として

活用を図るにあたり、最も優れた素材となる遺跡」と位置づけ、次の点で特に優れた遺跡であるとしている。 

・一地域に納まらない（面的な広さ） 

    築城の目的を学ぶとき、国内にとどまらず、東アジア全域に視点が広がる。 

  ・一時代にとどまらない（時間的な幅） 

    地理的な要因を学ぶとき、鞠智城の存続期間に限らず、装飾古墳等菊池川流域の古代文化や、中世の菊

池氏の隆盛など、その前後の幅広い時代に視点が広がる。 

  ・多様な顔を持つ（価値の多面性） 

    国史に記載される朝鮮式山城の一つとされ、このこと自体、鞠智城跡の遺跡としての価値の高さを物語

っているが、これまでの発掘調査により、その範疇におさまらない側面をもつことも明らかとなってい

る。また、鞠智城から派生した「米原長者伝説」の民話伝承も、広く知られている。 

 平成６年度に策定した第１次基本計画では、「歴史公園化をめざして」昭和 42 年度からの発掘調査の成果に基

づき整備を進め、年間５万人を超える見学者が訪れるまでの施設となり、古代山城としての鞠智城跡の魅力を伝

えてきたが、鞠智城跡の潜在的な価値を十分に引き出すためにはさらなる取り組みが必要であった。 

 このため、平成 12 年度に策定された熊本県総合計画「パートナーシップ２１くまもと」では、「歴史公園の完

成をめざして」調査と整備を継続することが掲げられ、第１次基本計画の取り組みを踏まえて、その次期計画と

して、平成 14 年３月に第２次基本計画を策定した。 

この第２次基本計画では、第 1 次基本計画を継承し、更に歴史公園の活用という視点から、目的として次の 4

点が掲げられた。 

ア 遺跡の保護保存 

 本事業の第一の目的で、鞠智城跡の中心部である内城区域 55ha を中心に、外縁地区を含む 120ha に及ぶ遺跡を

恒久的に維持し、次世代に伝達する。 

イ 鞠智城の解明 

 継続的な発掘調査と総合的な学術研究により鞠智城の性格を解明する。 

ウ 歴史的景観、環境の保全と再生 
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発掘調査と総合的な学術研究の成果を踏まえ、遺構の復元や築城当時の環境を再生する。このことにより、潜

在的な価値が顕在化し、鞠智城跡は「立体的・多元的に歴史を感じることのできる感動の空間」となり、「歴史公

園」としての完成をみる。その過程で、伝統的な土木技術や建築技術を再発見し、次世代へと伝承していくこと

も可能となる。 

エ 歴史公園としての活用 

 「歴史公園の活用」という視点から、多くの利用者が訪れ、歴史的空間のなかに知的欲求を満たしつつ、さら

に深い欲求を喚起され、より深く歴史・文化を理解し、「日本史」を国際的な視野の中で理解する力を養うことが

できるよう、その具体的な目的として、次の四点を掲げた。 

（ア）歴史学習の場として 

 歴史公園の公開は、学術研究の成果を公表することを意味し、適切なガイダンスにより、学校教育における歴

史学習や生涯学習の場としての活用を図る。 

（イ）地域におけるアイデンティティの創出 

 価値が顕在化された鞠智城跡は、地域住民に共通の文化的シンボルとして、地域交流や歴史を活かした地域づ

くりの核となり、地域間交流や国際交流にも活かされる。 

（ウ）知的観光資源として 

 地域の歴史と文化を体験できる「知的な観光資源」として、幅広く来園者を受け入れ、見学者の知的欲求を満

たしながら、経済活動やボランティア活動を誘発していく。 

（エ）新世紀をともに築く「共同社会」の実現 

 鞠智城跡を舞台とした様々な活動を通じて、地域内、地域間、国際間の交流と連携が行われ、パートナーシッ

プのもと、互いに支え合い、励まし合う「共同社会」を実現する。 

 

（３）保存整備の基本方針 

第２次基本計画における保存整備の基本方針を次のとおり定めた。 

ア 計画の対象区域と事業主体 

（ア）対象区域 

第 1 次基本計画において、計画の対象区域は外縁部を含む約 120ha としていたが、これを継承した。ただし、

整備の主眼は遺構の集中する内城区域においた。 

内城区域：米原台地の上面域を中心に、土塁線―崖線―３つの城門より囲まれた区域で、面積約 55ha 

外縁区域：内城区域に加えて、西の「大門」口と米原台地を取り巻く迫地や谷を含む区域で、面積約 65ha 

（イ）事業主体 

・内城区域における主たる整備は、原則として熊本県が事業主体となる。 

  ・外縁区域においては、原則として地元自治体が事業主体となる。 

  ・地元自治体による支援を要請していく。 

イ 事業期間 

・第１次基本計画の終了する平成 14 年度から平成 23 年度までの 10 ヶ年とする。 

 ・５ヶ年ごとに上半期と下半期に分けて年次計画を策定する。 

ウ 事業計画の総括と見直し 

 ・各年度に事業の進捗を検証する 

 ・３ヶ年ごとに事業を総括し、計画の見直しを図る。（５ヶ年、10 ヶ年） 

 ・最終年度には、全体計画の総括を行い、第３次鞠智城跡保存整備基本計画への円滑な移行を図る。 
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エ 基本的な考え方 

（ア）研究成果の発表と活用 

鞠智城跡を保存整備する目的は、その潜在的な価値を顕在化させ、活用を図ることにある。昭和 42 年から蓄積

された豊富な研究成果と、今後新たに加えられる第 2 次基本計画実施後の研究成果を、広く多くの県民に発表し、

共有するために鞠智城跡の保存整備を行う。 

（イ）調査研究へのフィードバック 

復元整備した遺構を公開することは、その時点での研究成果の公表であると同時に、今後の研究資料としての

活用を図るものである。整備の完了は、研究の終着点を意味するものではなく、新たな資料批判の対象としての

始まりを意味する。鞠智城跡においては、この点に主眼をおいて復元整備の成果の活用を図る。 

（ウ）新たな鞠智城跡の魅力の発見 

鞠智城跡は、未だに不明な点が多い遺跡であるが、このことが鞠智城跡の最大の魅力のひとつでもある。年々

明らかにされる調査研究の成果を整備という形で公表しながら、見学者自身にも鞠智城跡の解明にも参加しても

らうことが可能である。 

（エ）歴史・文化への理解を進める 

学術的な研究を進める一方で、広く多くの市民が興味を持ち、親しまれるための次のような施策が必要である。 

・鞠智城跡に足を運んでもらう施策  

・鞠智城跡をわかりやすく解説し、理解し、新たな興味を喚起するための施策 

・鞠智城跡を通じて歴史、文化を理解してもらうための施策 

オ 史跡の指定化 

 日本を代表する古代山城の一つであり、他に例をみない特徴を有する鞠智城跡は、我が国の歴史を正しく理解

するのみならず、東アジア史を解明する上で重要な遺跡であり、早急な保護を図り、後世に継承していくため、

大野城跡（福岡県）、基肄城跡（佐賀県・福岡県）、金田城跡（長崎県）と同様、特別史跡指定が必要である。 

 これまで、未指定であった要因として、これまで、地形的に城域の確定が難しく未確定であったこと、大部分

が居住地や営農地の生活区域であったことなどが挙げられるが、第１次基本計画における取り組みとして、内城

区域 55ha のうち、43ha を公有化すると共に、調査により城域が確定した。このことにより、平成 15 年度中の指

定を目指すこととした。 

 指定の範囲は、原則として内城区域全体とし、外縁区域については、今後の調査・研究により必要と認められ

る場合に追加指定を検討するものとした。また、公有化されていない区域における所有者の同意が得られない場

合には、後年度における追加指定を検討するものとした。なお、指定後の整備及び用地取得は、国庫補助等を利

用することとした。 

 

（４）ゾーニング及びゾーン別整備方針 

第１次基本計画では、計画範囲が 120ha と広大であり、また地形的要因や確認されている遺構の分布状況等か

ら、その計画範囲全体を一括して一律に取り扱うことは、かえって鞠智城跡の価値や特性を損なうことになると

考え、計画範囲を適切に地域区分（ゾーニング）し、各ゾーンの特性に応じた保存整備を行うこととした。地域

区分（ゾーニング）の手法としては、空間の性格を特徴づける遺構の性格、その内容や分布の状況、加えて地形、

土地の利用形態、関連計画のもつ環境特性を考慮し、６ゾーン、７地区の地域区分（ゾーニング）を行った。 

第２次基本計画では、第１次基本計画終了後の発掘調査や、整備事業、関連事業の進展による状況の変化を踏

まえ、歴史公園としての活用という視点も加えて、５グループ、14 地区にゾーニングした。第１次基本計画から

の主な変更点として、「南部城門地区」を「深迫門跡地区」、「掘切門跡地区」、「南側土塁地
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エ 基本的な考え方 

（ア）研究成果の発表と活用 

鞠智城跡を保存整備する目的は、その潜在的な価値を顕在化させ、活用を図ることにある。昭和 42 年から蓄積

された豊富な研究成果と、今後新たに加えられる第 2 次基本計画実施後の研究成果を、広く多くの県民に発表し、

共有するために鞠智城跡の保存整備を行う。 

（イ）調査研究へのフィードバック 

復元整備した遺構を公開することは、その時点での研究成果の公表であると同時に、今後の研究資料としての

活用を図るものである。整備の完了は、研究の終着点を意味するものではなく、新たな資料批判の対象としての

始まりを意味する。鞠智城跡においては、この点に主眼をおいて復元整備の成果の活用を図る。 

（ウ）新たな鞠智城跡の魅力の発見 

鞠智城跡は、未だに不明な点が多い遺跡であるが、このことが鞠智城跡の最大の魅力のひとつでもある。年々

明らかにされる調査研究の成果を整備という形で公表しながら、見学者自身にも鞠智城跡の解明にも参加しても

らうことが可能である。 

（エ）歴史・文化への理解を進める 

学術的な研究を進める一方で、広く多くの市民が興味を持ち、親しまれるための次のような施策が必要である。 

・鞠智城跡に足を運んでもらう施策  

・鞠智城跡をわかりやすく解説し、理解し、新たな興味を喚起するための施策 

・鞠智城跡を通じて歴史、文化を理解してもらうための施策 

オ 史跡の指定化 

 日本を代表する古代山城の一つであり、他に例をみない特徴を有する鞠智城跡は、我が国の歴史を正しく理解

するのみならず、東アジア史を解明する上で重要な遺跡であり、早急な保護を図り、後世に継承していくため、

大野城跡（福岡県）、基肄城跡（佐賀県・福岡県）、金田城跡（長崎県）と同様、特別史跡指定が必要である。 

 これまで、未指定であった要因として、これまで、地形的に城域の確定が難しく未確定であったこと、大部分

が居住地や営農地の生活区域であったことなどが挙げられるが、第１次基本計画における取り組みとして、内城

区域 55ha のうち、43ha を公有化すると共に、調査により城域が確定した。このことにより、平成 15 年度中の指

定を目指すこととした。 

 指定の範囲は、原則として内城区域全体とし、外縁区域については、今後の調査・研究により必要と認められ

る場合に追加指定を検討するものとした。また、公有化されていない区域における所有者の同意が得られない場

合には、後年度における追加指定を検討するものとした。なお、指定後の整備及び用地取得は、国庫補助等を利

用することとした。 

 

（４）ゾーニング及びゾーン別整備方針 

第１次基本計画では、計画範囲が 120ha と広大であり、また地形的要因や確認されている遺構の分布状況等か

ら、その計画範囲全体を一括して一律に取り扱うことは、かえって鞠智城跡の価値や特性を損なうことになると

考え、計画範囲を適切に地域区分（ゾーニング）し、各ゾーンの特性に応じた保存整備を行うこととした。地域

区分（ゾーニング）の手法としては、空間の性格を特徴づける遺構の性格、その内容や分布の状況、加えて地形、

土地の利用形態、関連計画のもつ環境特性を考慮し、６ゾーン、７地区の地域区分（ゾーニング）を行った。 

第２次基本計画では、第１次基本計画終了後の発掘調査や、整備事業、関連事業の進展による状況の変化を踏

まえ、歴史公園としての活用という視点も加えて、５グループ、14 地区にゾーニングした。第１次基本計画から

の主な変更点として、「南部城門地区」を「深迫門跡地区」、「掘切門跡地区」、「南側土塁地
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第 91 図 ゾーニング 

区」及び「池ノ尾門跡地区」の４地区に、「長者原地区」を「長者原地区」、「貯水池地区」及び「長者山墓地地区」

の３地区にそれぞれ区分し、米原台地の南側、東側斜面に、「南部斜面地区」、「東部斜面地区」を新たに設定した。 

これら地区毎の特性を踏まえ、保存整備の基本的考え方を具現化するため、次のとおりゾーン別整備方針を設

定した。 

第 91 図　ゾーニング



― 147 ― - 147 -

第 14 表 第 2 次鞠智城跡保存整備基本計画における地域区分（ゾーニング） 

ゾーン 地区名 現況 整備方針 

遺 構 保 護

景 観 保 全

ゾーン 

（ゾーン方針）公有地化していない区域であり、積極的な整備事業を実施することはできないが、関係者の

協力を得ながら、遺構の保護と歴史的景観の保全を図る。 

外縁地区 

 

内城区域をとりまく地区で、斜面か

らなり、計画地外からは樹林に囲ま

れた米原台地を形成する一つのか

たまりとしてとらえられる。西、北

は内城を画する尾根線から派生す

る複雑な支尾根と谷地形の傾斜地

となっているが、南、東は急崖地で、

南は一部保安林（※森林法第 25 条

第１項３により指定）に指定されて

いる。一帯は樹林地でシイ、カシ萌

芽林、スギ植林、竹林等からなる。

・山城の築城適地となった自然地形や景観等の自然環

境を今後も保全するため、開発行為の抑制など、関

係者への働きかけを行う。 

・当時の交通の解明や、他の公共施設との関わりを研

究しながら、必要性があれば、指定の追加も検討す

る。 

・地元自治体（菊池市、菊鹿町）等による関連整備の

計画があれば、適正な指導を行いながら支援する。

集落地区 米原集落が立地するため公有化し

ていない。中央を南北に山鹿市道稗

方立徳線が走る。鞠智城跡の中心地

区と目されており、道端や民家裏庭

などに礎石が散見する。マツリヤシ

キ（紀屋敷）といった地名が残る。

遺構の存在が確実視されるが、集落地であり生活の場

であるため、住民の協力のもと、歴史的集落景観の保

全に努めると共に、改築時等には緊急調査を実施す

る。また、長期的には、集落を離れる住民からの申し

立てを受けて、用地の取得も検討する。 

上原地区 町道東側の平坦部で、台台地地区総

合土地改良事業により圃場整備が

なされており、営農地として公有化

していない。事前の発掘調査で６棟

の掘立柱建物跡が検出されている

が、隣接する長者原地区と比較する

と遺構の分布密度は低い。後世の耕

作等により、遺構が削平された可能

性もある。 

指定区域に含めた上で、営農地として田園景観の保全

に努める。土地所有者が離農する場合は整備用地とし

て取得する。 

 

 

 

南部谷部 

地区 

長者原地区と南部土塁地区にはさ

まれた、西へ向かっての谷地形で、

上原地区と同様、圃場整備地区であ

り、営農地として公有化していな

い。圃場整備実施前の調査では遺構

は確認されていない。 

上原地区と同様、指定区域に含めた上で、営農地とし

て田園景観の保全に努める。土地所有者が離農する場

合は整備用地として取得する。 

長者山 

墓地地区 

地元の共同墓地であり、補償困難か

ら公有化を見送った。4棟の礎石建

物跡を検出している。 

 

 

 

・墓地という特性から、見学者の立ち入りは規制する。

・建物跡の保存を含めて、新たな墓碑の建設を控えた

り、遺構面に影響のない工法を採るよう協力を求め

る。 

・周辺への植樹等により、歴史公園としての景観を損

なわないよう配慮する。 

発 掘 調 査

継 続 ゾ ー

ン 

（ゾーン方針）重要な遺構が存在するが、未解明な部分が多いため早急な整備は行わず、今後も継続して発

掘調査を実施する。なお、発掘調査の進捗次第で可能であれば計画期間内での整備も検討する。 

貯水池 

地区 

第１次基本計画では長者原地区に

含めていたが、平成８度調査で国内

の古代山城では初めての貯水池跡

を発見。「秦人忍□五斗」と墨書さ

れた木簡をはじめ、建築材を保存し

た貯木場、水汲み場遺構、湧水池と

貯水池を仕切る堰堤等を検出。 

・池の範囲と構造の解明を待たなければならず、当面

は現在の環境保全に努める。 

・将来的には、往時の地形と利用形態の復元をめざす

と共に、公園の調整池としての活用も検討する。 

 

 

深迫門跡 

地区 

東南部に位置し、深迫門跡を中心と

した地区。版築土塁を検出。門の原

位置は確定していない。 

・門の原位置と登城道が解明されれば、復元整備を図

る。 

・旧畑作地及び水田は農地として活用を図る。 

池の尾門 

跡地区 

西端部に位置する、池の尾門跡を中

心とする平坦部。大門へと続く古道

に繋がる。門の原位置は確定してい

ない。 

・門の原位置と構造が解明されれば、復元整備を図る。

・城内周回の中間地点にあるため、休憩・便益施設の

整備を検討する。 

・大門口からの自動車によるアプローチは検討しな

い。ただし、大門口に駐車場が確保されれば、往時

の登城道を推定されるルートでの、徒歩によるアプ

ローチを検討する。 
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第 14 表 第 2 次鞠智城跡保存整備基本計画における地域区分（ゾーニング） 

ゾーン 地区名 現況 整備方針 

遺 構 保 護

景 観 保 全

ゾーン 

（ゾーン方針）公有地化していない区域であり、積極的な整備事業を実施することはできないが、関係者の

協力を得ながら、遺構の保護と歴史的景観の保全を図る。 

外縁地区 

 

内城区域をとりまく地区で、斜面か

らなり、計画地外からは樹林に囲ま

れた米原台地を形成する一つのか

たまりとしてとらえられる。西、北

は内城を画する尾根線から派生す

る複雑な支尾根と谷地形の傾斜地

となっているが、南、東は急崖地で、

南は一部保安林（※森林法第 25 条

第１項３により指定）に指定されて

いる。一帯は樹林地でシイ、カシ萌

芽林、スギ植林、竹林等からなる。

・山城の築城適地となった自然地形や景観等の自然環

境を今後も保全するため、開発行為の抑制など、関

係者への働きかけを行う。 

・当時の交通の解明や、他の公共施設との関わりを研

究しながら、必要性があれば、指定の追加も検討す

る。 

・地元自治体（菊池市、菊鹿町）等による関連整備の

計画があれば、適正な指導を行いながら支援する。

集落地区 米原集落が立地するため公有化し

ていない。中央を南北に山鹿市道稗

方立徳線が走る。鞠智城跡の中心地

区と目されており、道端や民家裏庭

などに礎石が散見する。マツリヤシ

キ（紀屋敷）といった地名が残る。

遺構の存在が確実視されるが、集落地であり生活の場

であるため、住民の協力のもと、歴史的集落景観の保

全に努めると共に、改築時等には緊急調査を実施す

る。また、長期的には、集落を離れる住民からの申し

立てを受けて、用地の取得も検討する。 

上原地区 町道東側の平坦部で、台台地地区総

合土地改良事業により圃場整備が

なされており、営農地として公有化

していない。事前の発掘調査で６棟

の掘立柱建物跡が検出されている

が、隣接する長者原地区と比較する

と遺構の分布密度は低い。後世の耕

作等により、遺構が削平された可能

性もある。 

指定区域に含めた上で、営農地として田園景観の保全

に努める。土地所有者が離農する場合は整備用地とし

て取得する。 

 

 

 

南部谷部 

地区 

長者原地区と南部土塁地区にはさ

まれた、西へ向かっての谷地形で、

上原地区と同様、圃場整備地区であ

り、営農地として公有化していな

い。圃場整備実施前の調査では遺構

は確認されていない。 

上原地区と同様、指定区域に含めた上で、営農地とし

て田園景観の保全に努める。土地所有者が離農する場

合は整備用地として取得する。 

長者山 

墓地地区 

地元の共同墓地であり、補償困難か

ら公有化を見送った。4棟の礎石建

物跡を検出している。 

 

 

 

・墓地という特性から、見学者の立ち入りは規制する。

・建物跡の保存を含めて、新たな墓碑の建設を控えた

り、遺構面に影響のない工法を採るよう協力を求め

る。 

・周辺への植樹等により、歴史公園としての景観を損

なわないよう配慮する。 

発 掘 調 査

継 続 ゾ ー

ン 

（ゾーン方針）重要な遺構が存在するが、未解明な部分が多いため早急な整備は行わず、今後も継続して発

掘調査を実施する。なお、発掘調査の進捗次第で可能であれば計画期間内での整備も検討する。 

貯水池 

地区 

第１次基本計画では長者原地区に

含めていたが、平成８度調査で国内

の古代山城では初めての貯水池跡

を発見。「秦人忍□五斗」と墨書さ

れた木簡をはじめ、建築材を保存し

た貯木場、水汲み場遺構、湧水池と

貯水池を仕切る堰堤等を検出。 

・池の範囲と構造の解明を待たなければならず、当面

は現在の環境保全に努める。 

・将来的には、往時の地形と利用形態の復元をめざす

と共に、公園の調整池としての活用も検討する。 

 

 

深迫門跡 

地区 

東南部に位置し、深迫門跡を中心と

した地区。版築土塁を検出。門の原

位置は確定していない。 

・門の原位置と登城道が解明されれば、復元整備を図

る。 

・旧畑作地及び水田は農地として活用を図る。 

池の尾門 

跡地区 

西端部に位置する、池の尾門跡を中

心とする平坦部。大門へと続く古道

に繋がる。門の原位置は確定してい

ない。 

・門の原位置と構造が解明されれば、復元整備を図る。

・城内周回の中間地点にあるため、休憩・便益施設の

整備を検討する。 

・大門口からの自動車によるアプローチは検討しな

い。ただし、大門口に駐車場が確保されれば、往時

の登城道を推定されるルートでの、徒歩によるアプ

ローチを検討する。 
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遺構復元 

整 備 ゾ ー

ン 

（ゾーン方針）これまでの発掘調査で明らかになった建物遺構や城門遺構の遺構明示と、解説施設、便益施

設の整備を行う。歴史公園の中心部として位置づける。 

長者原 

地区 

多数の建物遺構を検出しており、第

１次基本計画期間に復元建物やガ

イダンス施設を中心に集中的に整

備を実施した。鞠智城跡の中心区

域。 

・引き続き保存整備のメインとして位置づける。既に、

４棟の復元建物、ガイダンス施設、シンボル広場、

メイン駐車場、園路等の整備を実施しているが、前

回計画の積み残し事業も含めて、歴史公園の中心地

にふさわしい整備を行う。 

・特に、建物遺構の集中する地区であり、建物遺構の

明示と解説、見学者へのサービス提供を中心に整備

を進めることとする。 

・建物遺構に関する整備については、ａ復元建物、ｂ

平面遺構明示、ｃ遺構の露出展示の３種類の手法を

以て行う。措置可能な予算の範囲内で、できるだけ

見学者にわかりやすく視覚的に訴え、かつ、想像力

を損なわないようにする。 

堀切門跡 

地区 

南端部に位置し、堀切門跡を中心と

した地区。平成 12 年度調査で、門

の原位置と登城道の構造及び城壁

が確認された。 

 

 

 

 

 

・門、登城道、城壁を復元すると共に、周辺地区と併

せて解説施設や便益施設を設けて、長者原地区と並

ぶ南部地区の中心として位置づける。 

・旧栗畑等の農地は、そのまま見学者に開放するなど

の活用を図る。 

・竹林を抜けて南側土塁地区への遊歩道を整備する。

・保安林に指定されており、竹林や樹木の伐採は原則

として行わない。ただし、竹林については崩壊を助

長するおそれがあり、地域振興局林務課と協議しな

がら対策を講じる。 

土 塁 散 策

展 望 ゾ ー

ン 

（ゾーン方針）城の防衛ラインを明示し、防衛施設としての鞠智城の姿を浮かび上がらせると共に、土塁遺

構と関連遺構を利用した、遊歩道、展望所、休憩所などの整備を行う。また、広大な敷地を利用して、多用

な活用方法を検討する。 

南側土塁 

地区 

堀切門跡から池ノ尾門跡まで続く

南部丘陵地。大部分が竹林と雑木山

であり、崖線に加えて土塁遺構の存

在が推定されていたが、平成 12 年

度の「緊急環境整備事業」により、

その地形が明らかになった。 

・土塁の構造と、建物等の防衛施設の存在を確認する。

・竹林を伐採し、崖面の崩壊を防止する。 

・土塁を復元する。 

・建物跡が確認された場合は遺構を明示する。 

・土塁を利用した遊歩道を整備する。 

・土塁上の平坦部には、展望所を兼ねた休憩施設を整

備する。 

・土塁内部の斜面で傾斜の緩やかな部分は、鑑賞樹園、

収穫樹園として活用を図る。 

西側土塁 

地区 

池ノ尾門跡から米原集落北部へ続

く稜線及びその周辺斜面地で、長者

山、灰塚、涼みヶ御所、シャカンド

ンなどの高みを含む。平成 13 年度

「緊急環境整備事業」によりその地

形が明らかになった。 

・土塁及び、灰塚、涼みヶ御所、シャカンドン等遺構

の存在が推定される箇所の調査を実施する。 

・土塁を復元する。 

・採石等により失われた地形を復元する。 

・従来から交通のあった場所であり、土塁線に加えて、

旧道を利用した遊歩道を整備する。 

・数ヶ所の高みに休憩所を兼ねた展望所を整備する。

・南部土塁線と比べて広大な面積を持つ斜面は、従来

の植生を利用して整備する。 

便益・アメ

ニ テ ィ 整

備ゾーン 

（ゾーン方針）他の区域に比べて、整備の対象となる遺構が少なく、利用者のための便益施設とアメニティ

施設の整備を中心に実施する。 

南部斜面 

地区 

大部分が竹林と雑木山であったが、

平成 11 年度から実施している「緊

急環境整備事業により、地形が明ら

かになった。 

・未調査区域のため、遺構の有無を確認する。 

・遺構が確認されなければ、斜面を利用したアメニテ

ィ施設の整備を図る。 

・旧作業道を利用して、長者原地区から池の尾門跡地

区等へショートカットする遊歩道を整備する。 

東側斜面 

地区 

三枝の石垣から馬こかしの石垣を

経て深迫門へ至る斜面。２つの石垣

以外には遺構は確認されていない。

・三枝の石垣、馬こかしの石垣などがあるが、他に遺

構は確認されていない。 

・傾斜は急だが、樹林により安定しており、土留め工

事の必要はなく、下草刈り等の環境整備の実施で十

分である。 

・旧畑作地の平坦部は駐車場として整備し、菊池市側

からのアプローチを可能にする。駐車場からは、旧

作業道を利用てし深迫門跡地区を通じた遊歩道を

整備し、長者原地区方面や堀切門跡地区方面へと連

絡する。 
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資料４  

 

森林法（昭和二十六年六月二十六日法律第二四九条） 

最終改正：平成二三年六月二四日法律七四条 
 
（指定） 

第二十五条 

農林水産大臣は、次の各号（指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで）に掲げる目的

を達成するため必要があるときは、森林（民有林にあつては、重要流域（二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土

保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。）内に存するものに限る。）を保

安林として指定することができる。 

一  水源のかん養  

二  土砂の流出の防備  

三  土砂の崩壊の防備  

四  飛砂の防備  

五  風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備  

六  なだれ又は落石の危険の防止  

七  火災の防備  

八  魚つき  

九  航行の目標の保存  

十  公衆の保健  

十一  名所又は旧跡の風致の保存  

第二十五条の二   

「都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内

に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。」  

 

 

（保安林における制限）  

第三十四条  

保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

一  法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合  

二  次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合  

三  第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合  

四  第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立

木の伐採をする場合  

五  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合  

六  第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合  

七  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合  

八  除伐する場合  

九  その他農林水産省令で定める場合  

２  保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若

しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

一  法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合  

二  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合  

三  第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合  

四  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合  

五  軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合  

六  その他農林水産省令で定める場合  
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資料４  

 

森林法（昭和二十六年六月二十六日法律第二四九条） 

最終改正：平成二三年六月二四日法律七四条 
 
（指定） 

第二十五条 

農林水産大臣は、次の各号（指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで）に掲げる目的

を達成するため必要があるときは、森林（民有林にあつては、重要流域（二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土

保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。）内に存するものに限る。）を保

安林として指定することができる。 

一  水源のかん養  

二  土砂の流出の防備  

三  土砂の崩壊の防備  

四  飛砂の防備  

五  風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備  

六  なだれ又は落石の危険の防止  

七  火災の防備  

八  魚つき  

九  航行の目標の保存  

十  公衆の保健  

十一  名所又は旧跡の風致の保存  

第二十五条の二   

「都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内

に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。」  

 

 

（保安林における制限）  

第三十四条  

保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

一  法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合  

二  次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合  

三  第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合  

四  第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立

木の伐採をする場合  

五  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合  

六  第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合  

七  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合  

八  除伐する場合  

九  その他農林水産省令で定める場合  

２  保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若

しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

一  法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合  

二  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合  

三  第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合  

四  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合  

五  軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合  

六  その他農林水産省令で定める場合  
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（５）保存整備の個別計画 

 ア 遺構保存整備 

鞠智城跡では、第１次基本計画の終了した平成 13 年度末までに 23 次にわたる発掘調査を実施しており、建物

遺構をはじめとして多くの遺構が確認されている。この中には国内の古代山城としては初めてとなる発見も含ま

れ、保存に努めるとともに活用を図るために必要な整備を行う。 

遺構の整備は本事業の中心をなすものであり、「古代山城をトータルに理解する」ため、偏ることなくバランス

よく整備する必要がある。具体的な手法については、各遺構の学術的意義等を十分に踏まえた上で、各ゾーン毎

の整備方針に応じ学習教材として活用を図るに適した手法を用いることとした。 

なお、発掘調査を継続していたことから、今後も新たな遺構を検出する可能性もあり、その場合、順次整備計

画に繰り入れていくこととする。 

（ア）建物跡 

 建物跡の整備については、露出展示、復元整備、平面遺構明示の３つの手法を使うことにした。各手法の特性

を活かして、効果的な遺構の明示を図り、有機的に組み合わせることにより、より効果的に見学者の理解を助け

ることが可能である。 

ａ 露出展示 

 礎石や柱穴を、適正な保存処理を施した上で、発掘当時の状態に近い状態で見学できるようにする。必要に応

じて、覆屋等の保護施設を施す。なお、覆屋を整備する場合には、歴史的景観に配慮したデザインとする必要が

あり、復元建物との調和を図るものとする。 

礎石建物：49 号 64 号 67 号 

掘立柱建物：60 号 61 号 63 号 

ｂ 復元整備 

年代区分の第Ⅱ期に分類され、かつ、上屋構造の解明が可能なものから、古代山城をトータルに理解するため

に必要な機能、構造を持つ建物跡を抽出し、復元整備する。復元整備は、遺構明示としては立体的な表現方法で

あり、より深い歴史的空間を演出することを可能にするものである 

 復元にあたっては、学術的な検討プロセスが極めて重要であることから、鞠智城跡保存整備検討委員会及びそ

の専門部会に諮りながら慎重に進める必要がある。 

5 号 11 号 16 号 20 号 28 号 32 号  

 今後の調査・研究により新たに復元対象とすることが望ましいと判断されたものについては、復元対象に加え

るものとするが、その棟数は、城門等を含め 10 棟程度とした。 

ｃ 平面遺構明示 

 最も簡易な遺構明示手段であるが、名称板や解説板等を適宜設置し、見学者に対し適切なガイダンスを行える

よう配慮することとした。 

（イ）城門跡 

深迫、堀切、池ノ尾の３ヶ所で門跡の存在が確認されている。発掘調査が完了した堀切門跡以外の門跡につい

ては発掘調査継続ゾーンに位置づけて、その解明に努め、その成果をもとに上屋構造を解明し、登城道、城壁、

土塁等と併せて復元整備を図ることとする。 

（ウ）土塁 

自然地形の崖や山の尾根線を利用して内城を形成しており、自然の地形そのものが要害の役割を果たしている

が、これまでの調査で、人工的に尾根を切り落としたり、盛土（版築）して加工した部分が認められる。 

土塁については、遺構の保存に努めながら、見学者が古代山城の防衛機能を理解できるよう次のとおり整備す 
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ることとした。 

・覆土などにより土塁を復元し、遺構そのものを遊歩道として活用する。 

・土塁の残りのよい部分は、土塁の内側等を遊歩道として整備し、土塁遺構を見学できるよう工夫する。 

・「切り落とし」や「版築」の著しい箇所については、その一部を断ち割って、その断面から土塁の構造を理

解できるよう整備する。 

・灰塚、涼みが御所、シャカンドン、長者山などの高まりや平坦部については、土塁と一体となった展望園

地等を設ける。また、第 2 次基本計画中の発掘調査により、建物等の遺構が検出された場合は、その遺構

を活かした休憩所等を検討する。 

（エ）石垣 

 「三枝の石垣」と「馬こかしの石垣」の 2 箇所が確認されているが、築造時期は確認されていない。発掘調査

を実施し、修復等を図ることで見学者を誘導する園路の整備を進める。 

（オ）貯水池跡 

貯水池を含む区域は、発掘調査ゾーンと位置付けており、鞠智城跡を解明していく上で重要な遺構である。そ

のため発掘調査を主体とした事業を継続する。この区域は、位置的に見学者の動線から近く発掘現場を間近で見

学することが可能であることから文化財保護行政を学ぶことができる生きた教材として十分活用できるよう環境

整備を行う。なお、貯水池跡からは今後も貴重な遺物が出土することが期待され、見学者へのガイダンスにおい

ても重要なポイントと位置づけられた。 

イ 学習施設 

（ア）ガイダンス施設 

第１次基本計画の期間内である平成 12 年度から整備に着手し、最終年度（平成 13 年度）に整備が完了した。

そして、第 2 次基本計画の最初の年度である平成 14 年度からガイダンス施設の運用を始めた。ガイダンス施設と

して導入された機能は以下のとおりである。 

ａ 展示解説機能 

鞠智城跡とその時代を国際的な視野のもとで総合的に理解するための展示解説機能。出土遺物の展示、模

型、パネル等による展示。総合的なガイダンス計画のもとで、平成 14 年度以降整備を実施。 

ｂ 映像解説機能 

解説映像、企画映像、歴史をテーマとした映像作品等を提供。総合的なガイダンス計画のもとで、平成 14

年度以降整備を実施。 

ｃ 総合案内機能 

鞠智城跡及び周辺施設の観光情報を含めた各種情報の提供。 

ｄ 休憩機能 

ｅ 研究機能 

ｆ 管理機能 

ｇ 収蔵機能 

ｈ 情報発信機能 

 学習会、地域交流事業、地域間交流事業の開催、鞠智城跡に関する情報の発信。 

（イ）案内板 

利用者にとって遺跡の入口となるガイダンス施設、北側駐車場、東側駐車場に設置し、遺跡の全体概要を説明。 

（ウ）解説板  

 門跡、土塁、石垣などの遺構及び礎石・柱穴の露出展示について解説する。土塁線上の灰塚、涼みヶ御所、シ



― 153 ― - 153 -

ャカンドンなどの遺構の存在を連想させる名称をもつ頂については、その由来等を解説する。可能なかぎり復元

想像図等の導入を図り、利用者の想像力を刺激する工夫をする。 

（エ）音声解説板 

 各復元建物に配置し、建物遺構について音声でわかりやすく解説する。シンボル広場と 32 号復元建物の 2 箇所

に設置済み。 

（オ）名称板 

 建物跡の平面遺構明示施設に設置し、建物の規模、構造、想定される用途などを表示する。また、花粉分析等

の成果に従い植栽した樹木についても設置する。 

ウ 休養・便益施設 

（ア）駐車場 

 鞠智城跡は、公共交通機関からのアクセスが弱く、大半が自動車によるものと想定され、以下の条件から、長

者原地区東部（中央駐車場）、長者原地区北部（北側駐車場）、東側斜面地区南部（東側駐車場）の３箇所に分散

して整備する。 

  ・アプローチ道路に連結しやすいこと。 

・遺構と史跡景観に影響を与えにくい場所であること。 

・造成等による地形変化の必要がないこと。 

・主要遺構に近接していること。 

・多方面からのアプローチが可能であること。 

・メインとなる駐車場は、ガイダンス施設に近接し、大型バスの受入も可能であること。 

（イ）便所 

計画地が広範囲にわたるため、ガイダンス施設のほかにも複数箇所整備する必要がある。長者原地区及び、堀

切門跡地区か池ノ尾門跡地区への設置を検討する。その際、遺構と史跡景観への影響等について十分配慮する。 

（ウ）休憩所 

 鞠智城跡は広範囲にわたる野外学習施設であり、団体での見学も多数見込まれることから、相当規模の休憩施

設を複数必要とする。また、屋内での集団学習や、天候の急変に備える施設としても必要である。 

 a ガイダンス施設 

ガイダンス施設内に、長者原地区を一望できる展望休憩所を設ける。また、雨天時等は屋外展示施設を見学す

るために使用する。 

b 復元建物 

16 号復元建物（兵舎）を開放して、休憩所として活用する。 

c その他 

上記２箇所のほか、門跡地区か土塁地区の適当な箇所に、小規模な休憩所を便所とセットで検討する。 

（エ）広場 

鞠智城跡は、古代山城という遺跡の性格から起伏の多い地形であるが、この中の平坦部に、それぞれ異なる性

格を持たせた広場を設置する。 

a シンボル広場 

鞠智城跡は面積規模が広範囲に及び、各地区に存在する遺構や整備目的の違いから、それぞれ異なる性格の空

間を創り上げている。利用者にとっては、周囲からのアクセスや計画地内における位置を認識するため、また、

計画地全体をひとつのまとまりのある空間として認識するためにシンボルとなる施設が必要である。 

 



― 154 ― - 153 -

ャカンドンなどの遺構の存在を連想させる名称をもつ頂については、その由来等を解説する。可能なかぎり復元

想像図等の導入を図り、利用者の想像力を刺激する工夫をする。 

（エ）音声解説板 

 各復元建物に配置し、建物遺構について音声でわかりやすく解説する。シンボル広場と 32 号復元建物の 2 箇所

に設置済み。 

（オ）名称板 

 建物跡の平面遺構明示施設に設置し、建物の規模、構造、想定される用途などを表示する。また、花粉分析等

の成果に従い植栽した樹木についても設置する。 

ウ 休養・便益施設 

（ア）駐車場 

 鞠智城跡は、公共交通機関からのアクセスが弱く、大半が自動車によるものと想定され、以下の条件から、長

者原地区東部（中央駐車場）、長者原地区北部（北側駐車場）、東側斜面地区南部（東側駐車場）の３箇所に分散

して整備する。 

  ・アプローチ道路に連結しやすいこと。 

・遺構と史跡景観に影響を与えにくい場所であること。 

・造成等による地形変化の必要がないこと。 

・主要遺構に近接していること。 

・多方面からのアプローチが可能であること。 

・メインとなる駐車場は、ガイダンス施設に近接し、大型バスの受入も可能であること。 

（イ）便所 

計画地が広範囲にわたるため、ガイダンス施設のほかにも複数箇所整備する必要がある。長者原地区及び、堀

切門跡地区か池ノ尾門跡地区への設置を検討する。その際、遺構と史跡景観への影響等について十分配慮する。 

（ウ）休憩所 

 鞠智城跡は広範囲にわたる野外学習施設であり、団体での見学も多数見込まれることから、相当規模の休憩施

設を複数必要とする。また、屋内での集団学習や、天候の急変に備える施設としても必要である。 

 a ガイダンス施設 

ガイダンス施設内に、長者原地区を一望できる展望休憩所を設ける。また、雨天時等は屋外展示施設を見学す

るために使用する。 

b 復元建物 

16 号復元建物（兵舎）を開放して、休憩所として活用する。 

c その他 

上記２箇所のほか、門跡地区か土塁地区の適当な箇所に、小規模な休憩所を便所とセットで検討する。 

（エ）広場 

鞠智城跡は、古代山城という遺跡の性格から起伏の多い地形であるが、この中の平坦部に、それぞれ異なる性

格を持たせた広場を設置する。 

a シンボル広場 

鞠智城跡は面積規模が広範囲に及び、各地区に存在する遺構や整備目的の違いから、それぞれ異なる性格の空

間を創り上げている。利用者にとっては、周囲からのアクセスや計画地内における位置を認識するため、また、

計画地全体をひとつのまとまりのある空間として認識するためにシンボルとなる施設が必要である。 
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計画地の入口にあたり、駐車場、ガイダンス施設に隣接する場所に、八角形をイメージした広場を整備し、鞠

智城跡整備事業推進のシンボルとして防人像などを配したモニュメント「温故創生之碑」を設置した。団体見学

客の集合場所、見学コースの起点として位置づける。 

b  遺構整備展示広場 

建物遺構の集中するブロックであり、復元建物をはじめとして立体的な史跡整備を実施する。見学者の興味が

最も集まる場所であり、見学コースの中心に位置づけられるため、遺構明示と共に学習施設、休養施設を整備す

る。 

c  長者山展望広場 

見学コースの中心となる遺構整備展示広場に隣接し、堀切門跡から南側土塁、池の尾門跡、更には西側土塁線

までを見渡すことのできる展望地。遺跡内だけでなく熊本平野北部一帯を見渡すことができ、展望休憩の場とし

て最適な場所であるばかりでなく、鞠智城跡の位置や地形的立地を学ぶことのできる重要な学習ポイントである。

また、長者原地区から各土塁地区、門跡地区への見学コースを設置する際の分岐点でもあり、動線上のポイント

でもある。 

d  体験広場 

南部斜面地区の東側、クヌギ林と旧耕作地からなる段々地形を利用し、自然との触れ合い体験や農業体験など

を企画する。 

（オ）四阿（あずまや） 

長者山、土塁線上の平坦部をもつ頂等の展望台に設置する。建物遺構が確認された場合は、遺構を活かして整

備する。 

（カ）ベンチ 

園内の緑陰等に適宜設置する。 

エ 動線 

（ア）広域アクセス 

 鞠智城跡は位置的な条件から、鉄道や路線バス等の公共交通機関が利用できず、アクセスは自動車の利用に限

られる。利用者の大半は県内在住者であるが、近年、県北地区には福岡方面からのレジャー客の流入が増加して

おり、福岡方面からの利用者が今後増加する可能性は高い。福岡方面からは、阿蘇を経由する場合も少なくない。 

 ここでは熊本市中心部方面、阿蘇方面の３方面からのアクセスを検討した。 

熊本市中心部方面 

 ａ 国道３号→国道 387 号→菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｂ 国道 57 号線（菊陽バイパス）→国道 325 号線→菊池市→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｃ 県道熊本益城大津線（第２空港線）→国道 325 号線→菊池市→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｄ 国体道路東西線→国道 325 号線→菊池市→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

福岡方面 

ａ 九州自動車道（菊水ＩＣ）→県道玉名山鹿線→山鹿市→国道 325 号線 

    →菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

    →七城町→県道熊本菊鹿線→県道鹿本松尾線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｂ 九州自動車道（植木ＩＣ）→県道植木インター菊池線→菊池市 

→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｃ 九州自動車道（南関ＩＣ）→国道 443 号→山鹿市→国道 325 号 

    →菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 
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    →七城町→県道熊本菊鹿線→県道鹿本松尾線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｄ 国道３号→山鹿市→国道 325 号 

    →菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

    →七城町→県道熊本菊鹿線→県道鹿本松尾線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

    ※ 上記ａ及びｂについては、県南、鹿児島方面からのアクセスも想定。 

阿蘇方面 

ａ 国道 57 号→大津町→国道 325 号線→菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｂ 菊池阿蘇スカイライン→菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

（イ）アプローチ道路 

ａ ４方向からのアプローチ 

 上記のような広域アクセス状況を考慮すると、一般の来場者を対象として検討した場合、大別して２通りのア

プローチが考えられる。どちらも、遺跡の中心部である長者原地区を目指すものであるとした。 

（ａ）東側ルート 

菊池市方面から、町道稗方立徳線を利用し、遺跡の東側から入るアプローチ。 

（ｂ）北側ルート 

菊鹿町本分方面から、県道鹿本松尾線、町道稗方立徳線を利用し、遺跡の北側から入るアプローチ。 

 この他、南側土塁地区や各門跡地区を目指したアプローチの方法として、次の２通りが予定される。 

（ｃ）南側ルート 

 市道稗方堀切線又はその南の広域農道から堀切地区を経て、農道を通じて深迫門礎地区からのアプローチ。 

（ｄ）大門口ルート 

県道熊本菊鹿線から下本分集落を経て、大門口から町道米原池野線を通じた池の尾門跡地区へのアプローチ。

ただし、既述のとおり、集落内での自動車の離合ができないため、集落の手前に駐車場が確保できた場合に限っ

て徒歩によるアプローチを検討することとした。 

ｂ アプローチの検討 

来場者にとって、鞠智城跡は複数ある目的のひとつであり、その行程の中で鞠智城跡へのアプローチを捉える

必要があるとし、想定される行程としては、面的には菊池・鹿本・玉名地域までであり、対象地としては次のも

のが上げられるものとした。 

（ａ）肥後古代の森（風土記の丘） 

熊本県が３地区で実施した肥後古代の森整備事業は、いずれも菊池川流域に展開している。鞠智城跡整備事業

は、当初からこの３事業との連携を目指しており、歴史を学ぶ目的の利用者にとっても、併せて訪れることで相

乗効果が期待される。 

（ｂ）史跡 

菊池川流域は、古代から東アジア文化の影響のもと、独自の文化圏を形成してきた。江田船山古墳や全国一の

数を誇る装飾古墳などの古代遺跡、菊池氏をはじめとする中世の豪族による城跡、謎とロマンに満ちたトンカラ

リンなど、鞠智城跡の周囲には魅力ある史跡が集中している。平成 11 年度にはこの点に着目し、くまもと観光推

進協議会との連携により「鞠智城と古代の森ロマンルート」と題した提案を行い、パンフレットを作成している。 

（ｃ）資料館・博物館 

異なるテーマで構成される各資料館との組み合わせにより、鞠智城跡の展示解説部門をより深く楽しむことが

可能である。 

（ｄ）建築 
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    →七城町→県道熊本菊鹿線→県道鹿本松尾線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｄ 国道３号→山鹿市→国道 325 号 

    →菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

    →七城町→県道熊本菊鹿線→県道鹿本松尾線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

    ※ 上記ａ及びｂについては、県南、鹿児島方面からのアクセスも想定。 

阿蘇方面 

ａ 国道 57 号→大津町→国道 325 号線→菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

ｂ 菊池阿蘇スカイライン→菊池市→県道菊池鹿北線→町道稗方立徳線→鞠智城跡 

（イ）アプローチ道路 

ａ ４方向からのアプローチ 

 上記のような広域アクセス状況を考慮すると、一般の来場者を対象として検討した場合、大別して２通りのア

プローチが考えられる。どちらも、遺跡の中心部である長者原地区を目指すものであるとした。 

（ａ）東側ルート 

菊池市方面から、町道稗方立徳線を利用し、遺跡の東側から入るアプローチ。 

（ｂ）北側ルート 

菊鹿町本分方面から、県道鹿本松尾線、町道稗方立徳線を利用し、遺跡の北側から入るアプローチ。 

 この他、南側土塁地区や各門跡地区を目指したアプローチの方法として、次の２通りが予定される。 

（ｃ）南側ルート 

 市道稗方堀切線又はその南の広域農道から堀切地区を経て、農道を通じて深迫門礎地区からのアプローチ。 

（ｄ）大門口ルート 

県道熊本菊鹿線から下本分集落を経て、大門口から町道米原池野線を通じた池の尾門跡地区へのアプローチ。

ただし、既述のとおり、集落内での自動車の離合ができないため、集落の手前に駐車場が確保できた場合に限っ

て徒歩によるアプローチを検討することとした。 

ｂ アプローチの検討 

来場者にとって、鞠智城跡は複数ある目的のひとつであり、その行程の中で鞠智城跡へのアプローチを捉える

必要があるとし、想定される行程としては、面的には菊池・鹿本・玉名地域までであり、対象地としては次のも

のが上げられるものとした。 

（ａ）肥後古代の森（風土記の丘） 

熊本県が３地区で実施した肥後古代の森整備事業は、いずれも菊池川流域に展開している。鞠智城跡整備事業

は、当初からこの３事業との連携を目指しており、歴史を学ぶ目的の利用者にとっても、併せて訪れることで相

乗効果が期待される。 

（ｂ）史跡 

菊池川流域は、古代から東アジア文化の影響のもと、独自の文化圏を形成してきた。江田船山古墳や全国一の

数を誇る装飾古墳などの古代遺跡、菊池氏をはじめとする中世の豪族による城跡、謎とロマンに満ちたトンカラ

リンなど、鞠智城跡の周囲には魅力ある史跡が集中している。平成 11 年度にはこの点に着目し、くまもと観光推

進協議会との連携により「鞠智城と古代の森ロマンルート」と題した提案を行い、パンフレットを作成している。 

（ｃ）資料館・博物館 

異なるテーマで構成される各資料館との組み合わせにより、鞠智城跡の展示解説部門をより深く楽しむことが

可能である。 

（ｄ）建築 
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鞠智城跡見学のテーマを復元建物とした場合、菊池川流域に残る文化遺産としての建築との組み合わせが考え

られる。 

（ｅ）温泉地 

菊池川流域は良質の温泉に恵まれており、古くから数多くの温泉宿が営まれている。これらの温泉宿の宿泊客

が鞠智城跡に来場する例も多く見受けられ、観光客の受け入れという観点からは、大きなポイントとなるもので

ある。レジャー分野における温泉の人気は依然として高いが、その人気を支えているのは「安・近・短」指向か

ら日帰り温泉施設であり、大幅な宿泊客の減に悩む温泉地が多い。 

このような傾向に歯止めをかけるためには、従来の受け入れ態勢を見直し、プラスαのサービスを付加する必

要があり、この点に新たな観光資源としての鞠智城跡が担う役割が求められる。 

（ｆ）その他 

菊池渓谷、矢谷渓谷、竜門ダムなどの観光スポットが数多くあり、その集客力を利用した行程の検討が可能で

ある。 

ｃ サイン計画 

平成 11 年度までに、利用者を計画地へ誘導する標識を必要な箇所に設置した。今後は、利用者の要望を聴きな

がら、更に必要な箇所があれば設置を検討する。 

ｄ 公共交通機関の確保 

 鞠智城跡へ直接アクセスできる公共交通機関はなく、九州産交バス一寸榎停留所から約２㎞、熊本電鉄バス菊

池プラザ終点から約４㎞の距離にあり、ここからは徒歩又はタクシー等によらざるを得ない。 

（ａ）休日のみの臨時運行 

利用者が数多く見込まれる、週末及び祝日などの休日のみの臨時運行を要望する。既に、山鹿産交から水辺プ

ラザ（鹿本町）及びあんずの丘（菊鹿町）への便が実現しており、一定の成果を見ている。この既存路線に鞠智

城跡への延長を申し入れることも考えられるが、周辺施設等との組み合わせにより集客力のあるルートが提案で

きれば、菊池市方面からの便も新規に検討できる。 

（ｂ）観光シーズンの企画バス 

旅行代理店や地元観光連盟等の主催する企画ものの路線に組み込むことを要望する。これまでに、菊池公園花

見バスや菊池渓谷紅葉バスなどが実現しているが、この他にも多数の企画が可能である。 

ｅ 園内公道 

（ａ）町道米原池野線 

 シンボル広場横を通り、深迫門地区、堀切門地区、池ノ尾門地区を経て城外へ至り、大門口まで続く。城内の

主要地区を横断するルートであり、遊歩道として重要な役割を果たすものである。しかし、南部谷部地区の農地

所有者が農道として利用する他、一般生活道路としての利用もあり、車両の通行に注意を呼びかける必要がある。

管理用道路としての役割も果たす。 

（ｂ）米原集落内農道 

米原集落から貯水池跡を横切り西側土塁へ至るルート。貯水池手前までは地元住民の利用があるが、貯水池か

らは車両の通行等は想定されない。北側駐車場から直接西側土塁地区を目指す遊歩道として位置づける。また、

車両の通行ができる路幅であり、北側土塁地区及び貯水池地区の管理道路としても利用する。 

（ｃ）南部谷部地区農道 

圃場整備田の農道。一般来場者の利用は想定せず、南部斜面地区の管理用道路としての利用に限る。 

（ｄ）長者山墓地墓参道 

長者山の共同墓地に通じる里道（一部付け替え）については、基本的には歩行者専用園路とするが、墓地使用 
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者と管理用車両の通行を想定する。 

（ｅ）一般園路 

長者原地区の遺構見学用園路。基本的には歩行者専用とするが、管理用車両の通行できる部分を確保する。 

（ｆ）遊歩道 

 計画地内の地形的条件を考慮に入れて、可能な限り、町道、農道、里道、土塁線などを利用して整備する。幅

広い利用者層を想定し、各人の体力に合わせたコース選択ができるよう配慮する。 

（ｇ）散策路 

 尾根から山裾へ連絡する里道などを利用し、歩行者専用通路として整備する。傾斜が急であり、遊歩道よりも

強い運動量を想定する。 

（ｈ）道標 

 利用者が自ら設定した見学コースに従って園内を回遊できるよう、交差点等に適宜設置する。歴史的景観に違

和感のないデザインを採用し、素材、形状、色彩等の統一を図る。 

 

オ 造成 

 第１次基本計画期間に、長者原地区で施工可能な区域の造成を完了しており、今後、大規模な造成を必要とす

る箇所は見込まれない。積み残しとなっている貯水池跡周辺部については、発掘調査の完了を待つ必要から、本

計画期間中の施工は想定しない。 

 

カ 雨水排水・防災計画 

第１次基本計画を踏襲 

 

キ 植栽計画 

 第１次基本計画を踏襲 

 

ク 用地取得  

 史跡指定化を予定している区域について、次のとおり用地の公有化を推進する。 

（ア）国指定に向けての取得計画  

国指定申請時に公有化しておくべき 8筆 4,660 ㎡（Ａ）について、平成 14 年度中に取得を図る。 

（イ）国指定後の取得計画 

ａ 第１次基本計画期間内に公有化を見送ったもののうち、手続き上の支障が無くなった 10 筆 17,431 ㎡（Ｂ）

については、指定後速やかに取得する。 

ｂ 第１次基本計画期間内に公有化を見送ったもののうち、依然として手続き上支障のある６筆 9,292 ㎡（Ｃ）

については、問題解決を図りながら、解決したものから順次取得する。 

ｃ 西側土塁地区で、新たに土塁遺構の及んでいることが判明した１筆 34,738 ㎡（Ｄ）については、指定後速

やかに取得する。 

ｄ 上原地区及び南部谷部地区については、営農地としての用途を保全することを第一としながら、所有者の

離農等の事情により手放すものについては順次取得する。31 筆 50,438 ㎡ （Ｅ） 

ｅ 米原集落地区については、住民の生活を守る必要から、指定後も積極的に公有化を推進することはせず、

住民の理解と協力のもと遺構の保護と集落景観の保全に努める。ただし、保有者が集落を離れるなどの事情

により土地の提供を申し出たもので、地上権、抵当権等の支障のないものについて取得する。（Ｆ） 
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（６）年次計画 

ア 基本的な考え方 

年次計画の作成にあたっては、調査・研究部門や管理・運営計画を併せた総合的な計画の中で優先順位を検討 

する。平成 23 年度までの計画としているが、県財政事情も考慮し、計画の前倒しや延伸にも柔軟に対応できるよ

う配慮する。また、各年次ごとに進捗状況をフォローアップし、３年ごとに見直しを図ることとする。 

 なお、平成 15 年度に国指定を予定していることから、国庫補助事業として実施できる項目については、極力平

成 16 年度以降に計画することとした。 

イ 年次計画の概要 

（ア）全体的な計画に係るもの 

 ａ 国指定 

平成 14 年度中に指定申請を行い、平成 15 年度の指定を目指す。以下の計画はすべてこのことを前提として計

画したものである。 

ｂ 用地買収 

国指定後、速やかに取得するとしたものについて、国庫補助事業（補助率 80％）として、概ね平成 16～18 年

度の３ヶ年で取得する。 

 ｃ 整備報告書 

当計画の最終年度となる平成 23 年度には、平成５年度の事業着手からの総括を行い、整備報告書を作成する。 

（イ）ガイダンス施設に係るもの 

 ａ 施設整備 

平成 13 年度中に建設工事を完了し、平成 14 年度当初から供用を開始する。 

 ｂ 展示解説 

オープン当初は既存の模型や出土遺物を中心とした仮展示とし、平成 15～16 年度までに展示解説プランを策定

し、平成 17 年度の施工を目指す。なお、鞠智城跡においては屋外展示施設がメインであり、総合的なガイダンス

計画のなかでこれを補うものを作成する。 

 ｃ 映像解説ソフト 

展示解説とならび屋内でのガイダンスの中心となるもの。当面は既存の映像ソフトを提供しながら、より効果

の高い映像解説ソフトを計画期間内に２本程度作成する。 

（ウ）復元建物に係るもの 

 ａ 基礎資料の収集・検討 

専門指導員及び鞠智城跡保存整備検討委員会の指導のもと、復元対象建物の選定と基本設計のための基礎資料

の収集を、平成 14、15 年度の２ヶ年で行う。 

 ｂ 基本設計 

 上記成果を基に、平成 15、16 年度の２ヶ年で設計を行う。 

 ｃ 整備 

実施設計及び施工については、早ければ平成 16 年度に着手する。慎重を期するため、原則として２ヶ年整備（実

施設計１年、施工１年）で計画する。 

（エ）土木工事に係るもの 

 ａ 長者原地区残事業 

平成７年度に策定した長者原地区基本設計に係る残事業。見学者の集中する中心部であり、早期に完了させる

必要がある。 
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平成 14 年度 長者山展望広場（長者原地区Ｅ工区） 

  平成 15 年度 メイン駐車場及び北側駐車場（長者原地区Ｂ工区及びＣ工区の一部） 

  平成 16 年度 遺構明示、解説板、名称板、案内板等 

なお、長者原地区Ｆ・Ｇ工区については、発掘調査継続ゾーンと位置づけ、貯水池跡の調査が一定の成果を挙

げるまでは整備を行わず、当計画期間内の整備を見送る。 

 ｂ 環境整備 

当計画の整備区域については、厚生労働省の「緊急地域雇用特別交付金」を利用して、平成 13 年度までに樹木

伐採等の環境整備を実施してきた。今回、この制度が３年間延長されたことに伴い、平成 16 年度までに集中して

除草等の美化作業を実施する。以後の清掃管理を容易にするとともに、土塁線等の遺構を暫定的に公開すること

を可能にする。 

 ｃ 測量及び基本設計 

平成７年度に「長者原地区基本設計」として 12ha の基本設計を実施したが、当計画では、平成 14 年度にその

他の 33ha（整備区域 12.9ha、保全区域 20.1ha について、測量及び基本設計を行う。 

ｄ 中山間地総合整備事業 

菊鹿町が県農政部局に要望している遊歩道整備事業を、当計画区域に取り入れる。平成 18 年度までに実施する

こととなっており、予算規模等については未定。 

 ｅ 実施設計・施工 

中山間地総合整備事業と調整しながら、長者原地区残事業の終了後、平成 17 年度以降に実施する。 

 

         年次 
項目 

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

 
全

体 

国指定   ○         

用地買収 ○ ○  ○ ○ ○      

整備報告書           ○ 

ガ

イ

ダ

ン

ス

施

設 

建設工事 ○           

オープン  ○          

展示検討   ○         

展示設計    ○        

展示施工     ○       

映像ソフト検討   ○    ○     

映像ソフト作成    ○    ○    

復

元

建

物 

基礎資料の収集・検討  ○ ○         

基本設計   ○ ○        

実施設計    ○ ○ ○ ○ ○ ○   

復元工事     ○ ○ ○ ○ ○ ○  

土

木

工

事 

長者原地区残事業 ○ ○ ○ ○        

環境整備 ○ ○ ○ ○        

測量  ○        ○  

基本設計  ○          

中山間地総合整備事業 ○  ○ ○        

実施設計     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

整備工事     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（７）基本設計 

 第２次基本計画に基づき、外縁地区と計画対象区域のうち遺構保護・景観保全ゾーンの各地区及び長者原地区

を除いた各地区の保存整備に係る基本設計として、平成 16（2004）年３月に「鞠智城跡西側土塁地区・堀切門跡

地区等南部一帯基本設計」（平成７年度に策定された「長者原地区基本設計」の次なる基本設計であることから、

以下に、「第２次基本設計」という。）を次のとおり作成した。 

ア 敷地条件 

（ア）設計対象区域 

 第２次基本設計では、設計対象区域を、第２次基本計画における外縁地区と内城地区のうち遺構保護・景観保

全ゾーンの集落地区、上原地区、南部谷部地区、長者山墓地地区の各地区、及び長者原地区を除く地区である。 

 

 

第 97 図 設計対象区域 

 

第 97 図　設計対象区域

ノ
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（イ）水系 

 西側土塁地区の北側一帯及びその東側山地斜面部分は町道稗方・立徳線を横断する谷に流れ込み、県管理河川

の初田川に向かって流下する。また、西側山地斜面部分については、西側へ下り初田川に流入している。 

 西側土塁地区の南側一帯、並びに、南部斜面地区、及び、南部谷部地区、南側土塁地区・堀切門跡地区・深迫

門跡地区の推定土塁線より北側の農地部分は、塩井川に流入し西側の初田川に流下している。南側土塁地区から

堀切門跡地区の推定土塁線より南側の崖地部分と東部斜面地区、及び深迫門跡地区の東側部分は菊池市側へと流

下している。 

 

第 98 図 流域特性図 第 98 図　流域特性図
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（ウ）形状・地形 

 基本設計対象区域は、大きくは西側に位置する西側土塁地区と、南側土塁地区・堀切門跡地区・深迫門跡地区・

南部斜面地区・東部斜面地区などの南側の一帯に分けられる。 

 西側土塁地区は、池ノ尾門跡から北へ延びる稜線とその周辺斜面山地で水平距離約 650ｍ、比高差は約 80ｍに

達する。 

 南側の一帯は、深迫門跡地区を谷頭とする池の尾門跡地区や南部谷部地区など谷底地形地と、これらを取り巻

く南部斜面地区や南側土塁地区、堀切門跡地区などの斜面部分である。南側の一帯は、東西に細長く、延長約 1,000

ｍ、幅約 300ｍ、東西での比高差は約 43ｍ、長者山と南部谷部地区との比高差約 55ｍ、南側土塁地区の稜線上と

の比高差は約 37ｍである。 

（エ）土地利用等 

 設計対象区域の現況土地利用は、概ね山地樹林地、山地草地、農地（水田、畑地）跡地の平地草地、水路・河

川及び道路等その他用地となっている。山地樹林地は西側土塁地区と南側土塁地区、堀切門跡地区、東部斜面地

区、南部斜面地区の東部に、農地跡地は、堀切門跡地区、深迫門跡地区に分布する。山地草地は、西側土塁地区

の灰塚一帯、南部斜面地区、南部土塁地区の稜線から北側の斜面部に分布する。 

 道路は、町道米原・池野線と町道下本分・堀切線、米原集落内農道が管理車両が通行できる道路である。その

ほか、農道、里道、踏み分け道が管理用と見学のために利用されている状況にある。 

 

イ 基本方針 

 第２次基本計画における保存整備の基本的考え方を踏まえ、設計対象区域の保存整備の基本方針を以下のよう

に設定した。 

（ア）遺構保存整備方針 

 設計対象区域の主な遺構として、堀切門跡、深迫門跡、池ノ尾門跡、土塁、馬こかしの石垣等が確認されてい

る。特に土塁線については、今後の発掘調査によってその全容が明らかになるであろうと想定される。これらの

遺構については、その保存に努めるとともに必要な整備を行う。その整備手法については、各遺構の性格、特性

に鑑み、適切な手法を用いることとした。 

（イ）造成方針 

設計対象区域は、発掘調査等により鞠智城跡に関する遺構のほか、廃城後の人々の営みにより地形が改変され

ているところも見受けられる。整備にあたっては、遺構の保護に努めるため原則として大規模な地形の改変は行

わないものとするが、後世の耕作等による明らかな改変箇所については、調査成果に基づき往時の地形の復元に

努める。整備の基盤づくりである造成方針を以下に定める。 

ａ 面的地形造成 

  ・大規模な造成は原則として行わず、降雨時の流出形態を変えないようにする。 

・遺構に近いところでは、遺構に損傷を与えないよう人力による造成とする。 

  ・崩落等の跡地は埋戻し、地形を自然に戻すとともに、今後崩落などの恐れのある箇所は必要に応じ土留施

設等の防災対策を講じる。 

  ・整備後の雨水排水処理については、既存の水路・河川を利用するほか、必要に応じ侵食・崩落等に対する

防災施設を設けるなど、防災には十分配慮する。 

 ｂ 遺構部造成 

  ・遺構の損傷を避けるため、盛土造成は人力を基本とする。 

・遺構面に直接盛土を行う場合は、良質な山砂もしくは真砂土等により保護層をおく。 
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・遺構の損傷の恐れのある竹・木は伐木、除根を行う。 

  ・構造物等を整備する箇所においては、遺構に損傷を与えないよう必要厚の覆土を行う。 

（ウ）施設整備方針 

鞠智城跡の理解を深め、より身近な文化財として利用してもらうために、鞠智城跡についての学習、解説施設

を設置するとともに、利用者のための休養、便益施設を導入する。さらに、来訪者の円滑な利用を促すために安

全管理施設、誘導施設等の整備も図る。なお、これらの施設については景観に配慮し、位置、規模、形状、色彩、

素材等についても十分検討することとした。 

  学習施設：遺構復元・明示施設、展示・解説機能施設 

  休養、便益施設：広場施設、休養施設（四阿、ベンチ）、便所、であいの広場（駐車可能スペース） 

  安全管理施設：車止め、転落防止柵 

  誘導施設：案内板、道標、園路等 

（エ）動線整備方針 

鞠智城跡を訪れる人々の来園目的はさまざまである。それは、遺跡の見学、リフレッシュするための散策、健

康の維持・増進のためのウォーキング、芝生で子供と遊ぶため、トイレ、食事、買物などいろいろと考えられる。

さらに、性別や年齢，障害の有無なども含めて考えると利用形態も多種多様であることが予想される。 

 動線計画ではこのような、さまざまな来園目的で訪れる利用者の自由な選択による行動に対して、快適で満足

感の得られるルートを設定することが望ましい。そこで、遺構の保護を念頭に置きながら、既存の道路を活かし

た歩きたくなるような園路網を設定する。このため、主要な遺構や拠点施設、視点場等が有機的かつ効率よくネ

ットワークされるように示す園路網を整備する。 

 
 

 

 

 

第 99 図 動線計画図 

第 99 図　動線計画図
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a 南側動線計画 

長者原地区より南側に位置する各地区と、鞠智城跡の拠点施設である温故創生館をつなぐ町道米原・池野線と

下本分・堀切線を一般園路（A-1,A-2）として整備する。さらに、新たに整備計画しているであいの広場や遺構、

視点場等をつなぐ次のような散策路も整備する。 

・長者原地区と南側土塁地区をつなぐ散策路（S-1） 

・貯水池地区から灰塚を通り南側土塁地区に至る散策路（S-2） 

・であいの広場①から馬こかしの石垣を通りであいの広場③に至る散策路（S-3） 

・であいの広場①から堀切門跡、深迫門跡を通りであいの広場③に至る散策路（S-4,S-5） 

ｂ 西側動線計画 

研修施設から貯水池地区を通り西側土塁地区に至る既存農道は、貯水池跡の発掘調査に支障を及ぼさない範囲

において舗装の打ち換えを行い一般園路（A-3）として利用する。また、長者山の北側から貯水池地区の南西側

を弧を描く形で A-3 と接続する一般園路（A-4）を整備し周廻ルートを確保する。このほか、西側土塁地区の中

央部と南側土塁地区をつなぐ散策路（S-6）、及び、西側土塁地区の北部と貯水池地区をつなぐ散策路（S-7）を整

備する。 

（オ）修景整備方針 

 本基本設計では新たな修景植栽は基本的に行わないこととするが、便益施設等に対し歴史公園としての景観を

保全する観点から必要と考えられる部分については、往時の植生に配慮した樹木の選定を行うものとし、また、

深迫門跡地区については、農地としての地形改変に伴うコンクリートブロック積等、歴史公園としての景観にふ

さわしくない部分がみられる。このような部分については園路や広場の整備と合わせて可能な限り覆土による景

観保全対策を実施する。 

（カ）防災施設整備方針 

設計対象区域内には、法面の崩壊や陥没、雨水による侵食等がみられる。このような部分については、遺構の

保護、及び見学者の安全確保、並びに歴史的・農耕文化的景観保全等の観点から、適切な防災施設の設置を図る。

防災施設については、木材や自然石、あるいは植生可能な工法を採用し、周辺景観に及ぼす影響に十分配慮する

ものとする。 

ウ 基本設計 

（ア）遺構の保存対策 

ａ 堀切門跡地区 

・堀切門跡一帯では、崖面の保護対策と、平坦部の盛土と張芝による保護対策を行う。崖面の保護対策につ

いては、専門部会による検討結果を受けて早期の実施を目指す。登城道ルートと門の原位置については平

面遺構明示を行い、礎石には覆屋をかけ保存展示する。 

・堀切門跡西側の隧道上の陥没地形地は埋戻しによる地形の復元を検討するが、陥没穴が隧道まで達してい

るため工法的に困難なことも考えられる。そこで、当面の対策として防護柵による転落防止対策を実施す

る。また、隧道上部の竹林斜面は、徐々に崩落し続けていることから、強風時の竹の揺さぶりを防止する

ために竹を伐採・除根したうえで斜面の浸食防止対策（張芝、又は植生シートによる保護）を行う。 

ｂ  深迫門跡地区 

・保護整備は、今後の発掘調査結果を待って検討し決定するが、現時点で考えられる保存整備としては次の

ような方法が挙げられる。 

・深迫門跡一帯では盛土と張芝による保護を行い、礎石には覆屋をかけ保存展示する。 

・深迫門跡北側土塁には崩壊防止のための保護盛土と張芝による地形復元を行う。 
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ｃ  池ノ尾門跡地区 

・池ノ尾門礎石には覆屋をかけ保存展示する。 

・南側土塁地区の北側斜面下の塩井川河岸は、空石積による浸食防止対策を実施する。 

ｄ  南側土塁地区，西側土塁地区 

・南側土塁地区、並びに、西側土塁地区の土塁については、発掘調査による全容解明に務めるとともに、発

掘調査により露出した遺構に対する保護対策（保護盛土、張芝）を実施する。その他、浸食、崩壊、踏荒

等の危険性が高い部分についても同様の保護対策を実施し保存に努める。 

 

 

第 15 表 学習施設（遺構保存）整備一覧 

地区名 遺構名称 保存方法 概要 

南側土塁地区 

 

 

 

 

土塁 

 

 

 

 

・保護盛土・張芝 

・版築による復元 

今後の発掘調査により判断。 

 

・陥没地形復元 ２ヶ所、転落防止柵で対処。 

・北側斜面保護 Ａ＝643 ㎡ 

・伐開・除根 Ａ＝3,672 ㎡ 

西側土塁地区 

 

土塁 

 

・保護盛土・張芝 

・版築による復元 

今後の発掘調査により判断。 

東側斜面地区 土塁 ・保護盛土・張芝 Ｌ＝70ｍ、法長 5.0ｍ 

堀切門跡地区 堀切門礎石 ・保護盛土・張芝 Ｗ＝50ｍ、Ｌ＝30ｍ、厚 0.6～1.5ｍ 

・崖面保護 Ａ＝1,000 ㎡ 

・礎石覆屋  

・平面遺構明示 

 

門原位置（ﾚﾌﾟﾘｶ設置） 

登城道Ａ＝200 ㎡ 

深迫門跡地区 深迫門礎石 ・保護盛土・張芝 

 

Ｗ＝50ｍ、Ｌ＝40ｍ、Ａ＝1,404 ㎡、

厚 0.6～1.5ｍ 

・礎石覆屋  

・平面遺構明示 

 

門原位置（ﾚﾌﾟﾘｶ設置） 

登城道Ａ＝150 ㎡ 

池の尾門跡地区 池の尾門礎石 ・礎石覆屋  

・平面遺構明示 門原位置（ﾚﾌﾟﾘｶ設置） 
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第 100 図 深迫門跡・堀切門跡・池の尾門跡地区保存整備イメージ図 

 

 

 

（イ）見学のための整備 

ａ  園路 

前述の動線整備方針で設定した計画動線を、一般園路、散策路として整備する。また園路は、拠点施設である

温故創生館や、研修施設、長者山休憩施設、主要な遺構など、これらを一望できる視点場をネットワークするよ

うに配置する。地形の改変に伴う遺構の破壊や景観変化を避けるために、現況道路を活かしたルートで設定する。

さらに、整備に向けての次の段階となる実施設計の前には、発掘調査を行いルートや工法の再検討を行う。 園路

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区

第 100 図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図

深迫門跡地区

堀切門跡地区

池ノ尾門跡地区
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の整備は、発掘調査と保存整備による見学開放地区に優先順位をつけ、効果的な整備と活用を図るものとする。  

ｂ 一般園路 

一般園路は、既存の町道、農道、地形の改変をあまり伴わない平場地形等を利用し、部分拡幅と透水性土硬化

舗装によって整備する。幅員は、管理用車両（軽トラック程度）と見学者１人がすれ違える幅として 3.00ｍを目

標とする。ただし、遺構保護のうえからやむを得ない場合は 2.50ｍを確保する。 

ｃ 散策路 

散策路は、既存の農道、里道、踏み分け道を利用しながら、幅員 2.00ｍ～0.70ｍを確保する。散策路の縦断勾

配は、可能な限りユニバーサルデザインの考え方から 5.0％以下の緩やかな勾配にすることを目標とする。ただ

し、遺構保護や大規模な地形、景観の変化を避けるうえからやむを得ない場合は、ハートビル法、並びに交通バ

リアフリー法の基準値 1/12（8.33％）以下として考える。さらに、スロープでの整備が地形的条件から不可能と

考えられる部分については木階段や木桟道で計画する。 

 散策路の幅員は、見学者が余裕をもってすれ違える幅 1.50ｍを確保する。ただし、広場を整備する部分にあっ

ては車イスと歩行者がすれ違える幅 2.00ｍを確保する。一方、山地斜面の急峻な部分では、現況の踏み分け道を

利用して見学者１人が通行できる幅 0.70ｍで整備する。 

 

 

 

第 101 図 ハートビル法・交通バリアフリー法 

 

第 101 図　ハートビル法・交通バリアフリー法
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の整備は、発掘調査と保存整備による見学開放地区に優先順位をつけ、効果的な整備と活用を図るものとする。  

ｂ 一般園路 

一般園路は、既存の町道、農道、地形の改変をあまり伴わない平場地形等を利用し、部分拡幅と透水性土硬化

舗装によって整備する。幅員は、管理用車両（軽トラック程度）と見学者１人がすれ違える幅として 3.00ｍを目

標とする。ただし、遺構保護のうえからやむを得ない場合は 2.50ｍを確保する。 

ｃ 散策路 

散策路は、既存の農道、里道、踏み分け道を利用しながら、幅員 2.00ｍ～0.70ｍを確保する。散策路の縦断勾

配は、可能な限りユニバーサルデザインの考え方から 5.0％以下の緩やかな勾配にすることを目標とする。ただ

し、遺構保護や大規模な地形、景観の変化を避けるうえからやむを得ない場合は、ハートビル法、並びに交通バ

リアフリー法の基準値 1/12（8.33％）以下として考える。さらに、スロープでの整備が地形的条件から不可能と

考えられる部分については木階段や木桟道で計画する。 

 散策路の幅員は、見学者が余裕をもってすれ違える幅 1.50ｍを確保する。ただし、広場を整備する部分にあっ

ては車イスと歩行者がすれ違える幅 2.00ｍを確保する。一方、山地斜面の急峻な部分では、現況の踏み分け道を

利用して見学者１人が通行できる幅 0.70ｍで整備する。 

 

 

 

第 101 図 ハートビル法・交通バリアフリー法 
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（ウ）園路設計 

 設計対象区域においては以下のような園路を整備し、見学者が自由にルートを選択し散策できるように道標等

を設置するものとする。 

  ・一般園路  幅員 3.0～2.0ｍ、管理用道路を兼ねる。 

 

 

 

 

   

・散策路  幅員 2.0～0.7ｍ 

 

第 102 図 園路標準断面図 

 

第 102 図　園路標準断面図
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第 103 図 園路計画図 

第 103 図　園路計画図
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第 16 表 園路整備計画一覧 

記号 種別 
幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 
概要 備 考 

A-1 一般園路 3.0 683 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） 町道米原・池野線を利用 

A-2 〃 3.0 532 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） 町道下本分・堀切線を利用 

A-3-1 〃 2.0 83 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）
西側土塁地区農道を利用して舗

装打ち換え 

A-3-2 〃 2.0 122 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） 米原集落内農道を利用して舗装 

A-4 〃 3.0 224 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）
（平場地形利用）、貯水池地区南

西側外縁 

小計   1,644 透水性土硬化舗装（4,727 ㎡）  

S-1-1 散策路 
1.5 795 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） （踏み分け道利用）、南部斜面地

区、部分的に発掘調査が必要 2.0 183 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

S-1-2 〃 1.5 

86 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）
（ 〃 ）、南側土塁地区、農地

の公有地化後，発掘調査が必要 
47 木製階段 88 段（盛土・張芝共） 

9 木橋 

S-2-1 〃 1.5 
26 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

（ 〃 ）、長者原地区 
11 木製階段 27 段（盛土・張芝共） 

S-2-2 〃 1.5 
159 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

（里道利用）、西側土塁地区 
125 木製階段 156 段（盛土・張芝共） 

S-3-1 〃 
1.5 

211 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）
（農道を一部利用）、南部斜面地

区 
92 木製階段 152 段（盛土・張芝共） 

3.0 122 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

S-3-2 〃 1.5 
83 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

（里道利用）、東部斜面地区 
87 木桟道 

S-4 〃 
1.5 

282 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

（平場地形利用）、南側土塁地区、

堀切門跡地区 

40 木製階段 50 段（盛土・張芝共） 

47 木桟道 

2.0 133 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

S-5-1 〃 2.0 331 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） （町道利用）、堀切門跡地区 

S-5-2 〃 1.5 173 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）
（里道利用）、深迫門跡地区，発

掘調査が必要 

S-6-1 〃 1.5 
192 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

（里道利用）、西側土塁地区 
148 木桟道 

S-6-2 〃 
2.0 39 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共）

南側土塁地区，発掘調査が必要 
1.5 103 木桟道 

S-7 〃 0.7 
116 透水性土硬化舗装（盛土・張芝共） （里道利用）、南側斜面地区、 

池部を除く 105 木製階段 125 段（盛土・張芝共） 

小計   3,745 透水性土硬化舗装（5,179 ㎡）  

合計   5,389 透水性土硬化舗装（9,906 ㎡）  

S-8 散策路 1.5 350  H15 整備 

A-5 一般園路 3.0～2.5 －  菊池市側のアプローチ道路 
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第 104 図 散策路等イメージ図 

第 104 図　散策路イメージ図

南部斜面地区・長者山より下る散策路（Ｓ－１－１）

南部斜面地区・どんぐり林の散策路（Ｓ－３－１）

東部斜面地区・馬こかしの石垣へ上る散策路

                             （Ｓ－３－２）

東部斜面地区・馬こかしの石垣へ下る木桟道

（「馬こかしの石垣」の見学のみを対象とした整備案）
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（エ）休養・便益施設 

 現在、整備が完了し見学者が利用しているのは長者原地区である。今後、西側の土塁地区や南側の一帯まで見

学者の利用範囲を広げるにあたっては、休養・便益施設の整備が不可欠である。 

 南側一帯に訪れる見学者は、堀切門跡、深迫門跡、池ノ尾門跡、土塁といった広範囲に分布する遺構を見学す

ることが予想される。そこで、堀切門跡から深迫門跡までの農地跡地を利用した芝生広場を整備し、休憩のため

の四阿やベンチ等を設置する。また、滞在時間の長時間化に備え堀切門跡の西側の谷に便所を建設する。この他

の地区についても、疎林のどんぐり林や、展望のきく高まりなど休憩したくなるような場所にベンチやテーブル・

ベンチを設置する。 

 西側土塁地区については、灰塚から土塁線が見えるように間伐を行い見学者の誘導を図る。また、佐官ドンや

涼みヶ御所、ゴンゲンサンといった高まりの要所は民有地の樹木を間伐して西側への眺望を確保するように働き

かける。 

 であいの広場については、中央であいの広場のうち南側に位置する広場が砂利敷きのままであり、車イス利用

者、老人等の歩行弱者にとって利用しづらい状況にある。そこで、自然色のカラーアスファルト舗装を行い、芝

生広場内への一般車輌の進入防止と、南側斜面への転落防止を図る。また、南側一帯については、歩行弱者でも

利用できるよう３箇所の小規模なであいの広場を整備する。 

 

 

第 17 表 休養・便益施設整備一覧 

名称 数量 単位 概要 

中央であいの広場 

 

１ 

 

ヶ所

 

Ａ＝2,140 ㎡、自然色カラーアスファルト舗装 

車止め、園路舗装含む。 

であいの広場① １ ヶ所 透水性土硬化舗装 Ａ＝470 ㎡、張芝 Ａ＝2,219 ㎡ 

であいの広場② １ ヶ所 透水性土硬化舗装 Ａ＝220 ㎡、張芝 Ａ＝1,336 ㎡ 

であいの広場③ １ ヶ所 透水性土硬化舗装 Ａ＝224 ㎡、張芝 Ａ＝2,753 ㎡ 

芝生広場（体験広場） １ 式 張芝 Ａ＝12,353 ㎡ 

便所 １ 棟 木造平屋、瓦葺 32.37 ㎡、浄化槽（10 人） 

給水管理設 800 ｍ 直径 50ｍ/ｍ 

電気設備 

 

800 ｍ 信号線共 

700 ｍ 電線管、電線のみ 

四阿 ４ 棟  

テーブル・ベンチ 21 基  

ベンチ 12 基  
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第 105 図 休養・便益施設配置計画図 
第 105 図　休養・便益施設配置計画図
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第 106 図 広場イメージ図 

 
第 106 図　広場イメージ図

堀切門跡地区・芝生広場

堀切門跡地区・であいの広場①

南部斜面地区・どんぐり林

東部斜面地区・であいの広場③
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（オ）サイン施設 

 見学者の知的欲求や自由な選択に対する情報提供施設として各種のサインを設置する。 

 鞠智城跡の全体概要を説明する案内板を５箇所であいの広場に設置する。 

 遺構等の解説板は 11 基を設置し、見学コースの誘導サインとなる道標を園路の交差部に 18 基計画する。 

 

第 18 表 学習施設等（サイン）整備一覧 

名称 数量 単位 概要 

案内板 ５ 基 全体概要説明板 

解説板 11 基 遺構等の解説板 

道標 18 基 見学コースの誘導サイン 

 

 

（カ）その他の施設 

 

第 19 表 防災（安全管理）施設整備一覧 

地区名 整備箇所 内容 数量 単位 概要 

南側土塁地区 

 

塩井川 

 

侵食防止対策空

石積 

１ 

 

式 

 

1,766 ㎡、Ｈ＝2.5ｍ、Ｌ＝632

ｍ（１：0.5） 

南部斜面地区 散策路 

S－１－１ 

斜面崩壊復旧 

盛土・張芝 
１ 式 

３ヶ所、Ｗ＝7.0ｍ、Ｌ＝5.0

ｍ 

堀切門跡地区 

 

散策路 

S－５－１ 

斜面崩壊復旧 

盛土・張芝 
１ 式 

 

南側土塁地区 隧道上の陥没地 転落防止柵 89 ｍ  

堀切門跡地区 芝生広場法肩部 転落防止柵 159 ｍ  

深迫門跡地区 芝生広場法肩部 転落防止柵 29 ｍ  

池の尾門跡地区 塩井川河岸 転落防止柵 68 ｍ  

 

 

第 20 表 修景整備一覧 

地区名 整備箇所 内容 備考 

深迫門跡地区 旧農地のブロック積 覆土・張芝 ４ヶ所、総延長 170ｍ 
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（オ）サイン施設 

 見学者の知的欲求や自由な選択に対する情報提供施設として各種のサインを設置する。 

 鞠智城跡の全体概要を説明する案内板を５箇所であいの広場に設置する。 

 遺構等の解説板は 11 基を設置し、見学コースの誘導サインとなる道標を園路の交差部に 18 基計画する。 

 

第 18 表 学習施設等（サイン）整備一覧 

名称 数量 単位 概要 

案内板 ５ 基 全体概要説明板 

解説板 11 基 遺構等の解説板 

道標 18 基 見学コースの誘導サイン 

 

 

（カ）その他の施設 

 

第 19 表 防災（安全管理）施設整備一覧 

地区名 整備箇所 内容 数量 単位 概要 

南側土塁地区 

 

塩井川 

 

侵食防止対策空

石積 

１ 

 

式 

 

1,766 ㎡、Ｈ＝2.5ｍ、Ｌ＝632

ｍ（１：0.5） 

南部斜面地区 散策路 

S－１－１ 

斜面崩壊復旧 

盛土・張芝 
１ 式 

３ヶ所、Ｗ＝7.0ｍ、Ｌ＝5.0

ｍ 

堀切門跡地区 

 

散策路 

S－５－１ 

斜面崩壊復旧 

盛土・張芝 
１ 式 

 

南側土塁地区 隧道上の陥没地 転落防止柵 89 ｍ  

堀切門跡地区 芝生広場法肩部 転落防止柵 159 ｍ  

深迫門跡地区 芝生広場法肩部 転落防止柵 29 ｍ  

池の尾門跡地区 塩井川河岸 転落防止柵 68 ｍ  

 

 

第 20 表 修景整備一覧 

地区名 整備箇所 内容 備考 

深迫門跡地区 旧農地のブロック積 覆土・張芝 ４ヶ所、総延長 170ｍ 
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第 107 図 サイン配置計画図 

 

 

第 107 図　サイン配置計画図
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第 108 図 保存整備鳥瞰図 
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エ 年次計画 

第２次基本設計では、下表のとおり平成 17（2005）年度から平成 29（2017）年度までの年次計画を作成した。 

年度 地区 工事内容 整備箇所 備考 

平成１７ 
（2005） 

 
 

南部斜面 
 
 
 

斜面崩壊復旧 S－1－1  
遊歩道 S－1－1  

S－2－2  
S－3－1  

平成１８ 
（2006） 

深迫門跡 平面遺構明示   
保護盛土・張芝   
保護盛土・張芝 土塁崩壊部  
遊歩道 S－5－2  
芝生広場  Ａ＝1,742 ㎡ 
覆屋 礎石  
転落防止柵 芝生広場法肩  

堀切門跡 管理用道路 Ａ－1 Ｌ＝320ｍ 
給水設備 Ａ－1 Ｌ＝375ｍ 
電気設備１ Ａ－1 Ｌ＝375ｍ 
芝生広場  Ａ＝3,867 ㎡ 

平成１９ 
（2007） 

深迫門跡 覆土・張芝 旧農地ブロック積 ４箇所 

管理用道路 Ａ－1 Ｌ＝363ｍ 

給水設備 Ａ－1 Ｌ＝425ｍ 

電気設備１ Ａ－1 Ｌ＝425ｍ 

四阿 芝生広場  
堀切門跡 遊歩道 S－5－1  

斜面崩壊復旧 S－5－1  
覆屋 礎石  

平成２０ 
（2008） 

長者原 遺構明示等 管理棟的建物群  
堀切門跡 芝生広場  Ａ＝6,308 ㎡ 

転落防止柵   

平成２１ 
（2009） 

堀切門跡 四阿 であいの広場  
であいの広場   
便所   

長者原 管理用道路 Ａ－3－1  
西側土塁 四阿 涼みヶ御所 整備までは簡易整備で対応 

遊歩道 S－7  

平成２２ 
（2010） 

 
 
 
 

南側土塁 
 
 
 
 

斜面保護 北側斜面  

伐開・除根  別事業も想定。清掃管理で対応可。

遊歩道 S－4 土塁遺構との関係で延長変更あり。

芝生広場  Ａ＝436 ㎡ 

転落防止柵 隧道上  

平成２３ 
（2011） 

池の尾門跡 覆屋 礎石  

であいの広場   

転落防止柵 塩井川河岸  

平面遺構明示   

堀切門跡 崖面保護 城壁  

平面遺構明示 原位置  

保護盛土・張芝   

南側土塁 侵食防止対策 塩井川河岸 Ｌ＝140ｍ 

平成２４ 
（2012） 

南側土塁 侵食防止対策 塩井川河岸 Ｌ＝492ｍ 

平成２５ 
（2013） 

西側土塁 遊歩道 S－6－1 Ｌ＝125ｍ、木桟道部分 

平成２６ 
（2014） 

西側土塁 
 

遊歩道 S－6－1 Ｌ＝23ｍ、木桟道部分 

S－6－2 Ｌ＝103ｍ、木桟道部分 

平成２７ 
（2015） 

 
 
 
 
 

長者原 管理用道路 A－3－2  

貯水池 A－4  
南部谷部 A－2  
長者原 遊歩道 S－2－1 簡易整備済 
西側土塁 S－6－1 透水性土硬化舗装部分 
南側土塁 S－6－2 透水性土硬化舗装部分 
南部谷部 電気設備２ A－2 Ｌ＝425ｍ 

平成２８ 
（2016） 

 

南側土塁 遊歩道 S－1－2 条件付（営農地の一部公有化） 
東部斜面 であいの広場  別事業も想定 
 四阿 であいの広場  

平成２９ 
（2017） 

東部斜面 遊歩道 S－3－2 東部であいの広場次第で変更あり 
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第６節 保存管理計画の策定 

（１）策定の経緯 

鞠智城跡について、発掘調査による遺構の一層の解明と保存・復元整備によって、文化財としての価値、さら

には地域資源としての価値を高め、後世へと保存・継承するためには、地域住民をはじめ、地元自治体の山鹿市・

菊池市の協力が必要不可欠であった。このため、平成 16（2004）年 2月の国史跡の指定を機に、保存管理に関す

る基本的方向性を定め、関係者の共通した理解を得ることを目的に保存管理計画を策定することとした。保存管

理計画の策定にあたっては、平成 17（2005）年度に入り、学識経験者、地元代表者、関係自治体で組織する「史

跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会」（以下、「保存管理計画策定委員会」という。）を設置し、文化庁の指導のも

と、４回の委員会を開催して審議を重ねた上で、平成 18（2006）年３月に「史跡鞠智城跡保存管理計画」（以下、

「保存管理計画」という。）を策定した。 

 なお、保存管理計画策定委員会の委員については、下記のとおり、学識経験者６名、地元代表者３名（区長等）、

地元関係自治体４名（山鹿市・菊池市）の計 13 名で構成された。 

〈鞠智城跡保存管理計画策定委員会〉 

指導 

  文化庁文化財部記念物課史跡部門 主任調査官 磯村 幸男 

策定委員 

  川村学園女子大学教授         河原 純之 

  国立歴史民俗博物館名誉教授      岡田 茂弘 

   元文化庁文化財部記念物課主任調査官  安原 啓示 

   九州大学大学院人文科学研究院教授   坂上 康俊 

   元九州造形短期大学デザイン科教授   小西龍三郎 

   熊本城復元専門員           今村 克彦 

   山鹿市菊鹿町米原区長         米岡 公信 

   山鹿市菊鹿町米原区分館長       本田 啓二 

   菊池市堀切区長            河津 博 

   山鹿市教育長             田中 宏 

   山鹿市教育委員会菊鹿分室教育課長   岩井 賢太 

   菊池市教育長             田中 忠彦 

   菊池市教育委員会文化振興課長     上田 直行 

 （順不同・敬称略） 

 

（２）計画の内容 

ア ゾーニング 

 鞠智城跡の保存管理計画に係る方向性については、史跡地内を５つのゾーンに区分して保存管理に係る基本方

針を定めており、特に現状変更の運用については、地形的特徴や現況における土地利用の状況、遺構の特性や連

続性等を考慮して、１つのゾーンをさらに地区として細分化し、各地区ごとの方針を定めることとした。 

このゾーニングについては、保存管理の視点で構成されており、「遺構復元整備」、「土塁・門」、「農村景観保全」、

「道路・河川等の公共施設」、「史跡景観保全」と５ゾーンに区分されているが、このうち「史跡景観保全」ゾー

ンは、鞠智城跡の景観を守る上で史跡地外の保全を行うことを目的にゾーン設定し、４つの地区を設けたもので

あった。 
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第６節 保存管理計画の策定 

（１）策定の経緯 

鞠智城跡について、発掘調査による遺構の一層の解明と保存・復元整備によって、文化財としての価値、さら

には地域資源としての価値を高め、後世へと保存・継承するためには、地域住民をはじめ、地元自治体の山鹿市・

菊池市の協力が必要不可欠であった。このため、平成 16（2004）年 2月の国史跡の指定を機に、保存管理に関す

る基本的方向性を定め、関係者の共通した理解を得ることを目的に保存管理計画を策定することとした。保存管

理計画の策定にあたっては、平成 17（2005）年度に入り、学識経験者、地元代表者、関係自治体で組織する「史

跡鞠智城跡保存管理計画策定委員会」（以下、「保存管理計画策定委員会」という。）を設置し、文化庁の指導のも

と、４回の委員会を開催して審議を重ねた上で、平成 18（2006）年３月に「史跡鞠智城跡保存管理計画」（以下、

「保存管理計画」という。）を策定した。 

 なお、保存管理計画策定委員会の委員については、下記のとおり、学識経験者６名、地元代表者３名（区長等）、

地元関係自治体４名（山鹿市・菊池市）の計 13 名で構成された。 

〈鞠智城跡保存管理計画策定委員会〉 

指導 

  文化庁文化財部記念物課史跡部門 主任調査官 磯村 幸男 

策定委員 

  川村学園女子大学教授         河原 純之 

  国立歴史民俗博物館名誉教授      岡田 茂弘 

   元文化庁文化財部記念物課主任調査官  安原 啓示 

   九州大学大学院人文科学研究院教授   坂上 康俊 

   元九州造形短期大学デザイン科教授   小西龍三郎 

   熊本城復元専門員           今村 克彦 

   山鹿市菊鹿町米原区長         米岡 公信 

   山鹿市菊鹿町米原区分館長       本田 啓二 

   菊池市堀切区長            河津 博 

   山鹿市教育長             田中 宏 

   山鹿市教育委員会菊鹿分室教育課長   岩井 賢太 

   菊池市教育長             田中 忠彦 

   菊池市教育委員会文化振興課長     上田 直行 

 （順不同・敬称略） 

 

（２）計画の内容 

ア ゾーニング 

 鞠智城跡の保存管理計画に係る方向性については、史跡地内を５つのゾーンに区分して保存管理に係る基本方

針を定めており、特に現状変更の運用については、地形的特徴や現況における土地利用の状況、遺構の特性や連

続性等を考慮して、１つのゾーンをさらに地区として細分化し、各地区ごとの方針を定めることとした。 

このゾーニングについては、保存管理の視点で構成されており、「遺構復元整備」、「土塁・門」、「農村景観保全」、

「道路・河川等の公共施設」、「史跡景観保全」と５ゾーンに区分されているが、このうち「史跡景観保全」ゾー

ンは、鞠智城跡の景観を守る上で史跡地外の保全を行うことを目的にゾーン設定し、４つの地区を設けたもので

あった。 
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第 109 図 史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分図 

 

第 109 図　史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分図
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第 21 表 史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分 

表示 ゾーン名 地区名 保存管理の基本方針 

A 遺構復元整備 長者原地区 

貯水池地区 

 

 

概ね整備が終了した長者原地区については、適切な保

存管理と利活用の拡大に努め、貯水池跡地区について

は発掘調査を継続し遺構の解明を図り保存整備の措置

を講じる。 

B 土塁・門 西側土塁地区 

池の尾門地区 

南側土塁地区 

堀切門地区 

深迫門地区 

土塁跡や門跡等の発掘調査を継続し遺構の解明を図

り、遺構の保存・復元並びに散策路等の整備、史跡景

観の保全に努める。 

C 農村景観保全 集落地区 

上原地区 

長者山墓地地区 

南部斜面地区 

南部谷部地区 

鞠智城跡の重要な景観構成要素である集落や農地、旧

耕作地の地形が残る里山等の景観保全に務め、適宜、

散策路等の整備を進める。 

 

D 道路・河川等の 

公共施設 

市道稗方・立徳線 

市道米原・池野線 

市道下本分・堀切線 

塩井川 

農道 

里道 

水路 

現状の景観保全に努めるとともに散策路としての利

用・整備、並びに、遺構保存に必要な防災措置を講じ

る。 

 

E 史跡景観保全 西側保全地区 

南側保全地区 

堀切保全地区 

東側保全地区 

史跡指定地区外の保全地区を鞠智城跡の景観を恒久的

に護るうえで重要な地区として位置づけ、土地所有者

の理解と協力を得るよう務める。 

 

 

イ 地区別の方針 

 保存管理計画では、地区区分における各地区の現状変更、公有化、発掘調査、保存整備・活用に係る基本方針

を下表のとおり定めている。史跡地内における地区区分は、第２次基本計画における地区区分をほぼ踏襲するも

のであるが、集落地区の北西側の山林について、西側土塁地区に含めるなど、各地区の各所において土地の利用

状況に応じた区分を行っている。また、道路・河川等の公共施設を別の地区として区分していることも特徴とし

て挙げられる。 
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第 21 表 史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分 

表示 ゾーン名 地区名 保存管理の基本方針 

A 遺構復元整備 長者原地区 

貯水池地区 

 

 

概ね整備が終了した長者原地区については、適切な保

存管理と利活用の拡大に努め、貯水池跡地区について

は発掘調査を継続し遺構の解明を図り保存整備の措置

を講じる。 

B 土塁・門 西側土塁地区 

池の尾門地区 

南側土塁地区 

堀切門地区 

深迫門地区 

土塁跡や門跡等の発掘調査を継続し遺構の解明を図

り、遺構の保存・復元並びに散策路等の整備、史跡景

観の保全に努める。 

C 農村景観保全 集落地区 

上原地区 

長者山墓地地区 

南部斜面地区 

南部谷部地区 

鞠智城跡の重要な景観構成要素である集落や農地、旧

耕作地の地形が残る里山等の景観保全に務め、適宜、

散策路等の整備を進める。 

 

D 道路・河川等の 

公共施設 

市道稗方・立徳線 

市道米原・池野線 

市道下本分・堀切線 

塩井川 

農道 

里道 

水路 

現状の景観保全に努めるとともに散策路としての利

用・整備、並びに、遺構保存に必要な防災措置を講じ

る。 

 

E 史跡景観保全 西側保全地区 

南側保全地区 

堀切保全地区 

東側保全地区 

史跡指定地区外の保全地区を鞠智城跡の景観を恒久的

に護るうえで重要な地区として位置づけ、土地所有者

の理解と協力を得るよう務める。 

 

 

イ 地区別の方針 

 保存管理計画では、地区区分における各地区の現状変更、公有化、発掘調査、保存整備・活用に係る基本方針

を下表のとおり定めている。史跡地内における地区区分は、第２次基本計画における地区区分をほぼ踏襲するも

のであるが、集落地区の北西側の山林について、西側土塁地区に含めるなど、各地区の各所において土地の利用

状況に応じた区分を行っている。また、道路・河川等の公共施設を別の地区として区分していることも特徴とし

て挙げられる。 
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第 22 表 地区別方針 

 ゾーン名 地区名 現状変更等の方針 

A 遺構復元整備 

 

長者原地区 

（特徴）鞠智城において多くの

建物遺構の集中する中心的な

地区である。中でも全国の古代

山城では初の八角形建物跡４

棟が発見されている。 

 

（現状変更）この地区は、重要な遺構が集中する地区であること

から調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施しない。

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって、史跡指定地

内においては終了している。 

（発掘調査）この地区における発掘調査は概ね平成 9 年度までに

終了している。 

（保存整備・活用）これまでの発掘調査の成果に基づき策定され

た『第 2 次基本計画』により、遺構の復元等の整備事業を実施し、

活用を図る。 

 

 

 

 

 

貯水池地区 

（特徴）平成 9年度の発掘調査

において国内の古代山城で初

めて貯水池跡が発見された。

「秦人忍米五斗」と墨書された

木簡をはじめとして、建築材を

保管した貯木場跡、水汲み場と

考えられる木組み遺構、堰堤

跡、取水口など貴重な遺物や遺

構が発見されている。 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。ただし、公有化されていない一部の土地については、遺

構の保存、景観の保全に影響を及ばさないよう指導するものとす

る。 

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって一部を除き終

了している。将来的には状況に応じて地区全体の公有化を図るも

のとする。 

（発掘調査）『第 2 次基本計画』に掲げた年次計画に従って発掘調

査を実施する。 

（保存整備・活用）長者原地区と同じ。 

B 土塁・門 西側土塁地区 

（特徴）池ノ尾門跡から米原集

落北部へ続く尾根線及びその

周辺斜面地区で灰塚、涼みヶ御

所、シャカンドンなどや北の門

礎及び水門推定地が含まれる。

平成 15 年度の発掘調査によっ

て版築による土塁遺構の存在

が明らかになるなど土塁構造

の解明が進んでいる。 

 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。ただし、公有化されていない一部の土地については遺構

の保存、景観の保全に影響を及ばさないよう指導するものとする。

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって一部を除き終

了している。将来的には状況に応じて地区全体の公有化を図るも

のとする。 

（発掘調査）この地区における発掘調査は平成 15 年度までに一部

実施している。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれば実施

する。 

（保存整備・活用）発掘調査の成果に基づき、遺構の保存に係る

措置を講ずるとともに『第 2 次基本計画』並びに『第 2 次基本設

計』に基づき、必要に応じた整備を実施し活用を図る。 

  池ノ尾門地区 

（特徴）鞠智城跡の西端部に位

置する池ノ尾門を中心とする

地区。外縁域にあたる大門へと

続く古道に繋がる。 

 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。 

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって既に公有化が

終了している。 

（発掘調査）この地区における発掘調査は、平成 16、17 年度まで

に一部終了している。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれ

ば実施する。 

（保存整備・活用）西側土塁地区と同じ。 

  南側土塁地区 

（特徴）堀切門跡から池ノ尾門

跡までの崖線と痩馬の背中の

ような尾根が連なる土塁線で

あり、平成 13 年度の発掘調査

により版築による土塁遺構の

存在が明らかになっている。 

（現状変更）池ノ尾門地区と同じ。  

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって既に公有化が

終了している。 

（発掘調査）この地区における発掘調査は、平成 13 年度までに一

部終了。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれば実施する。

（保存整備・活用）西側土塁地区と同じ。 

  堀切門地区 

（特徴）鞠智城跡の南端部に位

置する堀切門跡を中心とする

地区。従来から正門と考えら

れ、平成 12 年度の発掘調査に

よって門の原位置と登城道や

城壁などが検出されている。一

部に保安林が存在する。 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。但し保安林に必要な措置については認める。 

（公有化）平成 6 年度から実施した公有化によって既に公有化が

終了している。 

（発掘調査）この地区における発掘調査は、平成 10～13 年度まで

に一部終了している。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれ

ば実施する。 

（保存整備・活用）西側土塁地区と同じ。 
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  深迫門地区 

（特徴）鞠智城の南東部に位置

する深迫門跡を中心とした馬

こかしの石垣、三枝の石垣を含

む地区。平成 6年度の発掘調査

によって谷部を閉じるように

構築された版築土塁や登城道

などが検出されている。 

（現状変更）西側土塁地区と同じ。 

（公有化）西側土塁地区と同じ。 

（発掘調査）この地区の発掘調査は平成 6 年度までに一部実施し

ている。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれば実施する。

（保存整備・活用）西側土塁地区と同じ。 

C 農村景観保全 集落地区 

（特徴）鞠智城跡の一角に位置

する米原集落地区である。民家

の裏庭などに礎石が散見され

る。紀屋敷（ﾏﾂﾘﾔｼｷ）といった

地名も残る。 

 

（現状変更）遺構の保存と集落景観の保全を前提としながら、集

落に居住する人々の生活に必要な現状変更については、別途定め

る。 

（公有化）原則として公有化はしないが、申し出があれば対処す

る。 

（発掘調査）家屋の増改築など現状を変更する土木工事等の施工

にあたっては、事前に協議のうえ速やかに実施する。 

（保存整備・活用）調査の結果、特に重要な遺構等が発見された

場合は、地元との合意のうえ必要に応じて保存する。また、必要

があれば用地購入のうえ整備を実施し活用を図る。 

  上原地区 

（特徴）台台地地区総合土地改

良事業により圃場整備が行わ

れた営農地区である。以前の発

掘調査により複数の掘立柱建

物跡が検出されているが、隣接

する長者原地区と比較すると

遺構の分布密度は極めて低い。

 

（現状変更）遺構及び景観の保存・保全を必要とする地区である。

通常の営農活動のうちで、圃場の維持管理や既存の水道施設の管

理に必要なものについては、景観を含めて遺跡の保存に影響を及

ばさないよう配慮して実施する。 

（公有化）農地として継続的な利用が見込めない場合が発生した

ときは、申し出があれば対処する。ただし、施策開田をしている

ので当分の間は見合わせる。 

（発掘調査）既存の水道施設の管理に必要なもので土木工事を伴

う行為を行う場合は、事前に協議のうえ、速やかに実施する。 

（保存整備・活用）遺跡全体にふさわしい農村景観を保全するよ

う留意する。 

  長者山墓地地区 

（特徴）米原地区の共同墓地で

ある。昭和 42 年から開始され

た発掘調査によって4棟の礎石

建物跡が検出され、周辺からは

多量の炭化米と瓦が出土して

いる地区である。 

 

（現状変更）原則として個人の墓の建て替えに係る現状変更以外

は行わないよう協力を求める。 

（公有化）原則として公有化はしないが、申し出があれば対処す

る。 

（発掘調査）墓の建て替えに係る土木工事が実施される場合は、

事前に協議のうえ必要があれば速やかに実施する。 

（保存整備）遺跡全体にふさわしい景観を保全するよう留意し、

地元と協議のうえ遺構保存、景観保全上、必要な整備については

実施する。 

  南部斜面地区 

（特徴）長者原地区の南斜面部

に位置する。現時点において

は、遺構等は検出されていな

い。 

 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。但し公有化していない一部の土地については、遺構の保

存、景観に影響を及ぼさないよう指導するものとする。 

（公有化）平成６年度から実施した公有化によって、一部を除き

終了している。 

（発掘調査）必要に応じて実施する。 

（保存整備・活用）現状の斜面地形と草本を主体とする植生が構

成する景観を保全しながら、必要に応じて散策路等の整備事業を

実施し活用を図る。  

  南部谷部地区 

（特徴）長者原地区と南側土塁

地区に挟まれた谷地形で、道

路、水路等を含む圃場整備が終

了した営農地である。 

（現状変更）景観の保存・保全を行う地区である。通常の営農活

動のほかで、圃場の維持管理に必要なものについては、景観を含

めた遺跡の保存に影響を及ぼさないよう配慮して実施する。 

（公有化）営農地としての維持を原則とするが、農地として継続

的な利用が見込めない場合が発生したときは、申し出があれば対

処する。 

（発掘調査）必要があれば実施する。 

（保存整備・活用）農地景観を史跡にふさわしい状態で維持する

よう留意しながら、必要に応じて散策路等の整備事業を実施し活

用を図る。 
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  深迫門地区 

（特徴）鞠智城の南東部に位置

する深迫門跡を中心とした馬

こかしの石垣、三枝の石垣を含

む地区。平成 6年度の発掘調査

によって谷部を閉じるように

構築された版築土塁や登城道

などが検出されている。 

（現状変更）西側土塁地区と同じ。 

（公有化）西側土塁地区と同じ。 

（発掘調査）この地区の発掘調査は平成 6 年度までに一部実施し

ている。今後の調査研究の進展に伴い、必要があれば実施する。

（保存整備・活用）西側土塁地区と同じ。 

C 農村景観保全 集落地区 

（特徴）鞠智城跡の一角に位置

する米原集落地区である。民家

の裏庭などに礎石が散見され

る。紀屋敷（ﾏﾂﾘﾔｼｷ）といった

地名も残る。 

 

（現状変更）遺構の保存と集落景観の保全を前提としながら、集

落に居住する人々の生活に必要な現状変更については、別途定め

る。 

（公有化）原則として公有化はしないが、申し出があれば対処す

る。 

（発掘調査）家屋の増改築など現状を変更する土木工事等の施工

にあたっては、事前に協議のうえ速やかに実施する。 

（保存整備・活用）調査の結果、特に重要な遺構等が発見された

場合は、地元との合意のうえ必要に応じて保存する。また、必要

があれば用地購入のうえ整備を実施し活用を図る。 

  上原地区 

（特徴）台台地地区総合土地改

良事業により圃場整備が行わ

れた営農地区である。以前の発

掘調査により複数の掘立柱建

物跡が検出されているが、隣接

する長者原地区と比較すると

遺構の分布密度は極めて低い。

 

（現状変更）遺構及び景観の保存・保全を必要とする地区である。

通常の営農活動のうちで、圃場の維持管理や既存の水道施設の管

理に必要なものについては、景観を含めて遺跡の保存に影響を及

ばさないよう配慮して実施する。 

（公有化）農地として継続的な利用が見込めない場合が発生した

ときは、申し出があれば対処する。ただし、施策開田をしている

ので当分の間は見合わせる。 

（発掘調査）既存の水道施設の管理に必要なもので土木工事を伴

う行為を行う場合は、事前に協議のうえ、速やかに実施する。 

（保存整備・活用）遺跡全体にふさわしい農村景観を保全するよ

う留意する。 

  長者山墓地地区 

（特徴）米原地区の共同墓地で

ある。昭和 42 年から開始され

た発掘調査によって4棟の礎石

建物跡が検出され、周辺からは

多量の炭化米と瓦が出土して

いる地区である。 

 

（現状変更）原則として個人の墓の建て替えに係る現状変更以外

は行わないよう協力を求める。 

（公有化）原則として公有化はしないが、申し出があれば対処す

る。 

（発掘調査）墓の建て替えに係る土木工事が実施される場合は、

事前に協議のうえ必要があれば速やかに実施する。 

（保存整備）遺跡全体にふさわしい景観を保全するよう留意し、

地元と協議のうえ遺構保存、景観保全上、必要な整備については

実施する。 

  南部斜面地区 

（特徴）長者原地区の南斜面部

に位置する。現時点において

は、遺構等は検出されていな

い。 

 

（現状変更）調査研究、保存整備及び活用以外の現状変更は実施

しない。但し公有化していない一部の土地については、遺構の保

存、景観に影響を及ぼさないよう指導するものとする。 

（公有化）平成６年度から実施した公有化によって、一部を除き

終了している。 

（発掘調査）必要に応じて実施する。 

（保存整備・活用）現状の斜面地形と草本を主体とする植生が構

成する景観を保全しながら、必要に応じて散策路等の整備事業を

実施し活用を図る。  

  南部谷部地区 

（特徴）長者原地区と南側土塁

地区に挟まれた谷地形で、道

路、水路等を含む圃場整備が終

了した営農地である。 

（現状変更）景観の保存・保全を行う地区である。通常の営農活

動のほかで、圃場の維持管理に必要なものについては、景観を含

めた遺跡の保存に影響を及ぼさないよう配慮して実施する。 

（公有化）営農地としての維持を原則とするが、農地として継続

的な利用が見込めない場合が発生したときは、申し出があれば対

処する。 

（発掘調査）必要があれば実施する。 

（保存整備・活用）農地景観を史跡にふさわしい状態で維持する

よう留意しながら、必要に応じて散策路等の整備事業を実施し活

用を図る。 
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D 道路・河川等の 

公共施設 

市道稗方・立徳線 

市道米原・池野線 

市道下本分・堀切線 

塩井川 

農道 

里道 

水路 

 

※農村景観保全ゾーンに含ま

れるものを除く 

（現状変更）道路・河川等の公共施設については現状における景

観の保全を前提としながら、史跡景観に影響を及ぼす状況が発生

した場合には公共施設の管理者と協議し改善に努める。 

（公有化）公有化が終了している。 

（発掘調査）公共施設の改築・修繕等の申し出が管理者からあっ

た場合、協議のうえ発掘調査を行う。 

（保存整備・活用）史跡にふさわしい景観を保全するよう留意す

るとともに、見学者の利便性に配慮しながら、現況での農道及び

里道等を散策路として利活用を図るために、周辺等の除草作業等

の環境整備を実施する。また、必要に応じて散策路等の整備事業

を実施しさらに活用を図る。 

E 史跡景観保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西側保全地区 

（特徴）当該地区は、西側土塁

地区の西側にあたり山鹿市に

位置する初田川までの山林、集

落、営農地である。 

（景観保全に関する基本的な考え方）山城の築城適地となった自

然地形や長い農耕文化の過程で形成されてきた外縁の里山などの

景観を有する重要な地区として認識し、これらの自然環境を保存

し、史跡と一体として後世に継承していくため、当該地区におけ

る開発行為の抑制等を関係者に働きかける。 

（公有化）原則として公有化はしない。 

（発掘調査）山城の築城適地となった自然地形や景観等一体をな

す地域であり、関連する道路など遺構等の存在が予測される重要

な場所である。そのため、鞠智城跡に関する基礎的なデータの収

集を図るため、地元関係者の協力を得ながら踏査や聞き取り調査

等を含めた総合的な学術調査の実施に努めるものとする。 

 また、当該地において計画される種々の公共工事等の施工にあ

たっては、関係機関や地元自治体と連携を取りながら、事前に発

掘調査を実施し、基礎的なデータの収集に努める。 

（保存整備・活用）山城の築城適地となった自然地形や景観等一

体をなす地域であることを認識し、保存整備・活用の観点から史

跡にふさわしい景観を保全するよう協力を求める。 

南側保全地区 

（特徴）南側土塁地区の南側に

あたり山鹿市に位置する黒蛭

集落と堀切集落をつなぐ市道

までの山林、集落、営農地であ

る。 

堀切保全地区 

（特徴）堀切門地区、深迫門地

区の南東側にあたり菊池市に

位置する豊水川までの集落、山

林、営農地である。堀切集落の

急崖地は保安林（土砂崩壊防

備）に指定されている。 

東側保全地区 

（特徴）集落地区、上原地区の

東側にあたり山鹿市に位置す

る木山集落と稗方集落をつな

ぐ市道までの山林、集落、営農

地である。 

 

 

第７節 公有化（県有地化） 

（１）これまでの経緯 

 鞠智城跡の土地の公有化については、平成５（1993）年３月に策定された「熊本県総合計画」の中で、鞠智

城跡の「歴史公園化を目指した調査・整備」を促進するとされたことに端を発している。策定当時、鞠智城跡

の主要部分については、近郊のダム関連の農業水利事業に係る開発事業計画が進められており、鞠智城跡の文

化財としての保存措置の必要性に鑑み、まずその遺構の中心部である米原地区から土地の公有化を進めた。こ

の時点で、平成６(1994)年度から４年間の計画で、遺構が集中する約 45ｈa（内城区域）を対象として土地の

買収を進める方針を立てた。ただし、既存の各集落が立地する集落地区、営農意欲が強い上原地区及び池ノ尾

地区は、その約 45ha の公有化の計画区域から除外している。 

 平成 16（2004）年２月に国史跡指定を受けているが、平成 23 年度末現在の公有化率は指定面積 648,021.04

㎡のうち、444,567.37 ㎡となっており、その約 70％に達している。このうち、国史跡指定以前に 435,487.91

㎡を県費で買収し、国指定以後 9,079.46 ㎡は、国庫補助等を受けて買収している。未買収地については、民

有地、国有地、里道、水路が含まれており、平成 17 年３月の史跡鞠智城跡保存管理計画でその取り扱いの方

針を謳っている。 
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（２）保存管理計画における公有化の考え方 

 史跡指定区域内で公有化していない土地がある貯水池地区、西側土塁地区、深迫門地区、南部斜面地区につ

いては、状況に応じ公有化を図るものとする。その他の集落地区、上原地区、長者山墓地地区、南部谷部地区

は、地元住民の生活、生業に密接に関わるところであることから、当面公有化しないものとする。 

ただし、土地所有者から申し出があった場合は、対処するものとする。 

 

 

第 110 図 土地所有区分図 
 
 
 
 
 
 
 

鞠智城跡　用地区分図

凡　例
区分 面積（㎡）

国指定区域

公
有
地

民

有

地

国有地
県有地
市有地

居住地区域

営農地

公有化予定地

里道
水路

648,021.04

160,546.54

200.54
444,567.37
10,499.00

30,038.75
2,168.84

第110図　土地所有区分図
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第 23 表 公有化一覧 

年

度 

用地購入 補償内容等 

地目 面積（実測）㎡ 取得金額計(円） 補償内容 
補償金額計

（円） 

6 田・畑・公衆用道路・宅地 72,750.78 166,708,202 立木・家畜小屋等 19,926,802

7 
田・畑・公衆用道路・山林・ 
保安林・宅地・雑種地 

85,865.01 83,941,438 立木・建物等 30,437,812

8 田・畑・公衆用道路・山林 138,309.00 170,554,450 立木 43,609,173

9 田・畑・公衆用道路・山林 133,597.00 66,255,650 立木 37,618,661

10 雑種地 29.00 50,750 井戸ポンプ一式 5,546,500

11 墓地 425.00 1,227,334 墓地移転補償 15,100,200

13 畑 3,070.00 8,442,500     

14 畑・山林 4,194.00 2,097,000     

15 畑・山林 839.00 827,000 伐採補償 336,000

18 山林・雑種地 8,130.00 8,435,360 土石等運搬 3,796,800

22 雑種地 110.46 193,305     

計 － 447,319.25 508,732,989 － 156,371,948
・ 各年度の用地購入面積・用地購入額、補償費の額は、用地を購入した年度の総計のみ計上 
・ 用地購入費及び補償費については、平成 18 年度は国庫補助を含むがその他の年度は単県費 

 
 
 
第 24 表 用地取得一覧 

№ 所在地 地番 地目 面積（㎡） 取得年月日 

1 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 497－1 田 2,231.00  H7.1.19
2 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 500 畑 687.00  H7.1.19
3 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 504 田 2,009.00  H7.1.19
4 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 518 田 1,444.00  H7.1.19
5 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 523 田 1,338.00  H7.1.19
6 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 524－1 田 1,435.00  H7.1.19
7 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 524－2 畑 35.00  H7.1.19
8 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 525－1 畑 105.00  H7.1.19
9 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 525－2 畑 371.00  H7.1.19
10 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 525－4 畑 1,227.00  H7.1.19
11 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 525－5 畑 534.00  H7.1.19
12 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 525－6 公衆用道路 155.00  H7.1.19
13 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 528－1 畑 1,116.00  H7.1.19
14 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 528－2 公衆用道路 85.00  H7.1.19
15 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 544 畑 2,013.00  H7.1.19
16 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 546 畑 1,194.00  H7.1.19
17 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 550 田 1,917.00  H7.1.19
18 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 553－1 田 3,299.00  H7.1.19
19 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 556 田 2,323.00  H7.1.19
20 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 560 畑 1,321.00  H7.1.19
21 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 561 田 1,096.00  H7.1.19
22 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 581－1 田 1,448.00  H7.1.19
23 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 581－2 公衆用道路 55.00  H7.1.19
24 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 631－1 田 1,974.00  H7.1.19
25 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 636 田 330.00  H7.1.19
26 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 640 田 1,193.00  H7.1.19
27 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 686－1 畑 387.00  H7.1.19
28 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 694－1 宅地 873.90  H7.1.19
29 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 498－1 田 1,401.00  H7.1.25
30 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 501－1 田 1,144.00  H7.1.25
31 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 501－2 公衆用道路 76.00  H7.1.25
32 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 505－1 田 1,104.00  H7.1.25
33 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 505－2 田 295.00  H7.1.25
34 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 505－3 田 261.00  H7.1.25
35 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 506 田 826.00  H7.1.25
36 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 522 田 2,230.00  H7.1.25
37 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 552 田 696.00  H7.1.25
38 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 443－1 畑 2,172.00  H7.1.30
39 菊鹿町 大字 米原 字 上原 449－4 雑種地 20.00  H7.1.30
40 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 499 畑 752.00  H7.1.30
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41 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 503－1 田 1,654.00  H7.1.30
42 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－3 畑 2,117.00  H7.1.30
43 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 637 田 441.00  H7.1.30
44 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 687－1 畑 811.00  H7.1.30
45 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 509 田 1,368.00  H7.2.3
46 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 514 原野 424.00  H7.2.3
47 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 515 田 1,442.00  H7.2.3
48 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 529 田 1,050.00  H7.2.3
49 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 558 畑 1,682.00  H7.2.3
50 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－1 畑 115.00  H7.2.3
51 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－2 公衆用道路 59.00  H7.2.3
52 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 580 畑 268.00  H7.2.3
53 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 582－1 田 1,122.00  H7.2.3
54 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 582－2 公衆用道路 303.00  H7.2.3
55 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 633－1 田 338.00  H7.2.3
56 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 634－1 田 317.00  H7.2.3
57 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 638 田 216.00  H7.2.3
58 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 639 田 479.00  H7.2.3
59 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 641 田 1,001.00  H7.2.3
60 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 643 田 221.00  H7.2.3
61 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 644－1 田 958.00  H7.2.3
62 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 644－2 田 587.00  H7.2.3
63 菊鹿町 大字 米原 字 上原 444－4 田 534.97  H7.2.8
64 菊鹿町 大字 米原 字 上原 444－5 公衆用道路 29.91  H7.2.8
65 菊鹿町 大字 米原 字 上原 449－5 畑 128.00  H7.2.8
66 菊鹿町 大字 米原 字 上原 449－6 公衆用道路 20.00  H7.2.8
67 菊鹿町 大字 米原 字 上原 451－2 畑 14.00  H7.2.8
68 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 519－1 田 1,286.00  H7.2.8
69 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 521－2 畑 2,057.00  H7.2.8
70 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 559－1 畑 517.00  H7.2.14
71 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 689－2 畑 268.00  H7.2.14
72 菊鹿町 大字 米原 字 上原 447－3 畑 521.00  H7.2.24
73 菊鹿町 大字 米原 字 上原 495－4 畑 78.00  H7.2.24
74 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 692 畑 167.00  H7.3.8
75 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 511－1 田 732.00  H7.3.22
76 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 511－2 公衆用道路 29.00  H7.3.22
77 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 512 畑 2,307.00  H7.3.22
78 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 547 畑 2,866.00  H7.3.22
79 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 687 畑 626.00  H7.3.22
80 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 510 畑 424.00  H7.3.24

平成 6年度計 72,750.78    

81 菊鹿町 大字 米原 字 上原 445－3 田 410.00  H7.4.17
82 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 440－1 畑 340.00  H7.5.16
83 菊鹿町 大字 米原 字 上原 455－3 田 22.00  H7.5.16
84 菊鹿町 大字 米原 字 上原 486－3 田 92.00  H7.5.16
85 菊鹿町 大字 米原 字 上原 487－4 公衆用道路 2.32  H7.5.16
86 菊鹿町 大字 米原 字 上原 496－4 田 239.00  H7.5.16
87 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 502－1 畑 1,057.00  H7.5.16
88 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 502－4 公衆用道路 69.00  H7.5.16
89 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 545 畑 363.00  H7.5.16
90 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 695 畑 333.00  H7.5.16
91 菊池市 大字 木野 字 堀切 1624 保安林 1,060.00  H8.1.24
92 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1781－1 保安林 1,254.00  H8.1.24
93 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1781－2 保安林 3,400.00  H8.1.24
94 菊池市 大字 木野 字 深迫 1907－1 畑 935.00  H8.2.7
95 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－2 山林 526.00  H8.1.17
96 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－3 山林 46.00  H8.1.17
97 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1942 山林 1,209.00  H8.1.17
98 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－1 山林 75.00  H8.1.17
99 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－2 畑 633.00  H8.1.17

100 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－3 畑 131.00  H8.1.17
101 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 562 山林 5,466.00  H8.1.17
102 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 564 山林 665.00  H8.1.17
103 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 567 山林 454.00  H8.1.17
104 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 569 山林 807.00  H8.1.17
105 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 577－2 山林 174.00  H8.1.17
106 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 602 山林 1,517.00  H8.1.17
107 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1933－1 畑 1,508.00  H8.1.24
108 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－1 山林 472.00  H8.1.24
109 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1956 原野 118.00  H8.1.24
110 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1961 山林 1,970.00  H8.1.24
111 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1963－1 畑 992.00  H8.1.24
112 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1963－2 公衆用道路 128.00  H8.1.24
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41 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 503－1 田 1,654.00  H7.1.30
42 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－3 畑 2,117.00  H7.1.30
43 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 637 田 441.00  H7.1.30
44 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 687－1 畑 811.00  H7.1.30
45 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 509 田 1,368.00  H7.2.3
46 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 514 原野 424.00  H7.2.3
47 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 515 田 1,442.00  H7.2.3
48 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 529 田 1,050.00  H7.2.3
49 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 558 畑 1,682.00  H7.2.3
50 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－1 畑 115.00  H7.2.3
51 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 578－2 公衆用道路 59.00  H7.2.3
52 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 580 畑 268.00  H7.2.3
53 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 582－1 田 1,122.00  H7.2.3
54 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 582－2 公衆用道路 303.00  H7.2.3
55 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 633－1 田 338.00  H7.2.3
56 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 634－1 田 317.00  H7.2.3
57 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 638 田 216.00  H7.2.3
58 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 639 田 479.00  H7.2.3
59 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 641 田 1,001.00  H7.2.3
60 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 643 田 221.00  H7.2.3
61 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 644－1 田 958.00  H7.2.3
62 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 644－2 田 587.00  H7.2.3
63 菊鹿町 大字 米原 字 上原 444－4 田 534.97  H7.2.8
64 菊鹿町 大字 米原 字 上原 444－5 公衆用道路 29.91  H7.2.8
65 菊鹿町 大字 米原 字 上原 449－5 畑 128.00  H7.2.8
66 菊鹿町 大字 米原 字 上原 449－6 公衆用道路 20.00  H7.2.8
67 菊鹿町 大字 米原 字 上原 451－2 畑 14.00  H7.2.8
68 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 519－1 田 1,286.00  H7.2.8
69 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 521－2 畑 2,057.00  H7.2.8
70 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 559－1 畑 517.00  H7.2.14
71 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 689－2 畑 268.00  H7.2.14
72 菊鹿町 大字 米原 字 上原 447－3 畑 521.00  H7.2.24
73 菊鹿町 大字 米原 字 上原 495－4 畑 78.00  H7.2.24
74 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 692 畑 167.00  H7.3.8
75 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 511－1 田 732.00  H7.3.22
76 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 511－2 公衆用道路 29.00  H7.3.22
77 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 512 畑 2,307.00  H7.3.22
78 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 547 畑 2,866.00  H7.3.22
79 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 687 畑 626.00  H7.3.22
80 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 510 畑 424.00  H7.3.24

平成 6年度計 72,750.78    

81 菊鹿町 大字 米原 字 上原 445－3 田 410.00  H7.4.17
82 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 440－1 畑 340.00  H7.5.16
83 菊鹿町 大字 米原 字 上原 455－3 田 22.00  H7.5.16
84 菊鹿町 大字 米原 字 上原 486－3 田 92.00  H7.5.16
85 菊鹿町 大字 米原 字 上原 487－4 公衆用道路 2.32  H7.5.16
86 菊鹿町 大字 米原 字 上原 496－4 田 239.00  H7.5.16
87 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 502－1 畑 1,057.00  H7.5.16
88 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 502－4 公衆用道路 69.00  H7.5.16
89 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 545 畑 363.00  H7.5.16
90 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 695 畑 333.00  H7.5.16
91 菊池市 大字 木野 字 堀切 1624 保安林 1,060.00  H8.1.24
92 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1781－1 保安林 1,254.00  H8.1.24
93 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1781－2 保安林 3,400.00  H8.1.24
94 菊池市 大字 木野 字 深迫 1907－1 畑 935.00  H8.2.7
95 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－2 山林 526.00  H8.1.17
96 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－3 山林 46.00  H8.1.17
97 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1942 山林 1,209.00  H8.1.17
98 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－1 山林 75.00  H8.1.17
99 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－2 畑 633.00  H8.1.17

100 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 439－3 畑 131.00  H8.1.17
101 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 562 山林 5,466.00  H8.1.17
102 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 564 山林 665.00  H8.1.17
103 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 567 山林 454.00  H8.1.17
104 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 569 山林 807.00  H8.1.17
105 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 577－2 山林 174.00  H8.1.17
106 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 602 山林 1,517.00  H8.1.17
107 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1933－1 畑 1,508.00  H8.1.24
108 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1941－1 山林 472.00  H8.1.24
109 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1956 原野 118.00  H8.1.24
110 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1961 山林 1,970.00  H8.1.24
111 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1963－1 畑 992.00  H8.1.24
112 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1963－2 公衆用道路 128.00  H8.1.24
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113 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 531－1 宅地 676.69  H8.1.24
114 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 531－2 雑種地 1,236.00  H8.1.24
115 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 531－3 山林 203.00  H8.1.24
116 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 531－4 公衆用道路 133.00  H8.1.24
117 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 534 山林 1,021.00  H8.1.24
118 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 584 田 295.00  H8.1.24
119 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 586 山林 623.00  H8.1.24
120 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 597 畑 438.00  H8.1.24
121 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 598－2 山林 1,141.00  H8.1.24
122 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 440 山林 593.00  H8.1.29
123 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 538 山林 718.00  H8.1.29
124 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 565 山林 2,156.00  H8.1.29
125 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 590 山林 1,595.00  H8.1.29
126 菊鹿町 大字 木野 字 堂ノ下 1954 山林 3,515.00  H8.2.6
127 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 543 山林 244.00  H8.2.6
128 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 576 山林 495.00  H8.2.6
129 菊池市 大字 木野 字 堀切 1621 保安林 1,283.00  H8.3.15
130 菊池市 大字 木野 字 堀切 1622 保安林 1,255.00  H8.3.15
131 菊池市 大字 木野 字 堀切 1623 保安林 1,160.00  H8.3.15
132 菊池市 大字 木野 字 堀切 1625－1 畑 196.00  H8.3.15
133 菊池市 大字 木野 字 堀切 1625－2 畑 482.00  H8.3.15
134 菊池市 大字 木野 字 堀切 1628 保安林 44.00  H8.3.15
135 菊池市 大字 木野 字 堀切 1629－1 保安林 766.00  H8.3.15
136 菊池市 大字 木野 字 堀切 1629－2 保安林 123.00  H8.3.15
137 菊池市 大字 木野 字 堀切 1630 保安林 125.00  H8.3.15
138 菊池市 大字 木野 字 堀切 1631 保安林 1,028.00  H8.3.15
139 菊池市 大字 木野 字 堀切 1632 保安林 400.00  H8.3.15
140 菊池市 大字 木野 字 堀切 1633 保安林 334.00  H8.4.1
141 菊池市 大字 木野 字 堀切 1634 保安林 752.00  H8.4.1
142 菊池市 大字 木野 字 堀切 1638－1 保安林 186.00  H8.3.15
143 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1775－1 保安林 510.00  H8.3.15
144 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1776－1 保安林 804.00  H8.3.15
145 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1782 保安林 680.00  H8.3.15
146 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1783 保安林 840.00  H8.3.15
147 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1784 山林 1,208.00  H8.3.15
148 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1785 保安林 235.00  H8.3.15
149 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1787 山林 2,172.00  H8.3.15
150 菊池市 大字 木野 字 深迫 1901－1 畑 633.00  H8.3.29
151 菊池市 大字 木野 字 深迫 1901 山林 2,298.00  H8.3.29
152 菊池市 大字 木野 字 深迫 1903 畑 2,526.00  H8.4.1
153 菊池市 大字 木野 字 深迫 1904 畑 1,009.00  H8.4.1
154 菊池市 大字 木野 字 深迫 1905 畑 2,518.00  H8.4.1
155 菊池市 大字 木野 字 深迫 1906 畑 1,964.00  H8.4.1
156 菊池市 大字 木野 字 深迫 1907-2 畑 880.00 H8.1.25
157 菊池市 大字 木野 字 深迫 1908 畑 1,172.00  H8.3.15
158 菊池市 大字 木野 字 深迫 1909 畑 2,698.00  H8.3.15
159 菊池市 大字 木野 字 深迫 1910 山林 171.00  H8.3.15
160 菊池市 大字 木野 字 深迫 1912 畑 1,580.00  H8.3.15
161 菊池市 大字 木野 字 深迫 1913 畑 2,279.00  H8.3.15
162 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 425－1 田 1,299.00  H8.3.15
163 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 425－2 山林 4,396.00  H8.3.15
164 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 437－1 田 793.00  H8.3.15
165 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 438 畑 3,516.00  H8.3.15

平成７年度計  85,865.01    

166 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 432 山林 366.00  H8.4.1
167 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 434 山林 3,295.00  H8.4.1
168 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 428 田 966.00  H8.4.3
169 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 430 田 1,195.00  H8.4.3
170 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 431－1 畑 1,717.00  H8.4.3
171 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 431－2 公衆用道路 180.00  H8.4.3
172 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 507－1 畑 713.00  H8.4.8
173 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 507－2 山林 866.00  H8.4.8
174 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 693－1 畑 268.00  H8.5.2
175 菊池市 大字 木野 字 堀切 1620 保安林 1,686.00  H9.2.19
176 菊池市 大字 木野 字 堀切 1626－1 保安林 795.00  H9.2.6
177 菊池市 大字 木野 字 大堀切 1786 保安林 967.00  H9.2.6
178 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1916 畑 1,361.00  H9.2.3
179 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1918 畑 1,698.00  H9.2.3
180 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1971－1 畑 597.00  H9.2.3
181 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1971－2 公衆用道路 67.00  H9.2.3
182 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1972－1 畑 3,698.00  H9.2.3
183 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1972－2 公衆用道路 143.00  H9.2.3
184 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1973 畑 1,858.00  H9.2.3
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185 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1977 畑 2,030.00  H9.2.3
186 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1978 山林 49.00  H9.2.3
187 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2029 山林 1,306.00  H9.2.3
188 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2041 山林 313.00  H9.2.3
189 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2042 畑 1,045.00  H9.2.3
190 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2047－2 畑 107.00  H9.2.3
191 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2062 山林 665.00  H9.2.3
192 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2063 山林 5,329.00  H9.2.3
193 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2065 山林 860.00  H9.2.3
194 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 433 山林 1,602.00  H9.2.3
195 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 539 山林 1,113.00  H9.2.3
196 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 572 山林 1,109.00  H9.2.3
197 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1097 山林 372.00  H9.2.13
198 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1108 山林 457.00  H9.2.13
199 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1915－1 畑 1,672.00  H9.2.13
200 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1917 畑 1,083.00  H9.2.13
201 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1923 山林 3,387.00  H9.2.13
202 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1924 畑 1,604.00  H9.2.13
203 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1945 山林 2,848.00  H9.2.13
204 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1946 畑 1,326.00  H9.2.13
205 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1948 畑 538.00  H9.2.13
206 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1974 畑 4,548.00  H9.2.13
207 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1975－1 畑 900.00  H9.2.13
208 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1975－2 公衆用道路 675.00  H9.2.13
209 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1976 畑 1,256.00  H9.2.13
210 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1981 山林 1,057.00  H9.2.13
211 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1982 山林 3,688.00  H9.2.13
212 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1985 畑 868.00  H9.2.13
213 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1986－1 畑 2,952.00  H9.2.13
214 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1986－2 公衆用道路 53.00  H9.2.13
215 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1988 山林 1,294.00  H9.2.13
216 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2038 山林 1,333.00  H9.2.13
217 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2042－1 山林 167.00  H9.2.13
218 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2049 田 2,731.00  H9.2.13
219 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2051 田 1,577.00  H9.2.13
220 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2055 山林 598.00  H9.2.13
221 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2056 山林 2,044.00  H9.2.13
222 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2057 山林 6,935.00  H9.2.13
223 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2070 山林 787.00  H9.2.13
224 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－1 山林 296.00  H9.2.13
225 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－2 山林 1,000.00  H9.2.13
226 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－3 公衆用道路 232.00  H9.2.13
227 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－4 公衆用道路 74.00  H9.2.13
228 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 588 山林 1,126.00  H9.2.13
229 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 596 畑 229.00  H9.2.13
230 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 600 山林 1,638.00  H9.2.13
231 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2032 山林 1,977.00  H9.2.14
232 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2068 山林 1,815.00  H9.2.14
233 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2069 山林 474.00  H9.2.14
234 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2071 山林 1,389.00  H9.2.14
235 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 537 山林 1,288.00  H9.2.14
236 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 566 山林 3,270.00  H9.2.14
237 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 599 山林 1,009.00  H9.2.14
238 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1944－1 畑 1,161.00  H9.2.18
239 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1944－2 山林 394.00  H9.2.18
240 菊池市 大字 木野 字 深迫 1911 山林 346.00  H9.3.6
241 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1951－2 公衆用道路 81.00  H9.2.27
242 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1991 山林 2,532.00  H9.2.27
243 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2075 山林 1,298.00  H9.2.27
244 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2078 山林 411.00  H9.2.27
245 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1987 畑 1,029.00  H9.2.28
246 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1989－1 山林 1,320.00  H9.2.28
247 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2076 山林 4,024.00  H9.3.3
248 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1914 畑 2,016.00  H9.3.4
249 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1925 畑 1,443.00  H9.3.4
250 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1928 畑 2,282.00  H9.3.4
251 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1929 畑 945.00  H9.3.4
252 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1930 山林 669.00  H9.3.4
253 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1932－1 畑 508.00  H9.3.4
254 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1962 山林 216.00  H9.3.4
255 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2053 山林 673.00  H9.3.4
256 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2074 山林 997.00  H9.3.4
257 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2079 山林 2,548.00  H9.3.4
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185 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1977 畑 2,030.00  H9.2.3
186 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1978 山林 49.00  H9.2.3
187 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2029 山林 1,306.00  H9.2.3
188 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2041 山林 313.00  H9.2.3
189 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2042 畑 1,045.00  H9.2.3
190 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2047－2 畑 107.00  H9.2.3
191 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2062 山林 665.00  H9.2.3
192 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2063 山林 5,329.00  H9.2.3
193 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2065 山林 860.00  H9.2.3
194 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 433 山林 1,602.00  H9.2.3
195 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 539 山林 1,113.00  H9.2.3
196 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 572 山林 1,109.00  H9.2.3
197 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1097 山林 372.00  H9.2.13
198 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1108 山林 457.00  H9.2.13
199 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1915－1 畑 1,672.00  H9.2.13
200 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1917 畑 1,083.00  H9.2.13
201 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1923 山林 3,387.00  H9.2.13
202 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1924 畑 1,604.00  H9.2.13
203 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1945 山林 2,848.00  H9.2.13
204 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1946 畑 1,326.00  H9.2.13
205 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1948 畑 538.00  H9.2.13
206 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1974 畑 4,548.00  H9.2.13
207 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1975－1 畑 900.00  H9.2.13
208 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1975－2 公衆用道路 675.00  H9.2.13
209 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1976 畑 1,256.00  H9.2.13
210 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1981 山林 1,057.00  H9.2.13
211 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1982 山林 3,688.00  H9.2.13
212 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1985 畑 868.00  H9.2.13
213 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1986－1 畑 2,952.00  H9.2.13
214 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1986－2 公衆用道路 53.00  H9.2.13
215 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1988 山林 1,294.00  H9.2.13
216 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2038 山林 1,333.00  H9.2.13
217 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2042－1 山林 167.00  H9.2.13
218 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2049 田 2,731.00  H9.2.13
219 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2051 田 1,577.00  H9.2.13
220 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2055 山林 598.00  H9.2.13
221 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2056 山林 2,044.00  H9.2.13
222 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2057 山林 6,935.00  H9.2.13
223 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2070 山林 787.00  H9.2.13
224 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－1 山林 296.00  H9.2.13
225 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－2 山林 1,000.00  H9.2.13
226 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－3 公衆用道路 232.00  H9.2.13
227 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2083－4 公衆用道路 74.00  H9.2.13
228 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 588 山林 1,126.00  H9.2.13
229 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 596 畑 229.00  H9.2.13
230 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 600 山林 1,638.00  H9.2.13
231 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2032 山林 1,977.00  H9.2.14
232 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2068 山林 1,815.00  H9.2.14
233 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2069 山林 474.00  H9.2.14
234 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2071 山林 1,389.00  H9.2.14
235 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 537 山林 1,288.00  H9.2.14
236 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 566 山林 3,270.00  H9.2.14
237 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 599 山林 1,009.00  H9.2.14
238 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1944－1 畑 1,161.00  H9.2.18
239 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1944－2 山林 394.00  H9.2.18
240 菊池市 大字 木野 字 深迫 1911 山林 346.00  H9.3.6
241 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1951－2 公衆用道路 81.00  H9.2.27
242 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1991 山林 2,532.00  H9.2.27
243 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2075 山林 1,298.00  H9.2.27
244 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2078 山林 411.00  H9.2.27
245 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1987 畑 1,029.00  H9.2.28
246 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1989－1 山林 1,320.00  H9.2.28
247 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2076 山林 4,024.00  H9.3.3
248 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1914 畑 2,016.00  H9.3.4
249 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1925 畑 1,443.00  H9.3.4
250 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1928 畑 2,282.00  H9.3.4
251 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1929 畑 945.00  H9.3.4
252 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1930 山林 669.00  H9.3.4
253 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1932－1 畑 508.00  H9.3.4
254 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1962 山林 216.00  H9.3.4
255 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2053 山林 673.00  H9.3.4
256 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2074 山林 997.00  H9.3.4
257 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2079 山林 2,548.00  H9.3.4
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258 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2080 山林 3,258.00  H9.3.4
259 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 542 山林 766.00  H9.3.4
260 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 563 山林 1,101.00  H9.3.4
261 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1110 山林 171.00  H9.3.5
262 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1984 山林 2,248.00  H9.3.5
263 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2043－1 畑 1,116.00  H9.3.6
264 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 609－1 山林 1,121.00  H9.3.6
265 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1927－1 畑 613.00  H9.3.11
266 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2073 山林 691.00  H9.3.19
267 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1098 畑 1,800.00  H9.3.25

平成 8年度計 138,309.00    

268 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1922 畑 1,804.00  H9.4.4
269 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1951－1 山林 5,043.00  H9.2.27
270 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1069 山林 537.00  H10.1.8
271 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1074 山林 2,079.00  H10.1.8
272 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1935 山林 3,255.00  H10.1.8
273 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1952 山林 367.00  H10.1.8
274 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1990 山林 314.00  H10.1.8
275 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1997 山林 472.00  H10.1.8
276 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1999－1 山林 1,164.00  H10.1.8
277 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2060 山林 2,722.00  H10.1.8
278 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 611 山林 3,686.00  H10.1.8
279 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1068 山林 3,575.00  H10.1.12
280 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1104 山林 437.00  H10.1.12
281 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1106 山林 508.00  H10.1.12
282 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1109 山林 2,344.00  H10.1.12
283 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1111 山林 1,184.00  H10.1.12
284 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1994 山林 5,583.00  H10.1.12
285 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1998 山林 298.00  H10.1.12
286 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2009 畑 903.00  H10.1.12
287 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 617 山林 193.00  H10.1.12
288 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2001 山林 2,100.00  H10.1.14
289 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2007 山林 2,042.00  H10.1.14
290 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2054 山林 718.00  H10.1.14
291 菊鹿町 大字 木野 字 塩井川 2218 山林 534.00  H10.1.14
292 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 540 山林 2,413.00  H10.1.14
293 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 570 山林 862.00  H10.1.14
294 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 601 山林 444.00  H10.1.14
295 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 603 山林 308.00  H10.1.14
296 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 604 山林 2,158.00  H10.1.14
297 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 607 山林 1,145.00  H10.1.14
298 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1094－3 畑 1,324.00  H10.1.14
299 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2005 山林 517.00  H10.1.16
300 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2006 山林 1,324.00  H10.1.16
301 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2039 山林 1,512.00  H10.1.16
302 菊鹿町 大字 木野 字 蛙石 2102 山林 6,363.00  H10.1.16
303 菊鹿町 大字 木野 字 蛙石 2105 畑 374.00  H10.1.16
304 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 609－2 山林 1,575.00  H10.1.16
305 菊鹿町 大字 米原 字 蛙石 1165 山林 1,439.00  H10.1.16
306 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2008 畑 822.00  H10.1.27
307 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1071 山林 2,619.00  H10.2.18
308 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1093－2 畑 125.00  H10.2.18
309 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1096 畑 876.00  H10.2.18
310 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1996 山林 223.00  H10.2.18
311 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2037 山林 1,156.00  H10.2.18
312 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2052 山林 1,545.00  H10.2.18
313 菊鹿町 大字 木野 字 塩井川 2215－2 公衆用道路 222.00  H10.2.18
314 菊鹿町 大字 木野 字 塩井川 2217 山林 122.00  H10.2.18
315 菊鹿町 大字 木野 字 塩井川 2219 山林 209.00  H10.2.18
316 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 598－1 山林 5,370.00  H10.2.18
317 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 598－3 山林 269.00  H10.2.18
318 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 598－4 山林 46.00  H10.2.18
319 菊鹿町 大字 米原 字 蛙石 1163－2 山林 11,026.00  H10.2.18
320 菊鹿町 大字 米原 字 蛙石 1163－5 山林 822.00  H10.2.18
321 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1107 山林 862.00  H10.2.20
322 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2002 山林 1,181.00  H10.2.20
323 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2003 山林 901.00  H10.2.20
324 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 2004 山林 3,269.00  H10.2.20
325 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2035 山林 1,910.00  H10.2.20
326 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 591 山林 6,326.00  H10.2.20
327 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1915－2 畑 1,689.00  H10.3.18
328 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1953 山林 475.00  H10.3.18
329 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2027 田 297.00  H10.3.23
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330 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2043－2 畑 376.00  H10.3.23
331 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2044 畑 422.00  H10.3.23
332 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2081 山林 3,117.00  H10.3.23
333 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 436－1 畑 675.00  H10.3.23
334 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 436－2 山林 2,652.00  H10.3.23
335 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1072 畑 2,068.00  H10.3.26
336 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1992 畑 2,886.00  H10.3.26
337 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2028－1 畑 1,476.00  H10.3.26
338 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2028－2 畑 103.00  H10.3.26
339 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2046 田 128.00  H10.3.26
340 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2066 山林 1,883.00  H10.3.26
341 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2067 山林 1,742.00  H10.3.27
342 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1993 山林 1,234.00  H10.3.30
343 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2082－1 山林 647.00  H10.3.30
344 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2082－2 公衆用道路 119.00  H10.3.30
345 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2084－1 山林 366.00  H10.3.30
346 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2084－3 公衆用道路 150.00  H10.3.30
347 菊鹿町 大字 木野 字 蛙石 2107 山林 7,571.00  H10.3.30

平成 9年度計 133,597.00   

348 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 553－2 雑種地 29.00  H10.12.21

平成 10 年度計 29.00 

349 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 508 墓地 223.00  H12.3.15
350 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 442 墓地 202.00  H12.3.9

 平成 11 年度計 425.00    

351 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 521－1 畑 105.00  H14.3.19
352 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 688－1 畑 2,699.00  H14.3.19
353 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 689－1 畑 266.00  H14.3.19

 平成 13 年度計 3,070.00    

354 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1094－2 畑 413.00  H14.9.5
355 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1095 畑 1,257.00  H14.9.5
356 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2034 山林 1,036.00  H14.9.5
357 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2072 山林 696.00  H15.3.7
358 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2077 山林 309.00  H15.3.7
359 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 614 山林 483.00  H15.3.7

平成 14 年度計 4,194.00    

360 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2030 畑 172.00  H16.4.20
361 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2031 山林 667.00  H16.4.20

平成 15 年度計 839.00    

362 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 608－3 山林 2,434.00  H19.3.5
363 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 626－1 雑種地 5,696.00  H19.3.5

平成 18 年度計 8,130.00    

364 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1934 雑種地 110.46  H23.1.7

平成 22 年度計 110.46    

 

第８節 事業費について 

 平成７（1995）年度から平成 23（2011）年度にかけて実施した鞠智城跡保存整備事業に係る実施設計及び工事 

の事業費は下表のとおりである。 

第 25 表 保存整備実績概要（実施設計及び工事） 

年度 工事名 工事概要 金額（円）

H7 鞠智城整備事業第1号設計委託 公園施設設計Ａ＝3,400㎡ Ａ工区 
モニュメント広場・駐車場実施設計 

2,832,500

 鞠智城整備事業第1号工事 延長Ｌ＝158ｍ、掘削工Ｖ＝5,900㎥、現地調査 15,082,560

 鞠智城整備事業第2号工事 公園施設工1式 
土工、法面工、排水工、広場工、管理施設工 

26,574,000

H8 鞠智城整備設計委託 
※工事番号：第3010-0-201号 

公園施設設計Ａ＝5ha Ｂ,Ｃ,Ｆ,Ｇ工区 
造成・道路・排水路・付帯施設の実施設計 

2,903,420

 鞠智城整備設計委託 
※工事番号：第3010-0-204号 

ボーリング井戸を利用した揚水施設・送水施設の実施
設計 

1,751,000

 鞠智城整備事業第1号工事 法面工Ｌ＝25ｍ、造成工Ｖ＝2,200㎥、縁石工Ｌ＝43ｍ 21,954,360

 鞠智城整備事業第2号工事 舗装工Ａ＝1,138㎡、公園施設工1式、植栽工1式、照明
施設工3基 

31,124,861

 鞠智城整備事業第3号工事 延長Ｌ＝157ｍ（東西方向Ｌ＝130ｍ）、掘削・盛土Ｖ
＝7,600㎥ 

11,740,504
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330 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2043－2 畑 376.00  H10.3.23
331 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2044 畑 422.00  H10.3.23
332 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2081 山林 3,117.00  H10.3.23
333 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 436－1 畑 675.00  H10.3.23
334 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 436－2 山林 2,652.00  H10.3.23
335 菊鹿町 大字 木野 字 北上永田 1072 畑 2,068.00  H10.3.26
336 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1992 畑 2,886.00  H10.3.26
337 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2028－1 畑 1,476.00  H10.3.26
338 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2028－2 畑 103.00  H10.3.26
339 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2046 田 128.00  H10.3.26
340 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2066 山林 1,883.00  H10.3.26
341 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2067 山林 1,742.00  H10.3.27
342 菊鹿町 大字 木野 字 池の尾 1993 山林 1,234.00  H10.3.30
343 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2082－1 山林 647.00  H10.3.30
344 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2082－2 公衆用道路 119.00  H10.3.30
345 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2084－1 山林 366.00  H10.3.30
346 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2084－3 公衆用道路 150.00  H10.3.30
347 菊鹿町 大字 木野 字 蛙石 2107 山林 7,571.00  H10.3.30

平成 9年度計 133,597.00   

348 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 553－2 雑種地 29.00  H10.12.21

平成 10 年度計 29.00 

349 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 508 墓地 223.00  H12.3.15
350 菊鹿町 大字 米原 字 三枝 442 墓地 202.00  H12.3.9

 平成 11 年度計 425.00    

351 菊鹿町 大字 米原 字 長者原 521－1 畑 105.00  H14.3.19
352 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 688－1 畑 2,699.00  H14.3.19
353 菊鹿町 大字 米原 字 屋敷 689－1 畑 266.00  H14.3.19

 平成 13 年度計 3,070.00    

354 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1094－2 畑 413.00  H14.9.5
355 菊鹿町 大字 木野 字 芳の浦 1095 畑 1,257.00  H14.9.5
356 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2034 山林 1,036.00  H14.9.5
357 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2072 山林 696.00  H15.3.7
358 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2077 山林 309.00  H15.3.7
359 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 614 山林 483.00  H15.3.7

平成 14 年度計 4,194.00    

360 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2030 畑 172.00  H16.4.20
361 菊鹿町 大字 木野 字 長者山 2031 山林 667.00  H16.4.20

平成 15 年度計 839.00    

362 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 608－3 山林 2,434.00  H19.3.5
363 菊鹿町 大字 米原 字 飛渡 626－1 雑種地 5,696.00  H19.3.5

平成 18 年度計 8,130.00    

364 菊鹿町 大字 木野 字 堂の下 1934 雑種地 110.46  H23.1.7

平成 22 年度計 110.46    
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H7 鞠智城整備事業第1号設計委託 公園施設設計Ａ＝3,400㎡ Ａ工区 
モニュメント広場・駐車場実施設計 

2,832,500

 鞠智城整備事業第1号工事 延長Ｌ＝158ｍ、掘削工Ｖ＝5,900㎥、現地調査 15,082,560

 鞠智城整備事業第2号工事 公園施設工1式 
土工、法面工、排水工、広場工、管理施設工 

26,574,000

H8 鞠智城整備設計委託 
※工事番号：第3010-0-201号 

公園施設設計Ａ＝5ha Ｂ,Ｃ,Ｆ,Ｇ工区 
造成・道路・排水路・付帯施設の実施設計 

2,903,420

 鞠智城整備設計委託 
※工事番号：第3010-0-204号 

ボーリング井戸を利用した揚水施設・送水施設の実施
設計 

1,751,000

 鞠智城整備事業第1号工事 法面工Ｌ＝25ｍ、造成工Ｖ＝2,200㎥、縁石工Ｌ＝43ｍ 21,954,360

 鞠智城整備事業第2号工事 舗装工Ａ＝1,138㎡、公園施設工1式、植栽工1式、照明
施設工3基 

31,124,861

 鞠智城整備事業第3号工事 延長Ｌ＝157ｍ（東西方向Ｌ＝130ｍ）、掘削・盛土Ｖ
＝7,600㎥ 

11,740,504

 - 196 -

H8 鞠智城整備事業第4号工事 造成工Ａ＝35,044㎡、土工Ｖ＝10,961㎥ 28,807,110

 鞠智城整備事業第5号工事 給水施設工1式、電気設備工1式 9,682,000

 鞠智城整備事業第6号工事 芝張工Ａ＝2,800㎡、盛土Ｖ＝11,500㎥ 32,176,789

 鞠智城跡20号建物復元工事 
（竣工：9年度） 

20号建物跡（米倉）の建物復元工事 51,660,000

 鞠智城屋外便所新築工事 屋外便所新築工事（外構工事を含む） 19,364,000

 鞠智城整備事業に伴う礎石遺構保存
処理委託 

3号、20号、21号、22号、23号建物跡の礎石の保存処理 4,738,000

H9 鞠智城整備設計委託 公園施設設計Ａ＝7.3ha 
Ｂ・Ｄ工区実施設計、Ｃ・Ｆ工区暫定整備計画 

8,484,000

 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-1-101号 

公園造成工1式、園路工一式 30,621,988

 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-1-102号 

公園施設工1式、植栽工1式 31,833,743

鞠智城跡20号建物復原工事監理委託 20号建物跡の建物復元工事の監理業務 2,362,500

鞠智城跡16号建物等復原工事設計委
託 

16号建物跡（兵舎）及び32号建物跡（鼓楼）の建物復
元工事の実施設計 

11,445,000

鞠智城整備地質調査委託 32号建物跡建物復元工事に伴う地質調査 1,431,730

 鞠智城跡16号建物復元工事 
（竣工：H10年度） 

16号建物跡（兵舎）の建物復元工事 66,885,000

鞠智城跡整備事業に伴う兵舎建物仮
展示設計委託業務（竣工:平成11年
度） 

復元建物（兵舎）における鞠智城跡関連展示の設計業
務 

1,680,000

 鞠智城整備事業に伴う礎石遺構保存
処理業務委託 

49号、50号、56号、59号、64号建物跡の礎石の保存処
理 

9,135,000

H10 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-0-101号 

芝張工Ａ＝11,279㎡、電機設備工１式 22,705,781

 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-0-102号 

公園施設1式、電気設備1式、盛土3,906㎥、遺構明示工
9箇所 

29,642,831

鞠智城跡32号建物復原工事監理委託 
 

32号建物跡（鼓楼）及び16号建物跡（兵舎）の建物復
元工事の監理業務 

9,292,500

 鞠智城跡32号建物復原工事 
（竣工：H11年度） 

32号建物跡（鼓楼）の建物復元工事 492,450,000

 鞠智城整備事業に伴う礎石遺構保存
処理業務委託 

11号、12号建物跡の礎石の保存処理 4,200,000

H11 鞠智城整備設計委託 公園施設設計Ａ＝4.6ha 
工事完成図書作成(台帳・完成図・施設仕様及び維持管
理マニュアル） 

5,355,000

 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-0-101号 

仮設駐車場整備2,644㎡、園路ＡＳ舗装2,182㎡、雨水
排水施設1式、遺構保護盛土3,911㎥ 

35,702,915

 鞠智城整備事業 
※工事番号：第3010-0-102号 

園路舗装1,033㎡、擬木丸太設置122本、遺構保護舗装
1,013㎡、解説板4基、簡易解説板6基 

36,265,159

 鞠智城整備工事 
※工事番号：第3010-0-103 

防火水槽設置1箇所、消火ポンプ小屋1棟、電気機械設
備1式、 
既存建物装飾1棟、音声解説施設2箇所 

17,850,901

 鞠智城跡16号建物災害復旧工事 台風災害による復元建物（兵舎）の復旧工事 2,971,500

H12 鞠智城整備設計委託 公園施設設計 
造成工、植栽工、給水施設工、雨水排水設備工、園路
広場工 

1,407,000

 鞠智城整備工事 
 

芝張工Ａ＝4,194㎡、暗渠工Ｌ＝169.5ｍ、表層工193
㎡、園路工 

19,751,558

鞠智城跡５号建物復原設計委託 
 

５号建物跡（板倉）の建物復元工事の実施設計 2,625,000

 鞠智城跡５号建物復元工事 
（竣工：H13年度） 

５号建物跡（板倉）の建物復元工事 43,785,000

 鞠智城整備事業に伴う礎石遺構保存
処理業務委託 

45号、46号、47号、48号建物跡の礎石の保存処理及び
深迫門礎石・堀切門礎石、池ノ尾門礎石の保存処理等 

10,710,000

H13 鞠智城整備工事 
 

芝張工Ａ＝3,484㎡、舗装工Ａ＝699㎡、電線管路工、
防犯灯設置工、解説板設置工 

13,282,500

鞠智城跡５号建物復元工事監理委託 
 

５号建物跡（板倉）の復元工事監理業務 3,097,500
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H13 鞠智城跡ガイダンス施設実施設計委
託 

ガイダンス施設新築工事実施設計 8,400,000

 鞠智城跡ガイダンス施設新築工事監
理委託 

ガイダンス施設新築工事監理 4,746,000

 鞠智城跡ガイダンス施設新築工事 
（H12年度事業） 

ガイダンス施設新築工事 174,090,000

 鞠智城跡ガイダンス施設電気設備工
事（H12年度事業） 

ガイダンス施設電気設備工事 21,330,729

 鞠智城跡ガイダンス施設機械設備工
事（H12年度事業） 

ガイダンス施設機械設備工事 28,980,000

 鞠智城跡ガイダンス施設合併処理設
備工事(H12年度事業） 

ガイダンス合併処理設備工事 1,917,531

 鞠智城跡ガイダンス昇降機設備工事
（H12年度事業） 

ガイダンス施設昇降機設備設置工事 10,069,500

 鞠智城跡ガイダンス施設映像解説設
備工事 

ガイダンス施設映像解説設備設置工事 3,106,067

 鞠智城跡ガイダンス施設映像解説室
座席設置工事 

ガイダンス施設映像解説室座席設置工事 2,032,275

 鞠智城跡ガイダンス施設音声解説設
備工事 

ガイダンス施設に設置する音声解説設備設置工事 1,365,000

H14 鞠智城整備設計委託 遊歩道、展望デッキ、木桟橋の設計 4,053,000

 鞠智城整備工事他合併 芝張工Ａ＝1,203㎡、舗装工333㎡ 8,386,653

 鞠智城跡長者山展望広場休憩場設計
業務 

長者山展望広場休憩施設の実施設計 5,229,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所新築
工事監理委託 

長者山展望広場休憩施設新築工事施工監理 4,305,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所新築
工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩施設の新築工事 63,525,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所電気
設備工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩所の電気設備工事 12,022,500

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所機械
設備工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩所の機械設備工事 10,248,000

 鞠智城跡クスノキ植栽工事 長者原地区の植栽工（クスノキ2本） 976,500

 鞠智城研修施設新築設計委託 
（竣工：H15年度） 

研修施設の新築工事の実施設計 5,313,000

H15 鞠智城整備工事 
第3010-0-103号（H14年度繰越事業） 

施工延長Ｌ＝260.2ｍ、芝張工Ａ＝266.3㎡、階段工Ｌ
＝131.5ｍ、木チップ舗装工236.8㎡、木桟橋、展望デ
ッキ 

48,719,757

 鞠智城跡土塁散策展望施設整備工事 木チップ舗装(Ｌ＝85ｍ、Ｗ＝1.5ｍ) 3,082,152

 鞠智城研修施設新築工事監理委託 
（H14年度事業） 

研修施設新築工事の監理 1,732,500

 鞠智城研修施設新築工事 
（H14年度事業） 

研修施設の新築工事 52,290,000

 鞠智城研修施設電気設備工事 
（H14年度事業） 

研修施設の電気設備工事 12,442,500

 鞠智城研修施設機械設備工事 
（H14年度事業） 

研修施設の機械設備工事 17,430,000

 研修施設新築工事に伴う舗装工事 研修施設新築に伴う舗装工事（東側ＡＳ舗装 327㎡） 934,500

 研修施設新築工事に伴う舗装工事 研修施設新築に伴う舗装工事等（西側ＡＳ舗装 128㎡、
芝張工Ａ＝150㎡） 

557,500

 研修施設新築工事に伴う木塀等設置
工事 

研修施設新築に伴う付帯施設設置工事（木塀、木柱、
地先境界ブロック等） 

945,000

 鞠智城展望施設張芝等工事 鞠智城灰塚周辺の張芝等Ａ＝280㎡ 840,000

 鞠智城（Ｅルート）整備工事 路盤工Ａ＝120㎡、張芝工（平坦部）Ａ＝59㎡、張芝工
（法面保護）Ａ＝70㎡ 

462,000

H16 鞠智城整備工事 透水性カラー舗装Ａ＝1,912㎡（中央であいの広場駐車
場）、安全施設工1式（車止め等） 

22,470,000

 温故創生館歩道整備工事 透水性カラー舗装Ａ＝104.4㎡、自然石縁石Ｌ＝34.5ｍ 970,200

 温故創生館ライン引き等工事 ライン引き・車止め（2箇所） 290,850

 鞠智城整備（砂利舗装）工事 3ルートの路盤工（Ａ＝747㎡） 787,000

 長者山展望広場外構工事 透水性舗装Ａ＝28㎡、車止め（可動式）6基 591,150
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H13 鞠智城跡ガイダンス施設実施設計委
託 

ガイダンス施設新築工事実施設計 8,400,000

 鞠智城跡ガイダンス施設新築工事監
理委託 

ガイダンス施設新築工事監理 4,746,000

 鞠智城跡ガイダンス施設新築工事 
（H12年度事業） 

ガイダンス施設新築工事 174,090,000

 鞠智城跡ガイダンス施設電気設備工
事（H12年度事業） 

ガイダンス施設電気設備工事 21,330,729

 鞠智城跡ガイダンス施設機械設備工
事（H12年度事業） 

ガイダンス施設機械設備工事 28,980,000

 鞠智城跡ガイダンス施設合併処理設
備工事(H12年度事業） 

ガイダンス合併処理設備工事 1,917,531

 鞠智城跡ガイダンス昇降機設備工事
（H12年度事業） 

ガイダンス施設昇降機設備設置工事 10,069,500

 鞠智城跡ガイダンス施設映像解説設
備工事 

ガイダンス施設映像解説設備設置工事 3,106,067

 鞠智城跡ガイダンス施設映像解説室
座席設置工事 

ガイダンス施設映像解説室座席設置工事 2,032,275

 鞠智城跡ガイダンス施設音声解説設
備工事 

ガイダンス施設に設置する音声解説設備設置工事 1,365,000

H14 鞠智城整備設計委託 遊歩道、展望デッキ、木桟橋の設計 4,053,000

 鞠智城整備工事他合併 芝張工Ａ＝1,203㎡、舗装工333㎡ 8,386,653

 鞠智城跡長者山展望広場休憩場設計
業務 

長者山展望広場休憩施設の実施設計 5,229,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所新築
工事監理委託 

長者山展望広場休憩施設新築工事施工監理 4,305,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所新築
工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩施設の新築工事 63,525,000

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所電気
設備工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩所の電気設備工事 12,022,500

 鞠智城跡長者山展望広場休憩所機械
設備工事（H13年度事業） 

長者山展望広場休憩所の機械設備工事 10,248,000

 鞠智城跡クスノキ植栽工事 長者原地区の植栽工（クスノキ2本） 976,500

 鞠智城研修施設新築設計委託 
（竣工：H15年度） 

研修施設の新築工事の実施設計 5,313,000

H15 鞠智城整備工事 
第3010-0-103号（H14年度繰越事業） 

施工延長Ｌ＝260.2ｍ、芝張工Ａ＝266.3㎡、階段工Ｌ
＝131.5ｍ、木チップ舗装工236.8㎡、木桟橋、展望デ
ッキ 

48,719,757

 鞠智城跡土塁散策展望施設整備工事 木チップ舗装(Ｌ＝85ｍ、Ｗ＝1.5ｍ) 3,082,152

 鞠智城研修施設新築工事監理委託 
（H14年度事業） 

研修施設新築工事の監理 1,732,500

 鞠智城研修施設新築工事 
（H14年度事業） 

研修施設の新築工事 52,290,000

 鞠智城研修施設電気設備工事 
（H14年度事業） 

研修施設の電気設備工事 12,442,500

 鞠智城研修施設機械設備工事 
（H14年度事業） 

研修施設の機械設備工事 17,430,000

 研修施設新築工事に伴う舗装工事 研修施設新築に伴う舗装工事（東側ＡＳ舗装 327㎡） 934,500

 研修施設新築工事に伴う舗装工事 研修施設新築に伴う舗装工事等（西側ＡＳ舗装 128㎡、
芝張工Ａ＝150㎡） 

557,500

 研修施設新築工事に伴う木塀等設置
工事 

研修施設新築に伴う付帯施設設置工事（木塀、木柱、
地先境界ブロック等） 

945,000

 鞠智城展望施設張芝等工事 鞠智城灰塚周辺の張芝等Ａ＝280㎡ 840,000

 鞠智城（Ｅルート）整備工事 路盤工Ａ＝120㎡、張芝工（平坦部）Ａ＝59㎡、張芝工
（法面保護）Ａ＝70㎡ 

462,000

H16 鞠智城整備工事 透水性カラー舗装Ａ＝1,912㎡（中央であいの広場駐車
場）、安全施設工1式（車止め等） 

22,470,000

 温故創生館歩道整備工事 透水性カラー舗装Ａ＝104.4㎡、自然石縁石Ｌ＝34.5ｍ 970,200

 温故創生館ライン引き等工事 ライン引き・車止め（2箇所） 290,850

 鞠智城整備（砂利舗装）工事 3ルートの路盤工（Ａ＝747㎡） 787,000

 長者山展望広場外構工事 透水性舗装Ａ＝28㎡、車止め（可動式）6基 591,150
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H16 台風18号災害に伴う復元建物復旧工
事 

台風18号災害に伴う復元建物（板倉）の茅葺き屋根破
損の復旧工事 

2,254,350

 長者原地区芝張り替え工事 芝張工Ａ＝1,200㎡ 2,236,500

H17 鞠智城整備設計委託 園路詳細設計 5,355,000

 鞠智城整備工事 
(H18年度繰越事業） 

施工延長（園路）Ｌ＝1,319ｍ、盛土工Ｖ＝3，982㎥、
舗装工Ａ＝942㎡ 

40,170,916

 鞠智城跡災害復旧事業測量設計業務 史跡内で発生した斜面崩壊3箇所の復旧工事に必要と
なる測量並びに実施設計（長繊維混入補強土工、植生
マット工） 

1,932,000

 鞠智城17年発生文化施設災害復旧事
業（竣工：H18年度） 

史跡内で発生した斜面崩壊3箇所の復旧工事 39,795,000

H18 鞠智城整備測量設計委託 散策路（木桟道含む）及びサイン（道標）の設計 2,787,267

 鞠智城整備事業 
(竣工：H19年度） 

施工延長（園路）L＝490ｍ、土硬化舗装Ａ＝767㎡、木
桟道Ｌ＝34ｍ、仮設道路Ｌ＝122ｍ 

28,444,070

 鞠智城整備設計業務委託他合併 史跡内陥没箇所の補強土工設計 315,000

 鞠智城18年発生文化施設災害復旧測
量設計委託 

史跡内で発生した斜面崩壊４箇所の復旧工事に必要と
なる測量並びに実施設計（法止め工、連続繊維補強土
工、造成工、法面工） 

4,247,733

 鞠智城18年発生文化施設災害復旧工
事(竣工：H19年度） 

史跡内で発生した斜面崩壊4箇所の復旧工事 41,647,768

H19 鞠智城広場整備実施設計委託 広場実施設計Ａ＝5,900㎡（３箇所） 4,452,000

 鞠智城整備工事 張芝Ａ＝3,352㎡、軽量盛土Ｖ＝170㎥、道標６基、 
テーブル・ベンチ２基 

29，320，349

H20 鞠智城整備工事 広場整備工、植栽工（6本）、休憩施設工（四阿等）、
案内標識工（総合案内板等） 

17,020,381

H21 鞠智城跡整備（広場・斜面）実施設
計委託他合併 

広場設計（0.6ｈa、サイン及びベンチ等） 
･･･文化庁国庫補助 

斜面設計（南側土塁地区の斜面の保全対策） 
･･･緊急経済対策 

8,925,000

 鞠智城整備工事 
(竣工：H22年度） 

公園整備工 
植栽工（24本）、張芝工Ａ＝3,985㎡、転落防止柵Ｌ＝
96ｍ、テーブル・ベンチ16組、休憩施設工（四阿）、
解説板3基 

36,907,185

 鞠智城安全対策緊急整備工事 
工事番号：第3010-0-101 
(竣工：H22年度） 

公園安全対策 
施工面積3，472㎡、長繊維混入補強土工2,605㎡、補強
鉄筋工431本 

76,222,455

 鞠智城安全対策緊急整備工事 
工事番号：第3010-0-102 
(竣工：H22年度) 

公園安全対策 
転落防止柵Ｌ＝81ｍ 

1,420,650

 鞠智城兵舎屋根その他改修工事監理
委託 

復元建物（兵舎）屋根の修繕工事監理委託 651,000

 鞠智城兵舎屋根その他改修工事 復元建物（兵舎）屋根の修繕工事等 17,745,000

H22 鞠智城整備（実施設計）委託 園路実施設計及び建物跡（５箇所）保存実施設計 3,276,000

 鞠智城（園路）工事 
（竣工：H23年度） 

公園整備工 
園路整備工Ｌ＝678.7ｍ、土系舗装工Ａ＝1，599ｍ、排
水工228ｍ 

36,444,626

 歴史公園鞠智城板倉屋根改修その他
設計委託 

復元建物（板倉）屋根（茅葺き）の修繕工事の設計委
託 

966,000

 歴史公園鞠智城板倉屋根改修その他
工事監理委託 

復元建物（板倉）屋根（茅葺き）の修繕工事の監理委
託 

609,000

 歴史公園鞠智城板倉屋根改修その他
工事 

復元建物（板倉）屋根（茅葺き）の修繕工事等 7,738,500

H23 鞠智城整備（実施設計）委託 園路整備設計Ｌ＝236ｍ、 
広場・修景整備設計Ａ＝0.234ha 

3,465,000

 鞠智城整備工事 公園整備工 
園路舗装工Ａ＝391㎡、芝張工Ａ＝3,055㎡、テーブル・
ベンチ3基、ベンチ2基転落防止柵Ｌ＝186ｍ、盛土工Ｖ
＝1,260㎥、道標1基 

19,627,129

 給水施設覆屋撤去、改修工事 給水ポンプ施設改修工 1,004,000
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第Ⅳ章 保存整備事業の成果 

 

第 1節 第１次保存整備工事 

平成６（1994）年度に策定した第１次基本計画に基づき、平成７（1995）年度に第１次基本設計を作成したこ

とは前章で述べたとおりであるが、第１次基本設計では、鞠智城跡の中核となる長者原地区の保存整備に係る具

体的な手法を述べている。第１次基本設計のもと第１次基本計画の平成６（1994）年度から平成 13（2001）年度

までの計画期間内に着工した各種保存整備工事は以下のとおりである。 

 

（１）建物遺構の保護盛土 

建物遺構の保存のため、長者原地区の広場・園路整備と併せて発掘調査で検出した各建物跡の保護盛土を実施 

した。ここでは、建物遺構の保護盛土工のみ取り上げて以下に記す。 

なお、保護盛土工事は、平成８（1996）年度から平成 11（1999）年度にかけて実施している。 

ア 平成 8（1996）年度① 

保護盛土をした遺構は、17 棟の建物跡（20～33 号、41～43 号建物跡） 

  工期 平成 8（1996）年 12 月 19 日～平成 9（1997）年 9月 1日 

  方法 建物礎石の遺構保存処理を同年度に実施し、保存処理終了後に建物遺構（礎石建物跡、掘立柱建物跡）

の保護盛土工事を実施した。併せて、礎石等の位置及び高さ等を記録するため、測量の委託も実施し

た。なお、盛土は山砂を使用した。 

内容 造成工事Ａ＝35,044 ㎡、盛土工事Ｖ＝10,961 ㎥ 

イ 平成 8（1996）年度② 

保護盛土をした遺構は、21 棟の建物跡（１～10 号、16～18 号、36～40 号、55・57・58 号建物跡） 

  工期 平成９（1997）年３月 20 日～10 月 15 日 

  方法 平成８（1996）年度①と同様 

内容 盛土工事 Ｖ＝11,500 ㎥ 

 ウ 平成 9（1997）年度 

 保護盛土をした遺構は、４棟の建物跡（13 号～15 号、50 号建物跡） 

  工期 平成 10（1998）年２月２日～３月 30 日 

  方法 平成８（1996）年度①と同様 

  エ 平成 10（1998）年度の施工 

 保護盛土をした遺構は、4棟の建物跡（11、12、56、59（65）号建物跡） 

  工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年３月 30 日 

  方法 平成８（1996）年度①と同様 

  オ 平成 11（1999）年度の施工 

 保護盛土をした遺構は、４棟の建物跡（60～64（66））号建物跡 

  工期 平成 11（1999）年６月９日～９月 17 日 

  方法 平成８（1996）年度①と同様                       
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写真１　保護盛土施工（20 号建物跡） 

出来形測定 盛土状況 

出来形検測① 出来形検測② 

Ｓ=1/3000

第111図　第１次保存整備工事施工図

Ｄ路線

Ａ路線Ｂ路線

Ｃ路線

Ｇ路線
Ｆ路線

鼓楼



― 201 ―
 - 201 -

（２）建物礎石及び門礎石の保存処理、堀切門礎石の接合 

平成８（1996）年度、平成９（1997）年度、平成 10（1998）年度、平成 12（2000）年度に建物礎石及び門礎石

の保存処理を実施した。礎石の保存処理については、まず、「礎石の洗浄・乾燥」を施工し、「礎石のひび割れ」、

「割れて分離している礎石」について樹脂の充填処理を行い、石材強化剤を含浸させる方法（点滴工法及びドブ

漬け工法）で行っている。以下、年度ごとの保存処理経過を記す。 

 ア 平成８（1996）年度 

保存処理を行った遺構は、５棟の礎石建物跡（20～23 号、36 号建物跡）。  

  工期 平成８（1996）年 12 月 24 日～平成９（1997）年３月 15 日 

  工程 清掃・洗浄 → 乾燥 → 亀裂注入 → 石材強化剤含浸（点滴工法） → 養生 → 完了           

  材料 エポキシ樹脂（液状・グリス状）、石材強化剤（ＯＨ－75）、洗浄剤（NEW ポリールＤ）、擬石（寒水石・

黒ダイヤ） 

 

写真２ 平成８年度礎石保存処理施工写真（20・21・22・23・36 号建物跡） 

   

 

   

 

 イ 平成９（1997）年度 

保存処理を行った遺構は、５棟の礎石建物跡（49・50・56・59（65）・64（66）号建物跡）。 

  工期 平成９（1997）年９月 29 日～12 月 26 日 

  工程 清掃・洗浄 → 養生 → 亀裂補修 → 石材強化剤含浸（点滴工法） → 風化防止剤含浸  

→ 完了                       

  材料 合成樹脂（液状、グリス状）、擬石剤、石材強化剤（ＯＨ－75）、風化防止剤 

 

写真２　平成８年度礎石保存処理竣工

20 号建物跡 21・22 号建物跡

23 号建物跡 36 号建物跡
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（２）建物礎石及び門礎石の保存処理、堀切門礎石の接合 

平成８（1996）年度、平成９（1997）年度、平成 10（1998）年度、平成 12（2000）年度に建物礎石及び門礎石

の保存処理を実施した。礎石の保存処理については、まず、「礎石の洗浄・乾燥」を施工し、「礎石のひび割れ」、

「割れて分離している礎石」について樹脂の充填処理を行い、石材強化剤を含浸させる方法（点滴工法及びドブ

漬け工法）で行っている。以下、年度ごとの保存処理経過を記す。 

 ア 平成８（1996）年度 

保存処理を行った遺構は、５棟の礎石建物跡（20～23 号、36 号建物跡）。  

  工期 平成８（1996）年 12 月 24 日～平成９（1997）年３月 15 日 

  工程 清掃・洗浄 → 乾燥 → 亀裂注入 → 石材強化剤含浸（点滴工法） → 養生 → 完了           

  材料 エポキシ樹脂（液状・グリス状）、石材強化剤（ＯＨ－75）、洗浄剤（NEW ポリールＤ）、擬石（寒水石・

黒ダイヤ） 

 

写真２ 平成８年度礎石保存処理施工写真（20・21・22・23・36 号建物跡） 

   

 

   

 

 イ 平成９（1997）年度 

保存処理を行った遺構は、５棟の礎石建物跡（49・50・56・59（65）・64（66）号建物跡）。 

  工期 平成９（1997）年９月 29 日～12 月 26 日 

  工程 清掃・洗浄 → 養生 → 亀裂補修 → 石材強化剤含浸（点滴工法） → 風化防止剤含浸  

→ 完了                       

  材料 合成樹脂（液状、グリス状）、擬石剤、石材強化剤（ＯＨ－75）、風化防止剤 
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写真３ 平成９年度礎石保存処理施工写真（49・50・56・59・64 号建物跡） 

   

  

 

   

 

ウ 平成 10（1998）年度 

 保存処理を行った遺構は、２棟の礎石・掘立柱併用建物跡（11・12 号建物跡）。 

  工期 平成 10（1998）年９月 25 日～11 月 30 日 

工程 清掃・洗浄 → 覆屋仮設 → 清掃・乾燥 → 亀裂注入 → 石材強化剤含浸（点滴工法） 

 → 仮設覆屋撤去 → 完了                                 

    材料 エポキシ樹脂（液状・グリス状）、石材強化剤（ＯＨ－75）、洗浄剤（ポリールＡ） 

 

 

写真３　平成９年度礎石保存処理竣工

49 号建物跡（北から） 49 号建物跡（西から）

50 号建物跡 56 号建物跡

59（65）号建物跡 64（66）号建物跡
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写真４ 平成 10 年度礎石保存処理施工写真 

   

 

 エ 平成 12（2000）年度の施工 

（ア）礎石建物 

保存処理を行った遺構は、４棟の礎石建物跡（45～48 号建物跡）。 

 ※長者山礎石群（現共同墓地内）について地区住民への説明会を開催後、礎石保存処理を行った。 

  工期 平成 12（2000）年 10 月 16 日～12 月 22 日 

  工程 清掃・乾燥工 → 覆屋仮設 → 亀裂補修工 → 石材強化含浸工（キリ状で吹き付け）  

     → 仮設覆屋撤去 → 完了 

  材料 エポキシ樹脂（液状・グリス状）、充填剤（サイトＦＸ）、石材強化剤（ＯＨ－100） 

写真５ 平成 12 年度礎石保存処理施工写真 

   

   

 

写真４　平成 10 年度礎石保存処理竣工

11 号建物跡 12 号建物跡

写真５　平成 12 年度礎石保存処理竣工

45 号建物跡 46 号建物跡

47 号建物跡 48 号建物跡
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写真６ 礎石保存処理施工行程写真（49 号建物跡） 

   

   

   

   

 

写真６　礎石保存処理施工（49 号建物跡） 

着工前 洗浄 

樹脂注入 擬石剤塗布 

乾燥 石材強化剤含浸 

風化防止剤含浸 完了 
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（イ）門礎石 

保存処理を行った門礎石は、深迫門礎石、堀切門礎石（木野神社礎石を含む）、池ノ尾門礎石である。 

堀切門礎石については、保存処理を施工した後、もともと堀切門礎石の一部であったことが確認されていた「木

野神社礎石」と堀切門跡に所在していた門礎石（出土箇所は原位置でないことが確認されている。）の接合を実施

した。接合した堀切門礎石は、堀切門跡に近接した平坦部で展示を行っている。 

なお、深迫門礎石及び池ノ尾門礎石についても、保存処理後、各門跡に近接した平坦部で展示を行っている。 

  工期 平成 12（2000）年 10 月 16 日～12 月 22 日 

  工程 門礎石移設 →清掃・乾燥工 → 亀裂補修工（樹脂注入・擬石剤） → 石材強化含浸工（ドブ 

漬 工 法 ）  →  （ 堀 切 門 礎 石 の み 以 下 の 工 程 ）  →  接 合 工 （ 削 孔 ・ 樹 脂 注 入 、        

アンカー接合・接合部位の樹脂注入） → 完了 

  材料 エポキシ樹脂（液状、グリス状）、充填剤（サイトＦＸ）、石材強化剤（ＯＨ－100）、ステンレスア 

ンカー（φ22、1ｍ） 

   

  

第 112 図 門礎石配置図 

 

0 300m  

第112図　門礎石配置図 

深迫門礎石 深迫門礎石 

三枝の 
石垣 
三枝の 
石垣 

N 
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写真７　池ノ尾門礎石保存処理施工 

移設前位置確認 門礎石移設 

清掃 洗浄 

樹脂注入 擬石剤塗布 

石材強化剤含浸（ドブ漬工法） 完了 



― 207 ―
 - 207 -

 

写真８ 堀切門礎石保存処理施工写真① 

   

   

 

   

写真８　堀切門礎石保存処理施工 

木野神社：門礎石移設① 木野神社：門礎石移設② 

堀切門礎石：移設前 堀切門礎石：門礎石移設 

洗浄 清掃 

乾燥 樹脂注入 
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石材強化剤含浸（ドブ漬工法）① 石材強化剤含浸（ドブ漬工法）② 

接合施工前 アンカー挿入 

接合 接合完了 

接合部位樹脂注入 完了 



― 209 ―

写真９　深迫門礎石保存処理施工 

門礎石移設① 門礎石移設② 

門礎石移設③ 洗浄 

樹脂注入 石材強化剤含浸（ドブ漬工法）

検査 完了 



― 210 ―
 - 210 -

（３）遺構保存整備施設 

長者原地区は、建物遺構が集中することを特徴とする。第１次基本計画では、「建築の専門家等により建物構造、

仕様等あるいは築造時期等遺構の解明を図り、建物跡の明示や礎石の露出展示はもとより、可能なものについて

は次のような事項に留意しながら上屋の復元整備を行う」との遺構保存整備計画が提示された。 

○上屋の復元整備の留意点 

・建物の用途、種類や構造（平面的規模、高さ、壁、屋根等の形態）の解明。 

・建物の材料、仕様（瓦葺、わら葺、板葺等）の決定。 

これを受けて、第１次基本設計では、建物遺構の保存整備施設について、建物復元、露出展示、平面明示と３

つの施設が設定された。 

 

ア 建物復元 

（ア）復元整備にいたる経緯 

 平成５（1993）年 10 月 27 日開催の鞠智城跡検討委員会において、基本構想の策定に係る審議の中で、八角形

建物跡の復元を含む複数の復元整備案に関する議論が行われた。特に、八角形建物跡については、日本の古代山

城では初の検出例で、全国的には７世紀中頃に造営された前期難波宮跡の２例のみ認められるといった学術的な

価値と、韓国の二聖山城に確認されており、築城当時の百済と日本の文化的交流を考える上でも貴重な遺構であ

るとの位置づけから、鞠智城跡を特徴づける遺構の一つとして復元整備すべきとの共通理解を得た。 

平成６（1994）年度に入り、第１次基本計画の策定検討委員会（以下、「基本計画検討委員会」という）では、

それを踏まえ、それまでに検出されていた 55 棟の建物跡の復元に関する具体的な議論が行われた。７月４日に開

催された第１回基本計画検討委員会では、鞠智城跡の存続年代のなかで、どの時期を復元するのか、復元対象時

期の決定の必要性が求められた。これを受けて、９月 28・29 日に開催した第２回基本計画検討委員会では、事務

局から長者原地区の建物群について創建から終末までの４期の時期区分案を次のとおり提示した。 

１期 創建期グループ 

２期 掘立柱の側柱と小型の礎石群のグループ 

３期 礎石建物、八角形建物（再建期）を中心とするグループ 

４期 ９世紀代の遺物が出土した 36 号建物跡を中心とするグループ 

この時期区分については、各建物跡の所属時期について検討の余地を残す結果となったが、委員会では、八角

形建物跡の復元と、周囲の建物跡も含めてまとまりのある一群として整備する方針が確立することとなった。 

こうして 10 月に策定された第１次基本計画では、「建築の専門家等による建物構造、仕様、築造時期等の解明

を図り」、復元可能なものについては、以下の点に留意しながら復元整備を行うこととした。 

・建物の用途・種類や構造（平面的規模、高さ、壁、屋根等の形態）の解明。 

・建物材料・仕様（例えば瓦葺、わら葺、板葺等）の決定。 

この上で、深迫、堀切、池ノ尾の３城門跡とともに、長者原地区の建物遺構では、八角形建物跡と整備後まと

まりがある一群で、概ね同時期の建物跡と考えられる６、22、23、24、27、28、30、33、47 号建物跡の計９棟の

復元計画が掲げられた。 

この第１次基本計画のもと、平成７（1995）年度には、建築の学術経験者で構成される「鞠智城跡建物復原検

討委員会」（以下、「建物復原検討委員会」という。）が基本計画検討委員会の部会として組織された。７月 21 日

開催の第１回建物復原検討委員会では、建物復元の方向性に関する議論が行われたが、総柱建物、八角形建物、
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礎石・掘立柱併用建物、門など、構造の異なる建物を１棟ずつ整備するといった復元方針や、発掘調査や他事例

を参考に復元し易いものから復元していくといった復元計画が提案された。これを受けて、７月 27 日に開催した

平成７年度の第１回保存整備検討委員会では、第１次基本設計案の審議が行われ、建物復元にあたっては、時期

区分のうち２期で復元することが了承された。また、第１次基本計画における復元案のほか、新たに平面遺構明

示として整備が予定されていた５号建物跡、兵舎と考えられる 16 号建物跡、総柱の倉として 20､21 号建物跡の復

元が提案された。それを受けて開催した９月８日の第２回建物復原検討委員会では、５、11、16、20、30、32 号

建物跡の復元案に検討が加えられた。10 月 21 日開催の第３回建物復原検討委員会では、５、11、16、20、32（33）

号建物跡の復元設計を検討し、優先順位として、20、16、５号の順で復元整備を実施していくことが決定した。 

こうした委員会等の議論を踏まえ、結果的に、平成８（1996）年３月に作成した第１次基本設計では、復元予

定建物として、５、６、11、16、20、24、28、30・31、32・33、47 号建物跡の計 10 棟が選定され、その設計の略

図を加えるとともに、建物復元施設など、構造物を整備する箇所においては遺構に損傷を与えないよう、必要な

厚さの覆土を行うこと、長者原地区については、可能な限り往時の地形復元を目指すとした造成工事の基本方針

が提示された。平成８（1996）年度に入り、6月 10 日に開催された第１回保存整備検討委員会では、20 号建物跡

の復元整備に係る基本設計が予算化されたことを受けて、建物の時期区分について改めて検討が加えられ、20 号

建物跡を含め、７世紀後半から８世紀までの間に共存する建物の中で特徴的なものを復元していくことで整理さ

れた。 

こうして、第１次基本設計の作成以降、委員会等の審議により復元可能なものから、平成９（1997）年度に 20

号建物跡「米倉」、平成 10（1998）年度に 16 号建物跡「兵舎」、平成 11（1999）年度に 32 号建物跡「鼓楼」、平

成 13 年度に５号建物跡「板倉」を順次、復元整備が実施された。 

（イ）復元建物の時期区分について 

復元予定建物の選定にあたっては、先述のとおり、発掘調査の成果を基に、委員会等の議論を踏まえながら行

ってきたわけであるが、その前提となったのが、建物跡の時期区分と変遷である。その時期区分と変遷が初めて

示されたのが第２次基本計画であった。 

第２次基本計画では、平成 13（2001）年度までの発掘調査で検出されていた総数 72 棟の建物遺構について、以

下のとおり３期に時期区分した。 

【第Ⅰ期（7世紀中葉から西暦 698 年）】＊創建期～修理期 

   『続日本紀』文武天皇２（698）年「大宰府をして大野、基肄、鞠智の三城を繕い治めしむ」との記載年代

と、665 年の大野城と基肄城の築城年代とを比較し、その年代差 33 年が掘立柱建物の耐久年数とほぼ一致す

ることから、鞠智城の築城時期を大野城、基肄城と同時期と推定できる。対外政策上、緊急に整備され、国

家防衛網の中に組み込まれ、兵站基地的な性格を有したものと考えられる。 

   建物遺構の掘方や埋土から検出した遺物等の年代から、当該期に所属する遺構は、４、７、９、10、14、

15、18、40、45～48、49、62～64 号建物跡である。40 号建物跡は検出された整地Ⅰ、Ⅱ層により鞠智城跡で

最も古い時期に比定できる。また、62、63 号建物跡は 40 号建物跡と主軸が一致することから同一時期と考え

られる。64 号建物跡は、62、63 号建物跡と主軸を異にするが、これらの建物と４号溝跡により同一区画に位

置し、百済系瓦当が検出されたことから当該期に所属するものと考えられる。 

【第Ⅱ期（698 年から 8世紀後半】＊全盛期 

   698 年の繕治から奈良時代全般までの期間である。東アジア情勢の緊張緩和にともない、律令制度のもと単

なる兵站基地的性格から地域支配の一端を担う機関へと徐々に変化していったものと考えられる。 
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建物遺構の掘方や埋土から検出した遺物等の年代から、当該期に所属する遺構は、１～３、５、６、８、

11～13、16、17、20～25、27、28、33、55、65 号建物跡である。このうち３号建物跡は、第Ⅰ期に所属する

４号建物跡と切り合い関係が認められ、先後関係として認識できる。13、17 号建物跡についても先行する建

物遺構との切り合い関係が認められることから当該期に所属するものと考えられる。 

【第Ⅲ期（8世紀末から消滅）】＊衰退期 

   平安時代から廃城期までの期間である。国史への記載は、879 年を最後に見られなくなる。この時期は、城

内の管理運営に関する規律も緩み、５度にわたり不吉な出来事として朝廷に報告されている。この時期に属

する明確な建物遺構は、掘方や埋土から検出した遺物等の年代から、当該期に所属する遺構は、26、30、36、

41～43 号建物跡である。 

   36 号建物跡は、礎石地業穴から９世紀代の遺物が検出されている。26、41～43 号建物跡は柱筋が同一であ

り同時期と考えられる。また、30 号建物跡は、先行する八角形建物跡（32 号）と比較して構造が簡略化され

ていることから後続する時期であると考えられる。 

第２次基本計画では、このうち、鞠智城跡の全盛期と位置づけられる第Ⅱ期（698 年～８世紀後半）の建物跡を

抽出し、さらに遺構のもつ性格の違いを検討しながら全盛期における相当数の建物跡、城門跡を復元する計画を

提示した。この建物跡の時期区分と変遷については、第２次基本計画で初めて提示されたものであるが、それま

での委員会等の議論を経た上で結論づけられたものであり、この時期区分が前提となって、第１次基本計画期間

内に、これまで米倉、兵舎、鼓楼、板倉の復元整備を実施してきた。 

（ウ）各建物の復元整備 

ａ 20 号復元建物（米倉） 

（ａ）遺構の概要 

 20 号復元建物は、平成３（1991）年度の第 13 次調査で検出された 20 号建物跡に基づき復元した建物である。 

20 号建物跡は、長者原地区東側に設定した 12 調査区から検出された礎石建物跡で、桁行方向Ｎ６°Ｗを示す梁

行３間、桁行４間の総柱建物である。梁行 7.2ｍ、桁行 9.6ｍの規模を有し、柱間寸法は梁行、桁行方向ともに 2.4

ｍ等間となる。 

検出された 20 基の礎石の石材は、そのほとんどが花崗岩で、５基（Ｓ４・Ｓ14・Ｓ15・Ｓ18・S19）のみ安山

岩が使用されており、礎石の大きさは、最大のもので長軸 127 ㎝、短軸 86 ㎝(Ｓ1)、最少のもので長軸 76 ㎝、短

軸 67 ㎝（Ｓ２）を測る。20 基のうち、３基（Ｓ１・Ｓ５・Ｓ20）の礎石上面がそれぞれ茶黒色、チョコレート色、

薄褐色に変色しており、このことから、火災によって焼失した可能性が高い。 

建物の周溝については、西側桁行で 6.0ｍ分、北側梁行で 4.4ｍ分を検出しており、西側桁行では、上端部 35

～50 ㎝、深さ７～13 ㎝と浅く、南寄りの 2.5ｍ分については東側の肩部が検出できていない。また、西側桁行で

は、長さ 13ｍ、幅 6.0ｍの範囲で、総数 154 片を数える瓦片が集中的に出土している。 

（ｂ）復元に至る経緯 

平成７（1995）年９月８日開催の第２回建物復原検討委員会で、建物復元案が提示され、校倉造、瓦葺きの建

物として復元することが確認され、続く 10 月 21 日開催の第３回建物復原検討委員会では、設計案が提示され、

瓦葺きについては、丸瓦を使用せず、平瓦で丸瓦を兼用する案が了承され、床の仕様や桁の位置等については修

正を加えることとした。これを受けて開催された平成７（1995）年 11 月 13 日の第２回保存整備検討委員会では、

校倉造、本瓦葺で、建物の入口を平側の中心に付けるなど、唐招提寺を参考にする設計案が提示された。この設計案 



― 213 ―
 - 213 -

 

第 113 図 20 号建物跡 

第 113 図　20 号建物跡 
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に対して、年代的に鳥衾は合わない、壁の高さを低めにするといった意見が出され修正が加えられた。 

なお、この 20 号復元建物については、復元案を作成するにあたって、吉田俊宏、北野隆氏により平成８（1996）

年３月に発表された論文（「古代鞠智城に関する研究－総柱建物の復元－」日本建築学会中国・九州支部研究報告

第 10 号）において、その建物の性格及び構造について具体的な検討がなされている。建物の性格については、総

柱建物であること、遺跡が山城であり、非常時に対する貯穀として穀倉が建設されたことは十分考えられ、史料

に「不動倉」（穀倉）の記述があることから穀倉と推定された。また、構造的には、建物規模が『西大寺資材流記

帳』（780 年）の「正倉院南一瓦葺甲倉」の長さが三丈一尺とほぼ等しく、甲倉として建設可能な範囲であると考

えられること、瓦葺きの建物であることが判明していることから、甲倉と推定された。断面の復元においては、『越

中国官倉納穀交替帳』（910 年）の穀倉の寸法を参考に、倉内部の高さを床上から梁下端までを 150 寸、天井下端

までを 160 寸とし、部材寸法については、現存する古代建築の当初部材や史料に見える寸法を参考に全体的なプ

ロポーションから各部の寸法が定められ、「束柱総円柱（礎石の大きさから直径 400 ㎜）、束柱上梁行方向のみ頭

貫で結び、そのうえに台輪・鼠返しを据える。正面中央に扉口枠（方立柱）を立て、校木を積み上げて壁を構成

する。20 号の校木断面はその規模から大と判断し丈・幅共に８寸５分とした。梁行に大梁を渡し、大梁から妻側

校木に二本の繁梁をかける。梁木鼻及び最上二段の校木木鼻を伸ばし、出桁を支える。大梁及び繁梁上に小屋束

を立て母屋を巡らし、二重梁をかけ、棟束をたてて棟木を支える。軒は一軒、軒出は８尺、垂木勾配は６寸。屋

根は寄せ棟造り本瓦葺き。棟端には丸瓦を下り棟端には鬼瓦を据え」る復元案が提示された。 

平成８（1996）年度の予算化を受けて、６月 10 日開催の第１回保存整備検討委員会では、復元案を基に、設計

に関する具体的な検討が加えられた。礎石の実物を使う、遺構の場所をずらす等の意見も出されたが、礎石の劣

化が激しいこと、建築基準法などにより礎石に加工が必要となることなどから、盛土のうえ、遺構の上に復元す

ることで決定し、建物の構造等についても基本設計図等を基に詳細に検討が加えられ、次のとおり確認された。 

・瓦葺きには、軒瓦が出土していないため、平瓦と丸瓦だけで葺く。 

・鬼瓦が出土していないため、くだり棟の収めに漆喰を使用する。 

・九州は栂（トガ）、杉が多いが、校倉には杉はもたないため、栂（トガ）材を使用する。 

・建築基準法の制限もあり、見えないところは在来工法とする。 

・塗装は防腐剤のみで色なしとする。 

・背割は使用材によるが、基本的にはよく、埋木はしない。 

・ヒバ材は使用しない。 

 このほか、基壇復元の検討、維持管理に注意することが課題として挙げられた。 

続く 10 月 26 日開催の第２回保存整備検討委員会においては、基本設計図を基にさらに詳細な構造的検討が加

えられ、次のとおり確認した。 

・礎石据付位置については発掘調査成果を踏まえ決定する。 

・建築基準法により礎石と束柱との継ぎ目にはアンカーを入れる。 

・屋根勾配は 4寸５分、瓦葺きは行基葺きとし、出土瓦を参考に製作する。 

・面戸、小口は漆喰塗り。 

・鼠返しは接ぐ。床下高は５尺とする。 

・天井を設け、天井裏は見せない。 

・扉の大きさは、唐招提寺の蔵を例とし、閂（かんぬき）をつける。 

・階段は取り外し可能なものとし、公開するときに付設する。 
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・束柱は背割を入れる。 

・塗装は防腐剤のみ。 

・木材の材質は米栂（トガ）１等品程度とし、仕上げ加工はチョウナ、ヤリガンナ等とする。 

・保護盛土（良質真砂土）は 33 ㎝で遺構に影響しない。 

  以上の委員会等の審議を経た上で、平成９（1997）年１月に「鞠智城跡 20 号建物復原基本設計」が作成され、 

 平成９（1997）年３月 29 日～平成 10（1998）年３月 10 日に 20 号復元建物の復元工事が施工された。 

 

 

 

 

第 114 図 西・南立面図（基本設計） 
第114図　20号復元建物西・南立面図（基本設計）

西立面図　S=1/125

南立面図　S=1/125

垂木

階段

校倉壁

妻持

本瓦葺

束柱
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第 115 図 断面図（基本設計） 

 
第115図　20号復元建物断面図（基本設計）

断面図１　S=1/125

断面図２　S=1/125
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（ｃ）復元建物の概要 

20 号復元建物は、梁行 24.00 尺（7.104ｍ）、桁行 32.00 尺（9.472ｍ）、屋根高 29.32 尺（8.677ｍ）の規模を有

した礎石を土台とする総柱建物で、高床式校倉造の米倉として復元された。 

屋根は瓦葺きの寄棟造で、４寸５分の勾配となる。平瓦と丸瓦のみを使用する行基式の本瓦葺で、軒瓦は使用

していない。棟、隅棟及び瓦の交叉部には漆喰を塗る。軒高は 20.48 尺（6.060ｍ）を測る。天井を設けており、

床は高床板張とした。壁は、校木を積み上げて構成しており、建物の平側中央に扉口枠（方立柱）を設ける。野

地板、天井、床板、校木にはすべて栂（トガ）材を使用し、チョウナ、ヤリガンナ風の仕上げを施している。扉

は内開きの２枚板戸で、ヒバ材を使用しており、木製閂が設けられ、和釘が使用されている。 

束柱は礎石の規模から直径 400 ㎜の円柱とし、束柱上梁行方向のみ頭貫で結び、そのうえに台輪・鼠返しを据

える。床高 5.60 尺（1.660ｍ）とした。山砂による遺構保護盛土 300 ㎜を施した上で、礎石には遺構の礎石類似

石材を使用し、束柱との接合部の見え隠れ部分にステンレス通しボルト・ダボ・ナットを使用した。 

木材の仕口、接合加工については、伝統的木構造継手、組手を行い、釘は、見え掛り部分は出土遺物を参考に

した和釘を使用し、見え隠れ部分はステンレス製洋釘を使用した。 

塗装については、防腐処理のみを施し、木部見え掛り部分すべてにキシラデコールを塗布した。 

 

《特記仕様書》 

構造  礎石総柱建物、高床式校倉造（倉庫）、木造１階建 

屋根  本瓦葺（平瓦及び丸瓦のみ：遺物を参考に製作）、寄棟式、４寸５分勾配、棟・隅棟及び瓦交差部は漆

喰塗り 

野地板 米栂１等、見え掛り部分はチョウナ・ヤリガンナ風仕上 

外壁  米栂１等、校倉組、チョウナ・ヤリガンナ風仕上 

床板  米栂１等、高床板張、チョウナ・ヤリガンナ風仕上 

天井  米栂１等、チョウナ・ヤリガンナ風仕上 

仕口、接合  伝統的木構造継手・組手 

釘使用は、見え掛り部分は和釘使用（遺物を参考に製作）、見え隠れ部分はステンレス製洋釘使用 

扉   高さ 2.574ｍ、幅 1.140ｍ×2枚、ヒバ 1等、内開き 2枚板戸、木製閂、和釘使用 

塗装  防腐処理（木部見え掛り部分全てキシラデコール塗） 

その他 礎石（遺構礎石類似石材）、遺構保護盛土 300 ㎜（山砂もしくは良質真砂土）、見え隠れ部分にステン

レス通しボルト・ダボ・ナット使用 

建物寸法  屋根高さ    29.32 尺（8.677ｍ） 

       梁行      24.00 尺（7.104ｍ） 

       桁行      32.00 尺（9.472ｍ） 

       床高       5.60 尺（1.660ｍ） 

       軒高      20.48 尺（6.060ｍ） （但し １尺＝29.6 ㎝） 

床面積 7.104ｍ×9.472ｍ＝67.29 ㎡ 
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第 116 図 立面図（竣工） 第 116 図　20 号復元建物立面図（竣工）

西立面図　S=1/125

南立面図　S=1/125

小口ｼｯｸｲ塗

面戸ｼｯｸｲ塗

小口ｼｯｸｲ塗

垂木

妻持

校倉組

本瓦葺（３枚重）

特記：使用する瓦は発掘調査による遺物を参考にし、

　　　制作し、割付、納まり等を検討の上決定する。
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第 117 図 断面図（竣工） 
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断面図１　S=1/125

断面図２　S=1/125

第117図　20号復元建物断面図（竣工）
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第 118 図 断面詳細図（竣工） 

 
第 119 図 扉詳細図（竣工） 
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第 118 図　20 号復元建物断面詳細図（竣工）
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第 119 図　20 号復元建物扉詳細図（竣工）

和釘（製作）

木製カンヌキ

錠穴

妻持

通しﾎﾞﾙﾄ 13φ

床板 ア 90

礎石（遺構礎石類似石材） 控 700 内外

遺構保護盛土（山砂もしくは良質真砂土） ア 300

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄﾜｯｼｬｰ締め M-16( 埋木）

特記：金物、施錠方法等については監督員と

　　　協議の上、決定すること。

　　　扉に関する木材は、ヒバ（一等品）とする。
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第 120 図 瓦葺き詳細図（竣工） 

 

第 121 図 基礎伏図（竣工） 
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第 120 図　20 号復元建物瓦葺詳細図（竣工）
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第 121 図　20 号復元建物基礎伏図（竣工）

平瓦、丸瓦の固定方法は銅釘によるものとする。

丸瓦 平瓦

釘穴

釘穴

※１尺＝296mm
特記：礎石据付位置については発掘調査結果等を踏まえ、決定すること。
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写真 10　20 号復元建物施工

着工前 校木積み上げ① 

校木積み上げ② 瓦葺き 

竣工（西から） 竣工（北西から） 

竣工（北東から） 竣工（扉） 
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ｂ 16 号復元建物（兵舎） 

（ａ）遺構の概要 

16 号復元建物は、平成元（1989）年度の第 12 次調査で検出された 16 号建物跡に基づき復元した建物である。 

16 号建物跡は、長者原地区中央部高台の北側に設定した 90-Ⅸ区から検出された掘立柱建物跡で、桁行方向Ｎ

53°Ｅを示す梁行 3間、桁行 10 間の大型の側柱建物である。梁行 7.8ｍ、桁行 26.5ｍの規模を有し、柱間寸法は

梁行方向で 2.6ｍ等間、桁行方向で 2.65ｍ等間となる。 

検出された 23 基の柱掘方の平面形状は、方形状のものと楕円形状のものとがあり、大きさは一様でなく、最大

のもので長軸 134 ㎝、短軸で 130 ㎝（Ｐ５）、最小のもので長軸 90 ㎝、短軸 85 ㎝（Ｐ２・Ｐ７）を測る。柱痕跡

は直径 20～40 ㎝前後で一様でない。柱掘方の埋土はやや暗い肌色ローム層土であったが、後世に上位部分が大き

く削平されており、僅かに下部のみ残存する状況であった。いずれの柱掘方からも柱抜き取り痕跡は認められず、

柱のほとんどは立ち腐れたものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 122 図 16 号建物跡 
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（ｂ）復元に至る経緯 

平成７（1995）年７月 27 日開催の第 1回保存整備検討委員会において、当初予定していたガイダンスの位置か

ら隣接した位置にある 16 号建物跡の復元整備が提案された。16 号建物跡は大野城跡の建物跡を例にとり、構造、

規模から兵舎と考えられ、中央に土間敷の通路、両側に床子、縁台が設置され、壁際に私物を置く棚を設けた構

造が想定された。９月８日開催の第２回建物復原検討委員会において、復元案が提示され、細部に意見があった

ものの、設計を行うこととなった。続く 10 月 21 日開催の第３回建物復原検討委員会では、提示された設計案に

検討が加えられ、次のような指導がなされた。 

・柱径は 20～30 ㎝程度で、大きくても 40 ㎝。 

・連子窓は時代的に問題がある。 

・窓と壁の位置は逆にしたほうがよい。 

・板扉は連子のなかに移した方がよい。 

・唐招提寺の金堂を参考にすること。 

・柱の太さが一定でないと連子窓は無理ではないか。板扉についても検討が必要。 

・転ばし根太で床張、土間に藁敷き、床子を置く、間仕切りを設けるなど、検討が必要。 

・天井は存在しなかったであろう。 

以上の指導を基に修正が加えられ、11 月 13 日開催の第２回保存整備検討委員会では、「土間、入口６箇所、

連子窓８箇所、叉首構造、板葺き、切り妻、扉は外開き」とする復元案が提示され、次のような指導があった。 

・全体的に問題ない。 

・出入口は検討する必要がある。八角形建物跡付近を中心と考えるなら、寝台の数が少なくなるため、平側

の南側片方で良い。 

・床は、転ばし床ぐらいで良い。 

・内部構造については、三ツ割にしてベッドと食事所とに分割されていた可能性がある。 

平成９（1997）年３月 12～13 日開催の第３回保存整備検討委員会では、修正された復元案について、その構造

と内部の活用について次のとおり確認した。 

・基本的構造は原案のとおり問題ない。 

・連子窓は兵舎としては贅沢な造りであり、「蔀戸（突き上げ窓）」で十分である。 

・中央に通路を設ける。 

・内部は小物を置いたり、土器の展示場として利用した方がよい。 

・その場合、食事用の長机や棚を設けて私物箱、当時の食器、軍隊用品を展示したらどうか。 

 ・兵士の階級により部屋の造りを変える。 

 ・火舎は使用していないため、暖房器具の展示は不要。 

 このほか、土間か床張りか早急に決めることが課題として挙げられた。 

 平成９（1997）年度に入り、４月 28 日開催の第１回建物復原検討委員会、５月 26 日開催の平成９年度第１回

保存整備検討委員会の審議を踏まえた上で、６月 30 日より 16 号復元建物とその後復元が予定されていた 32 号復

元建物の実施設計に係る具体的な検討が加えられることとなった。 

 平成 9（1997）年 9月 29 日開催の第３回保存整備検討委員会では、建物の構造についてさらに検討が加えられ、

次のように整理された。 

  ・天井はなし。 
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・土壁。 

・突き出し窓（連子窓から変更）。入口の扉は両開き。 

・基礎はコンクリート。 

・消防法上、構造物として建設。 

  ・ガイダンス施設が出来るまでの展示場として活用し、パネル解説や兵士の模型等を展示。 

 平成 10（1998）年７月 21 日開催の第１回保存整備検討委員会では、建物内部の仮展示について次のような展示

案が提示された。 

 （鞠智城跡展示コーナー） ・展示ケース（瓦、木簡等出土遺物） 

 ・展示パネル（鞠智城跡とその周辺地形） 

             ・音声解説装置設置 

（兵舎展示コーナー）   ・寝台、柳箱、棚、人形、食器（碗、箸、高坏、膳、壺等）、衣類 

以上の審議を踏まえ、設計が作成され、平成 10（1998）年２月 20 日～11 月 24 日に 16 号復元建物の復元工事

が施工された。 

 

第 123 図 立面図（基本設計） 

 
第 124 図 断面図（基本設計） 
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基本設計図　断面図１　S=1/250

基本設計図　断面図２　S=1/250

第 123 図　16 号復元建物立面図（基本設計）

第 124 図　16 号復元建物断面図（基本設計）

板葺屋根

破風板

掘立柱

板葺屋根

土塗壁

土塗壁 地覆

板葺屋根

軒桁

梁
小屋束

※１尺＝296mm

保護盛土（良質真砂土） ア 200

遺構面
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遺構面 土塗壁

柱
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（ｃ）復元建物の概要 

16 号復元建物は、土間敷の掘立側柱建物の兵舎として復元された。屋根高 20.57 尺、梁行 26.34 尺、桁行 89.50

尺、軒高 9.74 尺の規模を有する。屋根は板葺きで、切妻造とした。小屋組は叉首構造で、天井を設けていない。

外壁は土壁とし、床は土間床で、モルタル塗りで仕上げており、壁下には地覆石を敷く。 

扉は両開きの板扉とし、両妻側にそれぞれ１箇所、平側の南側に２箇所、計４箇所に配置した。窓は、突き出

し板戸とし、平側の北側に４箇所、南側に扉を挟む形で４箇所の計８箇所に配置した。柱は円柱で径を１尺(29.6

㎝)とした。基礎部は、保護盛土のうえ、クラッシャーランを敷き、コンクリート基礎を採用している。 

構造材、建具等には「杉」のみを使用し、チョウナ、ヤリガンナ風仕上げとした。 

《特記仕様書》 

建物構造   木造１階建 

小屋組    叉首構造 

屋根     板葺（木板屋根） 

外壁     塗土壁  

床（土間）  モルタル塗り土間 

扉      両開き板（杉）扉 

窓      突出し板戸（杉） 

その他    コンクリート基礎 

建物寸法   （以下、1尺は 29.6 ㎝として） 

  屋根高さ 20.57 尺    梁行 26.34 尺   桁行 89.50 尺   軒髙 9.74 尺 

その他 土間面から桁（その中心）まで 11.74 尺 土間面から棟押（その頂点）まで 20.57 尺 

 柱直径 1 尺 

床面積  長辺 89.5 尺×短辺 26.34 尺（柱芯間）  

建築総面積 206.5 ㎡（換算値） 

仕上げ等 構造材、建具等「杉」のみを使用し、チョウナ、ヤリガンナ風仕上げとした。 

 

第 125 図 立面図（竣工） 

GL

FL

南立面図　S=1/250

東西立面図　S=1/250

第 125 図　16 号復元建物立面図（竣工）
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第 126 図 断面図（竣工） 

 

第 127 図 基礎伏図（竣工） 
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第 126 図　16 号復元建物断面図（竣工）
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第 127 図　16 号復元建物基礎伏図（竣工）
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第 128 図　16 号復元建物基礎詳細図（竣工）
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( ) 書寸法は mm 寸法とする。

写真 11　16 号復元建物施工　

施工状況① 施工状況②

竣工（西妻側） 竣工（東妻側）

竣工（南平側） 竣工（全景・南西から）
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写真 12 兵舎仮展示場写真 

   

ｃ 32 号復元建物（八角形鼓楼） 

（ａ）遺構の概要 

 32 号復元建物は、平成３（1991）年度の第 13 次調査で検出された 32 号建物跡に基づく復元建物である。この

32 号建物跡を含め、平面八角形を呈する八角形建物跡は、建て替えを含め南北２箇所から計４棟が検出されてお

り、古代山城では唯一の検出例となる。以下に、これら八角形建物跡の概要を述べる。 

30・31 号建物跡（北側八角形建物跡） 

 長者原地区の東側、旧町道稗方立徳線の西側に設定された16調査区から検出された２棟の八角形建物跡であり、

南北２箇所のうち北側に配置されたものである。 

 建物の平面形状は八角形を呈し、心柱を中心に８本の側柱が同心円状に２重に巡る構造となる。建物の規模は、

内径が直径 6.8ｍで柱間 2.6ｍ、外径が直径 9.6ｍで柱間 3.7ｍを測る。計 16 基の側柱で構成され、うちいち１基

（Ｐ15）は後世の溝で切られ、約 1／3程度の検出にとどまる。当初、柱掘方に切り合い関係が把握できなかった

ため、後述する 32・33 号建物跡（南側八角形建物跡）のような建て替えは無かったものと解釈されたが、その後

の埋土等の精査により、柱位置は同一としながらも、31 号建物跡（掘立柱建物）から 30 号建物跡（礎石建物）へ

の建て替えがあったとの結論に達している。 

先行する 31 号建物跡は、側柱の掘方のほとんどが 30 号建物跡の礎石据付穴等で切られており、一部（Ｐ２・

Ｐ４・Ｐ５・Ｐ７・Ｐ８・Ｐ13・Ｐ14）が残存した。平面形状は方形を呈するものと思われる。柱掘方の埋土は 

地山と差異がさほど認められない褐色ローム層土と灰黒色土の混入土である。 

写真 12　兵舎仮展示場　 

竣工 (北平側） 竣工（建物内部）

展示風景① 展示風景② 
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第 129 図 30・31 号建物跡 

 

後出する 30 号建物跡は、礎石はすべて消失するが、灰黒褐色の掘り込みラインに礎石が座っていたものと判断

され、昭和 40 年頃に調査区の北側畦畔に礎石が十数個散乱していたとのことから、これらが掘り起こされた礎石と推測

された。調査当時にも、それらのいくつかは残存しており、20号建物跡の礎石よりやや小振りの石を使用していたものと

考えられる。残存する礎石据付穴は、最大のもので 100×179 ㎝（Ｐ６）、最小のもので 78×84 ㎝（Ｐ８）を測り、その

埋土はしまりの強い灰黒色土あるいは灰黒色土に褐色ローム層土が混入するものである。 

両建物跡に共通する心柱の掘方（Ｐ１）は、平面形状が長軸90cm、短軸80cmのやや歪な円形で、断面形状は深さ15～

20cm の皿状を呈する。心柱に重心がかからない構造であったものと推察されたが、掘立柱建物となる 31 号建物跡の心柱
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出土量は極めて少なかったものの、八角形建物という特異性から屋根には瓦が葺かれていたものと推測された。 

32・33 号建物跡（南側八角形建物跡） 

 長者原地区の東側、16 調査区の南側に設定した 17 調査区から検出された２棟の八角形建物跡で、北側八角形建

物跡から約 50ｍ隔てた南側に位置する。 

 建物の平面形状は八角形を呈し、心柱を中心に８本の柱が三重に巡る構造である。心柱は同一としながらも、23.5 度振れ

ながら、32 号建物跡（掘立柱建物）から33 号建物跡（掘立柱建物）への建て替えが判明している。32・33 号建物跡に共通

する心柱の掘方（Ｐ１）は、平面形状が長軸154cm、短軸140cmのやや楕円形を呈し、地山の褐色ローム層土に垂直に掘り込

まれており、深さ85cmを測る。埋土は基本的にはしまりのある灰色土と褐色ローム層のブロック土の混入土で、４～７層に

分層される。柱痕跡は直径80～85cmで、深さ116cmに及んでおり、柱掘方より深く打ち込まれている状況にあった。 

 先行する 32 号建物跡は、環状に巡る柱掘方の内径(1)は直径 3.8ｍで柱間 1.4ｍ、内径(2)は直径 5.9ｍで柱間

2.3ｍ、外径は直径 9.2ｍで柱間 3.5ｍを測る。内径(1)の柱掘方は、大半を 33 号建物跡の柱掘方によって切られ

ており、部分的な検出にとどまる。内径(2)の柱掘方は、平面形状が長方形のものと楕円形状のもの、さらに方形

のものに分けられ、検出長は、最大のもので長軸 164cm、短軸 112cm（Ｐ11）、最小のもので長軸 102cm、短軸 100cm

（Ｐ13）を測る。外径の柱掘方は、平面形状が方形のもの、やや長方形のものに分けられる。柱痕跡については、

内径(1)では検出できず、内径(2)で検出された柱掘方は、大きさにばらつきがあり、最大のもので直径 56cm（Ｐ

14）、最小のもので直径 36cm（Ｐ15）を測る。外径では２基の柱掘方（Ｐ23・Ｐ25）から検出でき、直径 48～55cm、

直径 41cm を測る。これらの数値から、32 号建物跡の心柱を除く柱の直径は 40cm 強と推察された。 

 後出する 33 号建物跡は、環状に巡る柱掘方の内径(1)は直径 4.0ｍで柱間 1.5ｍ、内径(2)は直径 6.7ｍで柱間

2.5ｍ、外径は直径 9.8ｍで柱間 3.8ｍを測る。内径(1)の柱掘方は、平面形状がすべて歪な方形で、最大のもので

長軸 137cm、短軸 107cm（Ｐ27）、最小のもので長軸 103cm・短軸 95cm（Ｐ31）を測る。内径(2)の柱掘方は、方形

の１基を除き、すべて長方形であった。最大のもので長軸 156cm、短軸 113cm（Ｐ34）、最小のもので長軸 111cm・

短軸 91cm（Ｐ36）を測る。外径の柱掘方はすべて歪な長方形であった。最大のもので長軸 167cm・短軸 128cm（Ｐ

44）、最小のもので長軸 137cm・短軸 80cm（Ｐ42）を測る。また、柱痕跡については、内径(1)では、すべての柱

掘方から検出され、直径 40～45cm 前後であった。内径(2)では、４基の柱掘方（Ｐ35・Ｐ36・Ｐ39・Ｐ41）から

検出され、直径 43～68cm と不揃いな状況が認められた。残りの柱掘方（Ｐ34・Ｐ37・Ｐ38・Ｐ40）からは、いず

れも柱抜取り痕跡が検出された。外径では２基の柱掘方（Ｐ42・Ｐ46）から検出され、それぞれ直径 33cm、直径

42cm を測る。 

 両建物跡の柱掘方の埋土については、切り合い関係が認められる４基の柱掘方を四分割して掘削したところ、

32号建物跡と 33号建物跡との間にさほど差異は無く、

しまり具合等によって僅かに区分できる程度であっ

た。基本的にはしまりのある灰茶褐色土で、32 号建

物跡のほうがややしまりが強く、さらに土色において

は 33 号建物跡のほうが僅かに黒色が強い状況が認め

られた。このような状況から、32 号建物跡から 33 号

建物跡への建て替えに時間的な隔たり 

が無かったものと推察された。 

 32・33 号建物跡の時期は、出土遺物の年代から８

世紀を下るものではないと推定された。 

写真 13　南側八角形建物跡 
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第 130 図 32・33 号建物跡 
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（ｂ）復元に至る経緯 

平成５（1993）年 10 月 27 日開催の鞠智城跡検討委員会において、八角形建物跡については、日本の古代山城

では初の検出例で、全国的にみても７世紀中頃に造営された前期難波宮跡の２例しか認められないほど学術的な

価値が高く、韓国の二聖山城で確認されるなど、築城当時の日本と百済の文化的交流を考える上でも貴重な遺構

であることから、鞠智城跡を特徴づける遺構の一つであるとの共通理解が得られた。その上で、八角形建物跡の

復元整備を前提として、次のような意見が出された。 

・八角形建物跡は楼として考えるほかない。 

・八角形という特異な建物跡が南北に２棟並列することを考えるならば、遺構が集中する東側に中心となる

施設が配置されたことが予想される。 

・八角形建物跡の東側は広場的なスペースとして今後の整備計画地に含めるべき。 

・鞠智城跡の建物等の復元整備をする場合、資料館や管理棟などの関連施設を八角形建物跡の東側となる上

原地区南部に配置できないか。 

また、今後、建物復元を検討のための小委員会等を設け、復元図の作成などを集中的に行う必要があることを

確認した。以下に、八角形建物跡の復元に至るまでの経緯を述べる。 

【平成６（1994）年度】 

9 月 28 日開催の第２回基本計画検討委員会では、八角形建物跡とその周辺の建物跡を群として整備すること、

遺構面については原則的に保護することが確認され、10 月に策定された第１次基本計画では、八角形建物跡のう

ち、30・33 号の２棟を復元する計画が掲げられた。 

【平成７（1995）年度】 

第１次基本計画のもと、八角形建物跡の復元に関する具体的な議論が加えられるようになった。７月 21 日開催

の第１回建物復原検討委員会では八角形建物に関して次のような意見が出された。 

・木造建物の耐用年数から考えて２棟同時ではなく、１棟だけだった可能性がある。 

・八角形建物跡周辺の瓦の出土状況から瓦は葺かれていなかった可能性がある。 

・八角形建物跡の性格として鼓楼的建物が考えられる。 

・鼓楼的建物と考えた場合、その高さは 20ｍ近いもので、３～13 層の構造が想定できる。 

・３層構造が適当。 

・鼓楼的建物との解釈は、文献とも符合する。 

また、鼓楼的建物の場合、八角形建物は城外から見えるかとの質問に対して、地形的要因で見えないと事務局

のほうから説明している。 

 続く７月 27 日開催の第１回保存整備検討委員会では、その検討内容を踏まえ、八角形建物跡の復元に関する議

論が行われ、次のような意見が出された。 

・南北２棟の八角形建物跡は構造、柱間が異なっており、同時に並立するのはおかしい。 

・八角形建物跡北東側の上原地区に、鞠智城の主要施設建物が存在した可能性は捨てがたく、当時の寺院建

築の伽藍配置などから類推して八角形建物跡の西側に広場があってもよい。 

・西側の広場は、鞠智城の機能の変化に伴いその意味を失い、その後礎石の倉庫群ができたのではないか。 

・八角形建物の性格は「鼓楼」でよいが、合図ということでいえば太鼓と鐘が対で建てられていたと考えら

れる。 

・建物の性格として、八角堂であった可能性がある。 
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このほか、八角形建物跡は復元するという前提で基礎構造も含めて引き続き議論を進めていくこととした。 

また、八角形建物跡の復元箇所については、その復元案を検討した９月８日開催の第２回建物復原検討委員会

において、想定される建物基礎の規模から、遺構面保護上、位置をずらして復元する方針が固まった。続く 10 月

21 日開催の第３回建物復原検討委員会では、これまでの委員会等の検討結果を踏まえ、八角形建物跡の復元案（２

層案、３層案）が提示され、次のような具体的な検討が加えられた。 

・心柱については、仏塔ならば心柱は構造的に縁が切れる。その他の建物なら構造材。例はないが、太鼓の

重さを支える心柱だった可能性もある。 

・屋根は、こけら葺、板葺等、数通りの工法で検討する。 

・高欄はあってもおかしくない。 

・太鼓は吊るのではなく置く。 

・建物の構造は３層又は重層である。 

・建物は遺構から位置をずらして復元した方がよい。 

 

 

 

第 131 図 八角形建物の復元案 

 

 

断面図　S=1/250（TYPE A） 断面図　S=1/250（TYPE C）

断面図　S=1/250（TYPE D）断面図　S=1/250（TYPE B）

第 131 図　32 号復元建物の復元案
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こうした意見を踏まえ、11 月 13 日開催の第２回保存整備検討委員会では、３層の復元案に検討が加えられ、次

のような確認を行った。 

・八角形建物の機能としては、『日本文徳天皇実録』の菊池城院（鞠智城）の武器庫の鼓がひとりでに鳴った

との記述を受け、「鼓楼」として復元する。 

・32、33 号建物跡を検討した結果、33 号の間柱が 32 号として考えられているのではないかとの判断から、

今後、33 号建物跡については間柱付きの一時期の建物として整理する。 

・30、31 号建物跡は、掘立柱建物の上に礎石を入れていることから、二時期のものとして整理する。 

また、建物構造については、２層か３層か不明な点があるが、２層であれば心柱は必要ないとの意見も出され

ている。このほか、斗供、裳階、階段、連子窓、蹴放し等、建物構造について引き続き検討することとした。 

【平成８（1996）年度】 

平成８年度の委員会等では、20 号復元建物、16 号復元建物に関して集中的に審議が行われた関係で、年度末に

八角形建物跡の復元に関する審議が再開された。 

平成９（1997）年３月 12、13 日に開催された第３回保存整備検討委員会では、第１次基本設計の遺構復元計画

を基に選定された 30 号建物跡と 32 号建物跡の設計図（①30 号建物復元に関する（八角円堂と想定したものの）

平面図、断面図、立面図、②32 号建物跡復元に関する（鼓楼と想定したものの）２層タイプ平面図、断面図、立

面図、③32 号建物跡復元に関する、３層タイプ（平面図、断面図、立面図）に対する審議が行われ、次のような

意見が出された。 

・八角形建物跡は性格的には鼓楼と考えられるが、仮に南北２棟をセットとして考えると、北側は、鐘楼の

可能性がある。 

・30 号建物跡復元設計図面にある心柱は単層には必要ない。 

・32 号建物跡の建物は、３層構造がよい。高層の方が遠くに太鼓の音が届く。 

【平成９（1997）年度】 

平成９（1997）年５月 26 日開催の第１回保存整備検討委員会では、32 号建物跡の復元に関して、３層タイプの

平面図、断面図、立面図により検討が行われ、次のように確認した。 

・心柱は立つ。 

・３層構造とする。 

・３層目は吹き抜けになっており、そうでなければ太鼓の音がこもる。連子窓で、四方を開けた状態にする。

（法隆寺に類例あり） 

・３層目に心柱が通らなければ構造上、耐久性が保てるかが疑問である。 

・間柱があり、直径は 9.2ｍとなる。 

・屋根は、桧皮葺とする。 

続く６月 30 日開催の第２回建物復原検討委員会では、次のように一部追加・修正が加えられた。 

  ・心柱は３層に抜けるものとする。 

・屋根は檜皮葺、こけら葺、板葺又は瓦葺で再度検討する（瓦葺であれば屋根の調整が必要）。 

・初層は両面扉とする。 

・２層目と同様、３層目も柱を二重にする。 

７月 14 日開催の第３回建物復原検討委員会では、修正が加えられた 32 号建物跡の３層タイプの復元案につい

て、次のような細部意匠に及ぶ検討が加えられた。 
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・茅負の軒反りを増す（茅負成の半分位まで）。 

  ・高欄柱の支柱の先端を細くする（法起寺三重塔を参考）。 

  ・軒丸瓦を入れる。 

  ・隅木に隅蓋を入れる（縞はなし）。 

  ・鳥衾、熨斗瓦を入れる。 

・茅負隅に金物をつける（四天王寺を参考）。 

  ・隠しに六葉飾り金具を入れる。 

  ・扉に八双金具を入れる（法隆寺東院夢殿を参考）。 

  ・心柱を継ぐ（法隆寺五重塔を参考）。 

  ・通し肘木も可とする（法隆寺五重塔を参考）。 

  ・入側柱高は側柱と同高とする。 

  ・側柱は、内転びにする（法隆寺東院夢殿を参考）。 

  ・柱に胴張りを入れる。柱脚より柱長の３分の１の位置を最も太くする。 

  ・長押し（内法、腰地）の成を低く（0.7 尺を 0.57 尺にする）。 

  ・母屋の位置を内側にする。 

  ・肘木に舌、笹繰を入れる（笹繰りを外部のみに）。 

  ・台輪を入れる。 

  ・垂木に反りを入れる。 

  ・胴張りの最も膨らむところに合わせ、大斗全体の寸法を小さくする。 

・３階隅木を心柱に差し入れる。 

 この検討を踏まえ、７月 23 日より、八角形建物跡の復元設計が専門業者に委託された。 

７月 28 日開催の第２回保存整備検討委員会では、この建物復原検討委員会時に提示した復元図と修正図を比較

した比較対照図（断立面図）を提示し、細部意匠について、次のようにさらなる検討が加えられた。 

・屋根については、八角形建物という特異性及び管理上、あるいはシンボル的建物となることからから瓦葺

とし、垂木の反り、熨斗など、屋根形状の調整を行う。 

・軒丸瓦については、すべての軒に使用する。なお、鞠智城跡の軒丸瓦は２種検出されており、百済系か高

句麗系か判断できない。誤解を避けるため百済系とせず、「単弁軒丸瓦」と呼称する。 

・鬼瓦については、無紋で復元することとし、今後、新たな資料がでればそれに倣う。 

・宝珠については、背が低く丸みを帯びたものとする。 

（栄山寺八角堂石製宝珠及び黄金山産金遺跡出土瓦製宝珠を参考）。 

・三層目の開口部については、四方開け放しではなく、扉を設ける。 

・太鼓の取り付けについは、吊すのではなく床に置く。太鼓の例は民俗の専門家に指導を受ける 

・連子窓の高さを修正。 

・連子窓に内戸を付ける（山田寺を参考に）。 

  ・基壇は上げ、コンクリートのべた基礎で施工する。地覆石を施工する。 

  ・色は塗らず防腐処理程度とする。 

・建物位置をずらす。 

・建物を工作物として申請。 
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第 132 図 比較対照図 

 

 続く９月 29 日開催の第３回保存整備検討委員会では、前委員会との比較対照図（断・立面図）をもとに具体的

検討を行い、次のとおり修正が加えられた。 

・宝珠を修正（栄山寺八角堂石製宝珠及び黄金山産金遺跡出土瓦製宝珠を参照）。 

・熨斗瓦を３～５枚とする。 

・鳥衾は復元に用いない。 

・鬼瓦は無紋とする。 

・内法長押、腰長押しの取り付け位置を上げる。 

・地覆石を入れる。 

・連子窓に雨が降りこまないよう、内開き戸を入れる（栄山寺八角堂を参考）。 

・入側桁、側桁を丈 0.74 尺、幅 0.59 尺に変更する。 

・母屋を新規に追加する。 

 また、設置する太鼓については、外部の学識者から指導を受けた。古太鼓には大きく３種類（「枠つき絞め太鼓」、

「枠無し太鼓」、「楔絞め太鼓」）があるが、熊本県では宇土市に全国的にもめずらしい「こけ脅し付きの太鼓」が

残っており、それを含めた４種類で検討した。このうち、戦闘的な色彩がある「こけ脅しつきの太鼓」を設置す

ることとした。 

また、32 号復元建物の設計に伴い、南側と北側の八角形建物跡のライン上に建設するとの委員会の決定に基づ

き、その位置を 32 号建物跡の約 30ｍ北側に求め、その建設予定地の地質構成と、基礎構造の設計に必要な地盤の

第 132 図　32 号復元建物比較対照図

(1)茅負の軒反りを増す
　（茅負成の半分位）

(2)高欄柱の形状
　（支柱は先端細く）

(3)軒丸瓦を入れる

(4)隅木に隅蓋を入れる
　（鎬は無し）

(5)鳥袋、熨瓦を
　入れる

(6)茅負隅に金物を
　（四天王寺参照）

(7)隠を入れる
　（六葉飾金具に）

(8)八双金具を入れる

(9)心柱継ぐ
　（法隆寺五重塔を参照する (10)通し肘木も可

　（法隆寺五重塔参照）

(11)入側柱高は側柱と同高

(12)柱は内転びに

(13)柱に胴張を入れる
　（初層のみでも）

(14)長押(内法、
 腰地)の成を低く

→
(15)母屋の位置を内側に

(16)肘木に舌、笹繰を入れる

(17)台輪を入れる

(18)垂木に反りを入れる

(19)大斗全体の寸法を小さく
　（胴張の最もふくらむとこ
　　ろに合わせる）

(20)隅木心柱に差し入れ

(2)法起寺三重塔参照

(6)資料不詳の
　ため会議中の
　スケッチで対応

(7)縮尺の都合に
　より簡略表現

(8)法隆寺東院夢殿参照

(12)法隆寺東院
　夢殿参照

(13)柱脚より柱長の
　1/3の位置を最も
　太くする

(14)0.7尺→0.57尺に

(16)笹繰→外部のみ

①中備

(19)部材寸法図参照

②母屋の位置を内側に

前会議時
（97.7.14）

本会議時
（97.7.28）
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解明を目的とするボーリング調査を平成 10（1998）年１月 27 日～３月 16 日の期間で実施した。その結果、建設

予定地には GL－6.85ｍまでＮ値 20 以上の粘性土地盤、Ｎ値 30 以上の砂質土あるいは礫質土地盤のよう良質な支

持層は認められず、建物の長期安定を図るためには、GL－6.85ｍまでの軟弱な粘性土層の改良が課題として挙げ

られた。地盤改良については、セメント系の固化材を用いて地盤を固める地盤改良工法の一つ、「混合撹拌固結工

法」の採用が適当と判断された。その結果、GL－7.150ｍまでのソイルセメントコラムを施工することが決定され

た。 

第 26 表 調査地の地層構成 

地層区分 記号 土質区分 分布深度（ｍ） 層厚（ｍ） 実測 N値（平均値）

盛土層 Ｂ 粘土 0.00～0.75 0.75  

ローム層 

 

Ｌｍ 火山灰質 

粘土 
0.75～4.00 3.25 7～3（5.0） 

Aso４ 

火砕流層 

４ｃ 砂混りシルト 4.00～6.85 2.85 3～5（4.0） 

４ｓ 軽石混り砂 6.85～15.00 以上 8.15 以上 7～17（11.2） 

 以上の結果、平成 10（1998）年３月には設計が完成し、その設計に基づき、平成 10（1998）年７月２日～平成

11（1999）年８月 30 日の期間で 32 号復元建物の復元工事が施工された。 

（ｃ）復元建物の概要 

 32 号復元建物は、平面八角形を呈する三層構造の鼓楼として復元した。基礎工事の関係で、復元位置は北側に

ずらして建設されている。建物規模は、建物高 15.8ｍ、延床面積 128 ㎡を測る。 

 建物頂部に宝珠を配し、屋根は瓦葺となる。行基式の本瓦葺で、総重量 76 トンの瓦を使用する。使用する瓦の

種類は、軒丸瓦、丸瓦、平瓦、熨斗瓦、鬼瓦で、軒丸瓦については、軒先すべてに葺き、熨斗瓦は３～５枚を重

ねたものとした。また鬼瓦については無紋としている。 

心柱は、三層目までの通し柱で、三層目の隅木を心柱に差し込みとめるのみである。心柱を中心に初層は３重、

二、三層目は２重に柱が巡る。途中、心柱は継いでいる。柱は胴張りを入れており、初層及び二、三層外部はヤ

リガンナ風、その他は、台鉋仕上げとしている。木材は、ヒノキ材を使用している。また、肘木は舌、笹繰を入

れたものを用いている。 

 三層目には、４方向に内開きの扉を付け、その間に連子窓を配し、連子窓の内側には内戸を設けている。外に

は高欄を配する。二層目には東西に板戸の窓、高欄、初層には南北に外開きの扉を設けている。初層の扉には八

双金具を入れている。 

 基礎部は、GL－1.000ｍまでコンクリートべた基礎で施工し、やや基壇状にあげ、地覆石を敷く。地覆石の石材

は安山岩を採用する。建物の周囲には、栗石をいれた周溝を配する。 

基礎下は、建設地に良質な支持層が分布していなかったため、建物の長期安定を図るため、GＬ－7.150ｍまで、

混合撹拌固結工法（ソイルセメントコラム）による地盤改良を施している。 

 

《特記仕様書》 

構造：木造  階数：３階  延床面積：128 ㎡ 

   工事特記事項 

   土工事：根切り・埋め戻し 
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       埋戻・盛土 良質花崗土（水締め、機械による突固め） 

   地業工事：捨てコンクリート地業（厚 50 ㎜、特記なきかぎり 60 ㎜とし平滑に仕上げる） 

                  （強度（特記なきかぎり 18Ｎ／㎜ 2スランプ 15 ㎝） 

鉄筋工事：一般事項 鉄筋の使用範囲、継手及び補強配筋については、共通仕様書の外、構造設計 

図による。 

        材料  異形鉄筋 

種   別 径 備 考 

ＳＤ295 Ｄ16 以下 Ｄ10、Ｄ13 

ＳＤ345   

ＳＤ390   

 

スペーサー モルタル製 

        加工組立て 

             

 

 

   コンクリート工事： 

・設計基準強度普通コンクリート 

         

 

 

 

       ・レデーミクストコンクリートの種別  １類（ＪIＳ表示許可工場製品） 

       ・セメントの種別  特記なき限り、普通ポルトランドセメントを使用する。 

       ・混和材料  ＡＥ減水剤標準型 

       ・寒中コンクリート 使用しない。 

       ・コンクリート試験 各１行毎かつ 150 ㎥毎を基準に行う。 

       ・床コンクリートの鏝仕上 Ｂ種 

       ・型枠 打ち放し型枠（特記なき限り、Ｂ種とする） 

・型枠締付金物の頭処理 締付金物（見隠れ部） コーン使用部（仕上げ部） 

・頭を除去の上錆止め塗装 

       ・防水剤入りモルタル充填（面内） 

       ・同上（コンクリート同一面） 

   石工事：各種岩類の仕様  

品質、産地、名称 仕上げの種類・厚さ 施工箇所 備考、目地の種類 

安山岩 内外 地覆  

 

   木工事 １ 材木の含水率 構造材 Ｂ種 

       ２ 造作材の等級 木地のまま又は透明塗料塗りの場合 Ｂ種 

接合方法 径 施工場所 

重ね継ぎ手 Ｄ16 以下 基礎 

ガス圧接   

設計基準強度 N／㎜ 2 スランプ ㎝ 摘要箇所 

18 15 基礎 

   

18 15 捨てコンクリート 
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         材質 仕様木材及び等級は別紙木材明細書（一等杉・檜）を参考にし、補足木材についても

いずれも抜節死節アテ等のないものとする。 

         仕上げ 外部及び一層内部は、ヤリガンナ風の仕上げとし、二層・三層内部は、台鉋仕上げ

とする。なお、仕上げ材の取り付け作業は素手で木材に触れないようにし、手垢等をつ

けないこと。 

       ３ 防腐処理・防蟻処理 最下部の地覆部分に講ずる。 

   屋根工事 瓦：特注瓦とする。 

形状については、別途資料により施工図を作成し、監督員の承認後、製作すること。 

   左官工事 配合、色目については、配合表及びサンプルを作成し、承認後施工すること。 

   建具工事 材料・仕上げ 

        木材は檜１等とし、一層内部、二・三層外部はヤリガンナ風仕上げとする。 

 

   

 

第 133 図 立面図（竣工） 

※寸法は尺寸法 1尺=296㎜
立面図　S=1/125

第 133 図　32 号復元建物立面図（竣工）



― 241 ―

31.00

※寸法は尺寸法 1尺=296㎜

宝珠天端 53.60

露盤下端 50.10

三層 桁天端 44.70

三層床 34.55

二層桁天端 31.13

二層床 19.93

初層桁天端 15.72

初層側柱天端 ±0
基準土間天端 -0.05

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ下端 -545m/m

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ上端 -45m/m

栗石上端 -595m/m

栗石下端 -695m/m

2.0 6.19 4.50 6.00 15.50

9.09 9.09

7.00 4.50 6.00

5.00

5.00

6.80 4.90 6.00

6.80 4.30 4.10

100

100

40

約40

100

100

40

約40

50

100

100

約49

.90

断面図　S=1/150

第 134 図　32 号復元建物断面図（竣工）
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第 137 図　32 号復元建物三層平面図（竣工）

※寸法は尺寸法　１尺 =296mm
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第 141 図　32 号復元建物ソイルセメントコラム配置図（竣工）
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第 142 図　32 号復元建物基礎伏図（竣工）

底版外周

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄｺﾗﾑ　φ800

注 )1.ｿｲﾙｾﾒﾝﾄｺﾗﾑは G.L-1,150 ～ G.L.-7,150 とする。

2. 改良地盤は 8t/ ㎡を確保すること。

柱心柱

注）1. 特記なき限り、基礎下端は G.L.-1,000 とする。
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写真 14　32 号復元建物施工

着工前 

コラム芯設置 ロッド検尺 

柱下基礎立ち上がり 土間コンクリート打設 

心柱受取付 心柱受取付完了 
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心柱伐採① 

心柱伐採② 心柱建方 

大斗加工 斗仮組検査 

通肘木取付 二層床下束取付
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初層垂木取付 茅負取付 

二層斗組立 二層隅木取付

柱盤取付 現場確認 

二層・三層心柱建方 三層束・母屋取付
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三層宝珠下地組 宝珠取付完了 

三層コケラ葺完了 三層平瓦葺き

三層丸瓦葺き 茅負金物取付 

モルタル塗り 二層内壁ルーフィンブ・メタルラス張り
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初層扉建付 初層扉建付完了

三層窓組立 三層扉建付

二層窓建付 防腐防蟻剤塗布 
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避雷針設置① 避雷針設置② 

竣工（南から） 竣工（北から） 
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竣工（初層内部①） 竣工（初層内部②） 竣工（初層内部③）

竣工（二層内部①） 竣工（二層内部②） 竣工（二層内部③）

竣工（三層内部①） 竣工（三層内部②）
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ｄ ５号復元建物（板倉） 

（ａ）遺構の概要 

５号復元建物は平成２（1990）年度の第 12 次調査で検出された５号建物跡に基づき復元した建物である。 

５号建物跡は、長者山東側裾部に設定した 90－Ⅲ区から検出された掘立柱建物跡で、桁行方向Ｎ74°Ｅを示す

梁行３間、桁行４間の総柱建物である。梁行 6.9ｍ、桁行 12.0ｍの規模を有し、柱間寸法は梁行方向で 2.3ｍ等間、

桁行方向で 3.0ｍ等間となる。 

検出された 20 基の柱掘方の平面形状は、主に円形状、楕円形状のものとに分かれるが、中には方形も認められ

る。最大のものでは長軸 110 ㎝、短軸 90 ㎝（Ｐ1・Ｐ19）、最小のもので長軸 80 ㎝、短軸 75 ㎝（Ｐ20）を測る。

柱痕跡は直径 25 ㎝～30 ㎝である。深さはいずれも５㎝程度で、後世、大幅に削平された状況がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 144 図 ５号建物跡 

（ｂ）復元に至る経緯 

平成７（1995）年 10 月 21 日開催の第３回建物復原検討委員会において、５号建物跡の建築年代が大野城・基

肄城と同時期の７世紀後半であることが確認された上で建物復元案（板倉・妻入りと平入りの２タイプ）が提示
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され、次のような検討が加えられた。 

・扉は両面に平入りでつけたら均等でよい。 

・棟木が細すぎる。 

・屋根は茅葺き。 

・掘立柱の柱穴の深さは３尺とする。基準尺の寸法は 295.5 ㎜。 

・切妻造で、屋根勾配 45 度とする。ただし、寄棟造もおかしくない。 

・垂木はスパンを倍にし、もう少し太くする。 

・桁と梁と叉首の組み合わせがおかしい。 

・建物入口については、外開き。 

続く 11 月 13 日開催の第２回保存整備検討委員会では、建物復原検討委員会の検討内容を踏まえ建物復元図案

を提示し、次のとおり説明を行った。 

・茅葺で、形態を蔵とし、唐招提寺の蔵、東大寺の経蔵、法隆寺の綱封蔵を参考にしたこと。 

・５号建物跡は全体に桁が長いので、高床式の板倉とし、掘立柱は束柱となること。 

・屋根は茅葺とし、切妻で屋根勾配は 45 度、形状は古井家住宅を参考にしていること。 

・入口の位置は今後検討を要すること。 

この復元案に対して、次のような検討が加えられた。 

 

 

 

第 145 図 復原案（妻入り・平入り） 

 

断面図２（妻入）　S=1/200

第 145 図　５号復元建物復元案（妻入・平入）

断面図１（妻入）　S=1/200

断面図２（平入）　S=1/200断面図１（平入）　S=1/200
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・建物入口は妻側も検討したが、結果的に平側の柱筋に合わせる配置とした。真中に配置することも可能。 

・屋根は茅葺なので、垂木に扇垂木のような化粧は必要ない。 

・棟押さえに千木を乗せ、天端は網代でおさえる。 

・茅葺は屋根が大きく見え、床高を下げると、屋根が目立つ。 

・板葺の板は相欠きでよい。 

・建物入口の位置については、全体の建物配置、動線計画のことを考慮し決めたほうがよい。 

 その後、５号復元建物の委員会等による審議は、平成 12（2000）年度の設計段階まで休止することとなるが、

その構造については、20 号復元建物と同様、吉田俊宏・北野隆氏により平成８（1996）年３月に発表された論文

（「古代鞠智城に関する研究－総柱建物の復元－」日本建築学会中国・九州支部研究報告第 10 号）において、そ

の建物の形態及び構造について具体的な検討が行われている。それによると、５号建物跡は平面規模から甲倉と

は考えにくく、落としはめ方式による板倉で、瓦の出土がないことから茅葺と考えられ、構造的には、「束柱総円

柱（直径 300 ㎜）、束柱上梁行方向のみ頭貫で結び、その上に台輪・鼠返しを据える。鼠返し上に角柱（方７寸）

を立て、角柱の横に掘り込まれた溝に上から厚板（厚 2寸 5分）を落とし込んで壁を構成する。柱上に桁を載せ、

梁をかける。杈首はすべての小屋梁上に掛け、棟木を支える。妻は隅杈首を掛け、寄せ棟屋根を形成する。屋中

は垂木と同じ断面の角材で杈首に縄で縛り、垂木、エツリをかけて茅を葺く。扉は南平側中央にあける。鼠返し

上に上がり框をおき、方立柱を立て、まぐさを組み、冠木をのせ、下方方立柱内に蹴放を仕込む。扉は内開きの

板戸である。」とする復元案が考えられた。 

平成 12（2000）年３月 17 日開催の鞠智城跡保存整備検討会議では、５号建物跡について次のような意見が出さ

れた。 

・総柱掘立の下部構造から高床式の倉庫であったと考えられるが、建物の性格については、調査成果からみ

ても根拠が明確でない。 

・武器庫の場合、高床は機能的ではない。武器の保管場所は兵舎内でも良いのではないか。当時の武器の検

討も必要。 

平成 12（2000）年度に入り、設計の作成に向けた、より具体的な細部意匠の検討が加えられるようになった。 

平成 12（2000）年５月 15 日開催の第１回建物検討委員会では、平行垂木（Ａ案）と扇垂木（Ｂ案）の復元案が

提示され、次のとおり検討が加えられた。 

・屋根については瓦の出土が無く、板葺、こけら葺の可能性も想定されるが、『日本三代実録』貞観 17（875）

年条に「群烏数百、菊池郡倉舎の葺草をかみ抜く（六月廿日）」の記述もあることから、茅葺とする。 

・屋根は寄棟造とし、逆茅葺は神社建築にしか見られないため真葺とする。茅材は地域性から薄（ススキ）

とする。 

・垂木は中央部分を平行に、妻部分を扇形に配する。 

・５号建物跡の平面規模から構造は板壁で「落としはめ込み式」とする。板の間には目地を入れる。 

・軒の反らしは、茅を膨らませる方法で行い、面戸板は手前に付ける。 

・安定性を増すため、頭貫（かしらぬき）は側柱にも入れる。 

・独立基礎とするが、建物が安定しないため基礎を地中梁でつなぐ。 

・入口の位置は明確な根拠が無く、59 号建物跡の例により１箇所で妻入りとし、扉は束柱に乗せる。 

・階段幅は３～４尺とし、鼠返しの趣旨から常設としない。 

・古代建築では木舞に竹を使用した例はなく、竹材は使用しない。 
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・妻側の「叉首」は不要。 

・棟押さえに、千木（ちぎ）は乗せない。 

・未加工の丸太は腐りやすく、柱は製材したものを使う。 

・当時杉は少なかったことから材料は檜とする。 

このほか、建物入口について西側か東側かの検討、建物の性格として「武器庫」か「米倉」かの検討が課題と

して挙げられた。 

続く７月 12 日開催の第１回保存整備検討委員会では、建物検討委員会で検討された事項について基本設計に反

映させたことを報告した。これに対して、建築の原則どおり扉は束柱に乗せるよう修正を加え、頭貫と台輪につ

いては再検討が必要であるとの意見が出された。また、建物の性格について、炭化米が出土していないという調

査成果から、「武器庫」としたいとする事務局提案に対して、次のような意見が出された。 

・防人が使用する武器は石弓や石槍が主で一般の防人に金属製の甲冑等はなかった点から高床は武器庫とし

て機能的でなく、常時出し入れが可能な構造とは言い難い。中国では武器庫に床はない。 

・武器庫を高床にするのは湿気を嫌う金属製武器への配慮と考えられる。緊急性を要する武器は兵舎内に保

管した。兵舎で日常的に使用する米をわざわざ米倉に貯蔵することはない。米倉であれば同種の建物がま

とまっているはずである。建物をグループで考えると兵舎（６号建物跡）との関わりから武器庫と考える

ことが可能。 

・５号建物跡は総柱であり床をもつ建物であるが、建物の性格については武器庫と米倉には基本的に構造上

の違いはない。正史に記録のある「兵庫」（武器庫）の可能性も否定できないが、調査成果による根拠が無い。 

以上、２つの見解が対立したことから、最終的には「武器庫」という性格付けは行わず、「倉庫」として復元す

ることで決定した。なお、名称的には落としはめ込み式の板壁から「板倉」と呼ぶこともできるとし、「板倉」の

名称を使用することとした。 

また、その建物入口について、59 号建物跡の入口方向から妻入りの１箇所で決定されたが、見学者の動線に配

慮して東側妻入りとする意見や、隣接する６号建物跡を兵舎とみなし、その位置関係から西側妻入りとする意見

があり、検討が加えられた。結果的に武器庫という性格づけができなかったことから、最終的に東側妻入りに決

定したが、施工段階で、あらためて見学者の動線を見直し、西側の長者山からの見学者の動線に配慮して、西側

妻入りで入口を設置することとした。 

こうした委員会等の審議を踏まえ、５号復元建物の復元工事に係る実施設計を平成 12（2000）年 10 月７日～11

月 10 日の期間で専門業者に委託した。 

平成 13（2001）年２月 21 日開催の第２回建物検討委員会では、５号建物復元工事実施設計図を基に、次のよう

な具体的指導が行われた。 

・扉には米倉・鼓楼と同じ錠をつけ、表板の止めに和釘を使用する。 

・扉の方立（辺付）を９寸～1尺に変更し、扉の戸当たりを壁芯に合うようにする。 

・母屋について現在の 1本を 2本に増やす。 

・束柱と柱の納まりについてお互いにほぞで止める。 

・床板について相じゃくりで止めているが、ダボを追加する。 

・茅葺屋根のムクリはなるべく無くす。 

・階段の蹴上がりをもう一段追加し低くする。階段は通常取り外しができる仮設とする。 

・垂木は磨き丸太とし、小端は斧などで削って古代風にする。 
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 以上の審議の結果を踏まえ、平成 13（2001）年３月 27 日～9 月 28 日の期間で５号復元建物の復元工事が施工

された。 

 

 

 

第 146 図 立面図（基本設計） 

1

1

基本設計図　東立面図　S=1/125

基本設計図　南立面図　S=1/125

第 146 図　５号復元建物立面図（基本設計）

垂木

階段

茅葺屋根

両開き扉

板壁

柱

束柱
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第 147 図　５号復元建物断面図（基本設計）

基本設計図　断面図１　S=1/125

千木

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

小屋束

軒桁

茅葺屋根

妻持

遺構面

保護盛土（良質真砂土）
ｱ200

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。
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（ｃ）復元建物の概要 

５号復元建物は、桁行 40 尺と校倉の規模の限界を超えていることから、掘立総柱の高床式板倉として復元され

た。建物の規模は、屋根高 30.50 尺（9.028m）、梁行 24.00 尺（7.104m）、桁行 40.00 尺（11.840ｍ）、床高 5.00

尺（1.48ｍ）、軒高 15.90 尺（4.706ｍ）を測る。 

 屋根は、茅葺きの寄棟造とし、茅材にススキを使用する。小屋組は桁の上に梁を置く折置組みに叉首を斜めに

さして、叉首構造の屋根組みとし、天井を設けていない。 

外壁は床上に柱を立て、柱の側面に彫った縦溝に厚板を落とし込んで壁とする「落としはめ込み式」を採用し、

床下は総束柱で、束上に頭貫、台輪で床を組み、桁行に鼠返しを通す。床板は、杉材を使用し、ヤリガンナ風仕

上げを施している。仕口、接合については、伝統的木構造継手、組手で行い、一部和釘を使用する。 

西側の妻側の中央に１箇所、外開き２枚板戸とする扉を設置し、板戸には和釘を使用する。扉前面に木製階

段を設置するが、常設としない。 

使用木材については、束柱・鼠返し・建具・建具関連材は檜材を使用し、それ以外は杉材を使い、垂木・鼠返

し等の端部は斧、ノミなどで削り、古代風の仕上げとしている。 

 

《特記仕様書》 

構造  掘立総柱建物、高床式板倉造（板倉）、木造 1 階建 

屋根  茅葺き（ススキ）、寄棟式 

外壁  板壁（落としはめ込み式、杉 1 等）、ヤリガンナ風仕上 

床板  高床板張（杉 1等）、ヤリガンナ風仕上 

仕口、接合  伝統的木構造継手、組手、一部和釘使用（遺物より） 

扉   高さ 6.6 尺（1.953ｍ）、幅 3.2 尺（0.947ｍ）×2枚、檜、外開き 2枚板戸、和釘使用 

その他 束柱・鼠返し・建具・建具関連材は檜、それ以外は杉 1等 

     垂木・鼠返し等の端部は斧、ノミなどで削り、古代風の仕上 

建物寸法  屋根高さ    30．50 尺（9.028ｍ） 

       梁行      24.00 尺（7.104ｍ） 

       桁行      40.00 尺（11.840ｍ） 

       床高       5.00 尺（1.48ｍ） 

       軒高      15.90 尺（4.706ｍ） 

                        （但し 1 尺＝29.6 ㎝） 

床面積 7.104ｍ×11.840ｍ＝84 ㎡ 
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第 148 図　５号復元建物立面図（竣工）

屋根：茅葺き

押え（カシ）

杉皮

柱（スギ）

階段（ヒノキ）

壁：板張（スギ）

束柱（ヒノキ）

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

押え（カシ）
杉皮

屋根：茅葺き

茅　葺

壁：板張（スギ )

扉（ヒノキ）
柱（スギ）

束柱（ヒノキ）

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

階段（ヒノキ）
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第 149 図　５号復元建物断面図（竣工）

押え（カシ）

隅棹（スギ）　末口φ0.40

杉皮

棟木（スギ） 0.65×0.10

叉首棹（妻）（スギ）0.40×0.40

叉首棹（スギ）0.60×0.60

母屋（スギ）　末口φ0.40

棹（スギ）　末口φ0.25

母屋（スギ）　末口φ0.40

梁（スギ）0.65×0.80

桁（スギ）0.65×0.80

鼠返し（ヒノキ）　ｱ0.40

三和土
基礎砕石 (RC-40)

砂利敷

ｽﾘﾑｴｯｼﾞ

三和土
基礎砕石 (RC-40)

砂利敷

ｽﾘﾑｴｯｼﾞ
基礎砕石 (RC-40)

基礎砕石 (RC-40)

三和土
ｺﾝｸﾘｰﾄ（21-15-20)
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-15-20)

遺構面

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

棟木（スギ） 0.65×1.10
棹（スギ）　末口φ0.25

叉首棹（梁）（スギ）0.60×0.60

母屋（スギ）　末口φ0.40

母屋（スギ）　末口φ0.30

軒桁（スギ）0.65×0.80

梁（スギ）0.65×1.0

戸当上（ヒノキ）0.27×0.45
蹴放し（ヒノキ）0.27×0.45
戸当縦（ヒノキ）0.25×0.45

扉（ヒノキ）ｱ0.20

敷居（ヒノキ）1.0×0.25
長押（ヒノキ）1.50×0.40

階段側板（ヒノキ）0.85×0.30

階段（ヒノキ）0.70×0.30

基礎砕石 (RC-40)

ｺﾝｸﾘｰﾄ（21-15-20)
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-15-20)
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棹（スギ）　末口φ0.25

妻桁（スギ）0.65×0.80

長押（ヒノキ）1.50×0.40

鴨居（ヒノキ）1.0×0.25
方立（ヒノキ）1.0×0.25

台輪（スギ）1.20×0.40
頭貫（スギ）0.50×0.70

束柱（ヒノキ） φ1.00

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

遺構面
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第 150 図　５号復元建物扉口詳細図（竣工）

軒見上図（竣工）　S=1/125

第 151 図　５号復元建物軒見上図（竣工）

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。
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柱（スギ）
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垂木（スギ）

軒桁（スギ）
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柱（スギ）

妻桁（スギ）

叉首棹（妻）（スギ）

垂木（スギ）

軒桁（スギ）

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。
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第 152 図 基礎伏図（竣工） 

 

写真 15  
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第 152 図　５号復元建物基礎伏図（竣工）

※寸法は尺寸法　１尺＝296mm

( ) 書寸法は mm 寸法とする。

遺構面

地中梁

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
束柱 φ1.00

写真 15　５号復元建物施工

着工前 基礎床掘 

捨コンクリート打設 基礎配筋検査 
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基礎コンクリート打設完了 沓金物検査 

束柱据付 再生クラッシャーラン敷込・プレート締固め 

板壁建方 桁材取付 

シュロ縄巻 茅葺（２工程）　中根付
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茅葺（13 工程）　葺上り 茅葺検査

茅葺　茅刈込み 栗石敷均し 

竣工（西から） 竣工（北から） 

竣工（建物内部①） 竣工（建物内部②）
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イ 露出展示                          

６棟の建物跡（礎石：49・64・67 号建物跡、掘立：60・61・63 号建物跡）について、露出展示の計画があった

が、これまでの整備の結果、49 号建物跡のみ露出展示を行っている。 

ウ 平面遺構明示 

   平面遺構明示施設の施工については、平成10（1998）～平成11（1999）年度、及び平成22（2010）年度に実施した。 

（ア）平成 10（1998）年度の施工 

   遺構明示した遺構 ９棟の建物跡（17・21・24・27・30・32・55・56・59 号建物跡） 

   工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年 3月 30 日 

   内容 遺構面舗装（透水性土硬化舗装）、掘立柱建物跡明示（擬木）、礎石建物跡明示（自然石、一部原位

置でない建物礎石を使用） 

（イ）平成 11（1999）年度の施工 

遺構明示した遺構  10 棟の建物跡（１～３・６・８・12・13・17・30・32 号建物跡） 

      ※17 号建物跡は、基面の透水性土硬化舗装のみ施工。 

      ※30 号建物跡は、平成 10（1998）年度に遺構明示工事を施工した心柱（擬木）の取替を実施。 

      ※32 号建物跡は、平成 10（1998）年度に施工した心柱（擬木）の取替及び菊鹿町道（現山鹿市道） 

の移設に伴って遺構明示範囲が拡大したため、その部分の透水性土硬化舗装を実施。 

   工期 平成 11（1999）年７月 14 日～９月 24 日 

内容 平成 10（1998）年度と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 153 図 遺構明示標準断面図 

掘立柱建物跡明示施設

礎石建物跡明示施設

第 153 図　遺構明示標準断面図

現状の保護盛土面

透水性土硬化舗装 t=３cm( 洗い砂）  

遺構面

再生クラッシャーラン t=10cm

再生クラッシャーラン

透水性土壌硬化舗装 t=３cm（黒色系）

掘方の明示

柱　穴

ギ木 φ300-L600（杉丸太木目仕上）

自然石 φ800 内外（遺構礎石と同種の形状が類似したもの）

透水性土壌硬化舗装 t-３cm（洗い砂）

現状の保護盛土面

再生クラッシャーラン t=10cm

礎石

遺構面



― 268 ―

写真 16　遺構明示の種類

掘立柱建物跡（31 号建物跡） 掘立柱建物跡（17 号建物跡）

礎石建物跡（56 号建物跡） 礎石・掘立柱併用建物跡（12 号建物跡）

柱掘方　床掘

基礎砕石出来形検測基礎砕石転圧

写真 17　掘立柱建物跡・遺構明示施工（32 号建物跡）
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擬木丸太据付 埋戻し転圧

埋戻面整圧 透水性土硬化舗装打設

心柱取替前 掘方明示撤去

擬木丸太撤去・基礎砕石出来形検測 竣工

写真 17　掘立柱建物跡・遺構明示施工（32 号建物跡）
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写真 18　礎石建物跡・遺構明示施工（59 号建物跡）

着工前 礎石設置 

路床基面整圧 透水性土硬化舗装打設

透水性土硬化舗装転圧 透水性土硬化舗装出来高検測

完了 
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（４）学習施設 

ア ガイダンス施設 

（ア）第１次基本計画における概要 

鞠智城跡の中心施設となるのは、城内各所で確認されている建物跡等の遺構であり、これらを有効に活用する

ことで、学習効果は大いに高められるが、それに合わせ、第１次基本計画では、検出遺構、築城以前及び廃城後

の米原台地及び周辺の状況、その他古代山城等、当時の歴史、国際情勢などを詳しく紹介するためのガイダンス

施設の整備が計画された。この基本計画における概要は次のとおりである。 

ａ 導入機能・規模 

 ・案内機能（約 50 ㎡）・・・・・計画地あるいは周辺諸施設の案内：案内コーナー、情報コーナー等 

 ・解説機能（約 200 ㎡）・・・・・鞠智城の構成や歴史、築城の背景や地域変遷等の解説。他の古代山城との比

較等の解説、解説板、映像解説室等 

 ・展示機能（約 200 ㎡）・・・・鞠智城跡の遺物、模型、パネル等の展示：展示コーナー、展示室等 

 ・管理機能（約 300 ㎡）・・・・計画地全域の管理、運営、管理人室、事務室、器具庫、倉庫等 

 ・休憩機能（約 200 ㎡）・・・・見学者のための休息、休憩：休息コーナー、軽食喫茶コーナー、便所等 

ｂ 配置 

平成 5（1993）年 10 月 27 日開催の鞠智城跡検討委員会では、八角形建物跡の東側にメインのものがあったとい

う考えから施設の配置を中央谷部から上原地区の南部に振り返られないかといった意見が出された。上原地区に

ついては遺構も無かったが、地元としては農業基盤整備（水田化）を強く希望していたことから、上原地区を農

地として残し、長者原地区は公有化し、建物位置については中央谷部で計画することとした。 

また、平成 6（1994）年 7 月 4 日、9 月 28 日に開催した保存整備基本計画策定委員会では、建物は恒久的なも

のか暫定的なものとするのか。大きな箱物が必要か。取りあえず小さなものをつくり調査が進んで大きなものに

するのか等も含め今後検討が必要といった意見が出された。 

ガイダンス施設はその建築機能からして、計画地への来訪者が最初に立ち寄る施設であり、そのため、下記の

ような要件を考慮した結果、基本計画においてはその設置場所を、町道稗方・立徳線に隣接した遺構集中地区の

うち、既に発掘調査で確認された遺構の存在しない箇所（長者原地区中央谷部）に設定した。 

《要件》 

・計画地へのアクセス道路に近接していること。 

・計画地の主たる遺構復元明示施設等に近接していること。 

・管理のほか、来訪者の雨よけや休息のため出来るだけ計画地の中心部に位置すること。 

・附帯施設として駐車場の併設が望ましいこと。 

・建設に際して遺構等に与える影響が少ないこと。 

ｃ ガイダンス施設の概要 

  構造：鉄骨造平屋建 

  面積：約 1,000 ㎡ 

 デザインは、歴史的文化的環境にふさわしい形態、色彩等とする。 

（イ）整備に至る経緯 

ａ 設置場所についての検討 

平成 13（2001）年 1 月 15 日開催の保存整備検討委員会では、ガイダンス施設の設置場所や規模・構造について



― 272 ―
 - 272 -

審議が行われた。第１次基本計画では、長者原地区中央谷部付近に設置することとしていたが、その後の調査で

ガイダンス施設駐車場を予定していた場所から掘立柱建物等の建物遺構（60 号～63 号建物跡）が発見され、施設

への引き込み道路が遺構を分断することになるため、事務局から新たに長者原地区南東端を建設用地とする提案

がなされた。 

これに対し委員からは、城域内の土地利用を変更する場合は、あらかじめ委員会の承認を得ておく必要がある

との指導があった。また、国指定史跡に永久建築物は原則認められないこと（地下遺構に支障がない場合、例外

的に認められる場合もある）、基本計画や基本設計を変更する場合は十分に内容を検討し委員会に諮った上で決定

しなければならないこと、といった指導もなされた。何故、この場所としたのかとの質問に対して、事務局から、

変更場所は県有地と無償貸借できる町有地にまたがること、遺構が集中している箇所から外れており地下遺構に

影響のない場所であること、史跡の東端にあり歴史的景観を壊さない位置であること、アクセス道に面し史跡見

学の入口であり、外部からのアクセスと史跡内の見学者の動線から最適の場所であること、といった説明を行っ

た。 

委員からは、今一度候補地を挙げて比較検討を行ってはどうかとの意見も出されたが、最終的に、史跡との十

分な距離を確保すること、将来の建て替え時に場所も含めて再度検討することといった条件を付した上で、長者

原地区南東端をガイダンス施設の建設場所として承認を得た。 

ｂ 建物構造等についての検討 

鞠智城跡における建物整備（復元整備を含む）については、これまで県単独事業のほか、国の補助事業を活用

し進めてきた。そのため、予算の確保にあわせて整備を進めていくという点で日程的に厳しく、保存整備検討委

員会の意見を十分に活かしきれない部分があった。ガイダンス施設についても、平成 12 年度に林野庁の「地域材

利用促進木造公共施設等整備事業」の内示を受け、基本計画の具体化に向け検討を行ったが、事務局の進め方も

含めて指導がなされている。 

平成 13（2001）年 1月 15 日開催の保存整備検討委員会では建物の規模や構造について検討が行われ、委員から

「史跡内の永久建築物については、あまり目をひく建物は避けるべき」、「示された配置図では史跡の景観を著し

く損ないかねないため、菊鹿町（現山鹿市）の物産館も含めて、既存の復元建物とは距離をとるべき」、「デザイ

ンについて安易に八角形で統一するのではなく、機能や周囲とのバランスを考えて見直しをすること」、「短期間

での計画立案であり機能や規模について検討を今一度行うこと」、「建物の名称等も含めて、文化庁にも十分説明

できる形にすること」、「将来、収蔵能力が不足することの無いよう、増築の可能性も残しておくこと」、といった

指導がなされた。 

 平成 13（2001）年 7 月 22 日開催の保存整備検討委員会では、「ガイダンス施設と復元建物との区別化が必要で

あること」、「今までの建物に遠慮するのも良くないので自信を持って建てること」、「遺跡内のものは委員会に諮

ること、テーマパーク的な進め方だが、施設が整備され新しいうちは来園者が多いが徐々に減っていくため、新

たな関心・知的なものの検討が必要であること」、「どのように管理するかを考えること」、といった指導がなされ

ている。 

平成 13（2001）年 12 月 6日開催の保存整備検討委員会ではこれまでの経緯も踏まえ、事務局の進め方に対して

も厳しい指導と指摘がなされている。例えば、「ガイダンス施設設計委託の内容の変更に関し、事前に委員会に諮

るべきであった（基本計画での原案から変更された）。」、「外観を初めて見たうえに今年度に出来るというのでは

責任が持てない。」、「委員会は復元建物を建てる際のアドバイスをするだけではなく景観等も含めて守備範囲であ

る。」、「全体の保存計画があって、その上にたって調査なり整備なりがあり、それに則って復元を進めていくのが
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本来のあり方である。」、「景観的な調和を考えて筋が通っていなければならない。検討委員会の設置要綱上、他自

治体の建造物（山鹿市が所管する物産館：現「長者館」）についても当委員会に責任があるが、当該施設に関する

情報が出されていない。」等々である。事務局からは、これまで整備そのものに粗漏があったものではなく、県予

算の確保に合わせ、予算の許す範囲で、少しずつ実施してきたため、委員の先生方の御指摘どおりにいかない面

があったこと、32 号復元建物（鼓楼）については、熊本で開催する国民体育大会の開催時期（平成 11（1999）年

10 月）に復元整備を間に合わせたいとの思惑もあったこと等、従来の整備事業の進め方の反省に立って、今後の

整備については、長期的な準備期間が必要であり、そのような反省や期間を踏まえた上で平成 14（2002）年度か

ら始まる、第 2次基本計画を作成したことを説明した。 

同日の検討委員会ではガイダンス施設についての個別意見として、「そのデザインについては、全体に近世社寺

をイメージさせ、特に玄関の屋根は近世（江戸時代）の建物を踏襲している。なんらかの歴史的な建物を基に、

学術的に検証しているはずとは思うが、江戸時代の大名屋敷を模して建てた現代建築のようで良くないのではな

いか」といった意見がだされた。事務局からは、建物は当初から復元建物を意識しておらず、現代的なものを考

えていた。玄関、屋根の膨らみについては見直すこととして回答した。 

また、「館内に収蔵室が入っているが、木造建築のため、災害・火災等による遺物及び資料の焼失が心配であり、

防火設備はしっかりして欲しい。」、「管理運営については、独立してやる方が望ましい」、「館の名称については装

飾古墳館のように、すっきりした名称が良いのではないか、鞠智城跡という名前も使いたい（例えば「鞠智城跡

ガイダンス施設」でも良い）」、「物産館については他自治体が建てるものではあるが城域内であり、町に早めに打

診し外観の統一が必要」、といった指導がなされた。 

以上のように、事務局からガイダンス施設建設について説明を行ったが、委員からは数々の疑問が出され、歪

なところは修正し、手直しできることがあれば各委員に早急に報告をすることとした。 

（ウ）ガイダンス施設の概要   

 鞠智城跡で検出された各遺構は、適切な保存と効果的な整備により鞠智城跡を理解するための最良の教材であ

る。平成 11（1999）年度までに遺構明示や復元建物等の整備が進み、歴史公園としての形が整いつつあるが、見

学者に鞠智城を十分知ってもらい、学校教育や生涯学習に活用してもらうための総合的学習施設として、また、

調査研究や史跡管理の拠点施設としてガイダンス施設を設置した。 

 

 

写真 19　ガイダンス施設全景
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なお、観光バス等を利用して来場するケースが多く、バス 1 台の団体が一度に観覧し、職員が説明できる規模

を想定し施設内での動線は 50 人を１単位として検討している。 

 ａ 設置場所 

次の理由により長者原地区の南東端に設置した。 

・城域の南東端で歴史的景観への影響がない。 

・主たる遺構や展示施設から著しく離れていない。 

・地下遺構に影響がない。 

・アプローチ道路に近接している。 

・付帯施設として駐車場のスペースが確保できる。 

・計画地内における動線の起点となる位置である。 

ｂ 構造 

次の理由により木造瓦葺 2 階建てとした。 

・従来から地域材を使用した整備を掲げている。 

・遺跡内に位置するため、周辺景観に配慮する。 

・復元建物から距離を保つため、建物全体を敷地の端に寄せる必要がある。 

ｃ 導入機能 

（ａ）展示解説機能：１階「展示解説室」（226.44 ㎡） 

鞠智城跡とその時代を、国際的な視野のもとで総合的に理解するための展示解説を行う。出土遺物、模型、 

パネル等による展示。 

（ｂ）映像解説機能：１階「映像解説室」（68.04 ㎡） 

解説映像、企画映像、歴史をテーマとした映像作品などを提供する。 

約 50 名の団体が一度に着座できる規模を想定。観覧席は雛壇式とし、車いす席を設ける。 

（ｃ）総合案内機能：１階「受付」（12.96 ㎡） 

鞠智城跡及び周辺諸施設に関する情報を提供する。来館者受付、説明申込み予約受付、館内案内。 

（ｄ）休憩機能：２階「休憩コーナー」(117.91 ㎡) 

見学者のための休憩コーナー。 

（ｅ）研究機能・管理機能：２階「事務室」（46.80 ㎡） 

調査研究・史跡管理の拠点。 

（ｆ）収蔵機能：１階「収蔵庫」（23.49 ㎡）２階「作業室」（31.59 ㎡）、２階「収蔵庫」（42.12 ㎡） 

出土遺物を整理、収蔵する。 

（ｇ）情報発信機能：（２階休憩コーナーを活用） 

学習会、地域交流事業、地域間交流事業を開催し、鞠智城跡に関する情報を広く発信する。 

ｄ 建物概要 

  工期 平成 13（2001）年９月 27 日～平成 14（2002）年３月 20 日（本体工事） 

     平成 14（2002）年１月 23 日～３月 29 日（昇降機設備工事） 

     平成 14（2002）年３月１日～29 日（映像解説設備工事） 

     平成 14（2002）年３月 11 日～29 日（座席設置工事） 

  構造 木造一部鉄筋コンクリート造 
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屋根  復元風瓦葺き一部銅板葺き 

壁   腰：杉下見板張り   上部壁：日本塗壁  開口部：アルミサッシ 

床面積   1 階 516.543 ㎡、2階 362.880 ㎡   ※1 階既設部分（便所）79.695 ㎡ 

延床面積  959.118 ㎡（879.423 ㎡） 

   床高  0.300ｍ 

   階高  １階 4.00ｍ、2階 3.55ｍ 

   軒高  7.850ｍ 

   最高高 12.325ｍ              

 

 

 

 

 

写真● ガイダンス施設北側写真 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

第●図 ガイダンス施設立面図 

F.L

既設便所棟

北面立面図　S=1/300

F.L

F.L

西面立面図　S=1/300

東面立面図　S=1/300

第 154 図　ガイダンス施設立面図

写真 20　ガイダンス施設北側 
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写真 21　ガイダンス施設１階内部
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第 156 図　ガイダンス施設２階平面図

収蔵庫 作業室

休憩コーナー

男 WC

女 WC

WC

資料保管室事務室

廊下

玄関庇

屋根

通路屋根

駐車場屋根

屋根

写真 22　ガイダンス施設２階内部

休憩コーナー 作業室

収蔵庫 エレベーター



― 278 ―
 - 278 -

イ 案内板、解説板 

 案内板、解説板は、第１次基本計画において、鞠智城跡を訪れる見学者に対し、鞠智城についての理解を深め

ていただくため、学習施設の１つとして、建物遺構、土塁遺構、展望景観等の解説等を行うために城内各所に設

置する計画が立てられた。結果、音声解説板も含め、平成 10（1998）～11（1999）年度にかけて長者原地区に設

置した。案内板は計画地の入口付近に、解説板は主たる遺構保存整備施設（復元建物等）付近や周辺地区展望地

に設置した。 

なお、案内板等の設置にあたっては、歴史的景観に違和感のない洗練されたデザインのものとし、素材、形状、

色彩等の統一を図った。 

（ア）平成 10（1998）年度 

工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年３月 30 日 

   内容 米倉説明看板２基（仮設駐車場東に設置。現在は撤去している。） 

モニュメント広場地図入看板１基（モニュメント広場北に設置。現在は撤去している。） 

      大型車乗り入れ禁止看板２基（シンボル広場駐車場入口に設置。現在は撤去している。） 

 

写真● 米倉説明看板               写真● モニュメント広場地図入看板 

  

 

（イ）平成 11（1999）年度① 

工期 平成 11（1999）年７月 14 日～９月 24 日 

内容 解説板４基及び簡易解説板６基の設置 

ａ 解説板 

自然石サビミカゲ縁石、陶板プレート、コンクリート基礎。 

・16 号建物跡（兵舎）解説板１基（Ｗ915×Ｂ590、陶板プレート写真 300×300×11、文字 300×300×11） 

・20 号建物跡（米倉）解説板１基（Ｗ915×Ｂ590、陶板プレート写真 300×300×11、文字 300×300×11） 

・32 号建物跡（鼓楼）解説板１基（Ｗ1215×Ｂ780、陶板プレート写真 400×400×15、文字 400×400×15） 

・49 号建物跡（宮野礎石）解説板１基（Ｗ610×Ｂ590、陶板プレート写真 300×300×11） 

 

 

 

 

写真 23　米倉説明看板　 写真 24　モニュメント広場地図入看板　
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解説板①

解説板②

第 157 図　解説板実施設計図①（平成 11 年度）

陶板 300×300×11（モルタル止メ）

１色→１枚　カラー→１枚

シリコン系シーリング

陶板 400×400×15（モルタル止メ）

１色→１枚　カラー→１枚
シリコン系シーリング

面取り

面取り

モルタル 1:3

コンクリート 18N-8-40

サビミカゲ石
（キカイ引きバーナー仕上げ）

モルタル 1:3

捨コンクリート 16N-8-25

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0 ～ 40mm

面取り

面取り

サビミカゲ石
（キカイ引きバーナー仕上げ）

モルタル 1:3

捨コンクリート 16N-8-25

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0 ～ 40mm

モルタル 1:3

コンクリート 18N-8-40
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写真● 平成 11 年度解説版設置写真 

   

   

 

ｂ  簡易解説板 

 長者原・長者山地区を６ゾーンに区分し、各ゾーンにお

ける建物跡の配置を解説する簡易解説板を設置した。 

１号建物跡付近簡易解説板（Ｗ800×Ｂ600）１基、４号

溝跡付近簡易解説板１基、17 号建物跡付近簡易解説板１基、

24 号建物跡付近簡易解説板１基、49 号建物跡付近簡易解説

板１基、59 号建物跡付近簡易解説板１基の計６基を設置。

平成 23（2011）年度現在は撤去している。 

（ウ）平成 11（1999）年度② 

工期 平成 11（1999）年８月 18 日～11 月 30 日  

解説板③

第 158 図　解説板実施設計図②（平成 11 年度）

陶板 300×300×11

( モルタル止メ）

カラー→１枚

平 面 図 正 面 図 側 面 図

写真 25　平成 11 年度解説板設置

32 号建物跡（鼓楼）解説板 20 号建物跡（米倉）解説板

16 号建物跡（兵舎）解説板 49 号建物跡（宮野礎石）解説板

写真 26　簡易解説板設置　
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   内容 音声解説板を２基設置 

八角形鼓楼音声解説板（Ｗ750×B450×H800）１基 

温故創生之碑（モニュメント広場）音声解説板（Ｗ750×B450×H800）１基 

制御回路機器製作。本体枠はステンレス２B板ｔ1.2 加工、表装プライマー処理、ウレタン塗装。 

コンクリート基礎 

写真● 音声解説板設置状況 

                  

 

 

 

 

 

  

 

             

                        

 

 

 

 

 

 

第●図 解説板配置図 

写真 27　音声解説板設置

八角形鼓楼音声解説板（前面）

八角形鼓楼音声解説板（背面） 温故創生之碑（モニュメント広場）音声解説板

Ｓ=1/3000第159図　長者原地区解説板配置図

鼓楼

「八角形建物」解説板

「兵舎」解説板

「米倉」解説板

「宮野礎石」解説板

「板倉」解説板 八角形建物
音声解説板

温故創生之碑
音声解説板
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（エ）平成 13（2001）年度 

工期 平成 14（2002）年３月 15 日～29 日  

   内容 ５号建物跡（板倉）解説板１基（Ｗ915×Ｂ590、陶板プレー 

ト写真 300×300×11、文字 300×300×11）、自然石サビミカ 

ゲ縁石、陶板プレート、コンクリート基礎。 

 

（５） 休養、便益施設 

ア 駐車場 

 鞠智城跡へのアクセスは自家用車によるものが大半である。第１次基本計画では駐車場整備について、周辺か

らのアプローチ道路に連結しやすい場所であること、遺構の保存上から可能な限り遺構の分布しない地区で歴史

的景観形成上影響を与えないこと、自然地形の保存上から造成等による影響が軽微であること、駐車場から各施

設等への徒歩によるアクセスを考慮し極力主要遺構地区に近接していることなどを要件としている。鞠智城跡へ

のアクセスとしては、鞠智城跡中心部を縦断する町道稗方・立徳線にアプローチする北方（福岡方面）、及び南方

（熊本方面）からの２箇所がその主なものであり、同線に連結しやすい場所で、各方向からのアクセスを考慮し、

シンボル広場駐車場（長者原地区南東）、ガイダンス施設駐車場（長者原地区中央）、大型駐車場（長者原地区北

側）の３箇所（約 8,700 ㎡）に分散して整備を計画した。 

（平成 6（1994）年 9 月 28 日の基本計画策定委員会では、着いたところに見るべき物がなければ利用が少ないた

め、メインの建物近くに駐車場が必要といった意見や管理のことも含めてガイダンス施設周辺に駐車場が必要と

いった意見が出されている。） 

（ア）シンボル広場駐車場 

 シンボル広場駐車場は、平成８（1996）年 10 月３日～平成９（1997）年３月 25 日の期間に工事を施工した。

駐車場の規模としては大型車２台（3.487ｍ×13.050ｍ×2台）、普通車 15 台（2.250ｍ×4.950ｍ×15 台）である。 

駐車場周りは自然石縁石（65.85ｍ）で囲い、駐車

スペースについては透水性植生ブロック（98.23

㎡）・透水性平板舗装（72.52 ㎡）を行い、駐車場桝

車止めを 30 基設置した。そのほか駐車場内はアスフ

ァルト舗装（509.50 ㎡）している。また、駐車場周

辺にはカンツバキ、コグマザサ、ドウダンツツジ等

を植栽した。 

  なお、シンボル広場駐車場を整備した箇所には、

平成 13（2001）年度にガイダンス施設を建設してお

り、現在は撤去されている。 

（イ）仮設駐車場 

 平成 11（1999）年６月９日～９月 17 日には、八角形鼓楼の落成や熊本未来国体（国民体育大会）による視察等

による来園者の増加を考慮し、長者原地区南側に仮設駐車場及び町道稗方・立徳線への取付道路整備（駐車場 2,308

㎡＋取付部分 336 ㎡＝2,644 ㎡）を実施した。駐車場の規模としては大型車１０台（3.5ｍ×13.0ｍ×10 台）、普

通車 23 台（2.5ｍ×5.0ｍ×23 台）である。下層路盤工事（再生クラッシャーランｔ＝0．1ｍ～0．15ｍ）、防塵処

理工事、７号砕石転圧表層工事（再生密粒度アスコンｔ＝0.05ｍ）の後、駐車枠トラロープ止めアンカーにより

写真 29　シンボル広場駐車場

写真 28　５号建物跡（板倉）解説板
写真 28　５号建物跡（板倉）解説板
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整備した。また、集水枡設置、駐車場周辺の法面整備、張芝工事を併せて実施している。 

 平成 16（2004）年度に中央であいの広場（駐車場）として再整備し、現在に至っている。 

写真● 平成 11 年度仮設駐車場設置等写真 

  

   

 

イ 便所 

 便所の設置については、駐車場等に配置するほか、ガイダンス施設等建築構造物内に併設することとした。 

また、便所内は来園者が利用しやすいよう、サインや手すり、荷物置き、非常呼び出しボタン等を設置してい

る。 

鞠智城屋外便所 

 平成９（1997）年１月 11 日～３月 24 日にかけて、鞠智城屋外便所新築工事を実施した。現在は、ガイダンス

施設の東隣に位置する。 

 ＲＣ（鉄筋コンクリート）構造。屋根は着色ガルバニウム鋼板 0.4 ㎜特殊瓦棒葺き、壁はファインウォール・

一部化粧打ち放しコンクリート撥水剤塗布。建築面積 79.695 ㎡（延床面積同じ）。階高 3.20ｍ。 

 男子便所内に多目的便所１（身障者用１、手荷物棚、ステンレス手すり）、洋風大便器１、小便器３、女子便所

内に多目的便所１（身障者用１、幼児用１、ベビーシート、手荷物棚、ステンレス手すり）、洋風大便器２、和風

大便器１を設置している。 

なお、平成 14（2002）年３月に多目的トイレ内に呼び出しボタンを設置。ガイダンス施設の事務室及び受付に

表示されるよう改修を行っている。 

写真 30　仮設駐車場設置　

仮設駐車場全景 配水管設置 

仮設駐車場南法面張芝 仮設駐車場東側張芝 
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写真● 屋外便所設置写真 

 

 

第●図 屋外便所平面図 

ウ 広場 

 園地、広場施設は、計画地域内の限られた平坦地に配置されるが、遺構分布地区とも重なるため遺構保存整備

と一体化して整備し、尾根上の土塁推定ラインと重なる動線上のビューポイントには、展望可能な小広場や四阿

を設けた。第１次基本計画では、長者原地区に検出遺構の保存整備施設を展示した遺構整備展示広場、長者原地

区北側谷部のガイダンス施設近くに屋外での学習・休憩広場等多目的に利用できる研修広場、長者原地区南東側

町道沿いに鞠智城のシンボル施設を中心としたシンボル広場、また、鞠智城跡南側の深迫門から堀切門上部の平

坦地に古代の生活・文化の体験広場を計画している。 

 

（ア）シンボル広場 

第１次基本設計では、鞠智城の保存整備はその面積規模が広範囲に及ぶため、利用者にとって周辺からのアク

セス、あるいは地区内における位置の認識のため、ランドマーク、シンボルとなるような施設を設置することと

した。八角形建物跡の復元もシンボル、モニュメントとなるが、設計対象区域においては南側の入口部分にモニ

ュメントを有するシンボル広場を整備するものとされた。なお、モニュメントの位置については改良途中の町道

写真 31　屋外便所設置　 

竣工 (前面） 竣工（背面） 

柱、杉120×120

膳板人工大理石

沓摺黒御影100×50

多目的便所

機械室

男子便所

掃除道具入

カウンター人工大理石

配管ピット改メ口
アルミ600×600

棚、メラミンフラッシュ25

膳板人工大理石

ガラスブロック190×190×95柱、杉120×120

カウンター人工大理石

棚、メラミンフラッシュ25

豆砂利洗出コンクリート

膳板人工大理石

女子便所

多目的便所

ピロテイ

第160図　屋外便所平面図

S=1/150
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立徳・稗方線の菊池、菊鹿方面の両側から見える位置とした。 

シンボル広場の舗装は、八角形の台座を中心とした八角形の輪が広がるデザインとした。透水性の平板を使用

し、雨水については舗装を透水性とすることで極力集めないようにし、道路側側溝等へ分散して流している。 

ａ 平成 8（1996）年２月９日～３月 25 日に、モニュメント広場透水性平板舗装・自然石縁石（一部）、道路

側溝・集水枡・暗渠配水管工事を実施した。また、広場周辺切土法面張芝工事も合わせて実施。 

ｂ 平成 8（1996）年 10 月３日～平成 9（1997）年３月 25 日に、モニュメント広場モニュメント周辺八角形部

分の透水性平板舗装工事（461.49 ㎡）を実施。路床転圧後クラッシャーラン敷均し（100 ㎜）・転圧、溶接

金鋼布設、基礎コンクリート打設（70 ㎜）、敷モルタル（35 ㎜）、透水性平板布設の順で工事を施工。周辺

の排水工事、車止め９基設置も併せて実施した。 

また、見学者の利便を図るため説明板（モニュメント「温故創生之碑」について。Ｗ1250×950、ステンレ

ス・エッチング仕上げ。自然石サビミカゲ縁石、コンクリート基礎。）1 基を設置。併せてモニュメント広

場・駐車場周辺植栽工事（コグマザサ、アセビ、ヒガンバナ、ユキヤナギ、ヤマブキ、マユミ、ミツマタ、

ドウダンツツジ、ヒメシャラ、ガクアジサイ、カンツバキ、レンゲツツジ）を実施した。さらに、防犯上

の見地から、モニュメントを中心とした景観に支障とならない場所に照明灯を３基設置した。 

 

 

第●図 シンボル広場施工図 

 

 

第 161 図　シンボル広場施工図
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写真 32　シンボル広場設置　

着工前 クラッシャーラン敷均し 

溶接金網布設 基礎コンクリート打設 

透水性平板敷設 車止め設置 

植栽（ドウダンツツジ） 完了 
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 《鞠智城温故創生の碑》 

 鞠智城跡整備事業のシンボルとして建立。群像や台座のレリーフ、万葉集の防人の歌は、鞠智城の歴史的背景

を物語るとともに、日韓親善と平和をイメージ。 

 〈内容〉 

ａ 温故創生之碑  造語で、温故は「調査研究」、創 

生は「整備による利活用」を意味 

する。 

ｂ 群像      制作は石原昌一氏（熊本大学教育

学部教授）。五体の人物と、一体

の鳳凰を配する。八角形の台座

（御影石）は、南側八角形建物と

同一規模。 

    防人（さきもり）高さ 2.5ｍ。鞠智城の警護につ

いた兵士。任務にあたりながらも

望郷の念に駆られ、苦悩する青年

兵士をイメージしている。 

    防人の妻子  妻は高さ 2.25ｍ。子供は高さ 1.5

ｍ。遠国の警護に赴く夫を見送る妻と子を表現している。平和への祈りの意味を込めて

いる。 

    憶礼福留（おくらいふくりゅう）座高 1.62ｍ。築城を指揮したと思われる百済の貴族。 

    巫女（みこ） 高さ 2.25ｍ。八方ヶ岳に祈っている。律令時代の女性風俗を表現している。       

    鳳凰     平和をイメージしている。同一の像を二体で一対とする。 

c レリーフ    下段の台座に、6枚を掲げる。製作は、石原昌一氏と門下生。 

大化の改新詔発布（648 年）古代国家（律令時代）の出発点になった詔。豪族の私地私民を廃止して、 

地方発布（646 年）行政組織を整備し、戸籍や税の制度も整えた。 

百済滅亡（660 年）唐と新羅の両軍は、白馬江を遡って、百済の扶餘城へ進軍。壮絶な戦いの後、扶餘城 

は落城するが、この時、残された後宮の官女達は、崖渕の「落下岩」から白馬江に身を

投げたと伝えられる。 

白村江の戦い（663 年）百済から援軍の要請を受けた中大兄皇子は、水軍を送って新羅を攻めるが、白馬 

江の河口、白村江で大敗。溺死するものが多く、逃げる余裕もなかったと『日本書紀』 

は伝える。 

     鞠智城の築城（664 年頃）中大兄皇子は、白村江の敗戦後、国家防衛の体制を整える。その際、百済の貴

族の指導で、鞠智城を含めた古代山城が築かれた。 

     鞠智城の異変（858 年）平安時代になると、鞠智城で幾つかの異変が起きたことが記録されている。兵庫

の鼓が自鳴し、不動倉が火災を起こし、烏の群れが屋根の葺草を噛み抜く事件が次々と

起こっている。 

    米原長者伝説 鞠智城の廃城後、米原長者伝説が生まれた。畑地から多量の焼米が出土したことによる。

夢に導かれて、京都から、お姫様が米原にやって来て、炭焼き五郎という若者がお嫁にも

写真 33　温故創生之碑
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らったが、その後幸運が続いて、大金持ちになったという物語である。 

ｄ 防人の歌     万葉集から３首。兼城昌山氏の毫筆 

            父母が頭かき撫で幸く在れていひし言葉ぜ忘れかねつる。 

            わが妻も畫にかきとらむ暇もか旅ゆく吾は見つつしのはむ。  

             防人に行くは誰が夫と問ふ人を見るが羨ましさ物思もせず。 

※石原昌一 1997「鞠智城跡温故創生之碑群像」パンフレットより 

 

（イ）長者原地区遺構整備展示広場 

長者原地区には、鞠智城の遺構が数多く検出されている。遺構整備展示広場はその検出遺構を復元又は明示し

た広場であるが、各遺構について保護盛土を行った後、盛土、盛土敷均し、法面整形し、張芝を実施している。 

ここでは、張芝工について以下に述べる。 

 

 第●図 長者原地区遺構整備展示広場平面図 

 

 

 

 

 

 

 

第162図　長者原地区遺構整備展示広場平面図 Ｓ=1/3000
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ａ  平成８（1996）年度 

工期 平成９（1997）年３月 20 日～10 月 15 日 

内容 張芝工事Ａ＝2,800 ㎡ 

  

   

 

    

 

北側斜面：法面整形 北側斜面：張芝 

北側斜面：完了 建物跡周辺：盛土搬入 

建物跡周辺：盛土敷均し 建物跡周辺：完了 

写真 34　平成８年度張芝施工

北側斜面：法面掘削 北側斜面：盛土出来形検測 

北側斜面：法面整形 北側斜面：張芝 

北側斜面：完了 建物跡周辺：盛土搬入 

建物跡周辺：盛土敷均し 建物跡周辺：完了 

北側斜面：法面整形 北側斜面：張芝 

北側斜面：完了 建物跡周辺：盛土搬入 

建物跡周辺：盛土敷均し 建物跡周辺：完了 
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ｂ  平成 10（1998）年度① 

工期 平成 10（1998）年６月 19 日～平成 11（1999）年２月 26 日  

内容 張芝工事Ａ＝11,279 ㎡ 電気設備工事一式 

   

    

 

ｃ  平成 10（1998）年度② 

工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年３月 30 日  

内容 公園施設工一式 電気設備工事一式、米倉説明看板２基（現在はなし）、モニュメント広場地図 

看板１基（現在はなし）、兵舎電気工事、米倉周辺照明１基、乗り入れ禁止看板 2 基（シンボル広場

駐車場）、プレハブ棟水槽１基・洗い場一式 
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ｂ  平成 10（1998）年度① 

工期 平成 10（1998）年６月 19 日～平成 11（1999）年２月 26 日  

内容 張芝工事Ａ＝11,279 ㎡ 電気設備工事一式 

   

    

 

ｃ  平成 10（1998）年度② 

工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年３月 30 日  

内容 公園施設工一式 電気設備工事一式、米倉説明看板２基（現在はなし）、モニュメント広場地図 

看板１基（現在はなし）、兵舎電気工事、米倉周辺照明１基、乗り入れ禁止看板 2 基（シンボル広場

駐車場）、プレハブ棟水槽１基・洗い場一式 

   

 

 

写真 35　平成 10 年度張芝施工①

張芝 張芝検査 

米倉電気照明灯設置 完了 

写真 36　平成 10 年度張芝施工②　

張芝出来形測定 電気配線布設
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ｄ 平成 11（1999）年度 

工期 平成 11（1999）年７月 14 日～９月 24 日 

  平成 11（1999）年８月 18 日～11 月 30 日 

内容  Ｃ工区（法面）、遺構周辺の張芝工事 Ａ＝4,323.73 ㎡、消火ポンプ小屋１基、屋外消火栓２基、 

ポンプ小屋装飾 

 

写真● 平成 11 年度施工写真 
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ｂ  平成 10（1998）年度① 
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内容 張芝工事Ａ＝11,279 ㎡ 電気設備工事一式 

   

    

 

ｃ  平成 10（1998）年度② 

工期 平成 10（1998）年 12 月 24 日～平成 11（1999）年３月 30 日  

内容 公園施設工一式 電気設備工事一式、米倉説明看板２基（現在はなし）、モニュメント広場地図 
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駐車場）、プレハブ棟水槽１基・洗い場一式 

   

 

 

写真 37　平成 11 年度張芝施工

盛土敷均し 北側斜面 法面整形 

西側斜面盛土搬入 西側斜面 法面整形 

西側斜面 張芝 完了 
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写真● ポンプ小屋装飾 

   

写真 38　消火ポンプ小屋、屋外消火栓設置

床掘出来形検測 基礎コンクリート出来形検測 

防火水槽設置 消火ポンプ小屋 

屋外消火栓① 屋外消火栓② 

着工前 竣工 

写真 39　ポンプ小屋装飾　 
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ｅ 平成 12（2000）年度 

工期 平成 13（2001）年３月 5日～26 日 

内容  台地状地形部（谷部）の張芝工事 Ａ＝4,194 ㎡ 

写真● 平成 12 年度施工写真 

  

  

 

 ｆ 平成 13（2001）年度 

工期 平成 14（2002）年３月 15 日～29 日 

内容  Ｃ工区（管理棟的建物群周辺） Ａ＝3,484 ㎡ 

写真● 平成 13 年度竣工写真 

 

 

写真 40　平成 12 年度張芝施工

盛土 盛土敷均し 

張芝 完了 

写真 41　平成 13 年度張芝竣工
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（６）誘導施設 

園路 

第１次基本計画に基づき、長者原地区の園路整備について平成 10～13 年度に整備を実施した。年度毎に以下に

記す。 

ａ 平成９（1997）年度 

工期 平成 10（1998）年２月２日～３月 30 日 

内容 ・幹線園路として園路Ａ〔中央入口から５号建物跡東、24 号建物跡南を経由し仮設駐車場北側へ〕

（Ｌ＝180.0ｍ、Ｌ＝139.0ｍ、Ｗ＝4.300ｍ、t＝0.180ｍ（脱色アスファルト系自然色舗装 0.03

ｍ、粒調砕石 0.15ｍ）） 

・補助幹線園路として園路Ｂ〔５号建物跡南から 49 号建物跡（宮野礎石）、12、13 号建物跡をまわ

り 16 号建物跡北側へ〕（Ｌ＝381.9ｍ、Ｗ＝3.300ｍ、t＝0.180ｍ（脱色アスファルト系自然色舗

装 0.03ｍ、粒調砕石 0.15ｍ））  

・支線園路として園路Ｆ（16 号建物跡東側から 24 号建物跡南側へ）（Ｌ＝136.1ｍ、Ｗ＝2.300ｍ、t 

＝0.140ｍ） 

ｂ 平成 11（1999）年度① 

工期 平成 11（1999）年６月９日～９月 17 日 

内容 園路（Ａ路線、Ｂ路線）アスファルト舗装実施 2,182 ㎡ 

幹線道路として園路Ａ〔中央入口から 5 号建物跡東、24 号建物跡南を経由し仮設駐車場北側へ〕（Ｌ 

＝321.3ｍ、Ｗ＝3.0ｍ〕アスファルト舗装実施 

      補助幹線道路として園路Ｂ〔5号建物跡南から 49 号建物跡（宮野礎石）、12 号、13 号建物跡をまわ 

り 16 号建物跡北側へ（Ｌ＝369.6ｍ、Ｗ＝3.0ｍ）アスファルト舗装実施 

ｃ 平成 11（1999）年度② 

   工期 平成 11（1999）年７月 14 日～９月 24 日 

  内容 園路透水性土壌硬化舗装 

支援園路としてＤ路線２〔32 号建物跡東側から中央入口〕（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝130.6ｍ）、Ｄ路線１〔中 

央入口から研修棟〕（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝75.7ｍ）、八角形鼓楼南側路線〔32 号建物跡周辺〕（Ｗ＝2.0

ｍ、Ｌ＝45.4ｍ）、八角形鼓楼北側路線〔32 号建物跡北側から 21 号建物跡北側〕（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝

67.9ｍ）、Ｇ路線及びスロープ部〔16 号建物跡南面及び導入口〕（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝49.7ｍ＋8.3ｍ）、

Ｆ路線〔27 号建物跡北側から 17 号建物跡東側〕（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝143.0ｍ） 

ｄ 平成 12（2000）年度 

工期 平成 13（2001）年３月５～26 日  

内容 園路石材系園路舗装（砕石舗装防塵処理） 

支援道路として 13 号建物跡東側から北側米原集落へ下る園路（Ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝93.0ｍ）を施工 

ｅ 平成 13（2001）年度 

工期 平成 14（2002）年３月 15 日～29 日  

内容 園路広場設備工（仮設駐車場への取付道路整備） Ａ＝699 ㎡ 

アスファルト舗装を実施 
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ｅ 平成 12（2000）年度 

工期 平成 13（2001）年３月 5日～26 日 

内容  台地状地形部（谷部）の張芝工事 Ａ＝4,194 ㎡ 

写真● 平成 12 年度施工写真 

  

  

 

 ｆ 平成 13（2001）年度 

工期 平成 14（2002）年３月 15 日～29 日 

内容  Ｃ工区（管理棟的建物群周辺） Ａ＝3,484 ㎡ 

写真● 平成 13 年度竣工写真 
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第 163 図　一般園路標準断面図

2.0%

表層工　t=４cm（密粒度アスコン）

上層路盤工　t=15cm（再生クラッシャーラン）

3000

3200
100 100

写真 42　一般園路施工（Ａ路線） 

着工前 基礎砕石布設 

補足剤搬入 路盤転圧 

アスファルト舗装転圧 完了 
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第●図 散策路標準断面図（長者原地区） 

 

写真● 散策路施工写真（Ｆ路線） 

   

   

   

 

 

写真 43　散策路施工（Ｆ路線） 

着工前 補足剤搬入 

路盤転圧 透水性土硬化舗装打設 

路盤散水 完了 

第 164 図　散策路標準断面図（長者原地区）

2.0%

表層工　t=４cm（透水性土壌硬化舗装）

上層路盤工　t=10cm
（再生クラッシャーラン）

2000

2200
100100
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第●図 側溝ほか標準断面図 

 

 

 

 
第165図　側溝ほか標準断面図

ラウンディング処理 野芝

モルタル（1:3空練り）

再生クラッシャーラン

（1.2m×25株/㎡=30株/ｍ）
オカメザサ（３芽立）

町道

透水性土壌硬化舗装t=４cm

再生クラッシャーランt=10cm

自然石（野面石φ200内外）

据付モルタル

均しコンクリート16N-8-40

第165図　側溝ほか標準断面図

ラウンディング処理 野芝

モルタル（1:3空練り）

再生クラッシャーラン

（1.2m×25株/㎡=30株/ｍ）
オカメザサ（３芽立）

町道

透水性土壌硬化舗装t=４cm

再生クラッシャーランt=10cm

自然石（野面石φ200内外）

据付モルタル

均しコンクリート16N-8-40

第165図　側溝ほか標準断面図

ラウンディング処理 野芝

モルタル（1:3空練り）

再生クラッシャーラン

（1.2m×25株/㎡=30株/ｍ）
オカメザサ（３芽立）

町道

透水性土壌硬化舗装t=４cm

再生クラッシャーランt=10cm

自然石（野面石φ200内外）

据付モルタル

均しコンクリート16N-8-40

第165図　側溝ほか標準断面図

ラウンディング処理 野芝

モルタル（1:3空練り）

再生クラッシャーラン

（1.2m×25株/㎡=30株/ｍ）
オカメザサ（３芽立）

町道

透水性土壌硬化舗装t=４cm

再生クラッシャーランt=10cm

自然石（野面石φ200内外）

据付モルタル

均しコンクリート16N-8-40
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写真● 平成 13 年度施工写真 

   

   

 

 

 

 

   

 

写真 44　平成 13 年度施工 

既設舗装除去 下層路盤出来形検測 

上層路盤出来形検測 アスファルト舗装転圧 

区画線設置 完了 
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第２節 第２次保存整備工事 

 第２次保存整備計画期間中、主に建造物として、研修施設及び休憩所の整備を実施。平成 16（2004）年２月の

国史跡指定後は、文化庁国庫補助事業を活用し、城内南部地区の深迫・堀切・池ノ尾門地区を中心に広場・休養

便益施設、園路の整備を進めていった。現在、来園者が快適に鞠智城跡を周回し散策することのできる状況にな

っている。 

 

 

 

第 166 図 第２次保存整備工事箇所図 

 

第166図 第２次保存整備工事施工図
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第２節 第２次保存整備工事 
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第 166 図 第２次保存整備工事箇所図 
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（１）学習施設 

ア 研修施設 

平成 15（2003）年３月に研修施設が竣工した。これは、来園者等から団体で研修することのできる研修用施設

の要望があり、検討の結果、林野庁の木材産業構造改革強化施設整備事業を活用し新築工事を行ったものである。

研修用施設については当初、ガイダンス施設の計画の中に含まれていたが、予算及び敷地面積等で整備ができな

かった。よって、研修施設の整備は、ガイダンス施設に計画が予定されていた研修機能を補完する目的のもので

もあった。研修施設は 100 名程度が収容できる大研修室（２分割使用可能）を中心として、小研修室、作業室、

展示ホールを併設した。なお、この研修施設は、鞠智城跡の遺構等が存在しない箇所に建設を計画したものであ

る。また、研修施設新築工事に付帯して外構工事（舗装、芝張、木塀、木柱、地先境界ブロック等）を実施した。

その工事概要を次に記す。 

  工期  平成 15（2003）年 10 月 16 日～平成 16（2004）年２月 27 日（本体工事） 

      平成 16（2004）年１月 26 日～３月 30 日（外構工事） 

  竣工日 平成 16（2004）年２月 27 日（本体工事） 

       平成 16（2004）年３月 30 日（外構工事） 

  構造  木造、平屋、延べ面積 296.46 ㎡ 

  設備内容 大研修室 182.5 ㎡、小研修室 19.87 ㎡、作業室  17.46 ㎡、展示ホール 23.19 ㎡ 

       男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ 

 

写真 45 

 

 

写真 45　研修施設

展示ホール

全景

大研修室



― 301 ―
 - 301 -

第 167 図 研修施設立面図 

 

 

 

第●図 研修施設平面図 

 

 
第 168 図　研修施設平面図

第 167 図　研修施設立面図

南側立面図

北側立面図西側立面図

東側立面図

大研修室

展示ホール

風除室

玄関 ポーチ

作業室
多機能トイレ男子トイレ女子トイレ小研修室

廊下

倉庫

湯沸室
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イ 総合案内板 

総合案内板は、遺跡の入口付近等に来園者へ鞠智城跡の全体概要を紹介するため設置を計画した。その結果、

シンボル広場に１基（平成 17（2005）年度）及び堀切門地区であいの広場①に１基（平成 20（2008）年度）を設

置している。 

（ア）平成 17（2005）年度 

  工期 平成 18（2006）年３月 31 日～11 月 30 日 

  内容 案内板（H2000×W760×D200） 

表示板（セラステン同等品、1480×990、点字 

付き）、支柱２本（錆御影石、450×450×2500L）、 

基礎コンクリート、再生クラッシャーラン 

（イ）平成 20（2008）年度 

  工期 平成 20（2008）年 11 月 13 日～平成 21（2009） 

年３月 13 日 

  内容 平成 17（2005）年度と同規格の案内板を設置 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 46　総合案内板　

第 169 図　総合案内板実施設計図

基礎コンクリート（18N-8-40)

再生クラッシャーラン

立面図

表示板（セラステン同等品）

1480×990×2.0+1.0（点字付き）

錆御影石 450×450×2500L

（ビシャン +面取り部みがき）

表示面 セラステン

1480×192×2.0+1.0（点字付）

立面図

断面図

総合案内板
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ウ 解説板 

 解説板は、門跡、土塁、石垣などの遺構及び礎石・柱穴の露出展示についての解説を計画した。その結果、平

成 17（2005）年度、灰塚展望所に方位石を 1基及び平成 21（2009）年

度、建物遺構が集中する長者原地区に 3 基設置。長者原地区解説板は、

長者原地区をゾーニングし、鞠智城跡の建物遺構の特徴及び配置等を説

明する内容となっている。 

（ア）平成 17（2005）年度 

工期 平成 18（2006）年３月 31 日～11 月 30 日 

内容 方位石（H700×W1200×D1200） 

   表示板（セラステン同等品）、本体（錆御影石化粧）、基礎コン

クリート、基礎砕石、再生クラッシャーラン 

      

 

 

写真 47　方位石

第 171 図　方位石実施設計図

モルタル (1:3)

錆御影石 t=30

基礎コンクリート
(18N-8-40)

再生クラッシャーラン

コンクリート
(18N-8-40)

基礎砕石 t=10cm

（再生クラッシャーラン）

モルタル (1:3)t=20

本磨き仕上

ビシャン仕上

平面図

立面図

本磨き仕上

表示板

（セラステン同等品 t=2.0 790×790 八角形）
エポキシ系ボンド貼り

断面図

第 170 図　総合案内板盤面
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（イ）平成 21（2009）年度 

 工期 平成 22（2010）年３月 17 日～８月６日 

 内容 解説板（H530×W1210×D960） 

    表示板（セラステン同等品）、本体（錆御影石キカイ引きバーナー仕上げ）、基礎コンクリート、再生ク

ラッシャーラン 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 173 図　解説板実施設計図（平成 21 年度）

写真 48　解説板（Ａゾーン）

第 172 図　方位石盤面
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解説板盤面（Ａゾーン）

解説板盤面（Ｂゾーン）

第 174 図　解説板盤面（Ａ・Ｂゾーン）
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（２）休養、便益施設 

鞠智城跡は古代山城という遺跡の性格から起伏の多い地形であるが、平坦部を来園者の憩いの場として活用す

るため、広場整備を行った。整備を実施した広場には、来園者への便益施設として四阿及びテーブル・ベンチ（各

項目参照）等を設置した。第２次基本計画期間では、平成 14（2002）年度及び平成 16（2004）年度の長者山展望

広場、平成 15（2003）年度の灰塚展望所、平成 16（2004）年度の中央であいの広場（駐車場）、平成 19（2007）

年度の深迫門地区（一部平成 21（2009）年度実施）及び南側土塁地区、堀切門地区（一部平成 20（2008）年度実

施）、平成 23（2011）年度の深迫門地区の整備を行った。 

ア 長者山展望広場休憩所 

長者山展望広場休憩所の整備については、まず、設置箇所の長者山地区が、第２次基本計画の中で、「鞠智城跡

見学コースの中心となる長者原地区に隣接し、南側土塁、池ノ尾門跡、西側土塁線まで見渡すことのできる展望

休憩の場として適切な場所であること」、「鞠智城跡の位置や地形的立地を学ぶことのできる場であること」、「長

者原地区から各土塁地区、門跡地区への見学コースの分岐点であること」等の理由から広場整備の最適な場所で

あることから展望広場の場として選定がなされ、それに併せて休憩所整備についても計画が立てられた。休憩所

については、平成 14（2002）年度に林野庁の木材産業経営革新公共施設等整備事業を活用して建設をしている。

休憩所の建設にあたっては、保存検討委員会の指導から長者山から検出された遺構面を避けて建築工事を行った。 

なお、そのほか、長者山展望広場休憩所の整備にあたっては、古代建築イメージを取り入れた現代建築で、意

匠については、現存する鞠智城跡と同時代の住宅である法隆寺「伝法堂」を参考とした。以下に整備概要を記す。 

（ア）休憩所 

 工期 平成 14（2002）年 10 月 25 日～平成 15（2003）年３月 25 日 

        

  

  

第 175 図　解説板盤面（Ｅゾーン）
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 構造 木造礎石建、平屋、建築面積 200.2 ㎡、延べ面積 178.8 ㎡ ※バリアフリーに配慮した設計 

設備内容 休憩室（展示解説のスペースも考慮し建設、壁面にビデオモニターを組み込んでおり、解説映像の 

鑑賞が可能）、 男子トイレ・女子トイレ・多目的トイレ 

 

第●図 配置図 

 

  

第●図 長者山展望広場休憩所立面図 

第 177 図　長者山展望広場休憩所立面図

第 176 図　配置図
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東側立面図 S=1/400

通行止メ横木120× 120杉一等(Y3,Y6通り )
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85
0

南側立面図 S=1/400
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第●図 長者山展望広場休憩所平面図 
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第 178 図　長者山展望広場休憩所断・平面図

法面

通行止メ 120×120 杉一等 H=850
( 柱間やり返しにて着脱）

通行止メ 120×120 杉一等 H=850
( 柱間やり返しにて着脱）

犬走：川砂利 (10 外内外）敷込み　ア 100

縁石：川原石 100φ内外　敷並べ

法面

回廊

休憩室

回廊

男子トイレ 女子トイレ

回廊

ブリッジ

空調機置場

床：構造用合板 ア 15
笠木：150×75 杉一等

多目的トイレ

倉庫

(標高 153.75m）

断面図　S=1/60

飛燕垂木・地垂木鼻先詳細
        S=1/15

回　廊 休憩室
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（イ）広場整備（アクセスルートの整備を含む） 

工期 平成 15（2003）年３月 10～28 日 

内容 盛土 959ｍ3、張芝 1,203 ㎡、長者原地区から展望広場へのアクセスルートの整備（透水性土硬化舗装 

ｔ＝0.05ｍ、333 ㎡)、路盤工（再生クラッシャーラン）ｔ＝0.15ｍ、350 ㎡ 

（ウ）外構工事（管理用車両の同広場乗り入れに伴う外構舗装工事等を実施） 

  工期 平成 17（2005）年３月 15～29 日 

内容 透水性土硬化舗装（ｔ＝0.1ｍ、路盤工ｔ＝0.15ｍ、28 ㎡）、車止め可動式 6 基    

 

      

 

 

 

 

 

写真 50　平成 16 年度外構工事竣工

竣工（建物南側） 竣工（建物西側）

写真 49　長者山展望広場休憩所 

建物内部① 建物内部② 

建物内部③ スロープ 
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イ 灰塚展望所 

平成 14（2002）年度整備事業として長者山休憩所から西側土塁線への散策路整備に付随して、灰塚頂上西側に

木造八角形の展望デッキの整備を行った。 

以下、各整備状況を記す。 

（ア）展望デッキ 

工期 平成 15（2003）年 10 月３日～平成 16（2004）年３月１日 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 51　展望デッキ竣工

竣工（東から） 竣工（南から）

立面図　S=1/150側面図　S=1/150

第 179 図　展望デッキ

展望デッキ一般図

笠木 80×170　杉一等材
地覆 70×70 杉一等材
床板 60×150　杉一等材

目地　５mm 程度

平面図 S=1/150 

手摺柱 150×150　杉一等材 笠木 80×170　杉一等材

格子受 80×90　杉一等材

地覆 70×70　杉一等材

床板 60×150　杉一等材

目地　５mm 程度

大引 100×150　杉一等材

根太 100×150　杉一等材

柱 200×200　杉一等材

ﾌﾞﾚｽ 70×140　杉一等材

手摺柱 120×120　杉一等材

格子 40×40　杉一等材

手摺柱 150×150　杉一等材
手摺柱 120×120　杉一等材

格子 40×40　杉一等材

笠木 80×170　杉一等材

格子受 80×90　杉一等材

地覆 70×70　杉一等材

ささら桁 100×280　杉一等材
基礎材 100×280　杉一等材

ﾌﾞﾚｽ 70×140　
杉一等材

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｱｰ

床板 60×150　杉一等材
目地　５mm 程度

大引 100×150　杉一等材

根太 100×150　杉一等材

柱 200×200　杉一等材

桁 100×200　杉一等材

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｱｰ

ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌ（゚SS400)
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（イ）鞠智城跡展望施設張芝工事（灰塚周辺の整備） 

  工期 平成 16（2004）年２月 17 日～３月１日 

  内容 保護盛土Ｖ＝24ｍ3、張芝 280 ㎡ 

 

写真● 保護盛土、張芝工事 

     

ウ 中央であいの広場（駐車場） 

駐車場整備については、国史跡指定地内であるため、文化庁に協議し整備を実施した。なお、当該整備箇所は、

過去に実施した発掘調査から遺構等は確認されていない。また、防護柵等の設置は、保護盛土の範囲内で施工を

した。 

工期 平成 17（2005）年２月 17 日～３月 25 日 

内容 透水性カラーアスファルト舗装（t＝0.04ｍ、1,912.8 ㎡）、防護柵、路面排水（集水枡）、縁石、 

道路植栽工（張芝）  

 

第 180 図　中央であいの広場（駐車場）実施設計図

写真 52　展望施設張芝施工

盛土 張芝
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（イ）鞠智城跡展望施設張芝工事（灰塚周辺の整備） 

  工期 平成 16（2004）年２月 17 日～３月１日 

  内容 保護盛土Ｖ＝24ｍ3、張芝 280 ㎡ 

 

写真● 保護盛土、張芝工事 

     

ウ 中央であいの広場（駐車場） 
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した。 

工期 平成 17（2005）年２月 17 日～３月 25 日 

内容 透水性カラーアスファルト舗装（t＝0.04ｍ、1,912.8 ㎡）、防護柵、路面排水（集水枡）、縁石、 

道路植栽工（張芝）  

 



― 312 ― - 311 -

（イ）鞠智城跡展望施設張芝工事（灰塚周辺の整備） 

  工期 平成 16（2004）年２月 17 日～３月１日 

  内容 保護盛土Ｖ＝24ｍ3、張芝 280 ㎡ 

 

写真● 保護盛土、張芝工事 
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過去に実施した発掘調査から遺構等は確認されていない。また、防護柵等の設置は、保護盛土の範囲内で施工を
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内容 透水性カラーアスファルト舗装（t＝0.04ｍ、1,912.8 ㎡）、防護柵、路面排水（集水枡）、縁石、 

道路植栽工（張芝）  

 

写真 52　展望施設張芝施工

盛土 張芝
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（イ）鞠智城跡展望施設張芝工事（灰塚周辺の整備） 

  工期 平成 16（2004）年２月 17 日～３月１日 

  内容 保護盛土Ｖ＝24ｍ3、張芝 280 ㎡ 

 

写真● 保護盛土、張芝工事 

     

ウ 中央であいの広場（駐車場） 

駐車場整備については、国史跡指定地内であるため、文化庁に協議し整備を実施した。なお、当該整備箇所は、

過去に実施した発掘調査から遺構等は確認されていない。また、防護柵等の設置は、保護盛土の範囲内で施工を

した。 

工期 平成 17（2005）年２月 17 日～３月 25 日 

内容 透水性カラーアスファルト舗装（t＝0.04ｍ、1,912.8 ㎡）、防護柵、路面排水（集水枡）、縁石、 

道路植栽工（張芝）  
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第●図 駐車場断面図 

 

第 181 図　駐車場断面図

駐車桝

透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=４cm

路盤工 t=14cm（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ）

駐車桝

透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=４cm

路盤工 t=14cm（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ）

既設路盤 t=22cm

擬木車止め

張芝（野芝）

既設路盤 t=22cm 掘削除去

盛土（植生土）

盛土植生土

盛土（植生土）

ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理

園路標準断面図

（Ａ-Ａ断面図）S=1/20

透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装標準断面図

（Ｂ-Ｂ断面図） S=1/20

（ＣｰＣ断面図）S=1/40
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写真● 駐車場施工写真、工事写真 

   

    

 

  

    

写真 53　駐車場施工

着工前 既設舗装除去

路盤砕石搬入 路盤敷均し

路盤転圧 透水性カラーアスファルト舗装打設

区画線設置 完了



― 314 ―
 - 314 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第●図 駐車場・構造物施工図 第 182 図　駐車場・構造物施工図
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写真● 駐車場・構造物設置写真 

     

      

 

    

 

エ 長者原地区芝張替 

 ５号建物跡から中央であいの広場（駐車場）にかけての法面

について、雑草の繁茂が目立ち、景観を害する箇所が見受けら

たため、広場管理の観点から一部、芝の張り替え（芝はぎとり、

整地、芝張り）を実施した。 

工期 平成 17（2005）年３月 14～29 日 

 内容 芝張工Ａ＝1,200 ㎡ 

第●図 長者原地区芝生張替箇所図 

写真 54　駐車場・構造物

擬木車輪止め 車止めポスト（チェーン内蔵・上下式）

車止めポスト（固定式） 擬石車止め

集水桝 マンホール

第183図　長者原地区芝生張替箇所図
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第●図 南部一帯広場配置図 

オ 南側土塁地区広場（平成 19（2007）年度） 

整備地区内の伐竹、除根及び整地、防草シート敷設（2150 ㎡、ｔ＝10 ㎝）、芝工Ａ＝2150 ㎡、盛土Ｖ＝215ｍ3、

陥没充填（ＥＰＳ工法）：広場脇の陥没箇所の軽度盛土（Ｖ＝170ｍ3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第●図 南側土塁地区広場 

第 184 図　南部一帯広場配置図

第 185 図　南側土塁地区広場
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第●図 陥没箇所施工図 

 

写真● 南側土塁地区広場竣工写真 

 

 

第 186 図　陥没箇所施工図

張芝（野芝）

覆土

EPS 上載土 最上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

中間ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

吸出し防止材

基礎砕石

発砲ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ（Ｄ-16）

写真 55　南側土塁地区広場竣工

着工前（広場中央） 竣工（広場中央）

着工前（陥没箇所） 竣工（陥没箇所）
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カ 堀切門地区であいの広場①（平成 19（2007）～平成 20（2008）年度） 

ａ 平成 19（2007）年度 

工期 平成 19（2007）年 12 月 28 日～平成 20（2008）年３月 26 日 

  内容 盛土Ｖ＝590ｍ3、張芝Ａ＝835 ㎡、落蓋式側溝（250 歩道用、Ｌ＝70ｍ）、擬石集水蓋（250、108 枚）、 

集水枡（500×700×550、鋼製蓋）１基、縁石、集水枡(500×500×550、鋼製蓋)3基、暗渠集水管（落蓋 

式側溝沿い 28ｍ）、路盤工（305 ㎡、透水土硬化舗装部分、クラッシャーラン t＝15cm） 

 

 

第●図 であいの広場①実施設計図 

 

 

写真● であいの広場① 平成 19 年度施工写真 

 

 

第187図　であいの広場①　実施設計図

写真 56　であいの広場①　平成 19 年度竣工　

着工前 竣工
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ｂ 平成 20（2008）年度 

工期 平成 20（2008）年 11 月 13 日～平成 21（2009）年３月 13 日 

内容 張芝Ａ＝1,239 ㎡、高木植栽６本（スダジイ１本、クヌギ１本、コナラ１本、ヤマザクラ３本）、擬石 

集水蓋 34 枚、暗渠集水管（厚 23 ㎜×幅 120 ㎜）68ｍ、暗渠集水管（厚 45 ㎜×幅 200 ㎜）46ｍ、暗渠 

集水管（厚 35 ㎜×幅 170 ㎜）43ｍ、透水性土硬化舗装 155 ㎡（t＝10cm）、再生クラッシャーラン 130 

㎡（t＝８cm）、四阿１基 

※植栽については、貯水池跡の出土木製品等の樹種を参考に選定 

 

写真● であいの広場① 平成 20 年度竣工写真 

 

  

 

写真 57　であいの広場①　平成 20 年度竣工

透水性土硬化舗装 四阿・総合案内板

縁石 植栽

擬石集水蓋 張芝
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写真● であいの広場①・張芝状況 

   

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 58　であいの広場①　張芝

表層掘削 基面整正

防草シート敷設 敷均し・転圧

振動ローラー締固め 張芝

目土散布 完了
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写真● であいの広場・暗渠排水管敷設状況 

   

  

   

 

四阿（Ｈ2100（軒先まで）×Ｗ6000×Ｄ4000） 

    木材  

杉一等材、木材加工（モルダー加工）、木材防腐注入（エコアコール（フェノール樹脂加圧注入処理））、

木部塗装（キシラデコール木材保護塗装塗布）、ボルト・金物（溶融亜鉛メッキ仕上げ） 

屋根部 

銅板（一文字葺）、アスファルト

ルーフィング、耐水合板、化粧 

野地板、垂木、鼻隠し、隅木、 

垂木、棟木 

 

写真 59　であいの広場①　暗渠排水管布設

吸出し防止剤設置 暗渠管設置 

砕石敷均し 完了 

写真 60　であいの広場①　四阿
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第●図 四阿実施設計図 

 

 

第 188 図　四阿実施設計図

平面図　S=1/50

隅木　
垂木　

桁　150×300

150×150
40×100

基礎伏せ図　S=1/50

立面図　S=1/50

側面図　S=1/50
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写真● であいの広場①・四阿設置工事写真 

   

   

   

      

写真 61　であいの広場①　四阿設置 

基礎砕石転圧 均しコンクリート打設 

型枠設置 基礎コンクリート打設 

基礎コンクリート打設完了 建込み 

モルタル充填 銅板張り 
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キ 堀切門地区（平坦部３～６）広場 

平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 17 日～８月６日  

内容 平坦部３～６ 

張芝工Ａ＝2,367 ㎡、擬木階段 43 段（Ｗ＝1.5ｍ）、木製防護柵 96ｍ(Ｈ＝900)、透水性土硬化舗装（85 ㎡、

t＝0.07ｍ、Ｗ＝1.5ｍ）、路盤工クラッシャーラン（96 ㎡、t＝0.1ｍ、Ｗ＝1.7 

ｍ）、高木植栽 13 本（ヤマザクラ１本、ヤマモミジ１本、イロハモミジ５本、ヤブツバキ６本）、テーブ 

ル・ベンチ３基 

※木製防護柵は、平成 19（2007）年度と同規格のものを設置 

※植栽については、貯水池跡の出土木製品等の樹種を参考に選定 

 

 

第●図 平坦部３～６実施設計図 

 

 

 

 

 

 

 

第 189 図　堀切門地区（平坦部３～６）広場実施設計図

S=1/3,000 
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写真● 平坦部３～６竣工写真 

  

 

   

   

写真 62　堀切門地区広場（平坦部３～６）竣工

着工前 竣工 (全景 ) 

平坦部３ 平坦部４① 

平坦部４② 平坦部５・６ 

擬木階段（平坦部３→平坦部４） 擬木階段（平坦部５→平坦部４）
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写真● 擬木階段設置工事写真 

   

   

写真● 園路設置工事写真 

 

写真 63　擬木階段（平坦部４～５）設置 

盛土 転落防止柵設置 

横木設置 透水性土硬化舗装打設 

路床完了 路床出来形検測 

路盤砕石 透水性土硬化舗装打設 

写真 64　園路設置 
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ク 体験広場（平成 19（2007）～21（2009）・23（2011）年度） 

（ア） 平坦部 11 

ａ 平成 19（2007）年度 

工期 平成 19（2007）年 12 月 28 日～平成 20（2008）年３月 26 日 

   内容 張芝工Ａ＝518 ㎡、盛土工（盛土整地）Ｖ＝590ｍ3、排水設備：暗渠排水管（φ＝200、Ｌ＝８ｍ）、 

集水枡１基、吐き出し口処理工（割栗石、吸出し防水シート） 

※吐き出し口については、平成 23 年度に移設。 

 

 

第●図 平坦部 11 実施設計図 

写真● 平坦部 11 竣工写真 

第190図　平坦部11　実施設計図 

写真 65　平坦部 11　平成 19 年度竣工

着工前

竣工

第190図　平坦部11　実施設計図 
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第●図 平坦部 11 排水施設 

 

ｂ 平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 17 日～８月６日 

内容 張芝工Ａ＝93 ㎡、透水性土硬化舗装＝324 ㎡（ｔ＝0．1ｍ）、擬石縁石Ｌ＝84ｍ（1面ショット仕上 

げ（錆））、防草シート敷設Ａ＝793 ㎡ 

第 191 図　平坦部 11　排水施設

鋼製蓋（500×500 用、T-2)

落込細目鎖付　すべり止め型

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40
基礎砕石　t=15cm

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

集水桝Ｃ

暗渠排水管φ200

吸出し防止ｼｰﾄ、厚３mm
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布

排水工詳細図

割栗石 15 ～ 20cm

ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理
張芝

現況ﾗｲﾝ
盛土

ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理
張芝

張芝
ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理

暗渠排水管φ200

平面図

素
掘
側
溝
（
張
芝
）

素
掘
側
溝
（
張
芝
）

素掘側溝標準断面図

S=1/20

第 192 図　透水性土硬化舗装・擬石縁石標準断面図

平坦部 11　透水性土硬化舗装・擬石縁石詳細図
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第●図 透水性土硬化舗装・擬石縁石標準断面図 

写真● 平坦部 11・平成 21 年度竣工写真 

   

写真● 平坦部 11・防草シート敷設・透水性土硬化舗装工事写真 

     

写真 66　平坦部 11・平成 21 年度竣工 

四阿 透水性土硬化舗装 

防草シート敷設 盛土 

縁石布設 型枠設置 

舗装厚検測 透水性土硬化舗装打設 

写真 67　平坦部 11・防草シート敷設・透水性土硬化舗装　 
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ｃ 平成 23（2011）年度 

   工期 平成 23（2011）年９月 22 日～平成 24（2012）  

年２月 29 日 

   内容 張芝（Ａ＝659 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

（イ）平坦部 12 

ａ 平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 17 日～８月６日 

内容 張芝Ａ＝1,524 ㎡、高木植栽 11 本（ヤマザクラ２本、ヤマモミジ２本、イロハモミジ２本、スダジイ 

１本、タブノキ１本、クロガネモチ１本、クスノキ２本）、テーブル・ベンチ５基 

※植栽については、貯水池跡の出土木製品等の樹種を参考に選定 

 

写真 68　平坦部 11　平成 23 年度竣工

第193図　平坦部12　実施設計図
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第●図 平坦部 12 実施設計図 

 

写真● 平坦部 12 竣工写真 

       

 

 

写真● 植樹施工写真 

写真 69　平坦部 12　竣工

着工前 竣工

植樹位置確認 植穴掘削（イロハモミジ）

バーク堆肥混入（イロハモミジ） 乾燥防止・葉すかし（ヤマザクラ）

写真 70　平坦部 12　植栽
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（ウ）散策路Ｓ－３－１周辺 

工期 平成 23（2011）年９月 22 日～平成 24（2012）年２月 28 日 

内容 散策路Ｓ－３－１周辺 芝張工Ａ＝1,422㎡（防草シート、客土厚150）、木製防護柵Ｌ＝185.7ｍ（H900）、 

テーブル・ベンチ３基、ベンチ（背付）１基 

※転落防止柵仕様：材料（杉材（熊本県産）、防腐防蟻加工（タナリス処理）、使用金具・ボルト類（亜 

鉛処理製品使用） 

 

 

第 194 図　S-3-1 周辺広場実施設計図 

写真 71　散策路Ｓ－３－１周辺　平成 23 年度竣工

着工前 竣工（全景）
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第●図 平坦部 11 実施設計図 

 

写真●  散策路Ｓ－３－１周辺・平成 23 年度竣工写真 

    

写真 72　散策路（Ｓ－３－１）　周辺広場施工　

テーブル・ベンチ 背付ベンチ

表層剥取 転落防止柵設置

防草シート敷設 盛土

張芝 完了
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ケ その他の休養施設 

 平成 19（2007）年度～平成 23（2011）年度にかけて来園者の便益施設として、テーブル・ベンチ 18 基、背付

きベンチ５基、背なしベンチ５基を散策路等に設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第●図 テーブル・ベンチ実施設計図 
第 195 図　テーブル・ベンチ　実施設計図
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第●図 ベンチ（背なし・背付き）実施設計図 

（ア）平成 19（2007）年度 

工期 平成 19（2007）年 12 月 19 日～平成 20（2008） 

年３月 26 日 

内容 テーブル・ベンチ２基（テーブル・ベンチ①、②） 

テーブル（Ｈ580×Ｗ1500×Ｄ895）、 

ベンチ（Ｈ380×Ｗ1500×Ｄ410） 

木材 杉一等材、防腐処理（タナリス注入処理）、

木材加工（プレナー加工）、ネジ・ボルト（溶

融亜鉛 メッキ加工又はＳＵＳ製）、木材表面

保護塗料塗布、基礎コンクリート、基礎砕石

（再生クラッシャーラン） 

第 196 図　ベンチ（背なし・背付き）　実施設計図

側面図正面図

平面図

側面図正面図

平面図

写真 73　平成 19 年度テーブル・ベンチ竣工 

テーブルベンチ①、② 
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写真● 平成 19 年度テーブル・ベンチ設置状況 

        

 

写真 74　平成 19 年度テーブル・ベンチ①設置

床掘 基面整正 

砕石転圧 均しコンクリート打設 

基礎型枠組立 基礎型枠組立完了 

基礎コンクリート打設 完了 
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（イ）平成 20（2008）年度 

工期 平成 20（2008）年 11 月 13 日～平成 21（2009） 

年３月 13 日 

内容 背なしベンチ①（Ｈ380×Ｗ1500×Ｄ410） 

木材・木材加工等は平成 19（2007）年度と 

同規格   

 

 

 

（ウ）平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 22 日～９月 30 日 

内容 テーブル・ベンチ８基（テーブル・ベンチ③～⑩）、背付きベンチ３基（背付きベンチ①～③）、背な 

しベンチ１基（背なしベンチ②） 

テーブル・ベンチ、背なしベンチの寸法は平成 19 年度、平成 20 年度と同規格 

背付きベンチ（Ｈ740×Ｗ1500×Ｄ660）※木材・木材加工等は平成 19 年度と同規格 

（エ）平成 23（2011）年度 

工期 平成 23（2011）年９月 22 日～平成 24（2012）年２月 29 日 

内容 背付きベンチ１基（背付きベンチ④） 

ベンチ（背付）の寸法は平成 21（2009）年度と同規格 

木材・木材加工等は平成 19（2007）年度と同規格 

 

写真● 平成 21・23 年度テーブル・ベンチ等設置状況 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

写真 75　平成 20 年度背なしベンチ竣工

背なしベンチ①

写真 76　平成 21・23 年度テーブル・ベンチ等竣工

テーブル・ベンチ③ テーブル・ベンチ④

テーブル・ベンチ⑤、⑥ テーブル・ベンチ⑦
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テーブル・ベンチ⑧ 背付きベンチ①

テーブル・ベンチ⑨ 背付きベンチ②

テーブル・ベンチ⑩ 背なしベンチ②

背付きベンチ③ 背付きベンチ④
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（３）誘導施設 

ア 園路 

長者原地区を除く園路については、平成 14（2002）年度から城域南部の整備を開始した。城内に市道、農道等

があるが、これら既存道との活用も考慮した上で、新たに園路を新設した。来園者がガイダンス施設、主要遺構

や休憩所などをめぐりながら、遺跡全体の広さや全容を理解できるように整備を行った。また、園路整備におい

て、地形的条件からスロープでの整備が不可能な箇所については、木階段や木桟道で整備を実施した。以下に整

備状況を記す。 

  

 

第 197 図 園路・道標配置図 

第197図 園路・道標配置図

道標①

道標②

道標③

道標④

道標⑤
道標⑥

道標⑦

道標⑧

道標⑨

道標⑩

道標⑪

道標⑫
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（３）誘導施設 

ア 園路 

長者原地区を除く園路については、平成 14（2002）年度から城域南部の整備を開始した。城内に市道、農道等

があるが、これら既存道との活用も考慮した上で、新たに園路を新設した。来園者がガイダンス施設、主要遺構

や休憩所などをめぐりながら、遺跡全体の広さや全容を理解できるように整備を行った。また、園路整備におい

て、地形的条件からスロープでの整備が不可能な箇所については、木階段や木桟道で整備を実施した。以下に整

備状況を記す。 

  

 

第 197 図 園路・道標配置図 
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（ア）平成 14（2002）年度～平成 15（2003）年度 

灰塚展望所の整備と併せて、長者山展望広場から灰塚展望所へ向かうルート（Ｓ－８）及び長者原地区北側か 

ら灰塚展望所へ向かうルート（Ｓ－２－１）の整備を行った。 

なお、Ｓ－２－１については、当初、旧作業道を利用した散策路であったが、未舗装であることから、雨天時 

の利用に支障があったため路盤工のみの施工を実施した。園路沿いの法面についても崩壊の危険性があったため、

来園者の安全確保の点から併せて張芝（ワラ付き）も実施した。 

 ａ 平成 15（2003）年度① 

工期 平成 15（2003）年 10 月３日～平成 16（2004）年３月 1日 

内容 Ｓ－８の整備（一部平成 14 年度事業を繰越し平成 15 年度に完了）  

Ｌ＝269.9ｍ、ｗ＝1.5ｍ、木チップ舗装ｔ＝0.03ｍ、基礎砕石ｔ＝0.15ｍ、木チップ舗装部分縁木（杉

一等材 0.15ｍ×0.1ｍ、Ｍ12 アンカーボルトＬ＝0.5ｍ）、木桟道Ｌ＝58.1ｍ、ｗ＝1.5ｍ 

 ｂ 平成 15（2003）年度② 

工期 平成 16（2004）年２月２日～３月 26 日 

内容 散策路Ｓ－２－１の整備 

    Ｌ＝79.2ｍ、ｗ＝1.0ｍ～1.16ｍ、路盤工ｔ＝0.15ｍ～0.11ｍ、張芝（ワラ付き）137.488 ㎡ 

    ※現在、平成 22（2010）年度の園路（Ａ－４）整備により、盛土等により大部分被覆され、使用されて 

いない。 

 

 

 

第 198 図 平成 14・15 年度施工園路配置図 

 
第198図　平成14・15年度施工園路配置図
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平面図　S=1/400

立面図　S=1/400断面図　S=1/80

断面図　S=1/80

第 199 図　木桟道実施設計図
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第 200 図 木桟道・八角デッキ詳細図 

 

 

 

平面図　S=1/120

C 矢視立面図　S=1/120

第 200 図　木桟道・八角デッキ詳細図

(木チップ舗装高）

FL=145.88

踏板 50×150 杉一等材

ささら桁 100×280 杉一等材

床板 60×150 杉一等材
目地 ５mm 程度

笠木 80×140 杉一等材
（天端 R加工）

地覆 70×70 杉一等材

八角デッキ詳細図

(木チップ舗装高）

FL=145.98

B 矢視立面図  S=1/120

基礎材 100×280 杉一等材
ささら桁 100×280 杉一等材

階段柱 150×150 杉一等材

デッキ柱 180×180 杉一等材

大引 100×150 杉一等材
根太 100×150 杉一等材
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｱー
ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌ（゚SS400）

床板 60×150 杉一等材
目地 ５mm 程度

地覆 70×70 杉一等材
格子受 80×90 

格子 40×40 杉一等材

手摺柱 120×120
杉一等材

杉一等材

笠木 80×140 杉一等材
（天端 R加工）

横桟 40×100
杉一等材

木チップ舗装

笠木 80×140 杉一等材
（天端 R加工）

横桟 40×100 杉一等材

木チップ舗装

基礎材 100×280 杉一等材

手摺柱 120×120
杉一等材

大引 100×150 杉一等材

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｱー

ささら桁 100×280 杉一等材

階段柱 150×150 杉一等材

A 矢視立面図　S=1/120

笠木 80×140 杉一等材
（天端 R加工）
横桟 40×100杉一等材

手摺柱 120×120
杉一等材 格子 40×40

杉一等材
格子受 80×90 

杉一等材

床板 60×150 杉一等材
目地 ５mm 程度

地覆 70×70 杉一等材

基礎材 100×280 杉一等材

ささら桁 100×280 杉一等材

階段柱 150×150 杉一等材

木チップ舗装

大引 100×150 

根太 100×150 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｱー

杉一等材

杉一等材

デッキ柱 180×180 杉一等材
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第 201 図 木チップ舗装・階段部実施設計図 

平面図　S=1/50

側面図　S=1/50

手摺詳細図　S=1/50

断面図　S=1/50

側面図　S=1/50

平面図　S=1/50

断面図　S=1/50

第 201 図　木チップ舗装・階段部実施設計図

基礎砕石 (t=100mm)

100×200 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

木チップ舗装 (t=30mm)

基礎砕石

150×170 杉一等材

盛土
基礎砕石

150×170 杉一等材
基礎砕石

間詰砕石

木チップ舗装
基礎砕石基礎砕石盛土

ラウンディング処理
張芝

100×120 杉一等材
間詰砕石

縁木 100×200 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　　　　　
横木 150×170 杉一等材

階段一般図

手摺無し

立面図

手摺詳細図　S=1/50

断面図

縁木 100×280
杉一等材

横木 150×220
杉一等材

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ﾎﾞﾙﾄ

横木 150×220

杉一等材

縁木 100×280
杉一等材

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M12ﾎﾞﾙﾄ

手摺柱 120×120
 杉一等材

横桟 40×100
 杉一等材

盛土基礎砕石150×220 杉一等材
基礎砕石 (t=0 ～ 74mm)

木チップ舗装
(t=30mm)
基礎砕石

基礎砕石盛土

間詰砕石　

ラウンディング処理
張芝

横木 100×200 杉一等材 横木 100×280 杉一等材

間詰砕石　

縁木 100×280 杉一等材

手摺柱 120×120
杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

横桟 40×100 杉一等材

横木 150×220 杉一等材

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

片側手摺有り

階段一般図

100×200 杉一等材

手摺 120×120 杉一等材

横桟 40×100 杉一等材

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ　

縁木 100×280 杉一等材

横木 150×220 杉一等材

基礎砕石 (t=100mm)

木チップ舗装 (t=30mm)
基礎砕石
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第 202 図 木チップ舗装・階段部折れ点実施設計図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 203 図 木チップ舗装・平坦部実施設計図 

 

 

 

側面図　S=1/50

平面図　S=1/50

第 202 図　木チップ舗装・階段部折れ点実施設計図

第 203 図　木チップ舗装・平坦部実施設計図

階段折れ点標準図
手摺有り

縁木 100×280 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
横木 150×150 杉一等材

縁木 100×200 杉一等材

手摺柱 120×120 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

横桟 40×100
杉一等材

横木 150×150 杉一等材

平面図　S=1/50

側面図　S=1/50

階段折れ点標準図
手摺無し

縁木 100×200 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
横木 150×170 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

縁木 100×280 杉一等材

横木 150×150 杉一等材

横桟 40×100 杉一等材

手摺柱 120×120 杉一等材

縁木 100×200 杉一等材

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

M12ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ

横木 150×150 杉一等材

木チップ舗装一般図

木チップ舗装 t=30

縁木 100×150 杉一等材

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

平面図　S=1/20

盛土
木チップ舗装 t=30
基礎砕石 t=150

断面図　S=1/20

M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

100×150 杉一等材
間詰砕石ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理

張芝

盛土基礎砕石
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写真 77 竣工写真 

  

  

   

   

写真 77　散策路（Ｓ－８）竣工

着工前（長者山～灰塚） 竣工（長者山～灰塚）

着工前（長者山西側） 竣工（長者山西側）

着工前（灰塚北側） 竣工（灰塚北側）

着工前（灰塚東側） 竣工（灰塚東側）
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写真 78 木桟道施工写真 

  

     

    

   

写真 78　木桟道施工

ピンファンデーション打込 木道橋梁部組立①

木道橋梁部組立② 地覆取付

手すり取付 手すり出来形検測

八角デッキ 完了
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写真 79 木チップ舗装施工写真 

  

    

  

   

写真 79　木チップ舗装施工

床掘 階段組立①

階段組立② アスウッド混合物製造

断面検測 完了（階段部①）

完了（階段部②） 完了（平坦部）
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（イ）平成 16（2004）年度 

 管理用道路を兼ねる園路３ルートについて、雨水等による園路表面の流失が著しかったため、簡易舗装工事を 

施工した。工事内容は路盤工のみの舗装工事を実施。 

工期 平成 17（2005）年３月 23 日～３月 30 日 

内容 散策路２ルート、管理用道路１ルートの整備 

Ｓ－５－１（一部施工） Ｌ＝190ｍ、ｗ＝2.0～2.1ｍ、路盤工ｔ＝0.1～0.2ｍ 

     Ｓ－５－２（一部施工） Ｌ＝85ｍ、ｗ＝1.55～1.6ｍ、路盤工ｔ＝0.1ｍ 

     Ａ－３－１（一部施工） Ｌ＝120ｍ、ｗ＝2.0～2.1ｍ、路盤工ｔ＝0.1～0.11ｍ 

 

写真 80 平成 16 年度簡易舗装工事竣工写真 

 

  

  

  

写真 80　平成 16 年度簡易舗装竣工　 

着工前（Ｓ－５－１） 竣工（Ｓ－５－１） 

着工前（Ｓ－５－２） 竣工（Ｓ－５－２） 

着工前（Ａ－３－１） 竣工（Ａ－３－１） 
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（ウ）平成 17（2005）年度 

工期 平成 18（2006）年３月 31 日～11 月 30 日 

内容 散策路３ルートを整備 

Ｓ－１－１ Ｌ＝777.1ｍ、透水性土硬化舗装（t＝0.07ｍ、ｗ＝1.5ｍ）、砕石舗装（t＝0.1ｍ）、盛土、 

ワラ芝、暗渠排水溝 ※一部未舗装 

Ｓ－２－２ Ｌ＝251.1ｍ、透水性土硬化舗装（t＝0.07ｍ、擬木階段）防護柵（Ｌ＝43.5ｍ）、盛土、 

ワラ芝、暗渠排水管 ※一部未舗装 

Ｓ－３－１ Ｌ＝282.0ｍ、透水性土硬化舗装（t＝0.07ｍ）、砂砂利、擬木階段、防護柵（76.5ｍ）、 

盛土 ※一部未舗装 

 

 

 

 

第 204 図 園路（Ｓ－１－１ほか）実施設計図 

 

 

 

 

 

第 204 図　散策路（Ｓ－１－１ほか）実施設計図

S=1/4,000
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第 205 図 園路（Ｓ－１－１）平面図 

 
第 205 図　散策路（Ｓ－１－１）平面図 
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第 206 図 園路（Ｓ－１－１）標準断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 207 図 園路（Ｓ－１－１）立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 208 図 暗渠排水管 

S=1/80

第 206 図　散策路（S-1-1) 標準断面図

第 207 図　散策路（S-1-1）立面図

S=1/80

第 208 図　暗渠排水管

暗渠排水管埋設標準断面図

暗渠排水管（厚 55×幅 230、ﾁｭｰﾌﾞ径 50×3 本）

全面透水ﾀｲﾌﾟ　ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ（L-3）同等品

吸出し防止材巻き　2.3 ㎡ /ｍ

単粒砕石 4号      

現況地盤ﾗｲﾝ

盛土

擬木階段

固定ﾋﾟﾝ（U 型、φ4×L200）

標準 4本 /㎡

透水性土硬化舗装 t=7cm（山砂）

路盤工 t=10cm（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ）

防草ｼｰﾄ（天然麻繊維 厚約 10mm、幅 1,000)
植樹ﾆｭｰﾏｯﾄ（B-2) 同等品

ﾗｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理

ﾜﾗｼﾊﾞ

盛土

散策路 S-1-1 標準断面図
（S)ｽﾛｰﾌ ・゚透水性土硬化舗装
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写真 81 園路（Ｓ－１－１）施工写真 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

写真 81　散策路（Ｓ－１－１）施工 

盛土 路盤転圧① 

路盤転圧② 透水性土硬化舗装打設 

透水性土硬化舗装転圧 透水性土硬化舗装完了 

張芝（ワラ芝） 透水性土硬化舗装型枠設置 
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図 209 園路（Ｓ－２－２）平面図 

 

 

第 209 図　散策路（Ｓ－２－２）平面図 
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第 210 図 園路（Ｓ－２－２）標準断面図 

 

第 211 図 園路（Ｓ－２－２）立面図 

 

 

 

 

 

 

 

第 212 図 擬木階段・防護柵実施設計図 

第 210 図　散策路（S-2-2）標準断面図

第 211 図　散策路（S-2-2) 立面図

S=1/80

第 212 図　擬木階段・防護柵実施設計図

S=1/40

S=1/80

平面図

正面図 側面図

平面図

ビス止

正面図
側面図

木製防護柵

擬木階段詳細図
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写真 82 遠路（Ｓ－２－２）施工写真 

      

   

 

    

 

   

 

 

写真 82　散策路（Ｓ－２－２）施工

暗渠布設 砕石敷均し

砕石舗装転圧 防草シート設置・張芝（ワラ芝）

擬木階段土留め板設置 擬木階段横木設置

砕石舗装敷均し 完了
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第 213 図 園路（Ｓ－３－１）平面図 

 

 

第 214 図 園路（Ｓ－３－１）立面図 

 

第 213 図　散策路（S-3-1）平面図

第 214 図　散策路（S-3-1）立面図
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第 215 図 園路（Ｓ－３－１）標準断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            第 216 図 階段 

（エ）平成 18（2006）年度 

  工期 平成 19（2007）年３月 15 日～10 月 31 日 

第 215 図　散策路（S-3-1）標準断面図

第 216 図　階段部実施設計図

散策路 S-3-1 標準断面図

散策路 S-3-1 標準断面図

散策路 S-3-1 標準断面図

正面図
側面図

平面図

階段スロープ詳細図
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内容 散策路１ルートを整備 

Ｓ－４ 施工延長 Ｌ＝490.4ｍ、透水性土硬化舗装（Ｌ＝424.85ｍ、ｗ＝2.0ｍ、ｔ＝0.07ｍ）、木桟 

橋（ｗ＝2.0ｍ、Ｌ＝34.0ｍ）、木製階段・踊場（Ｌ＝31.55ｍ、ｗ＝1.5ｍ）、転落防止柵（Ｌ＝54.0

ｍ） 

 

第 217 図 園路（Ｓ－４）実施設計図 

写真 83 園路（Ｓ－４）竣工写真 

   

第 217 図　散策路（S-4) 実施設計図

写真 83　散策路（Ｓ－４）竣工

着工前 竣工
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第 218 図 木桟道実施設計図 
第 218 図　木桟道実施設計図 

S=1/300 

S=1/60 

S=1/150 

i=3.34% スロープ部 i=3.34% 
スロープ部 
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第 219 図 園路（Ｓ－４）標準断面図 
第 219 図　散策路（Ｓ－４）標準断面図 

S=1/15 

S=1/15 

S=1/15 

平面図 

正面図 

側面図 
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第 220 図 転落防止柵 

 

写真 84 園路（Ｓ－４）施工写真 

   

   

 

第 220 図　転落防止柵 

S=1/40 

転落防止柵

写真 84　散策路（Ｓ－４）竣工 

作業風景 竣工（平坦部） 

竣工（擬木階段・スロープ） 竣工（スロープ） 
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（オ）平成 22（2010）年度  

散策路３ルートの整備を実施した。１ルート（Ａ－４）については新設し、平成 17（2005）年度実施した散策

路２ルート（Ｓ－１－１・Ｓ－２－１）については、未舗装であった箇所に透水性土硬化舗装を施した。 

工期 平成 23（2011）年１月 27 日～６月 30 日 

内容 Ａ－４ 透水性土硬化舗装（Ｌ＝235.9ｍ、ｗ＝3.0ｍ）、路盤工（ｔ＝0.15ｍクラッシャーラン）、 盛 

土、張芝（野芝 708.8 ㎡、ワラ芝 1,247 ㎡）、U字側溝（300 ㎜×300 ㎜、L＝228.4ｍ）、集水 

枡（500 ㎜×500 ㎜×600 ㎜）６基、吐口工（1,500 ㎜×1,500 ㎜）４基、吐口工（200 ㎜×200 

㎜）１基、暗渠排水管（φ＝200 ㎜ L＝52.5ｍ、φ＝300 ㎜ L＝10ｍ、φ＝400 ㎜ L＝22ｍ） 

※集水枡にはグレーチング蓋を使用 

 

 

 

 

    

第 221 図 園路（Ａ－４）実施設計図 

 

 

 

 

 

第 221 図　一般園路（Ａ－４）実施設計図 
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写真 85 園路（Ａ－４）竣工写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第 222 図 園路（Ａ－４）標準断面図 

 

 

 

 

写真 85　園路（Ａ－４）竣工

着工前 竣工（園路法面）

竣工（灰塚へ） 竣工（西側土塁線へ）

第 222 図　一般園路（Ａ－４）標準断面図 

S=1/60 

S=1/30 
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第 223 図 第 223 図　一般園路（Ａ－４）断面図 

S=1/200 
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第 224 図 集水枡詳細図 

 

 

第 224 図　集水桝詳細図 

平面図 

A－A 断面図 B－B 断面図 

グレーチング蓋 (500×500 用、T－6) 
 

落込細目鎖付　すべり止め型 

皿型側溝蓋 (300、基本型、集水型） 

U 型側溝 (300×300） 

皿型側溝蓋 (300、基本型、集水型） 
グレーチング蓋 

透水性土硬化舗装 t＝10cm( 山砂） 

路盤工 t＝15cm( クラッシャーラン） 

暗渠排水管φ200 
（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、ｼﾝｸﾞﾙ、無孔） 

コンクリート　18N ー 8－40 
基礎砕石 t＝15cm( 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ） 

集水桝 (500×500×600）詳細図　S＝1/60 

平面図 

グレーチング蓋 (800×800 用、tー 6） 
落込細目鎖付　すべり止め型 

皿型側溝 (300、基本型・集水型） 足掛金具 D13( 錆止め塗装） 

u 型側溝 

暗渠排水管φ300 

（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、ｼﾝｸﾞﾙ、無孔） 

ａーａ断面図 ｂ－ｂ断面図 

(300×300） 

皿型側溝 (300、基本型・集水型） 
グレーチング蓋 

透水性土硬化舗装 t＝10cm( 山砂） 

路盤工 t＝15cm(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ） 

足掛金具 D13( 錆止め塗装） 

暗渠排水管φ300 
（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、ｼﾝｸﾞﾙ、無孔） 

基礎砕石 t＝15cm( 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ） 
コンクリート 18N－8－40 

集水桝 (800×800×1200) 詳細図　S＝1/60 
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第 225 図 暗渠配水管等詳細図 

  

 

 

 

 

 

第 225 図　暗渠排水管等詳細図

S=1/20 S=1/20

平面図 平面図

暗渠排水管φ300

割栗石 15 ～ 20cm

吸出し防止シート、厚 3mm
（長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布）

ｂ－ｂ断面図 ａーａ断面図

暗渠排水管φ200

割栗石 15 ～ 20cm

吸出し防止シート、厚 3mm

（長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布）

吐口工 (2000×2000) 詳細図　S=1/60 吐口工 (1500×1500) 詳細図　S=1/60
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写真 86 園路（Ａ－４）施工写真 

    

    

    

 

   

写真 86　園路（Ａー４）施工

着工前 暗渠配水管布設

盛土転圧（小段部） 樹木保護・ＤＯパイプ設置

砕石敷均し 砕石完了

吸出し防止剤設置 盛土転圧（小段上部）
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盛土土羽打ち 盛土敷均し転圧（小段上部）

吐口・栗石敷均し 集水桝設置

Ｕ字側溝出来形測定 排水パイプ設置

路盤敷均し転圧 完了
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Ｓ－１－１ 透水性土硬化舗装（Ｌ＝207.3ｍ、ｗ＝1.5ｍ、ｔ＝0.07ｍ）、路盤工（t＝0.1ｍ ※一部実施）、 

盛土 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 226 図 園路（Ｓ－１－１）標準断面図 

写真 87 園路（Ｓ－１－１）施工写真 

     

     

第 226 図　散策路（Ｓ－１－１）標準断面図 

S=1/40 

 

写真 87　散策路（Ｓ－１－１）竣工 

着工前（南側入口） 竣工（南側入口） 

着工前（支線） 竣工（支線） 
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Ｓ－２－２ 透水性土硬化舗装（Ｌ＝235.4ｍ、ｗ＝1.5ｍ、ｔ＝0.7ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 227 図 園路（Ｓ－２－２）標準断面図 

 

写真 88 園路（Ｓ－２－２）竣工写真 

   

 

（カ）平成 23（2011）年度 

平成 17（2005）年度に整備を実施したＳ－３－１について、未舗装であったため、透水性土硬化舗装を実施し

た。 

工期 平成 23（2011）年９月 22 日～平成 24（2012）年２月 29 日 

内容 透水性土硬化舗装Ｌ＝236ｍ、ｗ＝1.5ｍ、ｔ＝0.07ｍ、路盤工＝0.1ｍ 

第 227 図　散策路（Ｓ－２－２）標準断面図 

S=1/40 

 

写真 88　散策路（Ｓ－２－２）竣工

着工前 竣工



― 371 ―
 - 371 -

 
 

 

 

第 228 図 園路（Ｓ－３－１）標準断面図 

 

 
第 228 図　散策路（Ｓ－３－１）標準断面図 

S=1/40 

透水性土硬化舗装 t＝7cm( 山砂） 

張芝 (野芝） 張芝 (野芝） 

500 500 1500 

300 300 

1.0％以内 

既設路盤 

盛土 (流用土） 

盛土 (流用土） 

0.01 ㎡ 

0.01 ㎡ 

透水性土硬化舗装 t＝7cm( 山砂） 

500 1500 500 

300 300 

張芝 (野芝） 張芝 (野芝） 
100 100 

1.0％以内 

埋戻 (発生土） 埋戻 (発生土） 

人力掘削 (既設路盤材） t＝10cm 

人力掘削 (土砂） t＝7cm 

路盤工　t＝10cm( 既設路盤材再利用） 

補充材 (クラッシャーラン）20％ 

既設土留め板 
透水性土硬化舗装　t＝7cm( 山砂） 

端部処理 

既設擬木階段 

L 

L ー 100 100 

H
 1
5
0
 

1
0
 

人力掘削 (既設路盤材）t＝10cm 

人力掘削 (土砂）t＝7cm 

基礎砕石　t＝10cm（既設路盤材再利用） 

補充材（クラッシャーラン）20％ 



― 372 ―
 - 372 -

写真 89 園路（Ｓ－３－１）竣工写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 道標 

平成 18（2006）年度から南部斜面地区、深迫門地区、堀切門地区、南側土塁地区の園路（散策路）整備を実施

し、鞠智城内を周遊できることが可能となった。そのため、入園者が自ら設定したコースに沿って園内を散策で

きるよう分岐点に適宜設置した。設置数は計 12 基。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 229 図 道標実施設計図 

写真 89　散策路（Ｓ－３－１）竣工

着工前 竣工

第 229 図　道標実施設計図 

S=1/60 S=1/30 

S=1/60 S=1/60 



― 373 ―
 - 373 -

（ア）平成 18（2006）年度 

工期 平成 19（2007）年３月 15 日～10 月 31 日 

内容 道標２基（道標①、②） 

道標（H1800×W760×D20） 

     表示板（セラステン同等品）、支柱 2本（錆御影石）、基礎コンクリート、再生クラッシャーラン 

写真 90 平成 18 年度道標竣工写真 

（イ）平成 19（2007）年度 

工期 平成 19（2007）年 12 月 28 日～平成 20（2008）年３月 26 日 

内容 道標６基（道標③～⑧） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

写真 91 平成 19 年度道標竣工写真 

   

   

写真 90　平成 18 年度道標竣工

道標① 道標②

写真 91　平成 19 年度道標竣工

道標③ 道標④

道標⑤ 道標⑥

 - 373 -

（ア）平成 18（2006）年度 

工期 平成 19（2007）年３月 15 日～10 月 31 日 

内容 道標２基（道標①、②） 

道標（H1800×W760×D20） 

     表示板（セラステン同等品）、支柱 2本（錆御影石）、基礎コンクリート、再生クラッシャーラン 

写真 90 平成 18 年度道標竣工写真 

（イ）平成 19（2007）年度 

工期 平成 19（2007）年 12 月 28 日～平成 20（2008）年３月 26 日 

内容 道標６基（道標③～⑧） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

写真 91 平成 19 年度道標竣工写真 
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（ウ）平成 20（2008）年度 

工期 平成 20（2008）年９月 11 日～平成 21 年３月 13 日 

内容 道標１基（道標⑨） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

（エ）平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 22 日～９月 30 日 

内容 道標２基（道標⑩、⑪） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

 

写真 92 平成 21 道標竣工写真 

   

（オ）平成 23（2011）年度 

工期 平成 23（2011）年 9 月 22 日～平成 24（2012） 写真 93 平成 23 年度竣工写真 

   年２月 28 日 

内容 道標１基（道標⑫） 

平成 18 年度と同規格の道標を設置 

 

 

 

 

 - 374 -

 

   

（ウ）平成 20（2008）年度 

工期 平成 20（2008）年９月 11 日～平成 21 年３月 13 日 

内容 道標１基（道標⑨） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

（エ）平成 21（2009）年度 

工期 平成 22（2010）年３月 22 日～９月 30 日 

内容 道標２基（道標⑩、⑪） 

平成 18（2006）年度と同規格の道標を設置 

 

写真 92 平成 21 道標竣工写真 

   

（オ）平成 23（2011）年度 

工期 平成 23（2011）年 9 月 22 日～平成 24（2012） 写真 93 平成 23 年度竣工写真 

   年２月 28 日 

内容 道標１基（道標⑫） 

平成 18 年度と同規格の道標を設置 

 

 

 

 

道標⑦ 道標⑧

写真 92　平成 20 年度道標竣工 

写真 93　平成 21・23 年度道標竣工

道標⑫ 

道標⑨ 

道標⑩ 道標⑪ 

写真 92　平成 20 年度道標竣工 

写真 93　平成 21・23 年度道標竣工

道標⑫ 

道標⑨ 

道標⑩ 道標⑪ 

写真 92　平成 20 年度道標竣工 

写真 93　平成 21・23 年度道標竣工

道標⑫ 

道標⑨ 

道標⑩ 道標⑪ 
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写真 94 道標施工写真 

   

   

（４）修景工事 

深迫門跡地区には、農地として地形改変に伴うコンクリートブロック積が残っており、史跡としての景観にふ

さわしくない箇所が見受けられた。平成 23（2011）年度整備にて、既設コンクリートブロック積の箇所について

一部、覆土、張芝を施工し、景観保全対策を実施した。 

なお、平成 19（2007）年度に設置した排水施設の吐出し口が、コンクリートブロック積の覆土施工の範囲内に

入るため、当該吐出し口を５ｍ移設する措置をとった。 

   工期 平成 23（2011）年９月 22 日～平成 24（2012）年２月 28 日 

  内容 覆土 ＝1,075 ㎥、張芝（ワラ付き）Ａ＝1,584㎡、排水施設の移設（暗渠排水管の延長φ＝200、L＝5ｍ） 

写真 95 修景工事竣工写真 

     

写真 94　道標施工

基礎床掘出来形検測 基礎砕石出来形検測

基礎コンクリート出来形検測 完了

写真 95　修景工事竣工

着工前 竣工
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第 230 図 平成 23 年度修景工事実施設計図 

 

 

 

第 231 図 平成 23 年度修景工事断面図 第 231 図　平成 23 年度修景工事断面図

第 230 図　平成 23 年度修景工事実施設計図

S=1/1,500 

S=1/200 
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第 232 図 実施設計吐出し口詳細図 

写真 96 吐出し口施工写真 

   

  

第 232 図　吐出し口詳細図

吸出し防止シート 
厚 3mm 

S=1/80 

暗渠排水管φ200 

暗渠排水管φ200 

平面図 

覆土要領図 

ａーａ断面図 

写真 96　吐出し口施工

吐口床掘 吸出防止シート敷設

割栗石敷設 完了
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写真 97 覆土施工写真 

 

    

    

    

 

写真 97　覆土施工（平坦部 11 西法面）

着工前 断面検測

盛土材敷均し転圧 法面出来形検測

張芝（ワラ芝） 完了

吐出し口（正面） 吐出し口（上面）
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（５）その他工事 

 ア 歩道整備 

平成 16（2004）年度に園内への進入路について、

それまで歩道と車道との境界がない状況であったた

め、園内見学者の安全確保を目的に歩道整備等を実

施した。 

  工期 平成 17（2005）年３月 15～25 日 

内容 透水性カラー舗装（104.4 ㎡）、自然石  

縁石（Ｌ＝34.5ｍ）、車止め、ライン引   

き（横断歩道等） 

 

 

 

第 233 図 

 

写真 98 平成 16 年度竣工写真 

   

 

   

 

 

第233図　平成16年度歩道整備箇所図

写真 98　平成 16 年度歩道整備竣工

着工前（温故創生館前） 竣工（温故創生館前）

着工前（駐車場付近） 竣工（駐車場付近）
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イ 遺構明示 

平成 22（2010）年度の整備において一部山砂にて遺構明示されている長者原地区の建物跡について、見学者の

安全対策のため、透水性土硬化舗装を実施した。 

なお、整備を実施した建物跡については、入園者が見学をする機会がもっとも多い、32 号復元建物（八角形鼓

楼）周辺の建物跡２基を選定した。 

遺構明示した遺構 25・26 号建物跡 

工期 平成 23（2011）年１月 23 日～６月 30 日  

内容 遺構面の透水性土硬化舗装（25 号建物跡：96.48 ㎡、ｔ＝0.15ｍ、26 号建物跡：119.23 ㎡、

ｔ＝0.15ｍ） 

 

写真 99 平成 22 年度竣工写真 

    

 

ウ 給水施設改修工事 

 既存の給水施設の地盤が沈下したため、重量のかからない覆屋の改修を実施した。 

 工期 平成 23（2011）年 12 月８日～平成 24（2012）年１月 27 日 

内容 覆屋の改修工 

 

写真 100 給水施設竣工写真 

    

 

写真 99　平成 22 年度遺構明示竣工

25 号建物跡 26 号建物跡

写真 100　平成 23 年度給水施設覆屋改修竣工

着工前 竣工
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（６）南側土塁地区保存整備 

ア 鞠智城安全対策緊急整備（法面部）  

南側土塁地区については、北向きの斜面で、堀切集落へ抜けるトンネル坑口から西側となる一帯において、

斜面が阿蘇凝灰岩で雨水による表層崩壊が見られる箇所があり、入園者及び隣接する市道利用者の安全を目

的に斜面の安定対策のため、国の緊急経済対策事業を活用し斜面の保護工事を実施した。併せて、同地区の

土塁についてもこれまでの雨水等で崩落が進行しているため、保護工事を実施した。南側土塁地区・堀切門

跡地区等南部一帯基本設計において、同地区については、斜面の表層安定と史跡景観保全の観点から竹林を

伐採する計画となっており、この考え方にそって工事を施工した。 

工事内容は、竹林の伐採（抜根）、市道沿いに垂直に近い箇所は斜面の角度に応じて、ソイル吹付け工（ア

ンカー工併用）、長繊維補強土工法（一部アンカー工併用）等で実施した。斜面の保護工事を実施したことに

伴い、同地区の園路から地表表面の雨水処理を行うために排水工（集束線状集排水管）も併せて実施した。 

工期 平成 22（2010）年３月 24 日～９月 30 日 

  内容 

施工面積 3,472 ㎡ 

① 敷地造成工：伐開工（チェーンソー）1,383 ㎡ 

掘削工 人力切崩し（除根・抜根）138ｍ３、片切掘削（バックホウ・崩土除去）45ｍ３ 

等、防草シート敷設 291 ㎡ 

   ②法面整形工：法面整形（切土部） 人力 2,898 ㎡ 

   ③法面工  ：補強鉄筋工（鉄筋挿入工（アンカーバー））431 本 

          ※主アンカー：φ16×400 ㎜のものを使用（100 ㎡あたり 30 本の割合で打設） 

補助アンカーφ9×200 ㎜のものを使用（100 ㎡あたり 150 本の割合で打設） 

長繊維混入補強土工 2,605 ㎡（ｔ＝0.2ｍ） 

※長繊維混入補強土標準配合                        （1ｍ３当たり） 

名  称 規  格 単位 数 量 

砂（細骨財） 洗い砂 ｍ３ 1.56 

セメント 普通ボルトランドセメント ㎏ 24.40 

長繊維 ポリプロピレン 200D/40Ｆ ㎏ 4.125 

          ラス張工      522 ㎡（ラス網は、菱形金網＃1450×50 ㎜） 

          植生基材吹付工   2,605 ㎡（ｔ＝0.03ｍ、ラス張併用） 

                    ※植生：野芝、ヨモギ、ススキ 

          ソイル吹付工    370 ㎡（ｔ＝0.08ｍ、ラス張併用） 

          張芝（法面部）   186 ㎡ 

          張芝（平坦部）   311 ㎡ 

   ④雨水排水設備工：管渠工 暗渠排水管（φ100L＝144ｍ、φ75L＝16ｍ）、塩化ビニル管（φ125L＝27ｍ） 
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写真 101　平成 21 年度安全対策緊急整備竣工

着工前（全景） 竣工（全景）

着工前（土塁背面） 竣工（土塁背面）

第 234 図　安全対策緊急整備実施設計図 第 234 図　安全対策緊急整備実施設計図 
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第 235 図 横断図① 

第 235 図　横断図① 
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第 236 図 横断図② 第 236 図　横断図② 
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第 237 図 施工区域標準断面図 第 237 図　施工区域標準断面図 
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第 238 図 長繊維補強土工等標準断面図 第 238 図　長繊維補強土工等標準断面図  
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第 239 図 排水詳細図 

 

写真 102 施工写真 

  

    

第 239 図　排水詳細図 

写真 102　平成 21 年度安全対策緊急整備施工

樹木伐採 除根・抜根

崩土除去 法面伐開完了
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防草シート布設 盛土 

盛土完了 張芝 

暗渠排水管布設 削孔 

鉄筋挿入 エキスパンドメタルカゴ取付 
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背面排水設置状況 長繊維混入補強土吹付 

長繊維混入補強土吹付完了 ラス張り 

植生基材吹付 完了 
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イ 鞠智城安全対策緊急整備工事（転落防止柵設置） 

 先述した安全対策緊急工事の施工に伴い、南側土塁地区の環境（竹の伐採・伐根）が整備され、来園者が南

側土塁地区の斜面の直近まで進入できる状況になった。そのため、来園者への安全対策のため、南側土塁地区

斜面上部平坦部に盛土の範囲内で転落防止柵の設置を行った。 

 なお、当該工事についても安全緊急工事と同様、国の緊急経済対策事業を活用し実施した。 

工期 平成 22（2010）年 12 月 22 日～平成 23（2011）年３月 21 日 

内容 転落防止柵の設置（Ｌ＝81ｍ）、平成 19（2007）年度に園路に付帯して設置した防護柵と同規格のもの 

を設置した。 

写真 103 竣工写真 

   

写真 104 施工写真 

   

   

 

 

 

 

 

 

写真 103　平成 21 年度転落防止柵設置竣工

着工前 竣工

床掘① 床掘②

出来形検測 完了

写真 104　平成 21 年度転落防止柵設置施工
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（７）災害復旧事業 

 

第 240 図 災害復旧箇所図 

ア 平成 17（2005）年度 

平成 17（2005）年７月９日からの集中豪雨（鞠智城跡が所在する山鹿市菊鹿町では、最大時間雨量 50mm、最大

24 時間雨量 240mm を記録）で史跡地内の長者山等の斜面が大きく崩壊した。見学者の安全確保、史跡の保護、施

設の倒壊防止のため、早急に現状復旧をする必要が生じ史跡地内３箇所で災害復旧工事を実施した。各３箇所の

斜面復旧工事の内容は、以下のとおり。 

事業期間 実施設計 平成 17（2005）年 12 月２日～12 月 28 日 

    工  期 平成 18（2006）年２月 23 日～平成 19（2007）年３月 26 日 

施工箇所及び施工内容 

Ｉ工区（５号建物跡復元建物付近南側斜面） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約 15ｍ、高さ約 25ｍ） 

施工方法  土工、ロックボルト工（30 本）、長繊維補強土工（27ｍ3）、植生基材吹付（ノンラス工法）、

排水設備工（暗渠排水管 136ｍ、集水管 10ｍ、張芝） 

 

 

 

 

 

第 240 図　平成 17 年度災害復旧箇所図

 
S=1/6,000 
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写真 105 竣工写真 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 241 図 Ⅰ工区実施設計図 

写真 105　平成 17 年度災害復旧竣工（Ⅰ工区）

着工前 竣工

第 241 図　平成 17 年度Ⅰ工区実施設計図
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人力法面整形 3．0m 

補強鉄筋工 

(D=19 L=5000） 

NO．
1 工区ｰ2 

136.
34m 

dep=8
.45 

DL=140．00 

NO．0 

GH=144．04 
FH= 

長繊維補強土工 

摺り付け部 
A=0．81 ㎡ 

人力法面整形 4．0m 



― 393 ―
 - 393 -

 

第●図 Ⅰ工区補強鉄筋工配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第●図 排水材標準配置図 
第 243 図　排水材標準配置図 

S=1/120 

第 242 図　平成 17 年度Ⅰ工区補強鉄筋工配置図
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写真 106 施工写真 

   

  

  

     

 

 

写真 106　平成 17 年度災害復旧施工 (Ⅰ工区 )

着工前 鉄筋挿入

背面排水材長測定 長繊維混入補強土吹付

ラス張り 植生基材吹付

法肩法面盛土養生 盛土養生箇所張芝
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Ⅱ工区（長者山展望広場西側斜面） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約 15ｍ、高さ約 30ｍ） 

施工方法  土工、ロックボルト工（210 本）、長繊維補強土工（251ｍ3）、植生基材吹付工、排水設備工

（暗渠排水管 69ｍ、集水管 65ｍ、張芝） 

 

写真 107 竣工写真 

   

 

 

 

 

第 244 図 Ⅱ工区平面図 

 

 

 

 

 

 

写真 107　平成 17 年度災害復旧竣工（Ⅱ工区）

着工前 竣工

第 244 図　平成 17 年度Ⅱ工区平面図

平　面　図 

S=1/600 

展望台 

復旧延長 L=15．0m 
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第 245 図 Ⅱ工区断面図 

 

 

第 245 図　平成 17 年度Ⅱ工区断面図

S=1/300 

No.0+7．00 
GH=151．71 
FH= 

DL=150．00 

エキスパンドアンカー 

D19×1200 

芝地 
竹柵 

DL=150．00 

長繊維補強土工 

植生基材吹付工 (t=3cm） 

ノンラス工法 

背面排水材 

基底部排水材 

末端落とし口 

VP100 

人力掘削 9．1 ㎡ 

人力法面整形 23．0m 

DL=150．00 

芝地 

竹柵 

NO.0 

GH=153．11 
FH= 

NO.2
工区ｰ1 

146．
96m 

dep=
7．00m 

補強鉄筋工（D19 L=5000） 

NO.0+15．00 
GH=152．84 
FH= 

竹柵 

芝地 

人力切り崩し 0．2 ㎡ 
人力掘削 3．8 ㎡ 
人力法面整形 21．9m 

人力切り崩し 0．2 ㎡ 

人力掘削 6．2 ㎡ 

人力法面整形 21．0m 
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第 246 図 Ⅱ工区補強鉄筋工配置図 

写真 108 施工写真 

  

  

第 246 図　平成 17 年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図

Ⅱ工区補強鉄筋工配置図　S=1/400 

エキスパンドアンカー 

D19ｰ1200 

4 段法面 

 

エキスパンドアンカー 

D19ｰ1200 

3 段法面 

エキスパンドアンカー 

D19ｰ1200 

2 段法面 

エキスパンドアンカー 

D19ｰ1200 

1 段法面 

5 本 

5 本 

5 本 

5 本 

末端落とし口 

ＶＰ100、Ｌ=5．0ｍ 
基底部排水材 

背面排水材 

補強鉄筋工 

(D19 L=5000） 

45 本 

60 本 

60 本 

45 本 

合計　210 本　合計 457．5 ㎡ 

面積 

97．5 ㎡ (6．5×15） 

15．0 ㎡（1．0×15） 

105．0 ㎡ (7．0×15） 

15．0 ㎡（1．0×15） 

105，0 ㎡（7．0×15） 

15．0 ㎡（1．0×15） 

105．0 ㎡（7．0×15） 

写真 108　平成 17 年度災害復旧施工（Ⅱ工区）

着工前 人力切崩し

鉄筋挿入 注入状況
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鉄筋挿入出来形検測 計画最大荷重確認

背面排水材設置 Ｔ字ジョイント取付

エキスパンドカゴ取付 長繊維混入補強土吹付

ラス張り 植生基材吹付
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Ⅲ工区（池ノ尾門跡付近） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約８ｍ、高さ約 13ｍ） 

施工方法  法面工（植生マット工 123ｍ３㎡） 

 

写真 109 竣工写真 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 247 図 Ⅲ工区実施設計図 

写真 109　平成 17 年度災害復旧竣工（Ⅲ工区）

着工前 竣工

平面図　S=1/500

横断図　S=1/250

第 247 図　平成 17 年度Ⅲ工区実施設計図

法面保護材 (植生マット）施工範囲

NO.0+8．00

GH=91．07
FH=

DL=90．00

NO.0+4．00

GH=90．99
FH=

法面保護材 (植生マット）
アンカー (φ9×L200)1．5 本 / ㎡

止釘 (L150)3.4 本 / ㎡

DL=90．00

NO.0

GH=90．91
FH=
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イ 平成 18（2006）年度 

平成 18（2006）年６、７月の集中豪雨（鞠智城跡が所在する山鹿市菊鹿町では、６月 25 日からの集中豪雨で最

大時間雨量 42mm、最大 24 時間雨量 111mm を記録。特に斜面崩壊、き損が生じた７月 21 日からの集中豪雨では、

最大時間雨量 41mm、最大 24 時間雨量 226mm を記録。）で史跡地内の長者山等の法面など 36 箇所に崩壊及びき損が

発生した。見学者の安全確保、史跡の保護、施設の倒壊防止のため早急な現状復旧の必要が生じ、緊急性が高い

史跡地内の４箇所で災害復旧工事を実施した。法面復旧工事の内容は、以下のとおり。 

事業期間 実施設計 平成 18（2006）年 11 月１日～平成 19（2007）年１月 31 日 

     工  期 平成 19（2007）年３月 15 日～10 月 31 日 

施行箇所及び施行内容 

Ⅰ工区（南側土塁南側斜面） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約 50ｍ、高さ約 15ｍ） 

施行方法  掘削工（掘削 768ｍ3、法面整形 775ｍ3）、残土処理 546ｍ3、排水施設（かごマット 38 

ｍ3、排水溜枡１基）、植生マット工 1,022 ㎡ 

 

写真 110 竣工写真 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 110　平成 18 年度災害復旧竣工（Ⅰ工区）

着工前 竣工
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第 248 図 Ⅰ工区平面図 

 

 

 

 

 

平面図　S=1/250 

第 248 図　平成 18 年度Ⅰ工区平面図

Ⅰ工区　L=45．0m 

崩土除去 

崩土除去 

植生マット 

法止工 

L=38．0 

崩土受入地 (県有地） 
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第 249 図 Ⅰ工区断面図① 

第 249 図　平成 18 年度Ⅰ工区断面図①

 

S=1/600 
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第 250 図 Ⅰ工区断面図② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 251 図 法止工詳細図 

第 251 図　法止工詳細図 

S=1/600 

S=1/60 

第 250 図　平成 18 年度Ⅰ工区断面図②
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写真 111 施工写真 

 

  

   

   

   

写真 111　平成 18 年度災害復旧施工（Ⅰ工区）

着工前 盛土 

敷均し転圧 法面整形 

法面転圧 止め杭人力打込 

割栗石敷設 割栗石敷並べ 
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吸出し防止材設置 排水施設設置完了

盛土 盛土転圧

法面整形① 法面整形②

法面整形完了① 法面整形完了②
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植生マット張付 植生マット張付（打設）

植生マット張付完了 排水溜枡床掘

排水溜枡基面整正 排水溜枡砕石転圧

排水溜枡設置完了 排水溝全景
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Ⅱ工区（長者山展望広場西側斜面） 

災害の状況 斜面崩落（幅約 10ｍ、高さ約 31ｍ） 

施工方法  長繊維混入補強土工（切土整形 375ｍ3、鉄筋挿入工 99 本、エキスパンドメタルアンカー 

103 本、排水材取付工 410ｍ、吹付工 221ｍ3、植生基材吹付工 422 ㎡） 

 

写真 112 竣工写真 

   

 

 

 

第 252 図 Ⅱ区平面図 

 

 

 

 

写真 112　平成 18 年度災害復旧竣工（Ⅱ工区）

着工前 竣工

第 252 図　平成 18 年度Ⅱ工区平面図

平面図　S=1/500

Ⅱ
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第 253 図 Ⅱ区断面図 

断面図　S=1/250 

第 253 図　平成 18 年度Ⅱ工区断面図
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第 254 図 Ⅱ区補強鉄筋工配置図 

 

 

 

 

 

Ⅱ工区補強鉄筋工配置図　S=1/200 

第 254 図　平成 18 年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図
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写真 113 排水施設施工写真 

  

   

 

Ⅲ工区（堂の下園路南側斜面） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約 20ｍ、高さ約 16ｍ） 

施工方法  長繊維混入補強土工（切土整形 155ｍ3、鉄筋挿入工 42 本、エキスパンドメタルアンカー 

14 本、排水材取付工・吹付工 79ｍ3、植生基材吹付工 171 ㎡） 

 

写真 114 竣工写真 

   

 

 

 

写真 113　平成 18 年度災害復旧排水施設施工（Ⅱ工区）

配水管設置

完了 配水管布設状況

写真 114　平成 18 年度災害復旧竣工（Ⅲ工区）

着工前 竣工
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第 255 図 Ⅲ工区平・断面図 

断面図　S=1/250

平面図　S=1/500 

第 255 図　平成 18 年度Ⅲ工区平・断面図

Ⅲ



― 412 ―
 - 412 -

 

第 256 図 Ⅲ工区断面図 

 

第 257 図 Ⅲ工区補強鉄筋工配置図 

断面図　S=1/250

第 256 図　平成 18 年度Ⅲ工区断面図

Ⅲ工区補強鉄筋工配置図　S=1/250 

第 257 図　平成 18 年度Ⅲ工区補強鉄筋工配置図
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Ⅳ工区（馬こかし西側斜面） 

災害の状況 斜面の崩落（幅約 10ｍ、高さ約８ｍ） 

施工方法  長繊維混入補強土工（切土整形 63ｍ3、鉄筋挿入工 23 本、エキスパンドメタルアンカ 

ー19 本、排水材取付工 102ｍ3、吹付工 40ｍ3、植生基材吹付工 87 ㎡） 

 

写真 115 竣工写真 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 258 図 Ⅳ工区平・断面図 

写真 115　平成 18 年度災害復旧竣工（Ⅳ工区）

着工前 竣工

平面図　S=1/1,000

断面図　S=1/250

　第 258 図　平成 18 年度Ⅳ工区平・断面図

Ⅳ



― 414 ―
 - 414 -

 

第 259 図 Ⅳ工区補強鉄筋工配置図 

 

 

 

 

写真 116 施工写真 

   

Ⅳ区補強鉄筋工配置図　S=1/250 

第 259 図　平成 18 年度Ⅳ工区補強鉄筋工配置図

写真 116　平成 18 年度災害復旧施工（Ⅳ工区）

基面整形 基面整形完了
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鉄筋挿入① 鉄筋挿入②

注入状況 背面排水材設置

基底部排水パイプ設置 長繊維混入補強土吹付

植生基材吹付 完了
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（８）復元建物修繕 

 ア 16 号復元建物（兵舎）災害復旧工事 

平成 11（1999）年９月の台風 18 号で、16 号復元建物（兵舎）

の外壁・内壁、屋根等に損傷を受けたため、単県事業にて復旧工

事を行った。外壁・内壁については既存土塗のケイソウ土塗替、

屋根については、防水塗装を施した。 

工事名 鞠智城跡 16 号建物復旧工事 

工 期 平成 11（1999）年 11 月 18 日～12 月３日 

 

 

イ ５号復元建物（板倉）災害復旧工事 

平成 16（2004）年９月の台風 18 号で、５号復元建物（板倉）

の屋根（茅葺き）が損傷を受けたため、単県事業にて復旧工事を

行った。 

損傷した箇所の解体撤去及び茅の補修・整形を施した。 

工事名  台風 18 号災害に伴う復元建物復旧工事 

工 期  平成 17（2005）年３月 1～29 日 

 

 

ウ 16 号復元建物（兵舎）屋根修繕工事 

平成 11（1999）年度に竣工した 16 号復元建物（兵舎）について、経年劣化により、雨漏りが生じたため単県事

業にて修繕を行った。修繕を行うにあたり、平成 11（1999）年度に復元建物を整備した際の実施設計に基づいて

修繕を行った。 

なお、雨漏り修繕については、板葺屋根内部について防水シートを使用して屋根からの雨水の浸水を抑える工

法を採用した。 

工事名  鞠智城兵舎屋根その他改修工事 他合併 

工 期  平成 22（2010）年１月 4日～３月 26 日 

 

第 260 図 兵舎屋根伏図 

写真 117 

写真 118 

写真 117　16 号復元建物（兵舎）災害状況

写真 118　５号復元建物（板倉）災害状況
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斜線部：屋根改修範囲 
（押エ丸太・登り丸太・表層材・棟木　取替） 

　　（　）内の寸法はmm寸法とする 

寸法は尺寸法　１尺＝296mm 

第 260 図　16 号復元建物（兵舎）屋根伏図  

棟押　1.00×0.80(296×236.8） 取替 

表層板　(ｱ)0.15(44.4） 滑刃天引　取替 

押工平　φ0.40(118.4)×4/5　取替 

押工登　φ0.35(103.6） 取替 

内を今回の工事内容とする 

S＝1/125 
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第 261 図 兵舎屋根補修立面図 

 

写真 119 16 号建物跡（兵舎）屋根修繕竣工写真 

    

   

   

 

　 

第 261 図　16 号復元建物（兵舎）屋根補修立面図　 

押工登　φ0.35(103.6） 取替 棟押　1.00×0.80 (296×236.8） 取替 押工登　(ｱ)0.15(44.4) 滑刃天引　取替 

押工　φ0.4(118.4） ×4.5　取替 

茅負・裏甲　腐食部取替 
（L=4000） 

S=1/100 

写真 119　16 号復元建物（兵舎）屋根修繕竣工

着工前（屋根①） 竣工（屋根①）

着工前（屋根②） 竣工（屋根②）

着工前（軒先） 竣工（軒先）
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第 262 図 16 号建物跡（兵舎）屋根修繕詳細図 
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第 262 図　16 号復元建物（兵舎）屋根修繕詳細図

押工　φ0.35 （103.6）　取替

裏甲　腐食部分取替
L=4000

茅負　腐食部分取替
L=4000
※範囲は立面図参照

銅板　（ｱ） （0.28)M/M　表面水洗い洗浄
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｲﾝｸﾞ　32K

表層板　(ｱ)0.15 （44.4） 滑刃天引　取替

ゴムアス防水シート　粘着材付 (ｱ）　1.2 ㎜

棟押　1.00×0.80(296×236.8）　取替

既設ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ再利用止め　ﾎﾞﾙﾄ孔埋木処理＠1300 内外

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ止め

下地材　0.15×0.25 （44.4×74）
下層板　(ｱ)0.15 （44.4） 滑刃天引

双首　0.70×0.80
　　　（207.2×236.8）

棟木　0.70×0.80
　　　（207.2×236.8）

野地板　(ｱ)0.05(14.8）

梁　0.70×0.90
　　（207.2×266.4）

古麻比　0.40×0.40
　　　　（118.4×118.4）

母屋　0.70×0.80
　　　（207.2×236.8）垂木　φ0.45(133.2)

桁　0.70×0.80
　（207.2×236.8）

押工登　(φ
120

)

表層板　(ｱ
)0.1

5(4
4.4

)　滑
刃天引

シュロ
縄縛り

接合部

シュロ
縄縛り

押平工　(φ
120

)　約
4/5

割

ゴムアス防水シート　
粘着材付

(ｱ)
1.2

㎜

押工平
（φ120） 約 4/5 割

接合部

水抜き開口

表層板 (ｱ)0.15 （44.4） 滑刃天引

押工登　(φ120)

ゴムアース防水シート　粘着材付 (ｱ)1.2 ㎜

木材留めつけはｽﾃﾝﾚｽｸｷﾞ留めとする
　　　　　　　（板材 ： ４寸 ・押工 ： ５寸）

　　　　内を今回の工事内容とする

寸法は尺寸法　１尺 =296 ㎜

（　　） 内は寸法は㎜寸法とする

　　　　　　内を今回の工事内容とする

寸法は尺寸法　１尺 =296 ㎜

（　　） 内は寸法は㎜寸法とする

押工平　φ0.40(118.4）　約 4/5 割　取替

ゴムアス防水シート控工寸法

裏甲　腐食部分取替
　　　　　　　　L=4000

茅負　腐食部分取替
　　　　　　　　L=4000

※範囲は立面図参照
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写真 120 16 号建物跡（兵舎）屋根修繕施工写真 

   

 

     

   

   

 

エ ５号復元建物（板倉）茅葺き屋根修繕 

平成 13（2001）年度に竣工した５号復元建物（板倉）について、屋根部分の茅葺きの傷みが生じたことから 

単県事業にて修繕工事を行った。修繕を行うにあたり、平成 13（2001）年度に復元建物を整備した際の実施設 

計に基づいて修繕を行った。 

工事名  歴史公園鞠智城板倉屋根改修その他工事  

工 期  平成 22（2010）年 11 月 29 日～平成 23（2011）年３月 25 日 

写真 120　16 号復元建物（兵舎）屋根修繕施工

解体 洗浄

防水シート貼付 表層板設置

押工平・押工登設置
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写真 121 5 号建物跡（板倉）茅葺屋根修繕竣工工写真 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第 263 図 

写真 121　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕竣工

着工前 竣工

屋根伏図　S=1/125 

屋根伏図　S=1/125 

第 263 図　５号復元建物（板倉）修繕実施設計図 

屋根 ： 既存茅葺部分、 差し葺改修の上、 新設防鳥ネット取付 
　　　　　　　　　　　〈18 ㎜角目黒ポリエチレン （取付器具止め）〉 

※棟部分の改修について ： 棟損傷部を撤去し補修するが、 工法 ・ 形状については 
    監督員と協議の上行うものとする。 

押え （カシ） 
杉皮 

＝差し葺改修部分及び、 新設 
　 防鳥ネット取付部分 を示す。 

※寸法表示は 「尺」 表示。 
　 但し、 （　） 内寸法は 「㎜」 表示。 
　　【１尺＝0.296ｍ】 

杉皮 

押え （カシ） 
※棟部分の改修について ： 棟損傷部を撤去し補修するが、 工法 ・ 形状に 
    ついては監督員と協議の上行うものとする。 

既存茅葺き部 ： 差し葺改修の上、 新設防鳥ネット取付 
　　　　　　〈18 ㎜角目黒ポリエチレン （取付器具止め）〉 
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第 264 図 5 号建物跡（板倉）茅葺き屋根修繕実施設計図 

 

 

 

押え （カシ） 

杉皮 
※棟部分の改修について ： 棟損傷部 
    を撤去し補修するが、 工法 ・ 形状 
    については監督員と協議の上行う 
    ものとする。 

既存茅葺き部 ： 差し葺改修の上、 
新設防鳥ネット取付 
〈18 ㎜角目黒ポリエスチレン （取付器具止め）〉 
 

北側立面図 (屋根）　S=1/125 

妻側断面図（屋根）　S=1/125 

押え （カシ）　φ0.18　 杉皮 

棟木 （スギ） 0.65＊1.10 （既存のまま）  

叉首棹 （妻） （スギ） 0.40＊0.40 （既存のまま） 

叉首棹 （梁） （スギ） 0.60＊0.60　（既存のまま） 

梁 （スギ） 0.65＊0.80 
　　　　　　（既存のまま） 

桁 （スギ） 0.65＊0.80 
　　　　　（既存のまま） 

桁梁上部隙間を茅束にて塞ぐこと！ 
　　　　　　　　　　　（全周） 〈本工事〉 

防
鳥

ネ
ット取

付
範

囲
 

防
鳥

ネ
ッ
ト取

付
範

囲
 

新設防鳥ネット取付 ： 
     18 ㎜角目黒ポリエチレン 
　　　　　　    （取付器具止め） 

隅棹 （スギ） 末口　φ0.40 

※棟部分の改修について ： 棟破損部を撤去し 

   補修するが、 工法 ・ 形状については 監督者 

   と協議の上行うものとする。 

母屋 （スギ） 末口　φ0.40 （既存のまま） 

棹 （スギ） 末口　φ0.25 （既存のまま） 

防鳥ネット取付範囲 

丸木 （カシ）　φ0.08　＠0.70 （既存のまま） 

棹 （スギ） 末口　φ0.25 （既存のまま） 

叉首棹 （スギ）　0.40＊0.40 （既存のまま） 

垂木丸太 （スギ） 末口　φ0.25 （既存のまま） 

　　　　φ0.15 
（既存のまま） 

丸木 （カシ）　φ0.14　＠2.00　 
　　　　　　　　　　（既存のまま） 

防鳥ネット取付範囲 

桁梁上部隙間を茅束にて塞ぐこと！ 
　　　　　　　　　　（全周）　〈本工事〉 

妻桁 （スギ） 0.65＊0.80 
　　　　　　　（既存のまま） 梁 （スギ） 0.65＊1.00 

　　　　　 （既存のまま） 

軒桁 （スギ） 0.65＊0.80 
　　　　　　　（既存のまま） 

母屋 （スギ） 末口φ0.30 
　　　　　　　（既存のまま） 

母屋 （スギ） 末口 
φ0.40 （既存のまま） 

棹 （スギ） 末口 
φ0.25 
（既存のまま） 

叉首棹 （梁） （スギ） 0.65＊1.10 
　　　　　　　　　　　　（既存のまま） 

棟木 （スギ） 0.65＊1.10 （既存のまま） 

 

桁側断面図（抜粋）　S=1/125 

 

第 264 図　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕実施設計図
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写真 122 5 号建物跡（板倉）茅葺屋根修繕施工写真 

   

   

   

    

 

写真 122　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕施工

角木施工前 隅棟施工状況

隅棟施工完了 南面軒先施工状況

西面軒先施工状況 北面軒先施工状況

仕上げ調整① 仕上げ調整②
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仕上げ調整③ 大棟施工状況

杉皮敷込み（２層目） 杉皮押え

杉皮押え完了 面戸積め

面戸積め材 面戸積め完了
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第３節 堀切門跡崖面保護対策について 

（１）概要 

堀切門跡は、城域南側の東西に伸びる丘陵の中程、南東方向に開く迫状地形に立地する。門礎石の存在から、

早くから城門の存在が推定されており、これまでに昭和 42（1967）年度の第 1次調査、平成 10（1998）年度の第

20 次調査、平成 11（1999）年度の第 21 次調査、平成 12（2000）年度の第 22 次調査、平成 13(2001)年度の第 23

次調査と、計５次に及ぶ発掘調査を実施してきた。特に、第 20～23 次調査では、門礎石の原位置が判明し、削り

だし及び盛土を併用した２段構造の城壁、堀切状の通路（登城道）が検出される大きな成果を挙げた。 

その一方で、遺構等の基盤面となる阿蘇溶結凝灰岩（Aso-４）の表層近くは、地元で「灰土」と呼ばれ、比較

的脆い岩質であることを特徴としており、さらには発掘調査時に散布した除草剤により竹根が腐敗し、その影響

で崩落しやすい状況となっていた。平成 13（2001）年度に、凝灰岩壁の保存処理計画の立案に際して計画の根拠

となるデータの収集を図ることを目的として、３種の薬剤（サイトＳＸ-ＲＯ、サンコールＳＫ-40、ＯＨ-100）

を使用した保存処理試験を平成 13（2001）年６月１日～９月 10 日の期間で実施した。薬剤含浸後、４週、３ヶ

月後の強度を軟岩ペネトロ計により測定した結果、ＯＨ-100 において約 10 倍近くの強度増加（約４㎏/㎡→40

㎏/㎡）が確認され、視覚的な観察で、サイトＳＸ-ＲＯにおいて良好な乾燥状態の維持とカビの生育に対する耐

性が確認できた。しかしながら、薬剤の含浸量及び回数、カビ等の発生の抑制、石材表面の撥水効果の有無など

が検討課題として挙げられた。 

こうした経緯のなか、平成 16（2004）年３月に作成した第２次基本設計の中で、堀切門跡一帯の崖面保護対策

については、専門部会による検討を経た上で、早急に実施し、遺構の恒久的な保存の上で具体的な対策を講じる

ことが掲げられ、平成 16（2004）年度より、鞠智城跡保存整備検討委員会の専門部会として、保存処理専門部会

を設け、本格的な議論を行っていくこととした。 

 

（２）これまでの経緯 

 保存処理専門部会の委員には、渡邉一徳氏（熊本大学教育学部教授 地質学）、澤田正昭氏（筑波大学大学院人

間総合科学研究科教授 保存科学）、河原純之氏（川村学園女子大学人間文化部教授 考古学）及び安原啓示氏（元

文化庁主任調査官 造園学）が選任された（役職等は平成 16 年度当時のもの）。 

 その第１回目となる平成 17（2005）年 1 月 20 日に開催された保存処理専門部会では、平成 13 年度に実施した

保存処理実験によって得られたデータを提示し、保存処理に関する考え方及び進め方について、次のような議論

がなされた。 

・遺構面はそのままで保存すべきで、遺構面を保護するためには、これ以上崩落しないよう現況面の養生

を施すことは必要な措置。その際、往時の地形を復元した方が見学者に理解しやすい。 

・臨機応変に「固める」「盛る」等の手法を検討すべきである。 

   ・現況面を固めて養生し、その上に土を盛ることも一案である。凝灰岩等の劣化（風化）の激しいところ

については、応急措置を行い現況面の崩壊を止めることは必要。 

   ・保存処理試験について、少しずつ実験を繰り返し、データを収集して最良の方法を選択してはどうか。 

・堀切門跡一帯の地質は、同じ阿蘇溶結凝灰岩でも、それぞれの箇所により粒子や固さ、形状等の差異が

大きい。また岩盤をどの程度固めるのか、浸水性はどのようにするのかなど目指す処理後の状態の違い

によって、使用する薬剤等の種類や量等措置の方法が変化する。じっくり試験を行い検討すべきである。 

・できるだけ自然の状態に近い雰囲気に処理することが望ましい。 

・城壁等の遺構面については、保存処理を行う必要がある。その他の現況面については、これ以上崩落し

ないよう措置すべきであり、そのために試験的施工をする必要がある。その場合、気象条件等を勘案し
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て、１年間以上の期間が必要である。 

以上の内容であったが、保存処理に向けた検討材料を得ることを目的とするさらなるデータ収集が課題として

挙げられたため、平成 19（2007）年度に入り、平成 20（2008）年１月 17 日～３月 21 日までの期間で堀切門跡一

帯における岩質調査を実施した。 

保存対象となる阿蘇溶結凝灰岩に類似する箇所を堀切門跡近くに選定し、表面乾燥後、20 ㎝角の試験区画を８

区画設け、4 種類の薬剤を 10 ㎏/㎡に相当する含浸量を１区画あたり 400ｇ塗布し、塗布後、２週、４週、６週、

８週間後の軟岩ペネトロ計による針貫入量及び針貫入力を測定し、無処理面に対して各薬剤塗布箇所の強度、色

合いなどがどのように変化するかを確認したものであった。なお、４種類の薬剤は、全て樹脂系で、ＯＨ-100（珪

酸エチル系）、サンコールＳＫ-40（イソシアネート系）、パラロイドＢ-72（アクリル系）、Ｅ-205（エポキシ系）

を使用した。その結果、ＯＨ-100 において、無処理の部分に対して約３倍近くの強度増加（約 1000kN/㎡ → 

3000kN/㎡）が確認され、視覚的な観察においてもほとんど色調の変化がなく、広範囲に含浸すればあまり違和感

がない状況が看取された。この試験において、保存処理の時期の検討、カビ等の発生の抑制、石材表面の撥水効

果の有無が検討課題として挙げられた。 

その結果を受けて、平成20（2008）年３月20日に開催した保存処理専門部会では、次のような指導がなされた。 

・保存処理に伴う含浸薬剤については、今回の測定値及び平成 13 年度施工面の６年経過後の測定値のデータ

から、「ＯＨ-100」が適当と判断できる。 

・薬剤の塗布量、透水性等を検討するにあたっては、施工箇所の含水率、温湿度等を調べる必要がある。で

きれば１年を通じてのデータが必要であり、日照など施工箇所と同じ環境下で実施する必要がある。 

・表面を固めるだけでなく、アンカーボルトのように縦方向に薬剤を注入して強度をもたせる方法がより効 

 

写真 123　平成 19 年度岩質調査施工

仮設覆屋設置 凝灰岩壁試験面整形

岩質強化剤含浸 針貫入試験（８週目）
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て、１年間以上の期間が必要である。 

以上の内容であったが、保存処理に向けた検討材料を得ることを目的とするさらなるデータ収集が課題として

挙げられたため、平成 19（2007）年度に入り、平成 20（2008）年１月 17 日～３月 21 日までの期間で堀切門跡一

帯における岩質調査を実施した。 

保存対象となる阿蘇溶結凝灰岩に類似する箇所を堀切門跡近くに選定し、表面乾燥後、20 ㎝角の試験区画を８

区画設け、4 種類の薬剤を 10 ㎏/㎡に相当する含浸量を１区画あたり 400ｇ塗布し、塗布後、２週、４週、６週、

８週間後の軟岩ペネトロ計による針貫入量及び針貫入力を測定し、無処理面に対して各薬剤塗布箇所の強度、色

合いなどがどのように変化するかを確認したものであった。なお、４種類の薬剤は、全て樹脂系で、ＯＨ-100（珪

酸エチル系）、サンコールＳＫ-40（イソシアネート系）、パラロイドＢ-72（アクリル系）、Ｅ-205（エポキシ系）

を使用した。その結果、ＯＨ-100 において、無処理の部分に対して約３倍近くの強度増加（約 1000kN/㎡ → 

3000kN/㎡）が確認され、視覚的な観察においてもほとんど色調の変化がなく、広範囲に含浸すればあまり違和感

がない状況が看取された。この試験において、保存処理の時期の検討、カビ等の発生の抑制、石材表面の撥水効

果の有無が検討課題として挙げられた。 

その結果を受けて、平成20（2008）年３月20日に開催した保存処理専門部会では、次のような指導がなされた。 

・保存処理に伴う含浸薬剤については、今回の測定値及び平成 13 年度施工面の６年経過後の測定値のデータ

から、「ＯＨ-100」が適当と判断できる。 

・薬剤の塗布量、透水性等を検討するにあたっては、施工箇所の含水率、温湿度等を調べる必要がある。で

きれば１年を通じてのデータが必要であり、日照など施工箇所と同じ環境下で実施する必要がある。 

・表面を固めるだけでなく、アンカーボルトのように縦方向に薬剤を注入して強度をもたせる方法がより効 
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果的である。 

・保存処理を施す箇所や盛土等の土木的措置を講じる箇所など、場所に応じた施工を考える必要がある。 

以上の指導事項のうち、特に、薬剤の種類及びその塗布量を検討する上で、施工箇所の温湿度や含水率などを

調べる環境調査が大きな課題として挙げられた。 

これを受けて、平成 20（2008）年度に入り、冬期の凍結劣化の有無など、最低限のデータ取得のため、調査機

材及び調査実施箇所の検討を経た 11 月 27 日より、環境調査を実施した。また、岩質調査における薬剤塗布面の

経年変化を継続的に観察する測色調査も、環境調査と併せて実施することとした。平成 21（2009）年２月 16 日

に、１月までに取得した調査データを基に、保存処理専門部会が開催され、次のような指導がなされた。 

・通年のデータ取得のため継続すること。 

・材料及び工法的な検討を踏まえた上で、より具体的なデータを取得する必要がある。 

 ・往時の地形を復元する箇所においては、表面を周辺の灰土に模して整形する手法で行う必要がある。城壁

下部から頂部まで施行できる箇所に一部施行してみてはどうか。 

その後、平成 22（2010）年１月 27 日に開催した保存処理専門部会では、環境調査及び測色調査の通年データ

が得られたことにより、より具体的な審議が行われ、経過観察のため測色調査の継続が求められたものの、含浸

する主要薬剤をＯＨ-100 とすることが決定され、それを踏まえた上で、次のような課題が挙げられた。 

・整備方針（グランドデザイン）の検討。 

・ボーリング調査、測量などによる、施工箇所の勾配、高さ及び地質等のデータ取得。 

・場所毎の水分量の計測。 

平成 23（2011）年２月 16 日に開催した保存処理専門部会では、課題のうち、条件の異なる環境下における環

境調査等に係る通年データを取得方法についての審議を行ったところ、次のような指導がなされた。 

・参考データ取得のため、日陰など、条件の異なる環境下での環境調査の実施。 

・薬剤の濃度等を検討する上で、薬剤塗布箇所のコアリングによる内部評価の実施。 

・水の浸出性など、周辺の水環境の把握。 
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・珪酸エチル系の樹脂（ＯＨ-100）による保存処理施工時のデータ、施工後の公開イメージを提示するため

の最低限必要なデータをさらに収集すること。 

・土中温度について、冬季における土中温度、凍結時期と凍結深度の特定と春季～秋季における薬剤の含浸

0.021
m

0.811
m

0.611
m

0.411
m

0.211
m

0.011
m

0.021
m

122.0m

0.
81

1

m

0.
61

1

m

0.
41

1

m

0.2
11

m

122.0m

124.0m

A

0.801 m

X=-460

X=-470

X=-480

X=-490

X=-500

X=-510

X=-460

X=-470

X=-480

X=-490

X=-500

X=-510

X=-520X=-520

19
7

116.0m116.0m
●

●

22

23

13

21

23

14

16

20

8(2)

12 18
10

15

9

17

4B

4C

5

6

114A

1

3

A’A’

N

※数字はトレンチ番号

0 20m 

道路推定ルート

Y
=
-
1
9
6
8
0

Y
=
-
1
9
6
9
0

Y
=
-
1
9
7
0
0

Y
=
-
1
9
7
1
0

Y
=
-
1
9
7
2
0

Y
=
-
1
9
7
3
0

Y
=
-
1
9
7
4
0

X=-450

X=-440
Y
=
-
1
9
7
4
0

Y
=
-
1
9
7
3
0

Y
=
-
1
9
7
2
0

Y
=
-
1
9
7
1
0

Y
=
-
1
9
7
0
0

Y
=
-
1
9
6
9
0

Y
=
-
1
9
6
8
0

X=-440

X=-450

第 266 図　環境調査施工箇所図

堀切門北西側（標高 119ｍ）

〔H22.3.9 ～ 3.31 施行〕
堀切門南東側（標高 116ｍ）

平成 19 年度凝灰岩岩質調査箇所

　　　　　　　（標高 100ｍ前後）
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に理想的な土中温度と深度の特定。 

・測色調査については、季節変化、経年変化の有無を記録し、経年変化の場合、それが劣化の兆候か、単に

色の変化なのか原因を特定する。さらに、その変化した色調が、公開活用の計画上許容できる範囲かを検

証すること。 

 以上が、堀切門跡崖面保護対策の主な経緯であるが、平成 23（2011）年以降は、鞠智城跡保存整備事業の次期

計画を策定し、それを踏まえて堀切門跡の整備方針を決定した上で、専門部会における本格的な議論を進めてい

くこととし、それまでは、条件の異なる環境下における環境調査や堀切門跡一帯の地質調査、水分量の調査など、

整備方針に係る具体的なデータを取得していくこととなった。 

 

（３）環境調査等の成果 

 堀切門跡崖面保護対策に伴う環境調査は、平成 20（2008）年３月 20 日に開催した平成 19 年度保存処理専門部

会において、その実施が求められ、平成 20（2008）年 11 月 27 日より県立装飾古墳館学芸課の協力のもと実施し

てきた。その成果については、通年の温湿度データが取得できた段階で、「鞠智城堀切門整備に係る環境調査経過

報告」として学芸課によりまとめられ、平成 22（2010）年１月 27 日に開催した平成 21 年度保存処理専門部会に

おいて報告された。その後、専門部会の審議を踏まえながら、環境調査を継続してきた。以下に、その成果につ

いて報告する。 

ア 調査の経緯 

平成 20（2008）年３月 20 日に開催した専門部会（保存処理）において、灰土表面の含浸薬剤については、景

観上の配慮から「ＯＨ-100」あるいは「サイトＳＸ-ＲＯ」、若しくはそれらの併用など、アルキルシリート系薬

剤（珪酸エチル）が適当と判断された。併せて、薬剤の含浸深度及び透水性を検討する上で、当該地区の含水率

及び温湿度を通年で測定する必要性が指摘された。その実施にあたっては、日照など、保存処理施行箇所と同じ

環境下での実施が望ましいと判断された。 

これを受けて、冬期の凍結劣化などの恐れがあるかどうか、最低限度のデータ取得を目的として、平成 20（2008）

年 11 月 27 日から、装飾古墳の環境調査に使用していた機材を都合し、順次鞠智城周辺の環境調査用に設置、調

査を開始した。また、岩質調査における含浸薬剤の塗布箇所の経年変化、見えの記録を視覚的におさえるため、

不定期にモニタリングを実施した。 

イ 調査の目的 

この調査は、発注する機関自らの手による調査であり、地方機関が持つ手法のみで含浸薬剤の選定に貢献する

ことを目的としている。同種の調査は、施工業者による薬剤選定を目的として行われてきた例はあるが（人吉市大

村横穴等）、選定する機関自らの手で行った事例は管見に触れる限り皆無である。如何なる薬剤を用いて固めるかと

いう命題は、あくまで薬剤開発・施工者側の課題であり、何時まで維持できるのかという困難な課題も残っている。 

一方、発注する側の機関は、薬剤処理をするために必要であろう施工箇所の温度変化の特徴を見出す調査のほ

かに、ある薬剤により硬化処理を施すことで、どのような経年変化をもたらすのか、その変化は、整備を計画し

ている遺構、遺跡において、許容できるものなのかという課題を解決することが主眼となる。如何に固めるかと

いう施工側の視点とは異なり、経年変化の観察が主目的となってくる。もちろん、薬剤の専門家から見れば、あ

る薬剤は植物が繁茂しやすく、ある薬剤はほとんど植物が繁茂しない・・・というカタログ上の特徴は容易に説

明可能であるが、具体的にどのような変化がもたらされるかは、遺構、あるいは遺跡の保存と、その後の活用、

管理を考える上で極めて重要である。それが、地方機関が咀嚼しやすいデータなら、他の地方機関でも、同種の

工事を行う際、本データが具体的な参考事例として引用が可能であろう。 

従って、可能な限り環境調査の測定方法を提示し、併せて視覚上の変化を重視した薬剤の経年変化を報告する。
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調査の方法・結果については、年毎に委員の先生方からの指導・助言を受け、適時修正を試みた。 

ウ 調査方法 

（ア） 堀切門跡付近の温湿度測定 

 今回環境調査に使用した機材、調査時の状況は以下に示す。 

堀切門跡付近の温湿度変化の特性を見ることを目的に、ガイダンス施設外、堀切門跡前で温湿度測定、灰土土

中で温度測定をそれぞれ実施した。 

温故創生館の屋外廊下に TandD 社のおんどとり RTR-53 を設置した。期間は平成 20（2008）年 12 月２日より測

定を開始している。 

屋外での温度測定には、過酷な環境での機器の仕様を想定し、装飾古墳保存施設内外の使用で実績のある Onset 

 

写真 124　調査使用機材

Onset 社　ホボ U-12、U-12-014 TandD 社　おんどとり RTR-53

Veriteq 社　スペクトラム SP-2000-20R タスコジャパン　放射温度計 THI700

コニカミノルタ社　土色計 SPAD-503 株式会社サンコウ電子研究所 電気式水分計 MR-200
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調査の方法・結果については、年毎に委員の先生方からの指導・助言を受け、適時修正を試みた。 

ウ 調査方法 

（ア） 堀切門跡付近の温湿度測定 

 今回環境調査に使用した機材、調査時の状況は以下に示す。 

堀切門跡付近の温湿度変化の特性を見ることを目的に、ガイダンス施設外、堀切門跡前で温湿度測定、灰土土

中で温度測定をそれぞれ実施した。 

温故創生館の屋外廊下に TandD 社のおんどとり RTR-53 を設置した。期間は平成 20（2008）年 12 月２日より測

定を開始している。 

屋外での温度測定には、過酷な環境での機器の仕様を想定し、装飾古墳保存施設内外の使用で実績のある Onset 
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社の機材を中心に選定した１）。 

堀切門跡付近の屋外の温度、温湿度の測定には、Onset 社 U12-014、U12 をそれぞれ用いた。U12-014 は平成 20

（2008）年 12 月 26 日から、U12 は平成 21（2009）年１月 23 日から設置した。これらの機器が屋外で適正に稼働

するよう、シールドを付けたポールを堀切門跡付近に併せて設置した。 

堀切門では、表面温度、地表下 3 ㎝、5 ㎝、10 ㎝下の温度、一部期間で土中湿度を測定した。表面温度測定に

は、Onset 社 U12-014 を用いた。平成 21（2009）年１月 23 日から設置し、T型センサーを使用した。設置当初は

センサーの異常値を計測したため、一度交換している。地表下の温度には、屋外使用のデータロガーを持たなか

ったため平成 20 年 12 月２日～平成 21 年１月 15 日の期間、Veriteq 社の SP-2000-20R を土中計測のために専用

サックに入れ、直接地表下 5 ㎝に設置した。その後、土中専用の温度測定器として平成 21（2009）年１月 24 日

写真 125　環境調査・測色

堀切門跡環境調査箇所 岩質調査箇所における環境調査状況

土中 5㎝下での温度計測状況（埋め戻し前） 表面温度、3㎝下、10 ㎝下の温度計測状況

モニタリング箇所 土色計による測色
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より U12 を設置した。屋外の温度、湿度、土中 3㎝下の温度、10 ㎝下の温度、都合 4ch の測定を開始した。 

なお、各種データロガーは下表のとおりである。 
第 27 表 データーロガー一覧    

ID 機種 計測内容 計測箇所 測定開始日/ロガー設置条件 

012 TandD RTR-53 温湿度 鞠智城 屋外 08.11.27～09.04.18/シールド内 

015 Onset U23-001 温湿度 温故創生館 屋外 09.04.18～11.01.26/シールド内 

022 
 

Veriteq 
 

SP-2000
 

土中温度 
鞠智城 

堀切門 
08.12.02～09.01.15/専用サック内 

（5cm 下） 南東側 

025 Onset U23-001 温湿度 鞠智城 堀切門南東側 10.10.03～10.04.01/シールド内 

027 Onset 
 

U12-014
 

表面温度 
 

鞠智城 
堀切門 

09.01.23～09.09.04/T-typeセンサー
033 南東側 

031 Onset U23-001 温湿度 鞠智城 堀切門北西側 10.03.09～10.03.31/シールド内 

034 
 

Onset 
 

U12  
 

温湿度 

鞠智城 

堀切門 

09.01.23～11.01.26/シールド内 
土中温度 南東側 

（3cm 下） 

（10cm 下） 

051 
 

Onset 
 

U23-003  
 

温度 

鞠智城 薬剤試験箇所 10.11.19～11.01.26/シールド内 土中温度 

（3cm 下） 

 

（イ） 含浸薬剤の経過観察 

平成 20（2008）年 11 月から平成 23（2011）年１月まで、岩質調査を行った地点を対象に、中長期的に薬剤の

 

 

第 267 図　測色ポイント模式図

① ②

③ ④

⑤
⑥

⑩

①珪酸エチル系薬剤ＯＨ-100 含浸部　②アクリル系樹脂パラロイドＢ-72 含浸部　③エポキシ系樹脂Ｅ-205 含浸部

④イソシアネート系樹脂サンコールＳＫ-40 含浸部　⑤水溶性珪酸エチル薬剤　⑥⑩未処理部分
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① ②

③ ④

⑤
⑥

⑩

①珪酸エチル系薬剤ＯＨ-100 含浸部　②アクリル系樹脂パラロイドＢ-72 含浸部　③エポキシ系樹脂Ｅ-205 含浸部

④イソシアネート系樹脂サンコールＳＫ-40 含浸部　⑤水溶性珪酸エチル薬剤　⑥⑩未処理部分
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より U12 を設置した。屋外の温度、湿度、土中 3㎝下の温度、10 ㎝下の温度、都合 4ch の測定を開始した。 

なお、各種データロガーは下表のとおりである。 
第 27 表 データーロガー一覧    

ID 機種 計測内容 計測箇所 測定開始日/ロガー設置条件 

012 TandD RTR-53 温湿度 鞠智城 屋外 08.11.27～09.04.18/シールド内 

015 Onset U23-001 温湿度 温故創生館 屋外 09.04.18～11.01.26/シールド内 

022 
 

Veriteq 
 

SP-2000
 

土中温度 
鞠智城 

堀切門 
08.12.02～09.01.15/専用サック内 

（5cm 下） 南東側 

025 Onset U23-001 温湿度 鞠智城 堀切門南東側 10.10.03～10.04.01/シールド内 

027 Onset 
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表面温度 
 

鞠智城 
堀切門 
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（イ） 含浸薬剤の経過観察 

平成 20（2008）年 11 月から平成 23（2011）年１月まで、岩質調査を行った地点を対象に、中長期的に薬剤の
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見えの推移を測色することで、薬剤の経年変化の有無、季節変化によっても見えの差が認められないか。また、

施工後に薬剤塗布の補修を行う時期を判断する目安となるデータ収集を目的として、薬剤塗布を行った５ヶ所と

その周辺８ヶ所を対象に、測色、水分量、及び表面温度の計測を不定期に実施した。 

方法としては、装飾古墳館、東京文化財研究所の共同研究で行った、装飾古墳を対象とした土色計を用いたモ

ニタリングの手順に従った2）。使用機種は、測色にコニカミノルタ社製土色計 SPAD-503、水分量、表面温度測定

は、堀切門跡付近の環境調査と同様に電気式水分計、放射温度計を用いた。 

エ 結果 

（ア） 堀切門跡付近の温湿度の振る舞いについて（第 28 表） 

温故創生館外の廊下付近は、最高 38.42℃～最低-3.90℃、平均 16.69℃という変化を示した。 

第 28 表 各地点の平均・最高・最低値 

  

温故創生館外 

（℃） 

堀切門跡空気中 

（℃） 

灰土表面温度 

（参考値、℃） 
土中 深度10cm（℃） 

土中 深度 5 ㎝・

3cm (℃） 

平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低

2008 11 8.631  12.300  4.000                          

  12 7.534  21.200  -2.900  5.448  13.618 -1.670             9.844  20.790 3.560 

2009 1 5.508  16.900  -3.900  4.985  17.463 -4.106 7.708 27.840 -2.030 8.084 13.497  4.115  7.655  22.585 -0.591 

  2 8.417  16.700  1.300  8.955  21.103 -1.441 7.873 25.740 -1.580 10.857 18.366  5.076  10.274  26.671 0.135 

  3       10.549  24.122 0.051       12.258 19.246  6.153  12.103  29.765 2.450 

  4 16.005  28.419  5.668  14.992  28.023 1.561       16.626 26.109  8.444  16.903  36.362 3.854 

  5 20.251  31.637  10.956  19.201  30.293 8.817 19.562 30.440 11.800 18.905 25.016  13.810  18.880  33.001 9.977 

  6 23.632  34.308  13.810  22.782  34.150 11.394 22.499 34.510 11.630 21.500 24.944  15.318  21.781  29.815 12.509 

  7 26.177  33.966  19.793  25.483  33.757 19.222 26.185 34.590 19.640 24.563 26.671  21.700  24.792  29.165 20.770 

  8 28.358  37.811  18.866  27.141  36.065 15.724 27.372 35.750 15.780 25.962 28.717  21.581  25.990  32.021 19.080 

  9 25.272  34.969  15.891  24.322  34.545 13.618 26.764 35.000 18.950 25.640 33.861  19.341  26.607  49.751 14.936 

  10 18.845  30.874  8.220  17.931  36.065 6.230       19.868 27.801  14.601  18.721  39.658 7.041 

  11 13.012  27.974  3.142  12.326  25.866 1.697       14.516 24.460  8.045  12.730  35.770 1.670 

  12 7.469  19.579  -2.015  6.898  18.557 -2.595       9.799 17.510  3.906  8.585  29.140 -1.213 

2010 1 3.424  13.546  -3.271  4.730  19.365 -4.408       7.569 14.314  2.744  7.675  28.493 0.190 

  2       8.633  24.146 -2.333       10.570 20.222  4.402  11.034  33.914 1.371 

  3 10.248  22.441  -0.845  10.367  23.424 -2.015       11.983 17.225  5.796  12.053  25.016 1.967 

  4 14.432  28.023  3.512  13.835  26.720 1.480       15.280 21.604  8.841  15.601  30.444 4.376 

  5 19.683  30.950  9.879  18.729  29.640 7.770       18.791 23.424  13.570  19.983  35.689 10.198 

  6 23.365  33.365  15.557  22.587  32.562 12.871       21.359 24.291  17.391  22.226  31.433 15.867 

  7 26.912  37.151  21.413  25.935  35.448 19.984       24.982 31.103  22.848  25.518  42.475 22.417 

  8 28.929  38.421  23.160  28.014  36.200 22.154       27.180 32.150  24.581  27.409  36.281 23.833 

  9 25.655  37.178  16.749  24.646  35.743 14.098       26.051 34.229  19.984  25.365  39.914 17.510 

  10 19.421  31.077  9.928  18.527  28.990 8.270       19.931 25.671  13.978  19.234  30.066 11.346 

  11 12.127  22.872  2.128  11.199  22.369 0.163       14.068 18.985  7.519  12.840  31.714 4.272 

  12 7.434  22.537  -2.218                          
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堀切門跡付近は、最高 36.20℃～最低－4.40℃、平均 16.18℃という変化を示した。 

灰土の表面温度は、主にセンサーの不具合から一部採用できない値を示している。従って、今回は参考値とし

て呈示する。明らかな異常値を除けば、最高 35.75℃～最低－2.03℃という変化を示す。 

これに対し、灰土内の温度変化の推移を見ると、土中 10 ㎝下では、日変化では外気温の振る舞いがかなり緩和

される傾向にある。最高 34.23℃、最低 2.74℃で、その温度差は 31.49℃、平均 17.67℃である。 

土中 5 ㎝、或いは土中 3 ㎝付近の温度の振る舞いに大きな差は無いため、両データを一括して示した。ここで

は、最高 49.75℃～最低－1.21℃を示し、平均 17.24℃である。その推移は空気中の温度変化に沿うものの、やや

鈍い変化を示す。また、空気中の温度より著しく温度上昇が認められる時（例えば、２月１日午前 10 時、気温

10.51℃の際、土中 3㎝下では 14.58℃）がある。 

（イ）含浸薬剤の経過観察 

薬剤塗布面 5箇所、比較データとして非塗布面 9 箇所を定点記録箇所として定めた。非塗布面の経過観察は、

植物の繁茂の状態が壁面内で異なり、日照や雨水の影響が試験箇所内で異なっていることが予測されたことから、 

第 29 表 岩質調査箇所の測色値変化 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b*

2008 11                                        

  12 32.4  2.2  7.2 33.3  2.7  1.3  21.8 1.4 2.1 29.2 2.8 4.6 35.1 3.4 6.3  43.1  2.1  4.5  37.9 1.3 14.5 

2009 1 33.2  1.9  8.4 34.5  0.8  1.7  21.3 1.1 1.4 28.0 2.8 5.7 34.6 3.0 7.2  45.7  2.4  4.9  41.3 0.5 11.5 

  2 31.7  2.5  6.9 31.6  3.0  1.8  24.9 1.0 1.5 28.5 2.6 5.2 35.6 3.2 6.6  42.1  2.2  4.5  29.1 -0.3 10.2 

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7                                        

  8                                        

  9 29.8  -1.0  9.6 34.1  1.0  1.0  26.6 0.8 1.4 33.6 1.3 3.5 36.3 -1.3 12.3  45.4  2.3  3.9  37.6 -2.3 11.5 

  10                                        

  11                                        

  12 49.3  -5.1  21.5 32.5  0.6  -1.4  25.5 0.7 0.7 32.4 1.9 4.5 34.6 1.9 8.6  45.6  2.5  3.6  41.7 -2.5 14.6 

2010 1 42.6  -1.5  15.2 37.3  -2.6  3.3  25.9 0.7 1.0 32.5 2.1 4.0 36.9 1.7 9.0  44.8  2.2  4.7  47.6 -4.3 15.0 

  2                                        

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7 44.0  -4.5  18.9 34.7  0.0  1.3  25.5 0.0 1.6 28.8 1.5 4.4 32.6 -1.2 11.3  40.3  1.3  4.0  50.7 -2.3 15.3 

  8                                        

  9 49.8  -5.4  20.3 36.4  0.7  3.2  30.6 0.5 2.7 32.9 1.2 4.4 40.7 -0.3 12.8  40.5  1.9  3.0  42.7 -2.4 14.0 

  10                                        

  11 56.3  -4.7  23.1 36.6  -0.5  0.4  27.3 0.9 2.6 34.4 2.1 5.2 40.9 0.0 12.3  40.6  2.2  4.2  47.8 -2.9 15.3 

  12 53.6  -4.1  20.2 34.0  2.1  1.9  25.1 0.8 0.9 31.6 1.8 4.1 42.7 0.2 12.6  43.4  2.0  4.3  48.3 -3.8 15.6 

2011 1 55.8  -3.3  20.0 47.7  -5.0  3.2  26.7 0.8 1.8 33.8 1.8 3.5 41.5 0.4 10.7  50.3  1.8  4.8  50.7 -4.1 15.2 

状

況 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

当初は変化無し。

次第にわずかに明

るさ、色味に変化

が生じる。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

夏、冬を通して色

味は変わらない 

夏期のみ緑の発

色、黄色味が出

る。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

 
※ L*a*b*値・・・表色方法の一種、座標で表すため、肉眼では識別できない細かな色変化が記載できる。 
※ L*値は明るさ（0～100）、値は高いほど明るく（白く）、低いほど暗い（黒い）。a*値は、＋が赤、－が緑（±60）、 

b*値 は、＋が黄、－は青（±60）。 
※ 熊本県内の装飾古墳では、装飾彩色の劣化、経年変化、鑑賞に適した時期を特定するため、本方法を県内６箇所で実 
   施している。 
※ 薬剤選定の参考資料として、相対的な色彩変化（景観上、見た目の季節変化の有無）のデータを提示した。 
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堀切門跡付近は、最高 36.20℃～最低－4.40℃、平均 16.18℃という変化を示した。 

灰土の表面温度は、主にセンサーの不具合から一部採用できない値を示している。従って、今回は参考値とし

て呈示する。明らかな異常値を除けば、最高 35.75℃～最低－2.03℃という変化を示す。 

これに対し、灰土内の温度変化の推移を見ると、土中 10 ㎝下では、日変化では外気温の振る舞いがかなり緩和

される傾向にある。最高 34.23℃、最低 2.74℃で、その温度差は 31.49℃、平均 17.67℃である。 

土中 5 ㎝、或いは土中 3 ㎝付近の温度の振る舞いに大きな差は無いため、両データを一括して示した。ここで

は、最高 49.75℃～最低－1.21℃を示し、平均 17.24℃である。その推移は空気中の温度変化に沿うものの、やや

鈍い変化を示す。また、空気中の温度より著しく温度上昇が認められる時（例えば、２月１日午前 10 時、気温

10.51℃の際、土中 3㎝下では 14.58℃）がある。 

（イ）含浸薬剤の経過観察 

薬剤塗布面 5箇所、比較データとして非塗布面 9 箇所を定点記録箇所として定めた。非塗布面の経過観察は、

植物の繁茂の状態が壁面内で異なり、日照や雨水の影響が試験箇所内で異なっていることが予測されたことから、 

第 29 表 岩質調査箇所の測色値変化 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b*

2008 11                                        

  12 32.4  2.2  7.2 33.3  2.7  1.3  21.8 1.4 2.1 29.2 2.8 4.6 35.1 3.4 6.3  43.1  2.1  4.5  37.9 1.3 14.5 

2009 1 33.2  1.9  8.4 34.5  0.8  1.7  21.3 1.1 1.4 28.0 2.8 5.7 34.6 3.0 7.2  45.7  2.4  4.9  41.3 0.5 11.5 

  2 31.7  2.5  6.9 31.6  3.0  1.8  24.9 1.0 1.5 28.5 2.6 5.2 35.6 3.2 6.6  42.1  2.2  4.5  29.1 -0.3 10.2 

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7                                        

  8                                        

  9 29.8  -1.0  9.6 34.1  1.0  1.0  26.6 0.8 1.4 33.6 1.3 3.5 36.3 -1.3 12.3  45.4  2.3  3.9  37.6 -2.3 11.5 

  10                                        

  11                                        

  12 49.3  -5.1  21.5 32.5  0.6  -1.4  25.5 0.7 0.7 32.4 1.9 4.5 34.6 1.9 8.6  45.6  2.5  3.6  41.7 -2.5 14.6 

2010 1 42.6  -1.5  15.2 37.3  -2.6  3.3  25.9 0.7 1.0 32.5 2.1 4.0 36.9 1.7 9.0  44.8  2.2  4.7  47.6 -4.3 15.0 

  2                                        

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7 44.0  -4.5  18.9 34.7  0.0  1.3  25.5 0.0 1.6 28.8 1.5 4.4 32.6 -1.2 11.3  40.3  1.3  4.0  50.7 -2.3 15.3 

  8                                        

  9 49.8  -5.4  20.3 36.4  0.7  3.2  30.6 0.5 2.7 32.9 1.2 4.4 40.7 -0.3 12.8  40.5  1.9  3.0  42.7 -2.4 14.0 

  10                                        

  11 56.3  -4.7  23.1 36.6  -0.5  0.4  27.3 0.9 2.6 34.4 2.1 5.2 40.9 0.0 12.3  40.6  2.2  4.2  47.8 -2.9 15.3 

  12 53.6  -4.1  20.2 34.0  2.1  1.9  25.1 0.8 0.9 31.6 1.8 4.1 42.7 0.2 12.6  43.4  2.0  4.3  48.3 -3.8 15.6 

2011 1 55.8  -3.3  20.0 47.7  -5.0  3.2  26.7 0.8 1.8 33.8 1.8 3.5 41.5 0.4 10.7  50.3  1.8  4.8  50.7 -4.1 15.2 

状

況 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

当初は変化無し。

次第にわずかに明

るさ、色味に変化

が生じる。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

夏、冬を通して色

味は変わらない 

夏期のみ緑の発

色、黄色味が出

る。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

 
※ L*a*b*値・・・表色方法の一種、座標で表すため、肉眼では識別できない細かな色変化が記載できる。 
※ L*値は明るさ（0～100）、値は高いほど明るく（白く）、低いほど暗い（黒い）。a*値は、＋が赤、－が緑（±60）、 
b*値 は、＋が黄、－は青（±60）。 

※ 熊本県内の装飾古墳では、装飾彩色の劣化、経年変化、鑑賞に適した時期を特定するため、本方法を県内６箇所で実 
   施している。 
※ 薬剤選定の参考資料として、相対的な色彩変化（景観上、見た目の季節変化の有無）のデータを提示した。 



― 434 ― 433

 

堀切門跡付近は、最高 36.20℃～最低－4.40℃、平均 16.18℃という変化を示した。 

灰土の表面温度は、主にセンサーの不具合から一部採用できない値を示している。従って、今回は参考値とし

て呈示する。明らかな異常値を除けば、最高 35.75℃～最低－2.03℃という変化を示す。 

これに対し、灰土内の温度変化の推移を見ると、土中 10 ㎝下では、日変化では外気温の振る舞いがかなり緩和

される傾向にある。最高 34.23℃、最低 2.74℃で、その温度差は 31.49℃、平均 17.67℃である。 

土中 5 ㎝、或いは土中 3 ㎝付近の温度の振る舞いに大きな差は無いため、両データを一括して示した。ここで

は、最高 49.75℃～最低－1.21℃を示し、平均 17.24℃である。その推移は空気中の温度変化に沿うものの、やや

鈍い変化を示す。また、空気中の温度より著しく温度上昇が認められる時（例えば、２月１日午前 10 時、気温

10.51℃の際、土中 3㎝下では 14.58℃）がある。 

（イ）含浸薬剤の経過観察 

薬剤塗布面 5箇所、比較データとして非塗布面 9 箇所を定点記録箇所として定めた。非塗布面の経過観察は、

植物の繁茂の状態が壁面内で異なり、日照や雨水の影響が試験箇所内で異なっていることが予測されたことから、 

第 29 表 岩質調査箇所の測色値変化 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b*

2008 11                                        

  12 32.4  2.2  7.2 33.3  2.7  1.3  21.8 1.4 2.1 29.2 2.8 4.6 35.1 3.4 6.3  43.1  2.1  4.5  37.9 1.3 14.5 

2009 1 33.2  1.9  8.4 34.5  0.8  1.7  21.3 1.1 1.4 28.0 2.8 5.7 34.6 3.0 7.2  45.7  2.4  4.9  41.3 0.5 11.5 

  2 31.7  2.5  6.9 31.6  3.0  1.8  24.9 1.0 1.5 28.5 2.6 5.2 35.6 3.2 6.6  42.1  2.2  4.5  29.1 -0.3 10.2 

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7                                        

  8                                        

  9 29.8  -1.0  9.6 34.1  1.0  1.0  26.6 0.8 1.4 33.6 1.3 3.5 36.3 -1.3 12.3  45.4  2.3  3.9  37.6 -2.3 11.5 

  10                                        

  11                                        

  12 49.3  -5.1  21.5 32.5  0.6  -1.4  25.5 0.7 0.7 32.4 1.9 4.5 34.6 1.9 8.6  45.6  2.5  3.6  41.7 -2.5 14.6 

2010 1 42.6  -1.5  15.2 37.3  -2.6  3.3  25.9 0.7 1.0 32.5 2.1 4.0 36.9 1.7 9.0  44.8  2.2  4.7  47.6 -4.3 15.0 

  2                                        

  3                                        

  4                                        

  5                                        

  6                                        

  7 44.0  -4.5  18.9 34.7  0.0  1.3  25.5 0.0 1.6 28.8 1.5 4.4 32.6 -1.2 11.3  40.3  1.3  4.0  50.7 -2.3 15.3 

  8                                        

  9 49.8  -5.4  20.3 36.4  0.7  3.2  30.6 0.5 2.7 32.9 1.2 4.4 40.7 -0.3 12.8  40.5  1.9  3.0  42.7 -2.4 14.0 

  10                                        

  11 56.3  -4.7  23.1 36.6  -0.5  0.4  27.3 0.9 2.6 34.4 2.1 5.2 40.9 0.0 12.3  40.6  2.2  4.2  47.8 -2.9 15.3 

  12 53.6  -4.1  20.2 34.0  2.1  1.9  25.1 0.8 0.9 31.6 1.8 4.1 42.7 0.2 12.6  43.4  2.0  4.3  48.3 -3.8 15.6 

2011 1 55.8  -3.3  20.0 47.7  -5.0  3.2  26.7 0.8 1.8 33.8 1.8 3.5 41.5 0.4 10.7  50.3  1.8  4.8  50.7 -4.1 15.2 

状

況 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

当初は変化無し。

次第にわずかに明

るさ、色味に変化

が生じる。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

夏、冬を通して色

味は変わらない 

夏期のみ緑の発

色、黄色味が出

る。 

夏、冬を通して

色味は変わらな

い 

明るさが増し、赤

味が無くなり、緑、

黄色味が増してい

る。 

 
※ L*a*b*値・・・表色方法の一種、座標で表すため、肉眼では識別できない細かな色変化が記載できる。 
※ L*値は明るさ（0～100）、値は高いほど明るく（白く）、低いほど暗い（黒い）。a*値は、＋が赤、－が緑（±60）、 

b*値 は、＋が黄、－は青（±60）。 
※ 熊本県内の装飾古墳では、装飾彩色の劣化、経年変化、鑑賞に適した時期を特定するため、本方法を県内６箇所で実 
   施している。 
※ 薬剤選定の参考資料として、相対的な色彩変化（景観上、見た目の季節変化の有無）のデータを提示した。 
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第 30 表 岩質調査箇所の水分量変化 

  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ 

  

水

分 

量% 

表

面 

温

度 

水分 

量% 

表

面 

温

度 

水

分 

量% 

表面 

温度 

水分 

量% 

表

面

温

度

水分 

量% 

表

面

温

度

水

分 

量% 

表面 

温度 

水分 

量% 

表

面

温

度

2008 11                          

  12 6.5  8.0  L 9.0  L 9.0  L 9.0 1.6  9.0 L 9.0  6.0   

2009 1 6.2  1.1  L 2.4  L 2.6  L 2.6 L 2.5 L 2.3  5.8   

  2 L 8.8  L 9.5  L 9.8  L 9.6 L 10.5 L 10.2  4.7  8.0 

  3                          

  4                          

  5                          

  6                          

  7                          

  8                          

  9 8.3  24.7  5.8  26.7  2.9  26.8  0.5  26.3 5.0  24.8 0.5  27.0  9.7  24.5 

  10                          

  11                          

  12 6.2  2.6  L 4.0  L 4.2  L 4.2 L 4.1 L 4.0  8.0  2.6 

2010 1 8.3  3.6  L 3.8  L 4.0  2.0  3.9 2.3  3.7 L 3.9  7.4  2.7 

  2                          

  3                          

  4                          

  5                          

  6                          

  7 5.5    L   L   1.5   4.9   L   4.9   

  8                          

  9     L   L   L  1.8   L   6.8   

  10                          

  11 6.9  10.1  L 12.4  L 12.7  L 12.1 L 12.2 L 12.4  8.2  9.9 

  12 9.2  2.6  L 3.3  L 2.8  L 4.2 L 4.0 L 4.5  7.1  2.2 

2011 1 9.1  -1.7  L -0.3  L -0.5  L -1.1 L -1.3 L -1.6  8.4  0.1 

 
状

況 
植物繁茂       

わずかに植物 

繁茂？ 
  植物繁茂 

 

※ 水分量はあくまで参考値。電気式水分計を用い、表面のみならずおおよそ土中３～５㎝下の不特定の範囲を測定 

したものと思われる。 

※ L は水分量 0.5％未満。 

※ 表面温度は、測色時の放射温度計によるもの。 

 

各々の薬剤塗布面とその周辺という関係で経過を見る必要があったため、９箇所の観察箇所を設定した。 

約二年間の経過観察では、試験箇所のうち⑥の周辺のみが特に年間を通じて乾燥状態にあり植物が繁茂しにく

いという傾向が見られた。また、⑩、及び①～⑤の周辺は比較的コケ類の生えやすい環境であった。故に、非塗布面の

データは、植物が繁茂しなかった⑥と、植物が繁茂しやすい非塗布面の経過観察を代表した⑩での経過を掲載している。 

従って、各測定箇所の見えの推移と２ヵ年を経過した状況、また、同じ面の水分量、表面温度と状況を、薬剤

塗布箇所５箇所（①～⑤）、非塗布面２箇所（⑥・⑩）の計７箇所のデータで第 29 表に示す。 

 測色値 L*a*b*値のうち、特に a*の値に注目すると、調査開始直後は赤色の発色が認められる＋a*の値が、何れ

も１～４程度である。+b*の値も一桁を示すことから、塗布直後は非塗布面も含めて何れも無彩色の灰色であること

が判る。この時点で異なるのは L*値のみで、特に暗い灰色の値を示すものが③、次いで④である。１ヵ月後には

非塗布面⑩で a*の値が緑を示す－の値となり、半年遅れで①、次いでほぼ１年後に②の a*値が－の値を計測して

いる。このうち①は非塗布面の⑩よりやや遅れ気味ながらも、徐々に植物が繁茂していることが判るが、②、更

に⑤は、季節によっては値が+、もしくは 0に戻り、植物が枯れることが判る。2年後には、①と⑩はほとんど色
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味は変わらなくなり、自然の植生の見えと変わらなくなる。②は季節によっては薬剤塗布面がはっきりと判る。 

 水分量は、降雨直後の測定環境であった 2009 年 9 月を除いて①以外は乾燥常態を示す L（0.5％未満）である。

この他、非塗布面で植物の繁茂しなかった⑥は、ほとんど水分が供給されない箇所であることが判る。 

オ 考察 

（ア）堀切門跡付近の温湿度の振る舞いについて 

まず、屋外の環境を測定する機器について述べておきたい。野外の測定では、カタログ上に記載されない様々

な課題が発生する。今後、同種の調査に参考とするうえで傾向を述べておく。今回温湿度測定に用いたデータロ

ガーは三社あり、センサーによる計測の差が予想された。そこで、使用した三種のデータロガーを用い、個々の

特性を見たところ、比較的安価で使いやすい小型ロガーであった TandD 社のものは分解性能が低いことから、高

湿度の測定では、常に 100%RH と計測され、湿度が上昇する際、やや極端に記録されることが判った。また、Onset

社と Veriteq 社の相対湿度は±5%近い誤差を示した。そこで、複数の Onset 社、Veriteq 社のデータロガーと再

度比較したところ、土中の温度測定に使用した Veriteq 社の湿度センサーが他のデータロガーより低い値を示し、

使用後はセンサーの異常を来たしていることが判明した。Veriteq 社のロガーは、分解性能、電池寿命等で、高

い信頼のある小型ロガーであり、博物館内での使用例も多い。しかし、専用サック内での計測という条件では、

土中の温度測定は可能であるが、サック内は高湿度になり結果としてセンサーの劣化が早い。また表面温度は、

Onset社のU12-014に、Ttypeセンサーを付けて計測を試みたが、一定期間を過ぎると異常な高温の値が記録され、

それ以降は計測が不可能になる。この現象は、他の調査で使用した覆屋内、古墳の保存施設内でも同様であった。

ロガー本体が屋外環境では機能しない。土中の温度の計測に用いた U12 は、安定して計測データが得られた。尚、

温度のデータは、何れの機種も 0.2℃程度の誤差であり、一括した評価を行って差し支えないと判断した。 

外気、土中温度のグラフを P438～P440 に示す。第 28 表は、各々の地点での月毎の最高気温、最低気温、及び

平均気温で、これらのグラフをこのうち第 269 図～第 273 図に示す。気温の振る舞いについては、2008 年 11 月

～2011 年１月までの約 2 年 2 ヶ月間のデータである。各種ロガーの設置状況、設置期間は第 27 表を参照された

い。2 ヵ年継続して設置した箇所は、施工箇所として検討されている堀切門南東側、比較として、温故創生館の

館外の 2 箇所である。温故創生館は、標高 145ｍの開けた台地上であり、山などの遮蔽物はない。一方の、堀切

門跡付近の観測地点は、標高 119ｍと低い谷地形の中にある。谷を土塁線が北東方向から南西方向に伸びており、

この土塁の南東側斜面を、施工予定箇所と想定し、大気、並びに土中温度の測定を行った。 

 計測２年目には、これら２箇所の比較データとして、堀切門北西側の気温を３ヶ月間、堀切門跡より更に下っ

た標高 100ｍ付近の岩質調査箇所の気温と土中温度を１ヶ月間のみ計測した。 

まず、温故創生館周辺の平均気温、最低気温、最高気温ともに、堀切門跡付近のそれを上回ることから、やや

寒冷な気候であることが判る。何れの地点とも、月平均では１月に、最低気温では 12 月～３月に零下に下がる。 

山鹿市、菊池市の年平均気温、降水量は、気象庁観測のデータが HP 上に公開されており、一般的な気温変化は

概括できる。しかし今回得られた温度のデータから、谷間部の堀切門跡付近は温度の振る舞いに地形的な影響が

考えられ、個別の温湿度測定が必要と考えられる。おそらく、谷間部の日照時間の差に起因すると思われる。 

薬剤の硬化に関して、推奨される施工時の気温は不明だが、工期の設定には本データが一助となるだろう。 

次に土中温度の推移では、地中深くなるほどその振る舞いは気温の影響を受けにくいということが改めて看取

される。装飾古墳の保存施設では、夏場の日射による墳丘表面の熱が墳丘内部を伝わり、１ヶ月～３ヶ月遅れで

石室内に達するというデータがある（熊本県横山古墳、茨城県虎塚古墳）。この熱の伝わり方、或いは冷気の伝わ

り方は、深度が深くなるほど緩和される傾向にある。堀切門跡では、地表下 3 ㎝～5 ㎝では温度が零下に達する

時期は、2009 年は１月の-0.59℃、2010 年は 12 月の－1.21℃で、最高 49.75℃と、温度差 50.91℃に達するが、地

表下 10 ㎝では最低温度 2.74℃、最高温度 34.23℃、温度差は 31.44℃と比較的振る舞いも小く、零下に達するこ
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味は変わらなくなり、自然の植生の見えと変わらなくなる。②は季節によっては薬剤塗布面がはっきりと判る。 

 水分量は、降雨直後の測定環境であった 2009 年 9 月を除いて①以外は乾燥常態を示す L（0.5％未満）である。

この他、非塗布面で植物の繁茂しなかった⑥は、ほとんど水分が供給されない箇所であることが判る。 

オ 考察 

（ア）堀切門跡付近の温湿度の振る舞いについて 

まず、屋外の環境を測定する機器について述べておきたい。野外の測定では、カタログ上に記載されない様々

な課題が発生する。今後、同種の調査に参考とするうえで傾向を述べておく。今回温湿度測定に用いたデータロ

ガーは三社あり、センサーによる計測の差が予想された。そこで、使用した三種のデータロガーを用い、個々の

特性を見たところ、比較的安価で使いやすい小型ロガーであった TandD 社のものは分解性能が低いことから、高

湿度の測定では、常に 100%RH と計測され、湿度が上昇する際、やや極端に記録されることが判った。また、Onset

社と Veriteq 社の相対湿度は±5%近い誤差を示した。そこで、複数の Onset 社、Veriteq 社のデータロガーと再

度比較したところ、土中の温度測定に使用した Veriteq 社の湿度センサーが他のデータロガーより低い値を示し、

使用後はセンサーの異常を来たしていることが判明した。Veriteq 社のロガーは、分解性能、電池寿命等で、高

い信頼のある小型ロガーであり、博物館内での使用例も多い。しかし、専用サック内での計測という条件では、

土中の温度測定は可能であるが、サック内は高湿度になり結果としてセンサーの劣化が早い。また表面温度は、

Onset社のU12-014に、Ttypeセンサーを付けて計測を試みたが、一定期間を過ぎると異常な高温の値が記録され、

それ以降は計測が不可能になる。この現象は、他の調査で使用した覆屋内、古墳の保存施設内でも同様であった。

ロガー本体が屋外環境では機能しない。土中の温度の計測に用いた U12 は、安定して計測データが得られた。尚、

温度のデータは、何れの機種も 0.2℃程度の誤差であり、一括した評価を行って差し支えないと判断した。 

外気、土中温度のグラフを P438～P440 に示す。第 28 表は、各々の地点での月毎の最高気温、最低気温、及び

平均気温で、これらのグラフをこのうち第 269 図～第 273 図に示す。気温の振る舞いについては、2008 年 11 月

～2011 年１月までの約 2 年 2 ヶ月間のデータである。各種ロガーの設置状況、設置期間は第 27 表を参照された

い。2 ヵ年継続して設置した箇所は、施工箇所として検討されている堀切門南東側、比較として、温故創生館の

館外の 2 箇所である。温故創生館は、標高 145ｍの開けた台地上であり、山などの遮蔽物はない。一方の、堀切

門跡付近の観測地点は、標高 119ｍと低い谷地形の中にある。谷を土塁線が北東方向から南西方向に伸びており、

この土塁の南東側斜面を、施工予定箇所と想定し、大気、並びに土中温度の測定を行った。 

 計測２年目には、これら２箇所の比較データとして、堀切門北西側の気温を３ヶ月間、堀切門跡より更に下っ

た標高 100ｍ付近の岩質調査箇所の気温と土中温度を１ヶ月間のみ計測した。 

まず、温故創生館周辺の平均気温、最低気温、最高気温ともに、堀切門跡付近のそれを上回ることから、やや

寒冷な気候であることが判る。何れの地点とも、月平均では１月に、最低気温では 12 月～３月に零下に下がる。 

山鹿市、菊池市の年平均気温、降水量は、気象庁観測のデータが HP 上に公開されており、一般的な気温変化は

概括できる。しかし今回得られた温度のデータから、谷間部の堀切門跡付近は温度の振る舞いに地形的な影響が

考えられ、個別の温湿度測定が必要と考えられる。おそらく、谷間部の日照時間の差に起因すると思われる。 

薬剤の硬化に関して、推奨される施工時の気温は不明だが、工期の設定には本データが一助となるだろう。 

次に土中温度の推移では、地中深くなるほどその振る舞いは気温の影響を受けにくいということが改めて看取

される。装飾古墳の保存施設では、夏場の日射による墳丘表面の熱が墳丘内部を伝わり、１ヶ月～３ヶ月遅れで

石室内に達するというデータがある（熊本県横山古墳、茨城県虎塚古墳）。この熱の伝わり方、或いは冷気の伝わ

り方は、深度が深くなるほど緩和される傾向にある。堀切門跡では、地表下 3 ㎝～5 ㎝では温度が零下に達する

時期は、2009 年は１月の-0.59℃、2010 年は 12 月の－1.21℃で、最高 49.75℃と、温度差 50.91℃に達するが、地

表下 10 ㎝では最低温度 2.74℃、最高温度 34.23℃、温度差は 31.44℃と比較的振る舞いも小く、零下に達するこ
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とは 2ヵ年を通じて一度も無い。 

 

（イ）含浸薬剤経過観察 

 土色計を用いた経年変化の推移は、北海道余市町フゴッペ洞穴、熊本県内の装飾古墳保存施設で実施しており、

管理の目安、保存処理後の補修時期を推定するうえで有効であることが報告されている。それによると、色の変

化を数値で表し、ある変化の兆しを見ている。採用した測色値は L*a*b*値である。L 値は明るさを示し、100 を

上限とする。値が高いほど明るく、見た目には白色に近くなる。a*値は＋値は赤色、－値は緑色を示し、b*値は

＋値は黄色、－値は青色を示す。何れも±60 の幅を持つ。 

今回は、薬剤含浸後２年程度しか経っていないが、おおよそ施工後２年目から植物の繁茂による色味の変化が

目立つ①、色味の変化がほとんど見られない③・④・⑥（但し⑥は未処理）、季節変化を見せる⑤、わずかな変化

が認められる②と、経過が分かれた。通常、水をかけると L*値は下がる。灰土の処理部と未処理部との比較では、

何れの薬剤も未処理部より L*値が低く、L*値は 40 を下回る。薬剤による処理は、何れの場合でも、遺構表面は、

雨天時の濡れた仕上げになることが理解できる。②、③は特に暗く、L*値は 30 を下回る。最も未処理部に近い風

合いを示すのが⑤で、L*値は 35 前後を示す。従って、⑤の薬剤が、施工直後は最も「自然な」見えと思われる。 

一方、表面水分量は①がもっとも自然な値を示し、未処理部に近い。また、表面温度は何れの場合も似た値を

示し差は無い。全体として、調査箇所は、灰土の壁面がややせり出していることから、雨水の影響がほとんど無

かったと見られ、水分量は高くはなく、結露で覆われた際の値 H（15%以上）を示すことは一度も無かった。おそ

らく地下水脈も付近には通っていないであろう。 

カ まとめ 

 今回の環境調査では、堀切門跡を構成する灰土の特性の一端を示したと考えられる。この間に、堀切門及び岩

質調査箇所の大規模な崩落はなかった。 

堀切門跡周辺の温度の振る舞いについては、表面温度、地表下３㎝～５㎝では、外気温と日照の影響が考えら

れる。特に冬期では地表下５㎝でも零下に達する時があり、湿度の状況から土中の水分が凍結する可能性が考え

られる。地表下 10 ㎝になると外気温の振る舞いに影響されながらも、日照による影響はほとんど見られなくなり、

冬期の最寒冷期でも凍結までには至らないことが判明した。 

① ④ ⑩

2010 年 1 月

2011 年 1 月

2009 年 1 月

② ③ ⑤ ⑥

33.2/1.9/8.4

42.6/-1.5/15.2

55.8/-3.3/20.0

34.5/0.8/1.7

37.3/-2.6/3.3

47.7/-5.0/3.2

21.3/1.1/1.4

25.9/0.7/1.0

26.7/0.8/1.8

28.0/2.8/5.7

32.5/2.1/4.0

33.8/1.8/3.5

34.6/3.0/7.2

36.9/1.7/9.0

41.5/0.4/10.7

45.7/2.4/4.9

44.8/2.2/4.7

50.3/1.8/4.8

41.3/0.5/11.5

47.6/-4.3/15.0

50.7/-4.1/15.2

L*/a*/b* 値

L*/a*/b* 値

L*/a*/b* 値

第 268図　測色値における色見本
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含浸薬剤経過観察については、施工直後と経過を色味で評価するという試みであり、堀切門跡整備後の管理手

法の一例として呈示した。即ち、植物が徐々に繁茂することを容認するならば、その場合は、堀切門が造られて

後、徐々に植物に覆われる状況を利用者に見てもらうことを是とすることが前提となる活用計画になる。例えば

土塁の版築断面を見せるために、その表面に薬剤硬化処理を行うのであれば、①の OH-100、珪酸エチル系薬剤を

用いることはできない。仮に、灰土の硬化には、薬剤選定の面で最も適していると判断されるならば、少なくと

も施工後２年目には、繁茂した苔などの植物を除去する管理が必要になってくる。 

また、堀切門跡そのものを硬化処理する際、築造当時の状態を凍結保存することを優先するならば、極力植物

が繁茂しない薬剤を選定することが望ましい。 

結果として、鞠智城の整備計画のなかで、堀切門跡をどのように活用し、遺していくのか、というビジョンに

促して薬剤が選定されることとなる。検討委員会では、複数の薬剤を混ぜて用いることなど、技術的な提言もあ

ったが、それであっても、そのハイブリッドの薬剤が数年をかけてどのような「見え」の変化をもたらすのかが、

遺構展示の際に議論される、薬剤の選定基準となるであろう。 

但し、このような試験を実施するには、調査箇所の選定に留意する必要がある。同じ壁面であっても、⑥、⑩

のように植生がまったく異なることが予想される。更に、施工する遺構と類似する環境か否かも重要であろう。

第 271 図のグラフから、堀切門南東側とそれほどの差は無いと思われるが、堀切門跡と調査箇所の１年以上の温

度変化の比較は、本調査では行えていない。 

以上を踏まえ、最後にこのような試験の実施について述べておきたい。今回の試験の意図は、有識者には予測

の範疇であろう。ＯＨ-100 であれば植物が生え、Ｅ-205 なら植物が生えなくて当然である。植物が繁茂しても可

とする遺構の展示という決定が先にあれば、珪酸エチル系薬剤のなかで、性質・系統が同じもの同士、あるいは

ハイブリッドの試験薬剤の経年変化を見ることが可能であり、より具体的な試験結果が得られる。 

本試験とその観察の経過は、同種の施工を抱える地方自治体の文化財保護部局等が、よりわかり易い「見え」

という評価でもって事前に理解しておくという点において有効なものであり、基礎的な理解を示したものである。

薬剤開発の最先端での試験とその評価とは次元が異なっているということに留意したい。「植物を繁茂させずに、

当時のまま、遺構展示を行いたい」、「緩やかな植生を認めつつ、自然な環境下で示したい」という依頼側の意図

をしっかりと決めておく必要がある。但し鞠智城の整備は、県直営によるものであるため、これらの結果と調査

箇所は、県内外の他の自治体等に同種の工法を理解・検討してもらう際にはある程度の有効性があるとともに、

保存整備検討委員会の席上においてわかり易いプレゼン資料として提示が可能となるであろう。 

最後に、本報告で提示した色見本は、L*a*b*値を印刷原稿用にＣＭＹＫの値に変換したものを記載しているた

め、正確さを欠く。実際は、水滴などで覆われるなど、鏡面反射の影響もあるため肉眼で見る印象とは異なる。

あくまで相対的な指標であることを付記しておく。 
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法の一例として呈示した。即ち、植物が徐々に繁茂することを容認するならば、その場合は、堀切門が造られて

後、徐々に植物に覆われる状況を利用者に見てもらうことを是とすることが前提となる活用計画になる。例えば

土塁の版築断面を見せるために、その表面に薬剤硬化処理を行うのであれば、①の OH-100、珪酸エチル系薬剤を

用いることはできない。仮に、灰土の硬化には、薬剤選定の面で最も適していると判断されるならば、少なくと
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結果として、鞠智城の整備計画のなかで、堀切門跡をどのように活用し、遺していくのか、というビジョンに

促して薬剤が選定されることとなる。検討委員会では、複数の薬剤を混ぜて用いることなど、技術的な提言もあ

ったが、それであっても、そのハイブリッドの薬剤が数年をかけてどのような「見え」の変化をもたらすのかが、

遺構展示の際に議論される、薬剤の選定基準となるであろう。 

但し、このような試験を実施するには、調査箇所の選定に留意する必要がある。同じ壁面であっても、⑥、⑩

のように植生がまったく異なることが予想される。更に、施工する遺構と類似する環境か否かも重要であろう。
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とする遺構の展示という決定が先にあれば、珪酸エチル系薬剤のなかで、性質・系統が同じもの同士、あるいは

ハイブリッドの試験薬剤の経年変化を見ることが可能であり、より具体的な試験結果が得られる。 

本試験とその観察の経過は、同種の施工を抱える地方自治体の文化財保護部局等が、よりわかり易い「見え」

という評価でもって事前に理解しておくという点において有効なものであり、基礎的な理解を示したものである。

薬剤開発の最先端での試験とその評価とは次元が異なっているということに留意したい。「植物を繁茂させずに、

当時のまま、遺構展示を行いたい」、「緩やかな植生を認めつつ、自然な環境下で示したい」という依頼側の意図

をしっかりと決めておく必要がある。但し鞠智城の整備は、県直営によるものであるため、これらの結果と調査

箇所は、県内外の他の自治体等に同種の工法を理解・検討してもらう際にはある程度の有効性があるとともに、

保存整備検討委員会の席上においてわかり易いプレゼン資料として提示が可能となるであろう。 

最後に、本報告で提示した色見本は、L*a*b*値を印刷原稿用にＣＭＹＫの値に変換したものを記載しているた

め、正確さを欠く。実際は、水滴などで覆われるなど、鏡面反射の影響もあるため肉眼で見る印象とは異なる。

あくまで相対的な指標であることを付記しておく。 
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第 269 図　堀切門跡　環境調査データ①

堀切門南東側　温度比較グラフ

月平均温度比較グラフ
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第 270 図　堀切門跡　環境調査データ②

堀切門大気中　月平均温度比較グラフ

堀切門大気中　温湿度グラフ
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第 271 図　堀切門跡　環境調査データ③

土中温度比較グラフ
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第 272 図　堀切門跡　環境調査データ④

堀切門跡周辺　温度比較グラフ

27 倍拡大写真（2010 年１月 15 日撮影）
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第 273 図　堀切門跡　環境調査データ⑤

岩質調査箇所　温度・明度・水分量変化グラフ（壁面④・⑤・⑥）

岩質調査箇所温度・明度・水分量変化グラフ（壁面①・②・③・⑩）
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第Ⅴ章 運営と活用 

 

第１節 運営・管理  

（１）施設の運営  

鞠智城跡の整備に関連する事業については、当初、熊本県教育委員会文化課文化財整備係が担当し、発掘

調査・用地の公有化を中心に事業を実施してきた。鞠智城跡の整備事業については、前述しているとおり、

平成５（1993）年度の基本構想の策定にはじまる。鞠智城跡現地における実質的な展示の開始は、平成 11

（1999）年度、復元建物兵舎における仮展示場開設からとなる。 

ア 兵舎仮展示場  

鞠智城跡での見学者への環境整備については、具体的には、平成７（1995）年度のモニュメント広場の整

備から始まり、案内板等の設置を実施し対応を行ってきた。平成 11（1999）年４月には、さらに鞠智城跡内

でのガイダンス機能を充実させるため、復元建物兵舎（16 号建物跡）を活用した仮展示場を開設した。この

兵舎仮展示場における運営体制は以下のとおりであった。なお、兵舎仮展示場については、ガイダンス施設

「温故創生館」が完成した平成 14（2002）年３月末でその役割を終える。 

供用期間 平成 11（1999）年４月 24 日～平成 14（2002）年３月末日 

開館時間 午前８時 30 分～午後５時 

休館日  年末・年始のみ  

展示内容 

・展示解説  

・映像解説等 

・その他 観覧料は無料 

職員配置  

  ・受付、解説案内２名（非常勤職員）  

イ 歴史公園鞠智城・温故創生館  

平成 11（1999）年４月の兵舎仮展示場オープンを契機に鞠智城跡への来園者が増加し、展示管理の嘱託職

員のみでは、現地での専門的対応や普及広報活動、事業企画等に対して適切な対応ができない状況となった。

そのため、県教育委員会は鞠智城跡の責任ある管理運営体制を整えることが急務となった。 

 そこで、県教育委員会は基本計画に基づき、ガイダンス施設の整備に着手し、平成 14（2002）年４月にガ

イダンス施設「温故創生館」が開館した。 

新たなガイダンス施設を設置するにあたり、教育

委員会の中で、施設の組織のあり方について具体的

に協議を行っている。検討の結果、先に平成４（1992）

年度に開館し、装飾古墳文化をメインテーマとした

熊本県立装飾古墳館（以下、「古墳館」という。）の

分館とした位置付けで開館することとなった。その

メリットは、古墳館が 4 世紀末から 7 世紀にかけて

栄えた装飾古墳を中心に展示等を実施しており、鞠

智城跡が 7 世紀後半から 9 世紀末にかけての時代を

取り扱うことで、両館で菊池川流域の古代文化・歴

写真 126 
写真 126　温故創生館１階展示風景 　　　
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イダンス施設「温故創生館」が開館した。 

新たなガイダンス施設を設置するにあたり、教育

委員会の中で、施設の組織のあり方について具体的

に協議を行っている。検討の結果、先に平成４（1992）

年度に開館し、装飾古墳文化をメインテーマとした

熊本県立装飾古墳館（以下、「古墳館」という。）の

分館とした位置付けで開館することとなった。その

メリットは、古墳館が 4 世紀末から 7 世紀にかけて

栄えた装飾古墳を中心に展示等を実施しており、鞠

智城跡が 7 世紀後半から 9 世紀末にかけての時代を

取り扱うことで、両館で菊池川流域の古代文化・歴

写真 126 
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史の流れが学習できること、また、古墳館は、県が菊水町（現和水町）、鹿央町（現山鹿市）、山鹿市の 3 地

区を指定して史跡整備を行った「肥後古代の森」の中核施設で、これらの自治体と連携した事業を行ってお

り、鞠智城跡のガイダンス施設が古墳館との連携だけではなく、肥後古代の森との連携も可能となり、鞠智

城跡の事業企画や広報普及、集客等に様々な効果が期待できることを挙げている。調査・研究の成果を見学

者に還元することを目的とするため、観覧料は徴しないこととなった（熊本県立装飾古墳館条例第４条第３

項参照）。歴史公園鞠智城・温故創生館の施設概要等は以下のとおりである。 

供用開始日 平成 14（2002）年４月 18 日 

開館時間 午前９時 30 分～午後５時 15 分（入館時間は、午後 4 時 45 分まで） 

休館日 毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）、12 月 25 日～1 月 4 日 

展示内容 

・展示解説 

・映像解説等 

・その他 観覧料は無料 

職員配置  

・県の職員 5 名（温故創生館長（装飾古墳館副館長兼務）、 

文化財整備交流課長、経理担当職員１名、学芸員２名） 

  ・受付、案内２名（非常勤職員）  

  

 

（２）施設の管理 

 鞠智城跡の施設（建物及び遺構を含む）の維持管理については、前節の運営体制でふれたとおり、ガイダ

ンス施設に配置されている職員が担当し、以下の体制で実施している。  

ア ガイダンス施設等建物の管理 

 ガイダンス施設「温故創生館」は、年間約 10 万人の

来園者を迎えている。来園者が安全かつ快適に見学が

可能となるために、通常の管理として、施設内展示物

の管理、屋外展示物の管理、復元建物の管理及び清掃

（概ね年 2 回）を実施している。その他建物管理につ

いては、専門業者へ年間を通じて業務委託を実施して

いる。建物維持管理については、第 31 表のとおりとな

っている。 

 なお、復元建物の管理で大規模な修繕を実施する場

合は、県有建物の維持管理を統括する土木部営繕担当 

課へ依頼し、必要な補修・修繕を実施している。 

 

 

 

 

 

 

写真 127 

写真 128 

写真 127　温故創生館受付　写真 127　温故創生館受付　

写真 128　温故創生館設備　　

 屋内消火栓 エレベーター 

映像機材 

写真 128　温故創生館設備　　

 屋内消火栓 エレベーター 

映像機材 

写真 128　温故創生館設備　　

 屋内消火栓 エレベーター 

映像機材 

写真 128　温故創生館設備　　

 屋内消火栓 エレベーター 

映像機材 
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第 31 表 ガイダンス施設等建物の管理委託 

   種 別 内     容 

清掃業務委託 ガイダンス施設・長者山展望広場休憩所、研修施設内の清掃  

・ガイダンス施設、長者山展望広場休憩所において、休館日（月曜日）及び

年末・年始を除き施設内清掃を委託。  

・研修施設においては、週 1 回で施設内清掃を実施。  

・ガイダンス施設、長者山展望広場休憩所及び研修施設について、床（ワッ

クス掛け）・窓清掃等も清掃業務委託に含め、定期的に実施している。  

 

合併処理浄化槽管理 長者山展望広場に設置している合併浄化槽の清掃及び管理  

自家用電気工作物保

守点検 

施設内（屋外）の設備について定期的に点検を実施  

給水設備保守点検 鞠智城内の飲料水等の確保については、地下水をポンプで汲み上げ、各施設

に給水している。受水槽の点検及び滅菌装置の点検を実施している。  

受水槽洗浄及び点検：年１回、滅菌装置点検及び液補充：年２回  

昇降機設備保守点検 ガイダンス施設に設置するエレベーター（定員 13 人）の保守点検を月１回実

施  

空調設備保守点検 ガイダンス施設の空調設備（空調機換気扇、ヒートポンプマルチエアコン、

蓄熱槽）の清掃及び点検を定期的に実施  

消防設備点検 ガイダンス施設の消防設備点検を実施  

外観・機能・作動点検：年１回、総合点検：年１回  

映像設備点検 ガイダンス施設映像解説室の映像機器点検を年３回実施  

機械警備 ガイダンス施設の警備については、機械警備機器を設置  

自動ドア保守 ガイダンス施設の自動ドア２基の保守点検を年４回実施  

 

（３）樹木管理 

城内約 55ha の樹木管理については、近年、施設管理予算のうちその約半分を占める状況となっている。 

委託内容については、建物遺構が集中し、入園者の見学が多い長者原地区の平坦部をはじめとし、深迫門地

区及び堀切門地区平坦部の広場を中心に芝生の管理及び公園内園路沿いの草刈り等を実施している。 

 

第２節 史跡の活用 

 鞠智城跡の発掘調査とその研究の継続・蓄積により、鞠智城跡にかつて存在していた建物や環境を復元し

再生させることは、史跡としての鞠智城跡の持つ潜在的価値をあきらかにしていくことに他ならない。その

ような営為を通じて、鞠智城跡は「立体的、多元的に歴史を感じることのできる空間」となり、「歴史公園」

として完成に近づくものと考える。  

 正確で客観的な学術的基礎をもとに、史跡の持つ価値を最大限あきらかにして史跡を活用すると同時に、

後世にその価値を伝えていかなければならない。ここでは、そのような活用と保存の両立を図りながら行っ

てきた鞠智城跡における史跡の活用について記している。  
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第 31 表 ガイダンス施設等建物の管理委託 

   種 別 内     容 

清掃業務委託 ガイダンス施設・長者山展望広場休憩所、研修施設内の清掃  

・ガイダンス施設、長者山展望広場休憩所において、休館日（月曜日）及び

年末・年始を除き施設内清掃を委託。  

・研修施設においては、週 1 回で施設内清掃を実施。  

・ガイダンス施設、長者山展望広場休憩所及び研修施設について、床（ワッ

クス掛け）・窓清掃等も清掃業務委託に含め、定期的に実施している。  

 

合併処理浄化槽管理 長者山展望広場に設置している合併浄化槽の清掃及び管理  

自家用電気工作物保

守点検 

施設内（屋外）の設備について定期的に点検を実施  

給水設備保守点検 鞠智城内の飲料水等の確保については、地下水をポンプで汲み上げ、各施設

に給水している。受水槽の点検及び滅菌装置の点検を実施している。  

受水槽洗浄及び点検：年１回、滅菌装置点検及び液補充：年２回  

昇降機設備保守点検 ガイダンス施設に設置するエレベーター（定員 13 人）の保守点検を月１回実

施  

空調設備保守点検 ガイダンス施設の空調設備（空調機換気扇、ヒートポンプマルチエアコン、

蓄熱槽）の清掃及び点検を定期的に実施  

消防設備点検 ガイダンス施設の消防設備点検を実施  

外観・機能・作動点検：年１回、総合点検：年１回  

映像設備点検 ガイダンス施設映像解説室の映像機器点検を年３回実施  

機械警備 ガイダンス施設の警備については、機械警備機器を設置  

自動ドア保守 ガイダンス施設の自動ドア２基の保守点検を年４回実施  

 

（３）樹木管理 

城内約 55ha の樹木管理については、近年、施設管理予算のうちその約半分を占める状況となっている。 

委託内容については、建物遺構が集中し、入園者の見学が多い長者原地区の平坦部をはじめとし、深迫門地

区及び堀切門地区平坦部の広場を中心に芝生の管理及び公園内園路沿いの草刈り等を実施している。 

 

第２節 史跡の活用 

 鞠智城跡の発掘調査とその研究の継続・蓄積により、鞠智城跡にかつて存在していた建物や環境を復元し

再生させることは、史跡としての鞠智城跡の持つ潜在的価値をあきらかにしていくことに他ならない。その

ような営為を通じて、鞠智城跡は「立体的、多元的に歴史を感じることのできる空間」となり、「歴史公園」

として完成に近づくものと考える。  

 正確で客観的な学術的基礎をもとに、史跡の持つ価値を最大限あきらかにして史跡を活用すると同時に、

後世にその価値を伝えていかなければならない。ここでは、そのような活用と保存の両立を図りながら行っ

てきた鞠智城跡における史跡の活用について記している。  
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（１）ガイダンス施設等の活用 

ア 16 号建物跡展示（兵舎仮展示場）について 

16 号建物跡の復元建物は「兵舎」と名付け、平成 9 年（1997）度に着工し、平成 10 年（1998）度に竣工

した。 

竣工に先立ち、計画段階である平成 9（1997）年 3 月 12 日及び 13 日開催の保存整備検討委員会で、この

16 号建物跡の復元建物「兵舎」に関し、その「内部は、小物を置いたり、土器の展示場としたりして、利用

した方がよい」との委員の意見がだされた。これを受けて、兵舎竣工後は、その内部に鞠智城跡から出土し

た土器等を中心とした展示を計画し、当時を想像できるような展示を行った。 

 まず、ガイダンス施設として活用した「兵舎」では、鞠智城の歴史やそれまでの発掘調査の経緯と成果を

展示、解説を行った。これら展示解説は、発掘状況の写真をパネルにしたものに併せ、その状況を音声解説

装置により音声でよりわかりやすく説明し、入館者の理解が進むようにした。また、鞠智城跡で出土した土

器（土師器、須恵器）を十数点展示した。さらに、パネルにより朝鮮式山城の解説を行い、西日本各地に所

在する各地の古代山城の分布状況とその簡潔な説明を付したパネルも展示した。入館者が日本における古代

山城のなかでの鞠智城跡の位置付けが理解できるようにすると共に、各地の古代山城の紹介を通じて、日本

の古代山城の全体像が把握できるような、古代山城の情報発信施設を目指したものであった。 

次に、「兵舎」についての説明をパネルで行い、復元建物の性格や構造が理解できるようにした。          

 「兵舎」では、兵舎を使っていた当時の兵士達の日常生活と戦いの時を想定した説明を加えた木製のパネ

ルと武具を展示した。なお、武具に関しては、鞠智城跡からは鉄鏃が出土しており、それらの説明パネルと、

その鏃から弓や矢等の武具を展示した。また、弓の体験展示及び解説パネルを展示し、入館者の関心をひく

ような展示を行った。 

 兵舎での兵士の日常を再現するため、マネキン人形（保存整備検討委員会の委員による助言をもとに、人

物の表情などは消して、人物であることがわかる程度のものを２体作成）に麻製の着衣を着せ、食事の状況

を再現した展示を行った。また、兵士が使用する道具を手入れしている状況も再現した。その他兵士の周り

には当時の生活道具や手回り品、食器等を並べ兵士の日常をより身近に感じられる展示となるよう工夫した。

兵士の日常生活を再現するにあたって、各種武具や装束、食器、小刀、雨具等兵士たちの身の回りの品々の

考証については、当時の保存整備検討委員会の委員から詳細な指導と助言を受けた。 

 「兵舎」の内装は、そこで兵士の生活が営まれていた様子を再現するため、寝台・棚などを施し、兵士の

日常生活が具体的に理解できるようにした。     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 129 

写真 129　兵舎仮展示場　
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写真 130 兵舎仮展示場・見学風景 

   
 

 
 

イ 16 号建物跡展示（兵舎仮展示場）の入場者数について 

                                                                              単位：人  

 

（２）研修施設の活用 

 研修施設の概要については、第Ⅳ章第 2 節（１）学習施設を参照されたい。ここでは、平成 15（2003）年

度に竣工した研修施設の設置目的に沿って、これまでどのように活用してきたかを述べる。 

 ア 館長講座の概要 

県内外に対する鞠智城跡の認知度向上とその理解を促進

するために、平成 14（2002）年度から行ってきたソフト事

業が「館長講座」である。平成 14（2002）年度及び 15（2003）

年度は、温故創生館の映像解説室を利用して実施したが、

研修施設竣工後の平成 16（2004）年度より、研修施設を利

用して講座を開催した。館長講座の講師は、主として大学

教授、県内外の教育委員会の学芸員等を招いて行われてき

た。講座内容は、一方的な座学だけなく、パネルディスカ

ッションを取り入れ、実施してきた。 

  年  度  H11 H12 H13 計  

  入場者数  41,846 42,301 32,772 116,919 

写真 131 

写真 130　兵舎仮展示場・見学風景

写真 131　館長講座開催風景
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イ 館長講座の実績 

以下に館長講座の開催実績を示す。なお、各講座の講師役職は、開催当時のもの。  

 

 

平成 14（2002）年度 館長講座 （会場：温故創生館 映像解説室）  

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  9 月 1 日 78 発掘調査の歩み   
 
 

大田幸博 (熊本県立装飾古墳館副館長・分館長 )
 

２  10 月 5 日 38 城門  
３  11 月 3 日 32 貯水池跡  
４  12 月 1 日 55 鼓楼と建物遺構  
５  1 月 12 日 24 古代山城  
６  2 月 2 日 26 城歴と調査結果  
７  3 月 2 日 62 まとめ  
計    315   

 

平成 15（2003）年度 分館長講座 （会場：温故創生館 映像解説室）  

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  5 月 11 日 85 熊本県の城① (古代～近世 )  
 
 
 
 

大田幸博 (熊本県立装飾古墳館副館長・分館長 )
 

２  6 月 8 日 79 熊本県の城② (古代～近世 ) 
３  7 月 13 日 65 西日本地方の古代山城  
４  8 月 10 日 56 瀬戸内海沿岸の古代山城  
５  9 月 14 日 50 朝鮮半島の古代山城  
６  10 月 13 日 56 鞠智城の土塁線を歩こう①  
７  11 月 9 日 55 鞠智城の土塁線を歩こう②  
８  12 月 14 日 52 本年度調査の成果  
９  2 月 8 日 45 鞠智城を文献から眺める  
10 3 月 14 日 45 まとめ  
計   588   

 
 
平成 16（2004）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  6 月 13 日 94 西日本地方・古代山城としての位

置付け  
小田  富士雄 (福岡大学名誉教授 ) 

２  7 月 11 日 78 文献から見た古代山城築城の時

代背景  
板楠  和子 (九州ルーテル学院大学教授 ) 

３  8 月 8 日 47 古代山城の保存整備とその意義  磯村  幸男 (文化庁記念物課主任調査官 ) 
４  9 月 12 日 63 瀬戸内海沿岸の古代山城  出宮  徳尚 (岡山市教育委員会文化財課長 ) 
５  10 月 10 日 53 東北古代城柵の構造  岡田  茂弘 (元東北歴史博物館長 ) 
６  11 月 14 日 52 大宰府政庁と大野城  高倉  洋彰 (西南学院大学教授 ) 
７  12 月 12 日 38 鞠智城跡調査の今昔物語  杉村  彰一 (元熊本北高校教諭 ) 
８  2 月 13 日 49 新聞記事が語る鞠智城  矢加部  和幸 (熊本日日新聞社論説委員 ) 
９  3 月 13 日 36 古代への誘い  古閑  三博 (熊本県文化財保護審議会委員 ) 
計   510   
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平成 17（2005）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

1 5 月 8 日 － 古代山城研究の動向と課題  向井 一雄(古代山城研究会) 

2 6 月 12 日 59 宮地岳古代山城跡  草場 啓一(筑紫野市教育委員会) 

3 7 月 10 日 54 基肄城跡  田中 正弘(基山町教育委員会) 

4 8 月 7 日 37 怡土城跡  瓜生 秀文(前原市教育委員会) 

5 9 月 11 日 46 唐原山城跡の調査  末永 浩一(福岡県築上郡大平村教育委員会) 

6 10 月 9 日 51 鹿毛馬神籠石  須原  緑(穎田町教育委員会) 

7 11 月 6 日 47 御所ヶ谷神籠石  小川 秀樹(行橋市教育委員会) 

8 12 月 11 日 47 大野城・水城  小澤 佳憲(福岡県教育庁文化財保護課) 

9 2 月 12 日 44 金田城跡  田中 淳也(対馬市教育委員会) 

10 3 月 12 日 39 大廻・小廻山城  乗岡  実(岡山市ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ主査) 

計  424   
 
平成 18（2006）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  6 月 11 日 73 韓半島の山城  西谷 正 (九州大学名誉教授 ) 
２  7 月 9 日 63 永納山城跡  渡邊  芳貴 (西条市教育委員会 ) 
３  8 月 6 日 56 播磨城山城跡  義則  敏彦 (たつの市教育委員会 ) 
４  9 月 10 日 64 鬼ノ城跡  村上幸雄 (総社市埋蔵文化財学習の館館長 )
５  10 月 8 日 53 屋嶋城跡  山元  敏裕 (高松市教育委員会 ) 
６  11 月 12 日 56 雷山神籠石  瓜生  秀文 (前原市教育委員会 ) 
７  12 月 10 日 59 高安城跡  棚橋  利光 (元八尾市歴史民族博物館館長 ) 
８  2 月 11 日 60 高良山神籠石  小澤  太郎 (久留米市文化観光部文化財保護課 )
９  3 月 11 日 44 神籠石と水城大堤  小田  和利 (福岡県教育庁文化財保護課 ) 
計   528   

 
平成 19（2007）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  6 月 10 日 98 鞠智城総論  大田  幸博 (熊本県立装飾古墳館長 ) 
２  7 月 8 日 60 杷木神籠石  乙藤  慎 (朝倉市教育委員会 ) 
３  8 月 12 日 63 帯隈山神籠石  高瀬  哲郎 (佐賀県立名護屋城博物館 ) 
４  9 月 9 日 77 おつぼ山神籠石  原田  保則 (武雄市教育委員会 ) 
５  10 月 21 日 51 長門城  濱崎  真二 (下関市教育委員会 ) 
６  11 月 11 日 44 女山神籠石  小田  和利 (福岡県教育庁文化財保護課 ) 
７  12 月 9 日 56 讃岐城山城  増田  鉄平 (坂出市教育委員会 ) 
８  2 月 3 日 54 古代の官道  日野  尚志 (佐賀大学名誉教授 ) 
９  3 月 9 日 50 日韓の山城  島津  義昭 (熊本県教育委員会 ) 
計   553   

 
平成 20（2008）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  6 月 8 日 73 鞠智城と国営公園化運動  大田  幸博 (熊本県立装飾古墳館長 ) 
２  7 月 13 日 72 建築からみた鞠智城  小西  龍三郎 (元九州造形短期大学教授 ) 
３  8 月 10 日 64 石城山神籠石  向井  一雄 (古代山城研究会代表 ) 
４  9 月 14 日 70 基肄城  田中  正弘 (基山町教育委員会 ) 
５  10 月 12 日 75 文献からみた古代山城  板楠  和子 (九州ルーテル学院大学教授 ) 
６  11 月 9 日 75 常城・茨城  土井  基司 (広島県府中市教育委員会 ) 
７  12 月 14 日 73 大野城  小澤  佳憲 (福岡県教育委員会 ) 
８  2 月 8 日 76 金田城  田中  淳也 (対馬市教育委員会 ) 
９  3 月 8 日 85 古代山城総論  大田  幸博 (熊本県立装飾古墳館長 ) 
計   663   
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平成 21（2009）年度 館長講座 （会場：研修施設） 

回 開催日 人数 タイトル 講 師 

１  6 月 14 日 530 百済の仏像  大西  修也 (九州大学名誉教授 ) 
２  7 月 12 日 141 大宰府成立と大野城・基肄城  赤司  善彦 (九州国立博物館 ) 
３  8 月 9 日 116 日韓の古代山城  亀田  修一 (岡山理科大学教授 ) 
４  9 月 13 日 117 古代西日本の朝鮮式山城  小田  富士雄 (福岡大学名誉教授 ) 
５  10 月 11 日 90 文献からみた鞠智城  坂上  康俊 (九州大学大学院教授 ) 
６  11 月 8 日 83 阿志岐城  草場  啓一 (筑紫野市教育委員会 ) 
７  12 月 13 日 87 鞠智城  大田  幸博 (熊本県立装飾古墳館長 ) 
８  2 月 14 日 90 屋嶋城  山元  敏裕 (高松市教育委員会 ) 
９  3 月 14 日 70 鬼ノ城  岡本  泰典 (岡山県古代吉備文化財ｾﾝﾀｰ) 
計   1,324   

 ※第 1 回の会場は熊本テルサ テルサホール 

 

（３）主要なイベント等（平成８（1996）年度～平成 23（2011）年度） 

 一般県民等に鞠智城跡を歴史公園鞠智城として一層身近なものとして感じてもらうためには、その魅力を

発信し続けることが必要である。そのために永年にわたり行ってきた発掘調査と整備事業によって築きあげ

た学術的な成果や各種の復元建物、公園の各種施設などを活用し、鞠智城跡の特性を活かした様々なイベン

ト等を実施してきた。以下に上記期間で行ってきた主要イベント等を掲げる。  

 

【平成８（1996）年度】 

・平成９（1997）年１月９日 発掘現場（貯水池跡）現地説明会 

 

【平成９（1997）年度】 

・平成９（1997）年 7 月 26～27 日 

長者原地区の発掘調査の終了に伴う遺構埋め戻し前の鞠智城跡の特別公開 

 

写真 132 特別公開風景 

  

 

【平成 10（1998）年度】 

・平成 10（1998）年４月４日 復元建物「米倉」完成に伴う現地説明会 

 

 

写真 132　特別公開風景
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【平成 11（1999）年度】 

・ 平成 11（1999）年 11 月７日 復元建物「鼓楼」落成に伴う落成記念フェスティバル  

 

 

 
  

 

【平成 12（2000）年度】 

・平成 12（2000）年 10 月 24 日 堀切門跡一般公開  

鞠智城跡の３つの門のうち、特異な構造を持つ堀切門跡の発掘調査現場において考古学・建築学等の専

門家を講師に迎え、発掘調査の現地説明会を開催。 

  

【平成 14（2002）年度】 

・平成 14（2002）年 4 月 18 日 ガイダンス施設の落成に伴う復元建物の一般開放 

・平成 14（2002）年 7 月 28 日 鞠智城跡の城域を活用した昆虫採集イベント（土塁線の散策も含む。） 

・平成 14（2002）年９月１日  鞠智城跡発掘調査現地説明会（長者山西地区発掘調査現場現地説明会） 

                 夏季休暇中の小中学生を含めた一般県民に鞠智城跡の理解を深めてもら

うために開催。講演会及び復元建物４棟の内部公開と説明を含む。 

・平成 14（2002）年 9 月 21 日 お月見会  

一般を対象とした鞠智城跡でのお月見会の実施。ガイダンス施設では鞠 

智城跡の関連ビデオを公開。 

・平成 14（2002）年 10 月５日 深迫門跡一般公開（ガイダンス施設では木製品を主体とした展示替えを 

併せて行った） 

【平成 15（2003）年度】 

 ・平成 15（2003）年５月３～５日 ゴールデンウィークイベントの開催 

※ 平成 15（2003）年度以降、平成 23（2011）年度まで毎年ゴールデンウィーク期間中各種のイベント

を開催 

写真 133 

写真 133　復元建物「鼓楼」落成フェスティバル風景　写真 133　復元建物「鼓楼」落成フェスティバル風景　
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・平成 15（2003）年９月 19 日 西側土塁線発掘調査現地説明会 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 16（2004）年度】 

 ・平成 16（2004）年５月８～30 日 鞠智城跡シンポジウム 

企画展 

鞠智城跡に関する研究史と発掘調査の開始から平成 15  

（2003）年度までの経緯とその成果を展示。 

・鞠智城跡国史跡指定記念シンポジウム 

「古代山城鞠智城を考える―発掘調査の記録―」  

日時：平成 16（2004）年５月 16 日  

会場：菊鹿町グリーンパルス（山鹿市菊鹿町） 

 内容：基調講演   

文化庁文化財部記念物課主任調査官 磯村幸男氏 

    パネルディスカッション 

パネラー  福岡大学名誉教授      小田富士雄氏 

          国立歴史民俗博物館名誉教授  岡田茂弘氏 

          九州ルーテル学院大学教授   板楠和子氏 

          岡山市教育委員会文化財課長  出宮徳尚氏 

 

【平成 17（2005）年度】 

・平成 17（2005）年 11 月３日 鞠智城跡文化の日イベント「レッツゴー土塁線 鞠智城の土塁線を歩こう」 

 文化の日に併せて、鞠智城跡を広く知ってもらうため一般向けに開催。同時に復元

建物のペーパークラフト作成や樹木医による説明を受けながらの公園内散策等を

実施。 

・平成 17（2005）年 11 月 13 日 「国史跡鞠智城コンサート」  

復元建物「兵舎」を使った邦楽・中国胡弓のコンサートを一般向けに開催。 

・平成 18（2006）年３月 18 日 鞠智城跡発掘調査現地説明会（池ノ尾門跡発掘調査現場現地説明会） 

鞠智城跡に３箇所確認されている門跡の一つである池ノ尾門跡の発掘現場の現地

説明会。当該年度は「暗渠を伴う石塁」が検出されている。 

 

写真 134 

写真 135 

写真 134　ゴールデンウィークイベント風景　

写真 135　国史跡指定記念シンポジウム開催風景　

写真 134　ゴールデンウィークイベント風景　

写真 135　国史跡指定記念シンポジウム開催風景　
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【平成 18（2006）年度】 

・平成 18（2006）年 11 月 19～26 日 鞠智城跡発掘調査速報展 

 ・平成 18（2006）年 11 月 23 日 鞠智城ウォークラリー（第 1 回） 

「県民スポーツレクリエーション祭」の一環として鞠智城跡の園内を使い、歩き

ながら鞠智城跡を知ってもらうイベント。この鞠智城ウォークラリーは平成 23

（2011）年度までに 6 回を数える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 18（2006）年 11 月 23 日 鞠智城コンサート 

【平成 19（2007）年度】 

 ・平成 19（2007）年 10 月 12 日 熊本県立装飾古墳館、忠清 

南道百済歴史文化館と姉妹館提携で調印 

 ・平成 19（2007）年 11 月１日 鞠智城発掘 40 周年記念講演   

会を開催 

   

   

【平成 20（2008）年度】 

・平成 20（2008）年４月 17 日 鞠智城跡発掘調査現地説明会（貯水池発掘調査現地説明会） 

・平成 20（2008）年６月 22 日 山鹿市菊鹿町を会場として「TOUR DE KOREA―JAPAN2008」（自転車 

               レース）が開催 

・平成 20（2008）年９月 29 日 出前館長講座 in パレアを開催 

               講師：元九州造形短期大学教授 小西龍三郎氏 

               演題：「発見された建築址から見た鞠智城」 

 

   

写真 136 

写真 137 

写真 138 

写真 136　鞠智城ウォークラリー開催風景　

写真 137　百済歴史文化館との姉妹館調印式　

写真 136　鞠智城ウォークラリー開催風景　

写真 137　百済歴史文化館との姉妹館調印式　

写真 136　鞠智城ウォークラリー開催風景　

写真 137　百済歴史文化館との姉妹館調印式　

写真 138　平成 20 年度イベント風景

ツール・ド・コリア－ジャパン 2008 出前館長講座 iｎパレア
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【平成 21（2009）年度】 

・鞠智城東京シンポジウム「古代山城・鞠智城を考える」 

日時：平成 21（2009）年７月 25 日                  

会場：砂防会館（東京都千代田区） 

  内容：基調講演     

東京大学名誉教授 笹山晴生氏  

演題「鞠智城と古代の西海道」 

発表       

熊本県立装飾古墳館長 大田幸博 

「鞠智城跡の調査と整備」 

     国立歴史民俗博物館名誉教授 岡田茂弘氏    

「古代山城としての鞠智城」 

      東京大学大学院教授 佐藤信氏 

「古代史からみた鞠智城」 

      九州大学大学院教授 濱田耕策氏 

「朝鮮古代史からみた鞠智城」 

 

      パネルディスカッション   

コーディネーター 熊本県立装飾古墳館長 大田幸博 

パネラー 国立歴史民俗博物館名誉教授 岡田茂弘氏 

東京大学大学院教授 佐藤信氏 

九州大学大学院教授 濱田耕策氏 

 

 

 

【平成 22（2010）年度】 

・平城遷都 1300 年祭（春季、夏季 奈良県）に出展 

（春季）平成 22（2010）年４月 24～30 日  

（夏季）平成 22（2010）年９月 16～18 日 

 

    
 

写真 139 

写真 140 

写真 139　平成 21 年度東京シンポジウム開催風景

写真 140　平城遷都 1300 年祭（春季）出展風景

写真 139　平成 21 年度東京シンポジウム開催風景
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 ・鞠智城東京シンポジウム「古代山城鞠智城を考えるⅡ」 

日時：平成 22（2010）年８月８日   

会場：砂防会館（東京都千代田区） 

内容：基調講演    

東京大学名誉教授 笹山晴生氏  

演題「日本古代史と鞠智城」 

     防衛大学校校長 五百旗頭真氏  

演題「東アジア国際関係の中の白村江の戦い」 

      報告  

熊本県教育委員会 矢野裕介 

「鞠智城の調査成果」 

      発表  

九州大学名誉教授 西谷正氏  

「朝鮮半島からみた鞠智城」 

       國學院大學教授  鈴木靖民氏  

「７世紀日本の国家形成と東アジア～鞠智城築造 

の背景～」 

     東京大学大学院教授 佐藤信氏  

「古代鞠智城と東アジア」 

         パネルディスカッション  

コーディネーター 熊本県立装飾古墳館長 大田幸博 

     パネラー         九州大学名誉教授 西谷正氏 

              國學院大學教授 鈴木靖民氏 

              東京大学大学院教授 佐藤信氏 

・平成 22（2010）年９月 18 日～10 月 17 日 韓国忠清南道で開催された「2010 世界大百済典」に出展 

 展示会場：世界歴史都市展示館（大韓民国忠清南道公州市） 

写真 142 

  

【平成 23（2011）年度】 

・平成 23（2011）年８月 23 日～９月４日 九州国立博物館エントランスホール出展 

写真 141 

写真 141　平成 22 年度東京シンポジウム開催風景　

写真 142　2010 世界大百済典出展風景　

写真 141　平成 22 年度東京シンポジウム開催風景　
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・平成 23（2011）年 10 月７日 烽火リレーの実施 

 古代の情報伝達手段「烽火」の実証実験を実施した。 

 烽火リレーの区間は、大宰府政庁跡から鞠智城跡の区間で 

約 100 ㎞。烽火ポイントは福岡県、佐賀県、熊本県にまたがっ 

た 14 カ所を設定した。 

 

（４）来園者数          

これまで発掘調査現場説明会、講座開催や各種イベント等を実施し、 

鞠智城跡に県内外から多くの方が訪れている。年度毎の来園者数については、第 32 表のとおりとなっている。

平成 11（1999）年度の復元建物「兵舎」での仮展示場のオープンを契機に来園者の把握を始めた。学習施設

として、平成 11（1999）年度から平成 13（2001）年度の３年間が「兵舎」仮展示場が中心であり、平成 14

（2002）年度以降は、ガイダンス施設温故創生館が整備されている。ガイダンス施設が設置されてから 1 年

後の平成 15（2003）年度から年間 10 万人を超える来園者が鞠智城跡を訪れている。なお、平成 11（1999）

年度から平成 23（2011）年度まで累計 1,167,304 人が鞠智城跡を訪れている。 

第 32 表 鞠智城跡来園者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 来園者数 来園者数累計

11 41,846 － 

12 42,301 84,147 

13 32,772 116,919 

14 86,851 203,770 

15 104,377 308,147 

16 113,792 421,939 

17 100,045 521,984 

18 103,931 625,915 

19 109,654 735,569 

20 108,627 844,196 

21 107,109 951,305 

22 107,666 1,058,971 

23 108,333 1,167,304 

写真 143 

写真 144 

写真 143　九州国立博物館エントランスホール出展風景　

写真 144　烽火リレー実施風景

写真 143　九州国立博物館エントランスホール出展風景　

写真 144　烽火リレー実施風景

写真 143　九州国立博物館エントランスホール出展風景　

写真 144　烽火リレー実施風景
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（５）説明ボランティアの活用 

ア 設立趣旨と沿革 

鞠智城跡においては、熊本県山鹿市、菊池市の住民を構成メンバーの中心として平成 12（2000）年４月に

「歴史公園鞠智城説明ボランティア会」が発足した。発端は、熊本県教育委員会が鞠智城跡の歴史や出土遺

物の説明を行うボランティアを募集したことに始まる。 

メンバーの構成母体は、当時、地元の菊鹿町（現山鹿市菊鹿町）が実施していた歴史に関する生涯学習講

座の受講者が中心となり、会員 15 名からの設立であった（平成 23（2011）年度末現在、説明ボランティア

会の会員は 19 名）。 

イ 組織目的 

 歴史公園鞠智城説明ボランティア会の目的は、「古代文化を探求し、文化財に対する理解と関心を高め、

地域の文化向上に役立つことをめざす」としており、鞠智城跡への関心を入口とし、広く日本の古代史、古

代文化についての関心を持ち、先人の残してきた遺跡や歴史的事項に想いを馳せ、鞠智城内のボランティア

活動の場に限定するのではなく、広く日常のなかで生き生きとした市民生活ができるようめざすものである。 
ウ 活動概要 

（ア）定例ガイド 

平成 20（2008）年の７月から始まった取り組みで、歴史公園鞠智城説明ボランティア会が鞠智城跡を訪れ

る小人数の団体向けに行うサービスとして位置付けている。これは、毎月第２日曜以外の日曜日にボランテ

ィア会会員が鞠智城のガイダンス施設（温故創生館）に常駐し、来園者へ適宜説明ガイドを行うものである。

この取り組みの効果として、来園者から「説明を受けることなく漫然と園内を見るより、はるかに鞠智城へ

の理解と関心が高まった」と感想をいただくなどの結果を得ている。  

（イ）予約ガイド 

歴史公園鞠智城の見学前にボランティアによる説明を受けたい旨の予約（２週間前まで）を受け付けるも

ので、ボランティア会会員のスケジュールと調整し実施している。主として団体向けの説明ボランティア活

動である。この活動は、鞠智城説明ボランティア会の基盤をなす活動となっている。  

 

写真 145 

  

 

 

 

写真 145　歴史公園鞠智城説明ボランティア会　ガイド風景　
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（ウ）活動実績 

鞠智城説明ボランティア会の会員が行った説明ボ  

ランティア活動の実績（説明を受けた来園者の数）  

を下記に記す。なお、数字は集計を取り始めた年度  

からの年度末合計である。  

また、当該ボランティア会においては、これまで  

の活動実績が認められ、平成 20（2008）年５月に社  

団法人熊本県観光連盟から第４回くまもと観光賞  

「おもてなしの心」部門の表彰を受けている。  

 

 

 

 

第 33 表 説明ボランティア会活動実績             

単位：人  

年度 説明を受けた 

来園者数 

ボランティア会の 

会員数 

20 3,116 13 

21 3,480 15 

22 5,589 15 

23 5,208 19 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 146　歴史公園鞠智城説明ボランティア会表彰状　
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資料５ 熊本県立装飾古墳館条例  

 

熊本県立装飾古墳館条例〔文化課〕 

平成3年12月21日  
条例第55号  

熊本県立装飾古墳館条例をここに公布する。  
熊本県立装飾古墳館条例  

(設置 ) 
第1条 古代文化に関する県民の知識を深め、もって県民の文化の発展に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 (昭和31年法律第162号 )第30条の規定に基づき、熊本県立装飾古墳館 (以下「装飾古墳館」という。 )を山鹿

市に設置する。  
(平16条例69・一部改正 ) 

(分館 ) 
第1条の2 装飾古墳館に分館を置く。  
2 分館の名称は歴史公園鞠智城・温故創生館 (以下「温故創生館」という。 )とし、山鹿市に設置する。  

(平14条例33・追加、平16条例69・一部改正 ) 
(業務 ) 

第2条 装飾古墳館は、次に掲げる業務を行う。  
(1) 装飾古墳に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「資料」という。 )の収集、保存及び展示  
(2) 資料の専門的な調査研究  
(3) 資料に関する知識の普及啓発  
(4) その他装飾古墳館設置の目的を達成するために必要な業務  
(職員 ) 

第3条 装飾古墳館に、館長及び必要な職員を置く。  
(観覧料 ) 

第4条 装飾古墳館が平常的に展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。 
2 装飾古墳館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、前項の規定にかかわらず、知事が別に定める観覧料を納

めなければならない。  
3 温故創生館については、前2項の規定にかかわらず観覧料を徴しない。  

(平14条例33・平16条例30・一部改正 ) 
(使用の許可 ) 

第5条 温故創生館の研修室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。  
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。  

(平16条例30・追加 ) 
(許可の取消し等 ) 

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者 (次条において「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する

とき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させること

ができる。  
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  
(2) 前条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。  
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。  

(平16条例30・追加 ) 
(使用料 ) 

第7条 温故創生館の研修室の使用者は、別表第2に定める額を使用料としてあらかじめ納めなければならない。  
(平16条例30・追加 ) 

(観覧料の減免等 ) 
第8条 知事は、次に掲げる者が観覧するときは、観覧料の全部を免除することができる。  

(1) 身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283号 )第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 (15歳
未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者 ) 

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者  
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号 )第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている者  
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資料５ 熊本県立装飾古墳館条例  

 

熊本県立装飾古墳館条例〔文化課〕 

平成3年12月21日  
条例第55号  

熊本県立装飾古墳館条例をここに公布する。  
熊本県立装飾古墳館条例  

(設置 ) 
第1条 古代文化に関する県民の知識を深め、もって県民の文化の発展に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 (昭和31年法律第162号 )第30条の規定に基づき、熊本県立装飾古墳館 (以下「装飾古墳館」という。 )を山鹿

市に設置する。  
(平16条例69・一部改正 ) 

(分館 ) 
第1条の2 装飾古墳館に分館を置く。  
2 分館の名称は歴史公園鞠智城・温故創生館 (以下「温故創生館」という。 )とし、山鹿市に設置する。  

(平14条例33・追加、平16条例69・一部改正 ) 
(業務 ) 

第2条 装飾古墳館は、次に掲げる業務を行う。  
(1) 装飾古墳に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「資料」という。 )の収集、保存及び展示  
(2) 資料の専門的な調査研究  
(3) 資料に関する知識の普及啓発  
(4) その他装飾古墳館設置の目的を達成するために必要な業務  
(職員 ) 

第3条 装飾古墳館に、館長及び必要な職員を置く。  
(観覧料 ) 

第4条 装飾古墳館が平常的に展示する資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。 
2 装飾古墳館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、前項の規定にかかわらず、知事が別に定める観覧料を納

めなければならない。  
3 温故創生館については、前2項の規定にかかわらず観覧料を徴しない。  

(平14条例33・平16条例30・一部改正 ) 
(使用の許可 ) 

第5条 温故創生館の研修室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。  
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。  

(平16条例30・追加 ) 
(許可の取消し等 ) 

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者 (次条において「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する

とき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させること

ができる。  
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  
(2) 前条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。  
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。  

(平16条例30・追加 ) 
(使用料 ) 

第7条 温故創生館の研修室の使用者は、別表第2に定める額を使用料としてあらかじめ納めなければならない。  
(平16条例30・追加 ) 

(観覧料の減免等 ) 
第8条 知事は、次に掲げる者が観覧するときは、観覧料の全部を免除することができる。  

(1) 身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283号 )第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 (15歳
未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者 ) 

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者  
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号 )第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている者  
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2 知事は、次に掲げる者の介護のために現に同伴する者 (その者が2人以上いるときは、1人に限る。)が観覧するときは、

観覧料の全部を免除することができる。  
(1) 前項第1号に掲げる者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害

者福祉法施行規則 (昭和25年厚生省令第15号 )別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの (以下この

号において「重度身障者」という。 )又は次の表の左欄に掲げる障害を2以上有し、その障害の総合の程度が重度身

障者に準ずると知事が認めるもの  
障害の区分  障害の級別  

視覚障害  1級から3級までの各級及び4級の1 
聴覚障害  2級及び3級  
肢体不自由  上肢不自由  1級、2級の1及び2級の2 

下肢不自由  1級、2級及び3級の1 
体幹不自由  1級から3級までの各級  
乳 幼 児 期 以

前 の 非 進 行

性 の 脳 病 変

に よ る 運 動

機能障害  

上 肢 機 能 障

害  
1級及び 2級 (1上肢のみに運動機能障害がある場合を除

く。 ) 
移 動 機 能 障

害  
1級から 3級までの各級 (1下肢のみに運動機能障害があ

る場合を除く。 ) 

内部障害  心臓機能障害  1級、3級及び4級  
じん臓機能障害  1級、3級及び4級  
呼吸器機能障害  1級、3級及び4級  
ぼうこう又は直腸の機能障

害  
1級及び3級  

小腸機能障害  1級、3級及び4級  
ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能障害  
1級から4級までの各級  

肝臓機能障害  1級から4級までの各級  
 

(2) 前項第2号に掲げる者のうち、同号の療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」と記

載されたもの  
(3) 前項第3号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行

令 (昭和25年政令第155号 )第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの  
3 前2項に規定する場合のほか、知事は、特別な理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することが

できる。  
4 既納の観覧料は、返還しない。ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還すること

ができる。  
(平11条例44・平12条例78・一部改正、平16条例30・旧第5条繰下、平22条例30・一部改正 ) 

(雑則 ) 
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。ただし、観覧料及び使用料の徴収に関し必要な

事項は、知事が定める。  
(平16条例30・旧第6条繰下・一部改正 ) 

附 則  
この条例は、平成4年1月1日から施行する。  

附 則 (平成5年3月26日条例第42号 ) 
この条例は、平成5年4月1日から施行する。  

附 則 (平成9年3月25日条例第8号抄 ) 
(施行期日 ) 

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。  
附 則 (平成11年6月28日条例第44号 ) 

この条例は、平成11年7月1日から施行する。  
附 則 (平成12年12月20日条例第78号 ) 

この条例は、平成13年1月6日から施行する。  
附 則 (平成14年3月25日条例第33号 ) 

この条例は、平成14年4月1日から施行する。  
附 則 (平成16年3月8日条例第30号 ) 
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。  
附 則 (平成16年12月24日条例第69号 )抄  

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  
(1) 第1条から第3条まで、第6条、第8条、第9条、第13条、第15条から第17条まで、第19条、第21条、第22条及び第

24条の規定 平成17年1月15日  
附 則 (平成22年4月28日条例第30号 )抄  

(施行期日 ) 
1 この条例は、公布の日から施行する。  

(経過措置 ) 
2 この条例による改正後の熊本武道館条例、熊本県立美術館条例、熊本県都市公園条例、熊本県伝統工芸館条例、熊本

県立総合体育館条例、熊本県農業公園条例、熊本県立装飾古墳館条例、熊本県立青少年の家条例及び熊本県総合射撃

場条例の使用料、観覧料及び入園料の減免に関する規定は、この条例の施行の日 (以下「施行日」という。 )以後の使

用、観覧、利用又は入園に係る使用料、観覧料又は入園料について適用し、施行日前の使用、観覧、利用又は入園に

係る使用料、観覧料又は入園料については、なお従前の例による。  

 （別表略）  

 

資料６ 熊本県立装飾古墳館条例施行規則 

 

熊本県立装飾古墳館条例施行規則〔文化課〕  
平成3年12月21日  

教育委員会規則第20号  
熊本県立装飾古墳館条例施行規則をここに公布する。  

熊本県立装飾古墳館条例施行規則  
(趣旨 ) 

第1条 この規則は、熊本県立装飾古墳館条例 (平成3年熊本県条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な

事項を定めるものとする。  
(組織 ) 

第2条 熊本県立装飾古墳館 (以下「装飾古墳館」という。 )に総務課及び学芸課を置く。  
2 歴史公園鞠智城・温故創生館 (以下「温故創生館」という。 )に文化財整備交流課を置く。  

(分掌事務 ) 
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。  

総務課  
(1) 公印の管守に関すること。  
(2) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。  
(3) 文書に関すること。  
(4) 予算及び経理に関すること。  
(5) 装飾古墳館の施設及び設備の維持管理に関すること。  
(6) 学芸課、文化財整備交流課及び関係機関との連絡調整に関すること。  
(7) その他学芸課及び文化財整備交流課の所掌に属しない事項に関すること。  

学芸課  
(1) 装飾古墳に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「装飾古墳資料」という。 )の収集、保存及び展示に関

すること。  
(2) 装飾古墳資料の専門的な調査研究に関すること。  
(3) 企画展、体験学習及び講演会等の実施に関すること。  
(4) 装飾古墳資料に関する知識の普及啓発に関すること。  
(5) 前2号に掲げるもののほか、装飾古墳館事業の普及及び広報に関すること。  
(6) その他装飾古墳館の事業についての専門的事項に関すること。  

文化財整備交流課  
(1) 温故創生館及び鞠智城跡の運営に関すること。  
(2) 温故創生館並びに鞠智城跡の施設及び設備の維持管理に関すること。  
(3) 条例第5条の規定による使用の許可に関すること。  
(4) 鞠智城跡に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「鞠智城跡資料」という。 )の収集、保存、展示及び専

門的な調査研究に関すること。  
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。  
附 則 (平成16年12月24日条例第69号 )抄  

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。  
(1) 第1条から第3条まで、第6条、第8条、第9条、第13条、第15条から第17条まで、第19条、第21条、第22条及び第

24条の規定 平成17年1月15日  
附 則 (平成22年4月28日条例第30号 )抄  

(施行期日 ) 
1 この条例は、公布の日から施行する。  

(経過措置 ) 
2 この条例による改正後の熊本武道館条例、熊本県立美術館条例、熊本県都市公園条例、熊本県伝統工芸館条例、熊本

県立総合体育館条例、熊本県農業公園条例、熊本県立装飾古墳館条例、熊本県立青少年の家条例及び熊本県総合射撃

場条例の使用料、観覧料及び入園料の減免に関する規定は、この条例の施行の日 (以下「施行日」という。 )以後の使

用、観覧、利用又は入園に係る使用料、観覧料又は入園料について適用し、施行日前の使用、観覧、利用又は入園に

係る使用料、観覧料又は入園料については、なお従前の例による。  

 （別表略）  

 

資料６ 熊本県立装飾古墳館条例施行規則 

 

熊本県立装飾古墳館条例施行規則〔文化課〕  
平成3年12月21日  

教育委員会規則第20号  
熊本県立装飾古墳館条例施行規則をここに公布する。  

熊本県立装飾古墳館条例施行規則  
(趣旨 ) 

第1条 この規則は、熊本県立装飾古墳館条例 (平成3年熊本県条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な

事項を定めるものとする。  
(組織 ) 

第2条 熊本県立装飾古墳館 (以下「装飾古墳館」という。 )に総務課及び学芸課を置く。  
2 歴史公園鞠智城・温故創生館 (以下「温故創生館」という。 )に文化財整備交流課を置く。  

(分掌事務 ) 
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。  

総務課  
(1) 公印の管守に関すること。  
(2) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。  
(3) 文書に関すること。  
(4) 予算及び経理に関すること。  
(5) 装飾古墳館の施設及び設備の維持管理に関すること。  
(6) 学芸課、文化財整備交流課及び関係機関との連絡調整に関すること。  
(7) その他学芸課及び文化財整備交流課の所掌に属しない事項に関すること。  

学芸課  
(1) 装飾古墳に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「装飾古墳資料」という。 )の収集、保存及び展示に関

すること。  
(2) 装飾古墳資料の専門的な調査研究に関すること。  
(3) 企画展、体験学習及び講演会等の実施に関すること。  
(4) 装飾古墳資料に関する知識の普及啓発に関すること。  
(5) 前2号に掲げるもののほか、装飾古墳館事業の普及及び広報に関すること。  
(6) その他装飾古墳館の事業についての専門的事項に関すること。  

文化財整備交流課  
(1) 温故創生館及び鞠智城跡の運営に関すること。  
(2) 温故創生館並びに鞠智城跡の施設及び設備の維持管理に関すること。  
(3) 条例第5条の規定による使用の許可に関すること。  
(4) 鞠智城跡に関する資料その他古代文化に関する資料 (以下「鞠智城跡資料」という。 )の収集、保存、展示及び専

門的な調査研究に関すること。  
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(5) 鞠智城跡資料に関する知識の普及啓発に関すること。  
(6) 鞠智城跡の整備に関すること。  
(7) 鞠智城跡の発掘調査に関すること。  
(職員の職 ) 

第4条 職員の職として役付職員の職、一般職員の職及び専門的職員の職を置く。  
2 役付職員の職及び一般職員の職は第1表に、専門的職員の職は、第2表に掲げるものとする。  
第1表  

役付職員の職  一般職員の職  
館長  
副館長  
主幹  
課長  
参事  

主任主事  
主事  

 
第2表  

専門的職員の職 (一般職員に相当する職 ) 
主任学芸員  
学芸員  
文化財保護主事  

 
3 館長は、非常勤とすることができる。  
4 温故創生館を担当する副館長を、温故創生館長と呼称することができる。  

(職務 ) 
第5条 館長は、教育委員会の命を受け、装飾古墳館及び温故創生館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。  
2 副館長は、館長を補佐する。  
3 主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理する。  
4 課長は、上司の命を受け、課に関する事務を掌理する。  
5 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。  
6 専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。  
7 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。  

(専決事項 ) 
第6条 館長の専決事項は、次のとおりとする。  

(1) 職員の服務に関すること。  
(2) 職員の旅行命令及び当該旅行に係る復命に関すること。ただし、館長の外国旅行又は旅行期間が引き続き4日以

上の県外旅行については、教育長の承認を受けなければならない。  
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。  
(4) 所属職員の分担事務の決定に関すること。  
(5) 施設の使用の許可に関すること。  
(6) あらかじめ教育政策課長の承認を得た臨時事務補助員、臨時技能補助員及び臨時労務補助員の任免に関すること。 
(7) 装飾古墳資料、鞠智城跡資料及び刊行物の作成並びにその利用に関すること。  
(8) 熊本県情報公開条例 (平成12年熊本県条例第65号 )第11条の規定による行政文書の開示の請求に対する決定等に関

すること。  
(9) 熊本県情報公開条例附則第7項の規定による行政文書の開示の申出の処理に関すること。  
(10) 熊本県個人情報保護条例 (平成12年熊本県条例第66号 )第19条の規定による個人情報の開示の請求に対する決定

等に関すること。  
(11) 前3号に定めるものを除くほか、所掌事務に係る文書の閲覧及び写しの交付の承認に関すること。  
(12) その他軽易な事項の処理に関すること。  
(事務の代決 ) 

第7条 館長に事故があるときは、副館長がその事務を代決する。  
2 館長及び副館長ともに事故があるときは、館長があらかじめ指定した課長がその事務を代決する。  
3 前各項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、急を要する

事項又はあらかじめ処理方針を示された事項についてはこの限りではない。  
4 前各項の規定によって代決した事項については、速やかに館長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの

についてはこの限りではない。  
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5 前条の規定にかかわらず、館長専決事項のうち、あらかじめ館長が指定した事項については、副館長が専決すること

ができる。  
(休館日等 ) 

第8条 装飾古墳館及び温故創生館の休館日は、次に掲げるとおりとする。  
(1) 月曜日 (月曜日が国民の祝日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号 )第3条の規定により休日とされる日に当たると

きは、その翌日 ) 
(2) 12月25日から翌年1月4日まで (前号に該当する日を除く。 ) 

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。  
(開館時間 ) 

第9条 装飾古墳館及び温故創生館の開館時間は、午前9時30分から午後5時15分までとする。ただし、入館できるのは閉

館時刻の30分前までとする。  
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。  

(入館制限 ) 
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。  

(1) 装飾古墳館及び温故創生館における秩序を乱し又は乱す恐れがあると認められる者  
(2) この規則又は係員の指示に違反した者  
(3) その他装飾古墳館及び温故創生館の管理上支障があると認められる者  
(遵守事項 ) 

第11条 収蔵品等を観覧しようとする者は、館長の定める事項を守らなければならない。  
(館外貸出し ) 

第12条 館長は、博物館等で、適当と認める者に対し、収蔵品等の館外貸出しをすることができる。  
2 収蔵品等の館外貸出しを受けようとする者は、館長の承認を受けなければならない。  

(貸出期間 ) 
第13条 館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを延長することができる。  
2 館長は、必要と認めるときは、貸出期間中であっても、収蔵品等の返還を求めることができる。  

(使用許可の申請 ) 
第14条 温故創生館の研修施設の使用許可を受けようとする者は、事前に温故創生館研修施設使用許可申請書 (別記第1

号様式 )を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限

りではない。  
2 教育委員会は、前項の申請があったときは内容を審査し、申請者に、許可するものについては温故創生館研修施設使

用許可書 (別記第2号様式 )を交付し、許可しないものについては、その旨通知する。  
(使用の変更等 ) 

第15条 使用許可を受けた者 (以下「使用者」という。)で、都合により使用の中止又は内容変更をしようとする者は、速

やかに温故創生館研修施設使用変更等許可申請書 (別記第3号様式 )を教育委員会に提出しなければならない。  
(利用の制限 ) 

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しないものとする。  
(1) 特定の政党及びその他の政治的活動を支持し、若しくは反対するために利用しようとするとき。  
(2) 特定の宗教及びその他の宗教的活動を支持し、若しくは反対するために利用しようとするとき。  
(3) もっぱら営利を目的として利用しようとするとき。  
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。  
(損害賠償 ) 

第17条 展示品並びに装飾古墳館及び温故創生館の施設及び設備を自己の責めに帰すべき理由により、滅失又は損傷し

た者は、館長の指示に従いこれを修理又は損害の賠償をしなければならない。  
(協議会 ) 

第18条 装飾古墳館に、その運営の円滑を図るため熊本県立装飾古墳館協議会 (以下「協議会」という。)を置くことがで

きる。  
2 協議会は、装飾古墳館及び温故創生館の運営に係る重要事項について協議し、館長に意見を述べる。  

(防災及び警備 ) 
第19条 館長は、年度始めに装飾古墳館及び温故創生館の防災及び警備の計画書を作成し、教育長に届け出なければな

らない。  
(雑則 ) 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。  
附 則  

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第8条から第15条の規定は、平成4年4月1日から施行する。  
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5 前条の規定にかかわらず、館長専決事項のうち、あらかじめ館長が指定した事項については、副館長が専決すること

ができる。  
(休館日等 ) 

第8条 装飾古墳館及び温故創生館の休館日は、次に掲げるとおりとする。  
(1) 月曜日 (月曜日が国民の祝日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号 )第3条の規定により休日とされる日に当たると

きは、その翌日 ) 
(2) 12月25日から翌年1月4日まで (前号に該当する日を除く。 ) 

2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。  
(開館時間 ) 

第9条 装飾古墳館及び温故創生館の開館時間は、午前9時30分から午後5時15分までとする。ただし、入館できるのは閉

館時刻の30分前までとする。  
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。  

(入館制限 ) 
第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。  

(1) 装飾古墳館及び温故創生館における秩序を乱し又は乱す恐れがあると認められる者  
(2) この規則又は係員の指示に違反した者  
(3) その他装飾古墳館及び温故創生館の管理上支障があると認められる者  
(遵守事項 ) 

第11条 収蔵品等を観覧しようとする者は、館長の定める事項を守らなければならない。  
(館外貸出し ) 

第12条 館長は、博物館等で、適当と認める者に対し、収蔵品等の館外貸出しをすることができる。  
2 収蔵品等の館外貸出しを受けようとする者は、館長の承認を受けなければならない。  

(貸出期間 ) 
第13条 館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを延長することができる。  
2 館長は、必要と認めるときは、貸出期間中であっても、収蔵品等の返還を求めることができる。  

(使用許可の申請 ) 
第14条 温故創生館の研修施設の使用許可を受けようとする者は、事前に温故創生館研修施設使用許可申請書 (別記第1

号様式 )を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限

りではない。  
2 教育委員会は、前項の申請があったときは内容を審査し、申請者に、許可するものについては温故創生館研修施設使

用許可書 (別記第2号様式 )を交付し、許可しないものについては、その旨通知する。  
(使用の変更等 ) 

第15条 使用許可を受けた者 (以下「使用者」という。)で、都合により使用の中止又は内容変更をしようとする者は、速

やかに温故創生館研修施設使用変更等許可申請書 (別記第3号様式 )を教育委員会に提出しなければならない。  
(利用の制限 ) 

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しないものとする。  
(1) 特定の政党及びその他の政治的活動を支持し、若しくは反対するために利用しようとするとき。  
(2) 特定の宗教及びその他の宗教的活動を支持し、若しくは反対するために利用しようとするとき。  
(3) もっぱら営利を目的として利用しようとするとき。  
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。  
(損害賠償 ) 

第17条 展示品並びに装飾古墳館及び温故創生館の施設及び設備を自己の責めに帰すべき理由により、滅失又は損傷し

た者は、館長の指示に従いこれを修理又は損害の賠償をしなければならない。  
(協議会 ) 

第18条 装飾古墳館に、その運営の円滑を図るため熊本県立装飾古墳館協議会 (以下「協議会」という。)を置くことがで

きる。  
2 協議会は、装飾古墳館及び温故創生館の運営に係る重要事項について協議し、館長に意見を述べる。  

(防災及び警備 ) 
第19条 館長は、年度始めに装飾古墳館及び温故創生館の防災及び警備の計画書を作成し、教育長に届け出なければな

らない。  
(雑則 ) 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。  
附 則  

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第8条から第15条の規定は、平成4年4月1日から施行する。  
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附 則 (平成7年3月31日教育委員会規則第3号 ) 
この規則は、平成7年4月1日から施行する。  

附 則 (平成11年8月18日教育委員会規則第11号 ) 
この規則は、平成11年9月1日から施行する。  

附 則 (平成13年3月30日教育委員会規則第29号 ) 
この規則は、平成13年4月1日から施行する。  

附 則 (平成14年3月29日教育委員会規則第11号 ) 
この規則は、平成14年4月1日から施行する。  

附 則 (平成15年3月31日教育委員会規則第5号 ) 
この規則は、平成15年4月1日から施行する。  

附 則 (平成16年3月19日教育委員会規則第3号 ) 
この規則は、平成16年4月1日から施行する。  

附 則 (平成18年10月25日教育委員会規則第15号 ) 
この規則は、平成18年11月1日から施行する。  

附 則 (平成19年3月30日教育委員会規則第19号 ) 
この規則は、平成19年4月1日から施行する。  

附 則 (平成22年3月19日教育委員会規則第5号 ) 
(施行期日 ) 
この規則は、平成22年4月1日から施行する。  

附 則 (平成23年3月31日教育委員会規則第2号 )抄  
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。  
4 この規則の施行の際現に生涯学習審議員又は教育審議員を命ぜられている者は、別に辞令の発せられない限り、同一

の勤務条件をもって審議員に命ぜられ、現に勤務している機関に勤務を命ぜられたものとする。  
（別記様式略）  
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第Ⅵ章 総括 

 

第１節 保存整備事業の現状と成果 

 鞠智城跡の恒久的な保存とその活用を目的とする保存整備事業は、平成５（1993）年 10 月の基本構想策定から、

平成 23（2011）年度までに 19 年間継続してきた。事業の開始当初、水田、桑畑、山林だった米原台地一帯も、

今では、古代建築の復元建物が象徴する歴史公園として大きく変容を遂げ、年間 10 万人を大きく上回る見学者が

訪れる史跡となっている。その一方で、第２次基本計画の計画期間が終了した現在、歴史公園としても未だ完成

の域には達しておらず、今後も継続して事業を推進していくことが求められている。 

鞠智城跡の保存整備事業は、第２次基本計画が終了する平成 23（2011）年度に至るまで、史跡の所在地である

山鹿市、菊池市の協力のもと、熊本県が主体となって「鞠智城整備事業」として歴史公園の完成に向けた整備を

中心に事業を展開してきた。 

これまでの経緯については、当初、平成６（1994）年 10 月に策定した第１次基本計画のもと、鞠智城跡の中枢

域となる長者原地区の整備を進め、計画期間が終了する平成 14（2002）年３月末にガイダンス施設が竣工、翌４

月のガイダンス施設のオープンを皮切りに長者原地区の本格的な供用を開始するまでとなった。平成 14（2002）

年度以降は、第１次基本計画を継承し、歴史公園の活用という新たな視点を盛り込んだ第２次基本計画のもと、

城域南側一帯を中心に広場、園路等の整備を進めてきた。また、平成６（1994）年度から同時に進めてきた用地

の公有化についても、現在、史跡指定面積約 64.8ha のうち約 44.4ha を取得するまでとなっている。これら整備

及び公有化に係る事業の予算面については、平成 12（2000）～14（2002）年度に一部林野庁国庫補助事業を活用

したほか、平成 16（2004）年度までは主に県の単独事業として実施し、平成 16（2004）年２月の国史跡指定を境

に、平成 17（2005）年度からは文化庁国庫補助事業の活用を図ってきた。 

そして現在、米倉、兵舎、八角形鼓楼、板倉など、歴史的建造物の復元整備のほか、ガイダンス施設、研修施

設の設置など、長者原地区の施設整備が進み、城域南側一帯においても、城域南側に位置する城門、土塁等の遺

構を見学者が鞠智城の広さを体感しながら散策できる周回ルートを確保するなど、広場、園路等の整備により一

定の成果が挙がっている。しかしながら、一方で、長者原地区における歴史的建造物の復元整備、深迫、堀切、

池ノ尾門跡各地区における城門等の復元及び広場整備、西側土塁地区の涼みヶ御所周辺の広場整備、西側・南側

土塁地区等の園路整備及び南側土塁地区の塩井川河岸の浸食防止対策などが未整備箇所として残っている。これ

ら未整備箇所については、年次計画上、平成 23（2011）年度までの計画期間内で整備を予定していたが、結果的

に、発掘調査の進捗あるいは予算上の問題などが要因で遅延が生じたものであった。こうした施設整備における

未整備箇所に加え、保存整備事業を進めていく上で検討すべき課題も新たに生じているのが現状である。 

今後、第２次基本計画に掲げた事業を改めて見直し、そこから抽出される諸問題を整理したうえで、史跡の保

存・活用に向けた次期計画の作成が必要となる。その次期計画においては、基本構想において保存整備の意義と

して掲げた「適正な保存による後世への継承」、「文化財としての価値の顕在化」、「地域づくりへの貢献」の３本

の柱を軸に、鞠智城跡の恒久的な保存を前提として、その歴史的・文化的価値を顕在化する研究の深化とともに、

史跡の歴史公園化に向けた整備事業をはじめ、より広く活用が図られるよう様々な事業を展開していくことが重

要である。 
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第 34 表 保存整備計画・実績一覧表 

地区名 整備内容 計画 実績 整備年度 摘要 

長者原 復元整備 6 4 ①H 8～ 9：米倉 

②H 9～10：兵舎 

③H10～11：鼓楼 

④H12～13：板倉 

①単県事業 

②単県事業 

③単県事業 

④林野庁補助 

 平面遺構明示 28 18 H10～Ｈ11、H22 単県事業を含む 

 遺構露出展示 

遺構明示展示広場 

6 

○ 

1 

○ 

H10 

Ｈ８、H10～13  

単県事業：整備箇所（宮野礎石） 

単県事業：保護盛土、張芝、消火ポンプ小屋、 

屋内消火栓 

 シンボル広場（モニュメント含む） ○ ○ H７～８ 宝くじ助成事業（モニュメント）、単県事業（広場）

 中央であいの広場 ○ ○ H11、H16 単県事業（駐車場） 

 北側であいの広場 ○ ○ H15 研修施設に併設 

 長者原地区園路  ○ ○ H9～13 単県事業 

 温故創生館（ガイダンス施設） 1 1 H12～13 林野庁補助 

 長者山展望広場休憩所（広場、外

構含む） 

1 1 H14、Ｈ16、H17 林野庁補助、単県事業（広場、外構） 

 

 研修施設 1 1 H15 林野庁補助 

 Ａ－３－２   122ｍ ○  農道 

 Ｓ－２－１   36m ○    単県事業（15年度：路盤工（一部）のみ施工） 

 道標 5 4 ①H18：1基 

②H19：2基 

③H21：1基 

①長者山展望広場休憩所とS-1-1の分岐点 

②シンボル広場、長者山 

③長者山北東裾部 

 解説板 12 10 ①H11：6基 

②H13：1基 

③H21：3基 

①2基（音声解説：モニュメント、八角形鼓楼） 

  4基（宮野礎石、米倉、兵舎、八角形鼓楼） 

②1基（板倉） 

③3基（ゾーン解説） 

※5基は、整備状況から追加設置 

 案内板 2 1 H17 シンボル広場に設置 

 屋外便所 １ １ H8  

深迫門 門跡復元整備 ○  

 Ａ－１  683m（堀切門地区含む） ○  農道 

 Ａ－５ (菊池市側アプローチ道路） ○  国史跡指定外 

 Ｓ－３－１ 282m ○ ○ H17・H23 転落防止柵併設 

 Ｓ－３－２ 170m(一部木桟道） ○  里道 

 Ｓ－５－２ 173m ○  里道（単県事業：Ｈ16年度路盤工（一部）のみ施

工） 

 体験広場（Ｓ－３－１周辺） ○ ○ H23 転落防止柵併設 

 体験広場（平坦部11) ○ ○ H19、H21～22、

H23 

    四阿 1 1 H21～22 

 体験広場（平坦部12） ○ ○ H21～22 

 テーブル・ベンチ 12 14 ①H19：2基 

②H21：9基 

③H23：3基  

2基は整備箇所の状況を勘案し、当初計画から

追加設置 

 ベンチ 0 2 H23 2基は整備箇所の状況を勘案し、当初計画から

追加設置 

 であいの広場③ ○  国史跡指定地外地区の計画 

    四阿 1  国史跡指定地外地区の計画 

    案内板 1  国史跡指定地外地区の計画 

 道標 4 3 ①H19：2基 

②H23：１基 

①S-3-1東側入口及び深迫門入口 

②S-3-1西側入口（当初計画から整備状況を鑑

み追加設置）  

 解説板 2  

 覆屋（門礎石） 1  

 修景整備 ○ ○ H23 旧農地のブロック積の覆土・張芝 

堀切門 門跡復元整備 ○  

 Ｓ－５－１  331m ○  市道（単県事業 Ｈ16年度：路盤工（一部）のみ

施工） 

 

 

Ｓ－４  490.4m  ○ ○ H18 木桟道含む（南側土塁地区に渡る園路） 

 芝生広場（平坦部3～6） ○ ○ H21～22 転落防止柵併設 

芝生広場（平坦部9) ○  
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地区名 整備内容 計画 実績 整備年度 摘要 

堀切門 芝生広場(平坦部10) ○  

 覆屋（門礎石） 1  

 であいの広場① 1 1 H19・H20 

   四阿 1 1 H20 

   案内板 1 1 Ｈ20 

   トイレ 1  

  テーブル・ベンチ 5 3 H21：3基 

 道標 3 1 H18：1基 堀切門付近 

 解説板 1  

南側土塁 Ｓ－１－２（木桟道含む）142m 1  民有地の公有化が必要 

 Ｓ－６－２（木桟道含む） 141m 1   

 南側土塁地区広場 ○ ○ H19 

 北側斜面保護 ○ ○ H21～22 緊急経済対策で施工 

 転落防止柵（山鹿市道（隧道）上） ○ ○ H21～22 緊急経済対策で施工 

 浸食防止対策（塩井川河岸） ○  塩井川（水路）については国土交通省所管 

 テーブル・ベンチ 1 3 H21～H22  整備状況を勘案し、当初計画から2基追加設置

 ベンチ 2 1 H21～H22 

 道標 1 １ H19 Ｓ－４入口 

 解説板 2  

池ノ尾門 復元整備 ○  

 Ａ－２（南部谷部地区） 532m ○  市道 

 であいの広場② ○  

    四阿 1  

   案内板 1  

 覆屋（門礎石） 1  

 転落防止柵（塩井川河岸） 68m ○  

 解説板 1  

西側土塁 Ａ－３－１ 122m ○  農道（単県事業：Ｈ16年度：路盤工（一部）のみ施

工） 

 Ｓ－６－１ 340m ○  里道 

 Ｓ－７ 221m ○  里道 

 Ｓ－８ 269.9m ○ ○ H15 林野庁補助 

 灰塚整備（展望デッキ含む） ○ ○ H15 林野庁補助、単県事業 

 方位石（灰塚） ○ ○ H17 

 四阿（涼みヶ御所） 1  

 ベンチ 2  

 道標 2 1 H21  園路A-3-1と園路S-6-1の交差地点 

 解説板 3  計画3基のうち１基について民有地（北の門礎及

び水門推定地） 

貯水池 Ａ－４ 235.9m ○ ○ H22～23 

 復元整備 ○  

 ベンチ 2  

 道標 1  

 解説板 1  

 給水施設改修  ○ H23 給水施設覆屋の改修 

南部斜面 Ｓ－１－１ 777.1m ○ ○ Ｈ17・H22～23 

 Ｓ－２－２  251.1m ○ ○ Ｈ17・H22～23 転落防止柵併設 

 テーブル・ベンチ 3 1 Ｈ21～22 

 ベンチ 4 4 H20：1基 

H21：3基 

 道標 1 2 ①H19 1基 

②H20 1基 

①設置箇所(S-1-1 池ノ尾門側入口） 

②(S-2-2 池ノ尾門側入口） 

当初計画では、1基設置予定であったが、散策路

の池ノ尾門側入口が2箇所になったため、計画変

更し、1基追加 

（注）整備箇所の地区名は、平成18年３月策定の「史跡鞠智城跡保存管理計画」に基づき作成した。 
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地区名 整備内容 計画 実績 整備年度 摘要 

堀切門 芝生広場(平坦部10) ○  

 覆屋（門礎石） 1  

 であいの広場① 1 1 H19・H20 

   四阿 1 1 H20 

   案内板 1 1 Ｈ20 

   トイレ 1  

  テーブル・ベンチ 5 3 H21：3基 

 道標 3 1 H18：1基 堀切門付近 

 解説板 1  

南側土塁 Ｓ－１－２（木桟道含む）142m 1  民有地の公有化が必要 

 Ｓ－６－２（木桟道含む） 141m 1   

 南側土塁地区広場 ○ ○ H19 

 北側斜面保護 ○ ○ H21～22 緊急経済対策で施工 

 転落防止柵（山鹿市道（隧道）上） ○ ○ H21～22 緊急経済対策で施工 

 浸食防止対策（塩井川河岸） ○  塩井川（水路）については国土交通省所管 

 テーブル・ベンチ 1 3 H21～H22  整備状況を勘案し、当初計画から2基追加設置

 ベンチ 2 1 H21～H22 

 道標 1 １ H19 Ｓ－４入口 

 解説板 2  

池ノ尾門 復元整備 ○  

 Ａ－２（南部谷部地区） 532m ○  市道 

 であいの広場② ○  

    四阿 1  

   案内板 1  

 覆屋（門礎石） 1  

 転落防止柵（塩井川河岸） 68m ○  

 解説板 1  

西側土塁 Ａ－３－１ 122m ○  農道（単県事業：Ｈ16年度：路盤工（一部）のみ施

工） 

 Ｓ－６－１ 340m ○  里道 

 Ｓ－７ 221m ○  里道 

 Ｓ－８ 269.9m ○ ○ H15 林野庁補助 

 灰塚整備（展望デッキ含む） ○ ○ H15 林野庁補助、単県事業 

 方位石（灰塚） ○ ○ H17 

 四阿（涼みヶ御所） 1  

 ベンチ 2  

 道標 2 1 H21  園路A-3-1と園路S-6-1の交差地点 

 解説板 3  計画3基のうち１基について民有地（北の門礎及

び水門推定地） 

貯水池 Ａ－４ 235.9m ○ ○ H22～23 

 復元整備 ○  

 ベンチ 2  

 道標 1  

 解説板 1  

 給水施設改修  ○ H23 給水施設覆屋の改修 

南部斜面 Ｓ－１－１ 777.1m ○ ○ Ｈ17・H22～23 

 Ｓ－２－２  251.1m ○ ○ Ｈ17・H22～23 転落防止柵併設 

 テーブル・ベンチ 3 1 Ｈ21～22 

 ベンチ 4 4 H20：1基 

H21：3基 

 道標 1 2 ①H19 1基 

②H20 1基 

①設置箇所(S-1-1 池ノ尾門側入口） 

②(S-2-2 池ノ尾門側入口） 

当初計画では、1基設置予定であったが、散策路

の池ノ尾門側入口が2箇所になったため、計画変

更し、1基追加 

（注）整備箇所の地区名は、平成18年３月策定の「史跡鞠智城跡保存管理計画」に基づき作成した。 

 
第274図 史跡鞠智城跡整備状況図

転落防止柵
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第２節 第１次、第２次基本計画終了後の課題 

 第１次、第２次基本計画の計画期間の終了に伴い、今後、保存整備事業を推進していく上で、解決すべき課題

を以下に述べる。 

（１）復元整備に関する課題 

 今後、鞠智城跡の保存整備事業を推進していく上で、解決すべき大きな課題として、歴史的建造物等の復元に

おける復元対象時期の設定と復元方針が挙げられる。 

時期設定に関する課題 鞠智城跡の場合、７世紀後半から 10 世紀中頃までの長きに亘って存続し、５期に及ぶ

変遷が明らかとなっているが、城の往時の姿を復元するためには、その時代幅のうち、最も適切な時期を選択し、

その時期に絞って復元整備を実施していくことが重要である。 

歴史的建造物の復元においては、これまで、平成９（1997）年４月に米倉（20 号復元建物）、平成 10（1998）

年 12 月に兵舎（16 号復元建物）、平成 11（1999）年 10 月に八角形鼓楼（32 号復元建物）、平成 13（2001）年 10

月に板倉（５号復元建物）と計４棟の復元整備を実施してきた。いずれも第１次基本計画の計画期間内での整備

であったが、当時の保存整備検討委員会の審議を踏まえながら、７世紀後半から８世紀までの時代幅におさまる

建物跡の復元として認識されたものであった。 

その後、平成 14（2002）年３月に策定した第２次基本計画では、検出された建物跡の３期にわたる時期区分と

変遷が初めて明示され、その中で、復元整備を実施した建物跡については、いずれも鞠智城の全盛期として捉え

られる第Ⅱ期（698 年～８世紀後半）に分類された。第２次基本計画では、歴史的建造物における復元整備の方 

 

第 35 表 時期区分の比較 

年代 時期区分 

『鞠智城跡Ⅱ－第８～32次調査報告－』（修正後） 第２次基本計画（修正前） 

７ｃ 

 

 

 

３ 

 

鞠智城Ⅰ期（７世紀第３～第４四半期） 第Ⅰ期（７世紀中葉～698）＊創建期～修理期

       

４ 

 

  

鞠智城Ⅱ期（７世紀末～８世紀第１四半期後半） 第Ⅱ期（698～８世紀後半）＊全盛期 

  

８ｃ 

 

 

 

 

 

１ 

 

  

鞠智城Ⅲ期（８世紀第１四半期後半～第３四半期）  

２   

３   

４ 

 

鞠智城Ⅳ期（８世紀第４四半期～９世紀第３四半期）  

 第Ⅲ期（８世紀末～消滅）＊衰退期 

９ｃ １   

２   

３   

４ 鞠智城Ⅴ期（９世紀第４四半期～10 世紀中頃）  

10ｃ １   

２   

３ 廃城  

20 号建物跡 

５号建物跡16 号建物跡 

５・16・20・32 号建物跡 32 号建物跡 
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第２節 第１次、第２次基本計画終了後の課題 
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を以下に述べる。 

（１）復元整備に関する課題 
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その時期に絞って復元整備を実施していくことが重要である。 

歴史的建造物の復元においては、これまで、平成９（1997）年４月に米倉（20 号復元建物）、平成 10（1998）

年 12 月に兵舎（16 号復元建物）、平成 11（1999）年 10 月に八角形鼓楼（32 号復元建物）、平成 13（2001）年 10

月に板倉（５号復元建物）と計４棟の復元整備を実施してきた。いずれも第１次基本計画の計画期間内での整備

であったが、当時の保存整備検討委員会の審議を踏まえながら、７世紀後半から８世紀までの時代幅におさまる

建物跡の復元として認識されたものであった。 

その後、平成 14（2002）年３月に策定した第２次基本計画では、検出された建物跡の３期にわたる時期区分と

変遷が初めて明示され、その中で、復元整備を実施した建物跡については、いずれも鞠智城の全盛期として捉え

られる第Ⅱ期（698 年～８世紀後半）に分類された。第２次基本計画では、歴史的建造物における復元整備の方 
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針についても触れられており、第Ⅱ期に分類され、かつ上屋構造の解明が可能なものから、古代山城を総合的に

理解するために必要な機能・構造を持つ建物跡を抽出し、相当数を復元整備することとした。ただし、この時期

区分及び変遷については、計画策定当時の発掘調査の成果から導き出されたもので、72 棟の建物跡の中には時期

決定の根拠を示せないものもあった。そのため、出土遺物の検討、建物構造等の研究を継続し解明を図るととも

に、鞠智城跡の時期区分と変遷における画期の把握に努めるものとしていた。  

こうしたなか、平成 23（2011）年度の第２次基本計画の計画期間終了に伴い、鞠智城跡の発掘調査成果を総括

する『鞠智城跡Ⅱ－鞠智城跡第８～32 次調査報告－』（以下、「総合報告書」という。）を刊行した。その作成に

おいて、改めて鞠智城跡の時期区分と変遷に考察を加えた結果、先述のとおり５期に及ぶ時期区分と変遷（鞠智

城Ⅰ～Ⅴ期）が明らかとなった。その結果、第２次基本計画上、復元整備の対象時期として設定した第Ⅱ期が、

鞠智城Ⅱ期、鞠智城Ⅲ期及び鞠智城Ⅳ期初頭に細分化された。 

そして、第Ⅱ期に分類した５・16・20・32 号建物跡のうち、兵舎を復元した 16 号建物跡、板倉を復元した５

号建物跡については、鞠智城Ⅰ期（７世紀第３～４四半期）、つまり城の創建期に建築された建物と位置づけられ、

うち５号建物跡は、続く鞠智城Ⅱ期（７世紀末～８世紀第１四半期前半）にまたがって存続したと推定された。

また、八角形鼓楼を復元した 32 号建物跡は鞠智城Ⅱ期を特徴づける建物跡で、鞠智城Ⅲ期（８世紀第１四半期後

半～第３四半期）までは存続せず、米倉を復元した 20 号建物跡は鞠智城の機能が穀物の貯蔵施設として大きく変

容する鞠智城Ⅳ期（８世紀第４四半期～９世紀第３四半期）に建築された建物であることが判明した。 

これらをみると、４棟の復元建物は、建築年代、存続期間において同時代性は認められず、結果的に、適切な

年代に焦点をあてた復元整備を行ってきたとは言い難い状況となっている。 

 こうしたことから、歴史的建造物等の復元整備については、７世紀後半から 10 世紀中頃までの鞠智城跡の変遷

のうち、どの時期に焦点をあてるのか、その時期設定を明確にすることが今後の課題として重要である。 

復元方針 歴史的建造物等の復元整備に係るもう一つの課題として、復元方針が挙げられる。第２次基本計画

では、その方針として「古代山城をトータルに理解するために必要な機能・構造を持つ建物跡を抽出し、相当数

を復元整備する」ことが位置づけられた。これは、第１次基本計画期間において、総柱建物、八角形建物、礎石・

掘立柱併用建物、門など、構造の異なる建物を１棟ずつ整備するといった復元方針のもと、実際に米倉、兵舎、

八角形鼓楼、板倉と構造上相違する建物を復元してきており、その方針を踏襲するものであった。結果的に、第

２次基本計画の策定以降、歴史的建造物等の復元整備については、復元に係る根拠資料の不足、財政状況等が要

因で実施されなかった。 

 鞠智城跡の場合、建物遺構が集中する長者原・上原地区は台地状地形の頂部に位置し、比較的広い平坦部を持

つことを特徴とする。建物遺構はこうした地形的な適地に集中的に配置されているが、その平坦地の微少な隆起

に応じてゾーニングされ、各ゾーンに建物が計画的に配置された状況が読み取れる。 

このことから、今後、復元整備にあたっては、同時代性はもとより、計画的に配置された各建物の関連性のわ

かる整備を行うことが重要で、場合によっては、同一構造の建物を複数棟復元するなど、それぞれのゾーンの特

性を鑑みた整備を行う必要がある。 

 

（２）個別整備の課題 

 鞠智城跡の保存整備工事は、平成７（1995）年度のシンボル広場の設置を端緒に、平成 16（2003）年度まで長

者原地区の広場整備工事を実施し、米倉、兵舎、八角形鼓楼、板倉の復元整備を中心に、ガイダンス施設、研修

施設等の学習施設、長者山展望広場休憩所、灰塚展望デッキ等の便益施設、園路等を設置してきた。平成 17（2005）

年度以降は、城域の南部一帯の整備工事を実施し、広場、園路等を付設してきた。 

これら整備工事については、委員会等の審議を経た上で施工したものであるが、検討段階、施工段階、あるい
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は史跡整備の観点から、現在、種々の課題が生じているのも事実である。 

 ア 遺構保存整備 

（ア）建物跡 

 建物跡の整備については、露出展示、復元整備、平面遺構明示の３つの手法で行い、各手法の特性を活かし、

効果的な遺構の明示を図るものとしてきた。これまで、この方針のもと遺構整備を実施してきたが、全体的な課

題としては、各建物跡について、先述した新たな時期設定のもと整備手法を改めて見直す必要が生じている。  

ａ 露出展示 

計６棟の建物跡（49、64、67 号建物跡－礎石、60、61、63 号建物跡－掘立柱）について計画され、現在、49

号建物跡のみ露出展示を実施している。今後、残り５棟の建物跡については、新たな時期設定のもと着工の有無

について検討を要することとなる。特に、60・61・63・64 号建物跡については、長者原地区北東側に所在する「管

理棟的建物群」と位置づけられており、鞠智城の中枢施設としての機能を持ち、城の性格を特徴づける建物群で

あることから、遺構の表現について、最も適切かつ効果的な内容及び方法等を改めて検討する必要がある。 

ｂ 復元整備 

計６棟の建物跡（５、11、16、20、28、32 号建物跡）のうち、未着手である２棟（11、28 号建物跡）について

は、新たな時期設定のもと着工の可否について見直す必要がある。 

既に復元整備を実施した４棟の建物跡（５、16、20、32 号建物跡）については、先述のとおり新たな時期区分

で差異が生じているものの、ある時期の鞠智城を構成する城内施設の一つとして建築したもので、その一つ一つ

は、鞠智城の機能、性格を表す上で欠くことのできないものと位置づけられる。その構造においても、発掘調査

の成果及び委員会等の審議等を踏まえて、それぞれの基礎構造及び平面規模などの検討から導き出されたもので

あり、時期区分に違いをみせても、差異は生じないものである。このことから、古代山城が築造された古代を象

徴する建物といっても過言ではない。これら復元建物の維持・管理については、今後、適宜点検、検討して修繕

していく必要があるが、各復元建物の耐用年数を 30 年と捉え、最初に建築した米倉の整備後 30 年を迎える平成

40 年度の５年前（平成 35 年度）から、復元（建替検討）及び展示手法の検討に入る計画を立てているところで

ある（第Ⅵ章第 3節(2)第 36 表参照）。 

一方、復元時の検討過程、施工時、復元後の発掘調査の進捗及び研究の進展から、それぞれ課題が生じている

のも現状である。以下に、それら課題について個別に述べる。 

米倉（20 号復元建物） 

米倉は、20 号建物跡に基づく礎石を土台とする総柱建物で、高床式校倉造の倉庫として復元された（建物構造

の詳細については、217～221Ｐ参照）。 

この米倉の復元にあたっては、建物西側の平側中央部に扉口枠（方立柱）を設け、扉は内開きの２枚板戸で、

木製閂を付設したが、竣工後となる平成９（1997）年度の第 19 次調査において、ほぼ同規模の礎石建物である

59 号建物跡の入口が妻入りであることが判明しており、この米倉の入口方向についても再度検討することが課題

となっている。 

兵舎（16 号復元建物） 

兵舎は、16 号建物跡に基づく掘立柱の側柱建物で、長屋構造の建物として復元された（建物構造の詳細につい

ては、226～228Ｐ参照）。 

この兵舎の復元にあたっては、屋根は板葺きとしたが、板葺き屋根の葺き方に課題が生じている。屋根板は４

層で、軒先に向かって材を縦に並べるように本来設計されていたが、施工段階で、２・３層目は、軒先のみ桁行

方向に材を渡し、大棟までの間は、部分的に下地材を置く工法が採用された。今後、屋根補修等の際に改修する

必要がある。 
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は史跡整備の観点から、現在、種々の課題が生じているのも事実である。 

 ア 遺構保存整備 

（ア）建物跡 

 建物跡の整備については、露出展示、復元整備、平面遺構明示の３つの手法で行い、各手法の特性を活かし、

効果的な遺構の明示を図るものとしてきた。これまで、この方針のもと遺構整備を実施してきたが、全体的な課

題としては、各建物跡について、先述した新たな時期設定のもと整備手法を改めて見直す必要が生じている。  

ａ 露出展示 

計６棟の建物跡（49、64、67 号建物跡－礎石、60、61、63 号建物跡－掘立柱）について計画され、現在、49

号建物跡のみ露出展示を実施している。今後、残り５棟の建物跡については、新たな時期設定のもと着工の有無

について検討を要することとなる。特に、60・61・63・64 号建物跡については、長者原地区北東側に所在する「管

理棟的建物群」と位置づけられており、鞠智城の中枢施設としての機能を持ち、城の性格を特徴づける建物群で

あることから、遺構の表現について、最も適切かつ効果的な内容及び方法等を改めて検討する必要がある。 

ｂ 復元整備 

計６棟の建物跡（５、11、16、20、28、32 号建物跡）のうち、未着手である２棟（11、28 号建物跡）について

は、新たな時期設定のもと着工の可否について見直す必要がある。 

既に復元整備を実施した４棟の建物跡（５、16、20、32 号建物跡）については、先述のとおり新たな時期区分

で差異が生じているものの、ある時期の鞠智城を構成する城内施設の一つとして建築したもので、その一つ一つ

は、鞠智城の機能、性格を表す上で欠くことのできないものと位置づけられる。その構造においても、発掘調査

の成果及び委員会等の審議等を踏まえて、それぞれの基礎構造及び平面規模などの検討から導き出されたもので

あり、時期区分に違いをみせても、差異は生じないものである。このことから、古代山城が築造された古代を象

徴する建物といっても過言ではない。これら復元建物の維持・管理については、今後、適宜点検、検討して修繕

していく必要があるが、各復元建物の耐用年数を 30 年と捉え、最初に建築した米倉の整備後 30 年を迎える平成

40 年度の５年前（平成 35 年度）から、復元（建替検討）及び展示手法の検討に入る計画を立てているところで

ある（第Ⅵ章第 3節(2)第 36 表参照）。 

一方、復元時の検討過程、施工時、復元後の発掘調査の進捗及び研究の進展から、それぞれ課題が生じている

のも現状である。以下に、それら課題について個別に述べる。 

米倉（20 号復元建物） 

米倉は、20 号建物跡に基づく礎石を土台とする総柱建物で、高床式校倉造の倉庫として復元された（建物構造

の詳細については、217～221Ｐ参照）。 

この米倉の復元にあたっては、建物西側の平側中央部に扉口枠（方立柱）を設け、扉は内開きの２枚板戸で、

木製閂を付設したが、竣工後となる平成９（1997）年度の第 19 次調査において、ほぼ同規模の礎石建物である

59 号建物跡の入口が妻入りであることが判明しており、この米倉の入口方向についても再度検討することが課題

となっている。 

兵舎（16 号復元建物） 

兵舎は、16 号建物跡に基づく掘立柱の側柱建物で、長屋構造の建物として復元された（建物構造の詳細につい

ては、226～228Ｐ参照）。 

この兵舎の復元にあたっては、屋根は板葺きとしたが、板葺き屋根の葺き方に課題が生じている。屋根板は４

層で、軒先に向かって材を縦に並べるように本来設計されていたが、施工段階で、２・３層目は、軒先のみ桁行

方向に材を渡し、大棟までの間は、部分的に下地材を置く工法が採用された。今後、屋根補修等の際に改修する

必要がある。 
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鼓楼（32 号復元建物） 

鼓楼は、32 号建物跡に基づく平面八角形を呈する掘立柱建物で、心柱を中心に柱が巡る三層構造の建物として

復元された（建物構造の詳細については、238～246Ｐ参照）。 

 この鼓楼の復元にあたっては、委員会等の審議を踏まえて、次のように復元された。 

・平成３（1991）年度の調査結果から、心柱を中心に 23.5 度振った形で再建された 33 号建物跡の柱を間柱

として、一時期の建物として復元された。 

・当初、瓦の出土状況から、屋根は瓦葺ではなく、檜皮葺、こけら葺き、板葺きなどの意見が出されたが、

最終的には整備後の建物管理及び八角形建物という特異性から行基式の本瓦葺として復元された。 

・建物構造の検討が先行し、想定された上屋構造から盛土深度を上回る基礎工事が必要と考えられた。そこ

で、建築位置については、検討された建物構造の復元を進めるために、遺構の保存上、原位置から北に約

30ｍずらす措置が講じられた。 

・建物の性格については、委員会等の審議の過程で、八角円堂、儀式的な施設といった様々な意見があった

が、最終的に鼓楼として復元された。 

 復元時に以上のような検討経緯があり、今後、史跡等整備のあり方及び研究の進展等を踏まえながら建物の構

造、機能について改めて検討を加えていくことが今後の課題である。特に、原位置から約 30ｍずらして建てたこ

とについては、建築位置の遺構面を破壊したこととなり、各種整備を行う上では、工法の選択の事由や遺構面を

壊さない工法を十分に検討することが今後の課題として挙げられる。 

 板倉（５号復元建物） 

板倉は、５号建物跡に基づく掘立柱の総柱建物で、桁行 40 尺を超えることから高床式の板倉として復元された

（建物構造の詳細については、260～264Ｐ参照）。 

 この板倉の復元にあたっては、建物西側の妻側の中央１箇所を入口とし、外開き２枚板戸とする扉を設けてい

るが、その建物入口については、先述した 59 号建物跡の入口方向から妻入りの１箇所で決定したものの、見学者

の動線に配慮して東側妻入りとする意見と隣接する６号建物跡を兵舎とみなし、その位置関係から西側妻入りと

する意見があった。最終的に東側妻入りに決定したが、施工段階で、あらためて見学者の動線を見直し、建物跡

西側の長者山からの見学者の動線に配慮して、西側妻入りで入口を設置することとした経緯がある。 

ｃ 遺構明示 

 遺構明示については、第１次計画期間中に鞠智城の全盛期に想定される礎石・掘立柱建物跡の立体的な遺構表

示を実施し、そのほかの時期の建物跡については、山砂を使用して表現する平面表示を実施してきた。そのため、

第２次基本計画では、名称板、解説板等を適宜設置することを計画として挙げていたが、結果的に、園路で区切

られたエリアを総括する３基の解説板の設置を実施したのみで、個別の名称板等の設置まで及んでいない。平成

22（2010）年度には、山砂による平面表示のうち見学者が多く訪れる八角形鼓楼、米倉周辺の２棟について、見

学者に対する安全上の配慮及び除草等の維持管理上の問題から透水性土硬化舗装を施している。 

 この遺構表示についても、今後、新たな時期設定のもと改めて検討を加えていくことが今後の課題として挙げ

られる。 

（イ）外郭構造 

 鞠智城跡の外郭線上には、城域南側に深迫、堀切、池ノ尾の３箇所に城門跡、南側と西側に土塁線、東側に「三

枝の石垣」、「馬こかしの石垣」が把握されている。 

城門跡については、深迫門跡、池ノ尾門跡は発掘調査を継続し、構造解明に努めることとし、それら成果を基

に周辺遺構と併せて復元整備を図ることとしていた。堀切門跡については、発掘調査が完了したものと位置づけ

られていたが、それを復元するにあたって、さらなる構造解明が必要であり、発掘調査を継続する必要が生じて
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いる。また、堀切門跡周辺の基盤面は、溶結度の低い阿蘇溶結凝灰岩で「灰土」と呼ばれるほど脆く、遺構の保

存措置を講じるため、これまで環境調査を実施しながら整備手法の検討を行ってきた。 

土塁については山の尾根線を利用して築造されていることから、遺構の保存対策を前提として、覆土等による

復元整備を実施し、散策する園路の整備を行うことが計画として挙げられ、２箇所の石垣については築造年代が

まだ明らかになっておらず、まずは発掘調査を実施して築造年代を把握することが不可欠となっている。 

今後、外郭線の整備については、いずれも発掘調査の実施による構造解明の実施と保存措置の検討を踏まえな

がら、その成果に基づく復元整備の検討が課題として挙げられる。 

（ウ）貯水池跡 

貯水池跡は、鞠智城跡を解明していく上で重要な遺構と位置づけられており、古代建築の建築用材や「秦人忍

□
（米カ）

五斗」銘の木簡、百済系の銅造菩薩立像など貴重な遺物が出土している。 

第２次基本計画では、発掘調査の継続により文化財保護を学ぶ生きた教材としての活用が計画されていた。貯

水池跡については、池尻部の構造解明により一応の成果が挙がっているが、今後、整備内容を検討する上で、必

要に応じて発掘調査を実施し、その成果を踏まえながら環境整備を行っていく必要がある。 

イ その他の施設整備 

 （ア）ガイダンス施設・研修施設 

史跡地内には、学習施設としてガイダンス施設、研修施設、そして、便益施設として休憩所が設置されている。

ガイダンス施設は、鞠智城跡の歴史的・文化的価値、ひいては古代山城全般を学習することを目的として平成 14

（2002）年度に開設した施設であり、また、研修施設は、鞠智城跡に関係する講座、研修等を開催することを目

的として平成15（2003）年度に設置した施設である。これら２つの施設については、これまで大いに活用を図ってきた。 

ガイダンス施設、研修施設については、平成 16（2004）年２月 27 日の国史跡指定以前に建設したものである

が、史跡地内では、当該史跡の構成要素としての本質的価値を持たない永久構造物の建造は原則として認められ

ないとされている。 

 （イ）長者山展望広場休憩所・シンボル施設 

 長者山展望広場休憩所は、西側土塁地区方面への散策のための便益施設として建設された。映像解説とトイレ

を付設しており、これまで、城域全体と周辺の景観が展望できる灰塚展望所への中継点としての活用が図られて

きた。また、シンボル施設は、周辺からのアクセス、位置の認識のため、ランドマーク、シンボルとして設置さ

れたものであり、中央に位置するモニュメントには、防人群像を置き、台座に鞠智城に関連する歴史事象のレリ

ーフを設置している。見学者に対する説明・案内を行う際の導入部として活用が図られてきた。 

これら２つの施設についても、ガイダンス施設、研修施設と同様、国史跡指定以前の建設であるが、当該史跡

の構成要素として本質的価値を持たない永久構造物と認識されるものである。 

 （ウ）駐車場 

長者原地区に、中央であいの広場として仮設駐車場（盛土した箇所に舗装を施す施工方法による）と隣接する

山鹿市有地に駐車場が整備され、現在、乗用車 69 台及びバス５台の駐車スペースを確保し、年間 10 万人を大き

く超える来園者が訪れる歴史公園の施設として大いに活用されている。 

鞠智城跡の場合、当該地までの公共交通機関がなく、自家用車又は貸切バスが唯一の来訪手段であり、ガイダ

ンス施設の位置、周辺の主要道路状況、史跡隣接地に駐車場用地の確保が困難等との諸条件を鑑みた結果、この

設置については建物遺構が検出されていない箇所を選定したものであった。 

この仮設駐車場については、年間 10 万人を大きく超える施設として最小限度の規模と考えているが、本来駐車

場は史跡指定地外に設置することが原則となっている。 

 （エ）園路 
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いる。また、堀切門跡周辺の基盤面は、溶結度の低い阿蘇溶結凝灰岩で「灰土」と呼ばれるほど脆く、遺構の保

存措置を講じるため、これまで環境調査を実施しながら整備手法の検討を行ってきた。 

土塁については山の尾根線を利用して築造されていることから、遺構の保存対策を前提として、覆土等による

復元整備を実施し、散策する園路の整備を行うことが計画として挙げられ、２箇所の石垣については築造年代が

まだ明らかになっておらず、まずは発掘調査を実施して築造年代を把握することが不可欠となっている。 

今後、外郭線の整備については、いずれも発掘調査の実施による構造解明の実施と保存措置の検討を踏まえな

がら、その成果に基づく復元整備の検討が課題として挙げられる。 

（ウ）貯水池跡 

貯水池跡は、鞠智城跡を解明していく上で重要な遺構と位置づけられており、古代建築の建築用材や「秦人忍

□
（米カ）

五斗」銘の木簡、百済系の銅造菩薩立像など貴重な遺物が出土している。 

第２次基本計画では、発掘調査の継続により文化財保護を学ぶ生きた教材としての活用が計画されていた。貯

水池跡については、池尻部の構造解明により一応の成果が挙がっているが、今後、整備内容を検討する上で、必

要に応じて発掘調査を実施し、その成果を踏まえながら環境整備を行っていく必要がある。 

イ その他の施設整備 

 （ア）ガイダンス施設・研修施設 

史跡地内には、学習施設としてガイダンス施設、研修施設、そして、便益施設として休憩所が設置されている。

ガイダンス施設は、鞠智城跡の歴史的・文化的価値、ひいては古代山城全般を学習することを目的として平成 14

（2002）年度に開設した施設であり、また、研修施設は、鞠智城跡に関係する講座、研修等を開催することを目

的として平成15（2003）年度に設置した施設である。これら２つの施設については、これまで大いに活用を図ってきた。 

ガイダンス施設、研修施設については、平成 16（2004）年２月 27 日の国史跡指定以前に建設したものである

が、史跡地内では、当該史跡の構成要素としての本質的価値を持たない永久構造物の建造は原則として認められ

ないとされている。 

 （イ）長者山展望広場休憩所・シンボル施設 

 長者山展望広場休憩所は、西側土塁地区方面への散策のための便益施設として建設された。映像解説とトイレ

を付設しており、これまで、城域全体と周辺の景観が展望できる灰塚展望所への中継点としての活用が図られて

きた。また、シンボル施設は、周辺からのアクセス、位置の認識のため、ランドマーク、シンボルとして設置さ

れたものであり、中央に位置するモニュメントには、防人群像を置き、台座に鞠智城に関連する歴史事象のレリ

ーフを設置している。見学者に対する説明・案内を行う際の導入部として活用が図られてきた。 

これら２つの施設についても、ガイダンス施設、研修施設と同様、国史跡指定以前の建設であるが、当該史跡

の構成要素として本質的価値を持たない永久構造物と認識されるものである。 

 （ウ）駐車場 

長者原地区に、中央であいの広場として仮設駐車場（盛土した箇所に舗装を施す施工方法による）と隣接する

山鹿市有地に駐車場が整備され、現在、乗用車 69 台及びバス５台の駐車スペースを確保し、年間 10 万人を大き

く超える来園者が訪れる歴史公園の施設として大いに活用されている。 

鞠智城跡の場合、当該地までの公共交通機関がなく、自家用車又は貸切バスが唯一の来訪手段であり、ガイダ

ンス施設の位置、周辺の主要道路状況、史跡隣接地に駐車場用地の確保が困難等との諸条件を鑑みた結果、この
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 （エ）園路 
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建物遺構が集中する長者原地区の園路整備を端緒に、長者原地区から史跡地内の各地区へ見学ができるように、

園路の整備を実施してきた。現在、園路を利用し、史跡地内の周回が可能となっており、園路整備として一定の

目標に達している。これまでの計画のうち未整備箇所は残るものの、その多くは、里道や農道である。現状で史

跡地内の見学・散策は十分に可能であることから、今後の園路整備については、計画の見直し及び既整備の維持

管理を含めて検討する必要がある。 

 

第３節 今後の方向性 

 鞠智城跡の保存整備事業について、これまでの事業の成果及び課題等を踏まえた上で、「保存・整備」、「管理」、

「活用」の観点から、今後の保存整備における基本的方向性について以下に述べる。 

 なお、この基本的方向性については、事業の次期計画を検討する上で指針となるものである。 

 

（１）史跡の保存・整備 

 ア 史跡の保存と景観の保全 

昭和 42（1967）年度に始まった発掘調査により、これまで、多様で貴重な遺構を数多く検出してきた。これら

の遺構は、鞠智城跡を構成する重要な要素で、我が国の歴史上又は学術上の価値を表す歴史文化遺産であり、出

土遺物、調査図面、調査写真も含めて、我々の世代が確実に保存あるいは保全し、次世代に伝えなければならな

いものである。 

今後の保存整備事業では、こうした鞠智城跡の本質的な価値を明確に把握し、その保存あるいは保全を改めて

認識する必要があり、その上で、平成 23（2011）年度に刊行した総合報告書の成果等を踏まえ、鞠智城跡の学術

的価値を顕在化する事業を展開していくことが必要である。 

遺構の保存については、現時点での史跡地内における遺構の保存状況の把握に努め、遺構の劣化、風化等が進

行している箇所については、その保存方法・保存処理等を検討し、保存措置を講じる必要がある。特に、南側一

帯の地盤は溶結度の低い阿蘇溶結凝灰岩で非常に脆く、重要遺構である城門及び土塁の劣化、土塁が構築された

丘陵崖面の崩壊が危惧される。このことから保存措置を講じた上で、適切な整備を行う必要がある。出土遺物等

についても、劣化等に配慮した保存環境を整備するとともに、展示にあたってはレプリカの作成等を考慮するな

ど適切な保存・管理を施していく必要がある。 

また、鞠智城跡は古代山城として自然の地形を巧みに利用して築城されていることが特徴として挙げられるが、

保存整備については、治山及び治水等の防災施設の設置も含めて、自然環境及び歴史的景観の保全に十分配慮し

た整備が必要である。特に、自然環境の保全については、植生等の調査を実施し、適切な植生環境に近づけてい

くことが重要である。 

 イ 復元整備の方向性 

鞠智城跡の保存整備事業を推進するにあたり、復元整備の時期設定については、総合報告書の中で新たに時期

区分と変遷が提示されたため、今後の復元整備は、それに基づき実施していくことが必要である。 

鞠智城跡において、遺構の復元整備を進めることは、後世の開発行為等の影響で、発掘調査の成果のみでは復

元整備が極めて困難な状況にあるが、今後の復元整備は、発掘調査の成果のほか、多角的な学術調査を踏まえ、

高い精度と信頼性が確保されなければならない。なお、発掘調査の成果については、総合報告書の中で総括して

いるが、今後、保存整備を実施するにあたり、特に復元整備等を実施する対象箇所については、復元する建造物

（構造物）の構造等を検討する上で、あらためて発掘調査を実施する必要があろう。また、調査の手法として、

現在の科学技術の成果を活用した非破壊・非発掘的手法（地中レーダー探査等）の活用も考慮する必要がある。 

これらのことを踏まえ、復元整備にあたっては、発掘調査及びその後の学術的整理期間を十分考慮し、長期に
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わたる計画を策定する必要がある。また、歴史的建造物等の復元にあたっては、今後、その遺構の原位置に復元

することを原則とし、その地下遺構を保護するため、直上に被覆土を施し、適切に造成の上、整備を実施する必

要がある。 

既に復元整備を実施した４棟の復元建物については、学術的根拠に基づいた結果により整備を実施したもので

はあるが、その時期設定、構造等に課題が残されているため、学術的成果等を踏まえた上で、改修等も視野に入

れながら課題の解決を図っていくものとする。なお、それまでの間は、来園者に対し、解説板の設置等により補

足していくものとする。 

 

ウ 研究の深化 

 総合報告書の刊行により、鞠智城跡の時期区分と変遷が明らかになり、鞠智城跡の構造解明において大きく前

進することとなった。特に、鞠智城跡と大宰府関連史跡との変遷がほぼ整合することが明らかとなったことは重

要で、このことは、鞠智城の築城が大宰府防衛網の枠組みの中で捉えることができることを意味するものであり、

大きな成果といえる。今後、大野城跡、基肄城跡など大宰府関連史跡との比較研究の中で、より詳細な検証を加

えていくことが必要である。このように、鞠智城跡の構造解明が進む一方、その全容解明を考えた場合、多くの

学術的課題が残されている。 

こうしたことから、今後の鞠智城跡の保存整備事業においては、史跡地内の施設整備に加え、各専門分野の学

術経験者の指導・協力を得ながら調査研究を深化させていくことも重要で、こうして得られた成果を広く一般に

公開するために、研究紀要等の発刊も検討する必要があろう。 

なお、調査・研究項目については、次の諸点が挙げられる。 

・城域についての検証（広域説と狭域説）。 

・出土遺物の詳細な分析。 

・他の古代遺跡との比較研究（大野城・基肄城をはじめとする古代山城との比較、大宰府や肥後国府、菊池郡

家などの官衙遺跡との関連性、古代官道との関連性）。 

これらの項目を調査研究するにあたって、その構造解明が必要な場合、学術的な発掘調査を実施することも念

頭に置く必要がある。 

 

（２）史跡の保存管理 

 ア 史跡地内の公有化の検討 

 平成 16（2004）年２月の国史跡指定以降、平成 23（2011）年度末現在の公有化率は指定面積約 64.8ha のうち、

約 44.4ha となっており、その約７割に達している。したがって、約３割が、民間所有地等であるが、これには、

山鹿市菊鹿町米原集落の一部と上原、南部谷部地区の営農地、長者山の共同墓地、里道、農道、河川等がある。   

現在、民間所有地については、地権者の協力のもと史跡の保存、景観等が保たれている状況にあるが、史跡地

内の保全を最重視し、公有化については、地権者の要望等を踏まえ、恒久的な史跡保存の観点から方針を検討す

る必要がある。 

 イ 保存管理計画の見直し 

平成 17（2005）年度に策定した鞠智城跡の保存管理計画は、鞠智城跡の国史跡指定を契機に、鞠智城跡を後世

へ保存・継承することを目的に史跡地内の管理についてその基本的考え方、方針をまとめたものである。 

現在、この保存管理計画にもとづき、史跡地内を６つの地区、史跡地外を４つの地区に区分し、各地区の保存

管理の考え方に沿って保存管理を行っている。しかしながら、史跡地内の現状変更に係る運用基準等が明確でな

いため、住宅等の改修など、具体的な事例を踏まえた上で、今後、関係自治体（山鹿市・菊池市）及び地元住民 



― 476 ―                          - 475 -

わたる計画を策定する必要がある。また、歴史的建造物等の復元にあたっては、今後、その遺構の原位置に復元

することを原則とし、その地下遺構を保護するため、直上に被覆土を施し、適切に造成の上、整備を実施する必

要がある。 

既に復元整備を実施した４棟の復元建物については、学術的根拠に基づいた結果により整備を実施したもので

はあるが、その時期設定、構造等に課題が残されているため、学術的成果等を踏まえた上で、改修等も視野に入

れながら課題の解決を図っていくものとする。なお、それまでの間は、来園者に対し、解説板の設置等により補

足していくものとする。 

 

ウ 研究の深化 

 総合報告書の刊行により、鞠智城跡の時期区分と変遷が明らかになり、鞠智城跡の構造解明において大きく前

進することとなった。特に、鞠智城跡と大宰府関連史跡との変遷がほぼ整合することが明らかとなったことは重

要で、このことは、鞠智城の築城が大宰府防衛網の枠組みの中で捉えることができることを意味するものであり、

大きな成果といえる。今後、大野城跡、基肄城跡など大宰府関連史跡との比較研究の中で、より詳細な検証を加

えていくことが必要である。このように、鞠智城跡の構造解明が進む一方、その全容解明を考えた場合、多くの

学術的課題が残されている。 

こうしたことから、今後の鞠智城跡の保存整備事業においては、史跡地内の施設整備に加え、各専門分野の学

術経験者の指導・協力を得ながら調査研究を深化させていくことも重要で、こうして得られた成果を広く一般に

公開するために、研究紀要等の発刊も検討する必要があろう。 

なお、調査・研究項目については、次の諸点が挙げられる。 

・城域についての検証（広域説と狭域説）。 

・出土遺物の詳細な分析。 

・他の古代遺跡との比較研究（大野城・基肄城をはじめとする古代山城との比較、大宰府や肥後国府、菊池郡

家などの官衙遺跡との関連性、古代官道との関連性）。 

これらの項目を調査研究するにあたって、その構造解明が必要な場合、学術的な発掘調査を実施することも念
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内の保全を最重視し、公有化については、地権者の要望等を踏まえ、恒久的な史跡保存の観点から方針を検討す
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し

て
、

検
討

す
る

時
点

に
お

け
る

適
切

な
方

法
を

取
る

こ
と

と
す

る
。

　
　

　
⑤

修
繕

は
、

計
画

段
階

か
ら

文
化

庁
と

協
議

し
進

め
る

。
  

  
  

⑥
　

　
　

　
　

・
・
・
熊

本
県

公
有

財
産

台
帳

に
よ

る
各

建
物

の
耐

用
年

数
に

あ
た

る
年

度
、

　
　

　
　

　
・
・
・
建

物
整

備
後

3
0
年

に
あ

た
る

年
度

備
　

　
　

　
　

　
考

①
遺

構
保

存
整

備

  
 礎

石
・
掘

立
（
透

水
性

舗
装

）
 　

 （
H

1
0
～

H
1
1
年

度
竣

工
）

 　
透

水
性

舗
装

 　
（
H

2
3
.6

竣
工

）

平
面

遺
構

明
示

　
 山

砂

現
状

（
H

2
3
年

度
末

）

毎
年

度
の

樹
木

管
理

の
範

囲
内

で
除

草
を

実
施

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

Ｈ
3
4

H
3
5

H
3
6

八
角

形
鼓

楼
（
H

1
1
.8

竣
工

）

米
倉

（
H

1
0
.3

竣
工

）

兵
舎

（
H

1
0
.1

1
竣

工
）

H
3
2

Ｈ
4
0

Ｈ
4
2

板
倉

（
H

1
3
.9

竣
工

）

建
物

復
元

Ｈ
4
1

H
4
3

露
出

展
示

（
H

9
年

度
竣

工
）

H
3
7

H
3
8

Ｈ
3
9

H
3
0

H
3
1

H
3
3

H
2
9

施
設

名

復
元

（
建

替
検

討
）及

び
展

示
手

法
の

検
討

復
元

（
建

替
検

討
）及

び
展

示
手

法
の

検
討

復
元

（
建

替
検

討
）及

び
展

示
手

法
の

検
討

復
元

（
建

替
検

討
）及

び
展

示
手

法
の

検
討

復
元

建
物

「米
倉

」の
検

討
課

題
に

関
す

る
学

術
的

資
料

の
整

理
・
情

報
収

集
の

実
施

復
元

建
物

「兵
舎

」 の
検

討
課

題
に

関
す

る
学

術
的

資
料

の
整

理
・
情

報
収

集
の

実
施

復
元

建
物

「 八
角

形
鼓

楼
」の

検
討

課
題

に
関

す
る

学
術

的
資

料
の

整
理

・
情

報
収

集
の

実
施

復
元

建
物

「板
倉

」 の
検

討
課

題
に

関
す

る
学

術
的

資
料

の
整

理
・
情

報
収

集
の

実
施
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第
3
6
表

　
鞠

智
城

跡
施

設
維

持
管

理
計

画
表

備
　
　
　
　
　
　
考

現
状

（
H

2
3
年

度
末

）
H

2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

Ｈ
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
2

Ｈ
4
0

Ｈ
4
2

Ｈ
4
1

H
4
3

H
3
7

H
3
8

Ｈ
3
9

H
3
0

H
3
1

H
3
3

H
2
9

施
設

名

屋
根

（
瓦
）

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
2

繕
修

討
検

検
点

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

体
本 屋
根

（
瓦
）

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
2

繕
修

討
検

検
点

本
体

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

屋
根

（
瓦
）

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
2

繕
修

討
検

検
点

本
体

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

H
1
7
:ﾓ
ﾆ
ｭ
ﾒ
ﾝ
ﾄ広

場
H

2
0
:堀

切
門
地
区

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

長
者
原
地
区

3
基

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

H
8
～
H

1
1
年
度

:長
者
原
地
区

H
1
5
:長

者
山

H
1
9
:南

側
土
塁
地
区
(陥

没
充
填
含
む
）

H
1
9
・
H
2
1
・
H

2
3
:深

迫
門
地
区
（
修
景
工
事
含
む
）

H
1
9
・
H
2
0
・
H

2
1
堀

切
門

地
区

H
2
0
:堀

切
門
地
区

H
2
2
:深

迫
門
地
区

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

施
実

を
繕

修
に

毎
年

8
繕

修
討

検
検

点
繕

修
討

検
検

点

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

路
園

区
地

原
者

長 H
1
7
:S
-
1
-
1
、

S
-
2
-
2
、

S
-
3
-
1
（
H
2
2
・
H
2
3
年

度
で
舗

装
完

了
）

H
1
8
:S

-
4

一
部
舗
装
に

剥
離
あ
り

〃
繕

修
討

検
検

点
繕

修
討

検
検

点

A
-
4

〃
討

検
検

点
繕

修
討

検
検

点

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

8
-

S
園
路
部
材
に
木
材
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
8
年

毎
に
修
繕
を
実
施

施
実

を
繕

修
に

毎
年

8
め

た
の

用
使

材
木

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

施
実

を
繕

修
に

毎
年

0
1

繕
修

討
検

検
点

繕
修

討
検

検
点

長
繊
維
繊
維
補
強
土
工

（
ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ
併
用
、
ラ
ス
張
工
、
植
生
基
材
吹
付
工
）

（
注

）
①

点
検

は
、
原

則
毎

年
度

実
施

（
職

員
に
よ
る
目

視
）
し
、
各

施
設

の
状

況
を
把

握
す
る
（
各

年
度

の
点

検
は

、
当

該
各

施
設

の
状

況
に
特

に
留

意
す
る
年

度
と
す
る
。
）
。
　
併

せ
て
、
各

施
設

の
日

常
点

検
を
実

施
す
る
。

　
　
　
②

点
検

に
つ
い
て
は

、
日

常
的

な
点

検
を
含

め
各

年
度

当
初

計
画

を
作

成
す
る
。
ま
た
、
点

検
結

果
を
記

録
す
る
た
め
、
点

検
記

録
簿

を
作

成
す
る
。
な
お
、
点

検
記

録
簿

に
は

施
設

状
況

を
的

確
に
記

録
す
る
た
め
、
写

真
等

を
添

付
す
る
。

　
　
　
③

修
繕

時
期

に
つ
い
て
は

、
点

検
の

結
果

、
各

施
設

の
状

況
に
よ
り
時

期
が

前
後

す
る
可

能
性

が
あ
る
。

  
　
　
④

修
繕

は
工

法
等

（
使

用
資

材
の

材
質

を
含

む
）
に
関

し
て
、
検

討
す
る
時

点
に
お
け
る
適

切
な
方

法
を
取

る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
⑤

修
繕

は
、
計

画
段

階
か

ら
文

化
庁

と
協

議
し
進

め
る
。

  
  

  
⑥

　
　
　
　
　
・
・
・
熊

本
県

公
有

財
産

台
帳

に
よ
る
各

建
物

の
耐

用
年

数
に
あ
た
る
年

度
　
　
　
　
　
・
・
・
建

物
整

備
後

3
0
年

に
あ
た
る
年

度

木
桟
道

（
H
1
5
・
H
1
7
年

度
整

備
）

透
水
性
舗
装

（
H

2
2
年
度
整
備
）

木
チ
ッ
プ
舗
装

（
H

1
5
年
度
整
備
）

④
誘

導
施

設
（
動

線
）

研
修
施
設

（
H

1
6
.2
竣
工
）

案
内
板

（
H
1
7
・
Ｈ

2
0
.3
竣
工
）

透
水
性
舗
装

（
H
1
7
・
H
1
8
年

度
整

備
）

②
学

習
施

設

ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設

（
H

1
4
.3
竣
工
）

長
者
山

展
望
広
場
休
憩
所

（
H

1
5
.3
竣
工
）

③
休

養
・
便

益
施

設

透
水
性
舗
装

　
（
長
者
原
地
区
）

道
標

（
H
1
9
・
H
2
2
・
H
2
3
年

度
整

備
）

広
場

適
宜
状
況
把
握
を
行
い
、
修
繕
を
実
施
（
広
場
陥
没
）

解
説
板

（
H

2
2
.8
竣
工
）

四
阿

(H
2
0
・
H
2
2
年

整
備

）

テ
ー
ブ
ル

・
ベ
ン
チ
等

（
H

2
0
～

2
3
年
度
整
備
）

⑤
法

面
保

護
（
崖
面
崩
壊
防
止
）

H
1
7
年
度
災
害
復
旧

(H
1
9
.3
竣
工
）

H
1
8
年
度
災
害
復
旧

(H
1
9
.1

0
竣
工
）

南
側
土
塁
地
区

(H
2
2
.9
竣
工
）

適
宜
状
況
把
握
を
行
い
、
修
繕
を
実
施

※
特
に
大
雨
時
に
留
意
し
て
状
況
把
握
に
努
め
る

①
5
号
建
物
跡
付
近
：
長
繊
維
補
強
土
工
、
ﾛ
ｯ
ｸ
ﾎ
ﾞﾙ
ﾄ工

、
植
生
基
材
吹
付

②
長
者
山
展
望
広
場
西
側
斜
面
：
  

  
 〃

③
池
ノ
尾
門
跡
付
近
：
植
生
マ
ッ
ト
工

①
南
側
土
塁
南
側
斜
面
：
植
生
マ
ッ
ト
工

②
長
者
山
展
望
広
場
南
側
斜
面
：
長
繊
維
補
強
土
工
、
ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ
工
、
植
生
吹
付
工

③
堂
の
下
園
路
西
側
斜
面
：
長
繊
維
補
強
土
工
、
ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ
工
、
植
生
基
材
吹
付
工

④
馬
こ
か
し
西
側
斜
面
：
　
　
　
　
　
　
〃
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等との協議のもと、保存管理計画の見直しを図る必要がある。 

また、保存管理計画上、熊本県は管理団体として鞠智城跡の保存管理にあたるとしているが、熊本県は文化財

保護法に定める管理団体とはなっていない。史跡地内の適切な保存管理を実施していく上では、法的な管理団体

の設定が望ましく、これについては、今後、文化庁の指導を受けながら熊本県、関係自治体（山鹿市・菊池市）

及び地元住民と協議する必要がある。したがって、保存管理計画の見直しを図る上では、法的な管理団体として

の手続きを盛り込む必要がある。 

 ウ 施設等の維持管理 

鞠智城跡が史跡として後世へ継承され、また、今後も歴史公園として県民、広くは国民に学習の場を提供する

ためには、遺構の保存のほか、保存整備事業により付設した施設を適正に維持管理していくことが重要である。  

これには、目視による日常的な点検はもとより、毎年度の定期点検などで各施設の状況把握を行い、点検記録

簿を作成するとともに、破損箇所等については、点検結果に検討を加え、適宜修繕等の措置をとることが重要で

ある。 

これまでの保存整備事業により設置した既存施設については、今後の維持管理の基礎となる方針を第 37 表で提

示するが、今後の整備予定施設を含めた実質的な維持管理計画は、以下の点を考慮して、これから検討を行う次

期計画の中で策定することとする。 

 ・史跡を適切に保存し、その歴史的価値を後世へ正確に伝えていく。 

 ・公園利用者への安全と快適性を第一に配慮する。 

 ・公園内の施設設備の耐用年数を踏まえ、その維持管理に加え、設備の更新も考慮する。  

 

（３）史跡の活用 

ア 地域住民及び地元自治体との連携 

 鞠智城跡が歴史公園として管理・運営され続けていくことは、それが後世に適切に伝えられることと同義であ

る。このためには、地域住民が鞠智城跡に対する理解を深め、鞠智城跡が史跡として地域住民の生活の場の一つ

として共存しつづけることが重要である。したがって、今後の保存整備事業が着実に成果を挙げるためには、各

種事業の説明会、報告会、情報交換会の開催などを通して、鞠智城跡に関する地域住民の理解を深める取り組み 

が必要である。 

 また、鞠智城跡が位置する山鹿市、菊池市など、地元自治体との連携も不可欠で、適切な役割分担のもと、そ

れぞれの責任範囲を明確にしながら、密な連携を保ちつつ管理運営を行っていく体制が求められる。特に、山鹿

市においては、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）」により平成

21（2009）年２月６日付けで「山鹿市歴史的風致維持向上計画」が認定されている。その計画の中で、鞠智城跡

及び西側の条里制が残る盆地一帯を「菊鹿古代の里地区」として重点地区に位置づけており、鞠智城跡周辺は、

平成 21（2009）年４月以降、古代山城の歴史景観や田園・自然景観を保全していくため、山鹿市景観計画に基づ

く景観形成誘導地区に指定されている。 

イ 鞠智城大規模歴史公園整備計画との整合性 

 現在、熊本県土木部道路都市局都市計画課では、史跡の周辺部を取り込み、史跡と一体となる公園整備を推進

する鞠智城大規模歴史公園整備計画（以下、「大規模歴史公園計画」という。）を策定している。 

この計画は、「東アジアを見つめた古代日本『鞠智城』」を基本テーマとし、「鞠智城とその周辺地域を、日本を

代表する大規模歴史公園として適切に保存・継承し、歴史学習や国際的な交流の場として活用するとともに、地

域活性化の拠点とする。」ことを基本理念としている。また、公園の全体目標像を、「最も栄えた７世紀末の鞠智

城を追体験できる公園」としている。 
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大規模歴史公園計画は、その前提として、鞠智城跡の学術的な価値づけに基づいて具体化されるべきものであ

り、鞠智城跡を県民はもとより国民各層に親しんでもらえる憩いと学習の場として活用するための有効な計画と

捉えることができる。 

 したがって、今後、熊本県教育委員会は、鞠智城跡の調和のとれた保存と活用の両立を図るため、この大規模

歴史公園計画を所管する熊本県土木部と、当教育委員会の基本計画と整合させながら、一層密接な連携を図り、

保存整備事業を推進することが必要である。 

 ウ 観光拠点としての活用 

 鞠智城跡が所在する熊本県山鹿市菊鹿町・菊池市は、菊池川流域の各所に存在する温泉地帯に近接し、かつ世

界有数のカルデラを誇る阿蘇山へのアクセス道と近接した良好な地域である。また、鞠智城跡へは、九州自動車

道や九州新幹線を利用することにより、北部九州はもとより、関西圏からも容易に訪れることが可能で、さらに

は鞠智城跡は、その築城経緯から、東アジア、特に朝鮮半島との縁が深い。鞠智城跡の保存整備事業における各

種整備により、これらの利点を活かし、知的好奇心に訴求できる熊本県北部の観光拠点の一つとして大いに活用

されることが期待できる。   

このためにも、史跡の活用の面において様々な方策を講じることはもとより、熊本県下各行政機関の観光関係

部署、他県の観光関係部署や旅行業界及びマスコミ等への情報発信と協力体制の構築が必要である。 

 エ 交通アクセスの整備 

 歴史公園鞠智城へのアクセスを向上させることは、鞠智城を県民はもとより広く国民に開かれた親しまれる公

園として運営していく上で重要な点である。そのため、道路網の整備や新たな公共交通機関の乗り入れ等を検討

することも必要であるが、現在、歴史公園鞠智城への来園者の多くが、自家用車利用者や団体客の場合は借り上

げバス利用者であるため、現実的で効果的な対応としては次の諸点を考慮していく必要がある。 

・道路案内標識の充実とその統一感の確保 

   鞠智城跡へのルート上の道路標識について、改めて現況の確認を行い、必要と思われる箇所は、道路管理

者等に協議を行い、新規の道路標識設置や既存標識の変更等、鞠智城跡への案内（サイン）標識についての

充実を図る。また、道路案内標識の統一感の向上（例えばイメージキャラクターの活用）は、標識を直ちに

認識できるようになることが期待できる。 

・案内マップの作成と配置 

   歴史公園鞠智城の周辺道路地図を作成し、観光客が立ち寄る近隣の諸施設（道の駅、ホテル、旅館等）に

設置する。 

 

（４）まとめ 

 鞠智城跡が、これまでの保存整備事業で歴史公園として整備され、活用が図られてきたことは、文化財の保護

及び活用の面で一定の評価ができるものと考える。これは熊本県の文化財保護行政に対する強い思いとともに、

文化庁をはじめ、鞠智城跡保存整備検討委員会の指導及び助言、地元自治体等関係機関、地元住民の協力があっ

て実現できたものである。  

 したがって、鞠智城跡の保存整備事業を推進する熊本県は、今後とも、地元自治体である山鹿市、菊池市と連

携しながら、貴重な史跡である鞠智城跡が将来にわたり受け継がれていくよう、その保存整備に関して、これま

での成果を検証した上で、学術的研究を深めながらそのあり方を検討し続けていかなければならない。そのため

にも、保存整備に係る次期計画の策定が必要である。 

 

 



報 告 書 抄 録
ふりがな きくちじょうあと

書 名 鞠智城跡

副 書 名 平成５～ 23年度鞠智城整備事業の報告

巻 次

シリーズ名 熊本県文化財整備報告

シリーズ番号 第４集

編著者名 西住欣一郎（編）、矢野裕介（編）、稼農久芳（編）

（編）は編者 大塚敏彦、河北公児、池田朋生、木村龍生、能登原孝道

編集機関 熊本県立装飾古墳館分館 歴史公園鞠智城・温故創生館

所 在 地 〒 861-0425 熊本県山鹿市米原 443-1 TEL0968-48-3178

発行年月日 2012年 10月 31日

ふりがな ふりがな コード
北緯 東経 事業期間

事業面積 事業原因

所収遺跡名 所在地 市町村 遺跡番号 （㎡）

鞠 智 城 跡 熊 本 県 山 33° 130° 1993 史跡の
きく ち じようあと くまもとけんやま

鹿 市 菊 鹿 00′ 47′ ～ 保存活用
が し きく か

町 米 原 外 43208 100 10″ 00″ 20120331
まちよなばるほか

菊 池 市 木
きく ち し き

野 外 43210 152、 153
の ほか

所収遺跡 種別 時代 遺構 遺物 特記事項

鞠智城跡 古代山城 飛鳥～平安 掘立柱建物跡 土師器 ・百済系菩薩立像

礎石建物跡 須恵器 ・「 秦 人 忍 □ 五 斗 」

貯水池跡 墨書土器 木簡

城門跡 瓦当

土塁跡 丸瓦

平瓦

木製品

木簡

仏像

要 約 国 史 跡 「 鞠 智 城 跡 」 は 、 東 ア ジ ア 情 勢 が 緊 迫 す る ７ 世 紀 後 半 に 、 唐 ・ 新 羅

の 国 土 侵 攻 に 備 え て 大 和 朝 廷 が 築 城 し た 古 代 山 城 で あ る 。『 続 日 本 紀 』 文 武 天

皇 ２ （ 698） 年 の 繕 治 記 事 な ど 、 国 史 に 記 載 さ れ た 城 跡 で 、 熊 本 県 の 北 部 、 山

鹿 市 と 菊 池 市 の 市 境 に 所 在 し 、 菊 池 川 の 中 流 域 に 位 置 す る 。 熊 本 県 で は 、 発

掘 調 査 を 昭 和 42年 度 か ら 実 施 し 平 成 23年 度 ま で 32次 に 及 ぶ 調 査 を 実 施 し た 。

保 存 整 備 事 業 は 、 平 成 ５ 年 度 の 基 本 構 想 策 定 に 始 ま り 、 基 本 計 画 等 の 策 定

を 経 て 、 鞠 智 城 跡 の 「 適 正 な 保 存 に よ る 後 世 へ の 継 承 」、「 価 値 の 顕 在 化 と 活

用 」、「 地 域 づ く り へ の 貢 献 と 郷 土 の 誇 り の 育 成 」 の 考 え の も と 事 業 を 推 進 し

た 。 平 成 23年 度 ま で に 史 跡 地 内 の 公 有 化 を 始 め 、 長 者 原 地 区 を 中 心 に ４ 棟 の

復元建物やガイダンス施設等の建設、園路、広場等の整備を実施してきた。



印刷仕様

・規 格 Ａ４判

・頁 数 506頁

・組 版 ＤＴＰ組版

・印 刷 オフセット印刷

・製 版 カ ラ ー 写 真：スクリーン線数220線４色刷

モノクロ写真：スクリーン線数220線１色刷

・用 紙 表 紙：・・・アートポスト紙220㎏

見返し：・・・上質紙110㎏

図 版：・・・コート紙110㎏

本 文：・・・コート紙110㎏

・製 本 糸かがり綴じ

熊本県文化財整備報告第４集

鞠 智 城 跡

－平成５～23年度鞠智城整備事業の報告－

平成24年10月31日

編集発行 熊本県教育委員会

〒862-8609 熊本市中央区水前寺６丁目18番１号

TEL：０９６－３８３－１１１１（代表）

印 刷 株式会社 星 光 社

〒860-0029 熊本市中央区米屋町２丁目4

TEL：０９６－３５４－２２１１



熊本県文化財整備報告第４集 
 
 
 
 

鞠 智 城 跡 
－平成５～23 年度鞠智城整備事業の報告－ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１２年１０月 

熊本県教育委員会 

Kikuchi Castle Site
－Report of the maintenance of historic site－

O ctober 2012

Board of Education, Kumamoto Prefecture

鞠
智
城
跡　
　
　
熊
本
県
文
化
財
整
備
報
告　

第
４
集　
　
　
　
　
　
　

2012　

熊
本
県
教
育
委
員
会



 この電子書籍は、熊本県文化財整備報告 4 を底本として作成しました。閲覧

を目的としていますので、精確な図版などが必要な場合には底本から引用して

ください。 

 底本は、古代山城がある市町村教育委員会、熊本県内の市町村教育委員会と図

書館、都道府県の教育委員会、考古学を教える大学、国立国会図書館などにあり

ます。所蔵状況や利用方法は、直接、各施設にお問い合わせください。 

 

書名：熊本県文化財整備報告 4 鞠智城跡 

平成５～23 年度鞠智城整備事業の報告 

発行：熊本県教育委員会 

     〒862-8609 熊本市中央区水前寺 6丁目 18番 1号 

     電話： 096-383-1111 

     URL：http://www.pref.kumamoto.jp/ 

電子書籍制作日：西暦 2002年 8月 18日


	表紙
	巻頭図版
	図版１　鞠智城跡全景
	図版２　鞠智城跡整備の状況
	図版３　鞠智城跡復元建物
	図版４　その他整備箇所

	序文
	例 言
	本 文 目 次
	第Ⅰ章　鞠智城の概要
	第１節　鞠智城跡の概要
	第２節　位置と環境
	（１）遺跡の位置と範囲
	（２）地形的環境

	第３節　歴史的環境
	（１）鞠智城周辺の遺跡の動向
	（２）鞠智城の歴史
	（３）鞠智城に関する伝承
	（４）鞠智城跡の各時代の遺構・遺物
	（５）鞠智城内に残る地名


	第Ⅱ章　発掘調査の概要
	第１節　発掘調査の経過
	第２節　発掘調査の成果
	(１) 建物遺構
	(２) 貯水池跡
	(３) 外郭構造


	第Ⅲ章　保存整備事業の概要
	第１節　事業の概要
	（１）事業の経緯
	（２）事業の組織体制
	（３）委員会等の開催経緯

	第２節　史跡の指定
	（１）史跡指定に至るまでの経緯
	（２）史跡の指定範囲

	第３節 鞠智城跡保存整備基本構想の策定
	（１）基本構想策定の目的
	（２）保存整備の方向性
	（３）ゾーニング及びゾーン別整備方針
	（４）基本構想
	（５）事業実施に向けての課題

	第４節 鞠智城跡保存整備基本計画の策定
	（１）計画の枠組
	（２）ゾーニング及びゾーン別保存整備方針
	（３）基本計画

	第５節 第2次鞠智城跡保存整備基本計画の策定
	（１）第1次基本計画の総括
	（２）策定の背景と目的
	（３）保存整備の基本方針
	（４）ゾーニング及びゾーン別整備方針
	（５）保存整備の個別計画
	（６）年次計画

	第６節 保存管理計画の策定
	（１）策定の経緯
	（２）計画の内容

	第７節 公有化（県有地化）
	（１）これまでの経緯
	（２）保存管理計画における公有化の考え方

	第８節 事業費について

	第Ⅳ章 保存整備事業の成果
	第1 節　第１次保存整備工事
	（１）建物遺構の保護盛土
	（２）建物礎石及び門礎石の保存処理、堀切門礎石の接合
	（３）遺構保存整備施設
	（４）学習施設
	（５） 休養、便益施設
	（６）誘導施設

	第２節　第２次保存整備工事
	（１）学習施設
	（２）休養、便益施設
	（３）誘導施設
	（４）修景工事
	（５）その他工事
	（６）南側土塁地区保存整備
	（７）災害復旧事業
	（８）復元建物修繕

	第３節　堀切門跡崖面保護対策について
	（１）概要
	（２）これまでの経緯
	（３）環境調査等の成果


	第Ⅴ章 運営と活用
	第１節　運営・管理
	（１）施設の運営
	（２）施設の管理
	（３）樹木管理

	第２節　史跡の活用
	（１）ガイダンス施設等の活用
	（２）研修施設の活用
	（３）主要なイベント等（平成８（1996）年度～平成23（ 2011）年度）
	（４）来園者数
	（５）説明ボランティアの活用


	第Ⅵ章　総括
	第１節　保存整備事業の現状と成果
	第２節　第１次、第２次基本計画終了後の課題
	（１）復元整備に関する課題
	（２）個別整備の課題

	第３節　今後の方向性
	（１）史跡の保存・整備
	（２）史跡の保存管理
	（３）史跡の活用
	（４）まとめ



	挿 図 目 次
	第１図　鞠智城跡全体図
	第２図　九州の古代山城分布図
	第３図　九州の位置
	第４図　菊池川の流れ
	第５図　鞠智城城域図
	第６図　鞠智城の地質
	第７ 図 鞠智城跡周辺主要遺跡分布図
	第８図　古墳時代中期の菊鹿盆地
	第９図　古墳時代後期前半の菊鹿盆地
	第10図　古墳時代後期後半の菊鹿盆地
	第11図　御宇田遺跡群（妙見Ⅱ区）の遺構配置
	第12図　上鶴頭遺跡遺構配置図
	第13図　十蓮寺跡出土軒丸瓦・軒平瓦
	第14図　西寺遺跡
	第15図　車路の官道と鞠智城周辺の古代遺跡
	第16図　上原地区の甕棺墓
	第17図　上原地区の弥生時代後期の竪穴式住居跡
	第18図　鞠智城跡の古墳時代住居跡
	第19図　鞠智城跡古墳時代住居跡出土遺物
	第20図　鞠智城内に残る地名
	第21図　各調査区の位置
	第22図　建物遺構分布図
	第23図　建物遺構の変遷（第Ⅰ・Ⅱ期）
	第24図　建物遺構の変遷（第Ⅲ・Ⅳ期）
	第25図　建物遺構の変遷（第Ⅴ期）
	第27図　貯水池跡トレンチ配置図
	第28図　取水口からの水の導入
	第29図　水路と排水施設推定地
	第30図　木組遺構
	第31図　貯木場跡の木材
	第32図　深迫門跡周辺地形図
	第33図　堀切門跡周辺地形図
	第34図　池ノ尾門跡調査区平面図
	第35図　土塁構造①
	第36図　土塁構造②
	第37図　史跡指定範囲図
	第38図　 ゾーニング図（基本構想）
	第39図　基本構想平面図
	第40図　鞠智城跡整備鳥瞰図
	第41図　長者原地区（八角形建物周辺）復元施設イメージスケッチ
	第42図　長者原地区（倉庫）復元施設イメージスケッチ
	第43図　南部門礎地区（堀切門跡周辺）整備イメージスケッチ
	第44図　西部土塁地区（灰塚展望所）整備イメージスケッチ
	第45図　事業区域図
	第46図　地区区分（ゾーニング）図
	第47図　地形造成イメージ図
	第48図　造成断面位置図
	第49図　主要造成断面図
	第50図　流域図
	第51図　大規模崩壊危険箇所対策整備イメージ図
	第52図　雨水排水・防災施設計画図
	第53図　城門遺構復元施設イメージ図
	第54図　土塁整備イメージ図
	第55図　石垣周辺整備イメージ図
	第56図　建物跡復元施設、建物跡明示施設、重複建物明示イメージ図
	第57図　ガイダンス施設設置箇所図
	第58図　ガイダンス施設イメージスケッチ
	第59図　ガイダンス施設平面図（計画図）
	第60図　案内板・解説板設置箇所図
	第61図　建物明示を兼ねた休憩所イメージ図
	第62図　駐車場の規模と配置図
	第63図　休養・便益施設配置図
	第64図　崖沿い安全柵等イメージ図
	第65図　シンボル広場イメージ図
	第66図　広域道路網図
	第67図　アクセス図
	第68図   計画地内導線計画図
	第69図　植栽計画概念図
	第70図　全体計画平面図
	第71図　設計対象区域
	第72図　対象区域現況図 及び断面位置図、断面図
	第73図　設計対象区域土地利用等
	第74図　造成設計平面概略図
	第75図　遺構部盛土設計標準図
	第76図　流域図
	第77図　雨水排水系統図
	第78図　建物跡遺構整備区分図
	第79図　建物復元施設イメージ
	第80図　礎石建物跡・平面明示標準図
	第81図   掘立柱建物跡・遺構明示標準図
	第82図　平面明示施設イメージ
	第83図　総合案内板・解説板配置図
	第84図　照明灯配置図
	第85図　シンボル施設イメージ図
	第86図　園内経路
	第87図　園路標準断面図
	第88図　給電・給水系統図
	第89図　鞠智城跡長者原地区基本設計平面図
	第90図　鞠智城跡長者原地区イメージ図
	第91図　ゾーニング
	第92図　遺構配置図
	第93図　学習施設
	第94図　休養・便益施設
	第95図　動線計画
	第96図　用地取得
	第97図　設計対象区域
	第98図　流域特性図
	第99図　動線計画図
	第100図　深迫門跡・堀切門跡・池ノ尾門跡地区保存整備イメージ図
	第101図　ハートビル法・交通バリアフリー法
	第102図　園路標準断面図
	第103図　園路計画図
	第104図　散策路イメージ図
	第105図　休養・便益施設配置計画図
	第106図　広場イメージ図
	第107図　サイン配置計画図
	第108図　保存整備鳥瞰図
	第109図　史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分図
	第110図　土地所有区分図
	第111図　第１次保存整備工事施工図
	第113図　20号建物跡
	第114図　20号復元建物西・南立面図（基本設計）
	第115図　20号復元建物断面図（基本設計）
	第116図　20号復元建物立面図（竣工）
	第117図　20号復元建物断面図（竣工）
	第118図　20号復元建物断面詳細図（竣工）
	第119図　20号復元建物扉詳細図（竣工）
	第120図　20号復元建物瓦葺詳細図（竣工）
	第121図　20号復元建物基礎伏図（竣工）
	第122図　16号建物跡
	第123図　16号復元建物立面図（基本設計）
	第124図　16号復元建物断面図（基本設計）
	第125図　16号復元建物立面図（竣工）
	第126図　16号復元建物断面図（竣工）
	第127図　16号復元建物基礎伏図（竣工）
	第128図　16号復元建物基礎詳細図（竣工）
	第129図　30・31 号建物跡
	第130図　32、33号建物跡
	第131図　32号復元建物の復元案
	第132図　32号復元建物比較対照図
	第133図　32号復元建物立面図（竣工）
	第134図　32号復元建物断面図（竣工）
	第135図　32号復元建物初層平面図（竣工）
	第136図　32号復元建物二層平面図（竣工）
	第137図　32 号復元建物三層平面図（竣工）
	第138図　32号復元建物三層屋根詳細図（竣工）
	第139図　32号復元建物三層開口（竣工）
	第140図　32号復元建物瓦詳細図（竣工）
	第141図　32号復元建物ソイルセメントコラム配置図（竣工）
	第142図　32号復元建物基礎伏図（竣工）
	第143図　32号復元建物軸組図（竣工）
	第144図　５号建物跡
	第145図　５号復元建物復元案（妻入・平入）
	第146図　５号復元建物立面図（基本設計）
	第147図　５号復元建物断面図（基本設計）
	第148図　５号復元建物立面図（竣工）
	第149図　５号復元建物断面図（竣工）
	第150図　５号復元建物扉口詳細図（竣工）
	第151図　５号復元建物軒見上図（竣工）
	第152図　５号復元建物基礎伏図（竣工）
	第153図　遺構明示標準断面図
	第154図　ガイダンス施設立面図
	第155図　ガイダンス施設１階平面図
	第156図　ガイダンス施設２階平面図
	第157図　解説板実施設計図①（平成11年度）
	第158図　解説板実施設計図②（平成11 年度）
	第159図　長者原地区解説板配置図
	第160図　屋外便所平面図
	第161図　シンボル広場施工図
	第162図　長者原地区遺構整備展示広場平面図
	第163図　一般園路標準断面図
	第164図　散策路標準断面図（長者原地区）
	第165図　側溝ほか標準断面図
	第166図　第２次保存整備工事施工図
	第167図　研修施設立面図
	第168図　研修施設平面図
	第169図　総合案内板実施設計図
	第170図　総合案内板盤面
	第171図　方位石実施設計図
	第172図　方位石盤面
	第173図　解説板実施設計図（平成21年度）
	第174図　解説板盤面（Ａ・Ｂゾーン）
	第175図　解説板盤面（Ｅゾーン）
	第176図　配置図
	第177図　長者山展望広場休憩所立面図
	第178図　長者山展望広場休憩所断・平面図
	第179図　展望デッキ
	第180図　中央であいの広場（駐車場）実施設計図
	第181図　駐車場断面図
	第182図　駐車場・構造物施工図
	第183図　長者原地区芝生張替箇所図
	第184図　南部一帯広場配置図
	第185図　南側土塁地区広場
	第186図　陥没箇所施工図
	第187図　であいの広場①　実施設計図
	第188図　四阿実施設計図
	第189図　堀切門地区（平坦部３～６）広場実施設計図
	第190図　平坦部11　実施設計図
	第191図　平坦部11　排水施設
	第192図　透水性土硬化舗装・擬石縁石標準断面図
	第193図　平坦部12　実施設計図
	第194図　S-3-1 周辺広場実施設計図
	第195図　テーブル・ベンチ　実施設計図
	第196図　ベンチ（背なし・背付き）　実施設計図
	第197図　園路・道標配置図
	第198図　平成14・15年度施工園路配置図
	第199図　木桟道実施設計図
	第200図　木桟道・八角デッキ詳細図
	第201図　木チップ舗装・階段部実施設計図
	第202図　木チップ舗装・階段部折れ点実施設計図
	第203図　木チップ舗装・平坦部実施設計図
	第204図　散策路（Ｓ－１－１ほか）実施設計図
	第205図　散策路（Ｓ－１－１）平面図
	第206図　散策路（S-1-1) 標準断面図
	第207図　散策路（S-1-1）立面図
	第208図　暗渠排水管
	第209図　散策路（Ｓ－２－２）平面図
	第210図　散策路（S-2-2）標準断面図
	第211図　散策路（S-2-2) 立面図
	第212図　擬木階段・防護柵実施設計図
	第213図　散策路（S-3-1）平面図
	第214図　散策路（S-3-1）立面図
	第215図　散策路（S-3-1）標準断面図
	第216図　階段部実施設計図
	第217図　散策路（S-4) 実施設計図
	第218図　木桟道実施設計図
	第219図　散策路（Ｓ－４）標準断面図
	第220図   転落防止柵
	第221図　一般園路（Ａ－４）実施設計図
	第222図　一般園路（Ａ－４）標準断面図
	第223図　一般園路（Ａ－４）断面図
	第224図　集水桝詳細図
	第225図　暗渠排水管等詳細図
	第226図　散策路（Ｓ－１－１）標準断面図
	第227図　散策路（Ｓ－２－２）標準断面図
	第228図　散策路（Ｓ－３－１）標準断面図
	第229図　道標実施設計図
	第230図　平成23年度修景工事実施設計図
	第231図　平成23年度修景工事断面図
	第232図　吐出し口詳細図
	第233図　平成16年度歩道整備箇所図
	第234図　安全対策緊急整備実施設計図
	第235図　横断図①
	第236図　横断図②
	第237図　施工区域標準断面図
	第238図　長繊維補強土工等標準断面図
	第239図　排水詳細図
	第240図　平成17 年度災害復旧箇所図
	第241図　平成17年度Ⅰ工区実施設計図
	第242図　平成17年度Ⅰ工区補強鉄筋工配置図
	第243図　排水材標準配置図
	第244図　平成17年度Ⅱ工区平面図
	第245図　平成17年度Ⅱ工区断面図
	第246図　平成17年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図
	第247図　平成17年度Ⅲ工区実施設計図
	第248図　平成18年度Ⅰ工区平面図
	第249図　平成18年度Ⅰ工区断面図①
	第250図　平成18年度Ⅰ工区断面図②
	第251図　法止工詳細図
	第252図　平成18年度Ⅱ工区平面図
	第253図　平成18年度Ⅱ工区断面図
	第254図　平成18年度Ⅱ工区補強鉄筋工配置図
	第255図　平成18年度Ⅲ工区平・断面図
	第256図　平成18年度Ⅲ工区断面図
	第257図　平成18年度Ⅲ工区補強鉄筋工配置図
	第258図　平成18年度Ⅳ工区平・断面図
	第259図　平成18年度Ⅳ工区補強鉄筋工配置図
	第260図　16号復元建物（兵舎）屋根伏図
	第261図　16号復元建物（兵舎）屋根補修立面図
	第262図　16号復元建物（兵舎）屋根修繕詳細図
	第263図　５号復元建物（板倉）修繕実施設計図
	第264図　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕実施設計図
	第265図　推定一軸圧縮強度経時変化図
	第266図　環境調査施工箇所図
	第267図　測色ポイント模式図
	第268図　測色値における色見本
	第269図　堀切門跡　環境調査データ①
	第270図　堀切門跡　環境調査データ②
	第271図　堀切門跡　環境調査データ③
	第272図　堀切門跡　環境調査データ④
	第273図　堀切門跡　環境調査データ⑤
	第274図　史跡鞠智城跡整備状況図

	写 真 図 版 目
	写真１　保護盛土施工（20 号建物跡）
	写真２　平成８年度礎石保存処理竣工
	写真３　平成９年度礎石保存処理竣工
	写真４　平成10年度礎石保存処理竣工
	写真５　平成12年度礎石保存処理竣工
	写真６　礎石保存処理施工行程写真（４９号建) 
	写真７　池ノ尾門礎石保存処理施工
	写真８　堀切門礎石保存処理施工
	写真９　深迫門礎石保存処理施工
	写真10　20号復元建物施工
	写真11　16号復元建物施工　
	写真12　兵舎仮展示場　
	写真13　南側八角形建物跡
	写真14　32号復元建物施工
	写真15　５号復元建物施工
	写真16　遺構明示の種類
	写真17　掘立柱建物跡・遺構明示施工（32号建物跡）
	写真18　礎石建物跡・遺構明示施工（59号建物跡）
	写真19　ガイダンス施設全景
	写真20　ガイダンス施設北側
	写真21　ガイダンス施設１階内部
	写真22　ガイダンス施設２階内部
	写真23　米倉説明看板
	写真24　モニュメント広場地図入看板
	写真25　平成11年度解説板設置
	写真26　簡易解説板設置
	写真27　音声解説板設置
	写真28　５号建物跡（板倉）解説板
	写真29　シンボル広場駐車場
	写真30　仮設駐車場設置
	写真31　屋外便所設置　
	写真32　シンボル広場設置
	写真33　温故創生之碑
	写真34　平成８年度張芝施工
	写真35　平成10年度張芝施工①
	写真36　平成10年度張芝施工②
	写真37　平成11年度張芝施工
	写真38　消火ポンプ小屋、屋外消火栓設置
	写真39　ポンプ小屋装飾
	写真40　平成12 年度張芝施工
	写真41　平成13 年度張芝竣工
	写真42　一般園路施工（Ａ路線）
	写真43　散策路施工（Ｆ路線）  
	写真44　平成13年度施工
	写真45　研修施設
	写真46　総合案内板
	写真47　方位石
	写真48　解説板（Ａゾーン）
	写真49　長者山展望広場休憩所
	写真50　平成16 年度外構工事竣工
	写真51　展望デッキ竣工
	写真52　展望施設張芝施工
	写真53　駐車場施工
	写真54　駐車場・構造物
	写真55　南側土塁地区広場竣工
	写真56　であいの広場①　平成19年度竣工
	写真57　であいの広場①　平成20 年度竣工
	写真58　であいの広場①　張芝
	写真59　であいの広場①　暗渠排水管布設
	写真60　であいの広場①　四阿
	写真62　堀切門地区広場（平坦部３～６）竣工
	写真63　擬木階段（平坦部４～５）設置
	写真64　園路設置
	写真65　平坦部11　平成19年度竣工
	写真66　平坦部11・平成21 年度竣工
	写真67　平坦部11・防草シート敷設・透水性土硬化舗装
	写真68　平坦部11　平成23年度竣工
	写真69　平坦部12　竣工
	写真70　平坦部12　植栽
	写真71　散策路Ｓ－３－１周辺　平成23年度竣工
	写真72　散策路（Ｓ－３－１）　周辺広場施工
	写真73　平成19年度テーブル・ベンチ竣工
	写真74　平成19 年度テーブル・ベンチ①設置
	写真75　平成20 年度背なしベンチ竣工
	写真76　平成21・23 年度テーブル・ベンチ等竣工
	写真77　散策路（Ｓ－８）竣工
	写真78　木桟道施工
	写真79　木チップ舗装施工
	写真80　平成16 年度簡易舗装竣工
	写真81　散策路（Ｓ－１－１）施工
	写真82　散策路（Ｓ－２－２）施工
	写真83　散策路（Ｓ－４）竣工
	写真84　散策路（Ｓ－４）竣工
	写真85　園路（Ａ－４）竣工
	写真86　園路（Ａー４）施工
	写真87　散策路（Ｓ－１－１）竣工
	写真88　散策路（Ｓ－２－２）竣工
	写真89 園路（Ｓ－３－１）竣工
	写真90　平成18年度道標竣工
	写真91　平成19年度道標竣工
	写真92　平成20 年度道標竣工
	写真93　平成21・23 年度道標竣工
	写真94　道標施工
	写真95　修景工事竣工
	写真96　吐出し口施工
	写真97　覆土施工（平坦部11 西法面）
	写真98　平成16 年度歩道整備竣工
	写真99　平成22 年度遺構明示竣工
	写真100　平成23 年度給水施設覆屋改修竣工
	写真101　平成21 年度安全対策緊急整備竣工
	写真102　平成21 年度安全対策緊急整備施工
	写真103　平成21 年度転落防止柵設置竣工
	写真104　平成21 年度転落防止柵設置施工
	写真105　平成17 年度災害復旧竣工（Ⅰ工区）
	写真106　平成17 年度災害復旧施工(Ⅰ工区)
	写真107　平成17 年度災害復旧竣工（Ⅱ工区）
	写真108　平成17 年度災害復旧施工（Ⅱ工区）
	写真109　平成17 年度災害復旧竣工（Ⅲ工区）
	写真110　平成18 年度災害復旧竣工（Ⅰ工区）
	写真111　平成18 年度災害復旧施工（Ⅰ工区）
	写真112　平成18 年度災害復旧竣工（Ⅱ工区）
	写真113　平成18 年度災害復旧排水施設施工（Ⅱ工区）
	写真114　平成18 年度災害復旧竣工（Ⅲ工区）
	写真115　平成18 年度災害復旧竣工（Ⅳ工区）
	写真116　平成18 年度災害復旧施工（Ⅳ工区）
	写真117　16 号復元建物（兵舎）災害状況
	写真118　５号復元建物（板倉）災害状況
	写真119　16 号復元建物（兵舎）屋根修繕竣工
	写真120　16 号復元建物（兵舎）屋根修繕施工
	写真121　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕竣工
	写真122　５号復元建物（板倉）茅葺屋根修繕施工
	写真123　平成19 年度岩質調査施工
	写真124　調査使用機材
	写真125　環境調査・測色
	写真126　温故創生館１階展示風景
	写真127　温故創生館受付
	写真128　温故創生館設備　
	写真129　兵舎仮展示場
	写真130　兵舎仮展示場・見学風景
	写真131　館長講座開催風景
	写真132　特別公開風景
	写真133　復元建物「鼓楼」落成フェスティバル風景
	写真134　ゴールデンウィークイベント風景
	写真135　国史跡指定記念シンポジウム開催風景
	写真136　鞠智城ウォークラリー開催風景
	写真137　百済歴史文化館との姉妹館調印式
	写真138　平成20 年度イベント風景
	写真139　平成21 年度東京シンポジウム開催風景
	写真140　平城遷都1300 年祭（春季）出展風景
	写真141　平成22 年度東京シンポジウム開催風景
	写真142　2010 世界大百済典出展風景
	写真143　九州国立博物館エントランスホール出展風景　
	写真144　烽火リレー実施風景
	写真145　歴史公園鞠智城説明ボランティア会　ガイド風景
	写真146　歴史公園鞠智城説明ボランティア会表彰状

	表 目 次
	第１表　所在地考証表
	第２表　発掘調査年表（１）
	第３表　発掘調査年表（２）
	第４表　発掘調査年表（３）
	第５表　発掘調査年表（４）
	第６表　池跡変遷表
	第７表　鞠智城跡変遷表
	第８表　主要整備一覧
	第９表　委員会等の開催経緯
	第10表　国指定区域の内訳
	第11表　ゾーン別整備方針（基本構想）
	第12表　主要施設一覧
	第13表　ゾーン別整備方針（第１次基本計画）
	第14表　第2次鞠智城跡保存整備基本計画における地域区分（ゾーニング）
	第15表　学習施設（遺構保存）整備一覧
	第16表　園路整備計画一覧
	第17表　休養・便益施設整備一覧
	第18表　学習施設等（サイン）整備一覧
	第19表　防災（安全管理）施設整備一覧
	第20表　修景整備一覧
	第21表　史跡鞠智城跡保存管理計画地区区分
	第22表　地区別方針
	第23表　公有化一覧
	第24表   用地取得一覧
	第25 表 保存整備実績概要（実施設計及び工事）
	第26表　調査地の地層構成
	第27表　データーロガー一覧
	第28表　各地点の平均・最高・最低値
	第29表　岩質調査箇所の測色値変化
	第30表   岩質調査箇所の水分量変化
	第31表　ガイダンス施設等建物の管理委託
	第32表　鞠智城跡来園者数
	第33表　説明ボランティア会活動実績
	第34表　保存整備計画・実績一覧表
	第35表   時期区分の比較
	第36表　鞠智城跡施設維持管理計画表①
	第37表　鞠智城跡施設維持管理計画表②

	資 料 目 次
	資料１　鞠智城跡保存整備検討委員会設置要綱
	資料２　公 示
	資料３　文部科学省告示第26号
	資料４　森林法
	資料５　熊本県立装飾古墳館条例
	資料６　熊本県立装飾古墳館条例施行規則

	報告書抄録
	奥付
	裏表紙



